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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年２月28日（木曜日）

開 会 午後５時53分

散 会 午後６時14分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

（２月28日付託）

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成31年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成31年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成31年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成31年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成31年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成31年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成31年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成31年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成31年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成31年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成31年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成31年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成31年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成31年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成31年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

20 甲第20号議案 平成31年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成31年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

22 甲第22号議案 平成31年度沖縄県病院事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成31年度沖縄県水道事業会

計予算

24 甲第24号議案 平成31年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

25 甲第25号議案 平成30年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

26 甲第26号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

27 甲第27号議案 平成30年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

28 甲第28号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

29 甲第29号議案 平成30年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第１号）

30 甲第30号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

31 甲第31号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

32 甲第32号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

33 甲第33号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第

１号）

34 甲第34号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

35 甲第35号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

36 甲第36号議案 平成30年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

37 甲第37号議案 平成30年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

38 甲第38号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

予算特別委員会記録（第１号）
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瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

39 甲第39号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

40 甲第40号議案 平成30年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）

委員の選任

平成31年２月28日、本委員会の委員は議長の指名で

次のとおり選任された。

大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

新 垣 新君 座 波 一君

中 川 京 貴君 座喜味 一 幸君

次呂久 成 崇君 宮 城 一 郎君

亀 濱 玲 子さん 照 屋 大 河君

仲宗根 悟君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

玉 城 武 光君 比 嘉 瑞 己君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 予算特別委員会運営要領について

４ 理事の選任

委員長、副委員長の互選

平成31年２月28日、親川敬君が委員長に、座波一君

が副委員長に選任された。

理事の選任

平成31年２月28日、理事に新垣新君、次呂久成崇

君、上原正次君、玉城武光君及び金城泰邦君が選任

された。

出席委員

委員長 親 川 敬君

副委員長 座 波 一君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

新 垣 新君 中 川 京 貴君

座喜味 一 幸君 次呂久 成 崇君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

玉 城 武 光君 比 嘉 瑞 己君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

3ii4

○奥野英明議会事務局政務調査課副参事 予算特別

委員会設置後、初めての委員会でありますので、委

員長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、玉城武光委員が年長者であります。

よって、この際、玉城武光委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

玉城武光委員、委員長席に御着席願います。

（玉城武光委員、委員長席に着席）

○玉城武光年長委員 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推選

人を親川敬委員とし、指名は委員長の職務

を行う委員が行う旨の協議があった。）

○玉城武光年長委員 再開いたします。

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には親川敬君を指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には親川敬君が選任されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○親川敬委員長 再開いたします。

この際、一言、御挨拶を申し上げます。

このたび、委員各位の御推挙により予算特別委員

長に就任いたしました親川敬でございます。

平成31年度は、残り期間が３年となる沖縄21世紀

ビジョン基本計画の総仕上げに向け、各種施策への
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取り組みを加速していく年であり、当初予算の審査

を行う本委員会の果たすべき役割は極めて重大であ

ります。委員長就任に当たり、改めて責任の重さを

痛感しております。

委員会の運営につきましては、公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員

各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

3ii4

○親川敬委員長 次に、副委員長の互選を行います。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協

議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推選

人を座波一委員とし、指名は委員長が行う

旨の協議があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、私から

指名したいと思いますが、これに御異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には座波一君を指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には座波一君が選任されました。

ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

を自席でお願いいたします。

○座波一副委員長 頑張ります。よろしくお願いい

たします。

○親川敬委員長 以上で、委員長及び副委員長の互

選は終わりました。

3ii4

○親川敬委員長 次に、予算特別委員会運営要領等

についてを議題といたします。

お手元に予算特別委員会運営要領案を配付してあ

りますので、この案に基づき御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要説明後に、協議があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

予算特別委員会運営要領につきましては、お手元

に配付してあります案のとおり決することとし、そ

の他は先例等によることにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○親川敬委員長 次に、ただいま決定されました予

算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任が

必要であります。

理事５人の選任について、御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

○親川敬委員長 再開いたします。

理事５人の選任について、お諮りいたします。

理事に新垣新委員、次呂久成崇委員、上原正次委

員、玉城武光委員及び金城泰邦委員の５人を指名い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願い申し上げます。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月１日 金曜日 午前10時から委

員会を開き、補正予算議案の審査を行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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予算特別委員会運営要領

この要領は、「予算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼について）」（平成30年２

月19日議会運営委員会決定）に定めるもののほか、予算特別委員会の運営及び審査等に関し必要な事項を下記

のとおり定めることにより、予算特別委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 委員席の配置について

委員席は別紙１のとおりとする。

２ 審査日程について

審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、予算特別委員会に諮り

変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼について

（１）当初予算の審査は、予算特別委員会において概要説明等を聴取した後、大局的な観点からの質疑等を行っ

た後、様式１により所管の常任委員会に調査を依頼するものとする。

（２）常任委員会は調査終了後、様式２により予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）を予算特別委員

会に提出するものとする。

４ 説明員について

（１）補正予算の概要説明は総務部長が行うものとする。

（２）当初予算の概要説明は総務部長が行い、室部局長（会計管理者及び各種委員会事務局長を除く）出席の上、

大局的な観点から質疑を行うものとする。

５ 質疑の要領について

（１）補正予算

① 質疑の時間は委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡をする

委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告する。また、譲渡をする委

員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならないものとする。

③ 質疑の時間には答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑤ 質疑は一問一答方式により、自席から起立の上行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

（２）当初予算の概要説明

① 質疑は会派代表の委員１人が行うものとする。なお、質疑を行う会派は、委員名を３月１日（金）の補

正予算審査日の正午までに、政務調査課に報告するものとする。

② 質疑の時間は７分とする。

③ 質疑は大局的な観点から、予算編成の基本的考え方、室部局の予算体系などについて行うものとし、資料

は、「当初予算説明資料（２月定例県議会）」、「沖縄県一般会計予算案の概要」、「当初予算（案）施策概

要」及び「当初予算案概要（部局別）」などを使用する。

④ その他の質疑の要領については、上記（１）の規定を準用する。
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６ 調査報告書に対する質疑について

（１）予算特別委員長は、調査報告書に関し予算特別委員から質疑の通告がなされた場合には、様式３により

当該常任委員長の出席を求めるものとする。

（２）常任委員長に対する質疑の通告は、様式４により政務調査課に提出するものとする。

（３）常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないものとする。

７ 要調査事項に対する質疑について

（１）要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等に出席を求めることが決定され

た場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、予算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休

日を除く。）の午後３時とし、様式４により政務調査課に提出するものとする。

（２）予算特別委員長の代表質疑及び知事等の答弁聴取後に行う各委員等の質疑の時間は、委員長が委員会に諮っ

て定めるものとする。

８ 理事会について

（１）理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

（２）理事は、委員長が委員会に諮って指名する。

（３）理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定めるものとする。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員

親 川 敬

委 員 長

宮城一郎委員 次呂久成崇委員 新垣 新委員 西銘啓史郎委員 大浜一郎委員

照屋大河委員 仲宗根悟委員 亀濱玲子委員 座喜味一幸委員 中川京貴委員 座波 一委員

上原正次委員 新垣光栄委員 當間盛夫委員 金城 勉委員 金城泰邦委員

比嘉瑞己委員 玉城武光委員
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別紙２

予算議案の審査日程

年月日 曜日 時 間 事 項 関係室部局等

本会 議及 予算特別委員会
平成31年 び 各 委員 ・委員長及び副委員長の互選
２月28日

木
会終了後 ・委員会運営要領の件

・理事の選任

知 事 公 室
総 務 部
企 画 部
環 境 部
子ども生活福祉部
保 健 医 療 部

３月１日 金 午前10時
予算特別委員会

農 林 水 産 部・平成 30年度補正予算審査
商 工 労 働 部
文化観光スポーツ部
土 木 建 築 部
教 育 委 員 会
公 安 委 員 会

常任 委員 予算特別委員会３月４日 月
会終了後 ・平成 30年度補正予算採決

本会議午前10時
・補正予算委員長報告・採決

３月６日 水 予算特別委員会
本 会 議 ・平成31年度一般会計・特別会計予算及び企業
終 了 後 会計予算(概要説明及び質疑）

関 係 室 部 局

・各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

各常任委員会３月７日 木 午前10時
・所管事務に係る予算議案の調査

関 係 室 部 局

各常任委員会
３月８日 金 午前10時 ・所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月11日 月 ・予算調査報告書整理日

３月12日 火 ・予算調査報告書整理日

・予算特別委員に対する予算調査報告書の配付
報告書配付時刻：正午

３月13日 水
・常任委員長に対する質疑の通告締め切り

質疑通告締め切り時刻
：午後３時

予算特別委員会
３月14日 木 午前10時 ・予算調査報告書等について

・総括質疑の取り扱いについての協議

予算特別委員会 知 事 等３月15日 金 午前10時
・総括質疑 関 係 室 部 局

予算特別委員会３月22日 金 午前10時
・採決
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（平成30年２月19日議会運営委員会決定）

予算議案の審査等に関する基本的事項

（常任委員会に対する調査依頼について）

予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任委員会において予

算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に係る予算事項を調査する方式としたところで

ある。こうした予算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、予算特別委員会

及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 予算議案の審査について

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初予算の審査については、概要説明

を予算特別委員会で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委員会に依頼して調査を行うものとす

る。

２ 予算特別委員会の開催場所について

予算特別委員会は、第７委員会室で行うものとする。

３ 審査日程について

予算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な予算特別委員会の審査日程は同委員会にお

いて決定するものとする。

４ 調査依頼事項について

（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係る予算事項と

する。

（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

５ 各常任委員会における調査について

（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。

（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡する委員

はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡を

する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第１多数会派は最

後に行うものとする。

（６）各常任委員会での採決は行わないものとする。

６ 予算調査報告書の作成及び配付について

（１）予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での協議に基づき各常任委員長が作成

するものとする。この場合、各常任委員会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任す

ることができるものとする。
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（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な内容、予算特別委員会においてさら

に調査が必要とされる事項（以下「要調査事項」という。）及び特記事項とする。

（３） 要調査事項について

ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする委員は、その該当事項を要調査

事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委員が要調査事項とする理由等を

説明した後、予算特別委員会における調査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上

で、要調査事項を予算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査事項として報告することについ

て反対の意見が述べられた場合には、予算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するもの

とする。

（４） 調査報告書は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く。）の正午までに

予算特別委員に配付するものとする。

（５） 調査報告書の様式は別に定めるものとする。

７ 調査報告書に対する質疑について

（１）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、当該常任委員長の出席を求めるも

のとする。

（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の

休日を除く。）の午後３時とする。

８ 要調査事項に対する質疑について

（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等の出席を求める

場合には、予算特別委員会において質疑を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定する

ものとする。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項についてまず予算特別委員長が代表して行

い、答弁を聴取した後、各委員からの質疑を行うものとする。

９ 質疑の時間及び方法等について

予算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は同委員会において決定するものとする。

10 理事会について

予算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同委員会に理事会を設置するものとする。
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別紙１

予算議案の審査日程

年月日 委員会等 時 間 事 項 関係室部局等

２月
本会議及

○委員長及び副委員長の互選

定例
予算特別委員会 び各委員

○委員会運営要領の件

会期中
会終了後

○理事の選任

(１日目) ○各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

以降

開会中 予算特別委員会 午前10時 ○平成29年度補正予算審査 関 係 室 部 局

(２日目)

各 常 任

(３日目) 予算特別委員会 委 員 会 ○平成29年度補正予算採決

終 了 後

(４日目) ○議案整理日

本 会 議 午前10時 ○補正予算委員長報告・採決

(５日目)
予算特別委員会

本 会 議 ○平成 30 年度一般会計・特別会計予算及び企業 総 務 部

終 了 後 会計予算（概要説明） 関 係 室 部 局

(６日目) 常 任 委 員 会 午前10時 ○所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

(７日目) 常 任 委 員 会 午前10時
○所管事務に係る予算議案の調査

関 係 室 部 局
○予算調査報告書記載内容等についての協議

(８日目) ○予算調査報告書整理日

(９日目) ○予算調査報告書整理日

報告書配付時刻：

(10日目)
○予算特別委員への予算調査報告書の配付 正午

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り 質疑通告締め切り

時刻：午後３時

○常任委員長に対する質疑

(11日目) 予算特別委員会 午前10時
○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等

についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(12日目) 予算特別委員会 午前10時 ○総括質疑
知 事 等

関 係 室 部 局

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

(13日目) 予算特別委員会 午前10時 ○採決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 玉 城 武 光

委 員 長 親 川 敬
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月１日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時15分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 平成30年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

２ 甲第26号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 平成30年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第28号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

５ 甲第29号議案 平成30年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第30号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第

１号）

10 甲第34号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

12 甲第36号議案 平成30年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

13 甲第37号議案 平成30年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

14 甲第38号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

15 甲第39号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

16 甲第40号議案 平成30年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）

出席委員

委員長 親 川 敬君

副委員長 座 波 一君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

新 垣 新君 中 川 京 貴君

座喜味 一 幸君 次呂久 成 崇君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

玉 城 武 光君 比 嘉 瑞 己君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室
上 原 宏 明君

基 地 対 策 課 副 参 事

知 事 公 室
島 袋 秀 樹君

基 地 対 策 課 班 長

知 事 公 室
上 原 孝 夫君

防 災 危 機 管 理 課 長

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

管 財 課 長 下 地 常 夫君

企 画 部 長 川 満 誠 一君

交 通 政 策 課 長 長 濱 為 一君

市 町 村 課 長 松 永 享君

環 境 部 長 大 浜 浩 志君

環 境 整 備 課 長 松 田 了君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

福 祉 政 策 課
宮 城 和一郎君

福 祉 支 援 監

青少年・子ども家庭課長 真栄城 守君

子 育 て 支 援 課 長 久 貝 仁君

障 害 福 祉 課 長 大 城 行 雄君

平和援護・男女参画課長 大 濱 靖君

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

保 健 医 療 総 務 課 長 長 嶺 祥君

予算特別委員会記録（第２号）
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医 療 政 策 課 長 諸見里 真君

地 域 保 健 課 長 山 川 宗 貞君

農 林 水 産 部 長 島 尻 勝 広君

農 林 水 産 総 務 課 長 美 里 毅君

流通・加工推進課長 下 地 誠君

農 政 経 済 課 長 島 川 泰 英君

園 芸 振 興 課 長 前 門 尚 美さん

畜 産 課 長 仲 村 敏君

農 地 農 村 整 備 課 長 本 原 康太郎君

森 林 管 理 課 長 崎 洋 一君

水 産 課 長 平安名 盛 正君

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

文化観光スポーツ部長 嘉手苅 孝 夫君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 加賀谷 陽 平君

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

土 木 総 務 課 長 金 城 学君

道 路 街 路 課 長 玉 城 佳 卓君

道 路 管 理 課 長 多和田 真 忠君

港 湾 課 長 與那覇 聰君

参 事 兼 都 市 計 画 ・
照 屋 寛 志君

モ ノ レ ー ル 課 長

教 育 長 平 敷 昭 人君

施 設 課 長 賀 数 朝 正君

学 校 人 事 課 長 古 堅 圭 一君

警 察 本 部 会 計 課 長 土 橋 喜巳治君

3ii4

○親川敬委員長 ただいまから、予算特別委員会を

開会いたします。

甲第25号議案から甲第40号議案までの補正予算議

案16件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、総務部長を初め、関係部局

長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、昨日、決定い

たしました予算特別委員会運営要領に従って行うこ

とにいたします。

まず初めに、甲第25号議案から甲第40号議案まで

の補正予算議案について、委員会運営要領記の

４（１）に基づき、総務部長から概要説明を聴取し、

その後、質疑を行います。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 ただいま議題となりました甲

第25号議案平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第

４号）及び甲第26号議案から甲第40号議案までの、

15件の特別会計補正予算について、その概要を御説

明いたします。

まず初めに、甲第25号議案平成30年度沖縄県一般

会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして、

お手元にお配りしております平成30年度一般会計補

正予算（第４号）説明資料により、御説明いたしま

す。

今回の補正予算は、扶助費等の義務的経費及び国

の補正予算関連経費並びに11月補正予算編成後の事

情変更により緊急に対応を要する経費について計上

をしております。

説明資料の１ページをごらんください。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ83億3106万

2000円で、これを既決予算額に加えた改予算額は

7439億8398万5000円となります。

歳入、歳出の主な内容については、後ほど御説明

いたします。

次に、２ページをごらんください。

２ページは、歳入歳出の財源内訳となっておりま

す。

次に、３ページをごらんください。

歳入内訳につきまして、その主なものを御説明い

たします。

県税は、56億7212万6000円で、その内訳は上から

１つ目の県民税が15億8414万9000円、４つ下の事業

税が31億5441万3000円などであります。

左側の区分欄で一番下の地方譲与税の22億6374万

9000円は、地方法人特別譲与税の増によるものであ

ります。

次に、４ページをごらんください。

区分欄で上から２つ目の地方交付税の51億963万

9000円は、普通交付税の交付決定額の未計上分であ

ります。区分欄で一番下の国庫支出金のマイナス21億

5354万4000円は、国庫内示減や事業費の減額分であ

ります。

次に、飛んで７ページをごらんください。

区分欄で１つ目の財産収入の20億662万4000円は、

サザンプラザ海邦の土地及び建物の処分、その他未

利用地や貸付地の売り払い等による財産売払収入な

どであります。

区分欄で２つ目の繰入金のマイナス45億2859万

4000円は、県有施設整備基金繰入金の減及びその他

特定目的基金を活用した事業の減に伴う繰入金の減

などによるものであります。

次に、８ページをごらんください。

区分欄で一番上の繰越金の19億5823万6000円は、

平成29年度決算剰余金の未計上分であります。区分
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欄で一番下の県債のマイナス18億1990万円は、事業

費の減などによるものであります。

以上、歳入合計は、次の９ページの一番下にあり

ますとおり83億3106万2000円となっております。

続いて、10ページをごらんください。

歳出内訳につきまして、主な事項を御説明いたし

ます。

一番下の総務部の私立学校等教育振興費は、私立

の高校生等への就学支援金の給付に要する経費の増

等であります。

次に、11ページをごらんください。

上から４番目の財政調整基金積立金は、地方財政

法に基づく平成29年度決算剰余金の積み立て並びに

県税及び地方交付税の増等に伴う基金積み立てに要

する経費であります。

１つ下の県有施設整備基金積立金は、県有地売却

代及び今後の公共施設等の適正管理に対応するため

の基金積み立てに要する経費であります。

次に、12ページをごらんください。

下から３番目の企画部の駐留軍用地跡地利用促進

費は、特定駐留軍用地等内の土地取得に要する経費

の減であります。

２つ下の交通運輸対策費は、離島住民等の割高な

船賃及び航空運賃の低減に要する経費の増等であり

ます。

次に、14ページをごらんください。

上から４番目の沖縄振興特別推進交付金（市町村）

は、沖縄振特別推進交付金の県分の一部を市町村分

に流用することによる増であります。

飛んで、17ページをごらんください。

一番上の子ども生活福祉部の保育対策事業費は、

保育所等の整備に要する経費の減等であります。

次に、19ページをごらんください。

一番上の保健医療部の後期高齢者医療負担金等事

業費は、医療給付費等に要する経費の増であります。

飛んで、23ページをごらんください。

一番下の農林水産部の水利施設整備事業は、国の

補正予算に伴う畑地かんがい施設の整備に要する経

費であります。

飛んで、27ページをごらんください。

上から２番目の商工労働部の工業研究施設整備費

は、国の補正予算に伴う工業技術センターの研究機

器整備に要する経費であります。

次に、28ページをごらんください。

上から３番目の文化観光スポーツ部のコンベン

ション振興対策費は、大型ＭＩＣＥ施設の基本設計

に要する経費の減であります。

飛んで、30ページをごらんください。

下から２番目の土木建築部の地すべり対策事業費

は、地すべり防止区域の緊急改築工事に要する経費

等であります。

飛んで、33ページをごらんください。

一番上の公共離島空港整備事業費は、国の補正予

算に伴う久米島空港の場周柵の更新に要する経費で

あります。

１つ下の河川等災害復旧事業費から港湾災害復旧

事業費までは、災害発生が想定を下回ったことによ

る災害復旧事業費の減であります。

飛んで、36ページをごらんください。

下から２番目の公安委員会の交通安全施設費は、

国の補正予算に伴う停電時に信号機へ電気を供給す

るための信号機電源付加装置の整備に要する経費で

あります。

以上、歳出合計も、一番下にありますとおり83億

3106万2000円となっております。

続いて、37ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正の追加であります。

今回の繰越明許費は、予算編成後の事由により、

年度内に完了しない見込みのある事業について、翌

年度に繰り越して実施するため計上するものであり

ます。

繰越明許費の追加の合計は、次の38ページの一番

下にありますとおり269億6973万7000円となっており

ます。

次に、39ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正の変更であります。

これまでに繰越明許費として計上した事業につい

て、新たに繰り越しが必要となる箇所が生じたこと

などにより、変更するものであります。

繰越明許費の変更の合計は、飛んで41ページの一

番下にありますとおり、161億7302万2000円を515億

7268万4000円に変更するものであります。

続いて、42ページをごらんください。

債務負担行為に関する補正については、衆議院議

員選挙費及び芸術大学設備整備費について、平成31年

度にわたる債務負担行為を設定するものであります。

最後に、43ページをごらんください。

地方債に関する補正については、事業費が増減し

たことなどにより、一番下にありますとおり合計で

マイナス18億1990万円となっております。

以上が、一般会計補正予算（第４号）の概要であ

ります。
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次に、特別会計について御説明いたします。

議案書平成31年第２回沖縄県議会（定例会）議案

（その２）により御説明いたしますので、お手元に

御用意をお願いいたします。

まず、19ページをごらんください。

甲第26号議案平成30年度沖縄県農業改良資金特別

会計補正予算第１号は、県が貸し付けた既往債権の

回収の増に伴う一般会計への繰出金の増に係る補正

であります。

次に、21ページをごらんください。

甲第27号議案平成30年度沖縄県下地島空港特別会

計補正予算（第１号）は、建物売り払い代が生じた

ことに伴う財源振りかえ及び下地島空港管理運営費

に係る繰越明許費の補正であります。

次に、24ページをごらんください。

甲第28号議案平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算（第１号）は、貸付件数の増

に伴う貸付金の増に係る補正であります。

次に、27ページをごらんください。

甲第29号議案平成30年度沖縄県下水道事業特別会

計補正予算（第１号）は、国庫内示の減に伴う事業

費の減や中部流域下水道建設費等に係る繰越明許費

の補正であります。

次に、31ページをごらんください。

甲第30号議案平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金

特別会計補正予算（第１号）は、貸付実績が当初見

込額を下回ったことに伴う貸付金の減による補正で

あります。

次に、33ページをごらんください。

甲第31号議案平成30年度沖縄県中央卸売市場事業

特別会計補正予算（第１号）は、国の補正予算に伴

う非常用電源整備費用の増及び中央卸売市場活性化

事業施設整備費に係る繰越明許費の補正であります。

次に、37ページをごらんください。

甲第32号議案平成30年度沖縄県中城湾港（新港地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、土地売却の進捗に伴う繰り上げ償還に必要な公

債費の増等に係る補正であります。

次に、40ページをごらんください。

甲第33号議案平成30年度沖縄県国際物流拠点産業

集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号）は、

予定していた防風壁工事の予算執行が困難となった

ことに伴う事業費の減に係る補正であります。

次に、42ページをごらんください。

甲第34号議案平成30年度沖縄県産業振興基金特別

会計補正予算（第１号）は、国への返還額が当初見

込み額を下回ったことに伴う償還金の減に係る補正

であります。

次に、44ページをごらんください。

甲第35号議案平成30年度沖縄県中城湾港（新港地

区）整備事業特別会計補正予算（第１号）は、中城

湾港機能施設整備費に係る繰越明許費の補正であり

ます。

次に、46ページをごらんください。

甲第36号議案平成30年度沖縄県中城湾港マリン・

タウン特別会計補正予算（第２号）は、中城湾港マ

リン・タウン土地造成事業に係る繰越明許費及び与

那原マリーナ指定管理料に係る債務負担行為の補正

であります。

次に、49ページをごらんください。

甲第37号議案平成30年度沖縄県駐車場事業特別会

計補正予算（第１号）は、県民広場地下駐車場改修

工事費の減に係る補正であります。

次に、51ページをごらんください。

甲第38号議案平成30年度沖縄県中城湾港（泡瀬地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、泡瀬地区臨海部土地造成費に係る繰越明許費の

補正であります。

次に、53ページをごらんください。

甲第39号議案平成30年度沖縄県公債管理特別会計

補正予算（第１号）は、借入利率が見込み利率を下

回ったこと等に伴う長期債利子の減による補正であ

ります。

最後に、55ページをごらんください。

甲第40号議案平成30年度沖縄県国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）は、国から交付される

補助金を国民健康保険財政安定化基金に積み立てる

こと等に係る補正であります。

以上が、特別会計補正予算の概要であります。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○親川敬委員長 総務部長の概要説明は終わりまし

た。

これより、甲第25号議案から甲第40号議案までの

補正予算議案に対する質疑を行います。

質疑を行う前に、大浜一郎委員から質疑時間の全

てを西銘啓史郎委員に譲渡したいとの申し出があり

ましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おき願います。
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質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 質疑に入る前に、委員長に確認

ですが、きょうは知事公室長が欠席ということがあ

りました。委員長から説明がなかったのですが、我

が会派にも説明はありましたが、一言苦言といいま

すか、もちろん知事に同行するという立場も重々理

解いたします。これが３月１日でなければならなかっ

たのかも含めて、知事に対して、私は行動のプライ

オリティーについて一般質問でも申し上げました。

大変残念であります。補正の額が多い、少ない関係

なく、全部の部局長がそろうということが私は大事

だと思いますので、よろしくお願いします。

私は、予算特別委員会は初めてであります。決算

特別委員会は何度か委員として議論に加わりました

が、きょうは大浜一郎委員の質疑時間も頂戴してい

ます。大浜一郎委員は今回、議員として初めての予

算特別委員会でもあります。私も初めてですが、基

本的なことも含めて質疑させてもらいたいと思いま

す。

まず１点目、今回の補正予算ですが、補正予算と

いうものは地方自治法上の第218条第１項に基づいて

当初予算を補う形で組まれる予算だと理解しており

ます。それで、２月補正では過去５年ぐらいでどれ

ぐらいの補正額が組まれたのか、億単位でいいので、

過去５年間の２月補正予算をお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 過去５年分の２月補正の予算

の規模ですが、平成26年度が205億円、平成27年度が

68億円、平成28年度がマイナス76億円、平成29年度

が４億円、平成30年度が83億円という規模になって

おります。

○西銘啓史郎委員 今年度の９月補正から、10月、

11月、２月と補正が組まれております。財政課にお

願いをして、部局ごとに数字を見てみました。その

中で、例えば、知事公室は９月補正で５億5000万円

―これは県民投票に係る補正だと理解しております

が、そういう形で組まれて、最終的には当初より５億

円ふえた。これは理解できるのですが、部局による

と非常にマイナスといいますか、11月に増額して２月

に減額補正するとか、もちろん中身はいろいろ違う

と思うのですが、その中で部局に基づいて質疑した

いと思います。まず、平成30年度の２月補正、資料

４補正予算説明資料です。

済みません。その前に、議案書と第４号一般会計

補正予算資料からいきましょうか。詳細に入る前に、

先ほど総務部長から甲第25号から甲第40号までの説

明がありました。増額、減額の補正の理由が述べら

れました。ただ、この議案を見る限りは理由がわか

らないですよね。私は今、回収増とか、いろいろな

理由があるとメモをしました。できれば、この議案

の中になぜこうなったかということを明記してほし

いと思います。もう一つ、第４号一般会計補正予算

資料もそうですが、10ページの総務部で、人事調整

費で6500万円ぐらいの増額補正がありますが、右の

備考欄には職員退職手当事業費、退職手当に要する

経費とあります。これは理解できるのですが、なぜ

それが発生したか。例えば、当初退職手当は用意し

ているものの、急遽早期退職が出たとか、こういっ

た理由を明記していただければ我々は細かい質疑を

しなくていいわけですよね。これはたまたま小さい

額ですが、例えば、先ほど私学の説明がありました

が、こういったものも右側にいろいろ書いています

が、事業の減による理由がありましたよね。減額に

は減額の理由があって、増額には増額の理由がある

と思うのですが、ぜひ今後、資料の改正といいます

か、我々議員も、また、県民が見てもわかりやすい

ような資料の作成をお願いします。今回、私が質疑

をつくるに当たっても、この資料、この資料と見比

べながら、款・項・目で見たり、部局ごとに見たり、

非常に手間がかかるわけです。できれば一つのもの

で明確に理由がわかれば、なるほどと思うものもあ

るし、なぜなのかというものもあるので、それにつ

いては冒頭でお願いをしておきたいと思います。

それでは、資料に沿って質疑をしたいと思います。

11ページに、総務部で財政調整基金、県有施設整備

基金、増額で積立額として109億円から49億円とあり

ますが、積立基金についてお伺いします。積立基金

に関しては、地方自治法第241条で義務づけされてい

る基金もあると聞いております。例えば、災害救助

基金であったり、災害対策基金―ここには出ていま

せんが、まずその２つについて、沖縄県としてどれ
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だけの基金があるのかを御説明願います。

○宮城嗣吉財政課長 基金積立金の関係ですが、委

員のおっしゃるとおり、地方自治法第241条で、地方

公共団体は条例の定めるところにより、特定の目的

のために財産を維持し、資金を積み立てるための基

金を設けることができるとされておりまして、当該

基金に積み立てる経費として積立金を計上したとこ

ろです。２月補正予算では、財政調整基金や県有施

設整備基金積立金など、156億7700万円の積立金を計

上しております。内訳ですが、財政調整基金積立金

として109億7600万円、それから、県有施設整備基金

積立金として49億3000万円を積み立てております。

○親川敬委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から地方自治法上義務

づけられた災害救助基金はないのかとの質

疑があり、財政課長から他県の多くはでき

る規定で個別条例を制定して基金を設けて

いる旨の説明があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 今の説明で、11ページの第４号

一般会計補正予算の資料と、資料４補正予算説明資

料の２ページには積み立て後の見込み残高がありま

すよね。財政調整基金積立金でいえば、今回109億円

を補正で積み立てて、積み立て後、最終的には192億

円と出ています。このように、一つ一つを見比べな

ければわからない。これが幾らになったのかもわか

らないということで、ぜひこれもわかりやすいよう

にしてください。それで、積立基金について確認を

します。以前、私は一般質問でも聞いたのですが、

主要基金、財政調整基金積立金、それから、県債基

金、県有施設基金、トータルで617億円ほどの見込み

になっていますが、これは何％ぐらいが適正とか、

そういうものがあるのであればお答え願います。

○宮城嗣吉財政課長 財政調整基金等については、

適正な基金残高の水準を示すような客観的な指標は

特にありませんで、各地方公共団体の判断に基づき、

積み立てと取り崩しが行われている状況です。沖縄

県としましては、災害等の緊急事態、想定外の歳入

減などの備え、社会保障関係費の増に対応するため

の財源確保、老朽施設等の計画的な整備・修繕など、

安定的な財政運営を確保し、県民サービスを維持す

るために、主要３基金と呼んでいますが、財政調整

基金、減債基金、県有施設基金などの積み立てを行っ

ておりまして、一定の残高を確保する必要があると

考えております。

○西銘啓史郎委員 詳細ではないのですが、国の財

務省と総務省の基金に対する考え方が違うと聞いて

おります。財務省としては、国が国債を発行しなが

ら借金を抱える中で、各地方自治体が資産という形

での基金と言っていますが、総務省はそうではない

と言っていますので、どちらの議論が正しいとかで

はなく、県として必要なものを有事のときに備えて

蓄えることについては私も異論はないのですが、ど

れだけでもいいのかということもあると思うのです。

ですから、その辺についてしっかりどこかで議論と

いいますか―議論する場ではないのかもしれません

が、説明できるような形で、我々としても600億円が

適正なのか、ほかの基金も含めて、全部見きれてい

ませんが、そういったことも含めてしっかりチェッ

クしていきたいと思います。

それでは、第４号一般会計補正予算資料に基づい

て質疑を行いたいと思います。13ページ、企画部の

中で、離島航路の補助費で２億4000万円ほど減額補

正をしていますが、これも恐らく路線ごとの予算が

あって、その中でどの路線に対する事業費が減った

のかわかりませんが、簡単でいいので、もしわかれ

ば教えてください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路補助事業費の補

正減でございますが、当事業は航路事業者の運航に

よって生じる欠損額を国、関係市町村等と県が連携

して補助する事業として離島航路の維持確保を図っ

ている事業でございます。平成30年度当初予算にお

いては、欠損が生じる見込みとなっていた14の航路

事業者がございましたが、その事業者に対して補助

金として３億2100万円余りを計上していたところで

ございます。実際の運航が終わった後、旅客数が当

初の見込みよりも増加した、あるいは燃料費が当初

の見込みより減少した等の事情がございまして、補

助対象航路の収支が改善し、結果的に県の補助金は

５航路に対しての補助として8100万円余りというこ

とで、差し引き2400万円余りの減額補正をしたもの

でございます。

○西銘啓史郎委員 予算の組み方がどうかという議

論はしたくないのですが、先ほど14路線、それとも

14社、どちらですか。

○長濱為一交通政策課長 航路事業者は14社で14航

路になっております。

○西銘啓史郎委員 そこで3.4億円の補助を見込んで

いたと。補助が出なかったというのは、うれしい悲

鳴だとは思います。ただ、私は最初にこれを見たと

きに、本来執行すべきものが何かで間に合わなかっ
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たのかと思ったので、これもできれば今おっしゃっ

たことをどこかに書いて、総額の予算が幾らで、そ

れに対して補正がこれだけで、執行が8000万円とわ

かりますよね。そうすると、予算の組み方がどうか

と議論できるので、今の段階ではもういいのですが、

そういったこともしっかりページの中に記載しても

らいたいと思います。

続いて、14ページの衆議院議員の選挙費で、増額

で824万円ほどついています。先ほどの資料に戻るの

ですが、債務負担行為で衆議院がありましたよね。

議案書の17ページです。この関係がよくわからない

のです。平成31年度は限度額457万5000円―債務負担

行為は複数年にまたがる場合に期限と限度額を決め

ると理解しているのですが、14ページの補正で824万

円というのは今年度で執行するという理解でいいで

すか。

○松永享市町村課長 資料14ページの衆議院議員に

係る824万2000円の補正に関しましては、玉城知事が

衆議院議員、沖縄県第３選挙区の辞職に伴いまして

衆議院議員補欠選挙が年明けの４月21日に執行され

る予定となっております。その期日が４月21日とい

うことで、年度をまたいで作業が発生しております。

ここで組んである補正は、今年度中に執行する必要

があるもの。例えば、投票用紙の発注などというも

のは、年度が明けてから発注すると間に合わないも

のですから、平成30年度内に執行する必要があるも

のに関しまして、ここで補正を組んでいるというこ

とでございます。

○西銘啓史郎委員 そういう説明を聞くと理解でき

ました。それでは、実際には新年度にまた新たにか

かる経費は計上して執行するという理解でいいです

よね。

○松永享市町村課長 はい。

○西銘啓史郎委員 そういうものも、ぜひお願いし

ます。こういう質疑が出ないようにわかりやすくし

てください。

それから、16ページ、子ども生活福祉部ですが、

私はこれは非常に気になっていまして、財政課の方

につくってもらった予算、部局別に９月の補正、10月、

11月、２月と補正を時系列に見ているのですが、子

ども生活福祉部は10月に2300万円ほど、11月に4100万

円の増額補正を組んでいます。今回、２月補正で一

気に18億円の減額補正になっていますね。中身を見

るといろいろな項目があって、介護保険福祉諸費か

らずらっとあるのですが、中身によっては保育対策

事業も５億円とか―先ほど保育所のどうのこうのと

総務部長の説明があったのですが、これだけ子供の

生活、いろいろな福祉をしなければならない中で、

これだけ18億円を、ましてや２月に減額をするとい

うことについて御説明をお願いします。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今回の２月補正に

つきましては、トータルで18億円の減額補正という

ことではございますが、まず、増額で２億6600万円

ほど、減額で20億円ほどということで、トータルで

18億円ということでございます。減額補正に計上し

ております14事業のうち、子ども生活福祉部では給

付費などの義務的経費がございまして、それが約６億

円。それから、施設整備に係るものが10億円の減額

になっているところでございます。義務的経費につ

きましては、先ほど申しましたとおり、市町村が所

要額を見込むことではございますが、給付費等でご

ざいますので、もともと当初予算で不足が出ないよ

うにということで組んでおりますので、２月までの

実績を勘案しまして、今回、補正ということで大き

く出ているところでございます。施設整備について

も、市町村の計画の変更とか、公募に対する集まり

がなかなかなかったということもございまして、減

額に至った次第でございます。それから、お尋ねの

10月でも11月でも補正をしたということでございま

すが、これは今回の補正とは少し異なりまして、例

えば、10月でいきますと、国の要綱改正などによっ

て増額が必要になった分とか、今回は国の第２次補

正予算に基づいた補正があったりと、それぞれの項

目によって違うものでございますので、その時期に

応じて補正が必要になったということでございます。

○西銘啓史郎委員 細かい中身は全部見きれないの

と、ここにも平成30年度の予算の総額が書かれてい

ないので、予算に対してどれぐらいの減額なのかと

いうことが見えないのです。そういったものも見や

すく資料をつくっていただきたいと思います。

続いて18ページですが、上から４段目と５段目の

生活保護事務費と生活保護援護費、合わせて約１億

1600万円ほどの増額になっています。これは町村分

と理解してよろしいでしょうか。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 まず、生活保

護事務費の補正については1500万円強の補正を予定

しております。その理由といたしまして、平成29年

度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金が国庫と

してございますが、その年度終了後の精算の結果、

受け入れ超過が生じたことにより、国へ返還するも

のです。これは委員がおっしゃっておりました、県

の所管は町村部、郡部の生活保護を所管しておりま
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すので、その分ということになります。あと１点、

お尋ねがありました生活保護援護費の補正について

も、同様に県の所管の郡部、つまり町村の分という

ことになります。

○西銘啓史郎委員 これも数字で調べましたら、こ

の２つで92億円ぐらいの額になっていると思います。

ある資料で県内の各11市がどうなっているのかも調

べてみましたが、もちろん住民が多いこともあるの

ですが、断トツに多いのが那覇市で216億円ほどに

なっているようです。それから、沖縄市が81億円と

ありますが、私は生活保護費のことをとやかく言う

つもりはなくて、平成26年に保護法の改正があって、

いろいろな支援を必要とする人には確実に保護を行

うという基本的な考え方は維持しつつ、就労による

自立の促進であったり、健康生活面に着目した支援

であったり、不正、不適正受給の対策の強化とか、

医療扶助の適正化のようなことが確かに改正されて

いると思います。県として、この辺はどのように取

り組んでいるのか、もう一度御説明をお願いします。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 今、委員から

頂戴した質疑は、不正受給の問題ではなくて……。

○西銘啓史郎委員 保護法が改正されて、県として

就労による自立の促進であったり、生活保護の負担

を減らすための国としての指針、県としての方向性、

何をやっているかを教えてください。

○宮城和一郎福祉政策課福祉支援監 委員のおっ

しゃるように、生活保護の根本の原因は就労等の問

題があって、あるいは心身の故障や高齢化等があり

まして収入が落ち込んだということが根本の原因に

あります。当然、生活保護に陥る前に、県及び11市

で実施しております生活困窮者自立支援という生活

保護の上のセーフティーネットを構築したり、商工

労働部と連携して就労支援等を鋭意行っているとこ

ろです。加えて申し上げますと、不正受給について

も国民の生活保護に対する理解を適正に頂戴するた

めに、しっかりそのようなものがないように取り組

んで、指導等を行っているところです。

○西銘啓史郎委員 続いて、24ページ。災害復旧費

ですが、先ほど総務部長からは、当初想定した復旧、

被害が少なかったというように聞こえたのですが、

たしか今年度は大型の台風もありましたよね。その

中で災害復旧費だけで農林水産部で11億円、土木建

築部で１億5000万円、教育委員会で2200万円、トー

タルで12億円ほどの減額補正がされているのですが、

これは当初の想定より少なかったという理解で本当

によろしいのでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 災害復旧事業費で12億7800万

円ほど減になっておりますが、それぞれ農林水産施

設、土木施設、教育施設で減になっております。当

初予算におきましては、過去の実績のうちの最大値

や平均値などで見込み計上をしているということに

なりますので、当初の見込みより災害発生が少なかっ

たということになっております。

○西銘啓史郎委員 今の話だと、全ての部局におい

てもちろんオーバー執行できないという観点から予

算については適正に組んでいるとは思うのですが、

直近で減額が大き過ぎると。これは災害対策費だけ

ではなく、いろいろな科目で多いとどうしても予算

の査定がどうだったのだろうということも議論にな

ると思うのです。その都度、緊急性があって補正を

組むのは大事だと思うのですが、補正を組んで減額

とか、または当初から膨らませ過ぎたからというこ

とではなくて、もちろん必要ではないところに金を

落とせということではないのですが、各部局の予算

の制度というか、財政としてどのように見ているか

もあるのですが、恐らく平成31年度の予算編成も同

じように必要なものを無駄なくきちんと計上しなさ

いということにはなっていると思うのですが、過去

を振り返ると、先ほどの数字でも平成26年度は205億

円、これは増額の補正ということで、平成28年度は76

億円、平成29年度は４億円と額的には少ないのです

が、２月の補正というのが余りイメージできなかっ

たものですから、やはり間際の補正はどうしてもそ

れが今年度中にできるかというと、繰越明許費に行

くのか。予算の制度については県民、国民の税金を

使うわけですから、そこはしっかりお願いしたいと

思います。

37ページの繰越明許費の補正ですが、追加と変更

について、言葉の定義だけ説明をお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 繰越明許費の追加というのは、

事業に新たに繰り越すべき事由が生じたものについ

て、事業として繰越明許費を追加すると。変更につ

きましては、９月と11月で一旦繰越明許費の議決を

得ているものについて、例えば、同一事業ではある

のですが、箇所等で新たに繰り越しが必要になった

もの等については同一事業内で増額しなければいけ

ませんので、変更という形になっています。

○西銘啓史郎委員 私の理解が間違っていたら教え

てほしいのですが、予算には款、項、目、節とあり

ますよね。例えば、同じ款、同じ項の中での増額で

あれば追加という理解でいいですか。それとも、変

更というのは目、節も変わったりするという理解な
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のか。その辺がよくわからないので、お願いします。

○宮城嗣吉財政課長 例えば、37ページから追加が

ありますが、一番上の総務管理費で４億7800万円を

新たに追加という形になります。39ページから変更

になっておりますが、市町村振興費については、９月

または11月で一旦繰越明許費として何らかの形で議

決を得ていますので、そこで新たに箇所等、市町村

にはいろいろな事業がありますので、新たに違う市

町村が必要になったとか、そういう新たな箇所で増

額が必要になったというところで、こういう場合は

繰越明許費の変更という形で議決をお願いしており

ます。

○西銘啓史郎委員 少し違う質疑をしますが、既定

の予算の金額は相互に融通して使用する流用という

言葉をよく使うらしいですね。私は最初、流用とい

うのは非常に怖い言葉だと思ったのですが、行政で

は普通に使われているということなので―流用の件

数や総額、手続上は決裁をとっていると思うのです

が、平成29年度でも平成30年度でも結構ですから、

もしわかれば教えてください。

○宮城嗣吉財政課長 まず、流用とは何かというと

ころから御説明したいと思いますが、地方自治法第

220条第２項の規定では、歳出予算における各款の間

―款同士、及び各項の間においては相互の流用を禁

じられていると。対して、各項の経費については、

予算の執行上必要である場合に限り、予算の定める

ところにより流用が認められいるということで、項

の間であれば、予算で定めれば認められると。予算

執行科目である目、項の中の目や節の流用について

は、特に法令上の制限はないところです。予算編成

後、必要やむを得ない事情により予算が不足する、

過不足がある場合には、一般的には補正予算で対応

するということが原則でありますが、他の科目にお

いて余剰を生じる見込みがあって、予算を相互に融

通したほうが効率的で、しかも議決予算の趣旨も損

なわないという場合には、予算の流用という予算執

行上の手続を行っています。県では財務規則等に基

づき、必要性、緊急性、それから流用財源等を十分

検討した上で、やむを得ない場合に流用を行うこと

としております。

○西銘啓史郎委員 この中で件数や額を把握してい

れば、お願いします。

○宮城嗣吉財政課長 平成29年度で項をまたぐ、あ

るいは目をまたぐ流用件数が143件、総額で８億

2100万円となっております。

○西銘啓史郎委員 平成30年度は、現在どのぐらい

でしょうか。

○親川敬委員長 休憩いたします。

（休憩中に、財政課長から平成30年度は年度

中途であり、決算しないと集計できないと

の回答があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 駆け足で質疑しましたが、この

後、ほかの委員からもいろいろ質疑があると思いま

すので、私の持ち時間は５分ほど余っていますが、

この辺で閉じたいと思います。最後に１点だけ、執

行部の皆さんは予算の獲得から執行に当たっていろ

いろ御苦労されていると思います。特に後ろにいらっ

しゃる課長、補佐、いろいろな方々、皆さんの御努

力に敬意を表するとともに、次年度以降も予算につ

いてはまた新たな場所で審議をしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

○親川敬委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 まず、県警サイドから。できる範囲

で大まかで構いません。

運営活動費の問題でございます。第４号一般会計

補正予算資料の36ページです。

この中で高江や辺野古で活動等あって、住民から

道路交通法の問題等々が苦情・被害、そういったも

ろもろがあって、本当にこの予算内で、また残業手

当とかそういうものが本当にこれで大丈夫なのかと

いう懸念を抱いて質疑をさせていただきます。よろ

しくお願いします。

○土橋喜巳治警察本部会計課長 今補正予算の中に

は、昨年の警衛の関係で人事発令が翌年度になった

ということで、赴任旅費の関係を補正要求させてい

ただいていますが、今御指摘の辺野古だとかの活動

についても、予算の範囲で今やっているところでご

ざいます。

○新垣新委員 予算の範囲もわかるのですが、度の

過ぎた道路交通法違反、地域からの恐ろしいくらい

の悲鳴。地域はもう本当に迷惑という住民が、この

辺野古、高江もですよ。そういった等々、道路も妨

害するという、このような問題に、住民から夜もそ

ういったものはあったと、県警もわかっていると思

います。私はこれは足りていないと、現場がですね。

思っているのですよ。住民はもっと強化してほしい

と。その声に関して、予算をさらに増額を求めてい

くという今後の考え方をお聞かせください。

○土橋喜巳治警察本部会計課長 本年度補正予算の

中には入っておりませんが、やはり超過勤務がふえ
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てきておりますので、今県のほうに、その点は流用

の申請を行う予定でございます。

○新垣新委員 理解いたしました。ぜひ県民の生活

を妨害しているという問題は大変な問題ですから、

ぜひ強い取り締まりと強化をお願いをいたします。

続きまして３ページ、県民税の問題です。年々こ

の消費税の影響や観光客増、民間における設備投資

がふえて県民税がふえている。雇用もですね。そう

いった問題におきまして、減の部分だけお聞きしま

す。たばこ税が減になっています。この要因はどう

いうことか。

○小渡貞子税務課長 平成30年度の県たばこ税の収

入見込み額は18億181万7000円となっておりまして、

当初予算額に18億5200万円を見込んでおりました。

ところが、近年国による禁煙対策の取り組みの強化

に伴いたばこの消費数量が年々減少傾向にあります。

減少傾向にあることは見込んでいたのですが、近年

たばこ税の税率の引き上げ等もありまして、当初見

込みから若干増を見込んでいたのですが、それ以上

に調定本数が落ち込んだことによりまして、金額で

5018万3000円、率にして2.7％の減となっております。

○新垣新委員 続きまして11ページ。

財政調整基金積立金が109億円、そして県有施設整

備基金積立金が49億円。トータルで約150億円余りが

積み立てされると。その中で、県有地の財産はトー

タル的にどうなっているかと。今現在保有している

財産等の金額はどうなっていますか。大まかで構い

ません。これは評価価格を入れないと金額は見えな

いと言われるのだが、どのくらいの件数があって、

どのくらいの財産、資産というのは、大体で構いま

せんからそれを述べてください。資産の台帳です。

こういうものは大まかなものは言えますから。

○下地常夫管財課長 今の御質疑は県有地全体のお

話なのですが、今手元に資料がなくて、ただ総務部

管財課で所管している分につきましては普通財産を

持っているのですが、行政財産とは別にですね。そ

の分につきましては約100万平方メートルの面積を

持っております。台帳価格としては今少し数字とし

ては集計しておりませんが、大体それくらいという

形で御理解いただきたいと思います。

○新垣新委員 続きまして財政調整基金の問題でご

ざいます。いろんな予算減と、執行ができなかった、

余ったとかそういったもろもろもあります。平成

27年、平成28年、平成29年ですね、ＭＩＣＥにおけ

る影響で、このいろんな事業を削ってきたという経

緯も我が党の代表質問、一般質問でも出ています。

平成30年度はそのような問題でＭＩＣＥをやるから

という形で削ったという事業はありますか。その影

響をお聞かせください。

○宮城嗣吉財政課長 ＭＩＣＥの関係でほかの事業

ができなかったとか、そういう影響を受けたものは

特にございません。

○新垣新委員 わかりました。間違いはありません

ね。再度確認をします。

○金城弘昌総務部長 予算の編成に当たってはそれ

ぞれの事業を、熟度であったりとか優先度、そういっ

たものを把握して一つ一つ部局と調整しながらやっ

ているところでございますので、そういう意味で先

ほど財政課長からもありましたが特にそういった影

響はございません。

○新垣新委員 わかりました。これは後でやります。

次16ページ。

子ども生活福祉部の部分におきまして、18億円の

減と、先ほど西銘委員からの質疑がありました。そ

の中で児童健全育成費。これは本当にニーズが高い

問題で、現場の声と県が予算を削ったというのがマッ

チしていないと私は理解しているのですね。その辺

に関しての御説明を願いたい。

○久貝仁子育て支援課長 児童健全育成事業ですが、

これは放課後児童クラブの整備に係るものです。例

えば16ページの放課後児童クラブ支援事業を一括交

付金でやっております。今年度補正減となっており

ますが、この理由は４市町村５カ所で、学校機関と

の調整に時間を要したことによって今年度の実施が

できなかったということですが、当初委託・設計を

含む21カ所の施設整備を予定しておりました。今回、

５カ所の取り下げがあるのですが、新たに年度内に

６カ所の施設の整備を行い、合計22カ所を整備する

など、できるだけ市町村の要望をかなえる形でこの

事業を実施しております。

○新垣新委員 続きまして保育事業費です。この中

で待機児童に対する解消に向けた保育士確保の努力

が見えない。その問題に関してどういった問題に取

り組んでいるか伺います。

○久貝仁子育て支援課長 保育士確保は整備とあわ

せて大きな課題になっておりますが、県としてはま

ず独自の事業、今回の補正とは関連ありませんが、

正規雇用化促進事業であるとか、保育士が仕事をし

やすい環境にするため休憩取得であるとか、年休取

得事業であるとか、さまざまな事業を展開して保育

士の確保、辞職防止に努めています。そのほかにも

いろいろ貸付事業等もございます。そういったこと
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も総合的に取り組んで、保育士の確保に取り組んで

いるところです。

○新垣新委員 部長にお聞きします。保育所は、保

育士確保に向けて潜在的保育士が１万1000人います。

これは毎回毎回予算も大きくとっておいてその話し

合い、そういったメリット、バイトのような形で、

パートみたいな形で組んで割り当てていく、市町村

との連携。それが今本当に見えていない。伝わって

いないと思っているのですよ。市町村に対してもで

すね。調べてきているのですが。その県が間に入っ

てお互い向き合うという努力はどうなっていますか。

伺います。

○久貝仁子育て支援課長 今県の関与だと思います

が、県は待機児童の多い市町村に対して、部長が直

接、首長を訪問して待機児童解消に向けての取り組

みについてお願いをし、いろいろアドバイスをし、

やっています。特に、例えば第４号一般会計補正予

算資料17ページでいろんな減になっておりますが、

保育対策事業の下から２つ目、保育対策総合支援事

業。これは保育士修学資金貸付等事業に対する経費

などでございますが、これに対しても、これは市町

村の負担が伴いません。こういった事業を市町村長

に対してＰＲをしてぜひ取り組むようにということ

を部長が直接、首長にお願いしているところです。

○親川敬委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から１万1000人の潜在

保育士に対しての取り組み内容について答

弁するよう指摘があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

久貝仁子育て支援課長。

○久貝仁子育て支援課長 潜在保育士に対する取り

組みですが、例えば保育士・保育所総合支援センター

で合同説明会等などもやっております。事業そのも

のも、例えば潜在保育士の再就職支援事業というこ

とで、就職準備金ということで40万円、実施してお

りますが、こういった事業。あとは未就学児を持つ

潜在保育士に対する保育士の復帰支援事業。これは

未就学児を持つ潜在保育士が保育士として保育所で

の勤務を希望する場合に、当該保育士の未就学児童

を保育所に優先的に入所させると。それに対する保

育料の一部貸し付けを行うと。当該保育士が２年間

保育業務をやった場合は、この貸し付けを免除する

といった形でセンターを通じた合同説明会、就職説

明会、県の事業を通した復職支援。これはもちろん

市町村も情報を提供し、現場にも提供して潜在保育

士を確保する努力をし、取り組んでいるところでご

ざいます。

○新垣新委員 取り組む努力をしていると。成果は

ありますか。

○久貝仁子育て支援課長 平成29年度実績で、約

300人の潜在保育士を確保しております。

○新垣新委員 平成29年度、本当に努力した成果を

高く評価します。ぜひ平成30年度、新年度、もっと

もっと成果の取り組みに向けて、代表質問でも申し

上げましたが、保育士の賃金アップです。戻すため

には。それを県がしっかり示さない限り、この問題

は一向に改善に向かわないということを厳しく指摘

をしておきます。

次に移らせていただきます。児童健全育成費の中

で、この児童相談所との予算の兼ね合いが全くこの

予算の中で見えないのだが、この虐待の問題ですね。

それはどういう状況になっているのか伺います。社

会問題になったこの虐待の問題でなぜ予算が入って

いないのかということをお聞きします。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今回の２月補

正予算につきましては、いわゆる児童相談所、虐待

対策の増額補正は組んでいないところでございます。

ただ、今般事案も起きまして体制強化が必要と考え

ているところでございますので、まず当面臨時の職

員の増員といったものを行うこととして今募集をか

けているところでございます。これは予算の範囲内

で行うこととしています。次年度以降も体制の強化

に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○新垣新委員 この問題において、できることはす

ぐやるという知恵を提言したいと思います。県内41市

町村にも、この児童相談所の職員が足りないと。出

向でもお願いしますと、市町村にも協力を求めて家

庭訪問等や子供の体もチェックする。これを防ぐ。

そういった努力を、できることから条例の改正も含

めて、国の動向を待っていたらだめです。自分たち

の沖縄を、どう子供たちを守るかということが大事

ですから、ぜひその問題において課長、その意気込

みというのが私には伝わっていない。そこをどうに

か専門家を交えて、自分たちの沖縄の子供たちを守

るのだというのをつくらない限り、この問題は解決

に向かわないのですよ。今現場の話も聞きますと、

待機の児童相談所の待機児童みたいな感じで、受け

皿がアップアップで、そういった困っている子供た

ちがいるのですよ。現場が。子供たちが。その問題

に関して、ぜひ市町村の出向職員も求めるという決

意も提案しておきますので、頑張っていただきたい

と思います。
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次に移らせていただきます。18ページの男女共同

参画行政推進費でございます。その中で性暴力被害

者ワンストップ支援センター体制整備事業。これは

問題においてどういう形で予算を組んだのか、まず

御説明からお願いします。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者ワ

ンストップ支援センターの病院拠点型を目指した施

設整備におきまして、研修室等も国庫の対象として

認められたこともありまして、国庫支出金が5838万

7000円増額し、それに伴って県債から3820万円と、

一般財源から2018万7000円減額するという補正に

なっております。

○新垣新委員 これは今箱物をつくるという形の捉

え方だと思いますが、実際中身の現場、相談件数と

いうのは半端ではないと。例えばＤＶを受けている

女性が、働きたくてもこのＤＶの男性が職場まで来

る。仕事もできない。生活に困る。そういった問題

をどう受けとめますか。シェルターの拡大という形

も、私はもっとやるべきだと思っているのですがそ

の辺に関して御説明をお願いします。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者ワ

ンストップ支援センターというのは、必要な支援へ

つないでいくという役割を果たしております。そこ

で女性相談所等々につないだりして、そこでの一時

保護とか、そういうところにつないでおります。

○新垣新委員 ですからそこの問題で、保護する施

設が―現場の状況をはっきり言います。足りていま

せん。わかっていると思います。警察の被害の相談

も含めて、そういったものの実際を申し上げていた

だけますか。伺います。現実です。職員から聞いて

いるでしょう。もっとふやすべきだと下から上がっ

ているでしょう現実は。隠さないでくださいよ。正

直に言ってください。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今回の性暴力被害

者ワンストップ支援センターは、病院拠点型という

ことで性暴力にあった直後からこの方々を支援する

という目的でございますので、委員おっしゃるよう

なシェルター的なものではございません。ただ、Ｄ

Ｖ被害についてなどは県の配偶者暴力相談支援セン

ターとか、女性相談所で相談を受けておりまして、

その後一時保護という形をとらせていただいており

ます。本会議でも申し上げましたが、女性相談所の

一時保護だけではなく、民間施設に委託するなどし

て対応しているところでございます。

○新垣新委員 対応しているのは理解いたします。

頑張っていただきたいと。ただし、この問題におい

て電話相談件数ももうパンクしている。このソフト

面という、人に対する職員の増、そしてこの箱物、

一時保護施設ももっとふやす。これは足りていない

というのが現状ですので。県警に聞けばすぐわかり

ますからね。下の職員から聞けば。ぜひ、この問題

において頑張っていただきたいと思います。お願い

します。

33ページ、教育委員会です。

人事管理費、減となっております。改めてこの減

の理由をもう一度説明を願います。

○古堅圭一学校人事課長 人事管理費の補正ですが、

複式学級の授業、それからスクール・サポート・ス

タッフ配置事業の減額補正となっております。

○新垣新委員 このスクール・サポート・スタッフ

配置事業ですが、簡単に言うと補助等という形で私

は理解しております。その現状ですね。募集しても

正直言ってそれをやりたいという人がいないという

こともお聞きしています。その問題に応じて努力は

どうなっていますか。

○古堅圭一学校人事課長 このスクール・サポート

・スタッフ配置事業については、市町村が行う事業

に対して国、県が補助をするという事業になってお

りまして、基本的には人材の確保については市町村

が一義的に行っていただく必要があると考えており

ます。ただ、この事業の趣旨が児童生徒に対してき

め細かく指導を行うという趣旨で平成30年度から実

施されている関係もありまして、県としても関係す

る市町村と連携をして十分にやっていきたいと考え

ております。

○新垣新委員 ぜひこの問題において、人手不足と

いう問題になっていると思うのですが頑張っていた

だきたいということを強く、教育長、お願いをいた

します。

続きまして、この学校建設費が減になったという

形の御説明ももう一度お願いいたします。34ページ

です。

○賀数朝正施設課長 学校建設費が7100万円程度の

減としておりますが、今年度陽明高等学校の全面改

築を予定してございました。これは年度当初から改

築を始める計画であったわけなのですが、急遽箇所

変更の必要が生じました。地すべりの懸念があると

いうところで、地すべり対策の調査を実施しないと

いけないというところがございまして、急遽別の箇

所、高等学校ですが、３校に箇所変更を今年度やっ

ております。今回の7100万円というのは陽明高等学

校の騒音対策に係る経費でございます。これは沖縄
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防衛局と調整して予算減にしておりますが、箇所変

更した学校が騒音対策の箇所ではないというところ

で減にしているところでございます。

○新垣新委員 続きまして、35ページの文化財保存

整備費です。今回、文化財保存整備費が減額になっ

た理由をお聞かせください。

○平敷昭人教育長 文化財保存整備費の減ですが、

まず文化庁の国庫補助事業で、円覚寺の跡の保存整

備という事業をやっているのですが、その分で若干

国庫内示減に伴う委託料の減があったということが

あります。それと、那覇空港自動車道の関係の発掘

調査が当初予定よりも発掘量が少なかったというこ

とで、これも受託事業費の減ということで、全体的

に事業量の減ということになって、決算補正してい

るような感じになります。

○新垣新委員 この文化財保存整備等は市町村から

多くニーズがあって、新年度予算、新年度補正を含

めて、これをしっかり整理整頓しないと、地域の大

事な公共事業とかそういったもろもろができないと。

そういったもろもろがあるものですから、予算の範

囲も少ないしこれは本当に大丈夫かという指摘が

あってですね、そこら辺を伺います。

○平敷昭人教育長 御質疑は文化財の保存、後継者

育成とか、文化財の関係の事業で、今回のハード的

な発掘とかではなく、今回事業での減とかそういう

内示減なのですが、御質疑の件は文化財の保存の関

係で、国が８割、残りの２割を県と市町村で持って

いる事業の御質疑だと思います。確かに御質疑の件

の事業は、指定文化財とかいろいろな保存・継承対

象の事業がどんどんふえていっている関係で、確か

に県の予算がなかなか薄まきになっているというと

ころはございますので、いろいろ市町村からも要望

をいただいているのは承知しております。いろいろ

厳しい財源、予算確保の中ではありますが、引き続

きいろんな工夫をして、市町村とも意見交換をしな

がら頑張ってまいりたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ、教育長この問題において、市

町村も本当に頑張ってほしいと。この調査において、

調査しないと、公共事業も大事な問題もある。また

糸満市において高嶺小学校の下に文化財保存があり

ます。下から上がってきているとよく理解しており

ますが、そういった問題において、もっと県が大き

く、待機みたいな順番待ちみたいな形で、市町村は

本当に悲鳴を上げている状況なのですね。ぜひ、こ

の問題の解決に向けて、予算確保も含めて、県知事

に予算増額を強くお願い申し上げて、市町村のさら

なる発展をぜひお願い申し上げまして、質疑を終わ

らせていただきます。

○親川敬委員長 座波一委員。

〇座波一委員 第４号一般会計補正予算資料の

28ページ大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業の設計費

３億4600万円が減になっています。これは昨年の平

成30年２月定例会の経済労働委員会でも議論があり

ました。そのときに自民党としては、本会議も含め

て一括交付金を事業費に充てずに一般財源で基本設

計に対応するべきではないかという提言をしていま

す。当初から予算を外したほうが事業は基本的には

進むのではないかという趣旨です。しかしながら、

当時部長は、１日でも早く設計に着手したいという

強い思いがあって提案しているということの説明で

した。結果として減になったわけですが、どうして

減になったのか、その理由について伺います。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ

施設につきましては、平成24年度のあり方調査から

事業をスタートしております。平成25年には基本構

想、平成27年には沖縄県大型ＭＩＣＥ施設民間活力

導入可能性調査、平成28年に基本計画ということで、

段階、段階で国の御理解を得ながら一括交付金で事

業を進めてまいりました。そういったこともござい

まして、基本設計もやっている中で額も大きいこと

ですので一括交付金でさせていただきたいというこ

とでやりとりをしておりましたが、残念ながら内閣

府の理解が得られず、工期の関係上これ以上交付金

を求めるわけにはいかなくなったということでござ

いまして、また次年度に改めて調査したいと思いま

す。また、今般、外資もどんどん沖縄県に導入され

ておりますので、こういった民間活力を導入して新

たな取り組みを進めていきたいと考えております。

〇座波一委員 一括交付金ありきの計画なので、そ

れは危険ですよということで忠告をし、修正案を出

した次第ですが、一括交付金でしかできない理由が

あるのですか。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 当然、さまざ

まな可能性は財源的にはあると思いますが、先ほど

申し上げたとおり、平成24年度から段階的に一括交

付金を活用して積み上げてきたということもござい

ます。また、額も大きいことですので、一括交付金

で進めていきたいと思っていた次第でございます。

〇座波一委員 その後の説明で一括交付金にかわっ

て民間投資を呼び込むような見直しに移りたいとい

うことですが、その中で計画変更もない、規模縮小

もないということで一応説明を受けております。で
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すので、そのとおりであれば、なぜ基本設計をその

まま進めておいて、次につなげる方法も検討すべき

ではないかという意見も出てくるわけです。要する

に、今回の取り下げのときに、計画変更もない、規

模縮小もありませんという説明がありました。そう

いうことがあったので、県が本気でやるのであれば、

減額する必要もなく、そのまま基本設計をやっても

よかったのではないかということですが、それにつ

いてはどう考えますか。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 基本は今の規

模も含めてそのまま継続して進めるつもりでござい

ますが、工期の関係上、一括交付金を活用すること

ができませんので、改めて新年度で予算を計上させ

ていただいておりますが、その中で―場所は変わり

ませんが、規模や財源含めてもう少し柔軟に民間活

力の可能性も求めながら一括交付金の―一日も早い

実現に向けて取り組んでいきたいと思っているとこ

ろでございます。

〇座波一委員 方針変更するにもなかなか説得力が

感じられない方針で、まだまだ見えません。ですか

ら、民間投資を誘発するような政策もまだ見えませ

んし、民間というのは本当に採算性重視です。それ

からいうと、どのような政策を県が準備することに

よって民間が動くのであって、それもない中で2800万

円の予算を新たに計上して調査する―予算の中身に

ついては議論しませんが、そういう姿勢が非常に不

安に見えますし、この問題が非常に不安定化してき

ているという感じがします。先ほども議論がありま

したが、逆に県有資産の遊休財産を、普通財産を売

り払ってでもいいので財源を確保する覚悟はないで

すか。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 これまでは一

括交付金前提、ありきで進めてきたところもござい

ましたので、新たな調査で外資も含めてさまざまな

形でどういうことが財源の確保につながり、また一

日も早い大型ＭＩＣＥ施設の建設につながるかとい

うことも含めてしっかりと調査・研究してみたいと

思っております。

〇座波一委員 ＭＩＣＥ事業を予定している地域に

とっては、この計画変更は非常に深刻です。例えば、

まちづくり計画や都市計画、公園計画、港湾計画、

道路網整備計画も変更があり、あるいは計画が頓挫

しているところがあるということで、地域にとって

は非常に大変な状況が今起こっています。今回の仕

切り直しが各種計画にどれだけ影響を与えていると

考えていますか。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 当該地域にお

いては、大型ＭＩＣＥ施設を中心としたまちづくり

ビジョンでまちづくりをしっかりやっていこうとい

うことで、平成29年にマリンタウンＭＩＣＥエリア

まちづくりビジョンを設けております。その具体化

に向けてさまざまな宿泊施設を誘致し、建設するた

めの土地利用計画の変更及び臨港道路―西原与那原

３号線のつけかえ等が必要だったことから、関係機

関と連携しながら港湾計画の変更に向けて手続を進

め、平成30年２月２日には、中城湾港港湾計画の変

更の概要を公告したところでございます。あわせて

都市計画の見直しに関しては、西原町が平成29年12月

に西原町都市計画マスタープランを一部改定してお

ります。また、与那原町では、平成30年６月に、与

那原町都市計画マスタープランを改定しております。

そういった形で近隣の市町村とも連携しながら、そ

れぞれの地域の計画変更等もあわせながら取り組み

を進めているところでございます。

〇座波一委員 これまでも総じて一体的取り組みが

できていないということが指摘されていた中で、こ

れだけのいろいろな計画が進行していたわけです。

今後、このように一体的取り組みを見せることによっ

て本気度がわかりますし、さらに民間がそれを察知

すれば民間投資も呼び込めるわけです。そういうも

のを一体的にしていく考えはないですか。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 そういう横連

携―地域の地元の方々や市町村役場の方々も含めた

連携は大変大事なことだと思っています。また、庁

内におきましても、大型ＭＩＣＥ受入環境整備推進

会議を設けて、文化観光スポーツ部だけではなく企

画部も含めて連携をさせていただいておりますし、

庁外におきましても、副知事と東海岸地域サンライ

ズ推進協議会の会長による協議会の場を持っており

ますので、そういう形で随時地元市町村とも連携し

て話をしながら一体的にやる姿勢、取り組みをしっ

かりと進めてこれからもしっかりやっていきたいと

思っております。

〇川満誠一企画部長 ＭＩＣＥにつきましてはさま

ざまな論点がございますので、我が企画部におきま

しては特に公共交通の充実を図りつつ、ＭＩＣＥを

含めたサンライズベルトの構想について推進しよう

ということで着手したところでございます。

〇座波一委員 なかなかその部署がないものですか

ら、一体的取り組みの音頭をとるところがないので、

やはりその辺だろうと思います。ぜひ新年度からそ

れを三役と検討していただきたいと思っております。
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総じて、結果として３億4000万円という非常に巨額

なものが減になると。その内訳は、一般財源が7300万

円も入っています。先ほどから議論もあるように、

非常に喫緊を要する子育てや高齢者福祉などを置い

ておいてこれをやったわけですから、本当に予算編

成に対する影響はあるわけです。非常にこれは重い

ことだと思っていますし、自己財源が乏しい沖縄県

でこのようなことがあってはいけないと思っていま

すので、ぜひとも新しい年度からどのようにするか

ということをしっかり捉えていただきたいと思って

おります。

落札業者の件ですが、実際にこれは契約したので

すか。もしあれば、契約した資料が欲しいのですが。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 業者とは、一

括交付金の交付決定が得られた段階での契約でござ

いまして、今回、交付決定が得られていないので契

約はしておりません。

〇座波一委員 契約していないのであれば、保証金

は納めてある、あるいは預かっているということを

聞いていますが、いかがですか。

〇加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 入札保証金のお話

になると思いますが、入札説明書におきまして、沖

縄県財務規則第100条に基づき、入札参加者には100分

の５以上、入札保証金を納めなければならないとなっ

ております。ただし、保険会社との間に県を被保険

者とする入札保証保険契約の締結を行った場合につ

きましては、この保険証書を提出した場合に免除す

ることができるということで、現在、入札保証保険

証書をお預かりしているところでございます。

〇座波一委員 契約をせずに預かっているというこ

とですね。

〇加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 入札の手続上、入

札保証金が必要ということで、それにのっとり預かっ

ているところです。

〇座波一委員 いずれにしても、契約をしていない

にもかかわらず、県には履行責任があるわけです。

しかし、不履行になった場合、原因者は県ですよね。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 一括交付金の

決定が得られなければ契約できないという仕組みで

公募しておりますので、手続的には問題ないと思っ

ております。

〇座波一委員 ですから、不履行となれば県の責め

に帰すべき事由なのです。これは入札説明書に書い

てあります。

〇加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 この入札ですが、

ソフト交付金の交付決定が得られなければ契約でき

ない仕組みで公募をしておりますので、手続的には

問題はないと考えております。現在、入札説明書等

に沿って事業者との関係解消に向けた協議を始めた

ところでございます。

〇座波一委員 問題はないと言っていますが、実際、

説明書に県が履行できなかった場合、落札者は契約

を解除できると書かれております。そして、落札事

業者が契約を解除した場合は、落札者に生じる損害

の賠償を県に求めることができると書いてあります。

事実そうではないですか。

〇加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 現在、入札説明書

の中で事業の継続が困難となった場合における措置

に関する事項を定めております。この中の３番で「そ

の他の事由により事業の継続が困難となった場合」

というものを定めております。その中で、不可抗力、

その他県または落札事業者の責めに帰すことができ

ない事由により事業の継続が困難となった場合に

沿って協議を申し入れているところでございます。

〇座波一委員 一括交付金が利用できなければ、不

履行の原因がそうですから、できないわけです。で

すから、原因者は県なのです。そういうことからい

うと、相手はただ協議を待っているだけであって、

進行次第では面倒なことにならないかという心配が

あるわけです。それについて聞いています。

〇加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 契約締結の条件と

して、一括交付金の交付決定が得られることという

ことを入札説明書に付して公募を行っております。

県としましては、交付決定を得られるように努力を

尽くしてきましたし、条件が成就するための取り組

みを行ってきたということを事業者の皆様に丁寧に

説明して御理解を願っているところでございます。

〇座波一委員 私はＭＩＣＥ推進支援者ですので、

ぜひ応援したいと思っています。ですから、先ほど

の一体的取り組みによって周辺環境整備をしっかり

整えていくという姿勢を見せて投資を呼び込む力に

するということをまず大切にしていただきたいと思

います。そして、万が一の場合を想定して自己財源

をどう充てるかという議論もすべきであるというこ

とを言っておきたいと思います。

〇嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 アジアのダイ

ナミズムもきちんと取り入れながら沖縄の将来にお

いて足腰の強い経済自立にするためには、大型ＭＩ

ＣＥ施設を当該地域だけではなく県全体の経済発展

のためにも大変重要な要素だと思っております。そ

のためにも財源につきましてはさまざまな可能性を

追求しながら一日も早い大型ＭＩＣＥ施設の整備実
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現のために精いっぱい努力して頑張っていきたいと

思っております。

〇座波一委員 36ページの警察施設費について、特

定財源から一般財源に組みかえられていますが、特

定財源とは何ですか。

〇宮城嗣吉財政課長 県有施設整備基金繰入金を一

般財源に振りかえたものとなっています。

〇座波一委員 国庫とかではなく、県からの繰入金

ということですか。

〇宮城嗣吉財政課長 地方負担分を施設整備という

形になりますので、県有施設整備基金繰入金として

当初予定したものを取りやめて一般財源に振りかえ

たという形になります。

〇座波一委員 補助などに間に合わなくて一般財源

に振りかえて明許繰越にしたのかと錯覚してしまっ

たのですが、これは違いますか。

〇宮城嗣吉財政課長 ２月補正を編成する段階で経

費縮減であったり、入札残であったりという部分で

一般財源が生じておりますので、県有施設整備基金

を次年度以降活用する、維持する観点で繰り入れを

取りやめて一般財源に振りかえたという内容になっ

ています。

〇座波一委員 糸満警察署庁舎ほか３事業とありま

すが、ほか３事業はどこですか。

〇土橋喜巳治警察本部会計課長 糸満警察署の整備

ほか３事業ですが、１つは情報管理費でありまして、

元号変更に伴う各種システムの改修委託でございま

す。あと１つがヘリコプター特別点検整備事業の増

額でございまして、しまもりというヘリコプターが

ありますが、メーンローターの改修をお願いしたい

と思っていますが、亀裂の修理に６カ月ほど時間が

かかってしまうということで、繰り越しさせていた

だきたいという申請をしております。もう一つが、

警察署庁舎整備事業―これは単独事業ですが、警察

本部庁舎の昇降機―エレベーターを更新しようと

思っておりまして、これも時間がかかるということ

で繰り越しをお願いしております。

〇座波一委員 警察署はかなり古い庁舎が多く、50年

近くたったものが糸満警察署庁舎だったと思います

が、与那原署もかなり老朽化しておりますので、ぜ

ひ財政課もそこら辺は配慮して予算の計画の相談に

乗っていただきたいと思います。

社会資本整備総合交付金が８億7000万円減額に

なっていますが、一括交付金が減らされ市町村の道

路工事が停滞あるいは新規採択が難しいという状況

の中で、一括交付金の減額分を補塡するような、予

算配分を手伝う意味でも社会資本整備総合交付金は

利用できなかったのですか。

〇玉城佳卓道路街路課長 社会資本整備総合交付金

の減額は、内示減に伴う減でございまして、去年の

時点で予算要望していたものがございます。それよ

りも実際に国から配分された額が減ったということ

で、補正減をしているということでございまして、

ほかの予算から持ってくることはできません。

〇座波一委員 離島航路補助事業ですが、２億4000万

円の減は大きいと思います。建造支援事業がうまく

いって財政収支がよくなっているのか、原因を教え

てください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路補助事業では、

14航路の補助金を見込みまして、３億2000万円余り

の計上ということでございましたが、旅客数の増加、

あるいは燃料費等の見込みよりも減少ということで

の収支改善がございまして、結果的に５航路に対し

ての補助―8100万円のみで足りたということでござ

います。収支がよくなる要素としまして幾つかござ

いますが、離島航路補助事業は、全国一律の制度で

実施しておりまして、沖縄県では昭和47年から実施

しております。本県においては平成24年以降、一括

交付金事業で別途建造・買い取りの支援を行うとい

うことで、例えばリース料等の軽減、あるいは住民

のコスト負担軽減事業によって住民の移動の運賃を

下げたということもございます。それで旅客がふえ

たり、それに加えて昨今の観光の好調さを背景に各

航路でおおむね旅客数が非常に伸びているといった

背景があるということでございます。

○親川敬委員長 休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時20分再開

○親川敬委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 まず、国の補正予算関連での補

正の骨子について御説明いただけますか。

○宮城嗣吉財政課長 今回、２月補正で国の補正予

算も活用しているところなのですが、まず国の補正

予算の概要から説明いたしますが、２月に成立した

ものです。その主な内容として、防災・減災、国土

強靱化、それからＴＰＰ協定の早期発効に対応する

ための対応、中小企業小規模事業者に対する支援、

その他喫緊の課題への対応になっておりまして、２月

補正におきましては、国の補正予算関連として13事

業、27億4200万円を計上しているところであります。
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○座喜味一幸委員 その中で少しＴＰＰに絞ります

が、特に農林水産部に聞きたいのですが、今回の補

正を含めて平成30年度のトータルとしての予算も合

わせて、ＴＰＰ関連について、どういう事業があっ

て、執行状況はどうなっているかを教えてくれます

か。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の２月補正

予算における国の補正予算に伴う補正予算は18億

2496万円で、うちＴＰＰ対策関連が３億1110万円、

防災・減災対策関連が15億1086万円となっておりま

す。

○座喜味一幸委員 余り細かいことを聞く気はない

のですが、特に私がＴＰＰ関連で興味がありますの

は、議案書の14ページで聞かせてもらいますが、こ

の農地については、全国的に見まして、俗に言うＮ

Ｎ事業―農業農村整備は大幅なアップを見ているが、

公共投資交付金は、特に沖縄県で全国並みの伸びが

ないと思っていますが、その辺について教えてくれ

ますか。

○本原康太郎農地農村整備課長 先ほど委員がおっ

しゃったＮＮ予算の中には、基本的に補助のものと

交付金にかかわるもの、大別して２つに分かれます

が、平成31年度の予算に関しては、全国的な数字と

しましては101％ですが、補助金に関しては、今回、

我々は104％という数字を確保することができまし

た。

それと交付金に関しましては、県内での割り振り

でございますが、昨年に対して118％確保できまして、

トータルで123％という数字が沖縄県のＮＮ予算では

ございますが、国は先ほど補助金は101％というお話

をしました。国もＮＮ予算の増額に大変腐心してお

りまして、臨時的な予算の措置、あるいは平成30年

度の補正予算を加えて、国トータルとしては特に補

正が大きいですが、148％という数字が出てございま

す。

○座喜味一幸委員 ＴＰＰ関連は幅広い農業の支援

事業があると思うのですが、今回を見ていると、な

ぜ当初から計上できないのか。補正額が非常に大き

い。19億円ぐらいアップしているのですが、この辺

は事業の現場での進捗からすると、しっかりと当初

予算を組んで事業の計画性を持つ、それから補正は

補正で追加していくことが重要だと思うが、その辺

の補正を含めてＮＮ事業のあり方が、予算のあり方

が少し不安定ではないのか、その辺の問題はどう認

識しますか。

○本原康太郎農地農村整備課長 補正予算絡みにな

りますと、どうしても国費の対応が非常に大きな動

きになっておりますが、ＴＰＰ関連の予算との話に

なりますと、補正予算でしか対応していない事業も

ありまして、御質疑にもあるような中山間地域所得

向上支援事業に関しては、当初予算そのものには予

算はなくて、補正予算でのみ対応事業というものも

ございます。

そして全体的なお話では、確かにＮＮ予算は、平

成22年当時からかなり減少したこともあって、それ

を戻そうと各県はいろいろな取り組みをしておりま

す。沖縄県もその農林水産省の動きに対応するよう

に、補正予算の活用も含めながら、その額の総額、

地域ニーズに近づけるように措置しているところで

す。

もとに戻りまして全国的な話では、やはりまだま

だＮＮ予算に関しましては、当初予算に足し込む補

正予算や臨時的な措置の上乗せが大きいと認識して

おります。

○座喜味一幸委員 沖縄県の枠の中では国のＮＮ事

業分と県・市町村の分もあるが、今回はもう少し国

と県・市町村の事業の整合をとっていかないと、努

力しないといけないなと思うのは、伊良部島が宮古

本島から伊良部の架橋を通って水が通水する時期に

なっています。期待の水利用農業ができる状況が創

出して、４月から通水できる状態ですが、実は国の

地下ダムのタンクにはたまるが、いざ使おうとする

と、県や市町村がやるべき末端のかんがい施設が今

のところ、私は３型を除いてゼロだと思っているの

です。

それで一般質問もしたが、国の事業を先行して、

いざ使おうとすると使えない。魂が入らない。そう

いう問題意識は前から調整で指摘はしていたが、水

が通ったら使えない状況がある。これは危機感を持っ

て真剣に取り組まないといけないと思っています。

部長は頑張るという答弁でしたが、担当課長、どう

ぞ。

○本原康太郎農地農村整備課長 国営の通水が近々

予定されておりまして、それに対応する末端という

ことで整備面積が若干追いついていないという思い

はありますが、ＮＮ予算に関しましては、宮古全体

でかなりの金額が投入されておりまして、宮古本島

での需要も一定規模はありますので、新規の採択に

はある程度、伊良部島の通水を意識した割り振りを

宮古全体の中でも考慮していく必要があると考えて

おります。

○座喜味一幸委員 目の前まで水が来ているわけで
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すから、水を使うことによるかんがい農業、収入の

安定、品質向上は喫緊の課題でありますから、その

辺はぜひ取り組んでいただきたいと思います。

もう一点は、沖縄県の農業1000億円、総生産額が

上がったと言うが、この所得格差がだんだん大きく

なっているのではないか。きちんとした施設を整備

した方としない方、大規模農家と小規模農家の格差

が大きい問題は、県は認識されていると思いますが、

その辺は部長、どうしましょうか。

○島尻勝広農林水産部長 所得については、例えば

サトウキビだと収益性が少し弱いところがあります

し、園芸品目については施設園芸の整備が必要だと

思っています。所得向上については土地利用型の畑

作と、その中でも複合の意味でいえば、離島につい

ては収益を上げるためにも畜産、場合によってはサ

トウキビとの複合経営を含めて基盤整備とあわせな

がら生産基盤の整備については支援していく必要が

あると思っております。

○座喜味一幸委員 まさにそのとおりだと思ってい

て、その辺はしっかりとやっていかないといけない

と思うが、少し気になって、私も相談を受けたので、

災害に強い栽培施設の整備事業が８億円ぐらいあっ

て、これが繰り越しになっている。平成29年度予算

のときも、事業計画は承認を受けたが執行ができな

くて、内示が来ないと。繰り越さざるを得ない状況

があったのです。

今回も見たら、また８億5003万3000円の繰り越し

が上がっている。せっかく高収益型の農業をしよう

としているのに、これは一括交付金でしょう。内示

から事業執行までの間に問題が生じているのではな

いのか。あるいは内閣府の内示が遅いのか、県のど

こかで問題があるのか、その辺の認識はどうなって

いるのか教えてもらえませんか。

○島尻勝広農林水産部長 平成24年度から、災害に

強い施設については、国の協力を得て予算措置をさ

せてもらっております。今現在、平成29年度までに

150ヘクタールぐらいの施設を努力して整備している

ところですが、委員がおっしゃるように、これは単

年度事業のために、平成28年度に補正も組ませても

らっています。各ＪＡ、あるいは受益農家の取りま

とめの中で、土地の問題、いわゆる上物をつくると

きに土地の了解を得ている中で、施設をある程度ま

とめて整備する中で、農地のやりとりがうまくいか

なかったり、あるいは強化型ハウスの鋼材が少し不

足したりして入札の中で非常に厳しいところがあり

ました。

この辺については、去る４月、ＪＡや花卉農協や

団体の事業の中で、事業熟度を上げるように話し合

いをさせてもらったのですが、残念ながら今回もこ

ういう形が出て、改めて関係機関、あるいは受益農

家の方々との調整をしっかりやっていきたいと考え

ております。

○座喜味一幸委員 余り細かいことは言いませんが、

去年の理由は、震災で鋼材が不足して鉄骨ハウスの

材料がつくれないから予算が執行できないという理

由だったので、それは本来、理由にはならなくて、

計画性を持って早目に段取りをとって、早目の内示

をしてしまえばおくれることはないと思っていて、

次年度、次々年度の分まできちんと審査して、計画

を固めていくという、行政の効率化を図っていただ

きたいと思っておりますのでその辺はお願いします。

それから今回は２月予算ですから、ほぼ精算がで

きて繰り越しが出ているのですが、今回の減額予算

は大方、繰り越しとして明許繰越に回っていると理

解していいのか、そのパーセンテージはどれぐらい

の減額、事業が救われているのか、不用にはなって

いないのか、指摘をしてみたいのです。

○宮城嗣吉財政課長 今回は２月補正です。年度の

終盤を迎えて、決算を見据えた補正という形になり

ますが、年度内に不用が見込まれる部分について減

額補正をした形になっておりますので、減額補正し

た分については、決算においては、不用は生じない

ことになります。別途、年度内に完了が見込めない

部分について、その性質上、または予算成立後の事

由により、年度内に支出が見込めない事業について

は繰越予算を計上させていただいているところです。

○座喜味一幸委員 一般質問でもやったのだが、Ｍ

ＩＣＥの基本的なことを、私は前向きにやるべきだ

と思っていますが、部長も異動になるようでありま

す。ＭＩＣＥ事業の影響は、今後の方針は早目に決

めないと大きな問題がある。行政として予算の担保

をなくして、仕事の現場が進んでいる実態、これは

行政に対する不信が大きい。

それからＭＩＣＥいらっしゃいと、関連していろ

いろなインフラを含めて受け入れ体制で一生懸命

だった市町村、それも相当なショックを受けている。

したがって、ＭＩＣＥについては、方針をどのよう

にしていきたいというメッセージを明確に送ってい

くこと、これは地元に対してもそうだし、入札契約

をした業者に対してもそうであります。その方針を

取りやめたのはいいが、これを今後、どう展開する

のかという方針を、これは一括交付金では厳しいと
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いう話で一応、取りやめになったことは三役もわかっ

ていると思う。部長、三役を含めて、この問題をど

ういう方向で解決していくのかという方針だけはあ

ると思います。その辺について御説明だけはしてい

ただけませんか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ

施設は、先ほども申し上げましたが、アジアのダイ

ナミズムを取り入れて、沖縄をさらに経済発展させ

ていくために大変必要な施設だと思っております。

一括交付金、工期の関係で改めて仕切り直しになっ

ておりますが、当然、地元の市町村を含めまして、

さまざまな関係者にはきちんと説明をしながら進め

ていくことには変わりはありません。

財源が一番大きな課題でございますので、そこは

そこで新年度に予算を計上させていただいておりま

すが、きちんと調査をして、その中で財源のみなら

ず、どういう形で当該地域に大型ＭＩＣＥ施設をき

ちんとつくっていけるか、改めてさまざまな意見、

知見を取り入れながら方針をつくっていきたいと

思っております。

○座喜味一幸委員 もう少し具体的に、関係市町村

には、これを説明しましたか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 西原町、与那

原町等、地元の関係市町村、首長を含めまして話し

合いをしながら、説明をしながら進めてきていると

ころでございます。これからもさらに地元の協議会

も含めまして、きちんと連携をしながら、説明をし

ながら進めていきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 これは部長一人ではなくて、はっ

きり言ったら三役との調整、三役がその気になって

いなかった。何とかなると思ったわけです。土地も

買って、入札契約をして、デザインから建設からオ

ペレーションまで全部一括でやって、規模まで決まっ

た。整備水準まで決まった。それを内閣府に持って

いったら、もう計画が固まっているわけ。そうする

と内閣府は、規模もいいのか、採算性は合うのかと

質問をされているわけ。それが全然意見が合ってい

なかったわけです。このような強引なやり方は、私

は基本的に間違っていると思っていて、今回、３億

幾らかを減らして、次年度に2800万円を計上してい

るが、片やＭＩＣＥに対する戦略の予算が３億幾ら

か次年度予算についている。その辺の絡みをもって、

どういう方針かは決まっているはずです。要するに

今はもう補正だからいいが。

次年度、平成31年度予算の中には３億数千万のＭ

ＩＣＥの戦略の予算がついている。その状態で方針

が決まっていないのはおかしい。その辺を丁寧に御

説明ください。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 ＭＩＣＥは、

沖縄の地理的な特性を生かしながら、日本国内のみ

ならずアジアからもいろいろなＭＩＣＥを引っ張っ

てこられる有望な可能性をもったファクターだと

思っております。大型ＭＩＣＥ施設は、残念ながら

まだ建設しておりませんが、万国津梁館、沖縄コン

ベンションセンター等、それから離島も含めまして

ＭＩＣＥをする施設という現状もありますので、昨

年、ＭＩＣＥネットワーク等地域戦略をつくりまし

て、組織も持っています。大型ＭＩＣＥは今のとこ

ろはまだできておりませんが、そうではなくとも沖

縄の地理的な特性を生かすための戦略を持ちながら

着実に進めていくために３億8000万円の予算を計上

させていただいたところでございます。

○座喜味一幸委員 これで終わりますが、行政は継

続ですから後任の人がしっかりするのでしょう。ま

た、新任地でも頑張っていただきたいことを希望し

て終わります。ありがとうございました。

○親川敬委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 何点か質疑を行います。今、ＭＩ

ＣＥの質疑が出ておりましたので、28ページの大型

ＭＩＣＥの質疑から始めたいと思っております。

皆さん御承知のとおり、私もＭＩＣＥ事業につき

ましては、もうかれこれ何年か前から推進をすべき

だと。ＭＩＣＥ施設ができることによって経済効果、

また、いろいろな波及効果があると。特に西原町、

与那原町地域を進めてまいりました。

御承知のとおり、仲井眞県政のころからの肝いり

で、宜野湾市、浦添市、那覇市、そして糸満市、豊

見城市、西原町、与那原町地区が手を挙げて、その

結果、翁長県政になって西原町・与那原町マリンタ

ウンが決定した経緯もあり、西原町ではそのときに

お祝いもしました。それがなぜいまだに実現できな

いかは、皆さんの取り組みに問題があると思ってお

ります。

これまで仲井眞県政のころ、丁寧に丁寧に国との

協議を調えて一つ一つ問題解決をしながら進めてき

ておりましたが、皆さんのやり方、今、座喜味委員、

座波委員からも指摘があったのは、「落札合意解消へ

協議」と、これはおとといの沖縄タイムスの新聞に

載っております。もちろん我々の代表質問、一般質

問が終わった後の新聞でしたが。ここに平成17年度

に大林組九州支店を代表企業とするＪＶが約461億円

で落札し、県と建設に向けて合意したとありますが、
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そのときの合意した文書はありますか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 平成29年度４月

13日に大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業の落札決定者

についての通知の文書を出させていただいておりま

す。今、手元にございます。

○中川京貴委員 委員長にお願いします。

その合意文書のコピーを後で全委員に資料配付し

てください。

○親川敬委員長 そのとおり取り扱いたいと思いま

す。

○中川京貴委員 この新聞の中に、県は国からの交

付金が得られなければ契約はできない仕組みで公募

したとありますが、これは皆さんの言い分であり、

受注した業者にはそういうことはきっちり説明され

ているのでしょうか。受注した業者は、いや、我々

は我々の言い分がある、ということで何らかのトラ

ブルは起きていないのでしょうか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 我々は、大型ＭＩ

ＣＥ施設の整備に関しまして、公募を行う際に入札

説明書という形のものを御提示させていただいてお

ります。そちらの中で、この事業実施に関して必要

な事項としまして、沖縄振興特別推進交付金の交付

決定を前提としたものであること。また、交付決定

後に効力を生ずるものであること。また、本事業の

交付決定がなされなかった場合につきましては、当

初の予定どおりに契約等を締結しないことがあるこ

とを、この入札説明書の中でお示しして公募をして

おります。

○中川京貴委員 では、あえてお聞きします。我々

議会が461億円を承認する前に、国が交付決定をする

前にこういった落札、契約はできるのでしょうか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 我々はこの公募に

当たりまして、事業者の公募選定などの一連の業務

も内閣府から交付決定を受けて一括交付金を活用し

た事業の中で実施をしております。また、先ほどの

繰り返しになりますが、我々は募集の中で交付決定

をもって契約をする前提でこの事業を進めさせてい

ただいたということでございます。

○中川京貴委員 文化スポーツ部の中で、これまで

交付決定をしない。議会が承認をする前に入札、落

札した経緯がありますか。一度でもあるかというこ

とです。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 文化観光スポーツ

部の事業の中で交付決定がなされなかった場合は、

契約を締結しない旨を明示した上で募集をした事例

はございます。

○中川京貴委員 再度確認しますが、議会が予算を

承認しない前に入札をしたことがありますかという

質疑になります。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 予算の成立及び交

付決定後に効力が生じることを条件にして募集をし

たことはございます。ですが、契約は予算の成立、

それから交付決定後に契約を締結するものになって

おります。

○中川京貴委員 では、そういう答弁がありますの

であえてお聞きしますが、土木建築部長、農林水産

部長、皆さん方の部で今のような形で入札をしたこ

とはありますか。

議会承認前、交付決定する前に、そういった例を

聞いたことがないから質疑をしているのです。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 我々、予算の成立

前に募集はしておりますが、実際に開札して落札者

を決定したのは予算の成立後になっております。落

札業者に対しては、落札決定通知をお送りしまして、

契約に関しましては条件つきになっておりますので、

交付決定後に契約を締結することで契約は締結して

いない状態でございます。

○中川京貴委員 先ほどから申し上げておりますよ

うに、これは皆さん方の言い分でありまして、向こ

うの相手には相手の言い分があると思います。461億

円で落札をし、県と建設に向けて合意したと新聞に

は載っておりますが、合意したのか、していないの

か、これを１つだけ。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 合意という言葉が

契約を指すのであれば、合意ではございません。県

では落札者の決定通知をしたところでございます。

○親川敬委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から農林水産部も土木

建築部も答弁すべきと指摘があった。）

○親川敬委員長 再開いたします。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 入札手続の準備行為を、

予算が成立する前、交付決定をもらう前、どこまで

できるかという議論はありますが、入札手続準備行

為までは一応できると。契約はできないのですが、

準備行為まではできることになっていますので、そ

こは問題ないかと思います。

○島尻勝広農林水産部長 今のような内容では、う

ちのところでは特にやっていないと聞いております。

○中川京貴委員 今、土木建築部長の答弁では、入

札準備行為はできる。これは当然であります。そう

しなければ、議会に対する予算上程ができませんの
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で。私が聞いているのは、入札して落札までできる

かということです。これは落札しているのです。今、

ＭＩＣＥは461億円で落札していますから、土木建築

部で落札する事業まで進められますか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 改めて御説明させ

ていただきます。我々は、入札の準備行為として公

募をかけました。県予算の成立後に開札を行い、落

札決定を行っていると。この行為につきましては、

国の交付決定を受けてはおりませんが、県の予算が

成立しておりますので、その行為は有効だと考えて

います。

○中川京貴委員 これが県の単費であるならばそれ

でよろしいです。国が交付決定をしなければ実行で

きない中で、県が勝手に決めて勝手にやったと。こ

れを見切り発車というのです。違いますか。本来な

ら予算をきちんと決めて交付決定も受けて、これま

での事業は全てそうだと思います。先ほど部長が答

えたように、準備はできます。準備行為はできます。

準備行為をして交付決定をして業者を集めて入札す

るのではないですか。今のやり方だから公募かけて

も１社しか来なかったのではないですか。違います

か。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 大型ＭＩＣＥ施設

の建設は、大型ＭＩＣＥの機会損失を早期に解消す

る必要があったこと、それから那覇空港の第２滑走

路の完成との相乗効果が期待されたこと、東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催に伴う首都圏のＭ

ＩＣＥの地方開催需要の取り込みを目指す目的を達

成するために、2020年９月の供用開始を政策目標に

据えまして公募の決定をし、ソフト交付金の活用に

向けて取り組んできたところです。

大型ＭＩＣＥ施設の整備は沖縄振興に資する取り

組みということで、沖縄振興一括交付金を活用でき

る事業という考えのもとで、また一方で、公募に当

たりましては、一括交付金の交付決定を契約締結の

条件とすることによって、交付決定が得られなかっ

た場合の対策を講じる形で実施をしたものでござい

ます。

○中川京貴委員 私が質疑しているのは、皆さん方

が見切り発車をしたのではないかということであり

まして、理由は、我々は国との協議を調えて、担保

をとってしっかり予算措置をしたほうがいい。修正

動議も出しながら、予算の組みかえもしました。し

かしながら、御承知のとおり、数の力で我々の案は

否決されました。結果的に国も今の事業では成り立

たないと、危ないということで予算の担保がとれて

おりません。皆さん、これまでと同じような形で国

と協議をしていくのですか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 国との間の中

で、今回は一括交付金の交付決定が得られませんで

したが、その過程を含みまして、コミュニケーショ

ンをとっていろいろな相談はさせていただいており

ますので、また新しい調査を進めるに当たりまして

も、引き続き国といろいろなことをやりとりしなが

ら相談させていただきながら、どういった形の進め

方がいいのかは引き続き連携しながらやることには

変わらないです。

○中川京貴委員 先ほど新垣委員の質疑の中で、Ｍ

ＩＣＥ施設の事業に当たって、ほかの事業との迷惑

はかかっていないと答弁にありました。ＭＩＣＥ事

業の内部においての支障を来したことはないですか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 どのような影響が

及んでいるのかは、落札事業者には契約が締結でき

ないでお待たせしている状況でございます。一方で、

工期を考慮した場合に、ソフト交付金で制度終期で

ある2021年度末までに施設整備が完了できないこと

が確定しておりますので、私ども今、入札説明書等

に沿いまして落札決定の合意解除に向けて事業者と

協議を始めたところでありまして、さまざまな問題

点、課題点を協議の中で話し合っていこうと考えて

おります。

○中川京貴委員 これだけの500億円の事業ですか

ら、恐らく設計者に負担がかかっていると思います。

もし、設計者に負担がかかっているとするならば、

幾らぐらいの金額がかかっているのか。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 繰り返しになりま

すが、現在、入札説明書等に沿って関係解消に向け

て協議を始めたところでございますので、その協議

の中で、そういうことも議論することになろうかと

思います。

○中川京貴委員 先ほどの部長の答弁に100分の５と

説明がありましたが、全500億円に対する100分の５な

のか。設計に対する100分の５なのか。金額を教えて

ください。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 入札保証金の額の

話になろうかと思います。入札保証金は、設計建設

業務、それから開業準備業務、運営管理維持業務の

３つに分けて入札保証金、それに相当する額面の入

札保証保険証書を今預かっているところでございま

す。その額は、設計建設業務におきましては21億

8970万円の額面、開業準備業務につきましては2599万

6000円の額面、それから運営維持管理業務につきま
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しては１億8420万9100円を額面とする入札保証保険

証書を預かっているところです。

○中川京貴委員 ことし補正減額が３億円出ており

ます。先ほど座喜味委員から質疑がありました。平

成31年度の中で、ことし３億4000万円減額して、新

年度でまた３億円余り予算計上していますが、整合

性はとれますか。

36ページ、平成31年度当初予算の説明書を見たら、

ことし３億円が予算計上されていますが。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 大型ＭＩＣＥ受入

環境整備事業につきましては、今年度の補正で３億

4000万円の減額をさせていただく。次年度につきま

しては、受入環境事業は2883万9000円、こちらが次

年度調査事業を行うための事業費として計上したも

のでございます。

今、中川委員御発言の事業は、戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業で、ＭＩＣＥの誘致プロモーション等を

行うソフトの活動をするための事業費になっており

ます。これは大型ＭＩＣＥ施設に限らず、沖縄全県

に対してのＭＩＣＥ誘致を行うための事業費でござ

います。

○中川京貴委員 ＭＩＣＥが厳しい状態の中で、Ｍ

ＩＣＥも含めたプロモーションビデオをつくったり

二、三億円の予算をかけるのは、後先が別々になっ

ていると思います。しっかりとした国との協議を調

えて担保をとって、きっちりとした予算の仕方。で

は、ことしは減額しないで、それを使ったらよかっ

たのではないですか。新規で使うのではなくて。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 先ほども少し

申し上げましたが、大型ＭＩＣＥは残念ながらまだ

着工していませんが、万国津梁館、宜野湾のコンベ

ンションセンター、離島等にもあります。今の沖縄

の地理的な特性を生かしながら、現状はますますア

ジアに勃興するＭＩＣＥ事業をどんどん取り組んで

いこうと、昨年もネットワークをつくりまして、戦

略もつくっておりますので、それはそれで大型ＭＩ

ＣＥとは別個に拡大させていこうと。そのためのプ

ロモーション等にさまざまな費用を計上させていた

だこうということでございます。それとはまた別の

大型ＭＩＣＥ施設としては調査しようということで

ございます。

○中川京貴委員 ＭＩＣＥ事業についての話はこれ

で終わりますが、私たちはＭＩＣＥに対する事業は

絶対に必要であると。御承知のとおり、西海岸より

も与那原町、南城市、西原町、中城村、北中城村な

ど東海岸にもう少し光を当てるべきだと決定したこ

とに対して感謝を申し上げました。

しかしながら、その取り扱いをつくって、国との

協議が調わない間に、ある意味で乱暴なやり方で、

このままＭＩＣＥが宙に浮いている形に対する不満

でありますので、ぜひ実現できるように、もっと丁

寧に国と協議を調えていただきたい。我々もしっか

りその事業が成功できるような要請もしていきたい

と思っています。

以上でＭＩＣＥは終わりますが、次に、23ページ

の植物防疫対策費の鳥獣被害防止総合対策事業の予

算が1900万円減額になっています。これについて説

明をお願いします。

○島尻勝広農林水産部長 全国で事業量が非常に多

くて、今回は沖縄分の国庫内示減に伴う内示減額補

正をさせてもらっています。通常、例年どおりの予

算要求で措置をしたのですが、全国的に鳥獣被害が

多くて、全国的な取り分の中で、沖縄分の中で減額

が出てしまったものですから、今回は減額です。

○中川京貴委員 わかりました。せっかく予算を要

求して、予算が来たのに執行できなかったかなと質

疑をしましたが、とれなかったということで、予算

自体が入ってこなかったと理解していいですか。

○島尻勝広農林水産部長 国の最終的な内示が減額

の状態でしたので、今の予算の中での減額措置となっ

ております。

○中川京貴委員 なぜこの質疑をしたかというと、

農林水産部長にぜひ聞いていただきたいのは、我々

は総務企画委員会で渡嘉敷村に行ってまいりました。

そこでのイノシシ被害があり、どうしても渡嘉敷村

ではできないと県に要請が来ていると思っています。

全国的な国の補助金にのっとった予算を活用したイ

ノノシ被害駆除をやっていただきたくて今申し上げ

ていますが、実際に渡嘉敷村のイノシシの件は、部

長、どうなっていますか。

○島尻勝広農林水産部長 渡嘉敷島にも実際に行か

せてもらったし、座間味島も高月公園まで行かせて

もらって、渡嘉敷島から座間味島に野生イノシシが

渡っていることも聞きました。

まず最初に、環境部とも連携しながら、実態調査

とあわせながら、農林水産部としては捕獲箱を設置

させてもらっています。座間味島、渡嘉敷島からの

要望には十分応えていると考えております。担当者

とも調整させてもらって、この辺については連携を

しっかりとりながらやっていきたいと思っています。

○中川京貴委員 本年度の予算にも渡嘉敷島のイノ

シシ害獣駆除に対する予算はきちんと入っていると
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理解していいですか。

○島尻勝広農林水産部長 必要な分については予算

措置してあります。

○親川敬委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 何点か質疑をさせていただきます。

ページの順を追ってお願いします。16ページの児童

健全育成費です。新垣委員も質疑されていた答弁の

中で、５カ所やろうと思ったがだめだったと。それ

が全体でやらなければいけないのが22カ所だとおっ

しゃっていたと思います。これが市でやる分、ある

いは法人でやる分とあると思います。もう少し事業

の内容を説明いただけますでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 小学校との公的施設を活

用した放課後児童クラブの整備です。当初は委託設

計を含む21カ所の整備を予定しておりました。これ

は全て市町村が実施主体になっている事業です。今

回は４市町村５カ所で取り下げを行いましたが、当

初予算では計上していなかった６カ所を新たに整備

を行いました。

その結果、当初は21カ所でしたが、今年度は22カ

所の事業実施に取り組んでいるところでございます。

○亀濱玲子委員 これが完成して子供たちを受け入

れる見通しは、具体的にはどうなっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 放課後児童クラブの事業

は、小学校の合築に合わせたり、単体でつくったり

します。３年計画で事業を実施しているものもござ

います。今年度は22カ所です。平成31年度は31カ所

を予定しておりますが、それぞれがいつ、年度ごと

に完成するかですが、事業の推移を見ながらになる

と思います。今は具体的に何カ所という答弁は難し

いところでございます。

○亀濱玲子委員 沖縄県下の学童クラブの中で、全

体で入れない子供たちは、特に新学期から入れなく

て悲鳴を上げている保護者の実態を県はどこまで把

握されていますか。

○久貝仁子育て支援課長 平成30年５月１日現在で

452の放課後児童クラブがございます。そこに登録さ

れている児童数は１万9324人です。登録できなかっ

た児童数は現在、760人となっております。

○亀濱玲子委員 親御さんが、春休みから預けると

ころがないのは本当に深刻な状況です。今は少しの

んびりとした感じで、いつできるかわからないみた

いな言い方をされると、県がむしろのんびりしてい

るのではないのと言わざるを得ないです。これは運

営にかかわることなので、もし答えられたらでいい

です。これは押しなべてこういうことができたらと

思うことがあります。

多分、浦添市など、できているところはあるよう

なのですが、１つの学童で何人まで受け入れられる

枠があります。１単位という枠です。大きな施設は

２単位、１つの学童でとってもらって、その地域の

足りなさを補えている自治体もあるようです。それ

を県がしっかり調整して大きな施設を持っていると

ころがある。そこは２単位、２枠とれるところは、

できている自治体とできていない自治体があります。

なので、それも含めてやらないと、この施設がこれ

からあと20人できますと言っているが、恐らく沖縄

県全体ですると、子供たちが入れない状況はいまだ

に続いていることを認識されて、この工夫も新しく

つくるのと、この運営についての工夫も必要なので

はないかと思って今の質疑をさせていただきました。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど今後の設置予定箇

所がよくわからないということでしたが、今、数字

を持ってきました。平成24年度から平成29年度まで

18カ所の施設を整備しました。今後、平成30年度以

降は25カ所の完成を計画しております。平成30年度

は８カ所、平成31年度は13カ所、平成32年度は４カ

所となっております。

もう一方の質疑で、恐らく支援単位のお話だと思

いますが、基本的には１支援単位40名程度の児童を

予定しております。学校によってはこれでは足りな

いということで、例えば浦添市の沢岻小学校などは

３支援分を予定しております。１つは２階建てで２支

援、もう一つは１階建ての１支援ということで、こ

ういう形で工夫をして市町村それぞれで取り組んで

おります。

県の今後の予定は、今は１支援単位、単体で4000万

円の補助をしておりますが、建設費の高騰など、な

かなか市町村も財政が厳しい課題もありますので、

２支援単位の7200万円の拡充の予定をしております。

今後、市町村の要望も踏まえて、取り組みやすい事

業を展開していきたいと思っております。

○亀濱玲子委員 新しくつくるのが現状間に合って

いないわけですから、できている市町村、できてい

ない市町村をしっかりと調査をして、例えば宮古島

市はできていませんので親が悲鳴を上げています。

そういう実態を調べて、今の段階で何が工夫できる

か。それはぜひやっていただきたいと思いますので

要望いたしておきます。

あとは19ページです。小児慢性特定疾患等対策費

について、国庫補助の返還に係る経費が両方上がっ

ていますが、この内容は何でしょうか。
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○山川宗貞地域保健課長 小児慢性特定疾病医療費

助成事業になっておりまして、こちらは小児慢性疾

病のうち、その治療が長期にわたって医療費負担分

が高額になるとして国が定めた特定疾病、これは

756疾病ございますが、その家族の医療費負担軽減の

ため医療費助成を行うことで、健康保険の適用を受

ける治療の自己負担分を補助するものとなっており

ます。

○亀濱玲子委員 国庫補助に係る返還と書かれてい

るので、この内容は何ですか。

○山川宗貞地域保健課長 こちらは償還金になって

おりまして、平成29年度の小児慢性特定疾病医療費

国庫負担金の実績額が確定しまして、それに伴って

償還金が発生するため増額して対応することになっ

ております。

○亀濱玲子委員 これは両方とも指定するものがふ

えたこともあると思いますが、年中ふえているので、

先を見て予算をとる方法をとっているのでしょうか。

○山川宗貞地域保健課長 そのとおりでございます。

実際に支払い件数でいきますと、平成28年度は２万

7771件、平成29年度が２万8313件、平成30年度は２万

9930件と見込んでおりまして、補助の金額もそれに

合わせて増額をしていると考えております。

○亀濱玲子委員 ぜひ取りこぼさないで、しっかり

と対応していただきたいと思います。

続いて、20ページの医学臨床研修事業費です。そ

の中で、これほど押しなべて軒並みマイナスが出る

原因は何でしょうか。

○長嶺祥保健医療総務課長 （事項）医学臨床研修

事業費につきましては、５事業の減額補正となって

おります。各事業でかなりの額がありますので、大

きな額になっているということでございます。

○亀濱玲子委員 原因は何ですか。

○長嶺祥保健医療総務課長 個別に申し上げてよろ

しいでしょうか。

まず医学臨床研修事業費につきましては、県立病

院に専攻医の養成を委託し、養成終了後に北部地域

及び離島へ派遣しております。その養成数を当初17名

と計画していたところ、県立病院で確保できた医師

が14名の実績ということで、この委託料の減額になっ

ております。

次に、医師確保対策事業につきましては、離島・

僻地で勤務する意思のある医学生等に対する医師修

学資金等の貸与者を当初110名と見込んでおりました

が、一般学生及び専攻医等で被貸与希望者が見込み

を下回ったことから、実績が93名と見込まれまして、

これに伴って貸付金が減少になっております。

次に、県立病院医師派遣補助事業につきましては、

県外医療機関から北部地域及び離島の県立病院への

専門医の派遣を当初17名の通年での派遣を計画しま

したが、派遣元の都合等によりまして８名が短期間

の派遣になって補助金が減になっております。

続きまして、北部地域及び離島医療研究事業費に

つきましては、北部地域及び離島の県立病院で実地

診療研修を行う県外大学からの医師の派遣を当初

９名の通年派遣で計画しましたが、派遣元の都合等

によりまして、これも調整が整わず短期間の派遣を

含む７名の実績になっております。これに伴いまし

て補助金が減額になっております。

最後５つ目が医師派遣等推進事業ですが、県内外

の医療機関から県内の医師不足地域への医師の派遣

について、当初78名相当分の派遣を計画しておりま

したが、同じく派遣元医療機関の都合等により75名

の派遣になって、これも補助金が減額になっており

ます。

○亀濱玲子委員 細かくお話しいただきましたが、

この実施できない１億4000万円は、当初は必要だか

ら計上したと思いますが、充足されないことで、で

きていない医療は何かありますか。

○長嶺祥保健医療総務課長 個別の病院の状況等は

把握しておりませんが、やはり診療時間等の制限が

あるのではないかと考えております。

○亀濱玲子委員 部長、この見通しはいかがでしょ

うか。この後、診療制限がある現状が今明らかにな

りましたが、これから後、この事業に関しては明る

い見通しなのか、しっかり取り組んでいけるのか、

お答えいただきたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 背景として、やはり全国的

に医師不足があります。最近言われているのは、３つ

の偏在です。日本全国で見た場合、西高東低という

ことで、東北・北海道などは西側に比べて医師不足

が非常に顕著であります。沖縄はその点はいいので

すが、ただ、県内でも地域ごとの偏在があるという

ことで、南部地域は全国平均を上回りますが、その

ほかの地域は人口10万人当たり足りない状況があり

ます。

それと昨今、大きい問題が診療科の偏在です。我

々は今20事業、約20億円かけて医師の確保に取り組

んでいるわけです。所要額を積算してなるべく困ら

ないような形で積算はしていますが、何分、医師不

足という背景がありますので、派遣元の医療機関と

派遣先の医療機関でリクルートしていただいて、そ
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れを我々が金銭的に横から支援していく形で今後と

も頑張りたいと思っております。

○亀濱玲子委員 せっかく予算をつけて、沖縄の特

に北部、僻地・離島を含めた医療の偏在をなくそう

と予算をつけてくださったのはありがたいことで、

ぜひ力を入れて補充をしていただきたいと思います。

引き続いて、23ページの畜産経営環境保全対策事

業費が２億円余減になっておりますが、説明をいた

だけますか。

○仲村敏畜産課長 沖縄県畜産・酪農収益力強化整

備等対策事業ということで、地域に畜産クラスター

協議会をつくりまして、その中の中心的経営体が収

益力向上、生産基盤の強化のために必要な施設、機

械、家畜導入等を行う事業であります。今回、減額

になった理由としましては、平成30年度予算計上分

の事業は、本事業は国庫財源を充てております。そ

の予算財源が国の繰越予算を充てておりまして、原

則、年度内の事業完了が要件となっております。そ

のため、県の当初予算で充てていますが、繰り越し

ができない予算になっております。減額した理由と

しましては、年度内完了が困難と判断されたために、

３つのクラスター計画の整備が要望を取り下げたこ

とになります。

○亀濱玲子委員 せっかく国庫でできるものですか

ら、この３つ事業は大きいですよね。畜産はお金が

かかるので、マイナスになった国庫はどうするので

すか。繰り越しですか、それともこの年度でできな

いのなら返還するのですか。どうなりますか。

○仲村敏畜産課長 繰り越しできない事業になって

おりますので、一旦取り下げまして、この３件はそ

れぞれ理由がありまして、例えば予定より建設費が

少し大きくなり過ぎて自己負担分の調整に時間がか

かったものについては一旦取り下げて、今、次年度

の計画の中で再度仕切り直すことにしております。

また、計画段階で計画していた土地が軟弱地盤で

工事ができないということで、こちらも翌々年度に

向けて、次年度も含めて既存事業を活用した形で、

同メニューの機械導入事業がありますので、そこと

連結した形で整備していくことで現在調整しており

ます。

事業実施主体がどうしても協議会になりますので、

昨年に県のクラスター連絡会議という組織をつくり

まして、クラスター協議会が県内に18カ所あります

ので、その事業実施を要望する畜産クラスター協議

会が年度内事業完了に向けてノウハウを共有したり、

事前に準備する事項についてお互い協力しながら

やっていく体制を現在つくっております。助言指導

体制を強化して、しっかりと年度内におさめるよう

な助言指導を強化しているところです。

○亀濱玲子委員 ほぼ国庫でできるのがこの年度で

なくなっていくのはとてももったいないかなと。来

年仕切り直しということですので、農家と連携をとっ

て農家を指導していただきながら進めていただきた

いと思います。

次に行きます。24ページの治山事業費です。実は

ＰＤＣＡで見ると、この事業は大幅おくれと書かれ

た評価になっていたかと思いますが、この事業自体

の取り組みはどういう状況になっているか。予算の

説明もそうですが、事業自体が一体どういう事業な

のか、先ほどのＰＤＣＡで思ったものですから、よ

ろしくお願いします。

○崎洋一森林管理課長 国の経済関連対策でござい

まして、場所が南城市の志喜屋地区におきまして、

平成26年度に梅雨により斜面の崩壊、それから落石

等の危険性が予見されまして、平成27年度から事業

に着手しております。斜面直下、斜め下には人家等

もあります。それから南城市道の保全対象もござい

ます。

事業内容につきましては、斜面の点在する大小の

転石、それから亀裂が入った岩石の除去、転石の防

護対策、斜面の風化・侵食の対策を早期に行ってま

いります。完成見込みが平成32年度を予定しており

ます。

治山事業は工事を行うハード面と植栽を行うソフ

ト面がございまして、２つございます。

御質疑のＰＤＣＡの件は、取り組み内容はソフト

面の保安林の防風林、防護林を整備する内容を書い

ていまして、ハードではなくてソフトです。そちら

の平成29年度目標面積が６ヘクタールと設定してご

ざいましたが、平成29年度目標に対しまして、台風

等の被害が少なかったこともありまして、実績は

1.74ヘクタールでした。進捗率が29％で大幅おくれ

と判定されております。

ちなみに、過去４年間で23.8ヘクタールを整備し

ております。台風も影響しますので、目標面積１年

当たり６ヘクタールの保安林整備は実施可能ではな

いかと判断しております。

○亀濱玲子委員 御丁寧に説明していただきまして

ありがとうございます。わかりました。

33ページの教育委員会の質疑を最後にしたいと思

います。これは前にも聞かせていただいて、またこ

としもかと思い見せていただきました。人事管理費
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の中で、複式学級の教員が見つけられなくてとなっ

ていますが、実際、これはどういう状況なのか、ま

ずはこの複式学級の予算の減から説明していただけ

ますか。

○古堅圭一学校人事課長 複式学級教育環境改善事

業については、離島・僻地に多くあります複式学級

において、児童生徒にきめ細かく指導を行うため、

担任の先生とは別に学習支援員という非常勤の方を

派遣する事業となっております。

今回、減額補正の理由としては２点あります。

まず１点目については、対象学級が減少したこと

があります。実は予算要求の時点では42学級を予定

しておりましたが、その後、児童生徒数の増減があ

りまして、対象学級が33学級になったことです。

それから２点目は、離島・僻地では人材確保が非

常に難しいことが理由としてあります。複式学級を

有する学校は離島・僻地が多い状況にあります。県

内の公立小中学校のおよそ３分の１が離島・僻地に

ある事情がありまして、離島・僻地では非常勤講師

の確保が非常に難しい状況のもとで派遣ができない、

もしくは派遣におくれが生じたとの理由で予算の満

額執行ができなかったという事情があります。そう

いう事情がありまして不用額が生じる見込みとなっ

たために、今回、減額補正を行うということであり

ます。

○亀濱玲子委員 実際に派遣できなかったのは何学

級あるのですか。

○古堅圭一学校人事課長 今現在、未派遣、派遣が

できていない学級は６学級、６人となっております。

○亀濱玲子委員 同じことを言うわけですが、ぜひ

この配置に向けて努力をしていただきたいと思いま

す。

最後に、スクール・サポート・スタッフ配置事業

のマイナスは、具体的には何人予定していたが、何

人が配置されていなくて、この額になっていますか。

○古堅圭一学校人事課長 市町村において人材確保

が難しい理由によりまして、スクール・サポート・

スタッフの配置がおくれておりますが、交付決定を

した35名のうち26名が一月以上もの間、配置ができ

ずに不用額が生ずる見込みとなったために、減額補

正を行いたいということであります。

○亀濱玲子委員 県としては、あるいはそれぞれの

自治体はどういう努力をされておりますか。

○古堅圭一学校人事課長 スクール・サポート・ス

タッフ配置事業については、基本的にスクール・サ

ポート・スタッフを配置する市町村に対して、国と

県が補助をするという補助事業になっている関係で、

一義的には市町村において人材の確保に当たること

が必要ではないかと考えております。

しかし、本事業は教師の負担を軽減して、児童生

徒に対してきめ細かく指導ができるようにするため

の事業でありますので、県としても関係市町村とよ

く連携して情報交換もしっかりやりながら今後も取

り組んでいきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 新年度にもかかっていくことなの

で、その募集をかける広報みたいなものも自治体任

せではなくて、県もしっかりと取り組んでそれを補っ

ていく努力はしていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

○親川敬委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 まず、私から２つの部についてお

尋ねさせていただきます。

１つは、16ページから始まる子ども生活福祉部、

そして21ページから始まる農林水産部です。なぜこ

の２つかというと、人それぞれ、委員それぞれ、見

方に個人差があるかもしれませんが、私の目から見

て減額の補正が事業として多い、目につくのでお尋

ねさせていただきたいと思います。

まず農林水産部から、一見して三角がついている

減額補正が多くあります。全体的に見て、減額に至っ

た理由、事業によって個別の差はあるかもしれない

ですが、主たる理由として、需要の予測を見誤った

のか、言葉を選ばなければ、執行能力が少し落ちて

しまったのか等々を含めてお答えいただけたらと思

います。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の２月補正

予算において減額補正の主な理由は、災害復旧費11億

363万5000円の減で、災害実績が見込みより少なかっ

たことによる減であります。

２点目に、農林水産業費８億6149万3000万円の減。

そのうち産地パワーアップ事業で農業機械のリース

導入や資材購入等への支援で、農家からの申請件数

の減による補助金の減、あと沖縄県畜産・酪農収益

力強化整備等対策事業で事業実施主体の要望取り下

げによる事業費の減等によるものです。

○宮城一郎委員 今、事業の中で１つ御紹介があっ

た農業経営構造対策費の中の産地パワーアップ事業

は、私が自分で言うのも何ですが、ほとんど農林水

産部のことをよくわかっていないのです。ただ、わ

かっていないながらも、この事業だけは、知人に農

業に携わっている方がいて、「一郎、これは上等だよ、

とても需要がいっぱいあるよ、とても現場が喜ぶは
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ず」みたいな感じで、居酒屋で意識が薄れながら私

に強く訴えていたのです。

需要が多いと聞いていましたが、にもかかわらず

申請が少なかったので減というところですが、大体

何年ぐらい継続されている事業で、その需要の動き

はどんな感じだったのでしょうか。

○前門尚美園芸振興課長 産地パワーアップ事業は、

水田・畑作・野菜・果樹などの産地が地域の営農戦

略として定めた産地パワーアップ計画に基づきまし

て、高収益な作物、また栽培体系への転換を図るた

めの取り組みを総合的に支援する事業でございます。

国が平成27年度の補正事業を組みまして、沖縄県で

は平成28年度から実施しております。

沖縄県の基金枠で４億6032万8000円ございますが、

平成28年度から平成29年度までで総事業費では３億

4337万7000円、うち基金では１億3718万8000円の事

業をしてございます。

今年度の減額の補正の理由といたしまして、農業

機械のリース導入、資材購入への支援について産地

からの申請件数が減少したことによる補助金の減額

となっております。

なお、減額する国庫補助金は、沖縄県の基金の予

算枠として平成32年度まで確保されておりまして、

平成31年度の事業実施に向けまして、事業採択要件

ということで基金の成果目標の設定や面積要件等が

ございますので、地域で話し合いを進めながら、市

町村や関係機関と平成31年度の事業実施に向けて調

整を現在進めているところでございます。

○宮城一郎委員 続いて16ページの子ども生活福祉

部です。こちらも三角が多くて、介護・老人福祉関

係、それから障害者の部分も含めると９億円余り、

それから児童保育関連でもほぼ同じで９億円、合わ

せて19億円ぐらいのマイナス補正とお見受けしてお

ります。需要見込みと乖離があったのかどうか等々

を含めての総括的な分析をお聞かせいただけたらと

思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 資料16から18ペー

ジまでが子ども生活福祉部関連になっておりますが、

その中で、当部の増額補正が２億円余、それから減

額が20億円ぐらいになっておりまして、合計で18億

円の減額補正で今回は計上しているところでござい

ます。

減額補正の内容としましては、先ほどの介護給付

費等の給付費に関するものが３事業、これは義務的

経費でございますが、当初予算のときに不足が生じ

ないように実績や伸びも踏まえて組んでいるもので

ございますので、それを実績に合わせて今回補正減

という形になっております。これが約６億円ぐらい

です。

施設整備に係る保育施設や老人福祉施設は市町村

との調整によって計上しておりますが、今回は調整

がなかなかうまくいかなかったこともございまして、

約10億円の減でございます。しかし、この事業につ

きましては基金の事業もございますので、今回は減

になっておりますが、財源としては来年度にまた使

える財源となっております。

○宮城一郎委員 今の施設の部分で、市町村との調

整がうまくいかなかったということですが、具体的

にもう少し聞かせていただいていいですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 介護施設にしろ、

保育施設にしろそうですが、市町村で公募をかけた

りします。なかなかそれに応ずるところがなかった

り、土地の確保に苦労したりという事情がございま

して取り下げになった事情が多くございます。

○宮城一郎委員 理解しました。今この場は補正予

算の件が中心だと思いますが、このようにマイナス

補正が多い中で、次年度は子ども生活福祉部が予算

の増額が一番多い形になっております。率では農林

水産部が一番多いのかもしれませんが、思うところ

は、例えば玉城新知事が次年度の予算の方針として、

優しい社会の構築をうたっているから、単に増額し

たとは思ってはいないです。

平成30年度、今年度の減額の理由をしっかりと総

括した上でふえていると信じておりますので、今般

の補正があって年度途中で決算がありますが、決算

はもっと後になってしまいますので、やはりこの補

正をやっている段階が平成30年度の着地見込みを

占っているところだと思いますので、その辺を注目

して聞かせていただいたところでございました。新

年度もよろしくお願いします。

○親川敬委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 平成30年度沖縄県一般会計補正予

算（第４号）の説明資料の中で質疑をさせていただ

きます。順を追ってやっていきます。

まず３ページです。今回、好調な県内景気を背景

に県税が伸びております。補正予算でもトータルで

56億7212万6000円と大幅な伸びを見せておりますが、

今この予算を組む上でどのような傾向で予算措置を

しているのか。例えば96％ぐらいで組んで補正でふ

えているのか、一般市町村では前年度の96％ぐらい

で組んで補正で伸びる手法もとっていますが、県の

トレンド、傾向としてはどのような予算組みをして
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いるのか、お伺いします。

○小渡貞子税務課長 県税に限りまして、平成30年

度の当初予算の組み方につきましては、税目ごとに

過去の収入実績でそれぞれの課税対象の推移、そし

て毎年の税制改正の影響などを勘案して見込んで当

初予算を組んでおります。

今回の補正につきましては、景気の拡大というこ

とで見込んではいますが、それ以上に法人所得の増

加、法人県民税、法人事業税が伸びたこと、個人県

民税において納税義務者数が増加したことによりま

して、収入実績が当初見込みと比べまして56億7212万

6000円がふえるということで増額補正を組ませてい

ただきました。

○新垣光栄委員 大変すばらしいことだと思います。

その背景には、税収の伸びは皆さんの頑張りもある

と思います。徴収率の問題もあると思いますが、そ

の辺はどういう傾向でしょうか。

○小渡貞子税務課長 県税の収納率につきましては、

平成30年度はまだ決算が出ておりません。平成29年

度の県税の収納率は98.8％になっております。前年

度に比較しますと0.2％の増で、過去にとても悪い時

期もあったのですが、年々徴収率を上げている形に

なっております。

○新垣光栄委員 98.8％は大変頑張っていると思い

ます。

沖縄県の徴収率は、九州管区ではどのくらいの位

置になっているのでしょうか。

○小渡貞子税務課長 平成29年度におけます沖縄県

の収納率は、地方行財政調査会の資料に基づきまし

て、九州各県と比較しますと九州１位になっており

ます。

○新垣光栄委員 本当に皆さんの頑張りに敬意を表

したいと思います。皆さんのすばらしいのは、県税

の収納だけではなく、市町村にも一緒になって指導

助言をして頑張っているところだと思いますが、そ

の頑張りの状況を教えていただけませんか。

○小渡貞子税務課長 個人県民税につきましては、

市町村の市町村民税と一緒に個人住民税という形で

徴収させていただいております。賦課徴収につきま

しては、市町村にお願いをしておりますので、県と

してもそれに協力することで、市町村に対して各県

税事務所の管轄区域ごとに専任職員を何名か配置し

まして、市町村に対しての研修事業、共同で臨戸し

たり、徴収技術の伝達など、また県と市町村と合同

で公売会や捜索の事業も市町村と一緒に頑張るとい

うことで職員を派遣させていただいております。

○新垣光栄委員 私は中城村出身ですが、中城村も

県から職員の派遣によって大分納税率が上がったと

喜んでおりました。これからも頑張っていただきた

いと思います。

その中で気になるのが利子割のマイナスですが、

このマイナス分は税制改正で企業が利益を貯蓄して

いく中で、企業の利子割分は廃止されて、個人の部

分の５％だけがそのまま残る状況ですが、これが影

響してマイナスになっているのですか。

○小渡貞子税務課長 確かに平成30年度の県民税利

子割につきましては、収入見込み額が２億549万1000

円ですので、当初見込みに比べまして3150万9000円、

率で13.3％の減になっておりますが、これは個人の

貯蓄が減っているわけではありません。ただ預金等

の利子に対する課税になりますので、その預入金利

が下がっているので利子割収入が減になってござい

ます。

○新垣光栄委員 次の10ページの基地関係業務費に

関してです。この特定地域特別振興事業において旧

軍飛行場とはどの飛行場でしょうか。

○上原宏明基地対策課副参事 旧軍飛行場とは、旧

日本軍において第二次世界大戦末期の昭和18年から

昭和19年にかけて、本県において各地で土地を接収

いたしまして飛行場の建設が行われたものでござい

ます。この土地については、第二次世界大戦終了後、

国有地として取り扱われているものであります。旧

軍飛行場は那覇市、宮古島市、読谷村、伊江村、嘉

手納町、石垣市にあります。今回の事業の対象は、

那覇市にあります旧那覇飛行場用地問題解決地主会

となっております。

○新垣光栄委員 この減の原因は何ですか。

○上原宏明基地対策課副参事 今回の減の問題は、

平成30年度事業内容について、（仮称）ともかぜ振興

会館整備に向けて事業を行っております。その建設

予定地に建てられていた那覇市保健センターの解体

工事、ともかぜ振興会館の建設工事及び（仮称）大

嶺コミュニティセンター整備に係る基本計画を実施

しております。

4668万円の減額につきましては、那覇市保健セン

ター解体工事に係る入札残が3356万2000円、ほかに

空調整備工事等の５件の入札に係る入札残が1311万

8000円となっております。

○新垣光栄委員 中城村にも西原飛行場という旧軍

飛行場があったと思いますが、その辺についてまた

予算が出てきますのでよろしくお願いします。

12ページです。交通運輸対策費の中から、鉄軌道
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を含む新たな公共交通システムの鉄軌道導入推進に

向けた取り組みに関する経費だけがマイナスですが、

このマイナスの原因をお願いいたします。

○長濱為一交通政策課長 鉄軌道を含む新たな公共

交通システム促進事業の補正減の内容について御説

明をいたします。沖縄県は平成26年度以降、鉄軌道

の計画案づくりに取り組みまして、昨年５月、沖縄

鉄軌道の構想段階における計画書を策定して、県と

しての考え方を取りまとめたところでございます。

一方、国でも調査をしておりまして、昨年８月に

平成29年度の調査報告が出まして、費用便益比や採

算性に依然として課題が残されていることがござい

ました。このため、今年度の県の取り組みとしては、

鉄軌道の導入に向けた課題への対応について、特に

その費用便益分析について、今まで以上に詳細かつ

幅広く検討する必要があり、そちらに時間を要する

ことにしてございます。

補正減の内容につきましては、当初、促進団体の

設立を考えておりまして、負担金約1600万円を計上

しておりましたが、これについて補正減を提案して

ございます。

○新垣光栄委員 この団体の設立がおくれている原

因をお願いいたします。

○長濱為一交通政策課長 もちろん、促進団体の設

立で県民を巻き込んでの運動も非常に重要だと認識

してございますが、国の調査において、費用便益比

と採算性に課題があると。採算性につきましては、

県としては、国が言う上下一体方式ではなく、上下

分離方式で進めればクリアできると考えているとこ

ろです。費用便益比につきましては、県としても国

の調査の内容を受けとめまして、さらに広く詳細に

検討が必要で、今そこに力を割いてございます。

○新垣光栄委員 ＭＩＣＥもそうだと思いますが、

設立を後押しする団体が弱いと―やはり地域、経済

界から力強く後押ししないと頓挫すると思いますの

で、団体は早目に設立して、後押しできるような体

制をぜひ整えていただきたいと思います。

○長濱為一交通政策課長 促進団体の重要性は認識

しておりますので、タイミングを見ながら、また予

算等の措置をしていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 先ほど16ページ、17ページは通告

してありましたが、児童クラブに関しては、公設の

施設に移行できない原因はどこにありますか。

○久貝仁子育て支援課長 今の質疑は公的施設がな

ぜ少ないのかの質疑だと思います。さまざまな課題

があると思います。

例えば、１つ目は学校内に放課後児童クラブを設

置する場合に、教育委員会との調整に時間を要しま

す。教育委員会としても少人数学級など、さまざま

な事情を抱えていることを我々も承知しております。

２つ目は、都市部において土地の確保が困難であり

ます。３つ目は、特に小学校等の改築に合わせてや

る場合に、学校全体の整備計画とあわせて整備を進

めますので時間がかかることがございます。先ほど

ありました建築費用の高騰も課題の一つになってお

ります。

○新垣光栄委員 私は、公的施設の意向が原因で―、

費用軽減も含めて学校が一番いいと思うのです。そ

うすると、一番の協力が得られないといけないのが

校長先生の意向だと思っています。今、学校に学童

クラブを設置したいが、校長先生の同意がとれなく

てできない箇所があるのかどうか、校長の理解を得

るために、どのような政策を行っているのかをお尋

ねします。

○平敷昭人教育長 個々の学校の特定は申し上げに

くいのですが、学校の中にクラブを設置することに

ついては、子ども生活福祉部と連携をしまして、市

町村の教育委員会など、各学校に理解を求めるため

にいろいろな行政説明を行っています。校長先生も、

いざ何か事故等があった場合の責任分担、役割分担

の意味で懸念を持たれている方がいらっしゃいます

ので、既に先行して協定等を結んでいる事例等を紹

介しまして、その辺はなるべく引き受けてもらえる

ように説明はしているところであります。

学校ではなかなか進まないのは、少人数学級を進

めている関係で学童向けの教室を設けにくいことも

ありまして、子ども生活福祉部は、教室とは別に専

用施設をつくっていただいていますが、スペースの

関係などいろいろな調整がうまくいかない部分が

あったりして難渋している部分はあると理解してい

ます。

○新垣光栄委員 学校での設立が一番望ましいと

思っていますので、協議の場をしっかり持っていた

だいて、予算を残すことなく早目にできるようにお

願いいたします。

まだまだあるのですが、少し飛ばして繰越明許費

の要因になっているのが、土木費等が多く占めてい

ると思うのですが、用地収用が原因だと思っていま

す。用地収用を伴ったおくれによる繰越明許費はど

れぐらいあるのでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 ２月補正におきましては、

639億円の議決を計上しております。９月、11月にも
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計上して議決をいただいておりまして、これまでの

議決合計が800億8200万円になっております。その要

因はいろいろあるのですが、用地取得難や関係機関

との調整おくれ、計画変更等々がございます。

800億円の要因の内訳として、用地取得難が掲げら

れているのが43億2600万ということで、前年度と比

べますと16億円ほどは減少している状況です。

○新垣光栄委員 収用がうまくいかないと執行率も

悪くなると思いますので、収用に関する職員の研修、

工夫等は県としてどのような対策をとっているのか

お伺いいたします。

○金城学土木総務課長 土木建築部の取り組みとい

たしまして、公共工事の推進に与える大きな課題と

なっております用地取得難に対応するため、用地取

得業務の一部を民間コンサルタントに委託し、また

は活用しております。また、工事設計書作成業務の

一部についても民間コンサルタントに委託すること

で工事発注を加速させているところでございます。

それに合わせて、また用地職員の資質向上を目的

として、各種会議や事例発表会等を開催して研修の

充実に努めているところでございます。

○新垣光栄委員 公平性の立場からも、収用に当たっ

てごね得をしている方々の対策として、県はどのよ

うな対策をしているのか、強制収用でやっているの

か、ほかに対策をやっているのかお伺いいたします。

○上原国定土木建築部長 ごね得というお言葉が出

ておりましたが、当然、用地補償業務は適正価格で

交渉して契約に至ることを目指しておりまして、契

約に至らない場合は、土地収用法に基づいて事業認

定し、収用裁決するということで、今現在、ごね得

は発生していないです。

○新垣光栄委員 ぜひ、そういうことがないように

やっていただきたい。県も収用に関してはかなり苦

労していると思います。市町村も収用に関して苦労

しています。県は市町村との連携をどのように行っ

ているのか、状況を聞かせていただきたいと思いま

す。

○上原国定土木建築部長 県事業の場合は、沖縄総

合事務局でもって事業認定をしていただく。その後

の収用裁決申請は、県の収用委員会に対して収用裁

決をいたします。市町村事業の場合、土地収用法に

基づく事業認定は、県の用地課のセクションで事業

認定の手続をいたしております。その中で市町村と

も連携しながら速やかに認定業務をし、収用裁決に

至るということで計画的に取り組みをしております。

○新垣光栄委員 公共工事の市町村の事業も収用の

問題でかなり執行がとまっているところがあると思

いますので、皆さんで協議しながら進めていただき

たいと思います。

最後に、ＭＩＣＥは聞かないでおこうかと思った

のですが、そのために時間を省きましたのでＭＩＣ

Ｅについて聞かせていただきたいと思います。

ＭＩＣＥ事業に関して、私は嘉手苅部長を初め、

県の職員の皆さんは、本当に誠心誠意取り組んでい

ただいたと思います。企画書を見たら、本当にすば

らしい企画書でした。何回も見させていただいたの

ですが、一般の民間事業でもないような企画書を見

せていただきました。そして説明もきちんとやって

いただきました。その中で、なぜできなかったのか、

今かなり質疑があったと思いますが、県はよくやっ

たと思っております。その中で、本当に皆さんが頑

張ったＭＩＣＥを今議会でも知事初め、民間活力も

活用しながら推進していくお言葉を聞いて本当に頼

もしく思いました。皆さんの頑張りが地域を変えて

いくと思いますので、さらなる頑張りを期待してい

ます。ＭＩＣＥ事業に関しては、中城村、東側一帯

の今後の均衡ある県土の発展のために必要な事業で

すので、ぜひ強力に推進していただきたい。この事

業において、収支の面、そして受け入れ環境の面、

本当に誠心誠意頑張っていただいたと思っています。

それを後押しできるように、各市町村、東海岸一帯、

そして沖縄県の全市町村が協力できるように頑張っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○親川敬委員長 上原正次委員。

○上原正次委員 私から３点ほど質疑させていただ

きます。第４号一般会計補正予算説明資料の10ペー

ジをお願いします。不発弾処理促進費1052万9000円

の事業は今回、不発弾が発見されたための予算なの

かお尋ねします。

○上原孝夫防災危機管理課長 不発弾等対策安全事

業は、不発弾等の爆発事故による被害者等の支援や

被害を受けた住宅、施設等の復旧を支援するための

事業となっております。平成30年８月20日に那覇市

宇栄原の住宅建築予定地において発見された不発弾

については、発見状態が悪く安全性が確認できない

とのことで、12月９日に現地爆破が行われました。

同爆破の実施前後に、近隣建物等への影響を把握す

るために、那覇市が実施した家屋等の被害調査費用

を補助するための補正増となっております。なお、

本事業の性質から、当初予算計上時に事業実施の有

無及びその所要額について事前に予測することは不
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可能なことから補正予算で対応しております。

○上原正次委員 では、処理は終わったということ

ですね。無事に終えて本当によかったと思っており

ます。

関連して、不発弾の探査の状況について、今、沖

縄県は経済が好調ということで、開発事業と、農地

も含めて探査はどのような状況なのかお聞かせくだ

さい。

○上原孝夫防災危機管理課長 平成30年度の事業の

実施状況は、不発弾対策の当初予算として32億2834万

6000円を計上しておりました。２月末現在で執行額

が31億2496万4000円となっており、執行率は97％と

なっております。

また、不発弾探査においていろいろ探査事業をやっ

ていますが、不発弾は他の公共事業や民間事業等で

発見される率が多くて、我々の事業で発見されるの

はそれほど多くないです。

○上原正次委員 続きまして情報提供です。以前は

沖縄戦の不発弾で地域のお年寄りの方々からの情報

提供があったと思うのですが、今、情報提供はどの

ような状況なのかお聞かせくだい。

○上原孝夫防災危機管理課長 平成30年度において

も不発弾が発見された情報に基づいて行う予算215万

7000円を確保しておりました。ただ、近ごろはその

ような情報がほとんど入ってこないので、その事業

については毎年執行できなくなっております。

○上原正次委員 高齢になっていることでなかなか

情報提供が入ってこないですが、私も糸満市ですが、

糸満市の方々から地域の情報をぜひ拾って早目に対

策をとっていただきたいと思っております。また、

現場においては、自衛隊員の方々は危険な状況でも

頑張っています。隊員の皆様には敬意を表したいと

思っております。

続きまして、子ども生活福祉部の17ページをお願

いします。保育対策事業費に関しては、これまで新

垣新委員、宮城一郎委員にも補正額の説明はありま

したので、県は「黄金っこ応援プラン」で、待機児

童解消に向けて平成30年、平成31年度で7000名を確

保して、平成31年度末までに解消に向けて取り組む

と言っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと

思っております。

私からの質疑は、保育士の処遇改善において、保

育士の仕事がとても忙しい状況があって、今は補助

員の方をつけている保育所がありますが、県内にお

いて補助員はどのような状況なのかお聞かせくださ

い。

○久貝仁子育て支援課長 保育補助者です。具体的

には、保育士資格は持ちませんが、保育士の補助、

例えば遊具の片づけや寝具の片づけ、毎日の清掃等、

保育士の負担軽減につながる業務をやっております。

これにより保育士の離職防止にもつながると考えて

おります。県内では現在、360人の保育補助者が保育

業務に従事しています。

○上原正次委員 実は先週、保育園の補助をしてい

る若い方のテレビ放送がありまして、彼女は保育園

に勤めている補助員ですが、自分もスキルアップし

て保育士の資格を取りたいということで、園を挙げ

て彼女をサポートしている状況がありました。県と

して補助員の方に対してサポートする支援事業があ

るのかお伺いします。

○久貝仁子育て支援課長 補助者支援に対する取り

組みは、県としましては、保育補助者雇上強化事業

がございます。これは短時間勤務の保育補助者を新

たに雇い上げる施設に対して補助を実施しておりま

す。平成30年度は、94施設に対して126人の実施を予

定しております。もう一つ、保育補助者の雇い上げ

に係る費用を貸し付ける保育補助者雇上支援事業も

ございます。こちらは平成30年22施設22人に貸し付

けを行っております。保育士試験は養成校を卒業し

た学生だけではなく、保育補助者から試験を受けて

正式な保育士になると聞いておりますので引き続き

支援をしていきたいと思います。

○上原正次委員 以前、糸満市において保育士の方

が余りにも仕事が忙しいということで、家に仕事を

持ち帰る状況があり、パソコンの資料をなくして問

題になった経緯がありまして、それから比べたら今

の状況は補助員がつくことで、保育士の皆さんの処

遇は大分よくなっている状況だと思っていますので、

補助員の方にもしっかりサポートしていただきたい

と思っております。

続きまして、36ページ、公安委員会をお願いしま

す。交通安全施設費です。昨年の台風時に長い停電

等があり、この予算は停電時のために信号機電源付

加装置をつけるということが、これまでこの装置を

つけるのは主要交差点だったと思いますが、今回、

この予算でどういうところを優先的にふやしていく

のかお聞かせください。

○土橋喜巳治警察本部会計課長 先ほどの御質疑の

とおりでありまして、主に中央の幹線道路でありま

す国道58号と国道330号の交差点につけることとして

おります。今回整備のものは、発動発電機型のもの

とリチウム電池型のものを整備することにしており
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ます。発動発電機型については設置場所スペースが

必要になりますので、それなりのスペースが必要に

なるのですが、リチウム型につきましては、信号柱

に附属的につけるような形で整備したいと思ってお

ります。台数は、発動発電機型の装置につきまして

は34基、これは既存の装置で、前回整備後19年を経

過したものを更新したいと思っております。新しく

つけますリチウム電池式の付加装置につきましては、

新設で40基予定しております。

○上原正次委員 ぜひ市町村に満遍なく取りつけて

ほしいと思っております。昨年の台風の状況は、糸

満市でもそうだったのですが、大変な交通渋滞があっ

て、交通麻痺を起こした状況がありましたので、主

要交差点はもちろん大事ですが、市町村の主要な道

路にも設置をしていただきたいと思っております。

以上で私の質疑を終わります。ありがとうござい

ました。

○親川敬委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 子ども生活福祉部の関係はほかの

委員が聞かれましたので、１つだけ質疑いたします。

17ページです。保育対策事業費の保育対策総合支

援事業に関する経費が増に計上されているのですが、

これは何名分なのかお聞かせください。

〇久貝仁子育て支援課長 保育対策事業費の施設整

備を大きく補正減額しておりますが、保育対策総合

支援事業は貸し付け等の事業は１億4900万円の増に

なっております。貸付事業が幾つかございますが、

まず、保育士修学資金貸付事業については9300万円

としています。内訳としては、修学費については65人、

就職準備については65人となっております。

次に、未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付

事業につきましては、3600万円を補正で上げており

ますが、250人を予定しております。

続きまして、再就職準備金貸付事業の1900万円に

ついては53人分を予定しております。

○玉城武光委員 私は、金額ではなく、ふえたので

すか、と聞いたのです。ふえた人数。要するに、当

初の計上よりふえたのですよね。そのふえた分を聞

いているのです。

〇久貝仁子育て支援課長 今、数字で答弁した人数

が、今回補正でふえた人数になります。

○玉城武光委員 続きまして、22ページの農業委員

会等助成費の国庫支出金が１億円余り減額になって

いるのですが、この要因を説明してください。

○島川泰英農政経済課長 農業委員会等助成費は、

農業委員会法等に基づき実施される農地利用関係の

調整、農地流動化対策、農業・農村に関する調査、

啓発・普及を行う農業委員会等に対する組織運営助

成及び指導を行う事業となっております。

今回の減額となる事業は、農地利用最適化交付金、

農地集積集約化対策事業補助金となっております。

国への要望額に対して、内示額が要望額の６割程度

になったことによる減額補正となっております。

○玉城武光委員 国の内示額が減になっているのは、

沖縄県が要望したことが認められなかったというこ

とですか。

〇島川泰英農政経済課長 要求については、全市町

村に要望を出していただいて、当初額は全額を要望

してあります。ただ、この交付金等に関しましては、

農業委員会の活動の成果実績に応じて国が査定する

ような補助金、交付金になっておりまして、その市

町村の実績見込みが減になったということです。

○玉城武光委員 続きまして31ページ、港湾改修費

も11億2300万円余りの減の要因を聞かせてください。

○與那覇聰港湾課長 まず、港湾改修費の４億4000万

円が国庫内示減に伴う減額補正となっています。ま

た、沖縄振興公共投資交付金の中でも、ここは裏負

担分の不用に伴う減額補正。このことは補助率の低

い事業から補助率の高い事業に流用したことに伴う

裏負担の減額補正となっております。

もう一点、社会資本整備総合交付金の中が、国庫

内示の減に伴う減額補正ということでございます。

国直轄事業に対する裏負担ということで、これは国

直轄事業の事業量が少なくなったことに伴う県の裏

負担額が減額補正となっております。

○玉城武光委員 改修費が補正減になって改修がで

きなかった港湾がございましたら、差しさわりがな

ければ教えてください。

○與那覇聰港湾課長 国からの国庫補助が内示減と

いうことで、一部、事業の優先度等を考慮しまして、

次年度に見送った事業がございます。

○玉城武光委員 最後になります。32ページ、都市

モノレール建設推進費の備考の欄の２段目、都市モ

ノレール受託事業費に関係する補正減の説明をお願

いします。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 都市

計画・モノレール受託事業費について説明いたしま

す。本事業は、モノレールインフラ整備について那

覇市・浦添市から事業を受託し、それぞれの市道部

分に係るモノレール延長事業を県が実施するもので

ございます。

補正の理由につきましては、自由通路等の昇降設
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備の減額や委託工事の精算により、事業費が減となっ

たことから減額補正を行うものでございます。

○親川敬委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 第４号一般会計補正予算説明資料

の20ページ、医学臨床研修事業費の減額補正は、先

ほど亀濱委員の質疑の中で事業のお話はあったので

省きます。どの事業も医師確保や養成の目的がある

事業だと思いますが減額になっております。

質疑に入る前に、沖縄県の医師不足の現状と課題

についてお聞かせください。

○長嶺祥保健医療総務課長 平成28年12月末日現在、

本県の医療施設に従事する医師数は3498人となって

おり、人口10万人当たりの医師数は243.1人で、平成

18年調査以降、全国平均を上回っている状況にあり

ます。しかしながら、人口10万人当たりの医師数を

地域別に見てみますと、医療機関が多い南部地域で

全国平均を上回っているものの、その他の地域では、

いずれも全国平均を下回っている状況にあります。

本県におきましては、特に医師確保の困難な離島

及び僻地における医師の安定的な確保が課題となっ

ていると考えております。また、産婦人科、小児科、

外科、脳神経外科などの診療科についても全国的に

医師不足の傾向にありまして、本県においてもこれ

らの診療科の医師確保が課題になっていると考えて

おります。

○比嘉瑞己委員 先ほど部長がおっしゃっていた地

域の偏在は沖縄にもあることがわかると思います。

この事業で同じ名前ですが、備考欄に県の単独事

業として医学臨床研修事業費の減がありました。こ

の事業について、先ほどもあったと思うのですが、

いま一度説明をお願いします。

○長嶺祥保健医療総務課長 医学臨床研修事業（単

独事業）は、医師不足地域であります離島及び僻地

における医師確保を図るために、県立病院に専攻医

の養成を委託しまして、養成後は離島・僻地県立病

院及び県立離島診療所へ、その医師を派遣すること

により、当該地域の医師不足の改善を図るものであ

りまして、単独事業は離島診療所へ派遣する事業で

ありまして、交付金事業は県立病院への派遣という

ことでやっております。

○比嘉瑞己委員 先ほどの説明で17人養成しようと

思ったが、実績は14人になったということでした。

この３人の先生が養成を辞退した理由はわかります

か。

○砂川靖保健医療部長 この事業の養成を辞退した

わけではなくて、要するに後期研修医を県立病院で

育てるわけです。専ら中部病院を中心にやっている

わけですが、17人の枠を用意しているわけです。こ

の分の人件費をうちが出しているわけです。17人の

枠があったのですが、14人しか来なかったというこ

とです。

○比嘉瑞己委員 部長は後期研修医の話をしました

が、今は変わって専攻医という名前になっています

ね。私もきのう職員から聞いて理解を深めたのです

が、実際に医学生から先生になるまでの過程の基本

的な流れを教えていただけますか。

○長嶺祥保健医療総務課長 医師が養成されるおお

よその流れといたしましては、まず大学医学部での

医学教育課程を修めて卒業するなどの医師法で定め

る要件に該当する者が医師国家試験を受験して合格

した場合、医師としての免許が受けられることにな

ります。その上で医師法の規定により、診療に従事

しようとする医師については、大学病院や厚生労働

大臣が指定する病院において、２年以上の臨床研修

を受けなければならないこととされております。

臨床研修を修了した医師につきましては、引き続

き、任意で希望する診療領域の専門研修をいずれか

の研修病院において３年から５年間程度受けること

が可能となっており、その研修終了後、関係学会の

専門医資格試験に合格した場合に、当該診療領域の

専門医の資格を取得できる流れとなっております。

○比嘉瑞己委員 医師資格を取ったら最初は臨床研

修医になって、その後、専門的な専攻医と呼ばれる

ドクターになって、その後に初めて勤務医になると

理解しました。この流れは、沖縄県では臨床研修医

はかなり人気があって多いと聞いているのですが、

実際に県内に定着する医師の動向は皆さん、把握し

ていますか。

○長嶺祥保健医療総務課長 定着の状況は、平成22年

度に県内の臨床研修病院で臨床研修を行った医師は

128名おりましたが、そのうちの81名が平成24年度以

降も引き続き、県内で専門研修を受けたところであ

り、さらにそのうちの70名が専門研修終了後、県内

の医療機関での勤務についたところであります。

○比嘉瑞己委員 最初、臨床研修医として128名だっ

たのですが、最後は定着するときには70名に減って

います。その間に専攻医と呼ばれる専門的な研修を

受けている先生たちがいるのですが、この専攻医か

ら最後に先生になるときには、大体の方がそのまま

行っているのですよね。なので、この臨床研修医が

専門課程に行けるかが一つネックになっていて、そ

れで皆さんもいろんな事業を、先ほどの事業もその
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一つだと理解しました。

県はその努力をしているわけですが、先生たちの

キャリア形成を支援している事業があると聞きまし

たが、それについて教えてください。

○長嶺祥保健医療総務課長 県は琉球大学と連携い

たしまして、平成21年度には医学部に地域枠を創設

しておりまして、この資金の貸与を受けた学生等が

卒業後に一定期間、県で指定する離島及び僻地の医

療機関で勤務することで返還が免除される仕組みを

とっております。地域枠の学生が専門医で専門研修

を修了して、離島・僻地の医療機関で勤務を開始す

るのは32年度以降と見ているところでございます。

地域枠の学生のキャリア形成を支援する役割を担

うということで、沖縄県地域医療センターを琉球大

学に設置し、その運営を琉球大学医学部に委託して

いるところでございます。センターも活用をしなが

ら地域枠の中の研修の支援をして、医師としてのキャ

リア形成の支援を図っていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 今の琉大医学部での地域枠ですが、

何人の学生さんが勉強していて、平成32年にはどの

ような形で県内に勤務するのですか。

○長嶺祥保健医療総務課長 地域枠学生は平成21年

度から創設しておりますが、平成30年度までの10年

間で、学生135名に資金を貸与したところであります。

平成32年度に５名の学生が勤務につく見込みになっ

ております。

○比嘉瑞己委員 皆さんが種をまいた制度がこれか

らいよいよ県内でお医者さんになって定着すること

を大変願っております。沖縄の医師不足の解消が少

しずつ軌道に乗り始めていると思うのですが、きょ

うの補正減の事業を一つ一つ見ると、その手段とし

て、学生に奨学金を貸して沖縄で就職したら返さな

くていいよとか、あとは先生を離島に派遣するよう

な対症療法的な事業が多いと思うのです。私も県議

になって医師不足を少しずつ勉強しているのですが、

研修医の先生にこの間、話を聞く機会がありました。

「先生、離島に来てくれないですか」と言ったら、「魅

力はある。だけど」と言葉が詰まるのです。お金の

問題かなと思っていたのですが、もちろんお金は大

切だし、奨学金制度もありがたいのですが、若手は

医師としてのキャリアを積みたいと。なので、どう

しても大きい病院にみんな憧れるというお話を聞き

ました。

沖縄県の医師不足対策も、奨学金の仕組みではな

くて、本当に魅力ある研修プログラム、先ほど説明

していただいた臨床研修医の次の専門的な専攻医に

移る過程を、多くの研修医がそのまま沖縄に残って

専門コースを勉強する仕組みが必要だと思うのです

が、その点は皆さん、どのように展望していますか。

○砂川靖保健医療部長 今は仕組みが変わって専門

医になっているのですが、離島の診療所に行けるド

クターは、学部６年を出た後に初期研修を２年して、

それから３年ぐらいは専門研修医をした人が行くと。

こういう方々が今、琉大の地域枠において養成する

ことによって、平成32年以降から働いていきます。

平成40年以降になるとこの数が大体、自治医科大学

とそれから県立病院の研修医を合わせまして、毎年

100名ぐらい確保できると見ています。そうなると一

定程度の地域偏在が解消されると。それまでの間、

我々は何をするかというと、短期的に医師を確保す

る意味で医師派遣推進事業でやっていて、本土や琉

球大学の大学病院から離島の病院に医師を派遣して

もらうことで短期的な対応をしていくと。短期と長

期と両方合わせて医師確保に取り組んでいる状況で

す。

○比嘉瑞己委員 期待しておりますので頑張ってく

ださい。

○親川敬委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 重複しているところは質疑しない

でおきたいと思います。何点か確認してきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。

まず初めに、第４号一般会計補正予算説明資料の

中から聞きたいと思いますが、16ページの障害者自

立支援給付費が２億500万円減額ということで、その

背景というか、利用料が減っているのか、あるいは

基準が厳しくなったと思っているわけですが、そこ

について御説明をお願いいたします。

○大城行雄障害福祉課長 委員から質疑がありまし

た障害者自立支援給付費の中の障害者介護給付費等

事業費については、本事業は、障害者総合支援法及

び児童福祉法に基づいて市町村が支援する介護給付

費及び訓練等給付費等に対する県負担金となってお

ります。県の負担割合が４分の１でして、今回の減

額補正の理由は、平成30年度当初予算においては、

過去３年分の伸び率実績等を勘案し、見込んでいた

ものでありますが、平成30年12月時点で市町村から

の年間使用見込み額を集計したところ、当初予算額

を下回ったことから減額補正を行ったということで、

利用者も利用事業所も毎年ふえております。

○金城泰邦委員 利用者、事業所がふえてはいるが、

減額は見込みの枠の中で大分おさまっているという

ことでよろしいですね。わかりました。
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質疑が変わります。21ページです。小児救急電話

相談事業がマイナス1844万5000円となっております。

この内容について御説明をお願いします。

○諸見里真医療政策課長 今回制度を拡充しており

ますが、実は、新たに民間のコールセンターに委託

して窓口を設置する部分につきまして、国との補助

金の交付決定の関係で６カ月になりました。昨年の

平成30年10月からの実施ということで、期間が半年

短くなったことが減額の理由でございます。

○金城泰邦委員 10月になったが国の云々という話

がありましたが、その辺の説明をお願いします。

○諸見里真医療政策課長 財源は国が３分の２、県

が３分の１を足して医療介護基金を設置しておりま

す。従来は、沖縄県医師会に委託をして実施してき

ました。これに加えて、今年度からコールセンター

を活用するということで、この部分が新規扱いの形

になりまして、国との調整がありました。その関係

で９月までかかったということでございます。今回

は新規ですが、次年度は継続になりますので４月か

ら実施できる予定でございます。

○金城泰邦委員 質疑が変わりまして、23ページの

水利施設整備事業は、どこがそれになるのか内容の

御説明をお願いいたします。

○本原康太郎農地農村整備課長 水利施設整備事業

14億8000万円余りの補正増は、今回の補正予算は国

の防災・減災、国土強靭化のための緊急対策という

ことで、それに基づく補正予算を活用して事業効果

の早期発現を図るものでございます。

具体的には、宮古島市西中底原ほか８地区、全て

宮古島市ではございますが、排水路の新設、改修と

あわせて区画整理等を実施し、豪雨時の湛水被害や

耕土流出被害への対応を図る予定でございます。先

ほどＮＮ予算が別委員からございましたが、補正予

算でさらなる整備率の向上に努めるものでございま

す。

○金城泰邦委員 名護市の東海岸側でもかんがいが

必要との要望が現場からは上がっているかと思いま

すが、そこはここに入っていないのですか。

○本原康太郎農地農村整備課長 今回の補正につき

ましては、既存地区についての予算措置でございま

すので、まだ採択されていない地区についてはこれ

の対象にはなってございません。もう一度申します

と、この補正予算の全てが今のところ、宮古島市で

の対応予算でございます。

○金城泰邦委員 名護市の東海岸はこれには入って

いないということですが、それ以降は検討されるの

ですか。

○本原康太郎農地農村整備課長 新規地区につきま

しては、市町村とさまざまな意見交換をしてヒアリ

ング等を実施しております。その中で希望地区がご

ざいまして、一定要件に入っていれば、地区として

採択され、応分の予算をつけていくことになると思

います。

○金城泰邦委員 わかりました。今後、上がってき

たらぜひ検討して取り組んでいただきたいと思いま

す。

質疑が変わりまして、32ページの都市モノレール

建設推進費で、モノレール事業としての補正減７億

4100万円余り、質疑もあったかと思いますが、本来

は残さずにしっかりと執行していただくべき事業で

はないかと思っていますが、その点について御説明

をいただきたいと思います。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 都市

モノレール建設推進費の減額補正については、この

事業の中に都市モノレール建設推進事業費がありま

して、これについてはモノレール株式会社が行うイ

ンフラ外事業に対する出資金となっておりまして、

減の理由としまして、インフラ外事業において地下

区間の設備や受変電設備などの遅延のため繰越額が

生じたため、平成30年度分の出資金の所要額が減に

なったものでございます。

もう一つ、受託事業費につきましては、インフラ

整備について、那覇市、浦添市から事業を受託し、

それぞれの市道部分に係るモノレール延長事業を県

が実施するものでありまして、減の理由としまして

は、自由通路等の昇降設備の価格減や委託工事の精

算による事業費が減となったことから減額補正を行

うものであります。

○金城泰邦委員 先ほど電気設備等々が遅延してと

ありました。その遅延する理由は、どういう認識を

持っていますか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 一つ

の要因としまして、地下区間―トンネルの部分に避

難通路を設置する分に変更がございまして、その変

更認可をとるために若干時間を要したため、電気設

備等の地下設備の着手におくれたことが理由の一つ

でございます。

○金城泰邦委員 恐らくそういった変更が出た場合

は、受ける側の見積額も変わっていくべきものだと

思います。そういった部分は発注者として対応はで

きているのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 モノ
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レール株式会社において適切に積算して対応してい

ると理解しております。

○金城泰邦委員 これはきちんと調べていただきた

いと思います。現場で受けている方々の声としては、

設計を含めて工事の計画変更があったと。それを請

け負う側は、例えば同じ金額で変更を受けても、な

かなか難しい。今のように人手不足の時期ですから、

それなりのものをやるには、それなりに人を集めな

いといけない。でも価格が厳しいと、なかなか集め

にくいと聞いております。変更に関してはきちんと

融通をきかせてやっているかどうかも大事だと思っ

ておりますので、そこはしっかりと調べていただき

たいと思っております。また、発注をする時期は、

毎年大体決まっているのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 株式

会社が発注します工事については、県がまずインフ

ラ整備をした後に引き続いてやりますので、県の計

画に合わせて発注計画が立てられていますので、毎

年の時期はなかなか申し上げられないのですが、県

の事業が終わった後に引き続いてやる段取りになっ

ていると理解しております。

○金城泰邦委員 どういう時期に発注になっている

かを聞いています。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 これ

は延長整備に係る工事ですので、まずインフラ整備、

県が行うトンネル事業や桁製作などの事業が終わっ

た後に設備をつけていく段取りになります。駅舎内

の電気設備も駅舎ができ上がった後に入っていきま

すので、県の工事が終わった後に株式会社の工事が

発注される段取りになっておりまして、いつの時期

とはなかなか申し上げられないところでございます。

○金城泰邦委員 今電気設備の話がありましたが、

電気設備の工事が入るタイミングは、どうしても躯

体等が終わってからしか入れませんよね。躯体など

が終わるタイミングがずれると、電気設備の工程に

全部影響してくる。沖縄県の場合は、秋口になると

必ず台風が来ます。天候で現場がストップします。

それらが当初の工事の予定に組まれていれば、ある

程度ゆとりがあれば、各工程ごとにきちんとできま

すが、台風等の天候によってできない時期、現場が

動かない時期になると全部後の工種に圧縮されてい

きます。電気設備は後から入っていきますから、そ

こがぎゅうぎゅうのタイミングになると、受ける側

はどうなるか。24時間体制になったりしないといけ

ない。あるいは事務方まで現場に行かないといけな

い。こういうことが現場では起こっています。そう

いったことも皆さんはきっちりと把握して、価格も

決める、人件費も決める。その中で、沖縄は天候で

秋口は台風もあって大変だと、現場がとまる可能性

は十分にあるという認識を持っていただくべきだと

思っていますが、いかがですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 適正

工期の確保については、モノレール事業に限らず努

めているところです。沖縄都市モノレール株式会社

が行う工事につきましても、適正な工期をとるよう

に申し入れていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 モノレールに限らず、いろいろな

公共事業がありますが、全ての公共事業、タイミン

グによっては大分重なってしまう時期もあって、現

場で人を確保するのがなかなか大変だという話も聞

いていますので、そういった部分もぜひ考慮してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

質疑が変わりまして、36ページの交通安全施設費

で、一般質問でも答弁をいただきました２億2900万

円、これは大体幾つぐらい設置するのか、その辺の

具体的なものがもし決まっていれば教えていただけ

ますか。信号機の100のうち何パーセントとか、よろ

しくお願いします。

○土橋喜巳治警察本部会計課長 今回の補正予算は、

発動発電機つきの信号機の電源付加装置につきまし

て34基を整備する予定です。リチウム型は、バッテ

リーで電源を送るものを40基整備する予定でありま

す。県内に2119信号機がありまして、今回はそのう

ちの70基ほどになりますので、少ないパーセントに

なるかもしれません。

○金城泰邦委員 わかりました。2119基のうち70基

ということで、１桁に満たない状況があります。ま

だまだ不足、いろいろ皆さんも質疑があると思いま

すので、また質疑を変えたいと思います。

40ページ、（款）８の土木費の中の道路橋りょう費

はたくさんありますが、いろいろな道路整備事業と

いうことで、地域連携道路事業費（地域高規格道路）

ということであります。きょうの国土交通省の発表

によりますと、国土交通省の全国で行う新規事業の

採択時における評価手続の着手ということで発表が

あったようでございます。全国都道府県の数ある中

でも、国道58号の沖縄西海岸道路、浦添北道路の２期

線の事業化に向けての協議も各都道府県、有識者等

々を含めて、平成31年度は検討に入るということで

ありましたので、沖縄県におかれましても、国土交

通省に対して早期の事業実施を求めていただきたい

と思います。いかがですか。
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○上原国定土木建築部長 昨年度末に浦添北道路の

供用開始がなされて、国道58号はかなり渋滞が緩和

されましたが、バイパスの部分に交通がシフトしま

して、今度はバイパスの部分が混雑している状況が

ございます。２期線の整備が必要ということで沖縄

総合事務局とも調整をしておりまして、早期に事業

化できるように一緒になって取り組んでいきたい。

県もしっかり要望しながら国土交通省と協議してい

きたいと考えております。

○親川敬委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 まず今回の補正予算の数字が83億円

余りになっておりまして、特に県税及び地方譲与税、

地方交付税等の数字が上がっております。この数字

は例年と比べて特徴的なことはありますか。

○小渡貞子税務課長 平成30年度の補正予算につき

ましては、まず平成30年度の県税の当初予算が1238億

3500万円で、今回の収入見込みは1295億712万6000円

です。景気がかなり好調ということで、法人事業税、

法人県民税、個人県民税で増額をしているというこ

とで、昨年よりも決算見込みとしてはいい数字になっ

ていると思っております。

○金城勉委員 県経済も好調に推移していると。そ

の税収額をして反映しているということなのですね。

また今後もこういう流れが続くように願っておりま

す。

その予算が、歳出では、ほとんどが積立金に充当

しております。財政調整基金や県有施設整備基金は

また次の事業の展開に備えていると理解していいで

すか。

○宮城嗣吉財政課長 おっしゃるとおり、２月補正

における税収の上振れや、地方交付税が確保できた

こと等々、それから経費削減、不用見込み等による

歳出の減、その収支差を財政調整基金、また県有施

設整備基金に積み立てまして、平成31年度の予算編

成過程における収支不足に活用することにしており

ます。

○金城勉委員 わかりました。

次に、10ページの私立学校等教育振興費の下の高

等学校等就学支援金事業が２億5800万円余の数字が

計上されておりますが、この内容について御説明く

ださい。

○座安治総務私学課長 高等学校等就学支援金事業

につきましては、全ての意志ある高等学校生が安心

して教育が受けられるようにということで、授業料

相当分の就学支援金を給付して、経済的負担の軽減

を図る事業となっています。今回、増額補正いたし

ますのは、対象となる生徒数はほとんどが通信制高

校でございますが、この給付者数が増となったこと

によって補正増するものであります。

○金城勉委員 今、国で教育費の負担軽減の各種施

策が展開されていく予定になっていますが、この流

れとは別の関係ない事業なのでしょうか。

○座安治総務私学課長 高等教育の無償化の一環と

して、高等学校の授業料に関しては、公立学校は既

に無償化されていると。私立大学に関しましても、

所得に応じた支援があるところでございます。最終

的に、国におきましては、今後、世帯年収で590万円

未満の家庭まで、私立学校においても実質的に無償

化できるような方向に進んでおりまして、高校につ

いても高等教育の無償化の一環としてなされている

ところでございます。

○金城勉委員 ということは、これは先取りする形

で実施するということですか。

○座安治総務私学課長 先取りというか、高等学校

につきましては段階的に平成23年度から導入されて

おりまして、順次拡充されているところでございま

す。

○金城勉委員 次に、12ページです。交通運輸対策

費の中の沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業は

３億4900万円補正増をされております。この内容に

ついて御説明をお願いします。

○長濱為一交通政策課長 沖縄離島住民等交通コス

ト負担軽減事業は、離島の定住条件の整備のために、

離島住民の割高な船賃及び航空運賃の低減を図って

おりまして、船賃についてはＪＲ在来線並みを目指

して、航空運賃については新幹線並みの運賃を目指

して低減をやっているところでございます。

補正増の理由は、当初20億8000万円余りの予算を

計上しておりましたが、まだ進行中でございますが、

４月から12月までの実績を昨年度の実績と比較をい

たしまして、年度末までの執行の予定額を推計して

算出したところ、24億2000万円ほど必要になりまし

たので、その不足分の３億4900万円余りの補正増を

計上するものでございます。

○金城勉委員 ということは、例年どおりの見込み

の数字として計算した上での補正と。特に離島住民

が昨年度に比べてもふえた、あるいはふえるであろ

うという見込みではないのですか。

○長濱為一交通政策課長 昨年度と比較いたしまし

ても、航路、空路を合わせて約4.8％の増加が４月か

ら12月までの実績でありましたので、それに基づい

て算定したところでございます。
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○金城勉委員 次に、15ページの環境整備企画費の

件について伺います。海岸漂着物等地域対策推進事

業は1100万円の増であります。この内容説明をお願

いします。

○松田了環境整備課長 海岸漂着物等地域対策推進

事業につきましては、国の９割の補助を受けまして、

海岸漂着物の回収処理、普及啓発等の事業を行って

おります。平成29年度につきましては、国の補助金

を概算払いで受け入れまして事業を実施しておりま

したが、執行残が生じたために国に返納する必要が

ありまして、その分の費用を今回補正で計上してご

ざいます。

○金城勉委員 最後に29ページ、沖縄振興特別推進

交付金の無電柱化の件です。１億8000万円余の減に

なっております。この内容について説明をお願いし

ます。

○多和田真忠道路管理課長 県では、無電柱化推進

事業の一部において、道路管理者が電線管理者にか

わって地上機器や入線工事等の費用を補償費として

負担する要請者負担方式を、ソフト交付金を活用し

て実施しております。電線管理者が実施する入線工

事等は、道路管理者が電線共同溝本体を整備した後

に実施することになりますが、関連事業の用地買収

のおくれにより本体工事が繰り越しとなり、電線管

理者への補償が困難となったことから、今回減額補

正をするものであります。

○親川敬委員長 答弁訂正の申し出があります。

先ほど金城泰邦委員の質疑に対する答弁で、警察

本部会計課長から答弁を訂正したいとの申し出があ

りますので、発言を許します。

土橋喜巳治警察本部会計課長。

○土橋喜巳治警察本部会計課長 先ほど答弁の中で、

信号機電源付加装置つきの整備台数につきまして、

最後に74基というお答えをさせていただきましたが、

平成31年度までの計画で整備しますと、全部で222基

になる予定でございます。そうすると、2119の信号

機の中の222基ということで、１割ぐらい整備されま

す。

○親川敬委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず歳入からお聞かせください。

３ページの県税収入、先ほども好調な経済とのお

話がありました。法人事業税と不動産取得税の伸び

がありますので、この２税の前年度との比較等々を

含めて伸びの要因をお聞かせください。

○小渡貞子税務課長 まず法人事業税からいきたい

と思います。法人事業税の平成30年度の収入見込み

額は272億3741万3000円となっております。平成29年

度の決算額が257億7275万1000円となっておりました

ので、比較しますと14億6466万2000円、率にして5.7

％の増となっております。これは、先ほどから出て

おりますが、県経済が堅調に推移しておりまして、

そのために平成29年度よりも税収がふえたものと考

えております。

続きまして、不動産取得税につきましては、平成

30年度の収入見込み額が41億8035万2000円、平成29年

度決算額が49億4233万7000円でしたので、比較しま

すと７億6198万5000円、率で15.4％の減となってお

ります。これは、平成28年度から平成29年度にかけ

まして大規模な物件の課税がありましたので、平成

28年、平成29年につきましては、例年と比べまして

も高額の決算となっておりました。県内においては、

不動産の取得等は順調に推移しておりますので、今

後も大型の商業施設やホテル等の建設が予定されて

おりますので、不動産取得税の税収については、平

成28年、平成29年ほどではないのですが、堅調に推

移するものと考えております。

○當間盛夫委員 不動産はもっと増があるのかと

思っていますが、宮古島などでは500倍の土地バブル

というようなお話もあるものですから、法人事業税

等は、県内の企業が稼ぐ力を日銀がいろいろとやっ

ているわけです。県民所得の伸びがどうしてこうな

のかということで、県内の零細・中小企業はしっか

りと稼ぐ力をつけていくことが必要と思っています

ので、それを伸ばすことで、法人事業税や税収の伸

びをしっかり支えていく中で、県民所得も上がって

いくと思っていますのでよろしくお願いしたいと思

います。

次に国庫支出金、21億円のマイナスになりますが、

心配なのが沖縄振興特別推進交付金、今度も３億

5000万円、ＭＩＣＥの事業ができないということで

マイナスになりますが、この沖縄振興特別推進交付

金の状況は、不用額をどういう形で今年度は考えて

いるのか、もしおわかりでしたらお答えください。

○宮城嗣吉財政課長 まず、一括交付金の予算計上

状況につきましては、補正も含めて予算額を全て計

上している状況になっております。

それからソフト交付金の繰り越し見込みは、国費

ベースで、16事業で27億8000万円となっています。

それからハード交付金は、特別会計も含めまして

283億円の繰り越し見込みとなっております。今時点

での執行状況だと思いますが、繰り越しの議決額ベー

スでの執行額を推計しますと、ソフト交付金が平成
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29年度の今時点で執行率が78.1％でした。議決額ベー

スの繰越額から計算すると、今時点で84.3％を見込

んでおります。

ハード交付金については、平成29年度の54％に対

して、現時点で51.1％ということで、この執行率に

つきましては、繰越額は議決ベースが最大値になり

ますので、７割から８割ほどの間で圧縮されると見

込んでおりますので、その分、執行率は伸びていく

と考えております。

○當間盛夫委員 沖縄振興特別推進交付金は、その

ことも計画をしっかり出してやっていくよね。例え

ば今度のＭＩＣＥの事業は断念するから、余った３億

円を別の事業に持っていくのはなかなか難しいで

しょうから、結構国から指摘されていますので、不

用額の圧縮をしっかりと頑張ってもらえればと思っ

ています。

次に、同じ交付金の中で、浜の活力再生交付金が

マイナスで8900万円になっていますが、この要因等

を含めてお答えください。

○平安名盛正水産課長 浜の活力再生交付金につき

ましては、国の事業名となっておりまして、沖縄県

の事業名としましては、沖縄県水産業構造改善特別

対策事業となっております。事業概要としましては、

水産業の構造改善の促進、漁業の経営の改善、漁業

の活性化を図るため、共同利用施設の整備を行うこ

とを事業としております。

スキームとしましては、水産庁の補助事業を県が

間接補助を行いながら、漁業協同組合、市町村の事

業実施主体の施設の整備を支援する事業となってお

ります。平成30年度につきましては、宮古島地区、

金武地区及び与那国地区からの要望があり、予算計

上をしました。事業実施に向けまして、採択要件で

ある浜の活力再生プランや施設整備計画などの策定

に係る調整を重ねておりましたが、金武地区及び与

那国地区については、関係機関との調整や事業内容

の検討に時間を要するということで、事業実施主体

からの要望の取り下げがあり、不用が見込まれるこ

ととなったための減額補正となっておりまして、平

成30年度の４億300万5000円の当初予算のうち8970万

7000円の不用が生じ、減額補正としております。

○當間盛夫委員 今あった金武地区と与那国地区は、

この再生プランで何が足りないのですか。皆さんは

再生プランで、浜の改革を目指す計画、漁業所得の

10％以上の向上を目標にすると。この所得の10％以

上がネックになってくるのですか。とれなかった要

因を教えてください。

○平安名盛正水産課長 浜の活力再生プランにつき

ましては、今委員がおっしゃられたように10％の所

得向上を目指すということで、所得向上を目指すも

ととなる取り組みについて、漁協、または町として

も、まだきちんとした熟度の調ったプランがつくれ

なかったということでの、水産庁との調整の途中経

過となっております。

○當間盛夫委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

次に歳出についてお尋ねしたいのですが、先ほど

も金城委員からありました。今度は港湾の北道路が

決定されたというお話もあります。課長、31ページ、

港湾改修費がマイナス11億円になっております。今

度の官民連携による国際クルーズ拠点、那覇港に関

する部分は、どういう形で皆さんのところに情報が

届いていますか。これは見てもわからない。何か情

報は来ているのかという話。

○與那覇聰港湾課長 那覇港における官民連携によ

る国際クルーズ拠点に関する選定は、昨年９月から

公募をかけておりまして、それで国土交通省でのプ

レゼンテーションをやりまして、きょうクルーズ拠

点形成の指定が選定されたという報道がございまし

た。

○當間盛夫委員 きょう３月１日で下関と那覇港、

官民連携クルーズ拠点を形成する港湾に追加で選定

しましたということが来ているわけよね。拠点に追

加された部分で、港湾整備事業でも那覇港国際クルー

ズ拠点整備事業と、また道路事業として、先ほどあ

りましたように浦添北道路の２期線分が新規、平成

31年度の事業予算ということで、しっかりと都道府

県、沖縄県とそのことをやっていくとありますが、

それを踏まえて、部長、どういう形で捉えています

か。

○上原国定土木建築部長 先ほどの浦添北道路も那

覇港のクルーズ拠点も国の直轄事業でございますの

で、しっかり連携して取り組んでいきたいと考えて

おります。

○當間盛夫委員 皆さんは、第２クルーズバースを

なかなかとれなかったわけです。管理組合の部分で

も。とれない中で、その拠点化を先にやったわけで

す。拠点化をやる中で、拠点化が認められれば、決

定されると第２クルーズバースの港湾の予算もつい

てくることになったわけだから、きょう拠点化が決

定されて、その意味で平成31年度予算に向けた新規

事業に着手するということで、都道府県の意見聴取

が始まりましたので、沖縄県の港湾事業にとっては
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大きな報道になっていると思いますので、今後はしっ

かりと頑張っていってもらいたいと思っております。

次に特別会計で、農林水産部の中央卸売市場活性

化事業施設整備費で8500万円、停電時における生鮮

食品の安定供給を維持する非常電源の整備に要する

経費の概要を教えてください。

○下地誠流通・加工推進課長 中央卸売市場では、

台風24号の襲来により、平成30年９月30日から10月

１日にかけて約45時間停電が発生しました。その間、

既存の非常用電源による電力供給を行い、特に大き

な被害はなかったところですが、今後、大規模な災

害発生時の停電に備え、中央卸売市場の生鮮食品な

どの安定供給に資するため、同市場に非常用電源を

追加して整備するものです。

既存の非常用電源２基に加え、新たに４基を追加

整備することとしております。

○當間盛夫委員 ３分の１は国の予算ということで、

４基の発電機は、想定的にどういうものを予定して

いますか。これまで重油が大体主ですよね。でも重

油は使わなければ２年で交代しないといけないので、

その他の方法も考えられているのですか。

○下地誠流通・加工推進課長 現在、新しいものを

４つ補正で対応する予定でございますが、既存のも

のが建物の中にありますが、新しいもの４つについ

ては備えつけにしますが、建てかえ等があったとき

には稼働ができるものも考えております。

○當間盛夫委員 そのほうがいいかもしれないです

ね。我々も老朽化があるからということで、民間活

力を利用して市場の新たな活性化を言っているわけ

ですから、このことが使えるようにやってもらえれ

ばと思っております。

次に、基地関係業務費、マイナス4600万円は旧軍

飛行場用地の話になっていくのですが、現状、旧軍

飛行場用地でやっているのは、那覇地区の大嶺の事

業だと思っていますが、この現状を教えてください。

○上原宏明基地対策課副参事 今事業をやっている

のは、委員のおっしゃったとおり、旧那覇飛行場用

地問題解決地主会の要望のともかぜ振興会館（仮称）

の整備と、大嶺コミュニティセンターとなっており

ます。平成30年度の事業の現状につきましては、平

成30年６月から、建設予定地に建っております保健

センターの解体を行いまして、同年11月からともか

ぜ振興会館（仮称）の建設工事を実施しております。

もう一つ、大嶺コミュニティセンターについては、

基本計画の策定を実施しておりまして、今年度内に

完了する予定となっております。

○當間盛夫委員 この旧軍問題、個人補償を求めて

いる、嘉手納町と八重山はどのような方向で持って

いかれる予定ですか。

○島袋秀樹基地対策課班長 今現在、当該特定地域

特別振興事業については、９つの地主会が対象になっ

ていますので、実施済みが４地区、現在実施中が１地

区でございます。残りの４地区の宮古島市、嘉手納

町、石垣市については、昨年、県と市町村の連絡調

整会議を開きまして、そこで引き続き団体方式での

解決に向けて取り組んでいくことを確認したところ

でございます。

○當間盛夫委員 確認をする中で、皆さんの御意見

はどういうことですか。

○島袋秀樹基地対策課班長 県としましては、引き

続き市町村と連携をとりながら、団体方式での解決

に向けて取り組んでいきます。

○當間盛夫委員 この振興期間でやらないといけな

い事業になると思っていますので、もっと市町村を

巻き込んでやってもらえればと思っております。

次に、19ページの精神医療費１億3600万円増になっ

ている要因を部長、教えてください。

○山川宗貞地域保健課長 実際には、精神疾患自体

は早目に受診をして、ある期間継続して通院を続け、

その後、完治することもありますが、多くの方たち

が通院で服薬治療を継続していくことで、一定の生

活が維持できる慢性の疾患と考えられておりますの

で、一定数の増加はやむを得ないものと考えており

ます。

○當間盛夫委員 皆さんの資料で、通院に関して公

費の申請をせずに個人の保険で受診する方がいるた

め、実数は少しふえますが、申請しない方々はどれ

ぐらい想定されているのですか。

○山川宗貞地域保健課長 実際には３割ぐらいを考

えております。

○當間盛夫委員 皆さんからいただいた神経受療状

況は入院の皆さんを入れて４万8000名ですが、部長、

精神障害に対応した地域包括ケアシステム、いろい

ろな形で市町村と皆さんが構築している。精神診療

もふえているのかどうかわからない。しかし、入院

は間違いなく抑えているわけです。入院は5000人程

度でずっと続いています。通院の分を含めて、皆さ

んは、これで構築していると言うが、この精神に対

する患者数は右肩上がりなのです。根本の何かを変

える必要があるのではないですか。どうですか。

○山川宗貞地域保健課長 委員のおっしゃられると

おり、実際に外来自体はふえておりまして、入院の
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方たちは、平成20年に5100人ぐらいだったものが、

平成29年には4800人ということで少しずつ減ってい

ますが、通院の方たちが右肩上がりなのは事実でご

ざいます。私たちとしましては、実際にはまだまだ

治療が必要な方たちが医療につながっていないので、

実際にはもっとふえてもいいかなと考えております。

○當間盛夫委員 入院は皆さんが抑えている。本来、

入院したほうがいいが、なかなかそれを伸ばし切れ

ていない。それが伸びたらいいわけでもないですが、

沖縄県は他府県より精神障害の患者数は多いと言わ

れておりますので、そのことをこれからどうしてい

くのかは大事だと思っております。

最後にＭＩＣＥ、相当にいじめられて―僕らは沖

縄にとっては絶対大事だと思っていますので、名古

屋のセントレアのＭＩＣＥは、コンベンションのも

のはことし８月に完成して９月には開業すると。空

港に隣接する部分で愛知は進めていくのですが、皆

さんはこういうコンセッション方式を銘打ってやる

時期に来ているのではないでしょうか。どうでしょ

うか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 来年の調査の

中で民間の活力もうまく活用しながら財源を確保し

ていきたい。その中では、委員がおっしゃったよう

にコンセッション方式も非常に大事な部分だと思っ

ています。愛知県国際展示場「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ

Ｅｘｐｏ」は、フランスのＭＩＣＥの総合的な運

営でかなり有力なトップクラスの企業の運営権を預

けることもできましたし、また、横浜市もコンセッ

ション方式でうまく立ち回っていることもございま

すので、海外もそうですが、国内の先進県の類似施

設を検討しながら、コンセッション方式も検討しな

がら、きちんとした財源を確保しながら大型ＭＩＣ

Ｅ施設の一日も早い整備に向けて努力していきたい

と思っております。

○當間盛夫委員 課長、愛知の現状もできる。

○加賀谷陽平ＭＩＣＥ推進課長 愛知国際展示場は

中部空港セントレアの隣接地に６万平米の展示場を

備えたＭＩＣＥ施設として整備をされて、運用がこ

としの９月からと聞いております。こちらは公設民

営の形式で、建設は公のほうが資金を提供して、設

計と建設は一括して発注する形態、それで施設の維

持、管理、運営についてはコンセッションというこ

とで運営権を譲渡する形で民間事業者が運営する。

その中で運営維持の部分のやりくりをしていくスタ

イルで進めていくと聞いています。

○親川敬委員長 以上で、甲第25号議案から甲第40号

議案までの補正予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○親川敬委員長 再開いたします。

以上で、甲第25号議案から甲第40号議案までの補

正予算議案に対する質疑は全て終了いたしました。

次回は、３月４日 月曜日 土木環境委員会終了

後、委員会を開き、補正予算に係る議案の採決を行

います。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月４日（月曜日）

開 会 午前11時26分

散 会 午前11時31分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 平成30年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

２ 甲第26号議案 平成30年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 平成30年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第28号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

５ 甲第29号議案 平成30年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第30号議案 平成30年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 平成30年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 平成30年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第

１号）

10 甲第34号議案 平成30年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

12 甲第36号議案 平成30年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

13 甲第37号議案 平成30年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

14 甲第38号議案 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

15 甲第39号議案 平成30年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

16 甲第40号議案 平成30年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）

出席委員

委員長 親 川 敬君

副委員長 座 波 一君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

新 垣 新君 中 川 京 貴君

座喜味 一 幸君 次呂久 成 崇君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

玉 城 武 光君 比 嘉 瑞 己君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

3ii4

○親川敬委員長 ただいまから、予算特別委員会を

開会いたします。

甲第25号議案から甲第40号議案までの補正予算議

案16件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案の質疑については全て終結し、採

決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決順序及び方法等につ

いて協議）

○親川敬委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第25号議案から甲第40号議案までの補正予算議

案16件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案16件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第25号議案から甲第40号議案までの補

正予算議案16件は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○親川敬委員長 御異議なしと認めます。

予算特別委員会記録（第３号）
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よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、今後の日程について事務局説明）

○親川敬委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、３月６日 水曜日 本会議終了後、委員

会を開き、当初予算に係る議案の概要説明の聴取及

び会派代表による大局的な視点からの質疑を行いま

す。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 2 5 号 平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）

甲 第 2 6 号 平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 7 号 平成30年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 8 号 平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 9 号 平成30年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 0 号 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 1 号 平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 2 号
平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃（第１号）

甲 第 3 3 号 平成30年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 4 号 平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 5 号 平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 6 号 平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 7 号 平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 8 号
平成30年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃（第１号）

甲 第 3 9 号 平成30年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 4 0 号 平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月６日（水曜日）

開 会 午前10時31分

散 会 午後０時35分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成31年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成31年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成31年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成31年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成31年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成31年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成31年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成31年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成31年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成31年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成31年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成31年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成31年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成31年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成31年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

20 甲第20号議案 平成31年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成31年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

22 甲第22号議案 平成31年度沖縄県病院事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成31年度沖縄県水道事業会

計予算

24 甲第24号議案 平成31年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

出席委員

委員長 親 川 敬君

副委員長 座 波 一君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

新 垣 新君 中 川 京 貴君

座喜味 一 幸君 次呂久 成 崇君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

玉 城 武 光君 比 嘉 瑞 己君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉君

企 画 部 長 川 満 誠 一君

環 境 部 長 大 浜 浩 志君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

農 林 水 産 部 長 島 尻 勝 広君

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

文化観光スポーツ部長 嘉手苅 孝 夫君

観 光 政 策 課 長 平 敷 達 也君

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

土 木 総 務 課 長 金 城 学君

予算特別委員会記録（第４号）
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技 術 ・ 建 設 業 課 長 小橋川 透君

企 業 局 長 金 城 武君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

教 育 長 平 敷 昭 人君

3ii4

○親川敬委員長 ただいまから予算特別委員会を開

会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、総務部長を初め、関係部局

長の出席を求めております。

本日の審査につきましては、先日、決定いたしま

した予算特別委員会運営要領に従って行うことにい

たします。

まず初めに、甲第１号議案から甲第24号議案まで

の当初予算議案について、総務部長から概要説明を

聴取し、その後、質疑を行います。

なお、各部局長の説明は、明日、明後日に、各常

任委員会において聴取する予定になっておりますの

で、本日は省略いたします。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 ただいま議題となりました甲

第１号議案から甲第24号議案の予算議案のうち、甲

第１号議案平成31年度沖縄県一般会計予算を中心に、

その概要を御説明申し上げます。

なお、甲第２号議案から甲第21号議案までの特別

会計及び甲第22号議案から甲第24号議案までの企業

会計予算につきましては、所管の各常任委員会にお

きまして、担当部局長より概要を御説明いたします。

資料説明に入る前に、予算編成の考え方について

御説明します。

平成31年度は、残り期間が３年となる沖縄21世紀

ビジョン基本計画の総仕上げに向け、取り組みを加

速しなければなりません。

このため、平成31年度重点テーマを踏まえ、沖縄

の持つ優位性と潜在力を生かす施策を戦略的に展開

するとともに、沖縄県ＰＤＣＡ等の反映及び沖縄県

行政運営プログラムの推進により、一つ一つの施策

・事業の効率性や実行性の向上に向けた取り組みを

行うことを基本的な考え方として、予算を編成した

ところであります。

予算総額は、３年ぶりの対前年度増となる7349億

円を計上しております。

それでは、お手元の平成31年度当初予算説明資料

（２月定例県議会）によりまして、予算の概要を御

説明申し上げます。

１ページをお願いします。

まず、予算の規模でございますが、一般会計の総

額は7349億4500万円、前年度に比べ38億9700万円、

0.5％の増となっております。

特別会計につきましては、農業改良資金特別会計

など20会計の合計が、2548億9477万1000円、前年度

に比べ78億7484万4000円、3.0％の減となっておりま

す。

企業会計につきましては、病院事業など３会計の

合計が、1184億5557万9000円、前年度に比べ78億

8692万2000円、7.1％の増となっております。

全ての会計を合計した平成31年度予算額は、１兆

1082億9535万円で、前年度に比べ39億907万8000円、

0.4％の増となっております。

２ページをお願いします。

一般会計の歳入予算を款別に前年度と比較したも

のです。

主な内容について、御説明申し上げます。

１の県税は1311億6700万円で、景気拡大等による

個人県民税や法人事業税の増などにより、73億3200万

円、5.9％の増となっております。

３つ下の４、市町村たばこ税県交付金は５億795万

4000円で、対象市町村の増収を勘案し、皆増となっ

ております。

２つ下の６、地方交付税は2101億円で、国の地方

財政計画の動向等を勘案し、70億円、3.4％の増となっ

ております。

４つ下の10、国庫支出金は1939億198万6000円で、

沖縄振興一括交付金の減などにより54億3121万

2000円、2.7％の減となっております。

３つ下の13、繰入金は282億171万4000円で、減債

基金からの繰入金の減などにより30億9829万1000円、

9.9％の減となっております。

２つ下の15、諸収入は292億4834万1000円で、中小

企業振興資金貸付金元金収入の増などにより21億

6995万2000円、8.0％の増となっております。

１つ下の16、県債は459億1190万円で、臨時財政対

策債の減などにより114億5020万円、20.0％の減と

なっております。

３ページをお願いします。

歳入予算を自主財源と依存財源に区分したもので

す。

まず、自主財源は2601億1079万9000円で、歳入全

体における構成比は35.4％となっており、県税の増
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などにより、前年度の構成比と比べ1.2ポイントの増

となっております。

次に、依存財源は4748億3420万1000円で、歳入全

体における構成比は64.6％となっており、県債の減

などにより、前年度の構成比と比べ1.2ポイントの減

となっております。

４ページをお願いします。

歳入予算を特定財源と一般財源に区分したもので

す。後ほどごらんください。

５ページをお願いします。

一般会計の歳出予算を款別に前年度と比較したも

のです。

１、議会費は14億5419万2000円で、議員報酬の増

などにより、1.5％の増となっております。

２、総務費は672億2689万2000円で、離島航路運航

安定化支援事業の増などにより、5.0％の増となって

おります。

３、民生費は1167億6226万3000円で、子どものた

めの教育・保育給付費の増などにより、3.7％の増と

なっております。

４、衛生費は369億2165万5000円で、公共関与事業

推進費の減などにより、2.4％の減となっております。

５、労働費は29億9476万9000円で、技能五輪・ア

ビリンピック全国大会推進事業の減などにより、

44.2％の減となっております。

６、農林水産業費は552億3114万6000円で、含蜜糖

振興対策事業費の増などにより、7.3％の増となって

おります。

７、商工費は351億9788万9000円で、航空関連産業

クラスター形成促進事業の減などにより、8.5％の減

となっております。

８、土木費は830億616万7000円で、沖縄都市モノ

レール延長整備事業の減などにより、10.8％の減と

なっております。

９、警察費は351億756万1000円で、職員費の増な

どにより、3.1％の増となっております。

10、教育費は1736億4382万1000円で、県立特別支

援学校整備に伴う事業費の増などにより、2.5％の増

となっております。

２つ下の12、公債費は673億1636万6000円で、公債

管理特別会計繰出金、元金償還金の増などにより、

0.6％の増となっております。

13、諸支出金は559億38万5000円で、県立病院貸付

金の増などにより、6.3％の増となっております。

６ページをお願いします。

歳出予算を部局別に前年度と比較したものであり

ます。

部局別の概要につきましては、各常任委員会にお

いて担当部局長から説明いたしますので、こちらで

の説明は割愛させていただきます。

７ページをお願いします。

歳出予算を性質別に前年度と比較したものです。

まず、義務的経費は3025億4088万9000円で、1.1％

の増となっております。

このうち、人件費は2021億8790万円で、給与改定

や退職者、主に定年退職者の増などにより、1.1％の

増となっております。

２つ下の公債費は672億9936万5000円で、先ほど御

説明した公債管理特別会計繰出金、元金償還金の増

などにより、0.6％の増となっております。

次に、投資的経費は1340億8570万8000円で、11.0％

の減となっております。このうち、２つ下の普通建

設事業費の補助事業費は1107億9826万5000円で、航

空関連産業クラスター形成促進事業の減や、都市モ

ノレール効果促進事業の減などにより、13.9％の減

となっております。また、単独事業費は149億5098万

5000円で、県立特別支援学校整備に伴う事業費の増

などにより、10.7％の増となっております。

次に、中ほどのその他の経費は2983億1840万3000円

で、6.1％の増となっております。このうち、物件費

は534億1658万7000円、４つ下の積立金は69億6223万

3000円で、平成31年２月から国営公園を新たに管理

したことなどにより、物件費が13.9％の増、積立金

が123.5％の増となっております。２つ下の貸付金は

191億2192万1000円で、県単融資事業費の増、県立病

院貸付金の増などにより、31.5％の増となっており

ます。

８ページをお願いします。

８ページから59ページにかけては、歳入歳出予算

を科目別に説明したものであります。後ほどごらん

ください。

60ページをお願いします。

60ページから64ページにかけては、債務負担行為

を示したものであります。

沖縄県公文書館指定管理料など62件について、債

務負担行為を設定することとしております。

65ページをお願いします。

65ページから66ページにかけては、地方債につい

て、その目的や限度額等を示したものであります。

庁舎整備事業など39事業の財源として、合計459億

1190万円を発行することとしております。

67ページをお願いします。
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67ページから68ページにかけては、平成26年４月

１日より引き上げられた地方消費税の増収分が充て

られる社会保障施策に要する経費を示したものであ

ります。

平成31年度における社会福祉、社会保険、保健衛

生などの社会保障施策に要する経費は、68ページの

一番下、合計欄にありますとおり、総額1316億877万

1000円で、引き上げ分の地方消費税収107億948万

6000円については、その全額を社会保障施策の財源

として活用することとしております。

69ページをお願いします。

69ページは、農業改良資金特別会計など20の特別

会計の歳入歳出予算額を、前年度と比較したもので

あります。

70ページをお願いします。

70ページから72ページにかけては、病院事業など

３つの企業会計の予算となっております。

特別会計及び企業会計予算の事業内容等につきま

しては、各常任委員会において担当部局長から説明

いたしますので、こちらでの説明は割愛させていた

だきます。

当初予算の概要説明は、以上でございます。

○親川敬委員長 総務部長の概要説明は終わりまし

た。

これより、甲第１号議案から甲第24号議案までの

当初予算議案に対する質疑を行います。

本日の委員会は、当初予算議案の概要説明を聴取

し、大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、

室部局の予算体系などについて審査することにしてお

ります。

なお、当初予算議案に係る詳細な審査については、

この後、調査を依頼する所管の常任委員会において

行う予定です。

よって、質疑を行う代表委員におかれては、御配

慮方よろしくお願いいたします。

また、答弁を行う各部局長におかれても、可能な

範囲での対応方、よろしくお願いいたします。

本日の資料は、当初予算説明資料（２月定例会県

議会）、沖縄県一般会計予算案の概要、当初予算（案）

施策概要及び当初予算案概要（部局別）を使用いた

します。

なお、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ・番号等をあらかじめ告げた上で、大局的な

観点から質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、

円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いい

たします。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 まず執行部に確認ですけれども、

議会事務局が我々に配付した資料は執行部の方々は

持っていらっしゃいますか。これに沿って幾つか質

疑をしたいと思います。

まず初めに、予算編成の基本的な考え方を総務部

長が述べられました。その中で１番に平成31年度の

重点テーマを踏まえた施策の推進とあります。この

中に５項目ありますけれども、これをあらわしたも

のがこれだと理解したいのですけれども、もう一つ

の資料で予算の概要というものがありますね。この

予算の概要について表記の仕方が変わっている点に

ついて質疑をしたいと思います。まず確認ですけれ

ども、県政の運営に当たっては沖縄21世紀ビジョン

というものを、私は基本として基軸としてバイブル

としてあるものだと理解しております。この沖縄21世

紀ビジョンの中での基本施策５項目、将来像があり

ますけれども、この将来像についてまず簡単に述べ

てください。

○金城弘昌総務部長 沖縄21世紀ビジョン基本計画

では５つの将来を実現するということで施策を展開

しているところでございます。５つの将来像を簡単

にということでございましたので、５つ紹介させて

いただきます。

まず１つ目で、沖縄らしい自然と歴史、伝統文化

を大切にする島を目指しているということ。２つ目

としまして、心豊かで安心・安全に暮らせる島を目

指してということ。３つ目に、希望と活力にあふれ

る豊かな島を目指してということ。４つ目に、世界

に開かれた交流と共生の島を目指して。５つ目とし

て多様な能力を発揮し未来を開く島を目指すという、

この５つの項目を将来像としております。

○西銘啓史郎委員 先ほどの沖縄21世紀ビジョンは

ある意味不変で、中間の一部改定も行なったと思う

のですけれども、私が少し気になるのは、今回の一

般会計予算の概要の見せ方と、平成29年度までと、

平成29年度はこの５項目に沿って予算の概要が説明

されているのですね。少し調べたら、平成30年度か

らフォーマットが変わり、この３つの視点に変わっ
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ているようですけれども、特に何か意図的なものが

あったかどうか、この辺について御説明をお願いし

ます。

○金城弘昌総務部長 当初予算につきましては、日

ごろからできるだけ県民にわかりやすい資料を作成

しようということがございました。それで今回の玉

城知事が初めての予算編成ということで、知事公約

等もございましたので、それもこの沖縄21世紀ビジョ

ンと当然重なるところはありますけれども、新たな

取り組み等もございましたので、わかりやすい資料

ということで編成させていただいた次第でございま

す。

○西銘啓史郎委員 どちらがわかりやすいかは、沖

縄21世紀ビジョンが基本にあるとしたら、この５項

目は将来像ですから、それに沿ったほうが私はわか

りやすいと思ったのですが、平成30年度から変わり、

また今年度も違う形になっているということで、今

の説明については理解を示したいと思います。

今度は、当初予算の施策概要ですね。これについ

ては新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、３つ目に

沖縄らしい優しい社会の構築ということで、いろん

な意味で、全て県の予算概要とリンクしていると理

解したいのですけれども、この新時代沖縄の到来、

１、２、３の大きいカテゴリーでの総額を説明して

ください。

○金城弘昌総務部長 知事公約に掲げた３つの視点

での整理をさせていただいたところでございます。

経済、平和、文化、教育、福祉、保健、医療などの

あらゆる分野の公約実現に向けて施策を展開すると

いうことで、沖縄21世紀ビジョンに書き込まれてい

ない部分等もございますので、それも整理する形で

御説明させていただきます。まず１の新時代沖縄の

到来では―これは実はそれぞれの事業によっては再

掲もございますけれども、総務部のほうで１つのと

ころにというところで整理をさせていただいた上で、

総務部で取りまとめたという前提でお答えさせてい

ただきます。新時代沖縄の到来では約1041億円。２の

誇りある豊かさでは約７億円。３の沖縄らしい優し

い社会の構築では約1124億円となっております。

○西銘啓史郎委員 なぜそういう質疑をするかとい

うと、恐らく平成32年度の予算のときも施策概要は

このフォーマットにのっとってできると思うのです

が、そういう理解でよろしいでしょうか。

○金城弘昌総務部長 先ほど御説明いたしましたよ

うに、知事が新しくつくったということでございま

して、こういう形になるかどうかについては今後研

究はしていきたいと思いますが、一つの方法として

はあるのかと思っております。

○西銘啓史郎委員 本当は大きい１の１から細かい

ところまで概算が欲しかったのですが、１番でいえ

ば1041億円の内訳が欲しかったのですが、これを求

める理由は、次年度やるときに予算が減った、どこ

にパワーが分散した、あるいは減った、またはここ

に力を入れた。例えば誇りある豊かさの７億円とい

う数字はもう少しあるのかと思いましたけれども、

中身の細かいことは別にして、予算の配分、施策の

投下というか、そういうことによって我々は県議と

して大枠を見ることができるものですから、できた

らそういうことをきっちり明記していただきたいと

いうのは要請であります。

次に、この議会資料の中に、10月15日付の知事決

定の重点テーマがありますね。重点テーマの知事決

定、どういう経緯を経て決まったのかだけ御説明を

お願いします。

○川満誠一企画部長 重点テーマというものは、県

の施策全般に通底する基本的かつ重要なコンセプト

を掲げまして、予算編成方針に反映させるというこ

とで、平成26年度より取り組んでいるものでござい

ます。平成31年度の重点テーマにつきましては、知

事公約に掲げる重要事項を重点テーマとして整理い

たしまして、予算編成方針に反映させた上で今現在

の予算案に反映されているということでございます。

○西銘啓史郎委員 平成30年度の重点テーマと平成

31年度の重点テーマで、もし違いがあれば説明して

ください。

○川満誠一企画部長 平成31年度の重点テーマにつ

きましては、玉城知事が新たに就任しましたので、

新時代沖縄の到来であるとか、沖縄らしい優しい社

会ということに焦点を当てる形となっております。

平成30年度につきましては、テーマ項目につきまし

ては、第１にアジアの経済発展戦略構想の実現、そ

れから豊かさが実現できる社会等について掲げてお

りまして、大きくは変わっていないのですが申し上

げましたとおり、新時代沖縄というキーワードと、

沖縄らしい優しい社会を強調する形となっておりま

す。

○西銘啓史郎委員 私も平成30年度の重点テーマ、

平成31年度、それから知事の公約。全部読ませても

らいました。どちらが先かわかりませんけれども、

知事の公約発表がいつだったか日にちを覚えていま

せんけれども、ほぼ平成30年度の重点テーマを踏襲

しているのですね。平成31年度も知事の公約にのっ
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とってということで重点テーマが決められていると

は思うのですけれども、大事なことは知事の公約が

一緒だからどうのこうのではなく、どこがどうした

かは別として、私が思うのは知事が常々スケール感、

スピード感という話をよくされます。今回のいろん

な予算の執行に当たっても予算、まず計上からです

けれども、少し気になるのがいろんな調査事業等も

過去いろいろされていると思うのですが、もしわか

るのであればで結構ですけれども、いろんな調査事

業の件数、またそれが実現、事業化された件数があ

れば教えてください。

○金城弘昌総務部長 該当する調査事業の総数等、

少し取りまとめることが困難であったものでござい

ますが、例えばということでございますけれども、

環境部のほうにおいて、慶良間諸島での外来イノシ

シの対策のためにということで、平成30年度に現況

の調査等を行いました。平成31年度には効果的な捕

獲手法の開発や、実際に捕獲する委託事業等を幾つ

か当初予算で計上しているところでございますが、

まだそういったものについては、総数については把

握をしておりません。

○西銘啓史郎委員 恐らく常任委員会でもいろんな

質疑が出るとは思うのですけれども、要は調査をし

たけれども事業化しなかった件数がどのくらいある

のかわかりませんけれども、100件のうちの90件事業

化できたならいいのですが、100件のうち10件しかで

きなかった。90件はコンサルにお金を払って終わっ

てしまうような調査事業だと、もったいないなとい

う気がするわけです。この総枠をどっかで把握した

いというのもありましたので、あえて質疑させても

らいましたけれども、各常任委員会でも質疑が出る

と思いますのでよろしくお願いします。

それと、この予算編成方針の中の３番目に、行政

運営プログラムの推進というものがありますけれど

も、行政改革懇話会、今までに何回開かれたか。ど

のような提言があったかを御説明お願いします。

○金城弘昌総務部長 何回開かれたかというのは年

度によって違うものですから、平成30年度はとりあ

えず１回でございます。平成31年度も基本的には懇

話会のほうでは行政運営プログラムの実績、それと

その年度の実施計画を確認するために、通例１回程

度を開催しているところでございます。

提言に関しては資料を持ち合わせていないのです

が、それぞれ行政運営プログラム、今回のものはこ

れまで量の行政改革ということだったのですが、質

の行政改革ということで、例えば電算プログラムで

あったりとか、自動入力みたいなシステムであった

りとか、いわゆる、より質の向上に向けた御意見等

をいただいたと理解しているところでございます。

○西銘啓史郎委員 行政運営プログラムも全部読ま

せてもらいましたけれども、３つの基本的な考え方、

３つの基本方針、それから重点、進捗、個別推進と

いう項目、全部で35項目ありますよね。恐らく細か

いものにいろいろな意見が出て、県の行政運営に関

する提言が今後出てくると思うので、ぜひこの方針

に書いてあるように持続可能な収支のバランスの向

上であったり、質的ないろいろなサービスの向上で

あったり、そういったものはしっかりできる予算組

み、それから施策の効果をお願いしたいと思います。

個別に入っていきますけれども、この資料の16ペー

ジで一般会計の財産収入、先ほどもしかしたら説明

があったかもしれません。少し聞き漏らしたので、

今回23億円ほどふえる理由を御説明お願いします。

○金城弘昌総務部長 平成31年度の財産収入、今回

当初予算で47億7000万円余りを計上しておりまして、

前年度に比べまして23億8000万円余り増加していま

す。主な増の要因といたしましては、下水道事業特

別会計から旧運転免許試験場跡地の有償所管外によ

る土地売り払い代が出てくるということによる増で

ございます。

○西銘啓史郎委員 補正予算のときにも我が会派か

ら質疑が出たと思うのですが、県有財産、土地も含

めた遊休地に関して、やはり有効活用すべきだと思

うのですよね。前、私も管財課に電話をしたら、例

えば土建部の土地は土建部の中で利活用できないか。

できなかったら庁内で一回確認して、最後に民間に

行くという話でした。もちろんこれも手続上いいの

かもしれませんけれども、民間に売却することで固

定資産税も入ってくるとか、いろんなメリットがあ

るはずなのです。ですからそこについてはきっちり

県有財産、土地も含めた有効活用についてはしっか

りお願いしたいと思います。

続いて、17ページの民生費。これも平成28年度く

らいからどんどんふえていって、平成28年度比で

100億円くらいふえています。いろんな意味で生活保

護費等あるとは聞いていますけれども、このふえた

理由とその活用の仕方について説明をお願いします。

○宮城嗣吉財政課長 民生費については対前年度比

42億円増になっておりますけれども、主な増要因と

しましては、子どものための教育・保育給付費が12億

円増、児童扶養手当が７億円、老人福祉施設整備事

業費が６億円ということで、社会保障関係費が主な
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要因となっております。

○西銘啓史郎委員 余り時間がないのであれですけ

れども、知事の所信表明の中で最重要施策に子供の

貧困対策が挙げられているようですから、これも各

部局で常任委員会で議論されると思いますので、と

にかく新年度の予算については、生きた予算、県民

がわかりやすく、またスケール感、スピード感を持っ

て執行できるような体制も執行部、また我々議会と

しても注視をしながら行っていきたいと思います。

○親川敬委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 まず最初に、平成31年度当初予算

説明資料（２月定例県議会）の２ページです。

質疑等でもありましたけれども、県税が過去最高

額を示されたと御答弁があったと思います。主な理

由と今後の見通しを教えてください。

○金城弘昌総務部長 平成31年度の県税の歳入の予

算額でございますが、1311億6700万円で、前年度と

比べまして73億3200万円、率にして5.9％の増となっ

ております。その背景といたしましては、やはり景

気拡大による個人県民税の納税義務者数が増加して

いること、それと２点目としまして企業の業績が拡

大していること。あわせて市町村といろいろやりな

がらもございますけれども、徴収対策の強化等によ

り収入率が向上しているといった増要因がございま

して、それが背景にあるのかと思っています。

見通しでございますけれど、平成31年度におきま

しても好調な県経済を反映して順調に推移しており

ますので、そういった方向にあるのかと考えており

ます。

○宮城一郎委員 それでは、この自主財源の全体に

占める比率ですね。これを教えていただきたいのと、

これは現在全国と比較してどのような立ち位置にあ

るのかというところを教えてください。立ち位置と

いうかポジションですね。

○金城弘昌総務部長 先ほども御答弁させていただ

いたところではございますが、自主財源比率も伸び

ておりまして、平成31年度で35.4％ということになっ

ておりまして、平成30年度に比べて1.2ポイントふえ

ているというところでございます。

全国との比較で申し上げますと、これは比較可能

なものが平成29年度になりますけれども、平成29年

度で全国で比較しますと44番目となっております。

○宮城一郎委員 続いての質疑です。この資料２の

施策概要のほうです。案ということで拝見させてい

ただきました。私が質疑を準備している段階では少

し、各１、２、３の額まではわからなかったのです

が、３の沖縄らしい優しい社会の構築というところ

が１と２と比較しても項目が多岐にわたっているこ

と、それから先ほどの御質疑でも額が最も大きいと

いう形になっていると思います。その中で医療の充

実や子育て、高齢者施策、さらに離島力の向上とい

うような事業規模に注目をしております。玉城知事

のカラーがよくあらわれているように感じるのです

が、私が所属する総務企画委員会でも離島振興がミッ

ションになっておりまして、これまでも多くの離島

を見てまいりました。そういう意味でも気になる事

業が多うございます。この離島振興に関して、新年

度注力している事業とその意義を教えてください。

○川満誠一企画部長 企画部の所管の事業について

申し上げます。離島力の向上のうち、１つは離島航

路の運航安定化支援事業におきまして、これまで平

成24年度から10年間で14航路を対象として取り組ん

できているところでございますが、平成31年度の新

たな取り組みとして、久米－渡名喜航路への２隻目

のフェリーへの支援を行いたいと考えているところ

が１つでございます。

もう一つは沖縄県において市町村単位で唯一光

ケーブルでつながれていない北大東村へ、本島との

間を海底光ケーブルを敷設していこうという取り組

みをしたいということの調査事業を計上させていた

だいているところでございます。これが企画部にお

ける主な事業でございます。

○宮城一郎委員 それぞれこの２隻目の船と大東島

への光ファイバー、先ほども少し質疑していたので

すが、意義を教えていただきたいと思います。

○川満誠一企画部長 ２隻目のフェリー購入支援に

つきましては、10年間で14航路と申し上げましたの

は１航路１隻ずつということを基本にしているわけ

でございますが、このたびの久米－渡名喜航路につ

きましては一つ、小規模離島の渡名喜島を含む重要

な生活航路であることに加えまして、久米島は人口

もございますので、他の航路と比べて貨物量が多く、

かつ航路距離が長いなどの、２隻目の運航が必要性

が高いということで、このように考えた次第でござ

います。

それから大東地区の情報通信基盤につきましては、

県ではこれも平成25年度から、先島地区及び久米島

地区に海底光ケーブルを敷設いたしまして、沖縄本

島と各地区を高速・大容量の光ケーブルでつなぎま

して、しかもこれはループ化と申しまして、複線に

なっているということで、これは災害や断線に非常

に強いということでやっておりますので、これがこ
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のたびの北大東に結ぶことによりまして、沖縄県内

の主要離島がほぼ全てつながるということでござい

ます。

○宮城一郎委員 続いて、同じ資料の６ページ。部

局別の予算のところです。これまで翁長県政では沖

縄経済の牽引役として、観光産業とＩＴ関連産業の

成長を強くアピールされていらっしゃいました。し

かし新年度予算では商工労働部が56億円の減、それ

から文化観光スポーツ部は８億2700万円、伸び率に

してみれば大きいのですけれども、他部局よりもそ

れほど額としては大きくないのですね。そもそも予

算規模がそんなに大きくなかった。パフォーマンス

自体はよかったと思うのですけれども、これは観光

とＩＴはある程度軌道に乗ったので、少し予算を抑

えてでも風に乗っていけるというような判断があっ

たのかどうか、少し意図をはかりかねているところ

があります。

その中で少し観光について伺いたいのですが、ハ

ワイ超えの入域観光客を見込まれていたと思うので

すが、実際には達成されたのかどうかを教えてくだ

さい。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 2018年の暦年、

沖縄の入域観光客数は984万2400人でした。対しまし

てハワイですね、ハワイ速報値、そして追ってその

確定値というものが出ますけれども、速報値の中で

は995万4548人ということで、11万2000人ほどハワイ

のほうが多かったということでございます。

○宮城一郎委員 昨年起こったことで少し気になっ

ているのが、夏、秋の入り口くらいだったでしょう

か、はしかが少しはやったと思います。仮定の話な

のですが、あれのキャンセルがなければもう少しい

い数字があったのではないかと思うのですけれども、

今後1200万人時代を目指すとした際に、疾病対策と

いうのが重要ではないかと思うのですけれども、そ

の辺は新年度でどのように考えていらっしゃるのか

教えてください。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 疾病に限らず

危機管理というのは大変大事なところでございます

ので、県といたしましては危機管理に関しまして実

施計画、基本計画をつくりまして、そこは関係機関、

市町村、ビューローと組みまして、水際対策、そう

いった意味で来られる前にきちんと予防接種をして

いただくようなことを旅行社を通してきちんとイン

バウンドのお客様方に配信をするとかいったことを

やりながら、疾病による入域観光客数の影響の最小

化を目指して取り組んでいきたいと思っております。

○宮城一郎委員 続いて同じ観光なのですが、観光

目的税の議論が進んでいると思います。将来の沖縄

県の歳入を大きく助けるものとして期待されている

と思うのですが、新年度に観光振興財源確保検討事

業が約600万円超計上されていると思います。まず導

入時期を教えていただきたいのと、それから課税客

体が延べ何人くらい、税収でどのくらいを見込んで

いるのか教えてください。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 導入の時期を

2021年度、平成33年度末までにということであるの

ですけれども、やはり業界のほうからもそうですけ

れども、沖縄観光コンベンションビューローからも

そうですが、やはりもう少し機動を早くして、導入

時期を早められないかということで、できれば2020年

度をめどに実施をしたいという取り組みを進めてい

るところです。とにかく早い時期にということでご

ざいます。

それから規模でございますけれども、先般その分

科会でも議論されましたように、大体今、宿泊行為

を前提としておりますので、それが大体50億円くら

い。約50億円くらいということで見込んでおります。

○宮城一郎委員 済みません、その50億円のために

は何人くらいの宿泊、延べ何人というのは。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 やはり入域観

光客数の数によってということですので、宿泊の対

象の数というそのもの自体は、今把握できていると

ころではございません。ただ、数多くのお客様が沖

縄に来て、宿泊数を伸ばすと。１泊当たり幾らです

ので、滞在日数が伸びればそれだけ収入もふえます

ので、そういったことでの滞在日数の延長化、延伸

化に向けて取り組みをしていくところでございます。

○宮城一郎委員 50億円ということですから、相当

大きな金額で、文化観光スポーツ部ならず、沖縄県

政に相当大きな影響を与えるボリュームだと思いま

す。

納税義務者というのですか、これは徴収者といっ

たほうがわかりやすいと思うのですが、現時点で分

科会があると思うのですが、分科会の議論で明らか

になっている、その宿泊事業者が徴収をしていくわ

けなんですけれども、どうも４つの使途というのが

見えている中で、まだヘッドライン的なものしか見

えていない。そうなると、宿泊事業者が今この徴収

を我々が負担を負うことによって、どういうメリッ

トが宿泊業界にあるのかというのを全然議論できて

いない状況だそうでございます。これについて早目

に皆さんこれをやるとどういうメリットが出てきま
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すよというのを見せてあげるべきではないかと思う

のですが、いかがお考えでしょうか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 その観光客の

方から徴収しますので、観光客の方にメリットがあ

るということが大前提でございます。加えまして本

県の観光事業者等も含めましてですけれども、大き

くその使途としましては、今御案内のとおりだと思

いますけれども、誘客と受け入れということからし

ますと、受け入れ体制の充実強化につなげていきた

いと。そして観光客の皆様方の満足の向上につなが

るという、確かに大枠でありますけれども細かいこ

とにつきましては、実は委員会、目的税制度適正運

用検証・検討委員会というところを設けまして、次

年度にはその委員会の中でも議論をしますけれども、

圏域別の説明会をしていきます。そういったところ

で実際どういった部分に使うのが適当なのか、妥当

なのかということを県民の意見あるいは観光客の意

見も聞きながら、詳細は決めていこうということで

ございますけれども、いずれに関しましても受け入

れ体制の向上ということにとどまっているというこ

とでございます。

○宮城一郎委員 観光客のメリットが第一。それは

わかりはするのです。ただ、負担者受益といいます

か、宿泊業界が負担を負ってそれを徴収していくわ

けです。例えば会計システムなんかは改修がかかり

ます。そういった負担とかが県から補助があるのか、

行政から補助があるのか。この負担を負うことによっ

て我々の宿泊業界がどういうように栄えていくのか。

どういう支援があるのか。そういったものが全く見

えていないということを今お話ししているのです。

その辺触れていただけませんか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 宿泊業者、特

別徴収義務者と申し上げましたけれども、徴収額に

応じた一定割合の報償金を支払うということも検討

しています。たくさんたくさんお客さんに来ていた

だいて、たくさん納税していただくと、その分だけ

報償金がふえるということが１つと、それからそも

そもそういったこの宿泊税をするに当たりましては

いろんなシステムの改修が必要となってきますので、

それに対する支援も一定程度しようということで、

できるだけ宿泊事業者がこの税制度を設けることに

よって負担がないように、そして多くの方々に泊まっ

てもらうことによって一定の報償金がインセンティ

ブとして与えられるような仕掛けをきちっと整えて

いこうということでございます。

○宮城一郎委員 今、報償金の話がありましたけれ

ども、聞くところによるとその報償金、導入の早い

ころには少し大きく積んでということを聞いたこと

があります。ただし、会計システムというのは売り

上げに応じてシステム改修費が変わるわけではなく

て、皆ほぼ定額だと思うのです。客室数が多いとこ

ろも少ないところも。率によって報償金の中から会

計システムの改修を捻出してくれというのでは、足

りない事業者も出るかもしれないのですよ。そうい

う意味で、情報が圧倒的に足りないというのを感じ

ています。

最後になりますけれども、この後検討委員会、そ

れから分科会のほうでコンセンサスを得て県のほう

に提言されると思いますが、コンセンサスの段階で、

本当に宿泊事業業界のコンセンサスが得られている

のか。彼らはまだ議論できないと言っているのです。

情報が見えないから。どういうメリットが私たちに

あるのか。そういうことを考えると、ぜひ今回負担

者である宿泊業界に早目に情報を開示して、どんな

メリットがあるのかというところ。その上でのコン

センサスを取りまとめた提言というところに持って

いただくよう努めていただきたいと思います。ぜひ

今回の600万円余りの事業予算の中では、それをゆめ

ゆめ忘れずに調査事業、検討事業を進めていただき

たいということをお願いして終わります。

○親川敬委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今年度予算は玉城県政にとって初

の予算となりました。さて新時代沖縄に向けた公約、

誇りある豊かさ、経済と平和の両立という前知事の

政策の継承、そして沖縄らしい優しい社会の構築と

いうことで３つの柱を持って今年度の予算を計上し

たと思います。そこで少し通告から外れるのですが、

予算編成の基本的な考え方ということで大枠でひと

つ質疑させていただきます。

そのテーマの中で、重要テーマの中で人口減少の

克服と魅力ある地域社会の形成への取り組みにとい

うことで重点テーマがあると思うのですけれども、

その主な施策についてお伺いします。

○川満誠一企画部長 今お尋ねの人口減少の克服と

魅力ある地域社会の形成という趣旨につきましては、

先ほど申し上げましたような離島振興であるとか、

地域の政策課題に、例えば北部における基幹病院の

ことであるとか、地域ごとに切実な政策課題がある

のでそれに対応していこうということが基本的なコ

ンセプトでございまして、事業としては各部局に横

たわっている、通底していると考えております。

○新垣光栄委員 私はそのテーマに対してやはり市
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街化調整区域の活用が重要ではないかということで

政策で考えていただきたいと思います。これは提案

ですのでまたよろしくお願いします。

次に、この予算説明書の中の３ページ。歳入予算

からお伺いします。昨年度の予算は県税が48億円増

加し、自主財源が増加したため、地方交付税がマイ

ナス35億円となりました。前年度は県税がふえて交

付税が下がった。ことしは県税が73億円増加し、自

主財源比率も35.4％として基準財政収入額がふえた

ため、地方交付税は昨年と同様に減税されると思っ

ていましたが、ことしは地方交付税も70億円と増加

しました。その要因は通常収支分の増加によるもの

と、財政基準額の伸びですね。それと臨時財政対策

債の減を含むいろいろな項目が考えられると思うの

ですが、その辺の考え方を少しだけ聞かせていただ

きたいと思います。

○宮城嗣吉財政課長 地方交付税、普通交付税と臨

時財政対策債につきましてはおっしゃるとおり地方

財政計画の動向を勘案して見込んだところです。地

方財政計画のほうでは地方税が0.7兆円、1.9％の増。

それから地方交付税が0.2兆円、1.1％の増に対しま

して臨時財政対策債のほうが0.7兆円、18.3％のマイ

ナスということで、普通交付税と臨財債を合わせた

実質的な地方交付税のほうが0.5兆円、2.3％の減と

なっております。それを反映しまして沖縄県におき

ましても普通交付税が3.4％の増の68億円の増。臨財

債が88億円のマイナス32.3％のマイナスということ

で、実質的な普通交付税は20億円マイナスの0.9億円

のマイナスということで、後の計画のトレンドを反

映したものとなっております。

○新垣光栄委員 そこでですね、県税のほうが今回

の予算計上で1311億円、対前年度費が5.9％、73億円

ふえています。決算の見込み額が先日の補正予算を

追加すると1295億円になるということで理解してよ

ろしいのか。もっとふえると理解したらいいのかお

伺いします。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり今、決算

の見込みは1295億712万6000円でございまして、当初

予算に比べまして16億5987万4000円、率にして1.3％

の増となっております。

○新垣光栄委員 これを考えると当初予算から57億

円近くふえているということで、今回の予算も決算

額と比べると17億円くらいの増になると思うのです

が、本来予算を組むときには前年度よりも少なく組

んだり対等に組むのですが、ことしの決算見込みか

らするともう少しふえるだろうと。そうすると1400億

円くらいの税収が見込まれるのではないかと思うの

ですがそのトレンド、傾向についてお伺いします。

○金城弘昌総務部長 委員御案内のとおり、ちょっ

と歳入はやはり堅めに見積もるということもござい

ますので、当初予算においても決算と比べたらもっ

と伸びるのではないかという御指摘だと思うのです

が、基本的には県税の平成31年度当初予算の見込み

の考え方としましては税目ごとの過去の収入実績と

課税対象の推移、それと税制改正による影響等を勘

案して見込んだところでございます。その日になっ

て入ってくるのが少なくなると困りますので、どう

しても歳入は堅めに。最終的に決算で調整するとい

うことになるかなと思います。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

それでちょっと最後のほうになるのですが、41ペー

ジのほうですね。中高校生通学実態調査事業につい

てお伺いします。この実態調査の内容をわかるよう

にもう一度お願いいたします。

○平敷昭人教育長 平成31年度に実施を予定してい

ますが、当該実態調査においては、詳細は委託をし

てやりますが、高校生の通学方法でありますとか―

通学方法というのは徒歩、バス、送迎とかいろいろ

なものですね。その辺の実態。全数把握と通学にか

かる経費がどれくらいなのかという話と通学距離。

どれほどの距離を通学しているのか等々について公

立高校の全生徒を……。またあわせて市町村の教育

委員会とも連携して中学生の状況も把握する予定と

なっております。内容としてそういう内容でありま

して、それを踏まえて支援方法等について具体的な

制度の検討を行いたいと考えております。

○新垣光栄委員 この貧困対策からの対策と思うの

ですが、私はこの渋滞解消対策とか、バスの政策と

か、いろいろな面でこの対策を進めていただきたい。

きのうも日経新聞によると乗り合いバスの統合基準

も見直すということで上がっています。そして2020年

の通常国会で、成長戦略の新たな枠組みにこのバス

の乗り合いの方針も変えていくということで、きの

う日経新聞のほうにあったのですが、そういうこと

を踏まえると、やはりこれを機に学生の通学費の実

態調査をもう少し横断的にやっていただいて渋滞対

策、そして交通政策の部分も含めて活用できるよう

な調査を進めていただきたいと思うのですが、その

辺はまた教育長と企画部長のほうがちょっと相対す

ると思うのですが、その辺よろしくお願いいたしま

す。

○平敷昭人教育長 御提言でありますが、まず教育



－68－

委員会としては公約にもあります中高生のバス通学

費の関係をまず進めたいと思っていますので、まず

その辺の実態調査を踏まえて新聞等でもスピード感

ということで指摘されておりますので、その辺をしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。その

横のほうの話、全県な話になりますと今の通学費、

バス通学費の話は貧困対策的な観点もございます。

そういう観点で負担軽減という話ですので、その渋

滞対策という観点では、今確かに親御さんが送迎し

ているものがバス通学に振りかわっていくという部

分が一定の効果はあると思いますので、その部分で

自家用車の数が減る可能性はありますけれども、ま

ず当該事業では通学費の負担軽減に向けてどういう

方法でやっていこうかということで実態調査・把握

をやってまいりたいと考えております。

○川満誠一企画部長 企画部としましては公共交通

の利用促進ということは、御提言はそのとおりだと

思っておりますが、都市部とそうでないところとで

は課題がちょっと違うものですから、人口の少ない

ところには路線の維持というのが重要な課題であり

ますし、都市部においては教育長からもございまし

たとおり渋滞とか、利用環境の向上とかということ

が大事になってまいります。企画部としては生活路

線に必要な路線を持続的に維持できるようにという

ことを第一に、それから交通渋滞につきましても公

共交通の利用環境を向上させることによって将来鉄

軌道等にもつなげていきたいということがございま

すので、御提言を承っておきたいと思います。

○新垣光栄委員 済みません、先ほど通告なしで質

疑をしてしまったのですが、それに関連してきのう

中城村、北中城村のほうで都市計画の見直しについ

てこの魅力ある地域づくりということで新聞で報道

をさせてもらいました。私も代表質問でさせていた

だきましたが、そのときに知事からは本当に前向き

な答弁をいただきました。企画部長も土木建築部長

も。そういう知事としては均衡ある発展を考慮して

市街化地域への編入を含めた適正な土地利用に取り

組んでまいりますと前向きな意見をいただきました。

そして、企画部長のほうからは県が総合調整の役割

を果たしていくことが重要であるということで答弁

をいただいております。そして土木建築部長におい

ては具体的な提案が示された場合、関係市町村の意

見交換を図っていく考えがあると答弁いただいた上

に、また知事からはいずれにしてもスピード感、そ

してスケール感、スケジュール感を持ってしっかり

と取り組んでいくという答弁をいただいております

ので、土木建築部長が提案された場合は関係市町村

と意見交換を行っていくという考えであるというこ

とで、さっそくこの意見交換の場を設定していきた

いと思いますので対応をお願いします。

○親川敬委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 デニー県政初の予算編成となりま

した。予算を見ますと、翁長県政をしっかりと継承

しつつもところどころで玉城デニー県政のカラーも

出ていて大変期待をするものです。そこで、皆さん

の報告書にもありましたが沖縄21世紀ビジョンがい

よいよ残り３年となりました。それで、沖縄21世紀

ビジョンは展望値という形で数値を示して取り組ん

でいるところだと思いますが今、その現状はどうなっ

ているのか。また、沖縄21世紀ビジョンの達成のた

めに新年度はどういった取り組みをしていくのかお

聞かせください。

○川満誠一企画部長 御質疑のとおり、沖縄21世紀

ビジョン基本計画におきましては各種施策が効果的

に実施されること等を前提といたしまして、計画の

最終年次である平成33年度―2021年度に見込まれる

沖縄の人口及び社会経済に関する指標を社会経済展

望値として掲げております。このうち、人口及び完

全失業率等の雇用関連資料に関しましては平成30年

までに既に展望値に到達しておりますが、率という

ものは変動があるものです。ただ、望ましいところ

には到達しております。それから県内総生産の名目

につきましては、県民経済計算がタイムラグがある

関係上、今最も新しいものは平成27年度―2015年度

の数字でございますが、県内総生産は４兆1416億円

と順調に増加をしておりまして計画期間、４年経過

で平成27年度ですから６年残しているのですが、平

成33年度―2021年度の展望値の５兆1439億円の

80.5％の水準まで成長しております。それから１人

当たりの県民所得もまだ全国区では最下位のほうに

あるわけですが、平成27年度の水準では展望値271万

円の80.1％の水準に来ております。これからはどの

ように取り組むかというお尋ねでございますが、や

はり観光リゾート産業を初め、沖縄の比較優位のあ

る産業を育成して産業全体の生産性を高めて所得等

の向上等に取り組んでまいりたいということが基本

でございます。

○比嘉瑞己委員 この計画が着実に進んでいること

がわかったかと思います。一方で、好調な県経済に

対して県民の実感としてはまだまだかな。国の政策

もあってなかなか実感としては湧いていないという

ところもあると思います。
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新年度のことでお聞きするのですが、今の雇用環

境や、今、県民所得の話もありましたが、雇用環境

と県民所得の状況はどうなっていますか。やはりこ

ういった県民がしっかりと景気のよさを実感するに

は雇用の質を高めていくことが大切だと思います。

この雇用の質を高めていくための施策についてはど

のように取り組みますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 うちとしましては確か

に雇用の質を高めるということは一つの大きな課題

となっておりまして、そういう改善も図りながら労

働者における安定的な就労、それから技能等の向上

も図りながら、それからまた企業におきましても人

材育成・定着・確保ということを支援しまして労働

生産性も高めながら、それを賃金の上昇につなげて

いくような方向で政策展開したいというふうに考え

ております。

○比嘉瑞己委員 玉城デニー県政は新時代沖縄の到

来、あるいは誇りある豊かさが大きなテーマになっ

ております。この間も米軍基地が沖縄振興の最大の

阻害要因であるということはずっと指摘して実際そ

うなっていると思います。現在の沖縄の基地関連の

収入と比較して、観光産業、情報通信産業の経済波

及効果はどうなっているのか。新年度における観光

産業や情報通信産業への取り組みについて伺います。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 まず観光産業

に関しまして申し上げます。平成29年度の観光収入

は6979億円でございましたが、これらをもとに算出

いたしました経済波及効果は約１兆1700億円となっ

ております。これは過去最高を記録しております。

前回推計をいたしました平成27年度、２年度前でご

ざいますが１兆248億7000万円ございましたので、

1451億円、14.2％の増となっております。その主な

増加要因といたしましては、やはり観光客数が大幅

に増加することによる観光収入の増が挙げられると

いうことでございます。

新年度の取り組みを大枠で申し上げますと、やは

り受け入れ体制の充実が大事だということでござい

まして、人材育成の確保等をしっかりしていこうと。

それから誘客に関しましては新しいマーケット、イ

ンバウンドの東アジアの国々の方々、地域の方々が

多いわけですが、例えば欧米、ヨーロッパからのい

わゆるリゾート需要、さらにはいわゆる富裕層、ラ

グジュアリーの方々をもう少し、消費単価の高い方

々を呼び込もうと。それから平均滞在日数を観光収

入につなげるためには平均滞在日数を延ばさなけれ

ばいけませんが、そのためにいわゆる離島観光も、

本島プラスの離島観光ということでもう一泊、もう

二泊につなげるようなそういった滞在日数の延長に

つながるような取り組み。さらに沖縄の地理的な特

質を生かしましたＭＩＣＥの誘致促進。そういった

ところを大枠ですね、考慮に入れながらしっかりと

した取り組みをしていきたいと考えております。

○屋比久盛敏商工労働部長 情報通信関連産業の売

上高でございますが、平成30年１月１日のものが現

在出ていまして、その中では4361億円と。それから

雇用人数につきましては約３万人雇用されていると

いうことで順調に成長していると考えております。

また、それを受けまして平成31年度におきましては、

新たな取り組みといたしましてアジアで有数な国際

情報通信拠点を目指すということを掲げていますの

で、まずはアジアＩＴビジネスセンター、泡瀬のほ

うのＩＴ津梁パークのところですね、設置すると。

それからＩｏＴの利活用促進ということでこれの

ネットワークの基盤整備などの実証事業などを行っ

ていくということと、それから先端ＩＴ利活用促進

ということで各産業のＩＴを支援していくというふ

うな取り組みを行いまして、付加価値の高い新サー

ビスの創出等の取り組みを実施していく考えでござ

います。

○川満誠一企画部長 過去５年間の基地関連収入は

平成23年度が1951億円でございまして、これは県民

総所得に占める割合としては5.0％でございました。

以降、2163億円5.6％、2091億円5.1％、2428億円5.3％

で最も直近の平成27年度は2305億円で5.3％でござい

まして、これはかねてより申し上げてございますが、

復帰時の15.5％から基地関連収入は大幅に低下して

おりまして、なお一層、今後民間の経済を発展させ

ることによってさらに比重を低下させていくことが

可能だろうと考えております。

○比嘉瑞己委員 観光産業の波及効果は１兆円を超

えており、この広大な米軍基地をなくしてしっかり

とこういった産業に力を入れることが大切だと思い

ます。次に、公共工事について伺います。地元の企

業の育成・振興というのが大変大きなテーマだと思

いますが、地元優先、分離・分割発注というのが私

は基本にあるべきだと思うのですが、まず土木建築

部における公共工事の発注の状況と沖縄総合事務局

や沖縄防衛局における県内・県外の発注状況はどう

なっているか聞かせてください。

○小橋川透技術・建設業課長 土木建築部で発注す

る公共工事につきましては、県内企業への優先発注

及び県産品の優先使用基本方針に基づき可能な限り
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分離・分割発注するなど地元企業の受注拡大の確保

に努めております。土木建築部発注工事の県内業者

の受注状況につきましては、平成27年度の受注額は

約533億円で受注率は85.2％となっております。それ

から平成28年度は約587億円86.9％、平成29年度は約

328億円93.2％となっております。それから沖縄総合

事務局におきましては、平成27年度の受注額は約

229億円、受注率は46.3％。平成28年度は約337億円、

50.2％。平成29年度は約262億円、59.4％となってお

ります。沖縄防衛局におきましては、平成27年度の

受注額は約267億円、受注率は59.6％。平成28年度は

約163億円、66.3％。平成29年度は約382億円、44.8％

となっております。

○比嘉瑞己委員 沖縄県が努力して極めて高い数値

になっておりますが、総合事務局、沖縄防衛局はま

だまだだと思いますので機会があるたびにこういっ

たことはしっかりと県としても訴えるべきだと思い

ます。

次に、沖縄振興予算と一括交付金について伺いた

いと思います。沖縄振興予算が新年度3010億円でそ

のうち一括交付金が1093億円と５年連続のマイナス

となってしまいました。この沖縄の使途の自由度の

高い一括交付金ということで期待が大きかっただけ

に大変残念です。一方で国直轄事業の割合がどんど

んふえているというところが気になるわけですが、

まず部長にお聞きしたいのはこの一括交付金が減額

されていることについて県の見解をお聞かせくださ

い。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、一括交

付金は年々減額になっておりまして、平成31年度は

1093億円ということになっております。この間、関

係各位に要請・要望等をして御尽力いただいたので

ございますが、また執行率が改善しているような状

況の中で平成30年に比べて94億円の大幅減になった

のは残念でございます。

○比嘉瑞己委員 この実態ですが、沖縄振興予算に

占める国の直轄事業と一括交付金。この金額で見た

場合そのピーク時とその新年度予算はどのように変

わっていますか。

○金城弘昌総務部長 沖縄振興予算のピーク時は平

成26年度でございます。平成26年度、これは県の試

算ではございますが国の直轄事業では1204億円、次

年度平成31年度は国の直轄事業で1277億円というこ

とで試算をしておりまして、比較すると約70億円の

増という形になっております。

○比嘉瑞己委員 一括交付金は。

○金城弘昌総務部長 失礼しました。一括交付金に

つきましては同じく一番大きかったのが平成26年度

の1758億円で平成31年度は1093億円でございますの

で、比較しますと約670億円の減となっております。

○比嘉瑞己委員 その制度の目的が僕は達成されて

いないと思うのですよね。国も沖縄の自由度を優先

したいという思いで導入されたはずなのに、こういっ

たあり方はおかしいと思います。先ほど少し述べて

おりましたが、これまで国は執行率や繰越額を指摘

して減額をしていました。この改善は進んだのでしょ

うか。

○金城弘昌総務部長 一定程度改善が進んだ関係で、

内閣府のほうにおいてそういうふうな言及はないよ

うな状況でございます。

○比嘉瑞己委員 もう国もそこは指摘をしないくら

い改善が進んでいるということだと思います。私、

疑問なのは、皆さんが要求をして内閣府が財務省に

要求するわけですけれども、その内閣府が財務省に

対して県の要求より低く要求していくわけですよね。

その内閣府の一括交付金の積算方法はどうなってい

るのですか。

○金城弘昌総務部長 内閣府に説明を求めたところ、

平成31年度における一括交付金の積算の考え方とし

ましては、平成31年度に継続される事業の見通しで

すとか、新規事業の水準等を勘案して積算をしたと

いうふうに聞いています。ただ県としましては国が

使途を定めている直轄事業等を優先して積み上げ、

3000億円台の範囲内で一括交付金を計上した結果、

今年度を下回っているのではないかというふうに考

えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 この継続事業中心だったり、新規

事業も、しかもそこに網をかぶせていくというやり

方だったらこれ減額にしかなっていかない仕組みに

なっていると思うのですよ、内閣府の積算方法が。

もっと市町村や県の自由な提案を積極的にやってい

くのがこの制度の趣旨だと思います。その点の見解

をいま一度聞かせていただきたいのと、そういった

ことを踏まえて、すぐまた次年度に向けた取り組み

も始まっていくと思いますが、県はどういった行動

を起こしていきますか。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、そうい

うふうな計算の仕方になるとどうしても少なくなっ

ていくという現状があるのかなということは県とし

ても大変認識をしているところでございます。そう

いうこともございまして、先ほど委員から御指摘も

ありましたが、沖縄振興予算というのは当然沖縄が



－71－

抱える特殊事情から生じた政策課題を解消するとい

うことで、それが解消されるまで継続される必要が

あるということは再三訴えているところでございま

す。沖縄振興予算の確保に向けては、やはり県だけ

ではなかなか難しいということもあって関係各位の

お力添えもいただいているところでございますが、

平成30年度からは特に全ての市町村長の皆さんと具

体的に意見交換をしてお考えをお聞きし、また御要

望も聞いてその意見交換したことを内閣府にお伝え

したところでございますので、県としましては次々

年度、2020年度の沖縄振興予算につきましては市町

村とさらに協力関係を深めまして、さらには当然の

ことながら官庁にあります内閣府沖縄担当部局とも

一層緊密に連携いたしまして、さらには県議会議員

を初め、県関係の国会議員のお力添えもいただいて

しっかり所要額が確保できるように地域の声を伝え

ていきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 皆さんも新しい制度の中で本当に

試行錯誤の中ここまで来たと思います。一定の軌道

に乗りつつありますので、ぜひ市町村の意見を大切

に国にも要請してほしいと思います。伺いたいのは、

ただ減額が続く中、おっしゃるように市町村への影

響が一番懸念されます。その中で県はどういった配

慮を市町村には行っているのか、その点をお聞かせ

ください。

○川満誠一企画部長 平成31年度の沖縄振興特別推

進交付金は、前年度から47億円減額の561億円で閣議

決定されております。沖縄県といたしましては市町

村における事業、特に福祉・医療・教育分野等、生

活に直結した事業、それから継続事業への影響を最

小限にとどめるべく、それからまた特別枠事業に対

する拡大要望も強うございましたので、市町村への

配分額を昨年度と同額の240億円とする。市町村への

影響を最小限にするということで配分案といたしま

して、この配分案につきまして先ごろ知事と市町村

で構成される沖縄振興会議において承認決定を見て

おります。

○比嘉瑞己委員 特別枠を設けたり調整をしている

というところがうまくいくように期待したいと思い

ます。頑張ってください。

○親川敬委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 今、話題になりました沖縄振興予算

の件ですが、復帰以来、もうすぐ50年を迎えること

になります。この沖縄振興予算の一番多い年度と金

額、一番少ない年度と金額を教えてくれますか。

○金城弘昌総務部長 今、沖縄振興予算全て47年間

を手元に持ち合わせていないので、現振興計画の中

で答弁させていただきますが、平成26年度が最も高

くて3501億円となっております。低いのは平成24年

度の振興計画のスタートの年でございまして、2937億

円となっております。

○金城勉委員 私の記憶によると、1997年、98年ご

ろ、4700億円を超えたことがあります。その後、低

いところでは2000億円台まで下がった記憶がありま

す。そのギャップが極めて大きいのですが、沖縄振

興予算の計算の仕方について御説明ください。

○金城弘昌総務部長 それぞれ、その都度都度で予

算の編成に当たっての考え方があると思うのですが、

基本的には国の示す編成方針があって、それにのっ

とって各省庁が予算を編成するということが前提に

なると思っています。ただ、沖縄振興予算につきま

しては、振興予算の考え方として、内閣府の説明で

は国が使途を定めている直轄事業をまず積み上げて、

3000億円の範囲内で一括交付金等を計上していると

いう御説明を受けているところでございます。

○金城勉委員 普通、予算の積算方法は、私の考え

るところでは各事業計画があって、その各事業計画

に基づいて、予算はこの事業が幾ら、この事業が幾

らというように積み上げていって予算が決まって、

それを要求して、調整の上で決まるという認識を持っ

ているのですが、この沖縄振興予算、あるいは一括

交付金、直轄事業等々の予算編成の方法は、先ほど

部長が答えられたように、内閣府が継続事業や新規

事業を見据えながら決められているように聞いてい

るということなのです。ですから、内閣府が決めて、

予算を請求して、予算が最終的に決まっていく。普

通の他府県の場合は各省計上方式でしょう。各省の

事業計画をそれぞれの都道府県がつくって、予算を

概算要求して、トータルとして幾らというような認

識を持っているのですが、その辺の違いについては

どのように認識していますか。

○金城弘昌総務部長 先ほども少し御説明いたしま

したが、国が使途を定めるような国直轄事業は当然

ながら積み上げ方式になっているところでございま

す。ただ一方、一括交付金は制度上、沖縄の自由度

を高めて地域の実勢に即した事業を展開していくと

いうところで、枠のような予算になっているので、

いわゆる積み上げではないという感じの編成方針に

なっていて、そのため予算の積算の仕方としては内

閣府から、これまでの県の継続事業であったり、新

規事業の伸びの勘案であったり、そういったところ

を考えて積算していると聞いております。国がやる
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ものについては、基本的には他県と変わらないとい

う認識でございます。

○金城勉委員 次期振計についての議論も始まって

おりまして、皆さんは検証作業にも着手していると

聞いております。そういう中で、沖縄振興予算の一

括交付金、あるいは直轄事業の今の仕組みをそのま

ま踏襲していくのか。今の仕組みだと、私の認識で

は沖縄県の裁量が非常に小さい。全国的には地方分

権一括法ができたあたりからどんどん地方の裁量権

が尊重されるようになってきました。しかし、沖縄

の場合には一括計上方式で内閣府が裁量権を持って、

予算、事業を決めていくという仕組みになっている

のです。ですから、内閣府から示されないと次年度

の予算の中身がどうなるかわからない。県の独自性、

裁量権が担保されないという仕組みになっている今

の状況を次期振計にもそのまま踏襲していくのか、

あるいは根本的に見直す考え方があるのか、この辺

はどうですか。

○川満誠一企画部長 御存じのとおり、現在の振興

計画は沖縄県が策定主体となって決定しております

ので、かねて国の計画であったところよりも沖縄ら

しい優しい社会であるとか、県の生活に密着したと

ころの計画のプランが充実していると考えておりま

す。国では沖縄振興特別措置法があって、それが沖

縄の計画を推進する上で沖縄振興基本方針というも

のを法律の中に持っていて、これを接着する形で財

政措置や税の特例などの担保がとられているわけで

す。委員がお尋ねの一括計上方式や各省計上方式に

ついては、恐らく沖縄振興の形を担当大臣も置かれ

て、政治的な関与も―政治的な関与と申しますのは、

予算をとるという意味で非常に強い構図になってい

ると思います。中身についていろいろ御議論はある

と思いますが、沖縄の特殊事情が克服に近づいてい

くという形と、一括計上で沖縄振興予算が一元的に

見ることができるという有利性も念頭において検討

してまいりたいと考えております。

○金城勉委員 私も沖縄振興計画をこの50年間推進

されてきて、沖縄の社会基盤整備など、さまざまな

分野において大きく貢献したことは高く評価してお

ります。ただ一方で、特に現振興計画のあり方や予

算の推移を見ると、どうしても県の裁量が狭められ

て、国の裁量がふえて、要求額からどんどん減額さ

れてきた。それは当然のように事業にも影響がはね

返ってくるわけです。そして、県のみならず市町村

の事業にも大きな影響が及ぼされる。ですから、そ

ういう仕組みを温存したままでいいのかという危機

感はないですか。担当大臣を置いて、内閣府の従来

の仕組みは非常に大きな機能を果たしてきたという

ことは私も評価しているのですが、次期振計に向け

た考え方としてこのままでいいのかという議論は皆

さんの中ではないですか。

○川満誠一企画部長 沖縄振興予算の総額そのもの

は、現在の振計の中でスタートした平成24年度が

2937億円と少ないわけですが、前年の平成23年度に

おいては2301億円まで下がっていたわけです。その

前の年度はさらにもう少し少なかったです。ですか

ら、国と沖縄県との関係において予算総額が定まっ

ていく面もあるかもしれませんが、国の財政事情も

ございまして、全体としてそのような事情があって

変動してくるものでありまして、それから、現在の

形での一括交付金は、沖縄はこれまで地方財政にお

いては存在しなかった積み上げではない枠配分を

行って、地域の政策課題に綿密に対応していくこと

を許された史上初の予算制度でありますので、それ

は維持していかれるのがよいのではないかと思って

いるところです。全体の構造としては、国から予算

を要望して獲得していく以上は、国の関与は避けら

れないという面があると思います。ただ今後、具体

的なエビデンスと申しますか、客観的な事情を丁寧

に説明をして御理解を求めていく方法が正攻法では

ないかと考えているところでございます。

○金城勉委員 今、こうして私の問題意識を提案し

ましたので、ぜひ庁内でも議論をしていただきたい

と思います。現計画の間は沖縄振興予算3000億円と

いうのは約束ができております。しかし、一括交付

金については年々減額されてきている。次期振計に

おいて、この3000億円が担保されるかどうかは全く

わからない。そして、新たな振興計画をつくるに当

たっての予算の仕組み、あるいは枠もどうなるかわ

からない。一方で、県政と国政との信頼関係は失わ

れてきている。こういう状況の中で、次期振計が本

当に従来どおりの計画で組めるのかどうか。あるい

は、予算の枠が担保できるのかどうか。こういうこ

とは非常に大きなテーマになっていくと思いますが、

いかがですか。

○川満誠一企画部長 非常に大きなところについて

は一般職の公務員である私たちが言及は難しいとこ

ろはございますが、これも釈迦に説法になるかもし

れませんが、沖縄振興計画は沖縄県の自前の計画で

ございますので、政策課題を丁寧に整理をして、お

金の担保があればいいわけですが、それほどなくて

も計画はつくって、行政計画をつくって推進してい
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く必要があろうかと思います。ただ、この場合に特

に財政の特例、財政措置が大きければ解決が早いと

いうか、実行していくと。それから、税の特例があ

れば経済活動も非常に追い風ができるという構図に

なっておりますので、計画は沖縄県内の大きな政策

課題を各方面に聞いていきながらつくっていくとい

うことが大事であるということと、現在の沖縄振興

が進められて実際に担保されている財政特例の部分

や税の特例については法律事項でありますので、こ

れを何としても残していく必要があろうかと考えて

いるところでございます。

○金城勉委員 そういう沖縄のプラスになる制度は

当然継続していったほうがいいと思います。やはり

根本的な事業計画、予算の仕組みについては、現県

政と国との関係性において、玉城県政の間中に新た

な振興計画をつくっていかなければならない。しか

し一方で、信頼関係は薄れてきている。そういう中

でよりブラッシュアップした振興計画をつくってい

けるのかどうか。さらに今、指摘した仕組みについ

ても再検討が求められると思っていますので、その

辺はおいおい議論していきましょう。

○親川敬委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まずは総務部から、本県の財政状

況といいますか、皆さんから説明がありましたよう

に、国に依存した脆弱な構造ということ、そして収

支不足が継続し長期的には拡大が見込まれるという

ことが財政状況でうたわれていますが、今回の予算

でこれらを踏まえてどのようにそれが反映されてい

るのか、取り組んでいるのかをお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、自主財

源比率は依然として低いところでございます。まず、

財政見通しのお話もございましたが、平成31年度の

当初予算においては収支不足が前年度より24億円縮

小しておりますが、209億円は出ております。歳入面

では当然県税が増となっておりますが、歳出面で社

会保障関係費がふえておりますので、収支不足が出

ているところでございます。収支不足への対応とし

ましては、基本的には主要３基金を取り崩して補っ

ているところでございます。

○當間盛夫委員 この基金の部分も今年度の補正で

100億円の積み増しをしたわけですよね。それで３基

金がということで、また皆さんはその分を取り崩す

わけですよね。そしてまた改めて平成31年度の年度

末に今度は100億円を積み立てられるかどうか、甚だ

そのことは予想もつかないですし、どうなるかわか

らない状況がある中で、今言うように自主財源は

35.4％。多少、上がったとしても、1.3％の依存が減

になっただけで、県税がふえたといっても現実はそ

うないわけです。それを踏まえて南風原町では子供

の貧困対策のために、いろいろな形で予算をつくる

ために町長が自分の給与を20％削減しました。私も

代表質問の中で身を切る改革を真剣になってやるべ

きではないかということでお話をさせてもらいまし

たので、そのことを踏まえて財政改革にどのように

取り組んでいくのかお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、持続可

能な財政基盤をどう確立していくかということにな

るのかと思っております。当然のことながら、まず

限られた財源と人的資源を最大限に活用して行政運

用を進めて財政マネジメントを強化していくことに

なるかと思っております。具体的な手法としては、

県税収入の確保や、未収金等が多く上がっています

ので、その解消。また、新税の導入であったり、県

単独補助金の見直し、県有財産の総合的な利活用、

それと当然のことながら、歳入歳出両面の見直しと

いったものをしっかりやること、あわせて一括交付

金を活用した産業施策に重点的に取り組むことでさ

らなる税収のアップに向けた税源の涵養も図ってい

くことを行政運用プログラムで定めて取り組みを進

めているところでございます。

○當間盛夫委員 次に、企画部に移りますが、当初

予算で新たな振興計画の策定ということで予算づけ

されています。先ほどからもありますが、沖縄にか

かわる特殊事情というものは、この50年間変わらな

いのですか。まず、沖縄に対する特殊事情をお聞か

せください。

○川満誠一企画部長 特殊事情とかねてから申し上

げているのは、沖縄振興特別措置法の立法目的とし

て掲げられている―法律本文にはございませんが、

本土復帰が26年半おくれたという歴史的事情、現在

も基地が枢要な部分に多く存在するという社会的事

情、東西1000キロメートル、南北400キロメートルと

いう広大な海域に散在しているという地理的事情、

それから、我が国で唯一の亜熱帯気候の地域である

という自然的事情、それらを本土にはない沖縄固有

の政策課題をもたらしているものとして特殊事情と

いうことで説明をしております。

○當間盛夫委員 50年たってもまた新たな振興計画

ということでうたってやられるのですか。

○川満誠一企画部長 振興と申しますのは、条件不

利地域であるということが今の特殊事情の内容でご

ざいますので、競争条件を整える形で、例えばこう
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いう整理もできるかと思います。鉄軌道につきまし

ては、戦前はあったわけですが、大戦によって壊滅

し、今現在も敷設されずに至っていることも歴史的

事情の一つとして整理できるとおっしゃる方もいま

すし、いろいろな条件不利性が克服されずに残って

いるということがございまして、これを解決してい

くことが振興につながるという考えでございます。

ですから、まだ途中であるという考えでございます。

○當間盛夫委員 沖縄の振興でいろいろ言われてく

るのが特別道州制をとったらどうなのかとか、一国

二制度とか、いろいろな形がありますが、今、国で

新たな広域連携についてということで、連携中枢都

市圏や県がかかわること、三大都市圏という形があ

りますが、沖縄県でこれを議論して、そのことの方

向性を持っていくというところは何かあるのですか。

○川満誠一企画部長 今、お尋ねの件につきまして

沖縄県においては、中核市である那覇市が連携中枢

都市圏の対象にはなろうかと思いますが、現在、圏

域形成に向けた具体的な取り組みはございません。

県といたしましては、これらの広域連携が地域住民

の行政サービスの向上等につながる等々の有利な内

容がございましたら、引き続き市町村と意見交換を

行って積極的に取り組む環境があればやってまいり

たいと考えております。

○當間盛夫委員 那覇市が中核市であるということ

だけで那覇市を中心にどうこうということが全く議

論もされていないところは、新たな振興を求める観

点から我々沖縄県は事実的には全くそのことのもの

をかわりを持たずに新たなものに向かっていこうと

いうことは、やはりそのことから我々行政のあり方、

行政間をどうするのかというような議論も新たな振

興には必要ではないかと思っていますので、これは

また委員会等々で質疑させていただきます。

次に、土木建築部にお願いします。今回も88億円

減額されていまして、1000億円台のということで公

共工事がありますが、間違いなく沖縄は景気がいい

ということで、人手不足含めて離島の不調・不落等

々いろいろな問題があります。皆さんも建設業界と

いろいろな意見交換をされていると思いますが、ま

ずは公共工事の発注の平準化についてお答えくださ

い。

○金城学土木総務課長 土木建築部におきましては、

工事の平準化に向けた対応として、次年度予算の先

取りとなるゼロ県債の活用を有効と考えております。

そのため、平成30年11月議会において、平成31年度

予算の工事費約52億6000万円がゼロ県債として承認

され、現在、工事発注を行っているところでござい

ます。引き続き、公共工事の平準化を進めてまいり

たいと思います。

○當間盛夫委員 次に、人手不足について、今度、

海外の労働者ということで農業、建築業も入ってき

ましたが、間違いなく沖縄の人手不足と担い手不足

の確保は大事な部分がありますが、そのことも含め

ながら働き方改革もしないといけないんですね。休

日２日制とかいろんなもろもろが求められていると

思います。そのことについて、土木建築部としてど

ういう対応策、取り組みがとられているのですか。

○小橋川透技術・建設業課長 技術者不足、人手不

足の対策につきましては、まず、沖縄労働局により

ますと、平成31年１月の県内における建築・土木・

測量技術者の新規求人倍率は3.37倍となっており、

人手不足の状況にあります。県は、技術者不足の対

策として、技術者の兼任要件の緩和や余裕期間の設

定など、配置技術者の要件を緩和し、また週休２日

工事やＩＣＴ活用工事の推進、社会保険加入の徹底

等による建設業の働き方改革の推進を図るとともに、

建設現場体験親子バスツアーやおきなわ建設フェス

タへの出展、建設業に特化した合同企業説明会開催

への協力など、建設業界の魅力発信に取り組んでい

るところでございます。

○當間盛夫委員 人手不足というのは、今、離島の

公共工事、民間工事を含めて顕著にあらわれている

と思います。例としては、宮古島で建築する坪単価

が120万円するのだと。それでも人手不足でなかなか

決まらないという状況があるということですが、こ

の離島においての不調・不落は数字的に今どれぐら

いになっていますか。

○小橋川透技術・建設業課長 平成29年度の宮古土

木事務所における不調・不落の発生率は29％で、同

じく八重山土木事務所につきましては、21％となっ

ております。

○當間盛夫委員 業界関係の皆さんからは、離島単

価の見直しをしてもらいたいということで、職人の

高齢化、そして少子化で職人不足が離島では特に深

刻であると。安定した公共工事を受注するためにも

離島単価の見直しをお願いしたい。材料単価の見直

しや現場経費率を上げるということがありますが、

その対策はどうされますか。

○小橋川透技術・建設業課長 土木建築部の離島に

おける入札不調・不落対策といたしましては、離島

工事において必要となる経費、技術者、技能労働者、

労働者等の渡航費や滞在費などの経費の精算対応を
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やるようにしております。それから、資材としての

鉄筋加工、組み立てなどの市場単価がありますが、

この予定価格と現地の見積価格が乖離した場合の見

積価格を採用して、実際の価格を採用するといった

ような実勢価格の反映に取り組んでいるところでご

ざいます。

○當間盛夫委員 離島においては、宮古・八重山が

中心ではありますが、民間のホテル需要など数多く

あるわけです。そして、民間は計画したらつくらな

いといけない。そういう面からすると、民間の分は

進んでいくけれども、公共は後回しになる可能性が

あるわけです。そういった面ではしっかり人手不足

対策や離島経費に対してどうあるのかということを

業界の皆さんともよく話をして進めていってもらえ

ればと思っております。

次に、観光予算についてですが、第５次沖縄県観

光振興基本計画改定版が出されておりまして、目標

フレームがありますよね。観光収入1.1兆円でしたか。

このことを含めて目標のめどといいますか、その辺

をお聞かせ願いますか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 目標達成めど

のことだと理解しておりますが、現在の沖縄県観光

振興基本計画では、委員おっしゃったとおり、観光

客数1200万人、観光収入1.1兆円、観光客１人当たり

の消費額９万3000円、平均滞在日数4.5日を目標にし

ておりますが、現状といたしましては、平成33年度

を目標値―ターゲットにしておりますが、入域観光

客の数で大体80％。それから収入は63％、１人当た

りの消費額では78％ということがございますが、入

域観光客数以外は少し苦戦している現状でございま

す。

○當間盛夫委員 観光客に来てもらわないと観光産

業というのは依存ですから成り立たないということ

は当然のことですが、それを踏まえてやはり沖縄の

リーディング産業である観光というのは、沖縄の産

業や沖縄の雇用など経済に大きな波及効果をもたら

すというところがありますが、観光産業の安定的確

保―皆さんは基本計画の中の産業に対する部分で

４項目上げていますが、この４項目に対してどうい

う形で支援をし、予算的なものでどのように取り組

んでいるのかお聞かせください。

○平敷達也観光政策課長 県では、持続的に沖縄観

光を維持・発展させ、引き続き県経済の牽引役とし

て我が国の経済発展にも寄与していくためには、国

内外市場の戦略的開拓や環境と共生する観光地への

展開、沖縄観光ブランドの構築などに積極的に取り

組んでいく必要があるとの認識のもと、観光振興基

本計画を策定し、各種戦略的取り組み、かつ積極的

に実施していく所存でございます。

○當間盛夫委員 責任ある産業体形成とありますが、

環境部に竹富町の皆さんがホテルの計画について事

前に説明がないということのものがあるはずです。

そして、先ほども申し上げたように、宮古島や伊良

部島などはホテルの建設ラッシュで、そういったも

のから考えて文化観光スポーツ部として責任ある産

業体形成についてはどのように取り組んでいくので

すか。

○嘉手苅孝夫文化観光スポーツ部長 入域観光客の

数がふえて沖縄の大事な観光資源、文化資源を失っ

てはいけないので、サステーナブルツーリズム―質

と量も含めてですが、お客さまがたくさん来てもき

ちんと沖縄の文化資源、観光資源が保てるように持

続的な観光をどう達成していくか。そのためにも受

け入れ体制や資源の保護にも力を入れながら取り組

んでいきたいと思っております。

○親川敬委員長 以上で、甲第１号議案から甲第24号

議案までの当初予算議案の概要説明に対する質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○親川敬委員長 再開いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算に

係る議案については、予算議案の審査等に関する基

本的事項の記の１及び４、並びに予算特別委員会運

営要領の記の３（１）に基づき、この後、所管の常

任委員会に、それぞれ依頼して調査を行うことにし

ております。

調査終了後、常任委員会からの予算調査報告書の

提出を受けて、所要の審査を行うことにしておりま

すので、委員におかれては対応方よろしくお願いい

たします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月14日 木曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月７日（木曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後５時１分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

（知事公室、総務部及び公安委員会所管分）

２ 甲第８号議案 平成31年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第20号議案 平成31年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

秘 書 課 長 溜 政 仁君

参事兼基地対策課長 金 城 典 和君

辺 野 古 新 基 地 建 設
多良間 一 弘君

問 題 対 策 課 長

防 災 危 機 管 理 課 長 上 原 孝 夫君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

行 政 管 理 課 長 茂 太 強君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

管 財 課 長 下 地 常 夫君

警 察 本 部 長 筒 井 洋 樹君

警 務 部 長 山 本 将 之君

刑 事 部 長 島 袋 令君

交 通 部 長 小 禄 重 信君

3ii4

○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第８号議案及び甲第20号

議案の予算議案３件の調査を一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

なお、平成31年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算議

案の概要の説明を求めます。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 知事公室所管の平成31年度

一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元に配

付いたしました抜粋版平成31年度当初予算説明資料

知事公室に基づいて御説明申し上げます。

資料の１ページ目の部局別予算をお開きください。

表の上から２番目、知事公室欄をごらんください。

知事公室における平成31年度歳出予算額は、51億

7098万2000円で、一般会計歳出予算総額に対する構

成比は0.7％となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について、

御説明申し上げます。

資料の２ページ目の歳入予算をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

知事公室が所管する歳入予算の総額は34億2899万

6000円で、前年度当初予算額33億7055万3000円と比

較しまして5844万3000円、率にして1.7％の増となっ

ております。

次に、歳入予算の主なものについて、款ごとに御

説明申し上げます。

（款）８、使用料及び手数料の知事公室所管分は

1710万6000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

許可申請等手数料に係る証紙収入であります。

（款）９、国庫支出金の知事公室所管分は33億6376万

3000円で、これは主に不発弾等処理促進費に係る国

庫補助金であります。

総務企画委員会記録（第２号）
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（款）10、財産収入の知事公室所管分は120万5000円

で、これは消防学校の自動販売機設置に伴う建物貸

付料であります。

（款）14、諸収入の知事公室所管分は562万2000円

で、これは主に県広報誌等広告料であります。

（款）15、県債の知事公室所管分は4130万円で、

これは主に特定地域特別振興事業に係るものであり

ます。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要について、

御説明申し上げます。

資料の３ページをお開きください。

款で見ますと、知事公室の予算は、２の総務費か

らなっております。

知事公室が所管する歳出予算の総額は51億7098万

2000円で、前年度当初予算額50億4892万5000円と比

較しまして１億2205万7000円、率にして2.4％の増と

なっております。

増の主な要因としましては、特定地域特別振興事

業における7138万1000円の増によるものとなってお

ります。

次に、歳出予算の主な内容について、御説明申し

上げます。

表の右、説明欄をごらんください。

知事公室の所管する経費の内訳としましては、主

に不発弾処理促進費32億2663万5000円、職員費７億

8814万3000円、基地関係業務費５億2808万円、基地

対策調査費１億9592万9000円、広報広聴活動費１億

5605万7000円等であります。

以上で、知事公室関係の平成31年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、総務部関係予算の

概要について、お手元にお配りいたしました平成31年

度当初予算説明資料総務部抜粋版に基づいて御説明

申し上げます。

資料１ページ目の部局別予算をごらんください。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は、

1403億4785万5000円で、教育委員会に次いで２番目

に大きく、予算総額の19.1％を占めております。

資料２ページ目の歳入予算をごらんください。

一般会計歳入予算について御説明申し上げます。

表の一番下、合計欄をごらんください。

歳入は県全体7349億4500万円のうち、総務部所管

の歳入予算額は、4677億677万6000円で、前年度当初

予算と比べ、108億4330万3000円の増となっておりま

す。

増の主な要因は、県税及び地方交付税等となって

おります。

総務部所管の歳入予算の主なものについて、款別

に御説明申し上げます。

１、県税は1311億6700万円で、納税義務者数の増

等による個人県民税の増や前年度実績等を勘案して

の法人事業税の増等による増収を見込んでおります。

２、地方消費税清算金は496億8708万1000円で、前

年度実績等を勘案して全国の地方消費税収の増が見

込まれることから増収を見込んでおります。

３、地方譲与税は240億5641万5000円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して増収を見込

んでおります。

４、市町村たばこ税県交付金は５億795万4000円で、

対象市町村が出てくることを見込んで皆増としてお

ります。

５、地方特例交付金は５億700万円で、地方財政計

画の伸び率や前年実績等を勘案して増収を見込んで

おります。

６、地方交付税は2101億円で、地方財政計画の伸

び率や前年実績等を勘案して増収を見込んでおりま

す。

９、使用料及び手数料は2197万5000円で、その主

なものは行政財産使用に係る建物使用料及び証紙収

入等であります。

10、国庫支出金は28億2254万5000円で、その主な

ものは私立学校等教育振興費に係る国庫補助金であ

ります。

11、財産収入は33億4395万3000円で、特別会計へ

の公有財産の有償所管がえによる土地売払代の増等

を見込んでおります。

12、寄附金は4031万4000円で、その主なものは美

ら島ゆいまーる寄附金等であります。

13、繰入金は209億9936万7000円で、減債基金繰入

金の減等を見込んでいるものであります。

15、諸収入は53億4167万1000円で、その主なもの

は宝くじ収入であります。

16、県債は187億5460万円で、地方財政計画の伸び

率や前年の実績等を勘案して減収を見込んでおりま

す。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。
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資料３ページ目の歳出予算をごらんください。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

表の一番下、合計欄をごらんください。

歳出は県全体7349億4500万円のうち、総務部所管

の歳出予算額は、1403億4785万5000円で、前年度と

比べ30億700万1000円の増となっております。

増の主な要因は、諸支出金及び総務費の増による

ものであります。

歳出予算の主な内容について、御説明申し上げま

す。

２、総務費の総務部所管分は189億9686万6000円で、

その主なものは、人事調整費24億8100万円、私立学

校等教育振興費48億3446万7000円、賦課徴収費41億

6706万5000円であります。

12、公債費の総務部所管分は673億1636万6000円で、

その主なものは、公債管理特別会計繰出金の元金と

して631億 1951万 8000円、利子として41億 5444万

7000円であります。

13、諸支出金の総務部所管分は538億3462万3000円

で、その主なものは、県有施設整備基金積立金32億

1263万2000円、地方消費税交付金249億6876万8000円、

地方消費税清算金233億6149万4000円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要であります。

続きまして、特別会計について御説明申し上げま

す。

資料４ページ目をごらんください。

所有者不明土地管理特別会計の平成31年度当初予

算は１億6905万 7000円で、前年度と比べ9017万

6000円、34.8％の減となっております。

減の主な要因は、内閣府からの調査受託事業が終

了したことによるものであります。

資料５ページ目をごらんください。

公債管理特別会計の平成31年度当初予算のうち総

務部所管分は782億7936万5000円で、前年度と比べ

69億9209万3000円、8.2％の減となっております。

以上で、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算議案の

概要の説明を求めます。

筒井洋樹警察本部長。

○筒井洋樹警察本部長 公安委員会所管の平成31年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元に

配付いたしました抜粋版平成31年度当初予算説明資

料公安委員会に基づいて御説明申し上げます。

資料１ページ目の総括表をお開きください。

表の下から４番目、公安委員会欄をごらんくださ

い。公安委員会の予算額は351億756万1000円で、一

般会計予算総額に対する構成比は4.8％となっており

ます。

続きまして、一般会計歳入予算の概要について御

説明申し上げます。

資料の２ページ目をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は39億2636

万3000円で、前年度当初予算額37億3881万4000円と

比べ１億8754万9000円、率にして5.0％の増となって

おります。

次に、歳入予算の公安委員会所管分について款ご

とに御説明申し上げます。

９、使用料及び手数料の公安委員会所管分は15億

6660万1000円で、これは主に警察施設使用料、自動

車保管場所関係手数料、運転免許関係手数料等に係

る証紙収入であります。

10、国庫支出金の公安委員会所管分は９億1429万

6000円で、これは警察活動や警察施設、交通安全施

設の整備等に係る国庫補助金であります。

11、財産収入の公安委員会所管分は2036万8000円

で、これは主に自動販売機設置に伴う土地、建物の

貸付料であります。

15、諸収入の公安委員会所管分は２億6659万8000円

で、これは主に放置駐車違反に係る放置違反金の過

料等となっております。

16、県債の公安委員会所管分は11億5850万円で、

これは警察施設や交通安全施設の整備に係るもので

あります。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

資料３ページをお開きください。

表の（款）９、警察費が、公安委員会が所管する

歳出予算の総額となっており、歳出予算額は351億

756万1000円で、前年度当初予算額340億4141万5000円

と比べ10億6614万6000円、率にして3.1％の増となっ

ております。

次に、歳出予算の主な内訳について御説明申し上

げます。

職員費、運営費等の経費であります（目）警察本

部費が288億4249万3000円、交番・駐在所等の警察施

設の建てかえや修繕等、施設の維持管理に必要な経

費であります（目）警察施設費が15億9426万3000円、
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交通安全施設の整備及び交通指導取り締まりに必要

な経費であります（目）交通指導取締費が19億34万

1000円となっております。

以上で、公安委員会所管の平成31年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月８日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、予算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行いますが、花城大輔委員から質疑時間の全てを又

吉清義委員に譲渡したいとの申し出がありましたの

で御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おき願います。

それでは質疑を行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 皆さんの当初予算説明資料の中か

ら、ちょっとせっかく抜粋をしてあるのですが、数

字に入る前にこの予算編成の基本的な考え方の総合

的なものをちょっと確認させていただきたいと思い

ます。皆さんのこの考え方として非常に気になるの

が「社会保障関係費の増加に伴い、今後も一定程度

の収支不足が継続して生じ、長期的には拡大が見込

まれる」と予算説明書の中の１ページのほうで、こ

れがうたわれているのですが。やはりこれはもう事

実だと思うのですが、これを再確認させていただき

ます。

○金城弘昌総務部長 県のほうで今後の財政収支の

見通しというのを平成30年６月に作成しているとこ

ろでございます。これは定期的に見直しをしている

ところでございます。その中で社会保障関係費の見

通しといたしまして、平成31年度に比べ平成40年度、

10年後には約1.3倍になるということで、間違いなく

社会保障関係費は増加の傾向にあるということでご

ざいます。

○又吉清義委員 今、部長のおっしゃるとおり本当

に社会保障関係が年々ふえても減ることはないかと

思うものですから、やはりこれも今、10年後は1.3倍

になるということを確認しましたが、確かにお互い

一致したのはこのようにこれからもどんどん伸びて

いくのだろうなということを予算編成の頭において、

お互いこれから県財政をどうしていくのかが非常に

大事なポイントだと思います。

同じく、引き続きまして２ページにこのようなこ

とがうたわれております。「沖縄県行政運営プログラ

ムの推進により一つ一つの施策・事業の効率性や実

効性の向上に取り組むこととした」と。基本的な考

えでですね。このような一つ一つの施策、また事業

の効率性・実効性の向上に取り組むということはこ

れまで以上に頑張る姿勢がよく見えますが、具体的

にこの数値目標を設けているのか、ただ取り組むだ

けなのか。このような数値目標を設けているかどう

かをちょっと対前年比でどのように皆さんは意識し

ておられるかをお尋ねいたします。

○茂太強行政管理課長 平成30年３月にこういった

行政運営プログラムというものを策定しておりまし

て、今回、行政プログラム―今までプランとか大綱

とかシステム改革大綱とかそういう名称でつくって

まいりました。その中で第５次行財政改革プランに

ついては、いわゆる量の削減がメーンで財政効果を

メーンに出してまいりました。今回大きく変わった

ことが質を向上させようと―いわゆる住民に対する
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サービスをもっと向上させようという視点でやって

まいりました。財政効果というものはいわゆる全体

で29とか40とかいう推進項目の中で、例えば10項目、

７項目くらいしかこれまでなかったわけです。それ

で行財政改革を評価するのはおかしいだろうという

ことで、今回、質をメーンテーマにしていますが、

今回このプログラムの中で一番特徴的に言えるのは

全推進項目、各項目に成果指標をつくったというこ

とです。前までは数量的なものは財政効果のみでし

たが、今回はいろいろな各項目についても成果指標

を入れたと。その評価をするときにこの毎年度の何

％になったとかいろいろ項目がございますが、その

もので評価していくという形になります。

○又吉清義委員 ぜひそういった目標を持って取り

組んでいただきたいなということでお願い申し上げ

ます。また感謝申し上げます。

そして、次に同じく５ページのほうにありますが、

収支不足の対応ということで予算編成過程における

収支不足は対前年比24億円縮小したものの209億円の

収支不足となったと。この収支不足を例えば非常に

単純計算した場合、10年間の基金残高状況、これ１年

間に200億円もなくなっていくのでは単純計算でいく

と、この３つの基金残高はほぼゼロになるような状

況になるのですが、皆さんはそれについての取り組

みはどのようにお考えですかということをまずお尋

ねいたします。

○宮城嗣吉財政課長 予算編成過程において一定の

収支不足が生じておりますが、当初予算編成に当たっ

てなぜ収支不足が生じるかという部分につきまして

は、当初見込んだ一般財源が不足することのないよ

うに、歳入予算はどうしてもかために見積もってお

ります。それから歳出予算については事業ごとの年

間所要額を見込んでいるということで、編成過程に

おいて収支差が出るということになっております。

その収支不足の縮減に向けては常日ごろからという

ところで歳入面においては県税収入率の向上、新た

な自主財源の確保、使用料及び手数料の見直し、未

利用財産の売却促進、歳出面では県単補助金の見直

し、老朽施設整備計画に基づく取り組みによる財政

負担の平準化、県有施設の長寿命化によるコスト縮

減等ですね。歳入歳出両面の見直しを継続して進め

るというところをあわせまして、中長期的には本県

経済の活性化に結びつく産業施策の推進により税源

の涵養を図っていくということで、この収支差の縮

小に取り組んでいきたいと思っております。今のは

決算に向けての形。どう基金残高を維持していくか

という形になるのですが、先ほども申しました予算

編成過程では収支不足が生じますが、執行段階にお

きまして先ほどの２月補正なり決算なりというとこ

ろで慎重に見込んだ歳入予算の上振れによる増であ

るとか、経費節減による努力あるいは不用見込みに

よる歳出の減などにより財源が捻出できるというこ

とを想定しまして基金の積み立て、そういったこと

によって基金を維持していくというような状況でご

ざいます。

○又吉清義委員 確かに皆さんが努力していること

をよく理解しております。しかし皆さん、例えば平

成25年度、平成26年度、平成27年度、この３つの基

金残高は何百億円あったかということです。これか

らこの平成31年度に向けてどのような勾配になって

いるのかです。その点について御説明お願いいたし

ます。

○宮城嗣吉財政課長 主要３基金の推移ですが、平

成７年度時点には300億円台で推移しておりました。

平成22年度以降、交付税の増なり税収の増などを反

映して基金残高が増加傾向にあります。３基金合計

で平成25年度が713億円、平成26年度が727億円、平

成27年度が704億円、平成28年度が699億円、平成29年

度が651億円。ここまでが決算でありまして、平成30年

度の見込みが２月補正後の見込みということで615億

円という形になっております。

○又吉清義委員 ですから、平成25年度、平成26年

度をベースにすると主要３基金がこれよりも落ちる

一方だと。そこが非常に危惧をしているのですが、

やはり皆さんとしてそれは全庁体制でどうあるべき

かというのはしっかり行っておかないと、今のペー

スで平成31年度で439億円という基金ですのでこれを

割ってやると、あと20年後はこれはゼロになるので

はないかというピッチでいくものですから、そこで

あえて聞いているわけです。やはりそれは全庁体制

でどう動くかということは私はしっかり取り組んで

いかないとこれは県財政が大変なことにならないか

ということを危惧しています。やはり思い切ってメ

スを入れるべきだと思いますがいかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 そういうことにならないよう

に、行政運営プログラム等も踏まえて先ほど申し上

げた年度ごとの取り組みを進めていくということと、

当然歳入をかために見込んでいるということと、歳

出をやっていく中で執行の段階ではやはり不用とか

経費節減等が出てきますので、そういったものを加

味しながら主要３基金の維持に向けては取り組みを

進めていきます。これは当然、全庁的にやっている
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取り組みでございますので、そこはそういうことの

ないように取り組みを進めていくということでござ

います。

○又吉清義委員 今までの全庁体制の取り組みで歯

どめがかかっているのでしたら私は厳しいことを言

いません。下がる一方、減る一方ですよ。そこを危

惧しているということをぜひ理解していてください。

全庁体制で取り組んでいてせめて横ばい、ふえてい

るのでしたら私はあえて質疑はいたしません。取り

組む中でこのような急激な減少傾向にある。これを

危惧しているということは意識改革をしていただか

ないと私は歯どめはかからないかと思いますので、

あえて申し上げます。

それでは次に、予算の中身に入ります。予算の中

身でまず１点目に、公共施設マネジメント推進事業

ということで３億8481万7000円がついております。

これについてどのような事業であるかということか

ら御説明をお願いします。

○下地常夫管財課長 少子高齢化や施設利用者ニー

ズの変化に加え、今後多くの公共施設が更新時期を

迎えることから、長期的な視点に立った施設マネジ

メントを推進する必要があります。この事業につき

ましては公共施設の安全・安心の確保、施設規模・

配置等の適正化及びコスト縮減、財政負担の平準化

といった基本方針に基づき取り組みを実施しており

ます。今年度の予算３億8481万円余りの中身につき

ましては、主に公共施設の大規模改修工事に要する

工事請負費等を計上しているところです。

○又吉清義委員 それ以外にも皆さんは大規模改修

くらいしかしていないのか、やはりこのマネジメン

ト推進事業で他府県で何をどのようにしているのか

というと、老朽化施設をどうするのか。これが確か

に改修事業もあります。あと社会的ニーズに合って

こないものをどうするのか。そういった考えは持っ

ていないということなのですか。これが本来の大き

なマネジメントの意味かと思いますが。

○下地常夫管財課長 公共施設マネジメントにつき

ましては、沖縄県においては沖縄県公共施設等総合

管理計画を平成28年に策定しております。この中に

３つの基本方針を立てまして、安全・安心の確保と

いうことで定期点検等の計画的な実施であるとか、

予防、保全の取り組みを行うとか、また施設規模・

配置の適正化ということで施設の評価を行って実際

に施設総量の適正化を図っていく。また、要らない

施設につきましては除去・売却、または処分等を行っ

ている。また、全体的にコスト縮減と財政負担の平

準化を図っていくということで、個別施設計画に基

づいては計画的な修繕等に取り組むという形で計画

は一応つくっておりまして、その方針に基づいて今

回事業を進めているところです。

○又吉清義委員 公共施設の大事な財産、普通財産、

行政財産であり、こういったことをやる中で要らな

いものはどうするかということを判断しなければな

らない。その中で非常に要らないものとして私がか

ねがね取り上げているのが、宜野湾の伊佐にある就

労センターですか。あれが要らなくなって何十年に

なりますか。

○下地常夫管財課長 旧沖縄県立駐留軍従業員等健

康福祉センターというお話だったかと思うのですが、

これにつきましては基本的に商工労働部のほうで所

管しておりますのであちらのほうで管理をしている

ところですが、現在施設としては使われていないと

伺っております。

○又吉清義委員 私はだからこの辺は県の皆さんは

もう少し全庁体制で取り組むのであれば、商工労働

部がしているから私たちは関係ないというのではな

くて皆さんこういう計画で予算も持っているわけで

す。これを提携して―もう正直言って課長があの施

設は要らなくなって何年たっているかは、そういっ

た情報さえも知らないのですか。中身は全く知らな

いのですか。

○下地常夫管財課長 商工労働部のほうで適切に管

理されているかとは思うのですが、お話を伺ったと

ころ次年度から建物は解体・撤去して―施設は老朽

化して使っていないということですので、解体・撤

去する予算を計上しているというふうに伺っており

ます。そして今後、建物の撤去後の跡地の利用検討

になれば当然ながら管財課としても一緒になって考

えていく形になろうかと考えているところです。

○又吉清義委員 本当にその辺はやはり最終的には

確かに現時点は事情があってあそこかもしれません。

しかし管財課が最終的には大きな権限を持っている

かと思うのですよ。ですから今、例えばそうすると

管理・運営が全部商工労働部が全て考え方もそこに

委ねるかというとそうではないですよね。最終的に

はこれをどうするかというのは皆さんの考えで左右

されるわけですよ。ですから全庁体制でしっかりと

やるべきだということを私は今、言っているわけで

す。知らないではなくて。ですから管財課としてこ

ういうふうに要らない施設、使えなくなった施設、

ニーズに合った施設というのはこれから調査するか

と思いますが、こういうものは今のところ県内で全
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く把握をしていないというふうに理解していいです

か。

○下地常夫管財課長 建物につきましては商工労働

部のほうで管理して、次年度から解体すると伺って

いるところであります。建物等につきましては行政

利用なり、それら目的が終了したあと跡地をどうす

るかという観点になれば当然ながら全庁調整なり、

そういった中で管財課も一緒に絡んでいく形になり

ます。基本的には所管している部局において財産は

管理されることが基本となっておりますので、御了

承いただきたいと思います。

○又吉清義委員 まあ堂々めぐりなのですが、今、

管財課としては自分たちの持っている普通財産・行

政財産でこのようなものは調査したことはないと理

解してよろしいですね。

○下地常夫管財課長 県有の未利用地についてであ

れば、県全体の未利用地につきましては約391万

2000平方メートルあるということで、主なものは大

体下地島空港の残地等になりますが、その中でも管

財課としては約20万平方メートルの未利用地を抱え

ているという形になります。

○又吉清義委員 それプラスもう一つちょっとお尋

ねします。購入したＭＩＣＥ用地の管理は管財課に

なるのですか。どちらになりますか。

○下地常夫管財課長 一応、文化観光スポーツ部が

施策を実施するために対応しているかと理解はして

おります。

○又吉清義委員 では管轄は皆さんではないという

ことですね。しかし最終的に皆さんが一番大きな権

限を持っていますから、これはそのまま無視すると

いうよりはやはりどうなっているかということは

しっかり管理することも今、大事な―マネジメント

事業は皆さんが進めるのですから、そういった意味

では私はもっとしっかりして積極的にやっていただ

きたいのですが、その辺と土地の使い方や管理をし

ていた部、そしてこれから引き継ぐ皆さんで一緒に

どういう使い方がいいのか、その辺は協議するべき

だと思います。これを管理して壊して更地になった

から皆さんが引き取ったら、自分たちの考えだけで

するのではなくてそこがどうあるかというのはやは

り全庁体制で協議して取り組んでいただきたいとい

うことを要望しますがいかがでしょうか。

○下地常夫管財課長 公共施設マネジメントにつき

ましては管財課のほうで総合管理計画をつくってお

りますが、各施設を所管している各部においては個

別施設計画を今後策定し、それに基づいて計画的に

予防・保全の考え方に基づいて修繕等を行っていく

形になります。その中でまた未利用地が発生すれば

当然管財課も一緒になりながら調整していくという

対応で今、取り組んでいるところです。

○又吉清義委員 細かくは聞きませんが、本当に軽

く20年以上どころか30年近くもああいう状態なので

すから。ぜひ、では年内にはこれはしっかりと撤去

作業をすると理解してよろしいですか。

○下地常夫管財課長 商工労働部のほうで予算を計

上して取り組むと伺っておりますが、予定では２年

ほどかかると伺っています。

○又吉清義委員 ですからその辺、商工労働部としっ

かり協議をして、やはり事業計画をどうあるかとい

うことを私はしっかりやっていただいて、そして２年

でできるのであれば２年でできる、こういうことを

しっかりすることによって、跡地利用をどうするか

がしっかりとした計画ができるから言っているわけ

です。いつできるかわからないという状態の中で跡

地利用なんかできないですよ。民間売買をする、そ

こに公共施設をつくる、どのような使い方が一番い

いか。これを、はい、すぐあした使いなさい、買い

なさいとこんな無理なことはできませんよ。ですか

らその辺は事業計画をしっかりしていただきたいと

いうことをあえて要望しておきます。

次に、知事公室のほうに移させていただきます。

まず、ワシントン駐在員活動事業についてですが、

今年度も7214万8000円ついていますが、例えば今ま

でにやった総事業費、ワシントン駐在員活動事業費

はトータルでどのくらいになったかということを御

説明お願いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 ワシントン駐在に

つきましては平成27年度から事業を実施しておりま

す。平成27年度の当初予算額で7932万9000円、平成

28年度で7369万6000円、平成29年度で7306万6000円、

平成30年度で7122万9000円、平成31年度が7214万

8000円。その合計額で申し上げますと３億6946万

8000円になります。

○又吉清義委員 細かいことは抜きにしてトータル

でもう３億6000万円も超すということなのですが、

この３億6000万円の費用対効果はどのようなものが

ありますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 これまでのワシン

トン駐在のほうでの活動状況を報告いたします。ま

ずワシントン駐在においては米国政府の関係者と連

邦議会議員、そういった方々への面談を実施してお

ります。それが平成27年度から平成31年２月現在の
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トータルとしては延べ779人の面談を実施しておりま

す。また、米国の連邦議会議員主催の公聴会という

のがワシントンＤＣ内でよく開催されております。

そういったものにこれまで約17回参加をしています。

また、米国内のシンクタンクのシンポジウムにトー

タル50回程度参加しております。それ以外には米国

で沖縄関係の情報、新聞でどういった報道がされて

いるか、それと政府関係者の動向、そういったこと

の情報提供ということでトータル328回実施しており

ます。それと、よく沖縄県内で事件・事故といった

ものが発生しますので、そういった対応をやってい

るという状況であります。そういった活動を通して

沖縄の現状の理解と基地問題の情報提供、それと米

国内の情報収集に努めているという状況になります。

○又吉清義委員 皆さんが情報収集に頑張っている

ことは非常によく理解しております。次はこの情報

を収集してどのように生かしていますかということ

を聞いているわけです。費用対効果です。私は何も

この駐在員の目的はあそこで会議をすることではな

いかと思います。今の答弁からするとたくさんの会

議が目的なように聞こえるものですから。これは基

地の整理縮小であり危険性の除去であり、事件・事

故を減らすために駐在を設けているのであって、今

の答弁からするとたくさん会議を開くことが趣旨・

目的なのですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 先ほど私のほうで

駐在員の活動を御説明いたしました。それでこういっ

た情報をもとに私たちは内部で今後どういった活動

をするべきか、また訪米するときにどういった方々

にどういった情報提供、それとどういった形での沖

縄県の展開を図っていくか。そういった状況に役立

てているという理解であります。

○又吉清義委員 ですから、そういった理解は理解

でよろしいですよ。予算をかけてそういった会議を

することでどういった効果が出たかということを聞

いているわけです。駐在員がいることによって県内

では解決できない問題が解決できたと、その効果に

ついて実例があれば５点ほど述べていただけません

か。

○金城典和参事兼基地対策課長 今、細かい資料は

持っていませんが、例えばワシントン駐在が米国の

議会関係、それと調査局。そういったところにもい

ろいろ訪問して意見交換をするということがござい

ます。例えば、調査局が沖縄に関する調査報告をす

る。その中で沖縄県の知事がどういった活動をして

いる、基地の問題はこういう形で現状があるという

ふうな適切な報告に結びつける。それとその調査局

の方々が日本に来る場合、それを沖縄のほうに誘致

して沖縄のほうでの意見交換をすると。そういった

具体的な実例があると理解しております。

○又吉清義委員 報告して沖縄に来る。それでした

ら何も駐在員を置いてするよりはこちらから旅費を

出して引っ張ったほうがいいですよ。３億6000万円

なんてかかりませんよ。一番大事なのは費用対効果

をいかに結びつけるか。これが県民の願いです。そ

こに税金を投入するのであって。ですから本当にこ

れでいいのかと最近非常に疑問に思っています。過

去にワシントン駐在員なんてなくて基地の一部返還、

全面返還はどれくらい行われてきましたか。皆さん

の資料を見るとかなりの数行われています。このと

きワシントン駐在員なんてないです。ない中で県職

員は立派に頑張っています。それと比較検討したと

きにこれでいいのかという考えを持つものですから、

非常に疑問を持ってあえて聞いています。ワシント

ン駐在員を設けてから、皆さんの力で返還された地

域はありますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 現在の基地の返還

につきましては、例えばＳＡＣＯの合意、最終報告。

それによる返還。さらに平成18年度の日米のロード

マップ。それに基づく平成25年の統合計画。そういっ

た現状の計画の中で一応は今、返還をされていると

いう認識をしておりまして、平成27年度にワシント

ン駐在を設置いたしました。それ以降、その活動に

よる返還は私のほうではないと認識しております。

○又吉清義委員 ですからこの費用対効果で今、県

の財政も３つの基金もかなり下がり始めています。

これでいいのか、費用対効果はあるのかと疑問で聞

いているわけです。

同じ関連するものですから、次に６番の辺野古新

基地建設問題対策についてお伺いします。今の辺野

古新基地建設問題対策事業について、やはり趣旨・

目的、普天間飛行場の負担軽減等に要する経費とい

うことになっていますが、今までに辺野古基地問題

で、職員であり裁判であり、そこに費やした予算は

どのくらいに膨れ上がりましたか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古新基地建設問題対策課では、辺野古に新基地はつ

くらせないという知事の公約の実現、それから普天

間飛行場の負担軽減に向けて取り組んでいるところ

です。辺野古新基地問題対策事業において辺野古新

基地建設問題に対する総合的企画・調整、普天間飛

行場の負担軽減対策等に要する経費としまして、平
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成31年の当初予算額は5497万2000円を計上している

ところですが、これまでまずどれだけの人件費を費

やしたかというところですが、当課における職員は

平成27年６月１日に当課は設置されまして、平成27

年６月から平成30年３月までの２年10カ月での当課

における勤務職員の人件費の総額は１億3537万167円

となっております。それから訴訟に費やした費用と

いうことがあったと思いますが、訴訟につきまして

は平成27年度から平成30年度までの４年間で幾つか

一連の訴訟がありましたが、それらの費用の総額は

１億4026万3378円となっております。

○又吉清義委員 このように多額の予算を使い負担

軽減に向けているということなのですが、私は宜野

湾に住んでいますが普天間飛行場の負担軽減になっ

た実感が湧きません。皆さんとしては具体的にどの

ような点が負担軽減になったか御説明願います。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 普天

間飛行場の負担軽減につきましては、普天間飛行場

負担軽減推進会議、作業部会等開催を求めまして、

この作業部会におきまして政府に対して同飛行場の

県外・国外移設でありますとか、５年以内運用停止

といったものなどを求めてきたところでございます。

これまでＫＣ130の県外移転でありますとか、あるい

はオスプレイの県外への訓練移転でありますとかそ

ういったものが行われておりますが、まだまだ我々

としては当然負担軽減が十分ではないということで、

長期ローテーション配備でありますとかそういった

ものも求めてきたというところでございます。

○又吉清義委員 具体的に今年度の予算で5400万円

余りの予算を組んでいますが、どのような負担軽減

を検討しているか御説明してもらえませんか。

○池田竹州知事公室長 負担軽減につきましては、

長く開催されていません宜野湾市も入っています負

担軽減推進会議の早期開催が非常に重要だと思って

おります。これにつきましては、３月１日に玉城知

事が安倍総理に面談した際にも直接その開催―担当

は官房長官でございますがその早期開催について協

力を申し上げ、安倍総理からは官房長官のほうにき

ちんと指示をしておくというような回答をいただき

ました。それを会議を開きまして具体的な私どもが

行っています長期ローテーション配備でありますと

か、そういったことをきちんと議論をして実質的な

負担軽減が図られるように取り組んでまいりたいと

考えております。

○又吉清義委員 ですから公室長、いつもよく考え

ておりますということなのでそれはそれで結構なの

ですよ。こんなに予算を費やす中で人件費で１億

3500万円、裁判費用だけで１億4000万円。トータル

で約３億円も費やしていますよ。そこに何の効果も

ない、出し切れないということはこれでいいのかと

いうことで疑問を持っているからですよ。具体的に

聞きますよ。私は２年前に前知事、翁長知事のとき

に馬毛島に行ったときに社会見学ではないですよと、

行ったらどうするのですかと聞いたら知事公室長は

何とお答えしたか、答弁を覚えていますか。

○池田竹州知事公室長 あのときの馬毛島視察につ

きましては口頭での提案がございました。訓練の移

転ということで。その状況を踏まえて県としてもそ

の状況を把握するということで視察を行ったという

ふうに考えております。

○又吉清義委員 だからただ見に行くだけではなく

ていろいろな課題が出ていますよ。負担軽減に向け

てみずから鹿児島に行動を起こしたこともない。馬

毛島をただ見に行っただけであるから、そこに訓練

移転、その考えもないと明確におっしゃっておりま

すよ。本当に皆さん負担軽減に向けてやる気はある

のですか。今回も代表質問でも一般質問でもいっぱ

い質問がありましたよ。相変わらずあれから２年たっ

ても皆さん何の考えもないのですよ。代表質問、一

般質問で馬毛島について県としてどのような考えが

あるか答弁しましたか。皆さん馬毛島について一体

どのように考えているのですか。

○池田竹州知事公室長 馬毛島につきましては防衛

省のほうで地権者と最終的な購入、取得に向けて調

整が行われているというふうに聞いております。そ

の主目的としましては、空母艦載機の離発着訓練の

移転というふうに伺っております。

○又吉清義委員 このように伺うのは大変結構です

よ。なぜ負担軽減に向けて３億円、こんなに予算を

かける中で皆さん行動を起こさないのですか。鹿児

島にお願いしに行った方が一人でもいますか。ある

かないかまずそれからお答えください。

○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、馬

毛島はまだ政府、防衛省のほうが用地取得の交渉中

という状況でございます。防衛省の施設として、ま

だなっていない民有地でございますのでそういった

行動はとっておりません。

○又吉清義委員 いや公室長、こんな悲しいことを

言うのではなくて。県民は皆望んでいるのですよ。

普天間も危険な状態なのですよ。これは政治も行政

も両方から攻めないと、現場調査もする、どのよう

にしたらできるか条件整備もする、やるべきですよ。
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防衛省と国がやることだから私は関係ないと言うの

でしたら皆さん、負担軽減は全く考えていないよう

にしか思いませんがね。今までどおり、これはずっ

とそういった趣旨なのですか。国と防衛省が考える

ことであって皆さんはこういうことを一切考えてい

ないというふうに理解してよろしいわけですね。

○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の実質的な負

担軽減を図るために、私どもはかねてから機種別の

離発着回数というのは防衛局に求めてまいりました。

ただ防衛局はその当時そういった把握はしていない

ということで私ども独自に調査をさせていただきま

して、オスプレイ以外のＣＨ53そして小型ヘリの離

発着もかなりの頻度であるということをデータで示

させていただきました。それを受けまして防衛局の

ほうは24時間どのような機種が離発着するかの調査

をその翌年度からも始めさせていただいております。

そのデータがきちんと出ることでどういった負担軽

減に具体的に取り組むかという取っかかりは得たも

のと思っております。そのようなことも踏まえて、

私ども機種・所属機の長期ローテーション配備等を

求めさせていただいているところでございます。

○又吉清義委員 どうせ公室長とは意見がかみ合わ

ないのですが、私は負担軽減の一番の近道は早く移

すことだと。先ほど馬毛島について、これは国や防

衛省がやることだと皆さんおっしゃっているのに防

衛省も国もその負担軽減、一日も早い危険性除去を

目指して辺野古に基地の整理縮小をしているわけで

すよ。こんなの邪魔するものではないですよ皆さん。

せいぜい静観してくださいよ。馬毛島は静観するの

に辺野古は予算をかけて反対をする。ちぐはぐだと

思いませんか。私は一日も早い危険性除去、負担軽

減に全力投球するのであればこれが一番の近道だと

思います。皆さんの負担軽減に向けての一番近い早

道、政策は一体何ですか。

○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の代替施設と

しまして辺野古埋め立てにつきましては玉城知事の

選挙公約、そしてせんだって２月24日の県民投票に

おきましてもそれに反対する民意は示されたものと

考えております。また、安倍総理そして岩谷防衛大

臣も軟弱地盤の存在によって工期が延びるというこ

とは国会でも認められております。早期移転のため

にはとにかくまず所属機の機体数をある程度減らす、

実質的に５年内運用停止は実現しませんでしたが、

実質的に訓練の移転をもっと大幅にやっていただく

―今でもオスプレイの県外・国外訓練の移転によっ

てその間、騒音が減少しているということは実績と

して確認できる部分もございます。そういったとこ

ろをより１歩２歩でも進めていただいて、宜野湾市

民の方々が実際にその負担軽減が実現できるような

取り組みについて負担軽減推進会議などを通してき

ちんと協議していきたいと考えております。

○又吉清義委員 ですから皆さん、もう早目に行動

を起こすべきだと思いますよ。誰が考えてもこれは

もう皆さんと意見は絶対相反するのですが。危険な

状態を一日も早く回避するためにどうするべきかで

あって、私からすると皆さんは工期が延びて喜んで

いるようにしか見えないものですから。工期がおく

れたら人がそれだけ危険にさらされるわけですから、

むしろ悲しむべきですよ。そしてなおかつＳＡＣＯ

合意から24年がたってようやく動き始めた。それを

13年も基地建設にかかるかと皆さんよくおっしゃっ

ておりますが、24年より短いではないですか。皆さ

んがあるべき姿で、あるべき協力をすれば10年かか

りませんよ。どうして皆さんはできない方向のもの

だけ並べるよりは、できる方向も両方並べて比較・

検討をしないのですか。できる方向で考えたことは

相変わらずないのですか。どうしたら一日も早くで

きるか。この策はいまだにないのですか。

○池田竹州知事公室長 新たな代替施設の埋立事業

は私ども、集中協議に臨む際の試算で13年程度かか

るとさせていただいたところです。そのようなこと

も踏まえますと、国内外の既存の施設に移転したほ

うが早いだろうというふうに副知事と副長官の集中

協議の際にも県側からは申し上げたと聞いておりま

す。

○又吉清義委員 ですから国外、県外であれ、こう

いった移設に向けて皆さんが行動を起こしているか

というと馬毛島の例を見てもわかるとおり一切行動

も起こさない。そして他府県に行って調査をしたか

というとそれもしない。これが本当に負担軽減措置

になるのですか。だから疑問を持って聞いているわ

けです。今までにかけた予算は半端ではないですよ。

裁判闘争費であり人件費であり、すごい金額ですよ。

そしてワシントン駐在員に関してもすごい金額です

よ。こんなに３億円近くも予算をかける中で皆さん

がこれで実績を出したと言う、県民が納得する実績

があるのであればせめて許されますよ。私から見た

ら全然ないように思いますがどう思いますか。

○池田竹州知事公室長 普天間飛行場代替施設とし

ての辺野古の埋め立てにつきましては、繰り返しに

なりますが玉城知事の公約、そして県民投票の結果

を踏まえてきちんと取り組んでいく必要があると考
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えております。そのためのさまざまな取り組みにつ

いては私どもは５度の知事訪米、そしてさまざまな

シンポジウムなどあるいはテレビ、雑誌のインタ

ビューなどに応じていくような形で取り組んできた

ところでございます。よりきちんと県民の、特に県

民投票の結果を踏まえた移設の見直しというのをこ

れからも訴えていきたいと考えております。

○又吉清義委員 訴えていくことは別に反対しませ

んよ。訴える中で双方の意見をぜひ訴えてもらいた

いと。皆さん一方通行ですよ。宜野湾市民がどんな

であるか、どんなに取り上げても一切ないがしろで

すよ。これも発信するべきですよ。両方を分け隔て

なく同じように費用をかけて発信していただけると、

私は基地問題は解決するかと思うのですが今みたい

に一方を伏せると。だって皆さん、那覇軍港を浦添

に移すのも県民はほとんど知らないですよ。原子力

潜水艦や空母が出入りできる機能であることも新聞

にも載らないから知らないですよ。こういうことも

新聞にもちゃんと載せる、浦添もきれいな海を埋め

ているのだがオール沖縄、もう県として賛成ですよ

と堂々と載せてください。ただ普天間だけは反対し

て。そうしたら県民は自然にどうあればいいのか、

正しい判断ができると思います。

時間がありませんので、済みません。あと１点だ

け。総務部のほうの、先ほどの説明の２ページ。財

産収入のほうで特別会計への公有財産の有償所管が

えによる支払いの増となっておりますが、具体的に

どちらの土地であるかということをお伺いいたしま

す。

○下地常夫管財課長 平成31年度の土地売り払いは

26億3934万円余りとなっておりますが、前年度に比

べて22億8512万4000円の増加を見込んでいるところ

です。主な増加の要因は那覇市西町にある旧運転免

許試験場跡地、約１万6200平方メートルを下水道用

地として特別会計に有償により所管がえするもので

あります。

○又吉清義委員 ちょっと済みません、聞こえづら

い……。下水道用地としてどちらに予定して……。

ちょっと聞こえづらかったのですがもう少し丁寧に。

○下地常夫管財課長 下水道特別会計がございます

ので、そこのほうに有償で所管がえするという形に

なります。

○又吉清義委員 最後にぜひ、委員長にお願いいた

します。先ほどこのように基地問題を解決するに当

たってワシントン駐在員であり辺野古問題であり、

このように莫大な予算を費やして、本当に基地の負

担軽減ができているとは理解できないものですから、

ぜひさらに要調査事項として要望いたします。よろ

しくお願いいたします。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、渡久地委員長から又吉委員に対

して、要調査事項は誰にどのような説明を

求めるのか、再開して発言するよう求めた。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 ワシントン駐在員活動事業、そし

て辺野古基地問題対策事業の２点について知事に要

調査事項を求めます。

○渡久地修委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取り扱いについては、明 ３月８日の委員

会において協議いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 知事公室長、そして総務部長に質

疑をする前に要望を申し上げて質疑に入りたいと

思っております。

私はちょうど仲井眞県政のとき、10年前でした。

この予算委員会の中でも部長、課長が答弁したいと

いうことは理解しておりますが、余りにも職員が多

過ぎる。廊下見てください。廊下いっぱいしていま

すよ。廊下の皆様方が答えるわけではないんですか

ら、ここに入る範囲内で当初予算も、決算は別とし

ても、答弁していただきたいなと。これは10年前に

も要望いたしました。二、三年はよくなっていまし

た。翁長県政になってまた職員が倍にふえています。

なぜ、それを申し上げるかと言いますと、２月、３

月は市町村の事業、県に対する資料提出がいっぱい

ある中で、県は議会中だからといって断って受理し

ないそうなんです。これは翁長県政、玉城県政だか

ら言っているのではありません。仲井眞県政のとき

から申し上げてきました。ぜひ、今一番大事な時期

ですから県だけではありません。市町村もそういう

大事な時期に県に資料を持ってきますので、断らな

いで受理できる仕組みをつくっていただきたい。

○金城弘昌総務部長 待機の職員が多いということ

について、どうしても予算全ての事業を網羅した事

業になっているものですから、そういう状況があり

ますけれども、今御指摘ありましたことについては、

関係部局を含めてしっかり伝えたいと思います。ま

た、議会中だから断るという実態があるということ

がございましたので、そこについては把握していな

いところでございますが、そういうことがないよう

各関係部局にしっかりと伝えたいと思います。
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○中川京貴委員 本会議よりも多い予算審議という

ものはないと思っておりますので、ぜひ総務部長か

らそれを連絡していただきたい。

では、質疑に入ります。本年度、約7340億円の予

算がついています。その中で県税が約1300億円。こ

れはもう部長も御存じだと思いますが、この沖縄県

の7000億円の約半分以上がある意味では国庫支出金、

地方交付税と。国からの交付金がほぼ半分以上ある

だろうなと。それは沖縄県だけではありません。島

嶼県である我が沖縄が自主財源も乏しい中でみずか

ら自主財源を確保するということが一番大切だと

思っていますが、あとでも少し質疑しますが観光税

とかいろいろなこと今県は考えていると思いますが、

それ以上に今後、県税以外に県の財政健全化に向け

た考え方をお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 御指摘のように、県の財政状

況はやはり依存財源が多いという状況は相変わらず

でございます。ただ一方、やはりこの間の一括交付

金等々を活用した経済政策等で間違いなく県税収入

も伸びてきておりまして、次年度は1300億円という

ことで10年前と比べたら桁が違うくらいの大きな税

収にはなっているところでございます。ただやはり

依然として社会保障関係費が伸びていく中で自主財

源が乏しいということになりますと、当然ながら財

政運営については緊張感を持って実行していかなけ

ればいけないと思っているところでございます。当

然のことながら財政の健全化に向けた取り組みでは

やはり県税収入の向上であったり、先ほど委員から

も御質疑がございましたが、いわゆる新たな財源―

観光税というのがございますが、そういったものの

確保であったりとか。あと不断でやっています３年

ごとの使用料・手数料の見直しであったりとか。ま

た先ほども御質疑でありましたが、いわゆる未利用

財産。使わなくなっているものについては売却をし

ていくということは当然歳入の確保という面では

しっかり取り組まないといけないのかなと思ってい

ます。また、歳出面では県単補助金の見直しである

とか、先ほどもございましたが老朽の建築物をしっ

かりメンテナンスをしてアセスメントをして長期保

有に持っていく。これまで30年くらいで建てかえを

していましたが、それを60年くらいで耐震化ができ

るのであれば使えるということでございますので、

それを建てかえるよりはそれを維持したほうが約６

割くらいにコストが縮減できるということもござい

ます。そういったことをしっかりやっていくという

ことがまず大切かと思っています。長期的になるか

もしれませんが、ここは当然のことながらこういう

ふうな施策を通して産業振興を進めていくことで税

源の涵養を図っていくということが基本的なスタン

スかと思っております。

○中川京貴委員 今、財政的な話が出ましたのであ

えて再質疑します。今、県の財産として県有地です

か、土地ですか。それを処分に当たってそれと隣接

する所有者不明土地があって県の土地が処分できな

いというようなことが一般質問か何かであるのです

が、そのときには県はどういった処分をするのです

か。

○下地常夫管財課長 所有者不明土地につきまして

は、基本的には県のほうで特別会計を設けて管理し

ておりますが、基本的に真の所有者が見つかるまで

という形で県または市町村で管理している形になり

ます。賃貸借についても使用者に返す予定ですので

短期賃貸借しかできません。実際に私たちとすれば

所有者を探して見つかれば返すという作業をします

が、それまではずっと県、市町村が管理する形にな

りますので処分を求められても私たちとしては今対

応することはできないという形ですので、所有者不

明土地につきましては売却等はできない形になりま

す。

○中川京貴委員 その件でいろいろなところで事業

が執行できないということもあって私は提案を申し

上げますが、やはり裁判手続を持ってその土地を確

保してもし後で出てきたらその土地をどこかで同じ

面積のところを譲るということで事業は執行したほ

うがいいと思っています。これはやはり裁判の手続

があると思いますが、県からそういったいろいろな

提案をしたことがありますか。

○下地常夫管財課長 収用とかそういうものであれ

ば、当然ながら所有者不明土地であっても公共事業

で収用されて金額にした形で特別会計で管理すると

いう形もありますし、換地、区画整理とか換地があ

ればそれで換地もされて別の場所に所有者不明土地

を確保するというような形の整理はされております。

ただ民間のほうからの要望に対して、売却に対して

はちょっと難しい、対応ができないという形ではあ

ります。

○中川京貴委員 ぜひこの問題解決に向けて努力し

ていただきたいと思っています。

委員長、ちょっと知事公室と総務部にまたがる質

疑になると思いますが、それはもうどちらでも答え

て結構ですから質疑します。補正予算でも質疑が出

ておりましたが、我が沖縄県に対する軍用地料も含
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めた基地関連収入、また駐留軍の給料はトータルで

幾らありますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 ちょっと手持ちの

資料が古いもので、今持っている資料の中でお答え

したいと思います。平成26年度が約4270億円。平成

25年が4132億円。平成24年が3989億円。そのような

推移になっております。

○中川京貴委員 済みません、これは駐留軍の給与

と軍用地料を分けた数字を教えてください。

○金城典和参事兼基地対策課長 先ほど私は4000億

円くらいの数字を御報告いたしましたが、済みませ

ん、ちょっと数字を見るのを間違えました。先ほど

の数字は県民総所得の数字でしたので、改めて数字

を御報告したいと思います。まず軍関係、平成27年

度が2305億円です。それと平成26年度が2428億円。

平成25年度が2091億円というふうになっております。

その内訳についてですが軍雇用の所得のほうについ

て。平成27年度が514億円。平成26年度が495億円。

平成25年度が496億円となっております。さらに軍用

地料については平成27年度が848億円、平成26年度が

845億円、平成25年が832億円となっております。

○中川京貴委員 基地関連収入ということで聞いて

いるのですが、その中には傾斜配分も含まれており

ますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 市町村への交付税

等については一応入っていなくて、先ほどの数字、

総合計の内訳については米軍等への財サービスの提

供。先ほど言いました軍雇用者所得、軍用地料、そ

の他もございますがその合計になります。

○中川京貴委員 今、答弁を聞いたとおり基地関連

収入と言ったら今数字が出ましたが、この傾斜配分

は地方交付税の中の特別ではなくて普通交付税で

入ってくるのです。これ僕は議会で何度か質問して

おります。これは地域振興密度補正１だったと思っ

ておりますが、これもう基地関係では普通交付税と

して入ってきたのではないですか。これは基地がな

ければ入ってきましたか。

○宮城嗣吉財政課長 普通交付税の基地補正という

形ですが、基地等が所在することによる渉外関係事

務とか清掃関係事務等に係る行政経費というものを

補足するという意味合いで平成９年度から普通交付

税で措置されております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から普通交付税の基地

補正も基地関連収入かどうか答弁すべきと

指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

宮城嗣吉財政課長。

○宮城嗣吉財政課長 どのように算定されているか

ということでお答えしますが、普通交付税の算定の

中で合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族の数、それ

から合衆国軍隊及び自衛隊の用に供する土地の面積

を算定の基礎として交付されております。

○中川京貴委員 この予算はそもそも当時自治省の

予算で、それで今現在の総務省の予算になっていま

すが、なぜそれが普通交付税に入ってきたのか。そ

もそもこれが実施された経緯について伺いたい。

○宮城嗣吉財政課長 基地等が所在することにより

ましてふえる行政経費、渉外関係であったりとか基

地関連の経費であったりとか、あるいは水質汚濁と

か航空機騒音の監視・調査とか基地があるがゆえの

行政コストを補足して普通交付税で措置しようとい

うことで、関係市町村からの要請等もあって措置さ

れたと聞いております。

○中川京貴委員 この予算は当時、梶山静六予算と

言われて僕は一般質問でも―これ初めて聞く方もい

るかと思いますが、宮城篤実町長と政治判断でつく

られた予算だと思っております。その中で、全国で

150億円の予算。２分の１の75億円が沖縄の予算と

なっております。なぜ市町村が50億円で県が25億円

なのですか。これはどういう割り振りですか。

○宮城嗣吉財政課長 平成30年度に普通交付税で算

入された基地補正の関係、全国の合計が152億円です。

おっしゃるように、沖縄県の県分が21億円、市町村

分が55億円の合計77億円となっておりまして、先ほ

ど申しましたように合衆国軍隊の構成員、軍属、家

族の数、それから合衆国軍隊及び自衛隊の用に供す

る土地の面積を算定基礎として配分されたものであ

ります。

○中川京貴委員 私が質疑しているのは、今面積が

出ました、軍隊の数が出ました。これは市町村が持っ

ているのであって県が土地もこの軍隊の数も県が

持っているのですか。県が21億円を使う根拠を示し

てください。

○宮城嗣吉財政課長 算定の基礎としての土地とい

うのは県有地とか私有地とかということではなくし

て、合衆国軍隊とか自衛隊の要に供する土地の面積

ということで沖縄県の県土の中で提供している土地

の面積、それぞれの市町村の提供している面積で算

定されているものでありますので、所有には関係し

ていないところです。

○渡久地修委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、中川委員から県分が21億円にな

る根拠を答弁すべきと指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

下地常夫管財課長。

○下地常夫管財課長 算定の基礎数値は先ほど申し

上げた３つの要素になりますが、総務省のほうでは

この算定に用いる基礎数値というのは防衛省のほう

から入手しておりまして、防衛省におきましては交

付税の算定という目的に限り総務省に提供している

ということになっておりますので、この算定基礎数

値については非開示という扱いということで聞いて

おります。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中、中川委員から根拠を答弁すべきと

指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

宮城嗣吉財政課長。

○宮城嗣吉財政課長 基地補正が措置されている目

的でお答えしたいのですが、この措置については地

方公共団体がその土地を所有しているかどうかにか

かわらず、基地があるがゆえに派生する行政経費を

補足するために基地の面積とか軍人等の人口をもっ

て測定して交付しているということになります。

○中川京貴委員 ではもう、質疑と答弁がかみ合い

ませんが、当初は県は25億円の予算があったものが

なぜ21億円になったのですか。当初の予算を示して

ください。平成９年のときは県は幾らありましたか。

○宮城嗣吉財政課長 平成９年度は25.3億円です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員からなぜ４億円減って

21億円になったのかを質疑している旨の補

足説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

宮城嗣吉財政課長。

○宮城嗣吉財政課長 平成27年度から平成28年度に

かけて普通交付税の算定に関して見直しがありまし

て、これ全体的な動きと聞いているのですが人口に

かかる単価が見直しになっておりまして、その関係

で単価が引き下げられたことによって措置額が減っ

たと聞いております。

○中川京貴委員 県が管理するところの米軍の人口

が減ったのですか。

○宮城嗣吉財政課長 算定に係る単価が引き下げら

れたということです。

○中川京貴委員 単価はどこの単価のことを言って

いますか。

○宮城嗣吉財政課長 軍人等の人数にかかる単価に

なります。

○中川京貴委員 軍人はどこの軍人のことを言って

いるのですか。

○宮城嗣吉財政課長 交付税を算定する場合の測定

単位を大きなもので人口と面積というのがあるので

すが、この人口にかかる単価の見直しの一環で、構

成員、軍属、家族等の人数の単価も引き下げられた

ということで県分の測定単位の人口に係る見直しの

―県分のほうには影響があったのですが、市町村分

の単価のほうには影響がなかったというふうに聞い

ています。

○中川京貴委員 なぜ全国で150億円あるうちの２分

の１の75億円が沖縄県なのでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 基礎数値のほうが軍人、軍属、

家族の数とか合衆国軍隊に供する土地の面積、それ

から自衛隊の用に供する土地の面積も入っておりま

すので、それで配分された結果だと思います。

○中川京貴委員 知事公室長にお伺いします。知事

公室長は代表質問、一般質問で沖縄県の基地の過重

負担、全国の70％以上も基地が集中していると言っ

ていますが、150億円のうちの100億円を国に要求す

べきではないですか。

○池田竹州知事公室長 先ほど財政課長が答えてい

ますように、基地の傾斜配分につきましては米軍基

地だけではなくて自衛隊基地も入っているというふ

うに伺っております。要するにその基地が所在する

米軍、そして自衛隊基地が所在することによる付随

する経費に都道府県、市町村が対応するためのもの

というふうに、それが導入の背景だというふうに理

解しております。米軍専用施設面積だけであれば中

川委員がおっしゃるとおりの形で要求する必要があ

ると思いますが、そういった観点からいくと100億円

という形にはちょっと要求するのは難しいのではな

いかと考えております。

○中川京貴委員 今、知事公室長の答弁が間違いと

いうことを指摘して再度質疑をします。沖縄市は10億

円あります。那覇市は自衛隊基地がありますが幾ら

ありますか。これは一般質問でも聞いております。

安慶田副知事が答弁していましたが1000万円しかあ

りません。

○宮城嗣吉財政課長 企画部から入手した資料でお

答えしますが、那覇市は1000万円になっております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から基地の傾斜配分に

ついては、米軍基地の面積が算定基準の大
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きな要素になっているとの説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 知事公室長にお伺いいたします。

これは沖縄の、もちろん基地の整理縮小は県民の願

いであり総意であります。これは間違いありません。

ただこの全ての沖縄の基地が沖縄の経済の最大の阻

害要因であると翁長前知事も言っておりましたし玉

城知事もそういう考えかと思いますが、知事公室長

もそういう考えですか。

○池田竹州知事公室長 主に基地の跡地利用の観点

からの経済効果についての視点だと思います。要す

るに基地が所在しているときよりも那覇新都心ある

いは北谷の北前にしましても数十倍の経済効果、雇

用効果が生じているということから玉城知事は経済

をフリーズさせているというような言い方をされて

いると思いますが、それが返還されることによって

経済が大幅に活性化してきているというのは過去か

らの経緯からすれば経済的にはそういった面があろ

うかと思います。

○中川京貴委員 御承知のとおり、普天間飛行場の

ヘリ部隊は北谷のハンビーにあったことは御承知で

すよね。

○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の形成過程で

いわゆる本土のほうから部隊が移動してきたり、ま

た今おっしゃるような部分が移駐してきて今の普天

間基地が形成されてきたものというふうに考えてお

ります。

○中川京貴委員 これまで沖縄の基地問題は読谷村

の象のおり、それは近隣施設と県内移設をしながら

基地の整理縮小が、現実的に対応しております。こ

れまで当時の屋良知事、西銘、そして稲嶺、仲井眞、

翁長と、現在玉城知事になっておりますが、これま

での歴史を考えたときに知事がかわるたびに行政が

継続していかなければいけないと思っています。例

え知事がかわっても行政というのはやはり継続性が

あって、県民の生活や事業が実行できると思ってお

ります。知事がかわるたびにこの行政の継続性がス

トップしたり、また白紙に戻ったりすることがあっ

ていいのですか。

○池田竹州知事公室長 基地政策に関しましては、

全てではありませんが例えばＳＡＣＯに基づく、あ

るいは統合計画に基づく返還につきましては玉城県

政、その前の翁長県政も基地負担軽減のために進め

ていくという立場でそのところは継続しているもの

と考えております。ただ、代替施設としての辺野古

埋め立てにつきましては、それを公約に掲げ知事が

当選されたということは県民の判断の一つであろう

というふうに考えております。

○中川京貴委員 私が一つ申し上げたいのはやはり

知事がかわるたびに沖縄の経済が停滞してはいけな

いと、行政の継続性を主張しております。それと県

の職員の意識を高めて、知事がかわるたびに職員の

考え方が変わるようではこれは市町村に影響すると

思っています。もちろん、基地問題は避けて通れま

せん。しかしながらこれまでこの勢いをとめること

なく沖縄の振興策とか鉄軌道、那覇空港の滑走路、

あと観光立県ですね、それを考えたらやはりやるべ

きことがたくさんあると思いますがいかがでしょう

か。

○金城弘昌総務部長 これは本会議等でも答弁させ

ていただいておりますが、沖縄振興については沖縄

振興特別措置法に基づいて、要するに沖縄が抱える

特殊事情から生じている政策課題に対応するため、

その継続をしているということでございます。当然

ながら一括交付金を初めこれまでの沖縄振興策、沖

縄振興予算でさまざまなところで課題解決に向けた

取り組みが進められているところでございます。特

に一括交付金が入ってからはそれが顕著になったの

かなというふうに思っております。当然ながら国も

申し上げていますが、いわゆるその骨太の方針等、

基地問題とは別というふうないわゆる沖縄振興策は

国家戦略としてやっていくということでございます

ので、そこは国と一緒に歩みを進めていきたいと思

います。

○中川京貴委員 わかりました。せっかくですから

公安委員会にも少し質疑させていただきたいと思い

ます。たしか去年だったと思いますが、これから各

警察署の老朽化に伴って警察署が新築されると思い

ますが、その年次的計画について。糸満署もたしか

工事をしていると思いますがその計画について。

○山本将之警務部長 委員御指摘のとおり、糸満警

察署につきましては現在設計が終わりまして建築に

向けた、工事開始に向けた準備をしているところで

ございます。今後の予定ですが、今回予算で要求を

させていただいております宜野湾警察署も昭和54年

７月に建設されまして築後39年を経過して大変老朽

化しているということでございますので、今回宜野

湾警察署の新庁舎建設事業というものを要求させて

いただいているところであります。今後につきまし

ても老朽化している警察署がございます。例えば名

護警察署等でございますが、名護警察署につきまし
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ては老朽化し約38年経過をし、また海抜が非常に低

いところに位置するということでございまして、こ

ちらも建設に向けて準備を進めてまいりたいと考え

ているところでございます。

○中川京貴委員 私はこれ前にも質問しましたが、

ぜひ本部長にお願いしたいのは嘉手納警察署も―警

察署の業務は地域の協力なくしてできないと思って

おりますが、死体安置所というのですか。それがも

うほとんど外のほうにあって身内が、家族が亡くなっ

た。そういう悲しい時期に外の倉庫みたいなところ

で安置されていることに対して地域からいろいろな

要望があります。これからの警察署はそういったと

ころもクーラーのついた施設が―糸満署はできてい

ると思いますが、今後はそういう課題をぜひ解決し

ていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○筒井洋樹警察本部長 今、御指摘いただいたよう

なことについて私も事務方から話を伺っております。

警察署の建てかえも含めて警察業務を行っていく上

では地域の方々の御意見を十分に踏まえて適切に対

応してまいりたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひ、例えば病院で亡くなれば亡

くなるときに心の準備があったりして病院の医者が

その死亡判断をしますが、やはり警察署に来るとい

うのは家で亡くなるか道路で亡くなるか、変死体に

なるのか、そういったことで地域の皆さんは苦しい

場面があります。総務部長、僕はぜひそういったこ

とで警察署建てかえのときはやはり配慮していただ

きたい。本部長、どうですか。総務部長もどうぞ。

○金城弘昌総務部長 当然ながら予算措置の話にな

るのかなと思っておりますが、当然その関係部局が

それぞれ具体的な要求を出してくるところでござい

ます。当然ながら県警本部のほうも出してくると思

いますので、それにつきましてはやはり予算の基本

的な考え方ですが、必要性ですとか緊急性、または

事業効果、事業熟度等を総合的に勘案するとともに、

当然ながら財源も考えないといけませんので、そう

いったことも含めてそれぞれの部局と対応していき

たいと思います。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時15分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 まず最初に、不発弾処理事業につ

いてでありますが、32億円余りの予算がついており

ます。これは、従来、仲井眞県政時代の６億円、７億

円の予算からこれだけ大幅に増額できた、これは大

きく評価すべきだと思うのですが、残念ながらその

進捗状況がはっきりしないというのが沖縄県民の偽

らざる考え方であります。その現状についてまずは

お聞かせください。

○池田竹州知事公室長 さきの大戦におきまして県

内に生じた不発弾は、約１万トンと推定されており

ます。復帰前に約6000トンが処理され、平成29年度

末までにさらに2000トンが処理されて、8000トン以

上が処理されているのですが、現時点におきまして

も2000トン弱の不発弾があると推定しております。

今、仲田委員からありましたように、不発弾の処

理事業、当初は長らく数億円ぐらいだったのですが、

平成21年の糸満市で起きました不発弾の爆発事故を

契機に、県、市町村、そして政府一体となって増額

拡充に取り組んでいただきまして、今年度と次年度

が過去最大規模の予算となっております。

発見情報に基づく大規模な事例というのが少なく

なってきていますが、毎年、私どものやっている事

業でも何トンかの不発弾が発見されているというこ

とで、引き続き県の事業等を活用してきちんと対応

していくように努めていきたいと思っております。

○仲田弘毅委員 昨年度、市町村とタイアップした

その磁気探査費用が足りなくなったという事例があ

るわけですが、ことしはそのことも含めた対応策は

大丈夫でしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 昨年度足りなくなっ

たというのは、住宅等開発磁気探査費補助金という

ことで、民間の方が住宅をつくったりとかホテルを

つくったりということで、そこに対する100％の補助

をしている事業ですが、そこの事業について、結果

的には足りたのです。ただ、民間の方の事業という

ことですので、いつ申請してくるかがわからないと

いうこともありましたので、一時的にその受け付け

をとめたということもあります。ただ、今後の改良

点として、大体いつごろ申請するとか、どのぐらい

の補助が必要なのか、そういったことを事前に書類

をいただくようにしまして、今回はそういったこと

は一切ないということで順調に処理が進んでおりま

す。

○仲田弘毅委員 例年、本会議で質問の答弁のたび

に、あとどの程度の期間そういった事業があるので

すか。これからあと70年は磁気探査あるいは不発弾

処理は行われるという答弁ですが、実際はどの程度

までにある程度の目鼻がつくと執行部は考えてい
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らっしゃいますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 先ほども公室長の答

弁がございましたが、１万トンの不発弾があったと

いうことで今までに8000トン処理されていたという

ことで2000トン弱がまだという中で、絶対数量的に

は少なくなっているということもありまして、探査

してもなかなか見つからないということで、予算を

幾らかけても予算に応じてその数量が比例して増加

するようなものでもないもので、一概に今後何十年

かかると言うのは非常に難しいのですが、前回はい

ろいろ70年ぐらいかかるというところがありまして、

そういった状況です。

○仲田弘毅委員 これは第二次世界大戦で沖縄は地

上戦が行われたこの地域において、やはり地域別に

ポイントポイントをしっかりやっていかないと、砲

弾を全然受けたことがないような地域を磁気探査し

ても、それは不発弾が出てこないのは当たり前であっ

て、その被災地、激戦地だったところを重点的にやっ

ていくという考え方でよろしいでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 はい、おっしゃると

おり、昔、そこに飛行場があったとか、そういった

場所とか、糸満市とか激戦地になったところとか、

そういったところには多数見つかっております。そ

ういったことでデータベースというのも構築してお

りますので、その辺を活用しながら重点的に探査し

ていくということで取り組んでおります。

○仲田弘毅委員 次、消防広域化推進事業等、消防

防災車両についてお聞きしたいのですが、この広域

化の推進事業というのは具体的にはどういったこと

を考えていらっしゃいますか。

○池田竹州知事公室長 まず広域化ですが、消防庁

によります全国の消防広域化の推進指針というのが

ございますが、それが平成30年の４月に改定されま

して、広域化の推進期間が平成36年４月１日まで６年

延長されております。これに基づきまして都道府県

は、消防力強化のために広域化を推進するよう求め

られているところです。このため、県としても平成

31年度に調査事業を行うこととしております。その

際に、県の消防広域化は１度全県一消防を目指して、

それが中止に至った経緯がありますので、職員や消

防車両の配置など、具体的に広域化によってどうい

うメリットがあるのかというのを次年度の予算で確

認をして、市町村との意見交換も経ながら、広域化

にもいろんな段階があると思います。全県一消防と

いうのが最終的な形であれば、近隣の市町村ででき

るところから始めていくといういろんなアプローチ

があると思いますので、その辺の取り組みを次年度、

調査も交えて検討していければと思っております。

○仲田弘毅委員 この広域化を推進したときに、那

覇市が一番課題になったという記憶があるのですが、

現在、那覇市においてはどういう取り組みがなされ

ているかというのは御存じでしょうか。

○池田竹州知事公室長 平成22年から平成24年ぐら

いにかけての広域化は、記憶の限りでは沖縄市さん

と浦添市さんが、まず、それぞれの市域がかなりコ

ンパクトであるということで、自分たちの独自の消

防でも十分効率化を図られているという観点から協

議会から離脱されたということを伺っております。

その後、那覇市さんも離脱されて、全県一消防につ

いてはまだうまくいかなかったという状況かと思い

ます。

今回の広域化は、まだ次年度きちっとした調査を

行っていくということで、各市町村の意向調査等も

次年度になってきちっと確認していきたいと考えて

おります。

○仲田弘毅委員 私、ほとんど今までで県内におけ

る各消防署の隊員、職員の充足率というのをずっと

気にしながらやってきたわけですが、この広域化も

大事ですが、各沖縄県内の消防隊員の充足率という

ものについてはどうでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 ３年に１度行われる

消防庁の消防施設整備計画実態調査の平成27年度調

査結果によると、同指針に基づき算定された消防職

員数2543名に対し1573名の配置となっております。

充足率は61.9％となっております。全国一低いとい

うことになっております。

○仲田弘毅委員 これは自然災害のことを今回一般

質問でさせてもらいましたが、南西海溝あるいは琉

球海溝と言われているお互いの一番近くで発生した

場合には、島嶼県である沖縄県が大変厳しい状況に

なりますよというアドバイスもありまして、消防隊

員、役場の立地条件も含めて糸満警察署が海抜ゼロ

メートルが上がってくる、役場も今そういうふうな

動きがあると。名護署なども海抜ゼロメートルです

から、いざ有事の際に指揮系統を担うこういった署

がこういった状況になる。あるいは隊員が足りない、

職員が足りないという場合には、これはもう県民へ

の行政サービスの一番根幹であるところの生命と財

産、身体を守っていくという意味では絶対必要だと

思うのですが、職員の充足率を伸ばしていく、ふや

す、そのことについてはいかがでしょうか。

○池田竹州知事公室長 消防組織法の規定で、消防
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については市町村が責任を持って行うこと、そして

その必要な経費については普通交付税で措置されて

いるところでございます。

今、防災課長からありましたように全国一低いの

ですが、例えば３年前と比べると３ポイント以上向

上はしておりまして、各市町村も今、一生懸命努力

しているところだと思います。

県としては、引き続き島嶼県であるという脆弱性、

よそからの陸路での応援というのが途絶しますので、

消防の充実というのはとにかく大事だと考えており

ます。引き続き市町村と実質的な職員数をきちんと

確保していただくよう連携を図っていきたいと考え

ております。

○仲田弘毅委員 本部長、これは大体同じ内容にな

ると思うのですが、全国で唯一の島嶼県である沖縄

県において、今現在の県警の職員で沖縄県にいる

140万人の県民の生命、財産、身体をしっかりと安全

性が確保できるとお考えでしょうか。

○筒井洋樹警察本部長 現在、沖縄県警察の警察官

の定員は2771名であります。警察官の定員について

は、国の政令で基準が定められておりまして、それ

に従って条例で定めるということになっているので

すが、その政令を定めるに当たって、私どもとして

も逐次いろいろと沖縄県の―先ほど委員がおっ

しゃったような事情も説明しながら、それで決めて

きていただいております。

我々としては、今の体制で十分足りているかどう

かというのはなかなか一概には申し上げにくいとこ

ろですが、日々変化する、年々変化する治安情勢に

応じてきちんと我々の責任が果たせるようにいろん

な工夫をし、また、必要があれば定員についても国

に要望するなどしていきたいと思います。

○仲田弘毅委員 これは、中に意見として、九州の

他県において沖縄県とほぼ人口が一緒の他県と比べ

るといいではないかという話もあるのですが、ただ、

立地条件が、本県の立地条件と九州の他県、同類県、

人口が一緒の県とこれはおのずから立地条件が違う

と。ましてや島嶼県で、隣県に渡るのに空路か海路

しかない。しかも、今、この国境を股にかけながら

密航とかあるいは密輸とか、いろんなことが騒がれ

ている中において、やはり沖縄県警も海上保安庁と

もども一緒になって、もっともっと職員をふやして

いく必要があると考えています。そういったことを

含めてぜひ本部長も前向きに、沖縄県民の身体、生

命、財産、安全を確保するためにそういったことを

やっていきたいと、この決意を再度お伺いしたいと

思います。

○筒井洋樹警察本部長 まさに委員おっしゃるとお

りだと思います。島嶼、当県におきましては、いろ

いろと地理的に他府県と違った部分がありますし、

抱えている治安事象についてもいろいろと他府県と

違った面がございます。それぞれの県でそれぞれ事

情がありますので、なかなか一概に定員がこうある

べきという公式みたいなものを導き出すのは難しい

のですが、沖縄県民の生命、身体、財産の保護とい

うこの使命をしっかりと果たせるように、その体制

についても不断に検討していきたいと思います。

○仲田弘毅委員 最後の質疑ですが、総務私学課に

ついてお願します。

私立学校等教育振興費並びに高等学校等就学支援

金事業があります。これはもちろん沖縄県において

は独自の建学の精神でもって県内教育に大きな功績

を残してきたことは言うまでもありません。その中

で私学協会というのがありますが、今、この私学協

会がいつできたのか、そして加盟校が何校あるのか

お聞かせください。

○座安治総務私学課長 今、手元に資料がなくて、

いつできたかあるいは加盟校、そういうのはわかり

ませんので、お時間をちょうだいして後でお答えし

たいと思います。

○仲田弘毅委員 いや、大丈夫ですよ。もう25年に

なるそうです。中学部門が６校、高校が４校あるそ

うです。沖縄県の私学が今まで果たしてきた役割と

いうのは、沖縄県が学力向上対策委員会、ＰＴＡ、

学校、職員ともども一緒に頑張ってきたころのあの

学力の低下を引き上げてきた大きな立て役者でもあ

ると僕は考えています。そういった意味合いにおい

てこの教育振興費あるいは就学支援事業費というの

がありますが、これは半端な額ではなくて24億円と

22億円が組まれているわけですが、まず私立学校等

教育振興費について、これは中学の６校あるいは高

校の４校全てに適用される額でしょうか、費用でしょ

うか。

○座安治総務私学課長 私立学校等教育振興費につ

きましては２つ大きな柱がありまして、１つは学校

の経営に対する支援、それともう一つは生徒に対す

る支援ですね。この２本立てで大きく事業が分かれ

ています。内容としましては10事業ぐらい細かい事

業がぶら下がっているのですけども、メーンとなる

のは学校の運営費に対する経常費的な補助、これが

８割方を占めておりまして、これに関しましては委

員御質疑の各学校に適用されるかというところでご
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ざいますが、私立の小中高校に適用されるとなって

おります。

○仲田弘毅委員 次の就学支援事業ですが、これは

授業料の支援ということで理解してよろしいでしょ

うか。

○座安治総務私学課長 高等学校等就学支援金事業、

額も20億円余りでかなりございますが、これにつき

ましては、授業料に対する支援ということで、生徒

に直接交付するわけではないのですが、学校に対し

て交付して授業料分と相殺するという仕組みとなっ

ております。

基本的には年間11万8000円ですが、これが基本額

となっています。この基本額と申しますのは、公立

学校の授業料相当分、一月9900円でございますが、

それに相当する額で、所得に応じまして基本額から

最大2.5倍まで拡充されるということになっていま

す。

○仲田弘毅委員 これは高等学校４校あるわけです

が、その学校によっても違う人数になっているので

しょうか。

○座安治総務私学課長 私立も全日制だけではなく

て、これは通信制、広域通信制高校に対しても適用

しますし、専修学校の高等課程に在学する学生も対

象になります。ですから、学校によって生徒数が違

うのですが、一部高額所得者の家庭については支給

がないところでございますが、ほぼ生徒数に応じた

金額となっております。

○仲田弘毅委員 私学は国公立、県立高等学校と比

較して授業料が若干高い。そして家庭的にはある程

度ゆとりのある家庭の子供が行くというのが従来の

周囲の考え方があったわけですが、今、世の中がこ

れだけ目まぐるしく景気がよくなったり悪くなった

りという状況の中で、子供が入学したときにはお父

さんは十分仕事もあってよかったんだが、子供が入

学した後、余り経済状況がよくないと、そういった

子供たちにとっては、こういった世帯にとってはこ

ういったシステムというのは、僕は今後もぜひ継続

してやっていただきたいと、こういった気持ちであ

りますので、公立に関しては県の教育委員会が面倒

を見て、私学振興に関しては従来どおり総務私学課

が一生懸命頑張っていただきたいなと、こう思いま

す。

○渡久地修委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 では、私も少し消防関連の予算に

ついてお尋ねさせてください。先ほど、仲田委員の

ほうからもありましたが、市町村の消防本部、この

職員数ですね、充足率が全国で最下位という御答弁

があったと思います。職員数、人件費だけではなく

ていろいろ設備もあると思うのですが、特に設備の

中で代表的な消防ポンプ車ですね、この辺はこれも

ある程度この地域にこのぐらいあってしかるべきだ

という数値があると思うのですが、それに対しての

充足率といいますか、どのぐらい満たされているか

というのは沖縄はどういう状況でしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防ポンプ自動車に

つきましては、153台の算定に対して129台配置され

ておりまして、充足率は84.3％となっております。

○宮城一郎委員 全国平均と比較して、あるいは全

国でどのぐらいの位置づけにあるというのはわかり

ますか。

○上原孝夫防災危機管理課長 全国平均の消防ポン

プ自動車の充足率は98.9％となっており、14ポイン

トぐらい低くなっています。順位は、47位というこ

とで最下位です。

○宮城一郎委員 設備のほう、そのほかにもいろい

ろはしご自動車ですとか化学消防車、救急自動車、

救助工作車等々あると思うのですが、この辺、もし

沖縄県の傾向が大体似たようなものであればくくっ

て御説明いただいてもいいのですが、この辺はどう

いうふうになっていますでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防庁の平成27年度

調査結果によると、本県の救助工作車の充足率は

95.2％で、全国の充足率91.2％と比較し４ポイント

上回っておりますが、はしご車、化学自動車、救急

自動車の各消防車両及び消防水利の充足率について

は、全国の充足率を下回っております。

○宮城一郎委員 先ほどの仲田委員の―この数値は

平成27年、３年に１度の改正ということなんですが、

平成27年当時、警察職員１人当たりがケアしている

沖縄県民は大体548名ぐらいに対して、消防は職員

１人が928名ぐらい面倒を見ているというか対応して

いるという状況で、これもかなり看過できない、一

概には比較できないんでしょうが看過できない状況

だと思っています。それで、その予算なんですが、

消防署の職員の人件費等は先ほど公室長がおっ

しゃったように、交付税として直接市町村自治体に

おりていくと聞いているのですが、この地域に本来

このぐらいいたほうがいいと言われる人員と、それ

と市町村が定めている消防署の定員というのですか、

定数というのですかね、これは大体似たようなもの

なんでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防組織法の規定に
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より、消防に要する費用は市町村が負担しなければ

ならないとされており、負担すべき消防費について

は地方交付税の基準財政需要額の中に算入され、国

から市町村に対し普通交付税として交付され、財源

的裏づけがなされております。消防費の算定に当たっ

ては、条例定数ではなく消防力の整備指針により算

出された人員及び設備に基づき算定されております。

先ほど説明した充足率に基づいた金額が地方交付税

として算定されているということです。なお、消防

費の算定に当たっては、平成29年度に見直しが行わ

れており、人口10万人当たりの消防職員数は132名と

なっております。

○宮城一郎委員 その職員定数は市町村が決めると

思うのですが、この算定数とイコールですか。

○上原孝夫防災危機管理課長 一致しません。国の

ほうで地方交付税とされているものは、消防力が100

％になったということで、その金額が地方交付税措

置されるということになっておりまして、条例でそ

の数よりも大体低い人数が定員として各市町村定め

られております。

○宮城一郎委員 要は、例えば私の住む宜野湾市で

したら、宜野湾市に100名職員がいたほうがいいなと

いう理想的な数で予算はおりてくるが、定数は100名

ではないというケースがあるということなのですね。

○上原孝夫防災危機管理課長 委員おっしゃるとお

り、ほとんどの市町村において算定される消防力の

人数より下の数が条例として、定員として定められ

ております。

○宮城一郎委員 このさやは、ではどこかに行って

いるわけですね。

○池田竹州知事公室長 沖縄県ならではの特殊な事

情もあろうかと思います。昭和47年に復帰して以来、

全国の共通の基準で消防力だけではなくてさまざま

なものの整備が図られるというふうになってきてお

ります。消防につきましても、それまで各市町村の

条例で定めてきた定数というものがございまして、

今、充足率についてはまだ全国最下位ですが各市町

村それぞれの議会に諮りながら、少しずつ定数につ

いても改善を図っていただいているところかと思い

ます。

○宮城一郎委員 要は、その自治体がトータルマネ

ジメントとしてやりくりなさっている一つの例だと

思うのですが、その中で今回、主な事業の概要の中

に先ほどもあった、消防広域化が大きな予算が計上

されています。今回の調査内容、それから広域化計

画の再策定をどのように進めていかれる予定なのか

教えてください。

○上原孝夫防災危機管理課長 消防広域化計画につ

いては、国の告示、市町村の消防の広域化に関する

基本指針が改正されたことに伴い推進期間が平成

36年４月１日まで延長され、都道府県は既存の広域

化計画を再策定し、広域化を推進するよう求められ

ているところです。このため平成31年度に調査事業

を行うこととし、広域化推進事業として主に委託料

を増額して調査を実施するとともに、計画、再策定

のための事務的経費等を計上したものです。職員や

車両等、消防力の配置や事故・災害等の発生地点、

到着時間等の情報調査、シミュレーションを行い、

消防広域化を行った場合のメリット等について調査

したいと考えております。この調査をもとに、近隣

や地域ブロック等をもとにした段階的な広域化など

市町村とも協議の上、現実的な計画として取りまと

めていきたいと考えております。

○宮城一郎委員 この広域化によって先ほどいろい

ろお尋ねしました、各地域の職員あるいは設備の充

足率というのですか、そのあり方も広域化になるこ

とによってちょっと変わってくるとは思うのです。

それが今、市町村単体で少し充足が満たない部分と

いうのを広域化することによって改善につなげてい

くというのも、今回の広域化の調査目的とかであら

れるのでしょうか。

○上原孝夫防災危機管理課長 広域化することによ

り、いわゆる管理部門の職員の定員を削減して、現

場に当てることができるということで現場の人が多

くなれば総合的に消防力のほうは上がるということ

で考えております。

○宮城一郎委員 御答弁ありがとうございました。

次に移らせていただきます。公安委員会の積算内

訳の資料を使いたいと思います。35ページです。今

回主な事業のほうでは糸満の新庁舎、宜野湾の新庁

舎というところが大きく、特筆されて予算化されて

いると思うのですが、この積算内訳書の中で35ペー

ジの一般警察活動費の中で、第43回全国育樹祭の警

備対策事業というところが特殊要因として約１億

2000万円ちょっと計上されていると思います。そこ

でお尋ねしたいのですが、その費目の中で需用費、

役務費などが大きいのですが、非常勤職員の報酬が

少額計上されていると思うのです。これは勝手に私

が想像している範囲なのですが、沖縄県外からの援

助要請等の予定があるのかそういったところを教え

ていただきたいと思います。

○山本将之警務部長 御指摘の、第43回全国育樹祭
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警備対策事業ございますが、開催されます育樹祭の

大会成功に向けて警備の完遂を期していくという観

点で今回予算をお願いしているものでございます。

今回予算につきましては、過去３回の皇太子殿下の

沖縄行啓に際しまして要した費用の平均というもの

を計上させていただいたものでありまして、過去の

３回は皇太子殿下の行啓に際しましては、特別派遣

を他府県から要請しているものでございます。また

例年６月23日の慰霊の日の警備におきましても、こ

うした特別派遣を要請しておりましてこの種の大型

警備につきましては、情勢に応じて特別派遣をお願

いしているものでございます。今回非常勤職員の報

酬については、そういったものとは関係なく、この

警備対策に際して備品の管理であったり、そういっ

た庶務的な業務を行う非常勤職員を１名採用するこ

とに伴う予算のお願いというものでございます。

○宮城一郎委員 わかりました。過去の記憶をたどっ

たときに県外からいらしたときに、大体人件費は、

派遣元持ちでこちらにいらして設備等々車両とか、

燃料費、あるいは修繕費というのは沖縄側が―派遣

先というのですか、が負担しているという記憶があっ

たものでそれでいうと人件費はそんなに膨らまなく

て、ただし装備費の中の燃料費が約1300万円くらい、

修繕費が１億5000万円程度の増額が見られるもので

すから、そのような使途なのかと考えていたのです

が、そういう考え方でよろしいのでしょうか。

○山本将之警務部長 お答え申し上げます。

今回、育樹祭の警備とは別に装備費の燃料費、修

繕費について増額をお願いさせていただいておりま

すが、これは別のものでして今回の燃料費の増額の

主な要因といたしましては、ガソリン代が高騰して

おりましてそれに伴って単価が大変高くなっている

ことに伴う増額でございます。また修繕費について

は、特別派遣の車両の修繕費というものではなくて、

今回船舶―沖縄県警察は７つ持っていますが、この

うちの２つが法定検査ということでして、平成30年

度はこの法定検査がゼロということでして、これが

２隻法定検査いうことで、この法定検査に要する１億

6000万円というものを今回お願いしていることに伴

う修繕料の増額ということでございます。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。修繕費が

ちょっと大きかったものですから、そうなると育樹

祭のときにお見えになって、そういう修繕費や燃料

費がこの当初予算の内のりでおさまればいいのです

が、おさまらなかった場合にはどこかの費目から流

用、補正の可能性も出てくるということでしょうか。

○山本将之警務部長 原則としては、この枠の中で

対応させていただくということになろうかと思いま

すが、そのような情勢といいますか、状況が発生し

た場合には、別途また御相談といいますかお願いを

させていただくようなことになろうかとは思ってい

ますが、基本的にはこの枠内でしっかり対応できる

というふうに考えております。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。ぜひ育樹

祭の大会成功に向けて警備のほうよろしくお願いい

たします。

次に使う資料ですが、総務部の積算内訳の54ペー

ジから庁舎公舎管理費というところがあると思いま

す。そこをずっと拝見していくと、委託料のところ

が少し金額が例年よりも大きくなっていて他項と比

較すると、本庁舎等維持管理業務委託、北部合同庁

舎、中部合同庁舎、南部合同庁舎、いろいろあるの

ですが、今年度から旧県立図書館維持管理業務委託

というものが約580万ほど新たに出現しているという

ところなのですが、これの御説明をお願いします。

○下地常夫管財課長 沖縄県立図書館が今年度、カ

フーナ旭橋に移転したことに伴いまして旧県立図書

館につきましては、平成31年４月から所管がえを行

い管財課で管理することとしております。そのため

今回の予算、平成31年度当初予算において施設の管

理、設備機械等の適正な維持に必要な最小限の管理

経費のみとして580万円余りを計上しているところで

す。

○宮城一郎委員 カフーナにできて、今現在は稼働

していないと思うのですが、この稼働していない状

況でのこの管理維持費というものはどのようなもの

があるのでしょうか。

○下地常夫管財課長 中は今使っていない形になり

ますので、基本的に必要最小限なものとして警備で

あれば機械警備また周辺の巡回、そして空調や電気、

消防設備等の年１回程度の点検、そういったものの

経費になります。

○宮城一郎委員 わかりました、ありがとうござい

ます。稼働していない県の大切な資産だと思うので

すが、将来的に旧図書館の土地、建物の利活用とい

うのは、何か既に議論が始まっているのでしょうか。

知事別邸とかになったりしないですかね。

○下地常夫管財課長 県立図書館が今年度カフーナ

旭橋内に移転することにあわせて、庁内で施設の跡

利用について検討してきました。当面、管財課にお

いて管理していくこととしているところですがこれ

につきましては、現在、この本庁行政棟につきまし
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ては、約30年経過して、設備、機械等の更新時期で

あることから、今後大規模な改修を計画していると

ころです。大規模な改修の実施に当たっては、工事

の間、執務室の移転先として仮庁舎も必要となりま

す。旧県立図書館は、位置的に本庁舎に近接してい

る。施設を一部改修することで利用は可能である。

また本庁舎大規模改修のための仮庁舎として利用す

る場合、あくまでも一時的な建物の暫定的な利用と

いう形なりますので、それが終了した後また用地も

含めた恒久的な利用・検討は可能になると考えてお

りますので、今のところ当面は管財課において管理

するという形で今計画されています。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 主に資料３、当初予算（案）説明

資料というものがありますのでそちらのほうを見て

いただいて、４ページからお伺いいたします。

その前にまず一括交付金、ことし減になっており

ますが、一括交付金減の部分のトータル額を教えて

ください。

○金城弘昌総務部長 一括交付金の減ということで

ございましたので、ソフト交付金が平成30年度608億

円でございましたが、平成31年度は561億円というこ

とで約47億円の減でございます。ハード交付金―沖

縄振興公共投資交付金でございますが、平成30年度

の579億円が532億円でこれも同じく47億円。合わせ

て94億円の減という状況でございます。これはあく

まで国庫ベースでございます。

○当山勝利委員 そのうち４ページの投資的経費に

与えた影響額は幾らでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 投資的経費が対前年で166億円

の減になっているということで、それに与えた影響

ということですが、一括交付金を活用した事業でソ

フト交付金で平成31年度投資的経費が145億円活用し

ていますので、対前年度107億円の減。ハード交付金

が530億円計上していますので、88億円の減。合計で

平成31年度は計上675億円、対前年度195億円の減額

という形になります。

○当山勝利委員 休憩お願いします。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員から数字の内容を具体

的に答弁すべきとの指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

宮城嗣吉財政課長。

○宮城嗣吉財政課長 投資的経費は166億円のマイナ

スになります。そのうち一括交付金の事業で影響を

受けた部分が195億円の減額となります。

○当山勝利委員 195億円減だが166億円の減しか

なっていないという理由は何ですか。

○宮城嗣吉財政課長 その他の国庫、農業基盤整備

や港湾改修費その他の一括交付金以外の国庫を活用

した事業が増になっている部分がございます。

○当山勝利委員 ということは、195億円の影響額を

何とかそういうものを利用して、影響が少ないよう

にしてきたということではあるのでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 投資的経費につきましては、

ハード交付金の減額の部分が大きいかと思いますが、

各部局におきましてはいろいろな関係省庁との連携

のもとに国庫の確保に努力したものと考えておりま

す。

○当山勝利委員 次に物件費、補助費等がふえてお

ります。合わせて65億円、30億円で100億円近くある

のですがその理由についてお伺いします。

○宮城嗣吉財政課長 物件費の対前年度65億円増に

なっておりますが、主な増の要因としまして２月か

ら管理しております国営公園、水族館等の管理費こ

れがプラス８億円。それからソフト交付金を活用し

た事業で、沖縄戦略的国際物流プラットフォーム強

化事業が７億円ございます。

それから補助費等が対前年度34億円増となってお

ります。主な増の要因といたしまして、子どものた

めの教育・保育給付費12億円、県立病院繰出金６億

円などとなっております。

○当山勝利委員 一括交付金も含めながらこちらも

やられていると思いますが、知事の公約等を推進す

るために物件費、補助費がふえたというものがあり

ます。その影響というものはありますでしょうか。

○宮城嗣吉財政課長 平成31年度予算編成に当たっ

て、沖縄らしい優しい社会の構築、それから強い経

済の構築というところで予算を編成しておりますが、

その中で知事が誰一人取り残さない社会というとこ

ろも全面に出しておりますので、優しい社会の部分

について手厚く編成できないかというところで要求

段階のほうから、要求上限額シーリングのほうを優

しい社会のほうに多くという工夫もしております。

そういった中で今おっしゃるとおり、平成30年度の

大型の都市事業、それが終了するというところもあ

りまして、そういう財源を活用しまして優しい社会

の部分での、活用された事業というものが幾つかあ

るかと思います。そういうものが物件費とか補助費

とかいう形で性質別にいうと、そういう形であらわ

れている部分がございます。

○当山勝利委員 限られている財政の中ですのでい
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ろいろとやりくりは大変かと思いますが、ぜひ公約

実現のためによろしくお願いします。

次のページに移ります。収支不足の対応で午前中

もいろいろ議論がありましたが、その中で実質的に

地方交付税が減となったということと、子どものた

めの教育・保育給付費などが増になったということ

でそれぞれ幾ら減になって、幾ら増になったのかを

教えてください。

○宮城嗣吉財政課長 歳入の面でいきますと、地方

交付税は平成31年度当初で2101億円、70億円の増と

いう形になっておりますが、その中で普通交付税と

臨時財政対策債これを合わせたものを実質的な交付

税としております。それにつきましては、平成31年

度当初予算が2233億円、平成30年度当初予算が2253億

円になりますので、約20億円減額した形になってお

ります。

社会保障関係費の主なものとして、子どものため

の教育・保育給付費ですが、平成31年度138億1900万

円、平成30年度126億 2900万円ということで11億

8900万円増となっております。

○当山勝利委員 足しても30億円の差ですがそれで

もまだ209億円ということは、180億円くらい、それ

以外の要因が細々としてあるのでしょうが、午前中

も議論がありましたのでここはそこまで申しません

が、収支不足はちょっと気になるところですので改

善をよろしくお願いしたいと思います。

その下の行革のほう、これも午前中あったと思う

のですが県単補助金について、県、市町村、民間の

役割分担を踏まえと書いてあります。この役割分担

は何なのかということと、本年度分として廃止・縮

小した額が、その目標があって、実際にどれだけ目

標達成したのか。その２点について伺います。

○宮城嗣吉財政課長 収支不足を縮小する取り組み

の一つというところで、午前中から出ておりますよ

うに、行財政改革への取り組みがなされているとこ

ろで、その中の一つで県単補助金の見直しというも

のをやったところです。その前提として役割分担と

いうところなのですが、市町村は基礎自治体として

地域において住民生活に直結する事務を行うと、都

道府県は広域自治体として市町村を補完し広域事務

を処理する。民間団体等は利益を追求する事業等を

行っているというところで、事業活動の中には、そ

の事業の性格によって県が事業主体となるもの、市

町村が事業主体となるもの、民間団体が事業主体と

なるというものがあります。その中で市町村は、民

間団体が実施する事業等につきまして、県のかかわ

りが重要かつ必要だと判断されているものに対して

補助金を交付している。そういう中で、特に県単補

助金になるのですが、その部分については、事業の

進捗状況、社会情勢の変化等により当初に比べ県が

関与する必要性が小さくなっているようなものにつ

いては、見直しが必要ということで定期的に今回見

直したところであります。

行政運営プログラムの取り組みのほうですが、県

単補助金の見直しに平成31年度の目標値が２億

4960万4000円、当初予算編成における縮減額が２億

1519万5000円というところで、８割を超える達成率

というような形になっております。

○当山勝利委員 見ますと廃止、その年度で廃止し

ますよというような事業というか補助金ですか、あ

るものですから、そこら辺は相手方もあったりして

うまく調整が必要かと思うのですが、そういう調整

面はどのようになっていますか。

○宮城嗣吉財政課長 見直しの基本的な考え方です

が、時代の変化や多様化、複雑化する県民ニーズに

対応し社会保障関係費などの増加を見据えた持続力

ある財政基盤を確立するという観点から、この補助

金につきましても中長期的な視点に立って、選択と

集中の徹底、行政資源の最適配分、最大活用という

ことを図る必要があると考えております。次のよう

な姿勢でということで、沖縄県として対応すべき必

要性、経費負担のあり方、費用対効果についてゼロ

ベースで検証する。それから補助金等を所管する部

局において、市町村と十分調整して検証する。この

見直しの結果については、行政プランもそうですが

公表することを前提とし、予算編成に反映させると

いうことを前提で見直すという、そういう基本的な

姿勢で見直したところです。

○当山勝利委員 相手方との調整、それぞれの課の

ほうでやられるとは思うのですが、相手方があるも

のですからその調整というものをうまくやっていま

すかというところの質疑です。目標に対して、達成

は８割程度なのでそういう影響でそうなっていると

は思うのですが、あえて伺います。

○金城弘昌総務部長 見直しの基本的な考え方はそ

うでございまして、ただやはり補助金ですからいろ

んな事業効果を上げているところはございますので、

まずプログラムをつくるときに、平成30年度スター

トでございますがその前は平成29年ぐらいから、そ

の補助金についてはどうあるべきかというのは、い

わゆる市町村、団体、そういうところと意見交換を

してやっているところでございます。その中で終期
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であったりとか、終期というのは結局、いついつま

でにはこの補助金が見直せますねとか、この補助金

自体廃止ができますねというのは、この団体といろ

いろ意見交換をしながら積み上げてきたところもご

ざいます。また一方、ゼロベースで見直すものです

から、物によってはいわゆる事業効果を別に発現さ

せたいというのもあったりして、新規の補助金にか

わるというのもあります。そのときには、これは一

旦廃止をして新規事業にというものもあるものです

から、基本的に県単補助金の見直しについては県の

関与のかかわり方が、この補助金で役割を果たした

のであれば廃止もしくは縮小、終期を打っていきま

しょうというような流れはございますが、一方でま

た別の側面もあるということ。それと今回目標に対

して達していないというのはやはり事業の進捗が終

期や縮小を打ったところの見込みよりも、少し遅かっ

たとか、ちょっとずれていたというものもあって100

％にはなっていない。そういったそれぞれの補助金

のいろいろな事情があって見直しをしていて、当然

ながら相手もあることですので、そこはしっかり部

局で意見交換をさせてもらっているところです。

○当山勝利委員 はい、わかりました。

それでは同じ総務部で、12ページです。まず12ペー

ジ一番最初の琉球政府文書デジタル・アーカイブス

推進事業についてお伺いします。継続事業ではある

が本年度１億円以上ふえているわけですが、その理

由についてお伺いいたします。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

琉球政府文書デジタル・アーカイブス推進事業は

一括交付金を活用した事業でございまして、琉球政

府文書デジタル・アーカイブス推進事業と在米沖縄

関係資料収集公開事業の２つの事業からなっていま

す。琉球政府文書デジタル・アーカイブス推進事業

は、沖縄県の公文書館で保管する約16万簿冊の琉球

政府文書のうち主要な13万簿冊についてデジタル化

を行いまして、インターネットで公開していくもの

でございます。平成31年度の当初予算額は、２億1643

万7000円となっておりまして１万1000簿冊のデジタ

ル化を行って１万7000簿冊を新たにインターネット

で公開する計画としております。在米沖縄関係資料

収集公開事業は、米国の国立公文書館に所蔵されて

いる沖縄関係の写真と動画の４万4700点を収集いた

しまして、インターネットで公開するというもので

あります。平成31年度の当初予算額は、2775万6000円

となっておりまして写真と動画6095点を収集しまし

て、7900点の資料について翻訳し目録等の作成を行

う計画としております。増額の主な理由としまして、

琉球政府文書のデジタル化を行うため撮影カメラを

３台増設いたしました。今まではカメラ５台でやっ

ていたのを７台にして、スキャナも１台から２台に

ふやすということでございます。またインターネッ

ト公開に向けた個人情報保護審査、これを6000件か

ら２万2500件に今ふやして行うため、作業人員を10

名から23名ふやすことに伴う経費の増となっており

ます。

○当山勝利委員 平成31年度デジタル化が１万

1000簿冊。公開が１万7000簿冊ということなのです

が、その理由、要するにデジタル化は１万1000で公

開が１万7000ということはちょっとよく理解できな

いのでうまく説明していただけますか。

○座安治総務私学課長 デジタル・アーカイブス事

業は、平成33年度までの事業として年次的に整備を

行っているところでございまして、逐一簿冊を整理

してそれをまたインターネットに公開していくとい

う作業をしております。今までに、平成30年度まで

にかなりデジタル化に向けて作業は行っておりまし

て、平成30年度までに８万7191冊の簿冊をデジタル

化しております。ウエブサイトの公開に関しまして

は、平成29年度末で9991簿冊公開しておりまして、

デジタル化した後に個人情報等を加工いたしまして

インターネットで公開していくというふうな作業の

流れになっておりますので、差が生じているという

ところでございます。

○当山勝利委員 平成33年度までの事業なので鋭意

努力して、公開するべき冊数をふやしていくという

ことですか。これは、本年度から次年度までこうい

う感じで続くのですか。

○座安治総務私学課長 平成33年度までにデジタル

化、逐次１万1000簿冊程度を平成33年度まで毎年やっ

ていって、インターネットの公開に関しましても平

成33年度に８万4490簿冊の公開を目指して今作業中

というところでございます。

○当山勝利委員 わかりました。全体で何冊あるも

のですか。

○座安治総務私学課長 13万簿冊の冊数をデジタル

化するという計画にしておりまして、そのうち公開

するのが８万4491簿冊で約65％を公開していくとい

うことにしております。

○当山勝利委員 公開、非公開の部分というのはど

ういう理由によって非公開になるのでしょうか。

○座安治総務私学課長 デジタル化する文書のうち

も個人情報が含まれる情報が含まれておりまして、
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全て公開するのはちょっとできないところでござい

ます。インターネットで公開する場合は、比較的需

要の高い文書といいますか、閲覧の頻度の高い文書

を優先的にするということにしていまして、65％の

範囲内ということになっております。

○当山勝利委員 午前中もありました、公共施設マ

ネジメント推進事業について伺います。このマネジ

メント事業については、各組織でやられていくもの

だというふうには理解しているのですが、総務部と

してことし新規事業として上げられているわけです

が、どういう事業をされていくのかお伺いします。

○下地常夫管財課長 公共施設マネジメント推進事

業は、平成30年度までのファシリティマネジメント

推進事業の後継事業となっております。今年度の予

算で３億8481万7000円計上していますが、平成30年

度のファシリティマネジメント事業と比較した場合、

対前年度比で11.4％、3959万8000円の増となってい

るところです。増の主な要因としましては、今回建

物内部、設備の更新を主とする大規模改修工事の実

施を予定しております。工事請負費として２億9180万

3000円、対前年度比で84.1％、１億243万6000円の増

となっていることから増額という形になっています。

この大規模改修工事につきましては、県ではこれま

で大規模改修の事例がほとんどないことから、同事

業により管財課でモデル工事として実施していくこ

とで今後の県全体での長寿命化の取り組みを円滑に

進めていきたいと考えております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員から工事の実施施設に

ついて確認があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 はい、わかりました。若夏学院と

いうことだったのですがこれは総務部のほうでやら

れるのですか。

○下地常夫管財課長 今、箇所についてお答えする

前に、先ほど工事請負費の増として対前年度比八十

数％と言ったと思うのですが、54.1％の誤りですの

で、54％の増と御理解いただきたいと思います。

箇所についてですが、若夏学院教室と八重山職員

住宅平得団地４棟の大規模改修を予定しております

が、これにつきましては、管財課のほうで予算を計

上して土木部に予算を分任して工事を実施してもら

う形になります。それぞれ管財課で劣化度調査等を

これまで行ってきまして、個別施設計画等ができて

いる、また調査の結果緊急的に対応が必要であり、

県内に唯一の施設である、今後も必要なものについ

て緊急に対応する必要があるということで、モデル

事業として私たちのほうで実施するという形になっ

ております。

○当山勝利委員 ということは、これを通してこの

マネジメント計画に沿って各部でやっていただくよ

うな形に持っていくということでしょうか。

○下地常夫管財課長 公共施設総合管理計画に基づ

きまして、各部においてはそれぞれの施設の累計ご

とに個別施設計画を策定します。これを平成31年、

平成32年までに全体を計画を策定する予定となって

おります。これによって長期的な、約30年スパンの

修繕計画等を立てますので、それに基づいて各部の

ほうで予算計上等を行い実施していく形になります。

それまでに円滑に進むように私たちは今対応してい

るという形になります。

○当山勝利委員 計画的な修繕、改修は必要だと思

いますので、ぜひそこら辺は頑張っていただきたい

と思います。

知事公室のほうに伺いますが、基地対策調査費と

いうものこれは、一般質問等々でやられていますが、

再度ことしの予定についてお伺いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 基地対策調査費に

ついては、まず国内外において沖縄県の米軍基地問

題に対する理解を促進すると、そういうことで沖縄

県の過重な基地負担の軽減につなげていきたいと考

えている事業であります。具体的な中身についてで

すが、まず私たち他国の地位協定の調査を実施して

おります。その経費が約3468万5000円。それ以外に

ワシントン駐在を活用した有識者連携等推進事業、

これが1958万3000円を計上しております。それ以外

に米国のジョージ・ワシントン大学がございますが、

そこで沖縄コレクションということで蔵書を2000冊

ほど設置してあります。それの運営に対する補助金

といたしまして、約800万円を計上しております。そ

の他のＱ＆Ａのパンフレット、そういった経費に対

して654万2000円を計上しておりまして、トータルで

6880万9000円を計上しているところであります。

○当山勝利委員 では、地位協定調査に関して伺い

ますが、調査される国と選定された理由について伺

います。

○金城典和参事兼基地対策課長 他国の地位協定調

査についてですが、これまで平成29年度はドイツ、

イタリア、さらに平成30年度はベルギーとイギリス

を調査しております。主にヨーロッパのＮＡＴＯの

加盟国を今まで調査している状況にございます。
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平成31年度は、ちょっと場所の展開を広げて韓国、

フィリピン、また、オーストラリアなどのアジア諸

国、そこに視点を広げて、実際、地位協定がどうなっ

ているかということを調査したいと考えているとこ

ろです。

○当山勝利委員 そこの国々を選定された理由は何

でしょう。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず、ヨーロッパ

全体をなぜやるかということですが、ヨーロッパに

ついてはＮＡＴＯ全体で集団で安全保障ということ

であるのですが、日本と地位協定がほぼ似ていると

言われている韓国、こちらが今どうなっているかと

いうのを比較検討したいと。

一方、フィリピンについては、大分前ですが米軍

が駐留しておりました。それがピナツボの大噴火と

かで一旦撤退をして、最近新しくまた協定を結んで

いる状況がございますので、その辺の調査をしたい

ということです。

あと、オーストラリアのほうにも一部駐留してお

りますので、そういったアジア以外のオーストラリ

ア、オセアニア関係、あちらのほうの駐留状況、そ

ういった状況も確認したいということで選定をして

おります。

○当山勝利委員 この地位協定の調査は、今年度予

算で韓国、フィリピン、オーストラリアを行かれて

ほぼそれで終わるという理解でよろしいでしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 今後の予定ですが、

やはりある程度の締めを早目にやりたいと。その結

果を私たちは国民全体に調査結果を知らしめたいと

いうことで早目に取りまとめをしたいと考えており

ますので、平成31年度で最終的な取りまとめを考え

ているところです。

○当山勝利委員 では、平成31年度で調査を終えて

まとめて、それを対外に発信できるようなところま

では持っていきたいということでよろしいですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 せっかくこういっ

た形で各国の協定の比較をいたします。地位協定と

いうのは非常に内容が難しい。一般の方にも理解が

しにくいということがありますので、私たちが他国

との比較を一般の国民の方々にもわかりやすく、ど

ういった違いがあってどういったところが問題なん

だというのを、今、一つの案としてはＱ＆Ａパンフ

レットみたいな形で国民の皆様にもわかるような形

で作成して、それを平成31年度で各関係機関にも配

付をしたいと。それをもっていろいろな問題点を議

論していきたいと考えているところです。

○当山勝利委員 最後になりますが、公安委員会に

お伺いしますが、残念な事件で児童虐待等の問題が

広域化しているというのもありますね。本年度予算

の中でそういう児童虐待がこういう問題になってい

る中で、関連する予算というのはどういうものがあ

りますでしょうか。

○山本将之警務部長 児童虐待に関連いたしまして

予算措置というお尋ねでございますが、（目）警察本

部費に1195万円、また、（目）刑事警察費に106万円

の合計約1300万円を措置させていただいております。

具体的に申し上げますと、警察本部費のこの1195万

円につきましては、警察庁が本年３月から運用開始

しております行政情報管理システムに当県警がデー

タベース化しております児童虐待情報、これを共有

するための改修の経費ということでございまして、

これによって情報共有がなされるというようなもの

でございます。

このシステム改修につきましては、全国の都道府

県警察におきまして相談通報等により把握した児童

虐待の加害者、あるいは被害児童に関する情報であっ

たり、児童相談所への通告に係る情報等を警察庁に

おいて集約をしデータベース化して、それが関係先

で事実確認に当たる警察官がその現場で照会するこ

とによって、児童虐待の早期発見と被害児童の早期

救出・保護のための的確な判断を可能にするという

ものでございます。

もう一つの刑事警察費の106万円につきましては、

捜査員が児童虐待等の被害に遭いました児童に対し

て事情聴取等を行いますが、この被害児童の心理的

負担等に配意をいたしますとともに、児童が供述し

ていることの信用性・任意性等を確保するために聴

取技法を習得するということが大切でありまして、

こうした聴取の技法を研修する場、研修会を開催す

ると、そのための経費でございます。そうしたこと

で今回、約1300万円余りを措置させていただくとい

うことでお願いをしております。

○当山勝利委員 そういうシステムをつくることに

よって広域的なそういう児童虐待に対しても対応で

きるようにしていくということですが、データベー

ス化しても、それがそこに情報があるというのがわ

からないと確認できないわけですよね、そこに行っ

たとしても。そこら辺の確認できる方策、要するに

データベース化はわかります。ただ、気づかないと

そこにあるとはわからないですよね。気づいて初め

て検索して、ああ、ここはそうだったんだというこ

とがわかるわけで、そこら辺の情報のやりとりはう
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まくできるのでしょうか。

○筒井洋樹警察本部長 恐らく今、委員の御指摘と

いうのは、児童虐待が行われているかもしれないと

いう情報をいかに警察として認知するのかというこ

とだと思うのですが、これはまさに、予算は予算と

して大切なのですが、それとは別にやはり児童相談

所、学校、病院、それから歯医者さんなんかもそう

なのですが、そういった関係機関とふだんから情報

共有を図るということと、あと、警察はいろんな活

動があります。少年補導とか迷子だとか、家出の相

談あるいは各種周辺住民の人たちからの110番なども

あります。そういう情報を扱うに当たっていかにア

ンテナを高くして、児童虐待がどこかにあるかもし

れないという観点で常に警察活動をやって、おかし

いなと思ったら関係機関と連絡をとったり、そうい

うことをやっていく中で最終的に一つの手段として

今のデータベースにアクセスなどもして、それで早

期に発見をして、そして警察として介入すべき事案

があるのであればちゅうちょなく介入するというこ

とをやっていきたいと考えております。

○当山勝利委員 なかなか人はどこに行くかわかり

ませんので、そこら辺の情報を察知するというのは

気づかないとわからない。そこにデータがあっても

たどり着かないと知り得ない情報になるので、ぜひ

そこら辺は知恵を使って、また、おっしゃったよう

に関係機関も巻き込みながらやっていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 当初予算案説明資料３のほうから

お願いします。まず、特定地域特別振興事業、旧軍

飛行場の問題解決の件ですが、まず、今回４億9000万

円余り計上されておりますが、このもともとの特定

地域特別振興事業に至るまでのお話を少し伺わせて

ください。どういった背景があってこの事業が導入

されたのか。いつからスタートしたのかというとこ

ろも含めてお願いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 旧軍飛行場問題に

ついては、昭和18年から19年にかけて、沖縄各地で

土地を接収して飛行場をつくっております。

第二次大戦終了後接収されて土地は、ほとんど国

有地として扱われております。地主の方々は土地の

接収手続について、戦時中という特異な状況があっ

たことから、国が強制的に接収を行って代金等も払

われていないという現状がありました。

そういったことから復帰前から国や県に対して地

主の方々は権利の回復を求めてきたと。それで裁判

にも出たのですが、平成７年の最高裁判決で地主ら

のそういう見解が認められなかったということが確

定しております。

そういった状況において、戦後補償として何か解

決すべき問題があるのではないかということで、県

及び市町村の連絡調整会議において、今後の解決を

図っていくということで、個人補償ではなくて、団

体方式をとって問題の解決に取り組むという方向が

示されております。

そういった中で、実際、平成21年度より特別調整

費を利用した特定地域特別振興事業を実施しており

ます。

その後、平成24年度からは沖縄振興特別推進交付

金、これを活用して旧軍飛行場問題の解決の事業を

展開するという状況にあります。

○仲宗根悟委員 そうしますと、この事業が始まる、

もう一度確認したいのですが、最初の事業年度をお

願いします。

○金城典和参事兼基地対策課長 最初の事業年度に

つきましては、平成21年度になります。

○仲宗根悟委員 平成21年度からスタートしたとい

うことで、約10年ここまでたっていると計算できる

が、該当といいましょうか、対象する地域、県内そ

れから離島を含めて何カ所になるのでしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 飛行場についてな

のですが、飛行場については７カ所の飛行場になり

ます。また今回補償としている団体は地主会を対象

としております。その地主会は９地主会を対象とし

ているところです。

○仲宗根悟委員 事業そのものというのが、市町村

の補助、市町村のほうに補助が行くということです

が、今お話しがあった旧地主会が主体になりながら、

起こしている。これは市町村と関係ないですか。そ

の辺のところはどうですか。確認できますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 事業の流れを簡単

に御説明したいと思います。

県から交付対象としては、市町村を窓口にしてお

りますが、市町村においては、先ほど私が言いまし

た地主会、こちらのほうとどういった事業をやるか

というのを調整しながら市町村事業として実施して

いる状況にあります。

○仲宗根悟委員 平成21年度からこの事業が導入さ

れて、旧地主会、それから７市町村、これまで済ん

だ地域、まだ解決これから取り組もうとする地域、

何団体がありますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず関係する市町
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村としては、６市町村になります。未解決の地主会

としては、４つの地主会があります。市町村でいう

と、まず宮古島市、１地主です。それと嘉手納町に

１地主、石垣市に２つの地主があるという状況にあ

ります。

○仲宗根悟委員 これまで済まされた地域、これか

ら取り組もうとする地域、この事業そのものという

のが、期限がおありだと思うのですが、期限内にお

さまる見通しというんでしょうか。これから先、ど

れぐらいを皆さん予想しながら取り組まれているの

でしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 我々は連絡協議会

のほうで、事業について確認をしておりますが、ま

ず事業の着手年度というのを平成31年度までに着手

をしたいということを今考えております。

それと、事業の最終年度につきましては、今の交

付金があります平成33年度までに完了したいという

ふうに今考えて事業を進めているところです。

それで、４つの地主会の現状についてですが、ま

ず嘉手納における地主の方々は今嘉手納町の方々と

事業化に向けた調整をやっているという報告を受け

ております。

ただ、それ以外の宮古、石垣につきましては、や

はり地主の方々がまだ個人補償をお願いしたいとい

う願望が強いようですので、この辺は市町村とタイ

アップしながら、せっかくこういった団体方式の慰

藉事業がございますので、それの事業化に向けた方

向で県も含めて頑張っていきたいというふうに考え

ております。

○仲宗根悟委員 今お話を伺いますと、嘉手納のほ

うも今、調整というんでしょうか。見通しがつくと

いうんでしょうか。まだまだ個人補償を求めながら、

団体方式を拒んでいる地主会もまだいるということ

なんですが、それは相当な難儀をしながら、努力を

重ねないといけないと思います。そしてまた解決は

この手法でしかないんだとずっと、10年前から団体

方式でやっているわけですから、しっかり取り組ん

でいただきたいなと思います。

今回の予算額なんですが、この内容について伺い

ましょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 今、現在実施して

いますのが、那覇市のほうで実施している事業にな

ります。具体的に事業の中身を申し上げますと、と

もかぜ振興会館（仮称）、こちらは既に工事の着工は

しております。それの建設工事費、それと外構工事

費、設備工事、そういった平成31年度供用に向けて

予算を計上してるところ。あとまた別の施設として、

大嶺コミュニティーセンター、これも仮称ではあり

ますが、それの整備に伴う基本設計、あと実施設計、

それと大嶺コミュニティーセンター（仮称）、これが

今現時点で大嶺自治会館が建っております。それを

解体する必要がありますので、それの解体設計、及

び解体の費用にかかる金額を補助するための経費を

計上しているところです。

○仲宗根悟委員 たしか昨年の予算審査の中で、當

間盛夫委員からも、以前は10年前から始まった事業

が、大体１事業９億5000万円から10億円あたりで、

均等公平にやってきた経緯があるのですが、その事

業を導入から年月がたつにしても、今、見てみまし

たら那覇の今回の事業というのは、それぞれはるか

に10億円超えているような、幾らになりますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず補助金の額に

ついてですが、我々当初９億4000万円程度を補助金

の最高限度という形で扱って、これまで実施してき

ております。

ただ、委員も御承知だと思います。最近、公共事

業の単価が非常に上がっているという実情がござい

ます。それで、私たちのほうで、今後、過去につくっ

た建物と同じ建物を今後つくるとした場合、要する

に同じ条件で同じものをつくろうとした場合、幾ら

の経費が必要になるかということをいろいろな単価

を勘案して検討した結果、15億4000万円程度あれば、

９億4000万円程度でつくった施設と同じ施設が平成

31年度にはつくれるということで、最高上限額とい

うことで、15億4000万円程度上限額として取り扱っ

ている状況にございます。

ただ、那覇市さんが今事業を実施している２つの

事業については、総額で約24億円程度ございます。

ただ、15億円からあふれる分については、那覇市さ

んの単独予算で対応していただくという状況であり

ます。

○仲宗根悟委員 皆さんから今のお話をしてみます

と、10年前にこしらえた物件そのものというのが今

回は、公平さからすると、それぐらいのもので15億

円もかかりますよと、そうでないと公平な予算の配

分、その建物、上物、箱物というのがつくれない、

買えないという状況だから、この辺のところは理解

してほしいというような内容なのかなと。そうです

か。

○金城典和参事兼基地対策課長 委員が今おっしゃ

るとおりその地主会の方々に公平感を与えないと、

では、後発の地主の方が、先にやった方々よりも小
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さい建物しかできないということでは不公平感があ

るということでの認識のもと、同じような内容がつ

くれる金額ということで、総額を上げたということ

で御理解いただきたいと思います。

○仲宗根悟委員 とやかくは言いませんが、残った

未解決の地域もこれはしっかり取り組んでいただい

て、事業が完結するように頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

あと警察のところで、公安のほうで44ページの一

番上にあります、沖縄県の国際化に対応する警察基

盤整備事業、これは急増する外国人観光客に対応す

るための事業だというふうにうたわれていまして、

この事業内容についてお伺いしようかなと。

○山本将之警務部長 御指摘のとおり、沖縄県を訪

問する外国人観光客が昨年290万3800人ということ

で、大変増加している中、こうした外国人観光客の

方々が、例えば遺失届などの警察に対する各種届け

出でありましたり、あるいは地理教示といいますか

地理案内などの問い合わせ、こうした要望というも

のを寄せていただいておりまして、こうしたことに

警察といたしまして的確に対応することで外国人観

光客等にその安全で安心な沖縄県を体感していただ

いて、これがさらなる沖縄県の国際化の進展等につ

ながるということを目指して取り組むという事業で

ございます。具体的に平成31年度のほうにつきまし

ては、まずもって外国語版の、例えば被害者の手引

きの作成・翻訳であったり、あるいは防犯のチラシ

の翻訳、あるいは水難事故防止の看板等の広報・啓

発等に使う翻訳等の費用として盛り込まさせていた

だいております。また、日本語を解さない方々が災

害等に遭ったときに適切に避難誘導するということ

が大切だということで、これは平成30年度にもお願

いをさせていただいたものと同じでございますが、

多言語のトランジスタメガホンを導入いたしまして、

的確に日本語、英語、中国語、韓国語で避難誘導等

ができるというものでございまして、こうしたもの

を導入していく。また、我々警察の内部で外国語を

解し、通訳ができるということが大変重要でござい

ますので、こうした能力のある部内通訳人というも

のを育成をしていくということが大切であると考え

ておりまして、現在部内の指定通訳人は７言語で90

人でございますが、この裾野をより広げていきたい

と考えておりまして、そうしたものの語学研修等に

要する経費ということで、大きくこの３つが柱となっ

ております。

○仲宗根悟委員 ちなみに、外国人観光客がよくレ

ンタカーを利用するケースが多いと思います。フリー

プランのお客さんが多いのか、外国人が乗っていま

す、運転していますというステッカーをよく見かけ

るのですが、この事故に遭ったときの対処の方法、

おっしゃった、現場に臨場しながら通訳も行かなく

てはいけない立場になるかと思います。今、どうな

んでしょう。数字的には、外国人が引き起こす交通

事故というのは件数としてどのようなものですか。

○山本将之警務部長 レンタカーに絞ったお話しと

いうことでございますと、外国人レンタカー運転者

関連の人身事故件数につきましては、事故を起こし

たものの数といたしましては、例えば平成23年、24年

が14件であったものが、平成28年には50件、平成29年

には68件ということで、５年連続増加している状況

にあるということでございます。

○仲宗根悟委員 もう一つ聞いてよろしいでしょう

か。ちなみに、その外国人が刑事事件というのでしょ

うか、窃盗に遭うとか車上荒らしに遭うとか、ある

いは引き起こすとかいう事例というのはどのような

ものですか。

○島袋令刑事部長 外国人が被害、いわゆる観光客

の被害とか、そのような統計の出し方は県警では出

しておりません。ただ、平成30年で申し上げますと、

検挙された数と、観光客とかそういう統計ではなく

て外国人という一くくりの話ですが、それで申し上

げますと、109件75人となっています。これはいろい

ろな犯罪を含めての数になっております。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 平成31年度当初予算説明資料の資

料の３から質疑をしたいと思います。よろしくお願

いします。

まず初めに、11ページの知事公室の４番、５番か

ら質疑をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。

初めに、ワシントン駐在員活動事業費についてな

のですが、今回、さきに行われました県民投票で、

投票者の７割を超える43万人が反対の意思を示した

というその結果を受けて、米国に通知することになっ

ておりますが、いつ、どのような方法で通知をする

のか、ワシントン事務所もかかわるのかどうか、お

伺いいたします。

○池田竹州知事公室長 条例に規定する内閣総理大

臣そして合衆国大統領への通知につきましては、３月

１日に知事のほうから安倍総理そしてヤング臨時代

理大使のお二方に、直接お渡ししたところでござい

ます。それ以外につきましての、米国での情報発信、
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周知は必要だと考えておりまして、訪米も含めまし

て検討を行っているところでございます。

○新垣光栄委員 訪米も含めて考えているというこ

とで、私は５年以内の運用停止もことし２月に期限

を迎えて実施されていない。そして一日も早い危険

性の除去のために、私も米国へ行くべきだと考えて

おります。その中で、知事は昨年11月に米政府や議

会関係者に辺野古反対の意思を伝えるために、就任

後訪米いたしましたが、その成果についてお伺いい

たします。

○池田竹州知事公室長 昨年、就任後１カ月後ぐら

いの期間でしたが訪米させていただきました。昨年

の訪米では、知事の意向もございまして、ニューヨー

クのほうから訪問させていただき、大学での講演会、

そして国連本部におきまして事務次長との面談とい

う形で、これまで訪米要請はどちらかといいますと

ワシントンＤＣがほとんどでございました。ワシン

トンＤＣでも当然連邦議員、国務省、国防総省、両

省にもお伺いしましたが、ワシントンＤＣで当然訴

えるべきことは従来と同じような形で訴えましたの

で、国連本部そして大学での講演を通しまして、よ

り広い形での発信を図る新しい形に取り組めたので

はないかと考えております。

○新垣光栄委員 改めて、ワシントン事務所の役割

として、情報の収集や発信に係る業務が事業だとい

うことを先ほどからお聞きしていますが、その役割

で一番重要視しているところは、ワシントン事務所

の業務の中でどういうところを重要視しているのか

を教えていただきたいと思います。

○池田竹州知事公室長 ワシントン駐在につきまし

ては、連邦議会や米国政府関係者などとの意見交換、

そして米国における公聴会などの参加を通じまして、

まず、沖縄の正確な情報の収集、そして情報発信、

基地問題に関する政府関係者との意見交換など、こ

ちらが柱になろうかと思います。一方で、在米の県

人会などとの連携も重視しておりまして、そういっ

たところとの連携も引き続き取り組んでいきたいと

考えております。

○新垣光栄委員 私は今回の訪米が、この事務所を

設置した最大の役割を果たす機会だと考えています。

その役割を果たすために、万全な準備を整えて訪米

すべきであると考えています。その最大の効果が、

成果が出るように頑張っていただきたいと思います

が、見解をお伺いいたします。

○池田竹州知事公室長 県民投票の結果、投票され

た方の７割以上が辺野古の埋め立てに対しても反対

という形で示されております。これを政府関係者だ

けではなくて、より幅広く米国の草の根の市民の方

々に伝えて、より私どもの取り組みに理解を広げる

というのは非常に重要だと考えております。そういっ

た方々との連携も含めて、どういった形でやれば効

果的か、きちんと対応してまいりたいと考えており

ます。

○新垣光栄委員 本当にこの訪米の成果が出なけれ

ば、ワシントン事務所は基地対策の事務所ではなく、

今県外に展開している沖縄事務所のように交流・観

光を目的とした、合併した事務所にしてもいいので

はないかと思っておりますので、今回職員の皆さん、

頑張っていただきたいと思います。

続きまして、５番、特定地域特別振興事業。先ほ

ど、事業内容を仲宗根委員の答弁いただきながらしっ

かり把握いたしました。その中で、中城・西原にも

旧軍飛行場の存在があったということを県は認識し

ているのでしょうか。

○金城典和参事兼基地対策課長 先ほど事業の対象

が８空港という話をしたのですが、実際16前後の空

港があり、委員がおっしゃる飛行場については、西

原に存在したということは一応つかんでおります。

○新垣光栄委員 第二次世界大戦の末期、昭和18年

から19年にかけて、旧日本海軍が各地で土地を接収

し、飛行場が建設された、その中の一つとして西原

・中城に飛行場が存在していて接収された。その中

で、今土地の地籍の問題で、個人的には認めたので

すが、後になって境界が出てきたり、そういう問題

でいざこざが絶えない、いがみ合いが続いていると

いうことを県のほうは認識しておりますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 西原にある沖縄東

飛行場ですが、これまでの経緯としてまず土地の所

有権、これが旧地主の方に所有権が認められて、今

民間地となっているということは、私たちも調査の

結果わかっております。ただ、具体的に民間の地主

の方の中で、地籍の明確化についていろいろもめご

とがあるというのは直接私たち事業としては対象外

になっていたものですから、細かい状況までは把握

はしていないという状況にあります。

○新垣光栄委員 そのいざこざがあって、土地問題

が解決しないまま土地利用ができない、農地の整備

もできないし、本来住宅地であったのを接収された

ものですから、今この土地が白地としてそのまま残っ

て今はもう雑草が生えている状態です。これだけ厳

しい住宅需要がある、市街化調整区域という中で、

そういう地域があるということを認識していただい
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て、交付金措置などがございましたらいろいろな対

策をしていただきたいという要望で終わりますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、総務部の公共施設マネジメント推進

事業についてお伺いいたします。推進事業におかれ

まして、私も一般質問等で質疑をさせていただいた

のですが、今回、新規事業ということでその事業の

内容は先ほど聞かさせていただきました。私たちも

アパート等を建設する場合に、公庫からの借り入れ

をする場合に、長期修繕計画等々の計画を立ててや

ります。その計画のもとに修繕をやっていくわけで

すから、そういうものと同じだということで理解し

てよろしいでしょうか。

○下地常夫管財課長 委員のおっしゃるように、民

間の場合であれば金融機関からの資金調達のために

そういった取り組みがされるかと思いますが、県の

場合は公共サービスに必要な施設として、公共施設

等がありますので、基本的には公共施設マネジメン

トを推進することで、まずはその予防保全の考え方

で計画的に取り組まれますので、当然ながら施設利

用者の安全・安心がきちんと確保されると。また今、

おっしゃっているように、これまで30年ほどで建て

かえていたものが65年の目標で長寿命化を図ってい

くことでコストとしても大幅な縮減が期待されるこ

とです。また、県の公共施設はたくさん量がござい

ますので、これについても施設総量適正化を推進し

ていくことで必要ない施設、または未利用となった

土地、そういったものが生じれば、その有効活用、

または売却促進等を図って、そういった形が考えら

れるかと思っております。

○新垣光栄委員 ぜひ、ここまで進んできています

ので、平成32年までに全体の修繕計画を立てるとい

うことは本当にすばらしいことだと思っております。

その中で、民間であれば修繕積立金ということで積

み立てていくのですが、県はその積立金というのは

基金で設けているのか、今あるのかどうか、どうい

う対応をするのですか。

○下地常夫管財課長 県の予算編成の中でも、数値

等は幾らか見えるかと思うのですが、県有施設整備

基金等がございます。これにつきましては、県の土

地売却費等につきましては、全額積み立てることと

しておりますので、こちらのほうを積み立てて、計

画的な修繕等、建てかえ等の予算等に充当できれば

と考えております。

○新垣光栄委員 厳しい財源事情の中で、公安、警

察のほうで頑張っていただいて、地域からの需要に

対して創意工夫を凝らしながら地域の対策をしてい

ただいたということで本当に感謝しております。そ

の中で、３点ほど気になったものですから、予算書

の積算内訳書の中のほうから少しばかり、質疑しま

す。

交通安全対策費の中で減になっているのですが、

本来でしたら安全対策費はふえないといけないと

思っているのですよ。なぜ減になっているのか。こ

れの原因が、広告料の減ということでは見させてい

ただいてわかっているのですが、この広告料がなぜ

減になったか、聞かせていただきたいと思います。

○小禄重信交通部長 飲酒運転根絶関係の事業であ

りまして、その中で前年度はインターネット、ユー

チューブを利用しまして、若者向けに広告をつくっ

て出しておりました。それについて今年度はなくなっ

たという中身でございます。それで単純に減ったと

いうことであります。

○新垣光栄委員 もう一つ、先ほども児童虐待の件

で地域の協力が必要だということをお伺いしました。

その中で、地域警察活動費のほうでふえてはいるの

ですが、交番の防犯カメラ等の購入でふえていて、

実際、地域活動用の消耗品―私も地域で活動してい

るのですが、ベストが、交通安全の立哨の旗が回っ

てこないとか、ベストが欲しいとかという結構地域

で要望があるのですが、そういう費用が消耗品代と

いうことになっているのでしょうか。37ページです。

○山本将之警務部長 地域活動用の消耗品といたし

まして、例年お願いしているものがほとんどなので

すが、例えばハブの捕獲器であったり、あるいは交

番相談員、繁忙な交番におりますが、この交番相談

員のジャケット、制服であったり、あるいは水難事

故防止関係の垂れ幕であったり、そういったものの

消耗品でございまして、今委員が御指摘をされたよ

うな防犯協会のボランティアの方々につけていただ

いているようなチョッキといったものは、各防犯協

会のほうで手当てをしていただいているということ

です。

○新垣光栄委員 ぜひ、地域警察活動費のほうは、

やはり地域がいろいろな事件の、地域の安全を守っ

てコスト軽減の最大限の効果を果たしていくと思い

ますので、地域活動費はぜひもっと請求してもいい

のではないかと思っておりますので、頑張ってくだ

さい。

そして、最後になりますが、交通安全施設費に、

今回大分、地域で信号機の取りつけ等の要望があっ

たり、いろいろな要望があってふえていると思って
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いるのですが、その交通安全施設費の増額の内容を

少しばかり説明していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

○小禄重信交通部長 信号機等の交通安全施設等整

備事業につきましては、過去に老朽化した交通安全

施設の維持費とか、更新が喫緊の課題となっており

ます。県民からの新規の整備要望に充てることので

きる予算というのは限られているのが実情でありま

す。県警察では、認められている予算の範囲で重点

的かつ効率的な事業の推進に進めているところであ

ります。こうした状況において、平成31年度当初予

算については、前年度と比較して約２億7000万円増

加の約12億1000万円となっており、これは主として

安里・松川・首里坂下のほうの県道29号線になるの

ですが、そこの既設の中央線変移装置の更新のため

の予算が認められたことによるものであります。県

警察といたしましては引き続き、計画的かつ持続可

能な交通安全施設等整備事業の推進に向け、必要な

予算の確保と効率的な執行に努めてまいりたいと考

えております。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後３時18分休憩

午後３時35分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 資料３の11ページをお願いします。

知事公室から伺いますが、１月に私たち総務企画委

員会も地位協定を学びにドイツ・イタリアへ行って

まいりました。この間、当局の皆さんも行って中間

報告も読みましたが、今回の私たちの視察でも一番

私自身大きな収穫になったのが、騒音軽減委員会あ

るいは地域委員会が両国に設置されていることでし

た。皆さんもこのことについて調査したと思います

が、まず、最初にその委員会がどういうものなのか、

皆さんの見解をお聞かせください。

○池田竹州知事公室長 私どももヨーロッパ全部で

４カ国、調査させていただきました。ドイツ・イタ

リアなどのように騒音軽減委員会というのが設けら

れています。これは例えば沖縄でもそうですが、夜

の10時から朝６時までは飛行しない取り決めがある

と聞いています。それを実際に検証する場、あるい

は飛行するときには地元のいわゆるドイツ、イタリ

ア政府あるいはドイツ軍、イタリア軍の許可が要る。

騒音軽減委員会のようなものでは、実際にどのよう

な形で騒音が離発着回数など、地元の自治体にきち

んと報告をする活動が行われていると聞いておりま

す。

○比嘉瑞己委員 私がびっくりしたのが年間の離発

着の回数も協議をして何千回、何万回ということを

決めていると。実際にはそれより下の回数にとどまっ

ていることもあって、こうしたのができれば、かな

り沖縄の軽減にもつながるのではないかなと思いま

した。向こうでお会いした方でイタリアの元ＮＡＴ

Ｏの空軍司令官のレオナルド・トリカルコさん、こ

の方が常に強調していたのが「公式な文書を示して

いくことが大切だ」ということを強調していたので

すよ。「ＮＡＴＯがすぐれているわけではないが、Ｎ

ＡＴＯの地位協定ではこうなっているのに日本では

こうなってないではないか」という迫り方が一番ア

メリカには説得力があると言っていました。そういっ

たことを皆さんも調査したと思うのですが、新年度、

やっと全国的な課題にもなってきましたが、特にこ

の委員会の設置に向けて、どのように取り組みます

か。

○池田竹州知事公室長 地位協定の改定につきまし

ては、私どもは提案を受けて全国知事会も提言をま

とめていただきました。その中でどれが優先順位が

高いかとは一概に申し上げられませんが、騒音の問

題、環境も含めて、そういった非常に身近な問題で

すので、そういったところをきちっと知事会での議

論も踏まえて、あるいは渉外知事会、軍転協とも連

携をしながらしっかり取り組んでまいりたいと考え

ております。

○比嘉瑞己委員 この騒音問題は沖縄だけではなく、

これから全国でも大きな問題になっていくので、全

国知事会でも理解を得られやすいと思うのです。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

次に、辺野古の対策事業ですが、今回、歴史的な

県民投票の結果が示されました。これまで政府は、

私たちが知事選挙やいろんな選挙で民意は示された

と言っても、選挙だけでは必ずしも新基地建設反対

の民意ではないと言っていたわけですよね。だから

私たちは争点を１つに絞ったこの県民投票を県民が

立ち上がって成功させました。

ところが、今の国会を見ていると、この県民投票

が終わる前から結果がどうであろうと進めるんだ。

実際に総理は真摯に受けとめると言いながら工事を

強行しています。

まずはこの点について、公室長の今のお気持ちを

聞かせてください。

○池田竹州知事公室長 ３月１日に玉城知事が安倍

総理大臣に結果の通知を手交させていただいたとき
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に私も同席させていただきました。総理からは、「真

摯に受けとめる」というお言葉がございました。一

方で、工事中止を求めた玉城知事については直接の

返答はなかった状況です。その後の国会の審議で岩

屋防衛大臣だったと思いますが、県民投票の結果に

かかわらず工事を進めていくというような、たしか

国会でのやりとりがあったかと思います。

私ども、今回、地方自治法に基づく直接請求で４分

の１をはるかに超える37％、そして投票した方の７割

以上の辺野古の埋め立てに対する反対という県民の

意向が示されたわけですので、ぜひそれについては

政府としてもしっかりと受けとめて、まずは工事を

とめて、私ども沖縄県と対話に臨んでいただきたい

と考えております。

○比嘉瑞己委員 この間も政府は民意を無視して強

行してきましたが、今回はわけが違うと思うのです

よね。おっしゃるように、本当に地方自治は民主主

義が問われていると思うのです。私はもっと県とし

ても怒って次のアクションを起こすべきだと思うの

ですが、いま一度、今後の対応についてお聞かせく

ださい。

○池田竹州知事公室長 政府に対しましては、知事

から総理に対しまして対話を呼びかけ、直接２人で

会う機会をきちっと確保してほしいという呼びかけ

に対しては安倍総理も比較的前向きな回答だったと

考えております。まず、会ってきちんと話をしてい

くのは、とても大事だというふうに考えております。

一方で県民投票の結果につきましては、先ほど述

べさせていただきましたが、この県民の思いをきちっ

と米国含めてより広く訴えていって、国民的な議論

につなげていくことが必要だと考えております。

○比嘉瑞己委員 総理の言葉と行動が伴っていない

から、全く言葉がきれいでも空疎にしか聞こえてき

ません。本当に受けとめているなら工事をまずとめ

るべきですよね。そこら辺をしっかりと訴えるべき

だと思います。

ワシントン駐在費についても、１点お聞かせくだ

さい。先ほどから議論がありましたのでかぶらない

ようにしますが、私はもう一日も早く行くべきだと

思いますが、知事の訪米の時期はこの３月ですか、

４月ですか。

○池田竹州知事公室長 なるべく早い時期にという

声は私どものほうにも来ておりますが、３月、４月

さまざまな日程がございます。全体の日程を見なが

らまた訪米時期についてはできるだけ早い時期に行

けるような形で検討させていただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 では、期待しております。

次に、公安委員会、お願いします。抜粋版の資料

の３ページ、警察費ですが前年度と比較すれば伸び

ているのですが、この説明の中で（目）の中で刑事

警察費が前年度比5600万円の減になっています。こ

の理由を教えてください。

○山本将之警務部長 刑事警察費につきましては、

主として犯罪の捜査あるいは犯罪の抑止という防犯

活動、また、その他の事件捜査に要する経費であり

まして、今回の減額につきましては、この事項の項

目のうち生活安全活動費が約3500万円、刑事企画費

が約2000万円の減額となっております。生活安全活

動費の減額につきましては、地方創生推進交付金の

対象事業となる防犯アドバイザーの運用に要する交

付金が終了年度の到来により減少したことが要因で

ありまして、刑事企画費の減額につきましては、こ

れまで整備を進めてまいりました取り調べにかかり

ます録音・録画の装置の整備が終了したということ

で、この事業終了というものが主な要因となってお

ります。

○比嘉瑞己委員 少し心配したのは、この予算の関

係で皆さんの警察活動が不十分になってないかとい

う点で質疑します。昨年11月に、皆さんも読んだと

思うのですが地元２紙が県警の捜査方法を疑問視す

る報道がありました。県警捜査２課が６月、多良間

村の公共工事をめぐる贈収賄容疑に関連して、村役

場と地元の事業者を任意で捜査したこの件でありま

す。記事によりますと、通常は差し押さえなどを行

う家宅捜索には裁判所からの令状をとることが必要

だが、捜査を受けた業者側は令状は示されず任意捜

査にも承諾していないのに事務所内を捜索されたと

いう内容でした。

私はここで個別の捜査の中身について、とやかく

言うつもりはありません。ただやはり報道もされて

県警の信頼にかかわる問題ですので質疑をいたしま

す。一般論として、警察には捜査手法で任意捜査と

強制捜査の２つがあると思いますが、その違いを説

明ください。

○島袋令刑事部長 いわゆる強制の処分を行わない

のが任意捜査で、これを用いる捜査が強制捜査であ

ります。例えば任意提出、相手方の協力を得て任意

にものを提出して領置する、あるいは出頭していた

だくというのが任意捜査でありますし、強制捜査と

はいわゆる裁判所からの令状を得て逮捕する、ある

いは捜索・差し押さえをするということでございま

す。
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○比嘉瑞己委員 任意捜査であっても、あくまでこ

の任意というその承諾が必要だと思いますが、皆さ

んの捜査では任意捜査の際にこうしたことを対象者

にちゃんと説明していますか。

○筒井洋樹警察本部長 一般論として申し上げます

が、例えば任意の提出をしていただいて、それを領

置をするという場合には、任意提出書の提出を受け

て領置調書を作成するということが犯罪捜査規範と

いう我々の遵守している規範に書かれておりますが、

その中に任意提出には任意に提出するということが

明記をされているところでありまして、我々として

はこういった手続をきちっと踏むことによって、適

正に捜査を行っております。

○比嘉瑞己委員 質疑はその対象者にその任意があ

れば大丈夫ですよと、説明をちゃんとしていますか。

○筒井洋樹警察本部長 今、申し上げた書面上そう

いうふうに書いてあるということに加えて、必要に

応じて適切に説明をしております。

○比嘉瑞己委員 今、部長がおっしゃったその犯罪

捜査規範というものがあって、警察官が守るべき規

範ですが、その108条に任意のみの家宅捜索は禁止を

されています。任意のみの家宅捜査は禁止されてい

ますが、これは任意捜査のときにもこの108条はもち

ろん守るべきものだと思いますが、いかがですか。

○島袋令刑事部長 犯罪捜査規範108条において、委

員がおっしゃる規定があるのは承知しております。

いわゆる個人の邸宅とか自宅とか、そういうところ

に係るそういう捜査においては個人の財産権とか人

権を侵す場合が多いですよと、侵す可能性が高いと、

そういうことで任意の承諾があってもそれは令状で

やりなさいよというのがその趣旨でございます。そ

ういうことですので、その場合には当然、令状を得

て行っております。

○比嘉瑞己委員 それが原則だと思います。ところ

がこの報道で、令状などは示されずに任意捜査にも

承諾していないのに、事務所内を捜索されたと書か

れております。これについて、皆さんはどう見解を

持っていますか。

○筒井洋樹警察本部長 具体的な事件の捜査につい

てコメントをすることは恐縮ですが差し控えさせて

いただきたいと思いますが、私ども警察は、令状が

必要な強制処分を令状なく行うということはやって

おりません。

○比嘉瑞己委員 今回のこの多良間村の事例では、

捜査を受けた事業者側と県警の皆さんとの見解が全

く異なっています。こうした疑惑が持たれること自

体が私は問題だと思っています。そういった意味で

今回の捜査のあり方について、きちんと組織内で検

証があってしかるべきだと思いますが、それはされ

ましたか。

○筒井洋樹警察本部長 検証という言葉の意味する

ところが必ずしも明らかではないのですが、我々今

回の報道を受けまして、必要な事実確認は当然行っ

ております。

○比嘉瑞己委員 もう一度確認しますが、その事実

確認をしたというのは担当課である捜査２課のみで

の確認にとどまっているのか、それともちゃんと皆

さんの組織として適正だったかという、そういう部

署もあるわけですから、そういった組織として検証

をちゃんと行ったかというのを聞いています。

○筒井洋樹警察本部長 個別の事案についてのコメ

ントは差し控えたいと思いますので、具体的にどう

いう形で誰に対してということは恐縮ですが差し控

えさせていただきたいと思いますが、我々として必

要な事実確認は行ったと思っております。

○比嘉瑞己委員 これは事業者ではないですよ、皆

さんの組織の中で検証を行ったかという話ですよ。

今、信頼関係が揺らぐか揺らがないかということな

のですから、組織内でこの捜査のあり方について検

証したのか。

○筒井洋樹警察本部長 繰り返しになりますが、私

どものほうで必要な事実確認は行っております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、県民の信頼に応えるような

活動をして続けていただきたいと思います。規範意

識、法令遵守の徹底を求めたいと思います。

資料３の12ページ。総務部の歳入について伺いま

す。県税が初めて1300億円台になりました。この歳

入がふえたことに対して喜びますが、その中の内訳

を教えていただきたいと思います。個人県民税、法

人税はどのように言えますか。

○小渡貞子税務課長 まず、個人県民税のほうから

お答えさせていただきたいと思います。平成31年度

の個人県民税の当初予算額は395億4600万円で平成

30年度の当初予算額に比較しますと15億9500万円、

率にして4.5％の増となっております。

個人県民税のほうはこの個人県民税という税目の

中で幾つかに分かれておりまして、その98.4％は一

般の県民の方から徴収いたします均等所得割という

税金があります。それが98.4％を占めているのです

が、堅調な県経済を背景に、納税義務者数の増加が

見込まれております。そのことから個人県民税は15億

9500万円の増収を見込んでおります。
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○比嘉瑞己委員 法人税もお願いします。

○小渡貞子税務課長 続きまして、法人税は法人県

民税と法人事業税というものがありますので、まず、

法人県民税から、当初予算額が52億600万円、平成30年

度の当初予算額に比べまして７億4200万円、率にし

て16.6％の増となっております。

法人事業税ですが、当初予算額を275億9400万円見

込んでおります。これが平成30年度の当初予算額に

比較しますと35億1100万円、率にして14.6％の増と

なっております。これは県経済が堅調に推移してい

ること、あと平成30年度の決算見込額、そして法人

へのアンケート調査を実施しておりますので、その

調査結果などを勘案しまして、法人県民税、法人事

業税ともに増収するものと見込んでおります。

○比嘉瑞己委員 法人税だけでなく県民税も伸びて

いるというのが大変うれしいと思います。全国との

比較をお聞きしたいのですが、今、伸び率もお示し

いただきましたが、これ、伸び率で見て全国と沖縄

はどのように関係ありますか。

○小渡貞子税務課長 まず、個人県民税均等所得割

ですが、これはまだ平成30年度の決算が出ておりま

せんので、平成29年度の決算額と比較させていただ

きます。まず、平成29年度の決算額ですが、これは

平成26年度の決算額と比較しますと平成26年度が

339億800万円でしたので、平成29年度の決算額が

382億7100万円でした。比べますと43億6300万円、率

にして12.9％増加していることになります。これが

全国と比較ということでしたので、地方行財政調査

会というところが県税に関する資料を出しておりま

す。そこで全国との伸び率を比較しますと全国平均

が2.9％の伸びでした。沖縄県の場合は12.9％の増で

したので、約10ポイント高い伸び率になっています。

○比嘉瑞己委員 これは、法人だけですか。

○小渡貞子税務課長 これは個人県民税になってい

ます。

○比嘉瑞己委員 法人もわかりますか。

○小渡貞子税務課長 済みません、今、手元にある

のが一番伸びが大きかった個人県民税になっており

ます。

○比嘉瑞己委員 先ほど納税者も伸びているという

話がありました。県内の納税者の増減はどうなりま

したか。

○小渡貞子税務課長 先ほど個人県民税につきまし

て平成26年度と平成29年度を比較しましたので納税

義務者数もそれで比較したいと思いますが、まず、

平成26年度が55万7629人、平成29年度が61万7083人

でした。それは５万9454人伸びておりまして、率に

しますと10.7％の納税義務者数がふえていることに

なっております。

○比嘉瑞己委員 期待したいと思います。最後に、

公共施設マネジメント推進事業についてお聞きしま

す。この事業は県有地も管理するのでしょうか。

○下地常夫管財課長 公共施設マネジメント推進事

業につきましては、基本的には公共施設の適正な維

持管理を計画的に行うというための事業となってお

ります。

○比嘉瑞己委員 先ほど県立図書館の施設の跡利用

を今の庁舎の仮庁舎になるという話があったんです

が、場所的に県都那覇のさらに真ん中にある場所柄

です。この間、那覇市としてはあの一体の公共施設

のあり方についていろんな議論があるのですね。市

民会館の問題、あるいは古くなった市立図書館、市

立の中央公民館、また、与儀公園も相当年月がたっ

ています。いずれも、その下は県有地なのですよ。

なので私、常々那覇と連携をとって県も支援するべ

きだと提案をしてきたんですが、今回のこの県立図

書館の利用について那覇市との協議はありましたか。

○下地常夫管財課長 県立図書館の敷地につきまし

ては、今のところはまだ県庁内での内部での検討と

なっております。

○比嘉瑞己委員 部長に最後、お聞きしたいんです

が、当面の活用方法としては私、仮庁舎としての機

能というのは納得できるのですが、せっかくあれだ

けの大きな県有地があって、いろいろ施設の問題も

抱えている。ぜひ、県も那覇市と連携して、もっと

大きなビジョンを描いてほしいなと思うのです。ちょ

うど復帰も50年を迎えようとしている中で、あの那

覇の中心地を県としても県有地を持っているわけで

すから、那覇市と連携してどうあるべきか今後協議

をしていくべきだと思いますが、最後に部長の見解

をお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 県の公有財産の取り扱いの基

本的な考え方としましては、行政目的遂行上に物的

手段として有効適切に利活用すると。それの前提と

しては、まず県の財産でございまして、まずは県で

利活用できるのかどうかというのがまず前提になろ

うかと思います。それでその利活用に当たって県で

使う予定がなければ当然、市町村へのいわゆる紹介

というものをやっていってそれでもなければという

ことでございます。

今、御質疑の与儀一帯かなり広大な面積になって

いるところでございますが、今後、あれだけ中心部



－112－

にある広い土地でございますのでさまざまな利活用

の計画はあるのかなと思っていますので、県庁内部

での議論もしっかり進めていきながら、近隣の市町

村等から意見があればそれをしっかり伺っていくと

いうことになるのかなと思っています。

○比嘉瑞己委員 施設１つだけ見てみると先ほど

言った手順になっていくのですが、面で考えて協議

していただきたいと思います。ありがとうございま

した。

○渡久地修委員長 上原章委員。

○上原章委員 まず初めに知事公室長にお伺いした

いと思います。

資料３の11ページで、先ほど来、各委員が質疑の

中で基地関係業務費、基地対策調査費、辺野古新基

地建設問題対策事業等々、沖縄の基地問題に対して

の取り組みが非常に大きな県政の柱にもなると思う

のですが、今回知事が総理にお会いして新しい話し

合いの場、ＳＡＣＯに沖縄県も加える提案をしたと

聞いておりますが、その目的と見通しをお伺いでき

ますか。

○池田竹州知事公室長 知事は３月１日に県民投票

の結果を通知するため、安倍首相と面談いたしまし

た。その際、ＳＡＣＯの検証及び沖縄の負担軽減、

ＳＡＣＯ合意から23年以上が経過していることも踏

まえてＳＡＣＯの検証、そして負担軽減の検討のた

めに、ＳＡＣＯは日米両政府ですので、それに沖縄

県を加えました３者で協議を行う。ＳＡＣＯ ｗiｔ

ｈ Ｏｋｉｎａｗａと知事はおっしゃいましたが、そ

れを提案させていただいたところです。

その場で当然、総理からは直接の言及はございま

せんでしたが、３月５日の参議院予算委員会におき

まして、総理は外交交渉なので政府が責任を持ち交

渉を続けると、御答弁されていたかと思います。

県としましては、外交交渉は当然わかった上で、

沖縄の基地負担軽減のためにはやはりしっかりと地

元の声を聞いていただきたいと考えております。こ

のため引き続き日米両政府に新たな話し合いの場を

求めていきたいと考えております。

○上原章委員 思いは県民も同じ思いだと思うので

すが、これまで二十数年余りなかなか普天間の危険

性の除去という大きな原点があるわけですが、これ

までのＳＡＣＯ合意、ロードマップ、統合計画と今

日まで来ているのですが、今、政府が日米統合計画

の中で今日まで進められた軽減策を教えていただけ

ますか。

○金城典和参事兼基地対策課長 まず平成８年度の

ＳＡＣＯの最終報告の中身について、土地の返還関

係、それと訓練、あとは運用関係の負担軽減策が盛

り込まれております。その中で、まず土地の返還に

ついては大部分が今返ってきている現状があります。

その取りこぼした普天間飛行場と那覇軍港、さらに

キャンプ桑江の一部、そういったまだ返還されてい

ない部分があるのですが、これについては平成18年

のロードマップ、それと平成25年の統合計画、ここ

の中に具体的な返還計画ということで盛り込まれて

おりますので、ＳＡＣＯに関する土地の返還関係は

今、統合計画で着々と進められている認識でござい

ます。

一方、訓練関係の削減については、例えば県道104号

線越えの砲弾演習については、今、日本各地で分散

で訓練をすると、引き続き行われております。

一方、パラシュート降下訓練は、基本的には伊江

島へ移転しているということですが、例外的に米軍

が嘉手納で実施している状況があったりして、一部

まだ嘉手納にそういった負担をかけている現状が

あったりいたします。それ以外にいろいろ負担軽減

されていて、ＳＡＣＯについての負担軽減はある程

度順調に進んでいる認識で、ロードマップとか統合

計画にはそういった訓練のものとか、負担軽減はほ

とんど取り込まれていなくて、具体的には土地の返

還になっていますので、土地の返還関係は統合計画

をどんどん進めていくと。一方、訓練移転とか運用

改善についてはＳＡＣＯ合意をそのまま遵守して、

よりよい軽減を図っていきたいと、そう考えている

ところです。

○上原章委員 先ほどの答弁、例えばＫＣ130空中給

油機が岩国基地移転とか、緊急時における九州自衛

隊基地内での移動とか、オスプレイの運用機能の県

外、機体の整備の県外、あとキャンプ瑞慶覧等の道

路建設、普天間飛行場の一部の市道用地建設、牧港

補給地区の国道58号沿いの拡張、今いろいろやって

いるわけですよね。まだまだ必要な負担軽減がある

のですが、ここの分に関しての評価は県としてどう

なのですか。

○池田竹州知事公室長 先ほど基地対策課長からも

ありましたが、ＳＡＣＯそのものの合意事項の返還

面積につきましては5075ヘクタールのうち4449ヘク

タールと９割ぐらいは進んでいる。特に北部訓練場

の過半の返還が非常に大きいと思いますが、ＳＡＣ

Ｏのその後のものはまだ形として出てきていない部

分もございますが、ＳＡＣＯに関しましては返還に

つきましてかなり進んでいると考えております。
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○上原章委員 知事は対話によって解決したいと、

そういういろいろな思いを発信しているわけですが、

例えば玉城知事が誕生して11月に知事が防衛大臣に

基地問題に対する14項目要望しましたよね。これに

対しての政府の反応はあるのですか。

○池田竹州知事公室長 防衛大臣がいらしたときの

要請書だと思いますが、それの具体的な返答はいた

だいておりません。軍転協が要請した際には、その

後。前年度の取り組み状況については文書として政

府からいただいているところでございます。

○上原章委員 それでは５年以内の普天間の運用停

止と、この取り組みの中で普天間飛行場負担軽減推

進会議及び作業部会が立ち上がりまして、この推進

会議と作業部会のメンバーを教えていただけますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 まず

普天間飛行場負担軽減推進会議ですが、政府側の構

成としましては、内閣官房長官、内閣官房副長官、

沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣となっておりま

す。負担軽減推進会議の沖縄県側は、知事と宜野湾

市長です。負担軽減推進作業部会ですが、こちら政

府側は座長が内閣官房副長官になっていまして、そ

れから内閣官房内閣審議官、内閣府政務統括官、外

務省北米局長、防衛省防衛政策局長、防衛省地方協

力局長となっております。沖縄県側が副知事と宜野

湾市副市長の構成になっています。

○上原章委員 それで、平成26年度は私も調べたの

ですが、平成26年度はその推進会議が３回、あと作

業部会が５回行われているのですが、平成27年度、

平成28年度、平成29年度とわかりますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 開催

日の回数ですが、平成27年度は推進会議、作業部会

ともに開かれておりません。それから、平成28年度

は推進会議が１回、作業部会が１回となっておりま

す。平成29年度は推進会議は開催されていなくて、

作業部会が２回開催されております。平成30年度は

作業部会が１回の形になっております。

○上原章委員 最初の平成26年度、先ほどお話しし

ました推進会議が３回、作業部会が５回開かれて、

翌年は一回も開かれない中で、本当にこの５年以内

の運用停止を沖縄県として強く求めていく大事な会

の中で、国と県、また宜野湾市も地元ですから、そ

れをしっかりそれを進めていってほしかったわけな

のですが、実際こういうテーブルに着けないのが数

年続いているのが、私も何とかここを突破できなかっ

たのかという思いをしているのですが、この辺は現

状に対する公室長の見解を聞かせていただけません

か。

○池田竹州知事公室長 昨年の選挙で県知事、そし

て宜野湾市長もかわったことで、松川市長からも早

期に負担軽減推進会議をやっていただきたいと話が

ございました。この間、実は私ども何度か宜野湾市

長とそろえた上で日程調整を政府とやったのですが、

私どもがあいているときには政府が国会対応とかで

対応できない形で、いまだ具体的な会議の開催には

至ってないのですが、３月１日に知事が安倍総理と

お会いした際にも負担軽減推進会議の早期開催、も

ちろん官房長官が座長とわかった上ですが、求めた

ことに対して総理から官房長官にしっかり伝えるお

話もいただいたところです。

なるべく早く、できれば今月中にも改めて日程を

申し込んで早期開催、そしてその場できちっと意見

交換を行っていくのがまず大事だと思っていますの

で、ここは最大限努力していきたいと思っています。

○上原章委員 それでその際に、先ほどは知事が新

しい話し合いの場、いろいろなアプローチをかける

中で、私はこの５年以内の運用停止と実際県が求め

る中で、例えば今いろいろな軽減策をしてきた政府、

防衛省の見解と、一方で今普天間がこの訓練移転と

か、いろいろやった５年の中で実際軽減されている

のか。離発着が、深夜もそうですが、住んでいる地

元の人にとっては本当に離発着が目に見える形で軽

減されていると一番感じられていないのですね。実

際その辺の軽減があるのか、変わってないのか、ふ

えているのか。そういった調査、数字はありますか。

○池田竹州知事公室長 細かい数字はまた後ほどや

りますが、例えば外来機の飛来回数につきましては、

まだ平成30年度は終わっていませんが、飛躍的にふ

えている結果が防衛省の調査で出ております。これ

は平成29年度までは滑走路の補修工事の関係で、い

わゆる回転翼機以外の離発着がかなり厳しかったこ

ともあると思いますが、あと、外来機によるピーク

騒音、たしか123.7デシベルですか。普天間飛行場で

の過去最大のピーク騒音を観測したこともあります

ので、宜野湾市と意見交換をしていても体感できる

負担軽減は残念ながらまだ実現されていない。

オスプレイの県外・国外に２週間とか行く期間中

に、全体での騒音発生回数が減ったりはデータで確

認できる部分もあるのですが、やはりそれを補うと

いいますか、埋める形で外来機が飛来をしていて、

全体としての目に見える形での負担軽減にはつな

がっていないのかなと考えております。

○上原章委員 数字ありますか。
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○金城典和参事兼基地対策課長 普天間の離発着の

回数につきましては、先ほど公室長が答弁したとお

り、まず県で平成29年の１月でしたか、県で独自調

査をして、実際それが24時間の発着状況が確認でき

るということで、沖縄防衛局にその離発着について

調査するように申し入れて、平成29年度から具体的

に目視調査で回数をカウントしている状況です。で

すから、平成29年度からしか回数は確認されていな

い状況です。

そこで、平成29年度、普天間における離発着回数

は１万3581回、それと平成30年度で平成31年１月末

までの数字が出ています。その10カ月間の合計です

が、１万3206回ですので、ほぼ昨年と同じ離発着回

数がことしの１月までにほぼ同数の発着回数が出て

いる状況にあります。

○上原章委員 宜野湾の普天間の地域に住んでいる

人にとっては、訓練がどこに行こうが、現実に上空

を飛んでいるのが怖いわけですね。危険なのです。

子供たちも含めて。それが本当に減っていると。外

来機だろうが、常駐機だろうが、住んでいる人にとっ

ては関係ないですよね。それをしっかり減らしても

らうことを、こういったいろいろな推進会議とかデー

タをもとにしっかり求めていかないと、なかなかい

ろいろなことを負担軽減しておりますと政府が言っ

ても、実際は減っていないことはしっかり主張して

いただきたいのですが、いかがですか。

○池田竹州知事公室長 私どもの独自調査で―それ

まで24時間の調査は行わないとの対応だったものが、

私どもが独自に目視調査でやってはかれると。夜間

の離着陸もビデオカメラもかなり性能が向上してい

て、暗いところでも十分確認ができることを踏まえ

て、平成29年度から防衛局として取り組んでいただ

いているところです。それで見えてきた部分がかな

りございます。オスプレイの県外移転だけでは、Ｃ

Ｈ53の離発着回数がかなり多いこともわかって、そ

のほかの機種の訓練移転なども行わないと実感でき

るような負担軽減につながらないのではという形で

考えております。

負担軽減推進会議、あるいはその下の作業部会で

はより宜野湾市民の方が実感できるような負担軽減

のあり方について、ぜひ宜野湾市とも連携して進め

ていきたいと考えております。

○上原章委員 この数年、その推進会議も、作業部

会も開かれていないこの現実をもう一度、県もしっ

かり国とのお互いのテーブルに着く作業をもう少し

大事に頑張っていただきたいと思います。

もう一点。総務部長に一括交付金について、今、

特にソフトの部分でいいのですが、７年目に今の振

興計画の中での一括交付金が各部局において通らな

い。そういったケースもまだ多くて、非常に残念な

のですが、一括交付金制度の評価を聞かせていただ

けますか。

○金城弘昌総務部長 一括交付金は平成24年度から

制度スタートして、現振興計画でスタートしている

ところでございます。この制度は従来補助事業など

で対応が難しかった離島の振興とか、子育て、福祉

分野、また人材育成、そういった施策について県の

自主的な選択に基づいてさまざまな事業展開が可能

になったことで、自由度の高い沖縄唯一の制度だと

認識をしているところでございます。

それの効果として、さまざまな分野で成果が上がっ

てくると。直接それがということではないのかもし

れません。それは間接・直接も含めてさまざまな効

果があると認識しています。

○上原章委員 一方で、いろいろな当初予算を組ん

で、また補正予算で減額というケースがまだまだ目

立つ思いがあるのですよね。この辺は対策まで含め

てどう思いますか。

○金城弘昌総務部長 ９月とか11月、２月にもござ

いましたが、交付決定が得られてなくて減額をした

事業がございました。当然、財源としてはございま

すので、他事業へ振りかえるなどして有効活用して

いることで、平成30年度予算でいきましたら、基本

的には全額を予算として計上しているところでござ

います。

ただ、執行の状況によって不用とかそういうのが

出てくるかもしれませんが、基本的には減になった

分は別事業に振りかえることで、その予算の枠とし

ては活用している状況でございます。

○上原章委員 これは内部の論理というか、本来は

当初予算に組んだ以上、これをしっかり皆さんはそ

れぞれ受注したり、また公募したりやるわけですよ。

それに対していろいろな委託を受けたところが準備

をして、しっかりそれを予算を組んでやろうとする

中で、国と県がそういうすり合わせができなかった。

それでまた庁内で調整すると。私はこれは、ある意

味では最終的な取り組みであって、当初予算が通ら

ないのは問題ではないかと思うのですが、いかがで

すか。

○金城弘昌総務部長 一括交付金の交付要綱に沿っ

て定められておりまして、県のほうではその要綱に

合致していることで予算計上して、事業計画を立て
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て内閣府に要望しているところでございます。大方、

執行できるところでございますが、ただ、事業によっ

て新規事業等はなかなか４月には交付決定がもらえ

なくて、いろいろなやりとり、宿題等を返したりし

ながらすることで、事業によっては事業期間が足り

なくて見送らざるを得ないと。次年度に回すことも

ございますが、県としては内閣府と調整しながら、

事前に情報提供も含めてやっていくことをしており

ますので、そういうことがないように当初予算で掲

げた予算についてはきちんと事業化できるように引

き続き取り組んでいきたいと思っております。

○上原章委員 私も担当部局が見通しが甘かったと

思いたくないのですが、本当に詰めて詰めて皆さん

メニューをつくって、我々議会に当初予算を出して

くるわけですから、これが本当に内閣府としっかり

した信頼関係を持って、一つ一つ前に進むのは、内

閣府も沖縄の振興策のための予算だということで認

識しているわけですから、しかも、この基準は全部

わかっているわけですから、前もって先ほど部長が

おっしゃるように、沖縄の振興に資するというとこ

ろに、福祉も経済も含めて医療も含めてしっかりし

た対応を―いよいよまた次年度も始まりますので、

よろしくお願いしたいと思います。最後にお聞かせ

を願います。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり事業で計

画した予算については、しっかり内閣の交付決定が

一日でも早くとれるように取り組みを進めていきた

いというふうに考えます。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず知事部局のほうからお願いし

ます。今回、消防防災危機管理ということで、皆さ

んの予算概要の１ページのほうにあるように、34億

円ということであるのですが、この大半、32億円は

不発弾等の処理事業ということであるのですが、公

室長の認識として、今、３・11東日本大震災から８年

であるのですが、沖縄県における大規模災害に対す

る認識だとか、対応策だとか、課題はどのように考

えていますか。

○池田竹州知事公室長 県では、平成25年度に実施

しました沖縄県地震被害想定調査に基づき、沖縄本

島の陸地部ですと、４つの断層、そして周辺海域で

は20の想定地震を設定して、各地震の最大震度など、

そして津波の被害想定などを公表しております。そ

の中で一番被害の規模が大きいとされる沖縄本島、

南東沖地震、三連動、東日本大震災のような地震を

想定したものでは、建物の被害で全壊が５万8346棟、

人的被害で犠牲者１万1340人などを想定しておりま

す。この被害想定に基づきまして、平成27年３月改

正の県地域防災計画に内容を盛り込んで、あと、各

市町村の地域防災計画につきましても、41市町村の

うち38の市町村で、被害想定に基づく、地域防災計

画として反映をさせていただいているところです。

対策としましては、まず、ソフト面では市町村のハ

ザードマップの作成を行っていたというほか、９月

の県の総合防災訓練で、市町村と合同で訓練の実施

に取り組んでおります。あと、11月津波防災の日の

住民避難総合訓練の実施など、市町村と連携して行っ

ているところです。またハード面につきましては、

津波に強いまちづくりということで、沿岸部の土地

利用の建物、建築物や土木構造物の設計、都市計画

の作成などに活用させていただいているところでご

ざいます。

○當間盛夫委員 それを踏まえて、県で消防防災、

災害においての分での予算的な総額はどうなってい

ますか。この不発弾等処理事業の32億円を除く部分

での総予算。

○上原孝夫防災危機管理課長 県では防災関連予算

の集計は、我々のほうで行っておりませんが、沖縄

21世紀ビジョンの実施計画の進捗管理をするため、

毎年度沖縄県ＰＤＣＡ実施報告書をまとめておりま

す。当該報告書の中で災害に強い県土づくりと、防

災体制の強化としてまとめた施策の平成29年度決算

額は、522億1616万円となっております。県としては、

国の関連予算案の内容について、県関係部局で情報

を共有し、地域防災力向上を図るため、適切に対応

しているところでございます。

以上です。

○當間盛夫委員 適切に対応してないから、午前中

の質疑の中でも交付金の部分での充足率は足りてい

ないというようなもろもろがあるわけです。皆さん、

概要を見ての分でしかお話しできませんが、不発弾

を除く消防に関するものからすると、大体その分が

２億円なのです。消防人件費、いろいろなことを抜

いたにしても、それだけしかない。ちなみに、知事

公室、基地問題解決の部分で、この特定地域特別振

興の約５億円を除く分で、その基地解決に向けての

予算は総額でどれだけあるのですか。

質疑を変えて、基地問題解決の分で、皆さん基地

問題解決業務費だとか、基地対策調整費だとか、辺

野古問題というのは、これはどういう事業をやるの

ですか。主にこの予算は人件費なのですか。

○金城典和参事兼基地対策課長 我々の職員費です
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が、今、事業で説明している例えば基地対策調査費

とか、ワシントン駐在の活動費、そういうものに我

々職員の人件費は計上はされていないです。これは

たしか秘書課の職員費ですか、あちらのほうで合計

で計上されていて、こういう事業の中には職員の人

件費はまず入っていないという状況です。一方、私

たち基地対策課の事業で申し上げますと、基地対策

調査費、そこには先ほどから説明しております他国

の地位協定調査とか、それ以外に沖縄コレクション

というのが米国の大学に設置しておりますので、そ

ういう補助金とか。あと、朝から話題になっていま

す、ワシントン駐在の活動経費、そういった経費を

今計上しているという状況にあります。あと、私た

ち基地対策課の運営費的な経費、そういったものも

計上させていただいているという状況にあります。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古新基地対策事業費は、約5500万円を平成31年度の

当初予算に計上しているわけですが、その中身は、

主には弁護士への法律相談、あるいは情報発信等に

係る委託料、それから政府との協議会等への出席で

ありますとか、行政法学者の専門家との面談等にか

かる旅費といったものが主な内容というような中身

になっております。

○當間盛夫委員 ちなみに、知事公室の職員数の推

移、３年ぐらいの推移はわかりますか、

○溜政仁秘書課長 平成29年が知事公室84人、平成

30年度が87人、平成31年度が定数の予定ですが、89人

となっております。

○當間盛夫委員 微増であるが、職員数はふえてい

るということで、予算的にもふえていると思うので

す。翁長県政初め、玉城県政の分で。これだけ費用

がふえた分で、この騒音問題を含めて、先ほども普

天間のお話があったのですが、効果はどうなってい

ますか。

○池田竹州知事公室長 基地問題につきましては、

係数的にはなかなか効果を示すのは難しいと思うの

ですが、例えば、全体でのものにつきましては、三

連協で先月も政府そして県外、県内、要請をして、

基地負担の軽減、騒音などの対策にきちんと取り組

むように要望したところでございます。そのほか、

辺野古の問題につきましては、玉城県政の発足後、

辺野古の埋め立ては行わさない。県民投票の結果を

受けて知事と総理が直接お会いするのは、たしか３回

になろうかと思いますが、今後とも引き続き、総理

と知事との対話については、総理のほうからもきちっ

とやっていきたいという考えが示されたところです。

実際、県民の負担軽減が実感できるような取り組

みというのは、粘り強く求めていく必要があるとい

うふうに考えております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 皆さん、行政の仕事ですから、予

算はふえる、職員の数はふえるということであれば、

やはり皆さんよく言う、費用対効果がどうあるかと

いうことは、皆さん一番やらないといけない仕事な

はずなのです。ところが全くそのことが見えてない。

県民がそれを感じないというような形になると、こ

れはいかがなものかなというふうに思いますし、最

初にこの大規模災害の話をすると、皆さんの比率か

らすると、基地問題の解決に向けた予算のほうが多

いわけです。２億4000万円近く、基地問題の調査費

だとかやるんだが、災害に関してのものは、現実、

２億円ぐらいしかないわけさ。県民の命をどういう

形で皆さん守るのですかと。大規模災害があったと

きにはどういう形でやられるのですかということに

なってくると、予算を見て、いかがなものかなとい

う形があるのですが、これから大規模災害に向けて

の防災だとか危機管理に向けては、どういう形でと

られていきますか。

○池田竹州知事公室長 大規模災害に向けての取り

組みの中で、例えば、防災情報ネットワークの方針

など、ソフトウエア的なもの、ハードウエア的なも

の、地震津波被害想定調査とか、そういったところ

を適宜これまで行ってきているところです。設備更

新が去年、平成29年度で一段落したということで、

そういった経費が今回はございませんが、防災力の

向上に向けましては、消防防災ヘリコプターの導入

について、今市町村と協議をしているところでござ

います。

仮に防災ヘリコプターの導入ということが決まり

ましたら、導入後には経常的に機体の整備、そして

基地の運営とか、そういう経費が今ある分に上乗せ

される形になろうかとは考えております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 最後になるのですが、基地問題を

一生懸命やっているのだが、そういう災害に対して

の沖縄は地震がないのではないかとかいう、認識的

なものがどうしても浅いのではないかと。研究者に

よると、琉球海溝でマグマがたまっているところが

あるんだと。そのことはいつどうなるかわからない

という現状が沖縄にあるはずなのに、そういった対

策等々を県民の啓蒙を含めてそういうことが―多少

基地問題に比べたら、そのことが弱いのではないか
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という認識を持っていますので、ぜひ対応方、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。

次、総務部に関してお願いします。先ほどあるの

ですが、公共施設マネジメントのものがあるのです

が、沖縄県の公共施設等総合管理計画概要版を見さ

せてもらっているのですが、今後50年で約３兆8000億

円で、年間を通すと776億円、そういう分で皆さんか

かるという中でこれを出しているというふうに思う

のですが、総務部長、この３兆8000億円はどういう

形で財源をつくっていきますか。年間で776億円とい

いますが。

○下地常夫管財課長 沖縄県におきましては、平成

28年12月に公共施設等総合管理計画を策定しており、

その中で、委員の御指摘のとおり箱物とインフラ全

体で今後、50年間で３兆8828億円、平均すると年間

776億円が必要となると推定しております。

そのためにこういう経費で多額の経費が必要とな

ることから、これは計画的に財政負担の平準化等も

考慮するため、公共施設等総合管理計画を推進して、

建物については、長寿命化を行い、費用の平準化を

図りながら適切に対応していきたいと考えていると

ころです。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から776億円の当てはど

のように考えているか答弁すべきとの指摘

があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 基本的には、どれぐらいかか

るかというのを、公共施設等総合管理計画で試算し

たところでございますが、これは箱物プラスいわゆ

るインフラ道路、そういうものを含めてやっている

ところでございます。当然、財源に当たっては、一

般財源でやらないといけない部分もございますで

しょうし、国庫もあります。さらに、これまで30年

で建てかえていたという、特に施設系でいえば30年

で建てかえていたものを長寿命化ができるという老

朽度なども調査をしてアセスも入れています。それ

で試算でいくと、６割程度にコスト削減される。さ

らには平準化することででこぼこをなくしていこう

ということも取り組みを進めていく中で、財源も考

えていくというようなことになるのかなというふう

に考えています。

○當間盛夫委員 これを踏まえて、皆さんの収入、

予算のもので、財産収入、今回プラス22億円という

ことで、特別会計の有償所管がえ、これの内容を細

かく聞かせてください。

○下地常夫管財課長 平成31年の土地売り払い代は、

26億3934万4000円となっており、前年度に比べ22億

8512万4000円の増加を今見込んでおります。主な増

加の要因は、那覇西町にあります旧運転免許試験場

跡地、面積にして約１万6200平方メートルの下水道

特別会計への有償による所管がえによるものであり

ます。

当該県有地は下水道用地として利用することが決

定しており、平成31年度に下水道特別会計所管がえ

をする予定でありますが、会計が異なることから、

所管がえにおいては有償という形で整理していると

ころであります。

○當間盛夫委員 これは１万6000平米その部分でや

ると。皆さん、その周りはどういう状況か把握して

いるわけですよね。説明会等々では近隣住民とどう

いう話がありますか。

○下地常夫管財課長 当該用地につきましては、用

途地域としては工業地域になっていますが、隣接し

て商業地域等も広がっているところです。下水道課

のほうにおきましては、地域住民の方から施設建築

によって、下水道施設でありますので臭気や振動、

騒音等の発生が懸念されるとの意見が寄せられてい

ることから、説明会等を行って対応していると聞い

ております。

○當間盛夫委員 パシフィックホテルも近くにある、

ロワジールホテルも近くにある、沖縄のリーディン

グ産業は観光だと皆さんは言う。その中でそういう

ような地域に、浄水場をこれだけの１万6000平米持っ

て、近隣には三重城県営住宅もある、隣にはマンショ

ンもある、そういうところに本当にこの施設必要で

すか。

○下地常夫管財課長 運転免許試験場跡地につきま

しては、平成24年４月に公安委員会から管財課に引

き継がれております。その後、全庁利用照会等を行

いまして、その結果、土木建築部からのみ那覇浄化

センターの建てかえ用地としての利活用要望が上

がってきたところであります。

その後、必要性や規模等の調整を重ねまして、平

成29年１月に総務部としても利活用先として適切で

あると判断し、今回、平成31年度予算に計上してい

るところであります。

○當間盛夫委員 部長、この辺はほかの委員からも

出ているのですが、利活用ということで、まず行政、

次に市町村、そのことがなければ公募というのがあ

るのですが、皆さん、今公共施設の総合計画も３兆
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8000万もいろんなものがかかるというのに、真っ先

に自分たちからやる。それはちょっとやはり方向性

が違うのではないですか。どうですか。しっかりと

民間公募で、民間でこの周辺がどうあるべきかとい

う意見も聞きながら、民間等の活用のあり方もどう

あるべきかを検討すべきではないですか。

○金城弘昌総務部長 今、委員御指摘がございまし

たが、基本的に県有財産というか、公有財産は、県

のいわゆる行政目的遂行上の物的手段の有効、適切

に利活用するというのが基本でございます。それで

ない場合は市町村、そしてそれがなければ民間とい

う流れがございますが、ただ一方、この跡地につい

てどうするかというのは、いろんな庁内での議論を

しているところでございます。御参考までにこの浄

化センターに関しましては、今１万6000平米を売却

するということでございますが、浄化センター自体

は今約10万5000平米、いわゆるそれの10倍近い、10倍

とはいきませんが、それぐらいの面積があるところ

でございます。ただ一方で、下水の処理量が今後10年

で1.5倍に増加するということで、下水の処理ができ

ないような状況も、現状老朽化もあって厳しい状況

があるということで、これを計画変更しながら建て

かえて、現状の下水処理場もしっかり稼働させてい

くという中では、やはりどうしてもこの面積は必要

ということで土木建築部と調整させていただいて今

回やったということで、確かにいろんな活用ができ

るのではないかというところでございますが、県民

サービスの下水道の処理も大変重要な施策の一つだ

と認識していますので、それぞれの施設の利用のあ

り方を検討する中で、県として今後とも考えていき

たいと思います。

○當間盛夫委員 県民サービスの中でそのことも大

事だと思うのですが、地域住民の考え方がどうある

かということも一番大事でしょうから、しっかりと

そのことを踏まえてやってもらえればと思います。

これは５年前、６年前にも上がっているが、結局、

近隣住民から反対があり皆さんはそれをやらなかっ

たのです。これは方針だろうから、まだ決定ではな

いはずでしょうから、そういったこともしっかりと

踏まえて地域住民のことを考えてやってもらえれば

と思っております。

最後、公安委員会にお尋ねしたいのですが、公安

委員会の事業の概要で沖縄県の国際化に対応する警

察基盤整備ということで、急増する訪日外国人、観

光客を含めた部分、これはアプリだということはわ

かるので、以前にこれだけ沖縄が観光客が伸びたこ

とで、豊見城警察ですか、那覇空港の落し物でクロー

ズアップされたことがありました。これは今、状況

的なものはどうなっていますか。

○山本将之警務部長 県内全般、拾得届受理が年々

増加している中におきまして、那覇空港を管轄をい

たします豊見城警察署の取り扱いというのも年々増

加しております。その比率につきまして、平成29年

は全警察署が16万件のところ豊見城警察署が４万

2000件、平成30年は全警察署が16万8000件のところ

豊見城警察署は４万3400件ということで、県内一の

取り扱いとなっております。

○當間盛夫委員 この落し物の取り扱いは警察でど

ういう方がやられるのですか。警察官がやられるの

ですか。処理はどのようにされるのですか。対応さ

れる職員。

○山本将之警務部長 交番等におきまして、例えば

拾得届等の受理については交番相談員あるいは警察

官が行っておりますが、それを警察署におきまして

会計課に引き継いでまいります。その会計課におき

まして返還、登録等の業務を行ってまいりまして、

この業務におきましては、警察職員のうち一般職員

が従事しております。

○當間盛夫委員 落し物の対応は一般職員でやられ

ているという認識でいいですか。

○山本将之警務部長 全てというわけではありませ

んが、主には落し物があったときに、それを交番に

届けていただいた方の落とした物を取り扱うのは警

察官であったり、交番相談員であったりしますが、

それを署の会計課で引き継いできた段階で、それか

らは署の一般職員の方がその対応を行うことになっ

ておりますので、主には一般職員が従事するという

形で間違いないと思います。

○當間盛夫委員 県の平成29年度の警察部門の状況、

100名警察官の増だとかいうことで、今、平成29年度

の職員数が約3060名と出ているのですが、この3060

名の内訳を、警察官が何名で、今言われる一般職員

が何名ということをちょっと教えてください。

○山本将之警務部長 平成30年度の条例定員でござ

いますが、警察官が2771人でございます。

○當間盛夫委員 一般職員は何人ですか。

○山本将之警務部長 一般職員が301人でございま

す。合わせまして3072人となっております。

○當間盛夫委員 ちなみに、この一般職員の301名と

いうその数は、落し物がいろいろと今ふえていると、

その対応をやっているということから比べると、こ

の５年間の一般職員の推移はどうなっているのです
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か。

○山本将之警務部長 条例定員では増減はございま

せん。

○當間盛夫委員 そのままということですか。

○山本将之警務部長 増減はございません。

○當間盛夫委員 これは総務部長が答えるのかな。

これだけ沖縄の観光がリーディング産業ということ

で、本来警察業務、その部分での落し物はあるので

しょうが、例えば以前にもお話ししたように、モノ

レールは自分たちでやるわけですね。自分たちでい

ろんな落し物をやったときには、それを特定という

ことで指定を受けてやるわけです。だから、那覇空

港も、那覇空港での落し物がほとんどのはずでしょ

うから、那覇空港ターミナルを含めてしっかりとや

るべきではないかと。那覇空港で落としたはずなの

に、わざわざ豊見城署に行かないといけないという、

いろんなもろもろからすると、観光客のサービスか

らすると、那覇空港を含めてそのことをやるべきで

はないかという、これをどう変えましたか。皆さん。

○茂太強行政管理課長 実は301名の定数増について

は、昨年度から公安委員会のほうから相談がござい

ました。

定数増をやるときは、我々は各部局に対していろ

いろ必要性だとか、ほかに削るところはないかとか、

いろいろなことを調査してもらっています。

その中で、県警に対してもほかの署、いわゆる本

部だけではなくてほかの警察署、交番も含めてどう

いった事務の方々がいるのか、ほかの事務を軽減で

きるものがないのか、そういったもろもろの資料を

要求していたところでございます。その資料を要求

しているところで、今一旦とまっているという状況

でございます。

今委員がおっしゃったことについては、空港でで

きないのかとか、あるいは大きなデパートとか、そ

んなことはできないのかというのは、公安委員会で

やっていただくものだと我々は思っています。この

制度の活用についてはですね。

○當間盛夫委員 何ですか。公安委員会みずからそ

のことを置けという話なわけですか。これ、知事部

局がやらないといけない話ではないですか。今後観

光を含めて。公安委員会にそれをやれというのです

か。

○茂太強行政管理課長 今のこの制度の活用状況に

ついて、例えば他県の状況も調べながら検討してま

いりたいと、公安委員会等も含めて検討してまいり

たいと考えてます。

○當間盛夫委員 観光がリーディング産業と言って

いるわけだから、皆さんね、空港の直接のものは土

木建築部ですよ。企画部も含めてそのことがあるは

ずだろうから、しっかりと対応してもらいたいとい

うことと、やはり今、落し物はふえている。これか

ら第２滑走路もできる、人的にも沖縄はふえるとい

うことからすると、皆さん、今このことが周辺の交

番関係にいっているわけさ、警察官がその対応をす

るような形になっているわけです。その辺は皆さん

もしっかりと県警本部とちゃんと密に連絡をとって、

その分での一般職員は、皆さん、嫌がらせのように

ふやしてないわけだから。だったら、それをどう対

応するのかをしっかりやらないと、皆さん空港ター

ミナルにも何も話をしてないでしょう。大型ショッ

ピングセンターにしても。そのことは。それは皆さ

んも一緒になってやらないと、県警がやりますとい

う話では、これは絶対通らないはずでしょうから、

これは次またやります。次にはしっかりと答弁して

ください。よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 以上で、知事公室、総務部及び

公安委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

以上で、本日の日程を全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月８日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月７日（木曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後３時38分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び商工労働部所管分）

２ 甲第２号議案 平成31年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成31年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成31年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第９号議案 平成31年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

６ 甲第10号議案 平成31年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

７ 甲第11号議案 平成31年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

８ 甲第12号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

９ 甲第14号議案 平成31年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

10 甲第15号議案 平成31年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

山 川 典 二君 島 袋 大君

大 城 一 馬君 新 里 米 吉君

親 川 敬君 嘉 陽 宗 儀君

金 城 勉君 大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 島 尻 勝 広君

農 林 水 産 総 務 課 長 美 里 毅君

農林水産総務課研究企画監 正 田 守 幸君

流通・加工推進課長 下 地 誠君

農 政 経 済 課 長 島 川 泰 英君

営 農 支 援 課 長 屋 宜 宣 由君

園 芸 振 興 課 長 前 門 尚 美さん

畜 産 課 長 仲 村 敏君

村 づ く り 計 画 課 長 仲 村 哲君

農 地 農 村 整 備 課 長 本 原 康太郎君

森 林 管 理 課 長 崎 洋 一君

水 産 課 長 平安名 盛 正君

漁 港 漁 場 課 長 長 本 正君

商 工 労 働 部 長 屋比久 盛 敏君

産 業 政 策 課 長 喜友名 朝 弘君

アジア経済戦略課長 仲榮眞 均君

ものづくり振興課長 神 谷 順 治君

中 小 企 業 支 援 課 長 友 利 公 子さん

情 報 産 業 振 興 課 長 谷 合 誠君

雇 用 政 策 課 長 下 地 康 斗君

労 働 政 策 課 長 宮 平 道 子さん

労働政策課技能五輪・
仲 里 勉君

アビリンピック準備室長

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案から甲第４号議案まで、甲第

９号議案から甲第12号議案まで、甲第14号議案及び

甲第15号議案の予算議案10件の調査を一括して議題

といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働

部長の出席を求めております。

なお、平成31年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

島尻勝広農林水産部長。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部の平成31年度

予算編成に当たりましては、沖縄21世紀ビジョン基

本計画に基づく取り組みの進捗状況や成果指標の検

証結果を適切に反映させ、施策事業の効果的、効率

経済労働委員会記録（第２号）
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的な推進を図っております。

沖縄県農林水産業の全体的な課題としては、農業

従事者減や高齢化、担い手の不足、台風など気象災

害への対応、農林水産物の出荷や飼料移入に係る割

高な輸送費などがあります。こうした課題に対応す

るため、沖縄21世紀ビジョンにおける農林水産部門

の基本施策である亜熱帯性気候等を生かした農林水

産業の振興を図るため、平成24年度から沖縄振興一

括交付金などを活用した施策・事業を展開している

ところであります。

農林水産業における課題の解決に当たっては、継

続的な施策・事業の実施が不可欠であり、７本の柱

を基本施策として、生産拡大や高付加価値化などに

よる農林水産業の振興に取り組んでおります。

それでは、平成31年度農林水産部関係予算の概要

につきまして、お手元にお配りしてございます抜粋

版平成31年度当初予算説明資料農林水産部に基づき、

御説明させていただきます。

１ページをお開きください。

県全体の平成31年度一般会計歳出予算額における

部局別の歳出予算額です。

表の最下段の合計の金額になりますが、沖縄県全

体の平成31年度一般会計歳出予算額7349億4500万円

のうち、農林水産部所管分は、８行目の金額になり

ますが、570億7732万1000円となっております。

前年度の農林水産部の予算額533億3289万3000円と

比較しますと、37億4442万8000円、率で７％の増と

なっております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の平成31年度一般会計歳出予算額に占

める農林水産部の割合は7.8％となっております。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

たします。

２ページをお開きください。

平成31年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の最下段の合計の金額になりますが、

421億2944万1000円となっており、前年度当初予算額

385億 9462万 8000円と比較しますと、35億 3481万

3000円、率で9.2％の増となっております。

それでは、その内容について款ごとに御説明いた

します。

８、分担金及び負担金６億8223万2000円は、土地

改良法に基づく水利施設整備事業等に係る受益者の

分担金及び負担金等であります。

その下の９、使用料及び手数料１億650万6000円は、

農業大学校授業料、漁港区域使用料及び漁港施設使

用料等であります。

その下の10、国庫支出金351億319万9000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興公共投資交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等であります。

その下の11、財産収入４億880万5000円は、県営林

野の土地貸付料及び試験研究機関等で生産された農

林生産物の売り払い代等であります。

次に、２行下の13、繰入金１億4709万7000円は、

農業改良資金の貸付原資に係る国への元金返済に伴

う一般会計への繰入金及び農業構造改革支援基金に

係る基金繰入金等であります。

次に、２行下の15、諸収入14億6860万2000円は、

中央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験

研究機関の受託試験研究費及び雑入等であります。

その下、県債42億1300万円は、公共事業等及び災

害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要であります。

次に、一般会計歳出予算の内容について款ごとに

御説明いたします。

３ページをお開きください。

６、農林水産業費は552億3114万6000円となってお

り、前年度予算額514億8991万8000円と比較しますと、

37億4122万8000円、率で7.3％の増となっております。

主な事業としては、県産農林水産物を県外向けに

出荷する場合の輸送費に対して補助を行う農林水産

物流通条件不利性解消事業、離島の製糖施設の整備

などを支援する含蜜糖振興対策事業費、畜産振興の

基盤強化を図るため、飼料穀物保管庫等の整備を行

う配合飼料製造基盤整備事業、糸満漁港に高度衛生

管理型荷さばき施設の整備を進める水産新市場整備

事業等であります。

11、災害復旧費は18億4617万5000円となっており、

前年度予算額18億4297万5000円と比較しますと、

320万円、率で0.2％の増となっております。

主な事業としては、農地農業用施設災害復旧費、

漁港漁場災害復旧事業費及び団体営林道施設災害復

旧事業費等であります。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要であります。

次に、平成31年度農林水産部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明いたします。

４ページをお開きください。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は5839万

円となっており、前年度予算額8001万6000円と比較

しますと2162万6000円、率で27％の減となっており
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ます。

減となった主な理由は、農業改良資金貸付事業費

の減などによるものであります。

５ページをお開きください。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

4238万3000円となっており、前年度予算額３億1170万

1000円と比較しますと２億6931万8000円、率で86.4％

の減となっております。

減となった主な理由は、沿岸漁業改善資金貸付事

業費の減などによるものであります。

６ページをお開きください。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

３億7624万4000円となっており、前年度予算額４億

2349万9000円と比較しますと4725万5000円、率で11.2

％の減となっております。

減となった主な理由は、中央卸売市場管理運営費

の減などによるものであります。

７ページをお開きください。

林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は1596万4000円となっており、前年度予算額とほ

ぼ同額となっております。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

予算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

次に、商工労働部長から商工労働部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

屋比久盛敏商工労働部長。

○屋比久盛敏商工労働部長 続きまして、平成31年

度の商工労働部当初予算について御説明いたします。

内容に行く前に、当部の施策概要を若干説明した

いと思います。現在、沖縄経済は、観光や情報通信

関連産業等が牽引し好調に推移する一方、労働生産

性や雇用の質の改善が求められるなど、さまざまな

課題を抱えております。これらの課題や社会経済情

勢の変化に適切に対応し、県経済を持続的に発展さ

せるためには、産業振興等の取り組みを戦略的に進

める必要がございます。

そのため商工労働部では、沖縄21世紀ビジョンや

沖縄県アジア経済戦略構想を踏まえ、産業振興の諸

施策の積極的な推進を図ってまいります。

具体的には、昨年５月に設立した一般財団法人沖

縄ＩＴイノベーション戦略センターを司令塔として、

沖縄型Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0に対応した情報通信産業の

振興を図るとともに、さらなる企業集積のためアジ

アＩＴビジネスセンター（仮称）を整備するなど、

アジア有数の国際情報通信拠点の形成を目指してま

いります。

また、情報通信関連産業及び先端医療・健康・バ

イオ産業等の立地促進や国際物流拠点の形成により、

新たな産業の柱を構築するとともに、県内既存産業

の着実な成長を図るため、国内外への販路拡大やブ

ランド力の強化等、企業の競争力強化や高度化等を

推進してまいります。

さらに、これら産業振興策による雇用機会の拡大

とあわせて、雇用形態の見直し、労働環境の改善、

働きやすい環境づくりにも努めてまいります。

それでは、商工労働部に係る平成31年度の一般会

計及び特別会計歳入歳出予算についての概要を御説

明いたします。

それでは、お手元にお配りしてございます平成31年

度当初予算説明資料商工労働部抜粋版に基づき、御

説明させていただきます。

１ページをお開きください。

こちらは、県全体の平成31年度一般会計部局別歳

出予算となっております。合計につきましては、最

後に御説明したいと思います。

２ページをお開きください。

一般会計歳入予算の概要について款別に御説明い

たします。

９の使用料及び手数料13億4211万5000円は、賃貸

工場施設使用料及び電気工事士法関係手数料等によ

るものです。

10の国庫支出金63億1303万3000円は、沖縄振興特

別推進交付金及び職業訓練等委託金等によるもので

す。

11の財産収入２億320万9000円は、財産貸付収入、

利子及び配当金によるものです。

３ページをお開きください。

13の繰入金８億9946万6000円は、小規模企業者等

設備導入資金特別会計からの繰入金によるものです。

15の諸収入170億523万3000円は、中小企業振興資

金貸付金元金収入等によるものです。

16の県債２億8630万円は、具志川職業能力開発校

本館建替事業等によるものです。

以上、平成31年度一般会計における商工労働部の

歳入予算額は、総額が260億4935万6000円、前年度の

301億931万4000円と比較すると40億5995万8000円、

率にすると13.5％の減となっております。

予算減の主な理由としましては、航空関連産業ク

ラスター形成促進事業の大型ハード事業が終了した
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ことに伴う国庫支出金及び県債の減等が影響してお

ります。

以上が、商工労働部の一般会計歳入予算の概要で

あります。

次に、一般会計歳出予算の概要について款別に御

説明いたします。

４ページをお開きください。

５の労働費28億6065万円は、前年度の52億3696万

円と比較すると23億7631万円、率にすると45.4％の

減となっております。

予算減の主な理由としましては、技能五輪・アビ

リンピック全国大会推進事業が終了したこと、具志

川職業能力開発校本館建替事業が減になったことな

どによります。

次に、７の商工費292億2191万5000円は、前年度の

324億5872万7000円と比較すると32億3681万2000円、

率にすると10.0％の減となっております。

予算減の主な理由としましては、航空関連産業ク

ラスター形成促進事業の大型ハード事業が終了した

ことに伴う減などが影響しております。

次に、13の諸支出金6576万2000円は、前年度の

6867万4000円と比較すると291万2000円、率にすると

4.2％の減となっております。

合計欄をごらんください。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が321億

4832万7000円で、前年度の377億6436万1000円と比較

しますと56億1603万4000円、率にすると14.9％の減

となっております。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要でございま

す。

次に、平成31年度商工労働部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明いたします。特別会計は５つ

ございます。

５ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計は、中小企

業高度化資金貸付事業と小規模企業者等設備導入資

金貸付制度に係る経理を処理するための特別会計と

なっております。

平成31年度の歳入歳出予算額は11億6808万9000円

となっており、前年度の２億4875万円と比較すると

９億1933万9000円の増、率にすると369.6％の増と

なっております。

増となった主な理由は、特別会計から一般会計に

繰り出す操出金が増になったことによるものです。

６ページをお開きください。

中小企業振興資金特別会計は、公益財団法人沖縄

県産業振興公社が、中小企業者へ機械類設備を貸与

するために必要な資金の同公社への貸し付け等に要

する経費でございます。

平成31年度の歳入歳出予算額は４億16万5000円と

なっており、前年度の９億16万3000円と比較すると

４億9999万8000円、率にすると55.5％の減となって

おります。

減となった主な理由は、特別会計から一般会計に

繰り出す操出金が皆減になったことによるものです。

７ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計は、中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲

に要する経費や、事業実施に伴い借り入れた県債の

償還等に要する経費でございます。

平成31年度の歳入歳出予算額は５億1529万6000円

となっており、前年度の29億7379万5000円と比較す

ると24億5849万9000円、率にすると82.7％の減となっ

ております。

減となった主な理由は、平成30年度に繰り上げ償

還をしたことにより、平成31年度においては償還す

る元金が減ったことによるものです。

８ページをお開きください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

同地区の運営に要する経費や、同地区施設建設資金

借入金の償還等に要する経費でございます。

平成31年度の歳入歳出予算額は４億3912万8000円

となっており、前年度の４億7240万6000円と比較す

ると3327万8000円、率にすると7.0％の減となってお

ります。

減となった主な理由は、入居企業が移転したこと

に伴う使用料の減によるものです。

９ページをお開きください。

産業振興基金特別会計は、地域特性を生かした戦

略的産業及び人材の育成等を支援するための事業へ

の補助金等に要する経費でございます。

平成31年度の歳入歳出予算額は１億8705万円と

なっており、前年度の５億3766万5000円と比較する

と３億5061万5000円、率にすると65.2％の減となっ

ております。

減となった主な理由は、国庫返還のための償還金

が皆減になったことによるものです。

以上、商工労働部の平成31年度一般会計及び特別

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりま

した。
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休憩いたします。

（休憩中に、山川委員から質疑順序を変更し

たいとの申し出があり、協議した結果質疑

順序の変更について了承された。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

質疑順序の変更について、休憩中に御協議いたし

ましたとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月８日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、予算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

山川典二委員。

○山川典二委員 平成31年度の農林水産部の一般会

計当初予算が37億4000万円、７％増の主な理由を聞

きたいと思います。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の平成31年

度一般会計当初予算額は、平成30年度当初予算額に

比べて37億4442万8000円増、率にして７％の増となっ

ております。その主な要因ですが、沖縄振興公共投

資交付金―ハード交付金の予算、約21億円の増によ

るものであります。また、増となった理由としまし

ては、平成30年度に実施した圏域別意見交換会にお

いて各市町村から農地の基盤整備に関する要望が寄

せられたこと等に配慮したものであります。

○山川典二委員 当初予算概要の中に農林水産部の

現状と課題があります。平成23年の農林漁業産出額

が958億円、平成28年が1235億円、そして、目標の平

成33年の農林漁業産出額が1540億円でございます。

３年で305億円増―きょうは特に水産関係で質疑をさ

せていただきたいと思いますが、漁業が195億円から

300億円、３年間で一気に105億円増の目標になって

いて―現状と課題に農業従事者の話があるのですが、

水産従事者も高齢化、あるいは新規で働く方がなか

なか少ない。これは何かといいますと、魚がとれな

いような外的な環境や、漁業の従事者の船の大型化

による投資環境の圧迫などがありまして、なかなか

３年間で105億円増というのは理解に苦しむのです

が、その辺をわかりやすく御説明をお願いします。

○平安名盛正水産課長 この300億円の計画につきま

しては10年間の計画としてスタートしておりまして、

これまで目標に達成するよう努めているところでは

ありますが、実際のところは、委員がおっしゃいま

したように日台漁業取り決めの問題や日中漁業協定、

また、近年ではパラオの件等もあります。そういう

中での取り組みでありまして、あと３年ではありま

すが、目標に少しでも近づけるように頑張っていき

たいと思っております。

○山川典二委員 今、課長からパラオの話が出まし

たので、パラオについて伺いますが、パラオ海域で

マグロの操業、つまり外国漁船の操業がことしいっ

ぱいしかできなくて、来年の１月から禁止になって

おります。その理由は何ですか。

○平安名盛正水産課長 パラオ入漁の2020年問題に

ついて、概要だけ説明させていただきます。パラオ

共和国では、同国の排他的経済水域―ＥＥＺの200海

里水域になりますが、約80％の海域を完全な漁業禁

止区域として、残り20％を国内漁業のみの操業可能

な水域とするパラオ国家海洋保護区設置法が2015年

に成立されております。2019年度末までを移行期間

としまして、2020年から完全施行する見込みとなっ

ておりまして、パラオ水域で操業している本県マグ

ロはえ縄漁船への影響が懸念されている状況であり
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ます。

○山川典二委員 今、本県のマグロ漁船がパラオで

何隻ぐらい操業していて、そして、県全体の漁獲量

あるいは生産高、そのうちマグロ類の漁獲量と生産

高が幾らぐらいなのか、説明をお願いします。

○平安名盛正水産課長 パラオ水域では約30隻の本

県マグロはえ縄漁船が操業しております。県全体の

生産量ですが、平成29年の概数で３万6453トン、産

出額は平成28年で約195億円となっております。その

うち県内マグロ類の生産量は約１万トン、産出額が

約71億9400万円となっております。

○山川典二委員 71億円は全体の何％ですか。

○平安名盛正水産課長 約４割であります。

○山川典二委員 この４割のうち、パラオ海域で水

揚げされた生産量、あるいは生産高は幾らになりま

すか。

○平安名盛正水産課長 平成29年の本県マグロ生産

量は約１万トンで、このうちパラオ海域で19.8％に

相当する約2000トン、16億8000万円の実績となって

おります。

○山川典二委員 2000トンのマグロの中身は何です

か。大体４種類ありますよね。魚種ごとに簡単な特

徴と大きさなどを説明してください。

○平安名盛正水産課長 パラオで水揚げされている

主なマグロ類としましては、メバチとキハダとなっ

ておりまして、メバチは目が大きいことが特徴となっ

ております。キハダについては身体の真ん中あたり

に黄色のラインが入っていますので、それで判断で

きます。

○山川典二委員 高級魚とか、一般魚とか、価格な

ども説明してください。

○平安名盛正水産課長 メバチにつきましては、ク

ロマグロとは全く違うのですが、キロ単価は800円前

後で動いておりまして、キハダについては若干安い

のですが、赤みが強い種類で大体の平均単価として

は700円前後で推移しております。

○山川典二委員 私は那覇地区選出の議員なので、

看過できないのです。クロマグロもキハダもメバチ

も全国３位の産出量なのです。先ほどの16億8000万

円も泊港を拠点とする近海鮪漁協組合の水揚げの量

であり、産出額なのです。そうしますと、泊港での

年間の生産高は約五十二、三億円です。その中の約

17億円というのは大変大きいのです。そういう意味

では、今回の件に関しまして12月に大城委員からも

本会議で質疑がありましたが、知事も副知事も相談

しながら政府関係に要請をするということだったの

ですが、その経緯を説明してください。

○平安名盛正水産課長 パラオの問題につきまして

は、漁業関係団体からも県に対して、あらゆる機会

を通してパラオとの友好関係の構築に向けた取り組

みの要望があります。また、県としましては漁業関

係団体と連携しまして、本県マグロはえ縄漁業への

影響を最小限にするよう努めるとともに、国に対し

ても去る２月８日に、パラオ共和国との協議を継続

して日本国政府として対応していただけるようにと

いう要請を農林水産省と外務省に行っております。

○山川典二委員 誰が行ったのですか。

○平安名盛正水産課長 副知事を先頭にしまして、

関係団体からは県漁連会長、組合長会長、沖縄県ま

ぐろ漁業協会の会長が同行しております。

○山川典二委員 これは知事を先頭にして行かない

とだめだと思います。それぐらいの影響力があるで

しょう。

○島尻勝広農林水産部長 委員がおっしゃるように、

非常に影響が大きいということで、大城委員からも

11月議会で質問があったときに富川副知事も県とし

ても現地に行くという話がありましたので、その辺

を含めて関係団体と調整したところ、今政府が、現

地とのやりとり、あるいは大統領とのやりとりがあ

るということで、県については必要があればいつで

もということで調整をさせてもらいましたが、今回、

２月の要請について我々としては現地に行く準備は

されているということで団体にお願いしたところ、

自分たちのネットワークもあるので県はもう少し

待ってくれという話がありましたので、今、委員が

おっしゃるように影響が大きいということは十分認

識しておりますので、三役で必要があればしっかり

要請しながら、あるいは国との連携をとりながらやっ

ていきたいと考えております。

○山川典二委員 これは今から約３年半前、2015年

に可決されているのです。県がこれを知ったのはい

つですか。

○平安名盛正水産課長 その直後です。

○山川典二委員 その直後に、これだけの損失が考

えられるわけですから、それに対して対策は打たな

かったのですか。あるいは、関係団体との調整会議

などは行わなかったのですか。そういう認識はなかっ

たのですか。

○平安名盛正水産課長 この問題について関係団体

との協議を進めていく中で、国対国の話なので、そ

の中で水産庁とも連携しながら、どのような方法で

パラオ共和国の大統領の考え方を含めて考えていた
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だけるかということでの方策を協議しておりました。

○山川典二委員 初めて関係団体と一緒に要請した

のがことしの２月でしょう。それまでやっていない

ではないですか。なぜやらないのですか。

○島尻勝広農林水産部長 先ほども説明したように、

相手国の動向や、総理大臣からも直接来日されたと

きに要請はしているという中で、県の動きについて

は団体からも少し控えてもらいたいということがあ

りましたので、今回、２月の要請については、委員

がおっしゃるように、去年の流れから非常に動向が

厳しくなっているということがあって、今回、団体

ともいろいろ調整した結果、県も一緒に要請してほ

しいということがありましたので、２月に初めて要

請させてもらったという経緯になっております。

○山川典二委員 今の段階でこういう状況ですから、

恐らくパラオでは操業できなくなります。そうしま

すと、沖縄県内のマグロ漁業者はどこでとればいい

のですか。前の新聞報道では大陸棚や大東周辺の調

査云々とありましたが、代替案は調査されています

か。

○平安名盛正水産課長 県としましては、マグロ類

の販路拡大の取り組みや、新たな漁場探索のための

調査事業の実施等によりまして、パラオ入漁ができ

なくなった際の影響を最小限に抑えるような取り組

みを実施しているところです。また、漁業関係団体

などと連携しながら、国に対しましては、ホテル・

ホテル訓練水域の解除対象区域の拡大や、対象漁業

の拡充、鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還等

についても、本県漁業者の漁場確保のために取り組

んでいきたいと考えております。

○山川典二委員 米軍訓練施設云々は全く別の話で、

これもかなり腕力のいる話です。そうではなくて、

その前の段階できちんと―これは大変影響が大きい

です。全体の漁獲量の４割がマグロで、那覇におき

ましては30％近くの損失になるわけです。来年の１月

からできないということは、もう目の前に来ている

のです。これに対して、皆さんは水産庁を含めてい

ろいろな申し合わせをしっかりとやるべきではない

ですか、ほかに手だてはないのか。そういうことは

やっているのですか。

○島尻勝広農林水産部長 ２月の要請も含めてです

が、例えば、知事を初め現地に飛ぶという話もさせ

てもらった中で、大統領が３月に来日するというこ

とで、この件についても調整した後でという話を聞

いております。ですから、水産庁あるいは国との交

渉の中で、大統領との調整もあるかと思いますが、

県出身のネットワークも活用しながら情報収集を迅

速にやるように調整しているところでございます。

○山川典二委員 情報収集とおっしゃっていますが、

マグロ漁船は34隻です。30隻ではありません。今回、

大統領はいつ来ますか。

○平安名盛正水産課長 ３月８日、あしたとなって

おります。

○山川典二委員 それは何で来るのですか。

○平安名盛正水産課長 日パラオ友好25周年記念と

いうことでの来日と聞いております。

○山川典二委員 日パラオ、それ以外に日本ミクロ

ネシア漁業協議や、南太平洋でキリバス、ソロモン、

ツバル、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、フ

ィジー、マーシャル、ミクロネシアの９カ国との漁

業協定を日本はやっているのです。そこに活路を見

出すことは考えないのですか。今、ミクロネシアで

は沖縄県内の９隻が操業しているのです。クロマグ

ロもとっています。そこに水産庁とも調整をして、

もちろん団体の皆さんとも調整をしながら、県が引っ

張っていかなければいけないではないですか。全体

の４割もマグロ類が水揚げをされているのです。

○平安名盛正水産課長 委員がおっしゃいましたよ

うに、ミクロネシアでの操業を県内漁船が営んでい

るということについては承知しておりまして、パラ

オ共和国での操業ができなくなった場合においての

ミクロネシアへの参入については、漁業者の意向等

を含めて確認をしているところで、ミクロネシアで

はミクロネシアの中でのいろいろなルール等があり

まして、非常に厳しいという話も漁業者からは聞い

ておりますので、今後、漁業者を含め関係団体とも

意見交換をしながらどういう方策があるかについて

は検討していきたいと考えております。

○山川典二委員 これは先ほどの９カ国とのＦＦＡ

があります。フォーラム漁業機関。あるいは中西部

太平洋まぐろ類委員会、ＷＣＰＦＣ―ウエスト・セ

ントラル・パシフィック・フィッシャーズ・コミッ

ション、こういう機関があるわけですし、水産関係

の財団で漁業調整、管理関係をする海外漁業協力財

団もあるわけですから、そういうところとの情報収

集、情報交換をするべきだと思うのですが、やった

ことはありますか。

○平安名盛正水産課長 海外漁業協力財団等を含め

まして、今回のパラオ共和国の問題については、非

公式でありますが、協議を重ねながらどのような対

策があるかについて意見交換をさせていただいてお

ります。
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○山川典二委員 意見交換はいいのですが、今の段

階で現実的に操業ができない可能性が99.999％ある

のです。これからそれを盛り返すことは非常に難し

いと私は考えております。そうであれば、操業者が

しっかりと漁獲ができる場、空間をつくらなくては

いけないではないですか。今の皆さんの認識、ある

いは情報収集は、34隻が操業しているのに30隻と言

うような、こんなレベルでは難しいです。やはりしっ

かりとした方針を―あと９カ月しかないのです。そ

の中で具体的にほかの太平洋の国々との協定も含め

て、本当に漁業関係者、マグロ漁船の皆さんの仕事

の維持、あるいは仕事を守ることは具体的にできる

のですか。意見交換ばかりしていますが、手だては

ありますか。

○平安名盛正水産課長 パラオ共和国周辺の20％の

海域の中では、沖縄県の漁業船については操業を一

部認めるような話もあるのですが、操業海域につい

ては漁業者からの要望等がありますので、その辺に

ついても今、パラオ共和国とは調整を進めていると

ころで、そのあたりについて生産者を含めて活路を

見出したいと考えているところでございます。

○山川典二委員 私は確認したのですが、この２割

の部分も外国漁船は一切禁止だと言っていますよ、

今の段階で。それはなぜかわかりますか。アメリカ

の環境保護団体があるのです。そこが強力に、海洋

資源が縮減している、一気に減っているものを回復

しようということで、そことパラオ共和国大統領を

中心とした議論が10年以上前からずっとあるわけで

す。そういう中で2015年にこれが決定されて、これ

は予定どおり、向こうのスケジュールどおりなので

す。今、２割ではまだ可能性があるというような話

をしていますが、それは一縷の望みで、政府関係を

含めて、３年、５年の暫定期間でいいので沖縄の漁

船が操業できるようにしてくれと強い政治力、申し

入れを知事を先頭にしてやるべきだと思います。そ

れ以外にありません。そういうことをしっかりやっ

ていただけますか。

○島尻勝広農林水産部長 先ほど２月のときの緊張

感もありましたが、委員がおっしゃるように影響は

非常に大きいと考えております。ネットワークもか

なりあるということも聞いておりますので、あした

の大統領の内容等を含めて、知事を先頭に県として

も危機感をずっと持っておりますので、対応できる

ものについては十分にやっていきたいと考えており

ます。

○山川典二委員 あした、大統領が来日をします。

今、政府は安倍総理大臣との調整をしているところ

です。多分、実現するのではないかと思います。一

方で、きょう、日台漁業取り決めの会議も行われて

います。これはマグロも影響しますので、操業だけ

ではなくて。きょう現在で日台取り決め協議の内容

は皆さんどのように情報収集されていますか。

○島尻勝広農林水産部長 農林水産部としては、統

括監を火曜日から張りつけて情報収集をしておりま

す。

○山川典二委員 パラオで操業ができなくなった場

合、日台漁業取り決めをダイナミックに大変革させ

なければいけないと思っているのです。そこの取り

組みというか、そういう発想はございますか。

○平安名盛正水産課長 日台漁業取り決め、日中漁

業協定につきましても、県内漁業者にとりまして非

常に大きな問題でもありますし、その部分について

は県としても認識しております。日台漁業取り決め、

日中漁業協定につきましても、パラオの要請と同じ

ように２月８日に副知事を先頭に関係省庁に対して

要請を行っております。今回の操業委員会の中でも、

台湾との交渉を含め非常に厳しい協議がされている

ということは聞いておりますが、今後も関係団体と

連携しながら、国に対して強く要請を求めていきた

いと考えております。

○山川典二委員 委員長、この件につきまして、要

調査事項で取り計らいをお願いしたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 農林水産部関連からいきたいと思

います。議会資料の72ページの事業番号125番です。

この事業による離島地域の経営者の経営状況がどの

ように変化しているか、お答えください。

○下地誠流通・加工推進課長 農林水産物流通条件

不利性解消事業による離島地域、本島周辺離島、宮

古地域、八重山地域の実績は、平成29年度は県外出

荷量が約１万5824トン、補助額が約８億3791万9000円

となっており、平成25年度と比較すると県外出荷量

が約4620トン、41.2％の増。補助額が約１億2433万

円、17.4％の増となっております。この事業によっ

て輸送費負担の軽減が図られたことで、新たな出荷

先の開拓や生産品目の拡大などの効果があらわれて

おり、経営状況の改善に寄与しているものと考えて

おります。

○大浜一郎委員 同じく議会資料の72ページの

126番、海外への販路拡大、定番化に向けた状況はど

のように変化しているのか、御説明ください。

○下地誠流通・加工推進課長 県産農林水産物の輸
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出促進に向けて、主に香港、台湾、シンガポールに

おいて販促活動などを行っているところです。シン

ガポールでは日系小売りチェーンにて県産農産物な

どが定番化されており、現在では同チェーン店の店

舗拡大とともに県産品の取り扱いもふえている状況

です。台湾では、平成29年９月に日本産牛肉の輸入

が解禁され、現地での日本産和牛への関心、ニーズ

の高まりから、県産和牛も取り扱われている状況に

あります。香港の高級スーパーマーケットでは、県

産農林産物に加えて今年度から県産水産物の取り扱

いも開始されております。

○大浜一郎委員 関連しますが、一般質問でも言い

ましたが、八重山食肉センターのＨＡＣＣＰへの取

り組みについて、もう少し具体的なスケジュール等

を教えていただきたいと思います。

○仲村敏畜産課長 八重山食肉センターでは、離島

地域における食肉生産の安定と衛生的な食肉処理を

行うために、沖縄食肉価格安定等特別対策事業によ

り事業費25億円をかけてＨＡＣＣＰ対応可能な施設

として既に整備されております。同センターにつき

ましては、現在、海外輸出を視野にＨＡＣＣＰ取得

に向けて取り組んでいるところです。また、食肉を

海外に輸出する場合には、２国間で取り決めた衛生

要件を満たし、必要に応じて相手国の査察や施設認

証をその後受ける必要がありますので、国際基準で

あるＨＡＣＣＰの取得は相手国からの施設認証に有

利となって、海外輸出の促進につながると考えてお

ります。県としましては、沖縄県畜産物輸出協議会

における県産畜産物の海外輸出促進の取り組みにつ

いても支援を行っておりますので、ＨＡＣＣＰ支援

を含めて、引き続き県産畜産物の海外輸出促進やＨ

ＡＣＣＰ取得の支援をしていくことにしております。

○大浜一郎委員 実は今、ＪＡ肥育部会と台湾視察

に行こうと計画をしておりまして、これは非常に関

心が高いことなので、ぜひ前向きに取り組んでいた

だきたいと思います。

それから、127番です。農林水産の６次産業化につ

いては離島地域でどのような変化をしておりますか。

離島フェアでは非常におもしろい商品が見受けられ

たので、その辺の離島における変化はどのように認

識されておりますか。

○下地誠流通・加工推進課長 県では、６次産業化

を推進するため、農林水産省の交付金や一括交付金

を活用し、１、相談窓口となる沖縄県６次産業化サ

ポートセンターを設置し、加工マーケティングなど

の専門家の派遣による個別支援。２、商品開発、販

路開拓及び加工販売施設などの整備に関する補助。

３、個別研修による商品開発への指導助言などの支

援を行っております。事業効果としましては、平成

27年度に商品開発を支援した離島４事業者の支援対

象商品の売り上げが、事業実施前の約440万円から実

施後には約2110万円に増加しております。また、石

垣市の農業生産法人の事例では、６次産業化の取り

組みにより、従業員が平成23年の８名から平成28年

には約30名、売り上げが平成23年の約6000万円から

平成28年には約１億8500万円に増加しております。

○大浜一郎委員 それでは、131番です。予算が大分

増額されております。担い手の育成・確保にはどの

ような状況の変化と、担い手の増加はどうだったで

しょうか。

○屋宜宣由営農支援課長 今、県では沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画に基づいて新規就農者の確保を年間

300名と目標設定をして活動しているところです。新

規就農者の確保・育成対策として、一括交付金を活

用した沖縄県新規就農一貫支援事業による農業施設

機械等の整備、あとは国の事業ですが、農業次世代

人材投資事業による資金交付等で新規就農者の確保

に取り組んでいるところです。その結果としてです

が、平成24年から平成29年までの６年間で2049名、

年平均340名の新規就農者を確保できているところで

す。

○大浜一郎委員 関連しますが、132番の事業効果等

々はどうでしょうか。

○屋宜宣由営農支援課長 農業次世代人材投資事業

についてですが、これは45歳未満の新規就農者、あ

るいは新規就農したいという方々に対する支援を行

う事業です。事業内容としては、研修期間２年間の

時期、あとは就農開始から５年間の資金の交付を行

う事業という内容になっていますが、これにつきま

しても平成24年度から平成29年度までに研修を行う

方々に対しては160名、新たに新規に参入された方に

ついては736名の方に対して資金の交付を行ってきて

おります。

○大浜一郎委員 それでは、138番です。戸数の増加

への効果と具体的な目標は何でしょうか。予算も増

額されているようですが。

○仲村敏畜産課長 沖縄離島型畜産活性化事業につ

いてですが、本事業は畜産経営に参画しやすい仕組

みを構築することで、新たな畜産担い手の育成・確

保を図ることを目的にしております。具体的には、

事業を希望する各離島の地域に５戸から10戸の農家

が入居可能な賃貸型集合畜舎を整備することとして



－130－

おります。事業の実施により、新たな担い手が設備

投資することなく畜産経営を開始することで、飼養

戸数の増加が期待されます。また、一定期間畜舎を

賃貸した後、既存の畜産クラスター事業を活用した

施設整備へと誘導することで、地域での中核的な畜

産経営体の拡大を図って、離島地域の畜産振興につ

なげることを目標として事業を進めております。

○大浜一郎委員 具体的な要望などはありましたか。

私は非常に関心を持って地域で聞いているのですが、

どれぐらいの要望がありましたか。

○仲村敏畜産課長 今年度につきましては、宮古島

市に50棟規模の集合賃貸型畜舎をつくる計画として

おります。今年度は多良間村が希望しておりますの

で、多良間村の計画について実施する予定にしてお

ります。そのほかに、今、竹富町が検討していると

いうことで、できれば要件を詰めて、各離島に賃貸

型牛舎を広めていきたいと考えております。

○大浜一郎委員 養豚に関してはどうですか。

○仲村敏畜産課長 養豚の畜舎整備に関しては、環

境的なものもありまして、地域の理解が非常に得ら

れにくいのが大きな課題となっております。それで、

既存の畜舎の改築、改修、それから、ふん尿処理設

備につきましては、畜産クラスター事業等を活用し

て整備を進めているところです。また、既存の畜舎

の中で効率的な生産を進めるために、事故率の低減

によって屠畜頭数の増加を目指すということで、養

豚の出荷頭数の拡大を図っているところです。実績

としましては、その効果が大分出ておりまして、一

昨年度から今年度にかけて約１万頭、２万頭近くの

出荷増が認められておりますので、今、畜舎の増築

というよりは衛生状態を改善して出荷頭数の増加を

目指すという施策を中心に行っているところです。

○大浜一郎委員 今、食肉センターの稼動率が下がっ

ているのは、養豚の数が少ない、それと肥育牛が少

ない。子牛があれだけ高値で売れるので、肥育牛の

頭数もふやさなくてはいけない。養豚もきちんとやっ

ていかないと稼動率が上がらない。経営状態が悪い

ということに今、実際になっているわけです。その

辺、トータルで考えていただきたいと思うのですが、

もう少し前向きな答弁をいただけませんか。

○仲村敏畜産課長 沖縄本島地区につきましては、

事故率の低下によって屠畜頭数が年々増加している

傾向が見られてきております。それで屠畜頭数がふ

えてきている状況ですが、宮古、八重山地域におき

ましては、確かに委員がおっしゃるように屠畜頭数

の減少が見られております。そういう意味で、八重

山地域ですが、八重山地域の養豚では経営の変換に

よって一貫経営から肥育経営に変換して屠畜頭数が

減っていることもございますので、引き続き衛生指

導、経営支援等を相談しながらしっかりと指導して

支えていきたいと思います。

○大浜一郎委員 それでは、143番です。これは関連

することなのですが、国営事業に関するかんがい排

水の件で、八重山地区での取り組みについてお尋ね

したいと思います。

○本原康太郎農地農村整備課長 平成31年度の国営

石垣島地区関連予算は、水利施設整備事業で約２億

7000万円を計上したほか、農地整備事業や団体事業

など、その他関連事業費を合わせた全体額で対前年

度比130％となる約８億3000万円と、優先配分を図っ

たところでございます。また、年度開始以降につい

ても事業間流用や補正予算などを活用しながら積極

的に検討していくことで所要額の確保に努めていく

こととしております。県としましては、引き続き石

垣市等の関係機関との連携、地元合意形成を図りな

がら、事業効果の早期発現に努めてまいりたいと考

えております。

○大浜一郎委員 前向きな御答弁ありがとうござい

ました。

149番です。これも予算が大分ふえて取り組まれる

ようですが、八重山地区ではどのような効果が得ら

れましたか。

○平安名盛正水産課長 県では、新規就業者の定着

率向上と若年層の漁業就業者の確保・育成を目的と

して、平成27年度より一括交付金を活用した未来の

マリンパワー確保・育成一貫支援事業を実施してお

ります。本事業では、将来の進路や職業選択におけ

る漁業就業の機会をふやすために、小中学生を対象

とした水産教室、高校生を対象とした漁業体験実習

を実施しております。また、漁業就業への定着率向

上のために、就業から３年未満の新規漁業就業者を

対象とした漁具等の漁業経費の一部を支援する新規

漁業者支援を実施しております。八重山地区では、

平成27年度から平成30年度の間に延べ35名の新規就

業者に対して漁具等の漁業経費の一部を支援してお

ります。30代が最も多く22名、続いて20代が12名、40代

が１名となっております。数年間下積みした若い漁

業者が漁船を購入し独立する際、本事業を活用して

いる事例が多く見られております。本事業が若い漁

業者における漁業経営独立の促進と、漁業就業への

定着率向上に寄与していると思われます。

○大浜一郎委員 152番ですが、これも149番と若干
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関連があるのです。陸上養殖については地元の漁業

者からも要望があるのですが、この予算ではないら

しいですね。浜の活力プランが多分に対応するとお

聞きしましたが、新規漁業就業者に向けても陸上養

殖できちんとした漁業に携わりたいという声は聞こ

えてくるのですが、なかなかそういう場がとれてい

ないと。話し合いの場がとれていないということな

のですが、このあたりについての取り組みはどのよ

うに考えていらっしゃいますか。

○平安名盛正水産課長 浜の活力再生交付金の活用

については、漁協や関係市町村などで組織されてお

ります地域水産業再生委員会が漁業所得の10％向上

を目標として漁業関連収入の向上及び漁業コスト削

減などの対策を計画する浜の活力再生プランの策定

が必要となっております。平成29年５月に八重山漁

業協同組合が中心となり策定した浜の活力再生プラ

ンには、現在のところ陸上養殖施設の整備について

は計画されておりませんが、県としましては浜の活

力再生交付金を活用した陸上養殖施設の整備につい

ては地元からの要望も踏まえながら検討していきた

いと考えております。

○大浜一郎委員 ぜひ地元からの要望に応えて、耳

を傾けていただいて、助言と支援を前向きに行って

いただきたいと思います。

それでは、商工労働部関連でお願いします。まず

最初に、沖縄が経済グローバル化を目指すに当たり、

注目すべきは県内企業が沖縄経済の発展によって常

にセンターポジションがとれるかどうかということ

もあろうかと思いますし、また、経済界からもその

ような懸念の声も若干聞こえてきますが、現況、外

部資本がいろいろ入ってきていますが、県内企業と

のコラボ、もしくは資本関係についてはどのような

状況になっていると把握されていますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 最近でいえばオリオン

ビールが念頭にあるかという感じはあるのですが、

我々は今まで情報系などの企業誘致を図ってきまし

た。それから、最近方針を決めているのは医療やバ

イオ、そういった先端的な沖縄県内と余りバッティ

ングしないような企業の誘致を図ってきたつもりで

ございます。それは本土資本がメーンだったのです

が、今度はその方々が定着していくと県内企業との

コラボができるのではないかと―部品調達など。そ

ういった事業も今、起しています。そういう意味で

のいい方向の話もできるのではないかという気はし

ています。ただ、この間のオリオンビールのような

買収の話については、単なる買収という話ではない

という説明を受けておりますが、地元に根差して地

元で生産して、そこを強化したいと。これから彼ら

がもっと海外に飛躍していきたいという意味で、県

内企業を強くするという意味合いは受け入れられる

話かと思っております。ただ、そこを全部潰してい

くという話は、今のところ余り見えませんので、そ

ういううまいコラボができたらいいと考えておりま

す。

○大浜一郎委員 ＦＴＺの議論があったときには、

場の提供政策は一つの―場の提供政策として、いろ

いろな振興策など、恩恵を受けた制度設計がされて

いる沖縄で場の提供政策ということで、いろいろな

企業を入れたほうが沖縄は活性化するのではないか

という議論があったと記憶しておりますが、やはり

経済の中心に沖縄の企業がないと、何の意味があっ

たのかということが将来問われてくると思いますの

で、その辺もぜひ今後の経済政策の中では中心に置

いてもらいたいという希望があります。

それでは、事業について少しお伺いします。153番

です。これまでの有望プロジェクトの成果と課題は

どうでしょうか。

○喜友名朝弘産業政策課長 本事業は、中小企業の

個別経営上の課題や業界の課題解決に複数の企業等

が連携して取り組むプロジェクトに対し、必要な経

費の補助及び専門家によるアドバイス等の支援を行

う事業でございます。本事業の成果といたしまして

は、平成29年度の実績として、35件のプロジェクト

に対し支援いたしまして、合計で約10億円の売り上

げの拡大と45人の雇用の増加につながっているとこ

ろでございます。

○大浜一郎委員 156番ですが、人材確保に係る窓口

業務の具体的内容はどうでしょうか。

○喜友名朝弘産業政策課長 本事業は、県内中小企

業の人材確保を支援するため、県内企業への就職を

希望する県内外の学生、また、Ｕ・Ｉターン希望者、

さらに人材確保に取り組む県内企業等の相談窓口を

那覇及び東京、大阪に設置し、県内就職に係る情報

提供や相談の対応、県内企業との求職者とのマッチ

ング支援等を実施する事業でございます。新規事業

となっております。

○大浜一郎委員 159番ですが、国際物流関連事業者

の事業拡大、新規参入促進においては、国外資本の

参入も視野に入れているのでしょうか。新規予算で

ございますが。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 この事業は、国際

物流関連事業者の誘致と国際航空貨物便―キャリア
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です。それから、貨物運送事業者―フォワーダー等

の新規参入、規模拡大等々による国際物流拠点都市

の機能強化のための事業でございます。その中で今、

お尋ねの外国資本の参入については、航空物流ネッ

トワークの拡充を図る観点から、キャリアに関して

はアジア主要都市からの国際航空貨物便の就航を視

野に入れております。

○大浜一郎委員 資本が入ってくるというわけでは

ないのですね。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 資本ではなくて、

新しいキャリアの就航ということでございます。

○大浜一郎委員 161番です。事業成果と具体的内容

についてお尋ねします。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 この事業は、現在

の沖縄の好調な観光、そして地場産業を国際物流拠

点機能と連携した新たなビジネスを構築するという

事業でございます。事業成果の主なものとしては、

４つほど、この事業の中で細事業としてビジネスモ

デル構築を行っておりますが、まず、中古車等輸出

ビジネスがございます。今は自走化の段階に入って

いますが、スリランカ等への中古車約720台、貿易額

約７億円を輸出している状況でございます。細事業

の中でもう一つ、沖縄を経由して全国特産品等を輸

出するビジネスもございますが、ＪＶを組んで、沖

縄を経由した輸出量の拡大に向けて、タイやシンガ

ポールを対象として海外パートナーと連携し新たな

ビジネスとしてマーケットを開拓するということを

今、実証しているところでございます。

○大浜一郎委員 ＪＶというのは、具体的にどこで

すか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 例えば、県内で食

材を輸出展開する地域商社と海外で飲食業の展開実

績のある企業でＪＶを組んで、海外への鮮度保持輸

送のノウハウを持つ地域企業、地域商社がＪＶとし

て輸出ビジネスを構築するというものでございます。

○大浜一郎委員 海外の商社とのＪＶもありますか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 今は海外の商社等

とのＪＶはございませんが、パートナー、向こうか

らいうと輸入会社との連携は図っているところでご

ざいます。

○大浜一郎委員 それでは、165番、166番は関連し

ますので、離島地域における具体的な取り組みを教

えてください。これは非常に関心が高まっています。

○神谷順治ものづくり振興課長 工芸産業パワー

アップ事業について御説明申し上げます。本事業は、

事業計画に基づき工芸産地組合が実施する取り組み

への補助を行う産地組合活性化事業と、工芸の普及、

販路拡大を推進するための連携体制構築事業の２本

立ての柱で構成されております。産地組合活性化事

業では、平成31年度は３組合に対する支援を想定し

ており、離島を含めた工芸産地組合に対して本事業

の趣旨と内容の周知を図り、支援活用を促していく

考えであります。また、連携体制構築事業では、工

芸関係流通販売事業者等で構成するサポート体制に

より、離島を含めた工芸事業者とのマッチングや販

路拡大、宣伝普及といった取り組みを推進していく

考えでございます。

○大浜一郎委員 170番です。これは非常にうまく

いっているようですが、今後の商工会との連携、小

規模ビジネス等の力に、積極的に支援をしてほしい

と思います。竹富町での効果を確認しておりますが、

今後の前向きな答弁をいただきたいと思います。

○友利公子中小企業支援課長 地域ビジネス力育成

強化事業ということでお答えいたしますが、事業の

内容としましては２つあります。１つ目が竹富町が

かかわっておりました地域ビジネス力強化支援とい

うことになりますが、こちらが地域連携体による中

小企業振興、または地域活性化に資するプロジェク

トを公募採択して、地域連携の促進強化に向けハン

ズオン支援とともに一体的に支援をするという内容

となっております。平成30年度は、全て継続３年目

となる５件を支援しております。平成31年度も５件

を予定しているのですが、新規プロジェクトという

ことで５件の採択を予定しております。そのほか、

個別の企業で行う戦略的経営管理普及促進支援もご

ざいまして、こちらも個別の企業に向けて支援を行っ

ていきたいと考えております。

○大浜一郎委員 とても期待している事業なので、

今後とも強く取り組んでいただきたいと思います。

それでは、175番です。これは予算が大幅に増額さ

れております。この実証結果とこれからの具体的取

り組みについてお伺いします。

○谷合誠情報産業振興課長 予算増額については、

これはＩｏＴ産業のさまざまなデータを収集し活用

する事業なのですが、ＩｏＴデータの収集活用の規

模の拡大と、データ公開、流通による産業連携を拡

大するためにシステムを増強する部分の経費、ある

いは補助事業件数の増加、補助上限額の増加といっ

た形で補助を厚くするということで、予算の増額を

しているところでございます。平成30年度につきま

しては、例えば、海ブドウ養殖の生産性向上や高品

質を図る養殖ＩｏＴの装置の開発や、道の駅観光施
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設等で客層分析データの分析の取得等、そういった

ものを中心に５件の実証事業を採択しておりますが、

平成31年度につきましては、観光産業など重点分野

を中心に10件程度採択する予定でございます。同様

の実証事業を平成32年度まで行い、産業でのＩｏＴ

活用による生産性向上と付加価値向上を多数創出い

たしまして、将来のＳｏｓｉｅｔｙ5.0時代において

沖縄県が先行できるような形で、ＩＴ産業において

生産性が向上することで沖縄が先行すると同時に、

それに伴い県内ＩＴ産業のさらなる高度化を図って

まいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 これは平成32年度で終了ですか。

○谷合誠情報産業振興課長 この実証事業といいま

すか、補助事業自体は平成32年度で終了なのですが、

その後は産業支援機関に事業主体を移しまして、民

間自走も含めて同様なＩｏＴプラットフォーム利用

については継続してまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 今後、こういうインキュベートな

ものはとても大事だと思うのです。ですから、これ

には予算をつけてしっかりと継続していくべきだと

思いますが、どうですか。

○谷合誠情報産業振興課長 委員のおっしゃるとお

り、かなり重要な施策だと思っておりますので、予

算をつけてまいりたいと思っておりますが、一方で、

ある程度まで進んできたら、その成功事例をもとに

民間自走ということも必要だと思いますので、その

点も考えながら予算のあり方を考えてまいりたいと

思っております。

○大浜一郎委員 182番ですが、予算の減額の理由と

企業への助成の効果、今後の見通しについて教えて

ください。

○下地康斗雇用政策課長 この事業は、新卒を除く

35歳未満の若年者を正社員として雇用し、定着につ

なげた企業に対して助成金を支給しまして、正社員

就職機会の創出や職場定着の推進を図る事業でござ

います。本事業は、当初一括交付金事業として、国

と数カ月間調整をしてきましたが、国の交付要綱上、

原則対象外となる法人の負担に充当する事業とされ

ました。県としましては、全国一高い非正規雇用率

など、本県の抱える特殊事情を説明し、助成金支給

による正規雇用の推進は沖縄振興にも資する旨、説

明をしてまいりましたが、交付は見送られたところ

でございます。しかしながら、本県の重要課題であ

りますので、国庫相当分の約１億6000万円を減額補

正しまして、昨年の10月から県単予算で実証事業と

して実施しております。次年度も引き続き実施をす

る予定でございます。このような経緯から、当初予

算との比較では減額となっておりますが、補正後の

予算との比較では約530万円の増額となっておりま

す。事業としましては、昨年10月より実施しており

ますので、支給実績としましては３月の中旬ごろに

出る見込みでございます。今後は次年度になります

が、助成金の支給とあわせて助成金を受けた企業に

対するアンケート調査や、定着状況のフォローアッ

プ調査などを行って、取り組み事例の実績の蓄積や

課題の整理などを行い、効果検証を行う予定です。

それを踏まえて、一括交付金の活用も見据えたより

効果的な事業スキームを検討して、さらなる正規雇

用の拡大を図ってまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 助成効果については今、把握して

いないということですか。

○下地康斗雇用政策課長 支給実績は３月中旬ごろ

に出る見込みです。10月から開始しておりますので、

定着の取り組みを３カ月行った企業に対して、その

実績を確認して支給するという流れになりますので、

実績報告が２月から３月上旬に出てくる予定になっ

ています。それを踏まえて支給は３月の中旬以降に

なる予定でございます。

○大浜一郎委員 何社ぐらいに助成されましたか。

人数もお願いします。

○下地康斗雇用政策課長 本事業は10月の開始が少

し予定よりおくれたこともありまして、いろいろ周

知を図ってまいりましたが、200件ほどの問い合わせ

があったのですが、要件等を満たして申請に至った

のは現時点で６件となっております。その６件の申

請業者が定着に向けた取り組みを行ったという実績

が上がってきて、それが確認できれば、その６件の

支給になる見込みでございます。

○大浜一郎委員 これは不用が出たのですか。

○下地康斗雇用政策課長 不用についてはまだ確定

ではないのですが、予定としては申請件数が100件と

いう想定で、委託料も合わせて約4000万円の予算を

組んでおります。助成金としては、30万円の100人、

１社３人までという予定で県単で実施をしておりま

すが、先ほど申しましたように要件等に合わないと

いうことで申請に至ったのは６件ということになり

ますので、支給実績と合わせて足りなかったのは……

額確定は今からですが、残念ながら不用ということ

になると思います。

○大浜一郎委員 正社員にしていくという政策は沖

縄県にとっても大事なことですよね。これではどう

ですかね。しかも減額になっているのです。
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○屋比久盛敏商工労働部長 減額になった経緯は一

括交付金が使えなかったという説明をさせていただ

きましたが、実際に10月からどうするかという話に

なって、補正で県単分―国庫に県単をつけて、県単

分だけで実証をしようということになったので低く

なっているわけですが、それを10月から始めるに当

たって、そういう意味では広報が足りなかったとい

うことで、６件が実績になるだろうということです。

問い合わせは来たのですが、どういうものが使える

のかと。嘱託員でも３カ月いれば使えるのかなど、

そういったいろいろなものがありますので、そうい

う意味では広報が足りなかったということがあると

思います。次年度に向けては、どういった要件が使

えますということを幅広く周知させないといけない

と。確かに今年度は不用額が出てくる可能性が高い

と思っております。

○大浜一郎委員 減額になっているのですが、これ

で周知徹底は大丈夫ですか。

○屋比久盛敏商工労働部長 事業が４月から始めら

れるという状況、それから、確かに最初の年の反省

も踏まえて取り組みますので、我々としては目標値

に対して頑張っていきたいと思っております。

○大浜一郎委員 アジア経済戦略構想の実現には、

従来よりも規制緩和の拡充、優遇制度の拡充をもっ

て優位性が担保されるとも言えます。今後、これを

どのように具現化していくかが非常に肝であると思

いますが、この取り組みについて、いろいろな問題

が実は内包されていますよね。これは非常に高度な

理論構築が必要だと思いますが、その辺の見通しは

どうでしょうか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 アジア経済戦略構

想において、今、お話のあった県内産業の競争力強

化、アジアダイナミズムに取り組むため、関係機関

との連携とも国家戦略特区の活用など、規制緩和、

制度改革に取り組むこととしております。県として

は、県経済の発展のため、引き続き規制緩和の拡充、

優遇措置の拡充が重要だと考えております。次期振

計においても、当部は特に産業振興の観点から庁内

で連携して現行の制度を検証しながら検討してまい

りたいと思います。

○大浜一郎委員 ５月から、次期をどうしていこう

かという話し合いが始まるわけですよね。７月から

予算をどうしていくのかという具体的な検討に入っ

ていくわけです。そして、平成32年度に何をするの

かという芽出しをきちんとしておかないと次につな

がらないわけですよね。そういった意味で、スピー

ド感がどうなのだろうと非常に心配しているのです。

これはリアルな世界ですから、富川副知事にも申し

上げましたけど、もっと成果と課題をきちんとして、

理論的構築をして、早目に、だから必要なのだとい

うことをきっちりお互いにしないとなかなかうまく

いかないと思っているのです。もう５月から物事は

始まっているとお考えいただいて結構だと思うので

す。７月から具体化になるというスケジュールになっ

ていますので、ぜひその辺の取り組みを前向きに答

弁いただけませんか。

○屋比久盛敏商工労働部長 次期振計が平成34年に

スタートするという意味では、次年度から具体的な

話し合いといいますか、審議会などが始まってまい

ります。ですから、アジア経済構想の中にもアジア

経済構想を進めるための規制緩和など、そういう中

身はあるのですが、それ以外にも我々は特区、情報

系など５つの制度を持っていますが、それ以外にも

次の振計に打ち込む話はあるのではないかというこ

とで、今、課は違いますが、課の中で１つ調査物を

入れて準備はしております。次の審議会が始まるま

でには、ある程度、外部の方々とも意見を交わして、

そこら辺の玉を集めているような状況でございます。

○大浜一郎委員 これは沖縄の将来にとって非常に

大事なことなので、ぜひスピード感を持って、より

具体的に進めていただきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 まず、両部に共通するところで

質疑したいと思います。先日、補正予算が可決され

ました。当初予算ではなく、補正後の予算に対する

予算の執行状況、見込みも含めて、平成30年度の執

行額を教えてください。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の平成30年

度一般会計予算では、２月補正予算を反映させた執

行状況は予算額655億6963万7000円に対して、負担行

為済額が556億2266万5000円、執行額、支出済額が

272億5314万5000円、繰越計上額が143億7772万2000円

となっております。予算額のうち負担行為済の割合

は84.8％、予算額のうち執行率は41.6％、繰越率は

21.9％となっております。なお、前年度同期の平成

30年１月時点の負担行為済の割合は88.0％、執行率

は43.6％、繰越率は21.4％となっております。

○喜友名朝弘産業政策課長 商工労働部における平

成30年度一般会計の予算執行状況ですが、２月補正

を反映させた予算現額は393億4402万3000円、執行額

は377億6958万8000円、執行率は96.0％となっており

ます。また、一括交付金のみの場合ですが、２月補
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正を反映させた予算現額は139億3781万2000円、執行

額は136億2789万円、執行率は97.7％となっておりま

す。繰り越しについてですが、予算現額が３億4535万

2000円、執行額は３億3960万8000円、執行率は98.3％

となっております。不用見込み額については、まだ

集計がございません。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から農林水産部の補正

予算について確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 なぜそれを聞いたかというと、

当初予算との比較は見えるのですが、２月の補正で

補正増額、減額があって、その数字と今の予算がど

うなのかということを見たかったのです。

もう一つ聞きますが、農林水産部の平成30年度の

一括交付金のハード、ソフトの執行率をお答えくだ

さい。

○美里毅農林水産総務課長 平成31年１月末の執行

率は、国庫ベースでソフト交付金は執行率54.7％、

ハード交付金は執行率37.2％となっております。

○西銘啓史郎委員 平成30年度の執行見込みはどの

ぐらいですか。

○美里毅農林水産総務課長 あくまでも見込みです

が、ソフト交付金は95％、ハード交付金は91.6％を

見込んでおります。

○西銘啓史郎委員 残りの４％は不用なのか、繰り

越しなのか。

○美里毅農林水産総務課長 現段階で繰り越しと不

用の―繰り越しは枠で計上していますが、どれだけ

繰り越して、どれだけ不用に回るのかということは、

現段階では把握できておりません。

○西銘啓史郎委員 商工労働部も同じようにお願い

します。

○喜友名朝弘産業政策課長 一括交付金のみの場合、

２月補正を反映させた予算現額は139億円で、執行額

が136億円、執行率は97.7％となっております。ソフ

ト交付金のみでございます。

○西銘啓史郎委員 交付金も厳しくなる中で、執行

率を全庁的に上げてきたということは理解していま

す。やはり大事なことは、次年度の予算に関しても、

もちろん大きな方針があって、それにのっとって各

部局が予算を積み上げてきたと理解しますが、続い

て、両部で調査、実証した事業で、それを事業化で

きた件数がわかれば教えてください。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の調査事業

は、ハード事業でありますが、基本的には農業基盤

整備事業や水産基盤整備事業などで、新規事業採択

に向けて国に事業計画の承認を受けるための事業計

画書の作成を調査委託業務にて行っております。平

成30年度に調査委託をして、平成31年度で事業化し

たものは、農業基盤整備事業で５地区、水産基盤整

備事業で１地区あります。平成32年度以降に事業化

予定のものは、農業基盤整備事業で22地区、水産基

盤整備事業で１地区となっております。

○西銘啓史郎委員 地区の数ではなく、実証事業が

50件あって、事業化できたのが30件だったとか、わ

かりやすく説明してもらえますか。

○仲村哲村づくり計画課長 農業基盤整備関係につ

きましては、平成30年度で27地区に対して調査を行っ

ております。そのうち、平成31年で事業化したのが

５地区で、残りが平成32年度以降の事業化になる予

定になっております。

○西銘啓史郎委員 ということは、農林水産部関係

で調査したものについてはほぼ100％事業化できると

いう理解でよろしいですか。

○仲村哲村づくり計画課長 そのとおりでございま

す。

○西銘啓史郎委員 商工労働部も同じくお願いしま

す。

○喜友名朝弘産業政策課長 平成30年度の調査実証

事業の件数は７件ございます。金額は３億6749万

6000円でございます。そのうち事業化に向けた調査

実証事業は３件ございまして、平成31年度予算で事

業化するものが１件でございます。予算が6886万

5000円、これはアジアスマートハブ環境形成促進事

業でございます。残り２件は次年度以降の事業化に

向けて検討中でございます。その残りの４件は現在

未定となっております。

○西銘啓史郎委員 未定というのは、事業化できな

いということですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 検討中ということです。

○西銘啓史郎委員 商工労働部の７件、3.6億円で、

平成31年度は１件で約6000万円と言いましたよね。

４件は未定で、残り２件は平成32年度に事業化とい

うことですが、3.6億円かけて調査をして、事業化す

ることは大事ですよね。もちろん調査した結果事業

ができないものもあると思うのですが、この辺の商

工労働部の考え方として、今年度は７件ですが、次

年度は何件ぐらいの調査事業を予定していますか。

○喜友名朝弘産業政策課長 まだ平成31年度は全体

の集計をしていないので把握しておりませんが、例
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えば、宮古島のスマートエネルギーアイランド基盤

構築事業は実証事業を平成32年度まで続けて、平成

33年度から民間事業者と沖縄電力で協定を結んで、

独自に事業化していくと。県は手を引くという事業

等もございます。

○西銘啓史郎委員 申し上げたいことは、もちろん

実証事業、調査事業は大事ですし、それに伴って費

用対効果も見て事業化するか、しないかもあると思

うのですが、くれぐれも調査だけにお金が出てコン

サルタントだけが潤うようなことがないように、も

ちろん事業化の精査をきちんとした上での判断だと

思いますので、それについては強く要望しておきま

す。

それでは、各部局の当初予算の概要をもとに質疑

をしたいと思います。農林水産部から行きます。最

初のページに現状と課題があって、直近の平成28年

の産出額が出ています。平成33年に向けてですが、

平成30年や平成31年の数字は担当からはないと聞き

ましたけど、ないですか。

○美里毅農林水産総務課長 年次ごとの目標値は設

定しておりません。

○西銘啓史郎委員 次に、農林水産部の振興計画の

中に７本の柱があって、これがそのまま当初予算の

中に７項目入っておりますが、１番から７番までの

総額を教えてください。

○美里毅農林水産総務課長 沖縄21世紀農林水産業

振興計画の基本施策における７本の柱ごとの平成

31年度予算額は、１、おきなわブランドの確立と生

産供給体制の強化が26億5409万5000円。

○西銘啓史郎委員 億単位でいいです。

○美里毅農林水産総務課長 26億円。２、流通・販

売・加工対策の強化89億円。３、農林水産物の安全

・安心の確立30億円。４、農林水産業の担い手の育

成・確保及び経営安定対策等の強化26億円。５、農

林水産技術の開発と普及12億円。６、亜熱帯・島しょ

性に適合した農林水産業の基盤整備274億円。７、フ

ロンティア型農林水産業の振興30億円となっており

ます。

○西銘啓史郎委員 これをぜひ資料に入れてほしい

のです。商工労働部も去年の資料には項目ごとの額

が入っているのですが、ことしは入っていないです

よね。入れてもらったほうが我々はこれを見て、例

えば、前年比でもいいですが、この大きなくくりで

予算が減ったということは何らかの理由があるわけ

です。事業が終わったのか、そういったことも含め

て、パワーアップのバランスも含めて見たいので、

今もらった数字を入れるようお願いしたいと思いま

す。

それでは、農林水産部を中心に質疑したいと思い

ますが、一般質問の中でもありました人員の推移を、

平成26年度からで結構なので、農林水産部全体の人

員数をお願いします。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の定数、平

成26年度は918名、平成27年度は905名、平成28年度

は896名、平成29年度は885名、平成30年度は873名、

平成31年度は862名となっております。

○西銘啓史郎委員 その中で、人件費はどれぐらい

減ってきているのですか。平成31年度の農林水産部

の人件費は幾らですか。

○美里毅農林水産総務課長 農林水産部の平成31年

度一般会計当初予算額570億7732万1000円のうち、職

員費は71億473万8000円となっております。

○西銘啓史郎委員 前年度からどれぐらいの減額に

なっているのですか。

○美里毅農林水産総務課長 平成30年度の職員費が

70億 6906万 1000円 なので、比較しますと3567万

7000円、0.5％の増となっております。

○西銘啓史郎委員 人数は減っていますが、職員費

はふえているのですか。

○美里毅農林水産総務課長 ふえております。

○西銘啓史郎委員 これはどのように理解をしたら

いいですか。

○美里毅農林水産総務課長 考えられるのは給与の

昇級等―単純に人数分の給与ではなく、職員費の中

には給料のほかに職員手当、共済費、時間外勤務手

当、通勤手当、住居手当。また、共済費には地共済

に対する負担金、社会保険料等があります。例えば、

職員費の中には義務的経費である人件費と、建設事

業費の中にある補助事業費等から給与をもらう方も

いらっしゃいます。そこら辺を集計すると、今回の

職員費は3567万7000円、0.5％の増となっております。

○西銘啓史郎委員 私が気になっているのは、平成

26年度から比べると50名近く減っているわけですよ

ね。農林水産部としても事業を強化したり、いろい

ろな課題がある中で、職員のどの部分の方々が減っ

たのか見えませんが、もちろん県としての定数の考

え方があって、この定数に合わせて要請などをして

いると思うのですが、実際に事業を遂行するに当たっ

て、部長、平成26年度から比べて50名減になってい

ますけど、予算の執行に当たっても問題ないという

理解でよろしいですか。

○島尻勝広農林水産部長 組織・定数については、
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沖縄県定員管理基本方針に基づいて管理されている

と思います。委員がおっしゃるように、我々農林水

産部においてはいろいろな技師がいて、例えば、畜

産やハード、森林、農業職、幅広い駐在員もいます

ので、そういう面では単純な人数というか、離島に

も出先が置かれていますので、この辺については集

中と職員のスキルアップ等を含めてしっかり対応は

しているつもりですが、その辺については担当部と

も調整しながら、しっかり対応できたらと考えてお

ります。

○西銘啓史郎委員 続いて積算内訳書に基づいて、

15ページ、農業大学の施設整備費の中の移転整備計

画策定業務委託料とありますが、具体的にどういう

中身でどういう場なのか教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 委託料の中身ですが、来

年度移転整備のための基本計画を策定する予定に

なっています。この基本計画の中には、教室、職員

室、体育館といった建物のほかに、栽培用のハウス、

畜舎、格納庫といった農業用の施設、また、屋外の

農場、農業機械そういった機械類等の整備、施設等

の配置計画、事業費の概算と整備スケジュールなど、

多岐にわたる項目を盛り込む内容となっておりまし

て、そのための委託費となっております。

○西銘啓史郎委員 続いて79ページですが、農業経

営構造対策費で４番の産地パワーアップ事業として

２億5800万円ほどありますが、この事業は２月の補

正で減額しませんでしたか。

○前門尚美園芸振興課長 ２月で減額補正しており

ます。

○西銘啓史郎委員 減額補正した後の予算は幾らで

すか。

○前門尚美園芸振興課長 減額補正の理由といたし

ましては、農業機械のリース導入や資材の購入等へ

の支援について、産地からの申請件数が減少したこ

とによる補助金の減額となっております。平成30年

度の総事業費でございますが、6206万6000円となっ

ておりまして、うち基金は2872万9000円となってお

ります。なお、減額する国庫補助金は沖縄県の基金

予算枠として平成32年度まで確保されておりまして、

平成31年度の事業実施に向け、市町村及び関係団体

と現在調整をしているところです。

○西銘啓史郎委員 申し上げたいことは、今年度減

額補正をして、また２億5000万円ほど計上している

ので、しっかり計上して産地パワーアップにつなが

るようにお願いしたいと思います。

それから、きょうの新聞の件で、名護東海岸の漁

業組合方針、入会権で漁開始へとありますが、これ

について農林水産部としての見解をお願いします。

○平安名盛正水産課長 新聞報道のとおり、漁業権

につきましては免許期間が10年間の共同漁業権と区

画漁業権、５年間の特定区画漁業権、定置漁業権が

あります。今回の名護東漁協の見解に関しまして、

入会漁業権につきましては漁業法には規定されてお

りませんので、県としましては承知していないとい

う状況です。

○西銘啓史郎委員 もともと組合設立を県は認めて

いないのですよね。そういう理解でよろしいですか。

○平安名盛正水産課長 そのとおりです。

○西銘啓史郎委員 水産庁の見解も出ていますが、

東組合がやっているのは、自分たちで主張して自分

たちで漁業を始めるということで、県としてはこれ

は何か、ほかの組合からの問題なども出てくること

は想定されますか。

○平安名盛正水産課長 県としましては、水産業協

同組合法に基づく名護市東海岸漁業組合からの申請

については承認しておりません。ただ、今回は入会

漁業権という形で名護市東海岸漁業組合が独自で取

り組むということでの新聞報道となっていると承知

しております。

○西銘啓史郎委員 この組合は、そこで自分たちの

入会権を主張して漁業をすることはできるという理

解でいいのですか。

○平安名盛正水産課長 この海域におきましては、

この組合がどういう漁法でどのような漁業形態で取

り組まれるかについて全く承知しておりませんので、

現状において対応については今のところ今後のこの

組合の動向を注視していきたいと考えております。

○西銘啓史郎委員 法律上、存在しないという水産

庁の見解もある中で、これが違法だとしたら、実際

に行われた場合には県として何か対応は考えていま

すか。

○平安名盛正水産課長 現状におきましては、この

海域については名護漁業協同組合の漁業権となって

おりますので、今後、その中でトラブル等が発生し

た場合においては適切に対応したいと考えておりま

す。

○西銘啓史郎委員 しっかり法に基づいて対応をお

願いしたいと思います。

続いて商工労働部に行きたいと思います。同じよ

うに、この資料の中で商工労働部も基本施策が10項

目ありますが、１番から10番までの額をお願いしま

す。
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○喜友名朝弘産業政策課長 １番目のアジアの成長

を取り込む自立経済の構築で約35億円。２番目の研

究開発成果を活用した新事業、新産業の創出で約５億

円。３番目の我が国とアジアを結ぶＩＴブリッジの

拠点形成で22億円。４番目のものづくり産業の持続

的発展と産業基盤の安定確保で10億円。５番目の沖

縄の雇用情勢の抜本的な改善で11億円。６番目の中

小企業等の着実な成長発展で189億円。７番目の経済

発展を担う多様な人材の育成で13億円。８番目の成

長可能性を秘めた新産業の創出で２億円。９番目の

伝統工芸産業の持続的発展で３億円。10番目のエネ

ルギー使用に伴う環境負荷の低減で３億円でござい

ます。

○西銘啓史郎委員 ５番の11億円について、前年度

には45億円ぐらいあったのですが、37億円減る理由

は何ですか。

○喜友名朝弘産業政策課長 １点目は、技能五輪が

平成30年度で終了していることによるものです。

○西銘啓史郎委員 主要事業―議会資料の79ページ

で、先ほど大浜委員も質疑をした182番、正規社員雇

用ですが、国の交付金が得られなかったのは別とし

ても、私もホームページを見てみたのですが、わか

りづらいというか―県の雇用政策課から入っていく

と、１ページずつめくらないといけなくて見づらい

のです。この事業を始めるに当たって、どこのヒア

リングをしてこの予算を計上しようとしたのか、経

緯を教えてください。

○下地康斗雇用政策課長 沖縄労働局と正規雇用の

拡大に向けてどのような取り組みができるかという

ことで協定を結んで事業を進めていく中で、労働局

から、国はキャリアアップ助成金ということで、非

正規から正規に転換をして６カ月定着をした企業に

助成をするという事業があると。その事業は年々件

数がふえてきていると。その中で、当初から正規社

員として雇えるような力がある企業も、キャリアアッ

プ助成金をもらうために非正規から始めるというも

のが最近見受けられているということで、県でそれ

を補完する形で正社員の雇用をした企業に対して助

成金ができないかという意見がありました。

もう一つ、同じ国の事業ですが、35歳以上の長期

フリーターと言われる不安定就労者を正規雇用をし

て、さらに定着をした企業に対して助成金を支給す

るという事業がありまして、これとの比較をしまし

て、国は35歳以上を対象にしておりますので、35歳

未満については沖縄県は非正規雇用率や失業率が高

いという状況もありますので、国も35歳以上からと

いう年齢制限がありますので、労働局と国の２事業

と比較をしながら沖縄県としては課題がある若年者

の正規雇用を進めるということで、35歳未満の若年

者を正規雇用して、定着に取り組んだ企業に対して

の助成をする事業を新規事業として構築をしたとい

う経緯です。それで、一括交付金の中で、沖縄振興

にも資するということで、一括交付金に該当する事

業であると考えて、一括交付金という形で当初は計

上したという経緯でございます。

○西銘啓史郎委員 今、商工労働部の雇用政策課の

ホームページを見ているのですが、グッジョブ相談

ステーションでは電話件数が何件ぐらいあるか把握

していますか。

○下地康斗雇用政策課長 これはグッジョブセン

ターおきなわの中に事業主向けの雇用支援事業とい

う形で、専門家を配置して正社員化や採用に向けた

事業主からの各種相談、あるいは出張相談を行うと

いう事業の中で、グッジョブステーションという形

で事業を展開しております。その中で、平成29年度

の相談件数としましては2756件の相談を受けており

ます。

○西銘啓史郎委員 これは全事業に共通すると思う

のですが、2756件の相談があって、雇用主からする

といろいろな悩みがあって、これを解決していると

は思うのですが、事業、予算、施策をする場合に、

よくビジネスの世界でもプロダクトアウトやマー

ケットインという言葉が使われますが、要は、こう

いう制度をつくりましたのでどうぞ来てくださいと

言って、つくったものをどう告知するかという方法

もいいのですが、もともとマーケット―市場が、ま

たは企業の方々が何を悩んで何を求めているかとい

うことをベースに進めるべきだと思うのです。これ

は全事業一緒だと思います。ですから、いろいろな

課題があって、県としては予算ももらってこれを、

どうぞ、こういう予算をつくりましたからといって、

告知の仕方が多分いろんな足りない部分はほかの事

業でもあると思うのですが、もう少し、うまくいか

なかった事業については、現場の声というか、マー

ケット―市場の声を聞いて、何が悪かったのか、使

いづらかったのか、単なる告知だけではなくこの辺

をしっかり精査をしないと次の事業も同じような結

果になるのではないかと。例えば、正社員の雇用に

対しても―ですから、せっかくいい事業だと思って

やっても、うまくいかない理由が幾つかあるわけで

す。告知ができなかった、または使う側がわかりづ

らい、使いにくいということがあるはずですから、
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ぜひその事業については検討して、生きた金になる

ように両部長、頑張ってください。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時14分休憩

午後１時20分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

大城一馬委員。

○大城一馬委員 資料３の当初予算（案）説明資料

の中から質疑させてもらいたいと思います。

31ページ、159が新規で、沖縄戦略的国際物流プラッ

トホーム強化事業というものがあります。その概略

の御説明をお願いしたいと思います。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 この事業は、那覇

空港国際物流ハブにおいて、近年、国際貨物の取扱

量の伸び悩みや、３月に予定されているＬＣＣ部分

の貨物上屋からの撤退ということがございまして、

残りの上屋の有効活用、これが課題になっていると。

本事業は、この中で２つ取り組みを予定しており

ます。まず国際物流関連事業者の誘致を行うこと。

２つ目に、国際航空貨物便―いわゆるフレーターの

キャリア、それから貨物運送事業者―いわゆるフォ

ワーダーですね。これらの事業者等をこの場所に新

規参入させ、規模拡大、そして国際物流拠点として

の機能強化を果たすと。その実証事業を実施するこ

とを２つ目として、先ほどの課題解決に向けて取り

組みを進めるというものでございます。

○大城一馬委員 競争力のある国際物流拠点の形成

に向けた新たなステージを目指すという方針で、こ

の事業が取り行われるということなのですけれども、

この事業を進めるに当たり、産業振興とか、あるい

は雇用の創出等もうたっているわけです。この産業

振興の経済波及―この事業を実施することによる経

済波及効果、また雇用の創出はどの程度を目指して

いるのか、もし説明できればお願いします。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 具体的な雇用人数

やどのくらいの額になるかというのは現在調査中で

ございますが、基本的に事業効果としては、先ほど

申し上げた物流事業者等の事業拡大、新規参入を促

進することで、特に臨港・臨空型のうちの臨空型産

業を集積し、アジア構想で目指す競争力のある国際

物流拠点の形成に向けた新たなステージを展開する

ためのものと考えてございます。

○大城一馬委員 那覇空港の第２滑走路の完成もい

よいよ間もなくでありますけれども、やはり那覇空

港の活用というのは、アジア、世界に向けたプラッ

トホームということで、ぜひこの事業の成功を目指

していただきたいと思います。この中で、誘致コン

サルティングということでありますけれども、対象

者が商社等の国際物流関連事業者や商社等の誘致に

ついて専門知識を有する者ということなのですが、

このコンサルティングというのは、県内外からの活

用ということですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 この事業は先ほど

申し上げたように２つございまして、コンサルの部

分は企業誘致を行う事業でございまして、今お尋ね

の海外からの事業者のお話については、基本的に国

内事業者を想定していますが、先ほど申し上げた航

空運送事業者―いわゆるキャリア、これは今国内事

業者が頑張っていらっしゃいますけれど、国際物流

拠点の形成を目指す上では、海外のフレーター、航

空キャリアも視野に入れてこの事業を進めてまいり

たいと考えております。

○大城一馬委員 ぜひ頑張ってしっかりとした事業

が推進できるようにお願いしたいと思います。

次に32ページの165、工芸産業パワーアップ事業、

これも新規で計上されておりますが、この事業につ

いて概略の御説明をお願いしたいと思います。

○神谷順治ものづくり振興課長 本事業は、事業計

画に基づき産地組合が実施する取り組みへの補助を

行う産地組合活性化事業と、工芸の普及・販路拡大

を推進するための連携体制構築事業の２本柱で構成

されております。

産地組合活性化事業では、専門家の支援による人

材の育成、ノウハウの蓄積による事業運営力向上と、

新たな収益の確保による経営基盤の強化が期待され

ます。

また、連携体制構築事業では、工芸関係者、流通

販売事業者等で構成するサポート体制により、工芸

事業者とのマッチングや販路拡大、宣伝普及といっ

た取り組みが促進され、工芸品の普及やブランド化、

新たな商品開発の効果が期待されるところでありま

す。

○大城一馬委員 この工芸産業パワーアップ事業も

平成31年度から平成33年度までの３カ年間という事

業で、実は私質疑をさせてもらったのですが、県内

の工芸産業生産額が平成15年度で相当な減額になっ

ているわけです。今現在、沖縄の工芸産業というの

は、平成15年度の前年度比6.6％の減、39億円という

数字がマスコミで報道されておりましたけれども、

今の沖縄の県内工芸産業の状況というのはどう推移

していますか。



－140－

○神谷順治ものづくり振興課長 まず生産額からし

ますと、本県工芸産業の生産額のピークは昭和57年

度の57億5000万円で、平成29年度は40億1000万円と

なり、ピーク時との比較では、差額が17億4000万円、

約30.2％減少しております。

それから、従事者数の比較ですが、ピーク時は昭

和56年度の3570人で、平成29年度は1791人となって

おり、ピーク時との比較ではマイナス1779人、49.8％

の減少となっております。

最近では、平成25年度から平成29年度の生産額は

おおむね40億円前後で推移しております。それから

従事者数は1800人前後で推移している状況でござい

ます。

○大城一馬委員 沖縄の伝統工芸、非常に有望視さ

れていると認識しています。全国でも国指定の工芸

品がたしか３番以内に入っているという議会の答弁

もせんだってありましたので―現在、国の工芸品指

定の状況というのは都道府県を含めてどうなってい

ますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 17品目が第１位で

すが、東京都と京都です。それから沖縄県は、先ほ

ど委員がおっしゃったとおり、今年度で三線が国の

指定を受けましたので16品目、これは新潟県と同率

で２位の位置を占めております。

○大城一馬委員 非常に順位も高いという中で、伝

統工芸の振興は沖縄県にとっても重要な産業である

と思っていますが、高齢化が進んでなかなか若手の

後継者が育たないという現状も今あるのですよね。

○神谷順治ものづくり振興課長 おっしゃるとおり、

生産者が高齢化しておりまして、また新たな若い人

たちの確保も大変厳しい状況です。それともう一つ

は原材料の確保も厳しいという大きな課題がありま

す。

○大城一馬委員 原材料というのを少し教えてくだ

さい。

○神谷順治ものづくり振興課長 例えば大宜味の芭

蕉布は、昔は那覇とか全島でとっていましたが、今

は芭蕉を植える人がいないということがありまして、

いわゆる工芸事業者が植えて紡ぐことから始めない

と材料が確保できないというのが１つと、それから

琉球藍は主に本部が産地になっていますけど、昔か

ら本部は台風の影響を余り受けなかったということ

で琉球藍をやってきたのですが、近年の台風の大型

化に伴って、大分琉球藍が被害を受けたということ

で、ここ二、三カ年琉球藍が不足しているという状

況がありまして、厳しい状況が続いているというこ

とです。

○大城一馬委員 原材料の確保もしかり、育成もし

かり、課題は多いと思いますが、先ほどお話があり

ましたように、東京、京都が国指定の工芸品が17の

指定品目、沖縄が新潟と並んで16ということで、あ

と１つで１番になるか、３番になるか、２番になる

かという状況だと思いますが、この間琉球ガラスが

近々国指定になるというお話も聞いておりますが、

どうですか。

○神谷順治ものづくり振興課長 琉球ガラスはこれ

まで２組合で製造してきましたが、国指定の伝統工

芸を受けるということで、今は一つになりまして、

国はこの２つの組合の実績を見たいということで、

今年度がその実績を見る年度なのですが、１年間様

子を見て、早ければ再来年度にも県としては伝統工

芸、国の指定にさせていきたいと思っています。

そうなると、先ほど話したように、東京、京都と

同数で首位ということになるかと思います。

○大城一馬委員 沖縄を取り巻く環境というのは、

全国１位にはなかなかなれない状況がありますけれ

ども、ぜひ伝統工芸全国一を目指して頑張ってくだ

さいよ。

せんだっての報道で、伝統沖縄工芸が銀座で非常

に人気があるという報道がありました。物産公社の

銀座に開設しております伝統工芸館。それだけ人気

があるわけですから、生産とか、先ほどから話しま

すように、後継者も含めて本当にしっかり取り組め

ば、沖縄の伝統工芸というのは全国的にもますます

有名になり、ますます売り上げもアップすると私は

認識していますけれども、銀座での人気というのが

マスコミ紙上でしかわかりませんけれども、この要

因は何でしょうか。

○神谷順治ものづくり振興課長 委員のおっしゃっ

ている事業は、沖縄工芸ふれあい広場事業といいま

して、毎年銀座の時事通信社の１階で開催されてお

ります。御存じのように銀座は大分高額所得者がお

りまして、そういう沖縄の伝統工芸というのは先ほ

ど話したように人気がありまして、そういう購買層

にセレブな方々がおりまして、大分持続的な人気が

ありまして、特に高齢者の方々が沖縄の伝統工芸品

を買い求めにくるという状況が続いております。

○大城一馬委員 銀座でこれだけの人気があって売

り上げがあると、セレブがどんどん来店すると。そ

うすると、世界に通用する沖縄の伝統工芸と位置づ

けて、しっかり事業をやるべきではないですか。部

長、よろしく。
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○屋比久盛敏商工労働部長 セレブ層というか、高

額所得者層に頼るような商品もございますというこ

とで、そうすると、確かにそういう要望がヨーロッ

パ、パリとか、それから北京の方々からも受けたこ

とがあります。

ただ、そこまで持っていって、それを売り上げて

帰ってくるまでに収益が上がるかというのが、なか

なか数が少ないので、全体で盛り上がっていかない

と大きくならないのかという気がしますので、そこ

ら辺の需要はもう少し広げる形で頑張っていきたい

と思います。

○大城一馬委員 平成33年度でしたか、工芸の杜も

供用開始があるので、そこも活用しながらしっかり

頑張ってください。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 それでは、私は事項別積算内訳書か

ら行きたいと思います。

まず15ページ、農業大学校施設整備費の関連でお

聞きしたいのですけれども、今の移転整備計画の進

捗状況をまず教えてください。

○屋宜宣由営農支援課長 農業大学校の移転整備に

係る計画ですけれども、来年度―平成31年度に基本

計画の策定を予定しています。平成32年度に基本と

なる設計を上げて、平成36年度には供用開始に向け

て作業を進めていこうという段取りになっておりま

す。

○親川敬委員 そこで、受け入れというのか、新し

くつくる市町村とこれまで設置をしていた市町村と

の話し合いはされているのですか。

○屋宜宣由営農支援課長 名護市に対しましては、

今年度８月に移転先を決定しましたけれども、その

前にこういった事情で名護市から宜野座村に移ると

報告をして、了解をいただいたと考えております。

宜野座村に対しましては、発表の後、そうした全

体的なスケジュール、来年度から始まる基本計画の

策定等の作業への参画とか、そういう用地の取得も

含めて協力を要請して調整を進めている段階です。

○親川敬委員 まず名護の話から聞きますけれども、

跡地利用といいますか、後の施設の利用については、

県はいつまでに方向性を定める予定にしていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 現時点では、来年度の基

本計画と再来年に予定している基本設計をまず進め

ていこうということで、跡地の利用等についてはそ

の作業が終えてからになるのかと考えております。

○親川敬委員 年度的にいえば、平成32年以降かな

という話ですね。

それと、宜野座村から何か要望とか課題は出てい

ますか。

○屋宜宣由営農支援課長 今、宜野座村とはいろい

ろ意見交換をさせてもらっている状況ですけれども、

まず用地取得については、基本計画の中で施設の全

体的な構想が固まってから必要な面積が固まってき

ますので、まずそのあたりを見きわめてからになる

かと思いますけれども、今現在移転を予定している

先の農地については耕作者がいるので、ある程度工

事が始まるまでには移動してもらうという作業が出

てくるのかなということで、今情報交換を行ってい

るところであります。

○親川敬委員 何名ぐらいの地権者がいるのですか。

予定しているのは。

○屋宜宣由営農支援課長 移転を予定している先の

農地の所有者は、実は宜野座村の村有地となってお

ります。ただ、農地開発をした後の農地利用という

ことで耕作者が今７名いらっしゃいます。

○親川敬委員 施設を移すことについては大まかに

了解が得られたとしても、こういう耕作をしている、

実際使っていらっしゃる皆さんからすれば、代替の

土地というのか、この辺は求められてくると思いま

す。これはやはり県もかかわって、県の施設を入れ

るわけだから、そこはきちっと県からも協力の形を

とるようにぜひやるべきだと思いますけど、この辺

についてはどう考えていますか。

○屋宜宣由営農支援課長 当初、宜野座村から大学

校の移転について要請を受けたときに、村では今耕

作されている方々に対して、将来移転が決まると皆

さん代替地に移っていただきますということで了解

をいただいているということは聞いておりました。

村では、今耕作されている方々に対して、近い将

来、工事が始まる前までには代替地を準備して、そ

こに移っていただきますという説明は行われている

と聞いております。

○親川敬委員 次行きます。61ページお願いします。

農村青少年研修教育事業費についてですけれども、

これも毎年聞いています。まず平成30年度の予定も

聞きましたけれども、平成30年度の結果を国別研修

員と受け入れ地域、そして今回平成31年度に予定し

ている国別研修員と受け入れ地域もあわせて教えて

ください。

○屋宜宣由営農支援課長 本年度の農業分野の技能

実習生につきましては、今現在、まだ全員が到着し

ているわけではないのですが、現時点で82名が沖縄

の農家のもとで研修を受けているという状況です。
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人数としては、一番多いのがベトナムからの技能

実習生で43名、その次に多いのが中国からの技能実

習生で18名、その次がインドネシアからの方で14名、

あとカンボジアから７名、多い順でいきますとそう

いう形になります。

受け入れてもらっている地域の中で最も多いのが

糸満市、その次に多いのが南城市、豊見城市、石垣

市となります。

○親川敬委員 これは趣旨というか、本来の最終的

な目標は、彼らがここでこういう技術を学んで国に

帰って、そこで国の発展に寄与するような人材にな

るための事業だと思うのだけれども、今沖縄県はア

ジアに向けていろんな施策を展開しようとしている。

ということであれば―研修生の国別の内訳を聞きま

したけども、ほとんどアジア、全員アジアです。そ

ういう人たちのネットワークづくりも、ぜひ私は必

要だと思いますけれども、この辺についてどういう

考えを持っていらっしゃいますか。

○屋宜宣由営農支援課長 技能実習生につきまして

は、長い人だと丸３年間沖縄県で農業分野での研修

を受けますけれども、その後帰国されて地域でまた

農業をされている。あと、受け入れてくれた実習元

の農家さんとのネットワークにつきましては、帰国

後もいろいろアドバイス等をしていると聞いており

ます。そういう意味では、技能実習生を受け入れて

くれた農家と研修に来た方の個人的なつながりでは

ありますけれども、将来的に、委員から指摘があり

ましたように、そうした全体のネットワークづくり

というのも少し検討しないといけないかもしれませ

ん。そう考えております。

○親川敬委員 これはぜひやるべきだと思います。

ぜひ検討してほしいと思います。

あと、282ページに行きます。水産業協同組合指導

助成費のことから聞きます。この中に指導とかいろ

いろありますけども、総括的な話でまず漁業協同組

合の組織の状況を教えてください。

○平安名盛正水産課長 沖縄県の平成31年２月１日

現在の漁業協同組合数は、沿海地区の出資漁協が35、

業種別出資漁協が２、水産加工業協同組合が１の合

計38組合となっております。

全国の平成31年２月１日現在の全国漁業協同組合

連合会が発行しておりますＪＦ合併等推進ニュース

によりますと、沿海地区出資漁協は北海道で71、長

崎68、広島58など、40の都道府県で合計943組合であ

り、沖縄県の35組合は全国で11番目に多い組合数と

なっております。

沿海地区出資漁協が所在する都道府県の平均は約

25組合となっております。また、山形県、石川県、

京都府、大分県の沿海地区出資漁協数は１組合となっ

ております。

○親川敬委員 次は県内に行きます。先ほどありま

したけれども、県内の組合数と他府県を比較した状

況についてもお知らせください。

○平安名盛正水産課長 県内、先ほど申し上げまし

たが、合計38組合で全国で見ると11番目に多いとい

うことで、やはり少し零細な漁協等含めて、漁業協

同組合としては多い県であるかなと考えております。

○親川敬委員 この財政規模の推移と、その推移で

見たときに県内組合の特徴がわかるのであれば、そ

の辺もお願いします。

○平安名盛正水産課長 沖縄県の沿海地区の出資漁

協１組合の平均資産と推移ですが、平成25年度が３億

886万5000円、平成26年度が３億1412万3000円、平成

27年度が３億2189万5000円、平成28年度が３億3142万

円、平成29年度が３億4715万1000円となっておりま

す。全国の沿海地区の出資漁協１組合の平均資産で

すが、平成25年度が16億4979万4000円、平成26年度

が16億425万円、平成27年度が15億6355万5000円、平

成28年度で15億8350万円となっております。

特徴としましては、沖縄県の沿海地区出資漁協の

資産規模として全国の約２割前後ということで、小

規模な状況となっていると思われます。

○親川敬委員 そこで、全国と比較したら２割ぐら

いの大きさだということですが、今は県内の組合の

全体的な話でしたから、まず収支の状況、赤字の組

合がどれぐらいで、収益を得ている組合がどれぐら

いかというのはわかりますか。

○平安名盛正水産課長 県内の漁協の経営状況につ

いてお答えします。

平成28年度末時点での話ですが、事業利益で黒字

を計上できているのは37漁協中４漁協であります。

ちなみに、恩納村漁協、那覇地区漁協、伊良部、近

海鮪であります。

事業外収益を足して経常利益が黒字を計上できた

のは30漁協で、赤字は４漁協となっておりまして、

伊平屋村漁協、渡嘉敷漁協、宮古島漁協、池間漁協

であります。

当期未処分損失金を抱えているのは11漁協で、羽

地漁協、伊是名漁協、伊平屋漁協、伊江漁協、読谷

漁協、那覇地区漁協、渡嘉敷漁協、宮古島漁協、池

間漁協、伊良部漁協、与那国漁協となっております。

○親川敬委員 黒字の組合が４カ所ぐらいはあると
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いう話ですけれども、一般的な漁業組合の収入源は

何ですか。

○平安名盛正水産課長 基本的には、事業収益とし

まして燃料でありましたり、製氷、販売、購買事業

という事業収益が主な事業からの収益となっており

ます。

○親川敬委員 次行きます。298ページ、漁村地域整

備交付金についてですけども、まず漁村地域整備交

付金の概要を少しお願いします。

○長本正漁港漁場課長 漁村地域整備交付金は、沖

縄振興公共投資交付金―いわゆるハード交付金を活

用して、事業主体が作成する漁村再生計画に基づき、

これまでに整備した漁港施設等の有効利用等を通じ

た漁業生産基盤と漁村の生活環境施設の総合的な整

備を実施することにより、個性的で豊かな漁村の再

生に資する事業となっております。

○親川敬委員 事業主体が計画を策定するとありま

したけれども、この漁村再生計画が策定されている

市町村、これは市町村がやるんですか。まず１点目。

そして計画が策定されている市町村を教えてくださ

い。

○長本正漁港漁場課長 まず、この漁村再生計画で

すが、これは事業を起こす地区ごとに決めることと

なっております。現在策定している市町村は、伊平

屋村、今帰仁村、東村ほか14市町村であります。

○親川敬委員 これは地区ごとというと、漁港ごと

ではないという理解でいいですか。

○長本正漁港漁場課長 事業を起こす場合は漁港ご

とになっていますけど、市町村によっては複数の漁

港を含めて１地区としている場合もありますので、

漁港ごとというか、そういう形になると思います。

○親川敬委員 それで、平成30年度に限っていえば、

この制度を活用している市町村、エリアごとでもい

いですけれども、整備内容はどういうことを計画し

ていますか。

○長本正漁港漁場課長 平成30年度に漁村地域整備

交付金を活用している市町村は、県営地区として２地

区で、博愛地区―これは宮古島市です。久部良地区

―与那国町です。あと、市町村営事業として５地区、

伊平屋地区、うるま地区、東地区、今帰仁地区、南

城２地区となっております。

整備内容については、物揚げ場とか突堤の整備、

あと航路しゅんせつ、泊地のしゅんせつなど、そう

いうものとなっております。

○親川敬委員 次、商工労働部に行きます。これも

事項別積算内訳書で行きたいと思います。

まず17ページ、内訳書の中からいえば駐留軍従業

員等福利費になっていますけど、きょうの新聞によ

ると基地従業員の雇用の話が出ていて、最初は16名

が解雇の通知を受けて、沖縄防衛局との交渉により

全駐労が撤回させたということが報道されています

けれども、まずこの点について県として事実把握は

できていますか。

○宮平道子労働政策課長 本日の地元紙で報道があ

りました件については、報道を通して承知をしてお

ります。

○親川敬委員 これも新聞報道だからあれですけど

も、これは2018年６月に解雇の通知を受けたという

ことで報道されていますけども、駐留軍の福利費と

いうのには直接的な関係はないにしても、基地で働

く皆さんの人権であったり、そういうことに対して

もっと敏感になるべきだと思います。今後の成り行

きによっては、ぜひとも県がかかわるべきだと思い

ますけれども、その辺についてお願いします。

○宮平道子労働政策課長 今うちで予算計上してお

ります駐留軍従業員等福利費といいますのは、宜野

湾市にあります駐留軍離職者対策センター、これの

事業に係る費用として計上しているものでございま

す。

今委員の御質疑にありました件につきましてです

けれども、基地従業員に対する雇用関係に基づく処

分につきましては、雇用主であります沖縄防衛局が、

労働者や関係者等に事実関係の確認を行って対処し

ていくべきものだと認識をしております。

防衛局に確認をしましたところ、処分に納得でき

ない場合には、協定に基づきまして不服申し立ても

できると聞いておりますので、まずはこういった状

況を注視―見守っていきたいと考えております。

○親川敬委員 19ページに行きます。これは年度的

にいえばことしの話ですが、技術向上普及対策費の

中に、技能五輪、アビリンピックの全国大会の推進

事業というのがありました。それの成果と実績と課

題を教えてください。

○仲里勉労働政策課技能五輪・アビリンピック準備

室長 成果と実績と課題ということですけども、ま

ずは実績から述べさせていただきたいと思います。

実績といたしましては、全国から技能五輪全国大

会に1292名、全国アビリンピックに382名の選手が参

加いたしまして、県内外からの来場者は、推計では

ありますが、延べで18万5000名程度に上りました。

成果といたしましては、沖縄県選手の技能向上だ

けでなく、大会出場を目指しみずからの技能の研さ
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んに努める若者や人材育成に取り組む企業等の裾野

が広がったものと考えております。また、技能に対

する県民の興味が高まって、技能尊重気運の醸成に

もつながったものだと考えております。障害者への

理解と雇用の促進などについても、また今後期待で

きるものだと成果としては考えているところでござ

います。

課題といたしましては、今回は沖縄大会であった

のでございますけれども、今後いろんな都道府県で

毎年開催されることになりますので、今後も引き続

き県内企業等における人材育成を活性化させて、技

能尊重気運を高めていく必要があると考えておりま

すので、平成31年度から技能向上人材育成事業とい

う形で実施させていただければと、新年度予算で考

えているところでございます。

この事業の内容といたしましては、従来どおり沖

縄の成果を高めてきた出前講座でありますとか、合

同公開練習会、あと訓練のための助成金等々を希望

する企業、もしくは学校に積極的に出向いて、我々、

支援していきたいと考えているところでございます。

○親川敬委員 こういう大きなイベントをして、終

わって、成功に終わりましたねではなくて、すごい

ことを考えていらっしゃると思うのは、今後の人材

育成とか技能向上のために、早速平成31年度で新し

い事業を展開するような計画をすると。こういう取

り組みを全てのイベントに生かしてほしいと思いま

す。もちろん迎えて準備をするのも大変であるけれ

ども、迎えて準備をして今後どう生かしていくかと

いうことを全ての―今回はたまたま技能五輪のこと

を聞きましたけど、イベントというのはそういうふ

うに生かしていただきたいと。ぜひこれは、そうい

う方向で今後も積極的に取り組んでいただきたいと

思います。

最後になります。42ページ、海外事務所等運営費、

各事務所の経費と配置人員について教えてください。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 42ページの当該事

業の予算２億4000万円ほどのうち、海外事務所の経

費と言われるのは、６事務所合計で１億7057万1000円

でございます。内訳は、まず北京事務所が1947万

1000円、次に上海事務所2623万8000円、香港3196万

7000円、台北2616万8000円、シンガポール3601万

6000円、そして来年度から新設を予定してございま

すソウル3071万1000円、合計で１億7057万1000円と

なっています。

○親川敬委員 人数はどうなっていますか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 配置人員について

は、この６事務所合計で28人、内訳は北京が３名、

上海事務所が３名、上海事務所管轄の福州事務所は

２人でございます。合計５人です。香港事務所５名、

台北は７名、シンガポール事務所は４名、ソウル事

務所は４名で、先ほどの28人となります。

○親川敬委員 商工労働部の施策の概要の中で、平

成29年度からベトナムに駐在員を置いていますけど

も、どんな活動をしているのか教えてください。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 駐在員の活動は、

海外事務所と似ている部分がございますが、観光誘

客、それから県産品の販路拡大、それから県内企業

等のアテンド等となっています。

○親川敬委員 これもけさの、きのうの新聞でした

か、ベトナムからも知事とお会いされて、直接的な

ことではないにしても、交流という点からはこれか

ら有望な国だと思います。ぜひ、さっき言った農業

研修生の皆さんの考え方と同じ考え方で、せっかく

駐在を置くのであれば、そういうネットワークをつ

くって、アジアに向けた一つのステップにしていた

だきたいと思っています。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 議案書から幾つか質疑します。

まず初めに、８ページに特殊病害虫特別防除費が

出ていますが、この中身を説明してもらえませんか。

○屋宜宣由営農支援課長 この事業費の中身は、特

殊病害虫であるウリミバエ、ミカンコミバエ、アリ

モドキゾウムシ、イモゾウムシ、そういう特殊病害

虫の根絶の維持と侵入防止を行うための経費となっ

ています。

○嘉陽宗儀委員 具体的な中身を説明できますか。

○屋宜宣由営農支援課長 ウリミバエにつきまして

は、不妊化施設というところで、いわゆる不妊化さ

れた虫を増殖して、それを散布することで根絶状態

を維持していると。ミカンコミバエにつきましては、

薬剤を浸透させた板を各地にトラップとして散布し

たりつり下げたりして、侵入してきた虫はこれでと

めるという事業の内容となっています。

あと、イモゾウムシ、アリモドキゾウムシのゾウ

ムシ類の中では、アリモドキゾウムシについても今

不妊化の技術ができ上がりましたので、不妊化した

虫を散布して、それでもって根絶―久米島におきま

しては侵入してきたアリモドキゾウムシの根絶を不

妊化した虫で達成したということになります。

そういう形で特殊病害虫の根絶と、あと侵入して

くるものを防止する両方の事業をこの事業の中で

やっていることになります。
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○嘉陽宗儀委員 アリモドキゾウムシの駆除の方法

は不妊虫作業をするんですか。

○屋宜宣由営農支援課長 久米島で行いましたアリ

モドキゾウムシの根絶事業につきましては、その不

妊化した虫を大量に地域に放飼して、それでもって

徐々にその虫の密度を抑えて、最終的には根絶まで

至るという形で久米島では成功しました。

○嘉陽宗儀委員 たしか私も最初からかなりこれに

ついてはかかわってきたつもりですけどもなかなか

難しい。幼虫を育てる媒介となる芋はどこのものを

使っているんですか。

○屋宜宣由営農支援課長 以前、委員会の中でも説

明しましたけれども、実際に虫を増殖する際に使っ

ている餌としては、生のカンショと人工飼料、両方

使っていますけれども、今のところ生のカンショが

効率がいいということで、実は県外から入ってくる

カンショとか、あと恐らく県内のものも使われてい

ると思いますけれども、食用に供するカンショを使っ

ております。

○嘉陽宗儀委員 今はカンショと言ったからいいけ

ど、前はサツマイモを使ったと言って僕にかなり言

われましたよね。沖縄なのにどうしてサツマイモか

と。

あれはすむところも芋だけではないからね。カン

ショの中にもそれが巣くっている、寄生しているの

もいるし、だから久米島の場合にもかなり苦労して

きたと思いますが、私は、当初、県の皆さん方と一

緒になって、久米島の場合には、農協とか市町村の

窓口で、イリムサーが入ったものは外に捨てるな、

焼却処分しなさいということで、一緒に僕が言って

回って、これはいつまでも駆除できないよ。という

努力もしてきたんですよね。これは皆さん方の記録

にあると思うのだけど、イモゾウムシ駆除の男です

よ。しかし、結局追いつかないので、なかなか完治

しない。あとは、特にアリモドキゾウムシは飛んで

いくものだから、なかなか駆除しにくいぞというこ

とになったわけですけれども、それでも皆さん方が

頑張って不妊虫作業を、どんどん放飼して減ってき

た。津堅島は減り方が大きいから、次は津堅でゼロ

作戦しようとやっていますよね。これもかなりいっ

ていますか、実績はどうですか。

○屋宜宣由営農支援課長 委員のおっしゃるように、

今津堅島も不妊化した虫を放虫することで大分密度

を抑えて、ほぼ津堅島については根絶が間近という

ところまできております。ただ、今お話にもありま

したように、イモゾウムシについてはなかなかまだ

根絶が間近というところまでは来ていないのが現状

です。

○嘉陽宗儀委員 イモゾウムシが困難でおくれてい

るという理由は何ですか。

○屋宜宣由営農支援課長 根絶状態に近いかどうか

という判断をするときに大事なのは、実際にそこに

虫がいるかどうかを調べるための技術といいますか、

アリモドキゾウムシについては性フェロモンを使っ

て虫を呼び寄せて、野生虫がいるか、不妊虫がいる

かということを調べて、根絶状態なのかどうかとい

うのをチェックしていますけれども、イモゾウムシ

については、チェックをするための技術が、まだ十

分に評価するまでの技術に到達してないというとこ

ろがあって、ただ以前に比べると、圃場から出る芋

とか、野草にいるかどうかを調べてみると数は減っ

ていますけれども、実際にトラップで調べるという

ところが難しいところがあって、その点でイモゾウ

ムシについてはなかなか技術的な評価が難しいとい

う段階にとどまっているということになります。

○嘉陽宗儀委員 イモゾウムシについては、伊平屋、

伊是名、向こうは駆除していますよね。知っていま

すか。アリモドキゾウムシではなくてイモゾウムシ。

○屋宜宣由営農支援課長 以前、これも委員会で委

員からいろいろアドバイスをいただきました。伊平

屋村でのカンショのつくり方ですけれども、水田を

利用して一旦水を湛水した後でカンショを作付すれ

ば、イモゾウムシは飛んで広がるということがほと

んどないので、被害をかなり減らすことができると

いうことを、実際に向こうでの展示圃等で確認して

います。

○嘉陽宗儀委員 向こうの人たちにイモゾウムシの

根絶は難しいのではないかという質問をしたら、イ

モゾウムシは簡単ですよと、稲作にかえれば―水攻

め、結局それで生きていけないから、何も手を加え

なくても普通の生産過程をやっておけば、アリモド

キゾウムシではなくてイモゾウムシは駆除できます

よと教えてもらったので、僕は皆さん方にもお伝え

したと思うけど、やらなかったのですか。

○屋宜宣由営農支援課長 済みません、津堅島には

水田に適した圃場がありませんので、そのあたりは

実証そのものが難しい状況です。

○嘉陽宗儀委員 一応少なくともこちらなりに、議

員として一生懸命頑張って、何ができるかとやって

きた結果だから、多少は尊重してもらわないとね。

たかが嘉陽宗儀が言ったから、すぐそのとおりに飛

びつくわけにはいかんぞということになったのでは
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ないの。

○屋宜宣由営農支援課長 作物はそれぞれの地域の

風土に応じたつくり方があるかと思いますので、た

だ津堅島につきましては昔から畑作の地域ですよね。

河川がないことがあって、そういう意味で、水を張っ

た状態で作物を栽培した後、またカンショを植えつ

けるというのは、津堅島については現実的ではない

のかなと感じております。

○嘉陽宗儀委員 僕が言うのは、生産者、そのため

に苦しんでいる皆さん方の意見を受けとめて、それ

を皆さん方がどうできるかが大事だと思ってきょう

この質疑をしたのですが、やはり今実践されている

ものからも大いに学ぶべきではないですか。どうで

すか。

○屋宜宣由営農支援課長 イモゾウムシについても

根絶というか、生息数を確認するための技術の精度

の向上が必要だということで、ただ津堅島では、今

でもイモゾウムシも不妊虫を放飼して密度を下げ続

ける努力はずっと続けていて、実際に以前に比べる

と格段にカンショ－芋にイモゾウムシが入るという

ことはかなり少なくなりました。そういう意味では、

実際栽培をすればそうした効果は実感できると思い

ますので、効果については従来よりもかなり上がっ

てきていると考えています。

○嘉陽宗儀委員 ぜひ、この芋については、アジア

一帯でも沖縄の琉球芋、何芋だった、サツマイモで

はなくて、この芋が非常にどんどん生産されて広がっ

ていますよね。本拠地は沖縄なのだから、この沖縄

でやはり芋で沖縄の経済が成り立つぐらいの意気込

みで取り組んで、今遊休農地がありますけど、遊休

農地がなくなるように、全部芋で埋め尽くすぐらい

勢いをつけて頑張ってみたらどうですか。

○屋宜宣由営農支援課長 久米島もアリモドキゾウ

ムシの根絶後、ほぼ５年ぐらいたちますけども、そ

のころに比べますと生産量が２倍以上にふえたと聞

いております。津堅でもこの後そうしたカンショの

生産が増加していくように、営農指導も含めて取り

組んでいきたいと考えています。

○嘉陽宗儀委員 アリモドキゾウムシについても、

やはりかなり大量につくらないといけないわけだか

ら、今の研究施設も大きくして、沖縄県全体一挙に

撲滅させるような勢いでやってみたらどうかと僕は

提案したつもりだけど、尊重して思い切って沖縄中

に生産して広げる。これは大事だと思いますけど、

どうですか。

○屋宜宣由営農支援課長 今、不妊虫の生産のため

には餌の問題です。あと、どうやって効率よく虫を

生産するかというところにポイントがあると思いま

す。その部分については、研究されている担当者の

方々の意見を聞きますと、もう１段、２段精度を高

めていく必要があるとおっしゃっていますので、そ

のあたり研究の進展も見ながら将来的な構想につい

て検討していきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 頑張ってください。それ以上あれ

これ言うわけにはいかんけど、ただやはりもっと沖

縄県民の知恵、英知を結集して、この沖縄の限られ

た資源の中で沖縄経済をどう立て直すかと。特に農

林事業、水産業も、その中でも芋はかなり重要。

今度水産になるけど、内水面漁業というのはやっ

てますか。ここにありますか。

○平安名盛正水産課長 ウナギが北部でやられてい

ます。

○嘉陽宗儀委員 内水面漁業としてウナギ養殖をき

ちんと生産して軌道に乗せている。事業として。

○平安名盛正水産課長 今３経営体ありますが、そ

のうちの３経営体の中で養殖としては営まれており

ます。

○嘉陽宗儀委員 だから、養殖をやってきちんとウ

ナギとか、あれはコイか、刺身で出してくるのは。

前は池田ダムかな、向こうで生産していますよね。

内水面で漁業をしているのは今はないですか。

○平安名盛正水産課長 コイについては、今養殖し

ている漁業者はいません。

○嘉陽宗儀委員 やっている。

○平安名盛正水産課長 やられていません。

○嘉陽宗儀委員 簡単にいませんと言われたら次言

いにくいけど。ウナギは。

○平安名盛正水産課長 ウナギについては、３経営

体で営まれています。

○嘉陽宗儀委員 このウナギにしたって、今ウナギ

騒動もあるぐらいだから、沖縄の場合には亜熱帯性

の気候の特性からいえば、冬場でもたくさん餌を食

べてすぐ大きくなりやすいという、内水面漁業する

にしても本土ではないような有利な条件があるわけ

でしょう。ところが今県はそれがない。僕から言え

ば目を向けられてない。だから、思い切ってやはり

沖縄ならではの養殖漁業を含めて、これを取り組ん

でみたらどうですか。

○平安名盛正水産課長 これまでウナギについても、

資源管理の部分でかなり国の指導等が入りまして、

やはりシラスウナギがとれないという世界的な状況

もありますので、そういう意味では、ウナギ養殖を
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している漁業者も非常に経営的に苦しいところもあ

りますので、それについてはやはり今協議会を立ち

上げて、全国的に連携しながら支援していきたいと

のことでの取り組みはしています。

ただ、今後、別の対象種を考えた上でということ

になりますと、沖縄にどういうものが適しているの

か、そういうものについても、養殖業者の方々が希

望するような対象種を持ってこられる方々の意見等

も聞きながら検討していきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 ぜひ、課題ですから頑張ってくだ

さい。

それから、もう一つ、今度の議会で質問しました

けど、松くい虫がいるわけですよね。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

(休憩中に、質疑の内容についての確認があり、

嘉陽委員から、松くい虫駆除の取り組みに

ついて説明してほしいとの説明があった。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

崎洋一森林管理課長。

○崎洋一森林管理課長 さきの代表質問でも答弁さ

せていただきました。ありがとうございます。

松くい虫の防除につきましては、森林病害虫防除

法に基づいて作業をしておりまして、薬剤散布、そ

れから樹幹注入、それから伐倒駆除を実施しており

ます。被害量につきましては、さきの答弁もやった

ところですが、平成15年度のピーク時の95％減になっ

ておりまして、現在５％の2309立方メートルが発生

状況になっております。

○嘉陽宗儀委員 この前の答弁を見て、かなり進ん

だなという、皆さん方の苦労を理解しましたけれど

も、ところが今まで困難だったのは米軍基地内、マ

ツノザイセンチュウが入っていたら米軍が散布しな

い。そのまま生き残り、季節が終わったら―要する

にこの……虫が出て行って増殖する。この繰り返し

でしたよね。

今度は、それをきちんと米軍についても基地内に

ある松くい虫の駆除のためのマツノザイセンチュウ

駆除のための対策はとられたんですか。

○崎洋一森林管理課長 森林管理課としましては、

県の組織としまして民有林の対策をやっております

ので、国有林側とか、それから米軍基地内につきま

しては直接対策はやっておりません。

○嘉陽宗儀委員 この松くい虫についてはなかなか、

マツノザイセンチュウなものだから、これもどこに

飛んでいくかわからんということもあってやりにく

いのがあるのでしょうが、それでも駆除できないわ

けではないから、ぜひ頑張って沖縄から松くい虫を

全部駆除するという勢いで頑張ってもらえますか。

決意だけにします。

○崎洋一森林管理課長 これまで予算等も投じてき

ておりますし、効果的な手段も今後検討しておりま

すので、鋭意努力してゼロに向けて頑張っていきた

いと思います。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が頑張るというから、質

疑はこれで終わりにします。

○瑞慶覧功委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 商工労働部関係から行きます。

まず、今好調な県経済の今後の見通し、課題である

労働所得向上などの質の改善にどのように取り組ん

でいくつもりなのか伺います。

○下地康斗雇用政策課長 本県の経済は、おっしゃ

るように観光需要や個人消費の増大などによって好

調に推移をしております。また、県内の雇用情勢に

つきましても、完全失業率や有効求人倍率が最高値

を更新するなど、着実に改善をしております。この

ような、景気が好調で雇用情勢が好転している時期

であればこそ、雇用の質の改善というのは重要な課

題だと、それにしっかり取り組むことが重要である

と認識をしております。そのため、県におきまして

は、沖縄労働局と関係機関と連携しながら、正規雇

用の拡大や処遇の改善、働きやすい環境づくりなど

の雇用の質の改善を図り、労働者における安定的な

就労や技能等の向上、また企業における人材育成、

定着、確保を支援して、労働生産性を高めて賃金の

上昇につなげていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 沖縄の産業構造の特徴は、第３次

－商業、サービス業が多いというこの関係でいうと、

自立経済に向けて、やはり製造業、加工業、そこを

強化する必要があろうかと思いますが、その問題意

識と、それの事業化はこういう取り組みがあると、

どうなっていますか。

○神谷順治ものづくり振興課長 改善策については、

県では地域資源等の特性を生かした高付加価値商品

の開発や企業連携等による製造技術の高度化、県産

品の販路拡大などの各種施策により、製造業の振興

に向け取り組んでいるところであります。

製造業振興に向けた具体的な取り組みについて、

具体的には産学官連携製品開発支援事業やものづく

り基盤技術強化支援事業などにより、新たな商品や

装置の開発、技術導入を行う企業に対して、プロジ

ェクトの助成やハンズオン支援などを実施しており

ます。



－148－

また、製造業県内発注促進事業では、県内既存企

業から県内製造業への発注を促進するため、県内製

造業の情報収集及びマッチング支援等、技術力向上

に関する支援により県内の企業間連携の強化に取り

組んでいるところでございます。

○瀬長美佐雄委員 現実的にはサービス業が特に、

この間シンポジウムがあって担当課の職員も来られ

ていましたが、この飲食サービス業、あるいは観光

産業全般ですが、労働環境が悪いと処遇改善が求め

られていますし、所得も低いというその問題意識と、

ではどういう手だてをするのかという点を伺います。

○下地康斗雇用政策課長 宿泊・飲食サービス業な

ど、観光関連産業を所管しております文化観光スポー

ツ部においては、沖縄観光の課題である年間を通じ

た観光客の平準化、平均滞在日数の延伸、観光消費

額の増加などによりまして、観光関連産業の経営改

善と従業員の所得向上、雇用の安定化を図るとして

おります。

また、経営者向けのセミナーや中核人材を対象と

した集合型研修等を実施するなど、観光産業の従業

員にとって働きがいのある職場づくりを促進してい

るところとのことであります。

○瀬長美佐雄委員 観光が絡むという点でしたが、

ちなみに正規雇用促進というのが正社員雇用拡大助

成金事業だと、182の項目ですが、今回の予算化で、

新年度は何名の正規雇用を目指すという目標でしょ

うか。

○下地康斗雇用政策課長 正社員雇用拡大助成金事

業につきましては、予算としては100件の正規社員の

採用ということで助成金を計上しておりますが、全

体的には県の事業だけではなく、先ほど申しました

沖縄労働局との協定の中で県と労働局の事業も合わ

せて、今年度は約7800件を目標に置いてやっており

ます。ちなみに、平成29年度の実績で申しますと、

正社員の就職件数としては7602件ありますので、今

年度はそれを上回るような目標を立てております。

労働局との協定につきましては、年度明けの協定

の際に改めて目標値を設定して、労働局と連携をし

ながら正社員の拡大に向けて取り組むことにしてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 当初予算説明資料の主な事業の

概要ということで、157番のスマートエネルギーアイ

ランド基盤構築事業、この概要、前年度及び予算増

というそこら辺の理由を伺います。

○喜友名朝弘産業政策課長 スマートエネルギーア

イランド基盤構築事業の目的でございますが、県内

における再生可能エネルギーの導入・拡大を図る事

業として取り組んでいるところです。

具体的な内容でございますが、まず１つ目に、宮

古島におけるＩＴ技術を活用して再生可能エネル

ギーの導入・拡大を図る実証事業を行っているとこ

ろです。

２つ目に、波照間島の風力発電、蓄電池、モーター

等を活用した再生可能エネルギーの最大導入に向け

た実証事業を行っているところです。

３つ目でございますが、沖縄ハワイクリーンエネ

ルギー協力の覚書に基づく技術交流を行っていると

ころです。

事業の成果でございますが、宮古島では太陽光発

電の余剰電力を、ＩＴ制御により農業用ポンプ等を

稼働させて効率的に導入するシステムの開発検証を

行っているところです。また、波照間島では、一時

的ではございますが、島の電力を再生可能エネルギー

で100％供給することができました。

○瀬長美佐雄委員 その検証はまだ続くかと思いま

すが、これを広げるという取り組みになるときは、

民間がそれを担うのか、県がまだ音頭をとるのか、

どんな感じになりますか。

○喜友名朝弘産業政策課長 宮古島の実証事業につ

きましては、平成31年、平成32年度まで実証事業を

県が行いまして、平成33年度から沖縄電力と県の事

業の受託先で協定を結んだと聞いておりますので、

平成33年度からは自走化していくという流れで今考

えております。

波照間の、先ほど申しました風力発電でモーター

を動かす事業でございますが、今年度で既に系統に

つないでいて、実証は進めていますけれども、次年

度も実証をしながら、本格的に電力をモーターの―

再生可能エネルギーでの発電を優先的に入れながら

系統につなげていくと、もっと進めた形で持ってい

くということで進めております。

○瀬長美佐雄委員 次、174、アジアＩＴビジネスセ

ンター（仮称）整備事業について、概要というか、

どのように進めていくのか伺います。

○谷合誠情報産業振興課長 アジアＩＴビジネスセ

ンター(仮称)は、アジアを初めとする海外企業の県

内立地や、海外企業との連携・協業による国内ＩＴ

企業のビジネス展開を支援するために、沖縄ＩＴ津

梁パーク内に整備する企業集積拠点です。この施設

は、鉄筋コンクリート３階建てで延べ面積約3000平

米の建物となる予定であり、海外企業や海外企業と

連携する国内企業など10社の入居を想定し、340人程
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度の新規雇用を見込んでおります。

平成28年度に基本設計、平成29年度に実施設計を

完了し、平成31年度、来年度から整備工事に着手す

ることから、新たに工事請負費が増額する形になっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに運営はどのように進め

ていくのか、要するに委託するのか。

○谷合誠情報産業振興課長 施設自体の管理につい

ては指定管理者に委託しますけれども、こちらへの

入居の勧誘であったり、あるいはそういう企業誘致

というものは、情報産業振興課といいますか、県で

やってまいります。

○瀬長美佐雄委員 次、農林に移ります。食料自給

率の向上について現状がどうなっているのか、同時

にその目標とのかかわりで今の到達はどうなってい

ますか。

○美里毅農林水産総務課長 県では、平成33年度の

食料自給率の目標値をカロリーベースで45％と設定

し、各種施策に取り組んでいるところであります。

食料自給率の推移につきましては、カロリーベー

スで、平成23年が23％、平成28年が33％、生産額ベー

スでは、平成23年が49％、平成28年が56％となって

おります。

○瀬長美佐雄委員 率直に言ってほど遠いという現

状の問題と、ではそれに引き上げるために、どこが

ある一定責任を持って追求していくのかという、そ

この部署について確認したいのですが。

○島尻勝広農林水産部長 自給率については、県内

の場合については、振興されている違い―栽培され

ている品目がサトウキビ中心ということで、自給率

は、なかなかこの辺が大きいことになるかと思うの

ですが、県外でやっております米の生産が絶対的に

少ないところがあるかと思います。全体的に青果物

も含めてですけども、今施設整備等も含めて安定的

な供給ができるように基盤整備等の整備もやってお

りますので、この辺を含めて、担い手の育成なり、

基盤整備なり、この辺をしっかり整備しながら自給

率の向上に努めてもらいたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 事業に移りますが、予算説明資

料でいうと121、新規、気候変動に適応した果樹農業

技術開発事業、これの予算化された理由や概要を伺

います。

○正田守幸農林水産総務課研究企画監 気候変動に

伴う夏秋期の高温や冬春期の突発的な低温、大型台

風などの襲来など、近年の気象条件の変化が農業生

産に及ぼす影響というのは非常に大きなものと危惧

されております。

この事業では、気象条件の変化が原因と思われる

収量の減少、品質の低下、病害虫の発生などの課題

に適応するため、パイナップルやマンゴーなど熱帯

果樹を対象として、安定生産技術を開発するととも

に、ヒートポンプ等を活用した新たな施設管理技術

を開発。熱帯果樹の新品種開発等によって、本県に

おける果樹の生産振興に寄与することを目的として

おります。事業期間は、平成31年度から平成33年度

の３年間としております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみにその研究はどこでやる

のでしょうか。

○正田守幸農林水産総務課研究企画監 農業研究セ

ンターを中心に実施する予定となっております。

○瀬長美佐雄委員 研究機関に委託すると同時に、

営農指導分野も含めて生産をバックアップする、研

究する、そこに対する職員の減少が見られるのか、

基本的には維持しているという状況なのか、全体の

農林水産の減少の中で、この部分はきちっと堅持し

ているという状況なのかを知りたくて質疑します。

○美里毅農林水産総務課長 研究員は、平成25年度

の128名から平成31年度の115名へ13名減少しており

ます。普及指導員は、平成25年度の112名から平成31年

度の103名へ９名の減少となっております。

なお、研究員や普及指導員の配置につきましては、

事務事業の必要性や各職場の勤務環境等を適切に考

慮し、効率的に実施してまいりたいと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 要望としては、この部分は極力

減らさないと。逆に営農指導の部分であったり、新

規で始めた支援する事業に、コーディネーターであっ

たり、いろんな分野の皆さんが前提になるときに、

この部分は堅持していただきたい。これは要望とし

て伝えておきます。

あと126番、県産農林水産物輸出体制構築事業、予

算が倍加していますが、その実績や倍加した理由、

目的をお願いします。

○下地誠流通・加工推進課長 沖縄県から海外への

農林水産物・食品等の輸出の状況が、平成29年は26億

円、平成30年は33億円と伸びているところです。さ

らにそういう輸出を促進させるために、平成31年度

の予算は増額して計上しております。

新たな取り組みとしては、県産農林水産物の他産

地との差別化を図るブランディングのための戦略的

情報発信、現在くゎっちーおきなわというホームペー

ジを開いておりますけれども、その中で多言語化を



－150－

図っていくという考えを持っています。

また、県産畜産物の定番化の対象地域として、台

湾とシンガポールを追加する予定です。

さらに、ＪＡおきなわさんが今取り組んでおりま

すクルーズ船での取り組みについて、県も協力して

テストマーケティングをしていくという考えを持っ

ているところです。

○瀬長美佐雄委員 主な品目というか、今主たるも

のはどういう中身か。

○下地誠流通・加工推進課長 先ほどの平成30年の

33億円の輸出の中で畜産関係が10億円ということに

なっていて、牛肉が伸びていまして５億3000万円余

り、また台湾も牛肉の輸入解禁が追い風となって伸

びていると聞いております。野菜も１億9000万円余

り、また果物も２億3440万円と伸びております。

○瀬長美佐雄委員 次は127番、６次産業化人材育成

活性化事業についてですが、予算も倍加というその

概要と目的、お願いします。

○下地誠流通・加工推進課長 ６次産業化人材育成

活性化事業について説明いたします。

この事業では、６次産業化人材育成活性化研修会

などを開催すること、また商品開発に要する経費の

一部補助をする、加工品グランプリを開催する、市

町村などとの連携強化による地域連携モデルを育成

していくなどの事業をやっているところです。

平成31年度予算が平成30年度予算と比較して増加

しているのは、平成30年度は人材育成研修の開催を

本島南部地区のみで行っておりましたが、平成31年

度は北部、離島地区まで開催すること、また花と食

のグランプリでやっておりますが、島ふ～どグラン

プリ、加工品グランプリの出展事業者を平成31年度

は10事業者から15事業者に増加する予定でございま

す。

○瀬長美佐雄委員 学校と―高校との連携であると

か、いろんな組み合わせで６次産業化に近いのかと

いう思いもありますが、そこら辺で今の人材育成、

実際に６次産業化に伴う現状はどうなっているとい

う認識なのか伺います。

○下地誠流通・加工推進課長 平成30年度の事業で、

うるま市にある事業者がやった事業の中で、具志川

商業と協力して、タルトをつくって島ふ～どグラン

プリに出展すると、そういう事業もございました。

○瀬長美佐雄委員 次、128番、農地中間管理機構の

取り組みについて伺います。

○島川泰英農政経済課長 県では、担い手の農地集

積と集約化を加速するため、平成26年３月に沖縄県

農業振興公社を農地中間管理機構として指定すると

ともに、必要な予算を基金として措置し、農地中間

管理機構事業を実施しているところです。

中間管理機構事業の内容としましては、機構の運

営及び市町村等への業務委託等を行う農地中間管理

事業等推進事業費、そして機構が借りた農地等の賃

借料及び保全管理を行う借受農地管理等事業費があ

ります。

農地中間管理事業については、規模縮小農家や離

農農家等から農地中間管理機構が農地を借り受け、

農地所有者にかわって担い手等に対して農地を貸し

付ける事業となっております。農地中間管理事業の

平成31年１月末までの実績は、農地の借り受けが延

べ960人から500ヘクタール、農地の貸し付けが延べ

692人に対して463ヘクタールとなっております。

県としましては、引き続き新規就農者等の担い手

の農地集積を図るため、市町村農業委員会等関係機

関と連携し、農地中間管理事業を推進してまいりま

す。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに離農者というよりも、

耕作放棄地の増減といいますか、ここの存在がかか

ると思いますが、ふえているのか、それともキープ

している、あるいは減っている、どんな実態ですか。

○島川泰英農政経済課長 中間管理機構は、農地の

平常な状態をもって借り受けて、それを借りたい人

に貸し付けるという事業となっております。

今言った耕作放棄地に関しましては、また別の事

業等によって解消を図るという別建ての事業となっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 次、沖縄県新規就農一貫支援事

業、131番ですが、今年度が前年度に比べると大分ふ

えているということで、その内容を伺います。

○屋宜宣由営農支援課長 沖縄県新規就農一貫支援

事業では、就農相談の段階から新規就農に至る段階

までの幅広い支援を行っていますけれども、次年度

予算がふえたのは、その事業でやっているスタート

アップ支援―これは農業機械や施設の整備を支援す

る事業ですけれども、次年度の事業についてヒアリ

ングした結果、件数がことしが18名でしたけれども、

次年度は45名の方からぜひ実施したいということが

あって、それに対応するため予算が増額となりまし

た。

○瀬長美佐雄委員 次、132。これも次世代への人材

投資ということで、６億円余りの大きな予算なので、

これについても目的と新年度の取り組みについて伺

います。
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○屋宜宣由営農支援課長 農業次世代人材投資事業

は、農業の入り口に立つ研修で２年間専念できるよ

うにということで、その場合は準備型という事業の

種別になっています。年間150万円を上限としますけ

どもその間の資金の交付と、実際に就農された場合

は就農開始年から５年間―これも経営が安定するま

での間ということで、年間150万円を上限に資金を交

付する事業となっています。

来年度も、引き続き今年度と同様、要望等につき

まして対応できるように予算を計上しております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに実際それを受けて、決

算のときにちょっと気になったものですから、２年

経過して、その後事業評価というか、きちんとうま

くいっているのかどうかというのが新年度に始まる

のではないかと思っていますが、そこら辺の対応は

どこでどうやるのか。

○屋宜宣由営農支援課長 準備型につきましては、

毎年度資金の交付を受けた研修生のもとを訪ねて、

研修状況が確かに本人の計画どおり行われているか

どうかということについて、毎年確認しております。

それと、経営開始型につきましては、実際に農業

を始めて以降ということになりますけれども、これ

につきましても、資金を交付する市町村を中心にバッ

クアップ体制を組んでもらって、実際に就農状況が

どうかということも含めて、毎年就農状況、あと経

営状況等についてチェックをしております。

ちなみに昨年ですけれども、経営開始型の交付を

受けている方々の就農状況を調査した結果、離農さ

れた方は全体の２％程度となっておりました。ほぼ

100％近くの方々がそのまま就農を継続されていると

いうことで、経営的には何とか安定軌道に乗ってい

るのかなと考えております。

○瀬長美佐雄委員 次、133番の災害に強い高機能型

栽培施設の整備状況ですが、大幅減ということで予

算上減っている、そこら辺の取り組み状況を説明お

願いします。

○前門尚美園芸振興課長 災害に強い高機能型栽培

施設の導入推進事業でございますが、県では、自然

災害や気候変動に左右されず、定時・定量・定品質

の出荷に対応できる園芸産地を形成するため、一括

交付金を活用し、災害に強い栽培施設とあわせて施

設内の環境制御設備を一体化した災害に強い高機能

型栽培施設の整備に取り組んでおります。

減額の主な要因ですけれども、補助金２億3664万

8000円の減によるものであります。

県では、平成31年度から平成33年度までの事業要

望調査を実施し、事業を推進しているところであり

まして、平成31年度事業の実施につきましても、市

町村及びＪＡなど関係団体と調整し取り組んでまい

ります。

○瀬長美佐雄委員 この災害に強いタイプの取り組

みで、トータルとしてはどこまで到達していて、今

言う聞き取りで目標値になるのか、これを普及して

いくという目標値ではどこまでになるのか。

○前門尚美園芸振興課長 災害に強い栽培施設の整

備事業で、約150ヘクタールの施設を整備してきまし

た。平成30年度から災害に強い高機能型栽培施設の

導入事業ということで、災害に強い施設に加えて、

中の環境制御―例えば栽培施設内の高温対策とか、

農作物に適した環境を維持するために、例えば東村

のパイナップルを対象とした強化型パイプハウスと

あわせて、中で自動巻き上げ装置の整備をしたり、

あと恩納村のパッションフルーツを対象とした強化

型パイプハウスとあわせて、中に空気循環扇の整備

をしまして、高温対策とか、伊江村のスプレー菊の

平張り施設の中に、ミスト装置の整備ということで、

現在施設の整備と中の環境制御を図ることによって

産地化を進めておりまして、今度どのように定時・

定量・定品質を進めていくかということを、関係機

関―ＪＡや花卉農協と進めながら、拠点産地の育成

とあわせて、今進めていくということで一緒に取り

組んでいるところです。

○瀬長美佐雄委員 145で新規事業、沖縄県産きのこ

生産強化事業というのは新しい事業ですし、どう取

り組むのか伺います。

○崎洋一森林管理課長 農林水産部の戦略品目であ

りますキノコについて、生産体制の強化と沖縄ブラ

ンドの確立という方向性、それに取り組むこととし

ております。そのため、菌床シイタケの発生率の改

善を図ります。それから、沖縄在来キノコの品種選

抜に取り組むこととしています。具体的な内容につ

きましては、菌床培地に最適な樹種、イタジイが一

番いいのですが、これに次ぐ２番目、３番目の樹種

も調査し特定していきまして、菌床シイタケの発生

率を向上させたいと。それから２つ目として、沖縄

の気象条件に適した在来キノコの品種の調査、選抜

をしまして、品種登録に向けた条件整備を行い、県

外キノコとの差別化、キノコといいますと、キクラ

ゲ―アラゲキクラゲが沖縄県にもありますので、そ

れの品種登録に向けた条件整備を整えていこうとい

う事業でございます。

○瀬長美佐雄委員 県立農大について、今移転の準
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備が進んでいると思いますが、新卒者の進路、関係

機関にしっかりと就農されるのか。どんな状況です

か。

○屋宜宣由営農支援課長 本年度卒業した学生の進

路ですけれども、卒業生が今回36名おりました。そ

のうち就農した学生が24名となっています。ただ、

この24名の中には、引き続き農家での研修を選択し

た学生が２人含まれています。それからしますと、

就農率としては66.7％です。残りの学生は、農協で

の就職が５名、あと農業大学校の実習助手としての

就職が３名、あと企業への就職が４名で、そのうち

農業関係の企業に就職したのが３名となっています。

就職率としては100％ということになっています。

○瀬長美佐雄委員 あと観光産業との連携で、特に

ツーリズムの関係、グリーンツーリズムに取り組ま

れていると思いますが、その状況はどうでしょうか。

○仲村哲村づくり計画課長 本県の農村地域では、

農家民宿を中心としたグリーンツーリズムが行われ

ております。農家民宿では、特色ある農業、伝統芸

能、食文化などを生かした体験・交流プログラムが

教育旅行として評価され、多くの修学旅行を受け入

れているところです。

ことし受け入れ団体にアンケートをとったところ、

平成29年の１年間の集計ですけれども、修学旅行を

1337校受け入れしておりまして、そのときの修学旅

行の受け入れ人数が約16万人という受け入れになっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 あと離島型植物コンテナ事業に

ついては、企画部の取り組みではありましたが、こっ

ちの問題意識は、それを実証されて有効であるなら

ば、ほかの離島に、あるいはそういう技術を生かし

て県内でも、本島内でもということで、それに対す

る評価や実績等々について調べてあるのであれば伺

います。

○前門尚美園芸振興課長 離島型植物コンテナ事業

でございますが、企画部で実施を予定していたと聞

いております。対象市町村について、国の沖縄離島

活性化推進事業を活用できるとなったことから、県

での実施はなかったと聞いております。今後は、国

や県の企画部と連携し、情報共有を図ってまいりた

いと思っております。

また、園芸振興課で、平成24年度から平成26年度

にかけて沖縄型植物工場の実証事業を実施しており

まして、低コスト沖縄型植物工場の実証及び導入品

目や栽培技術などの検証に取り組んでまいりました。

その結果、県内における植物工場の課題といたしま

して、夏場の葉野菜の収穫回数増加による収益性の

向上とか、冬場の市場の需要に対応した多品種少量

生産への展開、機能性など特徴のある野菜生産と販

路の確立ですとか、あと施設の整備コストやランニ

ングコストの低減という課題が明らかとなりました。

県としましても、植物工場の活用につきましては、

本事業の実証結果を踏まえつつ、また生産農家段階

における生産や流通販売及び通年での経営収支など

を総合的に検討してきたところでございます。

○瀬長美佐雄委員 最後に、地産地消の取り組みで

す。観光客もふえて、離島でもそういう供給をする

という点では、それぞれの島にも来られるというこ

とに対して、その地でとれた野菜を観光客に、ある

いは観光客のみならず、県内、本島内でも地産地消

の取り組みは大事だと思います。それに対する取り

組み状況、今後の考え方も伺います。

○下地誠流通・加工推進課長 地産地消の取り組み

について説明いたします。

観光客に向けての取り組みも大切だと考えており

まして、県産農産物の魅力を国内外に発信するため、

関係機関と連携しながらさまざまな施策に取り組ん

でおります。例えば地産地消に取り組むホテル、飲

食店など、沖縄食材の店として登録、支援しており

ます。さらには、先ほども説明しましたけれども、

ホームページくゎっちーおきなわの中で、沖縄食材

の店や直売所、島野菜などの情報発信も行っており

ます。

おきなわ花と食のフェスティバルを開催して、今

回であれば中国の方も結構来られていたのですけれ

ども、そういう人に多言語で案内するとか、そうい

うこともしております。さらには、６次産業化を使

いまして、県産農林水産物を使用した観光土産品の

開発支援、そういう事業にも取り組んでいるところ

です。引き続き、関係機関と連携しながら取り組ん

でまいりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 次に、金城勉委員でありますけ

れども、質疑を取り下げるという報告がありました。

大城憲幸委員

○大城憲幸委員 私は、資料３の当初予算（案）概

要の部局別の資料の中からお願いしたいと思います。

まず商工からお願いします。

予算概要の15ページで、ここからは基本的には大

きく１点です。15ページの商工の予算（案）の概要

の中の、10番のエネルギー使用に伴う環境負荷の低

減というのがあります。先ほど若干事業内容につい

ては説明がありましたけれども、私から申し上げた
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いのは、一般質問でも議論しましたけれども、太陽

光発電の部分は非常に元気ですと。ただ、それ以外

の部分についてはなかなか厳しいし、これまでも海

洋資源については非常に可能性があるけれども、安

定供給に向けた課題があるとか、導入コストが高い

とか、そういう課題がありました。その辺をどう今

年度取り組んでいくのか、考え方が１つ。

それから、久米島の温度差発電の試験が平成30年

で終わるはずなのですけれども、そこの部分を今後

どのように活用していくのか、この２点について考

え方をお願いします。

○喜友名朝弘産業政策課長 済みません。２点の最

後の、久米島の海洋温度差発電ですか。

○大城憲幸委員 あの施設がもう試験終わるのでは

ないですか。この施設をどう今後生かしますかと。

○喜友名朝弘産業政策課長 委員御存じのように、

一括交付金で７年前に設置をしまして、この７年間

の実証事業の期間ということで平成30年度で必要な

データをこの間取得しまして、平成30年度で終了す

るということですけれども、今議会で次年度の予算

に向けて860万円を予算要求させていただいておりま

して、保存はしていくということで考えております。

それで、我々もせっかく久米島に設置しているとこ

ろでございますので、久米島町の振興に資するよう

な形で活用できればということで、久米島町と大学

等研究機関や、あるいは民間で活用できないか、そ

の辺はいろいろ調整、検討しているところでござい

ます。

それともう一つ、済みません。どのような形でし

たか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、再度、質疑の内容の確認があっ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

屋比久盛敏商工労働部長。

○屋比久盛敏商工労働部長 再生可能エネルギーは

本県については、確かにソーラーといいますか、太

陽光が走っています。太陽光以外に風力、それから

先ほど言った温度差は、まだ実用段階に入っていな

いかなというところもあります。あとはバイオ関係、

バイオ発電の誘致がございますので、それを今回１社

立地させる計画でございます。

ただ、宮古島で実証しているような、本島でも電

力の系統接続の量の問題、そこら辺が出てきますの

で、片方をずっと上げていくことがなかなか難しい

ので、バランスをとりながら進めないといけないの

で、そこら辺は電力さんとか調整しながら進めてい

きたいと考えています。

○大城憲幸委員 久米島の件からですけれども、先

ほど課長からお話あったとおりでいいんですけれど

も、具体的にもう終わりますから進めてほしいのは、

民間に貸すというのも上等ですけれども、そうやっ

てしまうと使途というのが少し狭められてしまうの

ではないかという危惧があります。課長がさっき言っ

たように、やはり久米島町の発展に資するというと

ころですから、そこは久米島町に相談しながら、向

こうがどういう企業と組むかというのは、向こうに

少し主導権を持ってもらってやるというような形で

もいいのかなと。民間に貸せば使用料などは県はと

れるかもしれませんけれども、そこを優先するので

はなくて、冒頭に言った久米島の発展のために、久

米島町の主導であの施設を活用できる方法を模索し

てほしいと思いますけれども、その辺について再度

お願いします。それでいいのかどうか。

○喜友名朝弘産業政策課長 委員のおっしゃるとお

り、我々も久米島の地域振興に資するような形で、

第一の目的としては活用できればと思いますので、

町とも調整はしていますけれども、引き続き調整し

ながら検討してまいりたいと思います。

○大城憲幸委員 それでお願いします。

それで先のほうですけれども、課題が多くて……。

バイオ発電が何とかという話も―今民間がやってい

るのは私も知ってはいます。ただ、民間がやってい

るのは、外からヤシ殻とかそういうものを持ってき

て燃やして供給するという形ですから、本会議でも

述べたように、新たな県内の農業関係、畜産関係の

未利用資源を使った新たな発電というものを、連携

しながら取り組んでほしいと思っています。

また、それとあわせて、平成13年からアクション

プランをつくってやってきたけれども、その中でも

今まで海洋資源というところに特化して取り組んで

きたけれども、そこは何億円も何十億円もかけてき

たけれども、なかなか難しいというのが今の状況だ

と思います。

だから、その辺はアクションプランを少し見直し

て、新たなものを探していいのではないか、そこで

農業関係のものは非常に可能性が高いのではないか

なと思って、本会議でもやったその延長線で今して

いるところですけれども、それについて再度考え方

を教えてもらえますか。

○屋比久盛敏商工労働部長 確かに県全体の再生可

能エネルギーをどこまで持っていくかと。目標値は
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10年後で17％とか、そういうのもありますけれども、

それは非常に確かに厳しいなと。現状でも電力換算

で５％以下ぐらいなので、先ほど言ったように、そ

ういう系統の問題も出てきますし、それから技術が

ブレイクスルーしないとなかなか飛躍的に導入でき

ないというところがございますので、我々としても、

このアクションプログラムも見直して２回目ですが、

次の振計に向けてももう少し考えて検討すべきだと

いう感じは持っております。

○大城憲幸委員 ぜひその辺は早急に新たな局面に

変えてほしいなと思います。

海洋資源が非常に可能性があるというのはわかる

んですけれども、どうもなかなか実証実験はいろん

なものができますけれども、ハワイとも連携して、

そのノウハウというのは今後何がしかの生かし方を

しないといけないというのはわかりますけれども、

そこは思ったよりも壁が高いのかなという印象を受

けています。

それからもう一点は、ここのところは皆さんの資

料にもありますけれども、さっきも出た電力系統に

接続可能な発電量に限界が生じているのが気になる

ところで、やはり太陽光に頼り過ぎるとどうしても

安定供給にならないものですから、電力も全体発電

量の５％以内でないと無理とかそういう話になるわ

けですよね。そういう意味でもさっき言った畜産関

係のバイオ発電とかというのは、まだ太陽光より安

定してきていると思いますので、だから今ＦＩＴの

買い取りの仕組みの中では、再生可能エネルギー全

体として５％以内というイメージがあるみたいです

けれども、特に沖縄電力と沖縄県の施策というのは

切っても切れないし、これからも支援していかない

といけないという関係にありますから、そこはバイ

オ発電に関する枠を設けるとか、そこの部分にもう

少し汗を流してもらうとか、そういうような沖縄電

力との関係をもう一歩深めた、県からも要望をする、

電力にも協力してもらう、そういうような関係も必

要なのではないかなと思いますけれども、本会議の

中では、部長はなかなか意見を言えないみたいな話

だったものですから、その辺について再度お願いで

きますか。

〇屋比久盛敏商工労働部長 一応系統につなぐとい

うのは容量の問題、技術的な問題がございます。た

だそれだけではなくて、地産地消という発想もある

のかなと。例えば下水道でしたら、下水道で彼らは

雑排水といいますか、それで発電を起こして処理場

の電気を賄っているということがございます。畜産

の廃棄物に関しましても、多分地産地消に近いのか

なと。それは本当に量がふえて系統にまでつなぐと

いう話でしたらまた出てきますけれども、そういう

ことをやりながら、そこの地域で活用できる形の数

をふやしていったほうが一つの実現的、実用的な話

かなと思っています。

○大城憲幸委員 まさにそのとおりで、これは並行

して、皆さんだけでも取り組めない。基本となる農

林水産部で仕組みをつくってくれないといけません

し、大規模農家のときには、自分たちで使いながら

売電もぜひやりたいという場合には、電力さんの力

も必要ということになりますのでよろしくお願いし

ます。

農林水産部お願いします。13ページの農林水産部

の当初予算からお願いします。

まず１点目は、その中の２番で流通関係の項目が

あります。この項目には出ないのですけれども、ずっ

と追いかけている青果市場の活性化に向けた平成

31年度の取り組みについてお願いいたします。

〇下地誠流通・加工推進課長 中央卸売市場機能の

あり方に関する調査事業として、調査事業を平成31

年度予算で予算計上しているところです。その中で、

市場機能の強化に関して、施設整備も含めたさらな

る検討を進めるため必要な調査費を計上しています。

事業内容としては、市場関係者や実需者などへのア

ンケート・聞き取り、市場周辺状況及び将来予測分

析、先進地視察調査、施設整備に必要な経費の積算、

施設使用料の算出など行うためのデータ収集・整理

分析などを予定しております。

○大城憲幸委員 新聞で報道されましたけれども、

いわゆる第２クルーズバースと言われる那覇港が官

民連携による国際クルーズ拠点に選定されましたよ

ね。その中によると、スイス、アメリカの会社と那

覇港管理組合と３者で2022年の運用開始を目指すと

いうことになります。やはりそのチャンスを生かさ

ない手はないと思います。今回予算を組んでくれた

というのは上等。ただ今の内容だと、なかなかこれ

までの発想の域を出ないのかなと思っていて、私の

考えというのは、やはり民間の力をかりて、このク

ルーズバースの整備と同じようにです。そういう発

想でできるところ、市場のノウハウも知っている、

観光客が通るときの市場の活性化のノウハウもある、

そして倉庫業とか冷蔵庫業などと連携された施設と

しての整備もできる。例えば県内のどこかのいつも

使っているコンサルに調査してもらうというよりは、

そういうノウハウを持ったところを、県外であろう
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がお願いするということもあっていいのではないか

と思いますが、その辺についてどう考えていますか。

〇下地誠流通・加工推進課長 調査事業の中では、

市場周辺状況調査・分析も含めて行う予定で、その

中で第２クルーズバース整備についても中央市場の

あり方との関連などについて調査研究すると考えて

いるところです。

また委員からお話がありましたように、調査に関

しては委託調査でやる部分が大きいですけれども、

その相手先については、卸売市場における現状と課

題に関する基本的認識を有しており、物流に関して

も知識を有している事業者が望ましいと考えている

ところです。

○大城憲幸委員 それでお願いします。それとプラ

スの、これまでの部会とかそういう組織ではなくて、

代表質問でうちの當間が指摘したように、やるとい

う前提できちっと意思決定できるような協議会を設

置して、内部でも検討してほしいと思いますので、

その辺は部長ともこれまでも議論していますので、

ぜひとも取り組みの強化をお願いします。

次行きます。３番の農林水産物の安心・安全の確

立のところで、先ほど芋のお話がありました。特定

病害虫防除事業の話がありました。これまで何億円、

何十億円かけてイモゾウムシの駆除とかに取り組ん

できたわけですよね。そういう中で、これまでなか

なかなかった病気が発生して、久米島含めて産地が

病気で厳しい打撃を受けているという話を聞いてい

ますけれども、その辺の状況をまず教えてもらえま

すか。

〇屋宜宣由営農支援課長 今おっしゃった病害とい

うのは、恐らく昨年の11月30日に県の病害虫防除技

術センターから特殊報が出されましたけれども、サ

ツマイモ基腐病のことだと。

○大城憲幸委員 サツマイモと言ったら怒られるよ。

〇屋宜宣由営農支援課長 済みません。ただこれは

病気の名前なので、申しわけないですが使わせてく

ださい。病害虫名がサツマイモ基腐病という病気で

す。現在これは仮称にはなっていますけれど。

これは沖縄県だけではなくて、宮崎や鹿児島でも、

特に焼酎の原料、でん粉の原料の圃場でも確認され

ています。沖縄県では11月に病原が特定されて、正

式に病気の名前がこういう形に、仮称という形では

ありますけれども、なりました。国外での発生が確

認されていて、日本国内では今回が初めての確認と

いうことになります。それへの対策ということです

けれども、登録農薬の問題が出てきますので、これ

については宮崎県と鹿児島県、あと沖縄県でも協力

をしまして、この病気に対する薬剤の登録、適応拡

大の試験に取り組もうということで検討を進めてい

るところです。

あと耕種的な防除ということで、防除方法として

は薬剤以外の方法もないといけないということがあ

りますので、いろいろ発生地の状況等を見ますと、

どうもこの病害に対してかかりやすい品種とそうで

ない品種があるようだということが少しわかってき

ました。

それと、苗からどうも伝搬していっているという

ことがありますので、苗をとるときの苗の選び方と

か、植えつける際の注意事項等について、現場の栽

培指導を行っている普及機関と農業研究センター、

あと防除技術センター、そのあたりで指導のマニュ

アル等について今いろいろ検討しているところです。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大城委員から、サツマイモ基腐

病の国内での発生の順番について確認があ

り、県内では11月に初めて病原が確認され

たが、鹿児島県、宮崎県でも同じ病原に由

来する病気が発生していたとの回答があっ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 農家に聞いてもなかなか防除法が

わからない。今言う初めてということで。それで土

壌消毒すればいいさという話もあるのだけれども、

土壌消毒したら10アール十七、八万円かかるという

話もありますので、早急に試験場あたりでも取り組

む必要があるのではないかと思いますけれども、そ

の辺、久米島とか南部で被害を受けて、県として試

験研究とかそういう体制、あるいは今言う耕種的な

防除というのか、その指導体制は十分ですか。どう

取り組みますか。再度お願いします。

〇屋宜宣由営農支援課長 試験研究というか、正式

なテーマにはまだなっていませんけれども、鹿児島

県と宮崎県の関連する部署から、農薬の適応拡大に

向けての研究に協力してくれという申し出があって、

沖縄県もそれに向けて取り組もうということで検討

しているところです。現場段階での栽培指導におい

ては、苗の選び方だとか、あるいは栽培においての

注意点等についての共通した指導のあり方等につい

ては、カンショを担当している普及指導員、あと農

業研究センターの職員と合同で、いろいろこの後の

マニュアル等について検討していこうということで、
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作業は既に開始しています。

○大城憲幸委員 その辺もきょう午前中もあったよ

うに、普及員の体制なども年々弱くなっているもの

ですから、久米島も２人体制だったのが、今は１人

ですよね。そういう意味で、なかなか現場の声を迅

速に対応できてないのではないかという農家の危惧

もありますので、その辺は初めての発生でもありま

すから、強化してもらいたいと思いますのでよろし

くお願いします。

最後ですけれども、畜産ですが、この資料では７番

のフロンティア型のところになります。

きょうもＨＡＣＣＰの処理場の話がありましたけ

れども、去年食品衛生法が改正されて、原則全ての

食品事業者にＨＡＣＣＰが義務づけられるわけです

よね。それが来年、2020年度から施行されるわけで

すけれども、それへの対応もことしあたりから始め

ていかないと、現場は混乱するのではないかという

心配があるわけです。それで、先進的な石垣とかそ

ういうところはもう十分施設は大丈夫だよという議

論もありますが、県内の食肉センター、あるいはそ

れ以外の食品事業者、そういうところへの指導や支

援の仕組みというのはどうなっていますか。お願い

します。

〇仲村敏畜産課長 委員がおっしゃるとおり、ＨＡ

ＣＣＰが近い将来義務化になるということで、今移

行期間等含めてあるわけですけれども、その中で食

肉センターに関しては、我々がこれまで屠畜場整備

を進めてきた中で、ＨＡＣＣＰを取るために新たな

施設整備を加える施設は少ないと考えております。

そのため、八重山の食肉センターではコンサルに

指導を仰ぎながらＨＡＣＣＰに向けた取り組みを

行っているということで、それ以外の屠畜場につい

ては、豚でＨＡＣＣＰ以上の国際基準のＳＱＦ認定

を受けた屠畜場とか、今整備の方向性について検討

している北部とか、そういうところもありますので、

将来的にＨＡＣＣＰは必要になりますので、いろん

な意見交換を踏まえながらしっかり支援していきた

いと考えております。

その他の食品業界ですけれども、少し枠が大き過

ぎて、例えば直接関連する乳業者とか、食鶏加工施

設とか、そういうところまではＨＡＣＣＰの意見交

換とか支援を検討できるかと思いますが、幅広く末

端までとなっていくと、なかなかそこまでは今現在

意見交換とかができていないような状況ではありま

す。まず今早急に考えているのが食肉関係、それか

ら乳業関係、食鶏関係ということで、これについて

はＨＡＣＣＰが取れるようにしっかり支援を含めて

やっていきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大城委員から、食品加工関係等

の畜産以外への対応策の有無について確認

があり、ないとの回答があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 食品衛生法が改正されて今移行期

間ですけれど、2021年からは移行期間が終わるわけ

ですから、これは取り組みするべきだと思います。

全事業者が対象ではあるけど、Ａ規格、Ｂ規格と

かといろいろ、大きいところ、小さいところはそん

なに厳しくはないらしいんだけれども、これは農業

関係だけでなくて、ほかのところでも取り組みがお

くれているのではないかという議論もあるものです

から、これは農林水産部として少し内容を検討して、

指導あるいは支援する仕組みというのを取り組む必

要があると思いますけれども、その辺について考え

方を最後にお願いします。

〇仲村敏畜産課長 まず畜産については、影響が出

ないような形で講習会等しっかり進めていって、認

定を受けなくても指導を受けて、ＨＡＣＣＰに準じ

た取得ということでも小さな規模であれば大丈夫で

すので、しっかりとそういう勉強会なり、ＨＡＣＣ

Ｐに準じた資格を取って、支障がないようにしっか

り取り組んでいきたいと考えております。

○大城憲幸委員 魚の市場と加工場なども大分いろ

いろかかわってくると思うのですよ。その辺はちょっ

と情報を収集して取り組んでいただきたいと思いま

す。まあなければないでいいですけれどもね。お願

いします。

○瑞慶覧功委員長 以上で、農林水産部及び商工労

働部関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月８日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月７日（木曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後５時12分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育委員会所管分）

２ 甲第６号議案 平成31年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 金 城 泰 邦君

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

福 祉 政 策 課 長 金 城 賢君

高齢者福祉介護課長 長 浜 広 明君

青少年・子ども家庭課長 真栄城 守君

子ども未来政策課長 喜舎場 健 太君

子 育 て 支 援 課 長 久 貝 仁君

障 害 福 祉 課 長 大 城 行 雄君

消費・くらし安全課長 金 城 真喜子さん

平和援護・男女参画課長 大 濱 靖君

教 育 長 平 敷 昭 人君

総 務 課 長 識 名 敦君

総務課教育企画室長 横 田 昭 彦君

教 育 支 援 課 長 佐次田 薫君

施 設 課 長 賀 数 朝 正君

学 校 人 事 課 長 古 堅 圭 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 半 嶺 満君

県 立 学 校 教 育 課 大 城 政 之君
特 別 支 援 教 育 室 長

義 務 教 育 課 長 宇江城 詮君

保 健 体 育 課 長 平 良 朝 治君

生 涯 学 習 振 興 課 長 城 田 久 嗣君

文 化 財 課 長 濱 口 寿 夫君

3ii4

○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案及び甲第６号議案の予算議案

２件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

なお、平成31年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係部局予算議案の概要説明を聴取

し、調査いたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算議案の概要の説明を求めます。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部

所管の平成31年度一般会計及び特別会計歳入歳出予

算の概要について、お手元にお配りしてあります抜

粋版平成31年度当初予算説明資料子ども生活福祉部

に基づき、御説明いたします。

説明資料の１ページをごらんください。

平成31年度一般会計部局別歳出予算でありますが、

太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係る歳

出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は855億

5454万3000円で、県全体の11.6％を占めております。

また、前年度と比較しますと41億9861万3000円、

5.2％の増となっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費、児童扶養手当費及び老人福祉施設整備事

業費などの増によるものであります。

２ページをごらんください。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

平成31年度予算額、表の一番下の合計になります

が、県全体の歳入予算の合計7349億3300万円のうち、

子ども生活福祉部所管の歳入合計は195億6902万

3000円で、県全体の2.7％を占めております。

また、前年度と比較しますと17億2385万7000円、

9.7％の増となっております。

文教厚生委員会記録（第２号）
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増となった主な要因は、子ども・子育て支援事業

費補助金や医療介護提供体制改革推進交付金などに

係る国庫支出金の増によるものであります。

次に、歳入予算の主な内容について款ごとに御説

明いたします。

７の（款）分担金及び負担金3239万7000円は、生

活困窮者就労準備支援事業等負担金や児童福祉施設

負担金などであります。

前年度と比較しますと746万8000円、18.7％の減と

なっており、これは主に災害救助費負担金の減によ

るものであります。

８の（款）使用料及び手数料１億316万2000円は、

平和祈念資料館の使用料などであります。

前年度と比較しますと464万5000円、4.3％の減と

なっており、これは主に平和祈念資料館に係る観覧

料の減によるものであります。

９の（款）国庫支出金149億3752万8000円は、生活

保護扶助費や待機児童対策特別事業などに係る沖縄

振興特別推進交付金などであります。

前年度と比較しますと14億7837万2000円、11.0％

の増となっており、これは主に子ども・子育て支援

事業費補助金の増によるものであります。

10の（款）財産収入4612万7000円は、土地貸付料

などであります。

前年度と比較しますと11万1000円、0.2％の減と

なっており、これは主に地域福祉基金に係る利子収

入の減によるものであります。

12の（款）繰入金32億6370万1000円は、沖縄県安

心こども基金や地域医療介護総合確保基金などから

の基金繰入金であります。

前年度と比較しますと１億9602万5000円、5.7％の

減となっており、これは主に沖縄県安心こども基金

繰入金などの減によるものであります。

14の（款）諸収入５億9790万8000円は、市町村か

らの平成30年度介護給付費負担金の精算に伴う返還

金などであります。

前年度と比較しますと2333万4000円、4.1％の増と

なっており、これは入札談合に係る損害賠償金、違

約金の増などによるものであります。

15の（款）県債５億8820万円は、老人福祉施設整

備事業などに係る県債であります。

前年度と比較しますと４億3040万円、272.8％の増

となっており、これは老人福祉施設整備の増などに

よるものであります。

以上で、歳入予算についての概要説明を終わりま

す。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページをごらんください。

子ども生活福祉部所管の歳出予算は、14の款のう

ち２の総務費、３の民生費、７の商工費の３つの款

からなっております。

それでは款ごとに御説明いたします。

２の（款）総務費は９億8154万1000円で、前年度

と比較しますと4510万3000円、4.4％の減となってお

ります。

減となった主な要因は、性暴力被害者ワンストッ

プ支援センター体制整備事業の終了に伴うものであ

ります。

また、表の右端になりますが、総務費のうち主な

事項は、平和祈念資料館の運営等に要する経費であ

る平和推進事業費が３億7685万6000円、男女共同参

画行政の推進に要する経費である男女共同参画行政

推進費が４億565万9000円となっております。

３の（款）民生費は、845億961万6000円で、前年

度と比較しますと42億4281万5000円、5.3％の増と

なっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費や児童扶養手当費などの義務的経費のほか、

老人福祉施設整備事業費などの施設整備や災害援護

費に係る基金拠出金の増などによるものであります。

また、民生費のうち主な事項は、介護保険事業の

費用の一部を介護保険法に基づき負担する介護保険

福祉諸費が162億6497万2000円、市町村が支弁する障

害者の介護給付費、訓練給付費等の一部を関係法令

に基づき負担する障害者自立支援給付費が125億

8467万6000円、市町村が保育所等へ支弁する施設型

給付費等について、関係法令に基づき負担する子ど

ものための教育・保育給付費が138億1931万2000円、

生活保護の実施に要する経費である生活保護援護費

が87億5235万円となっております。

７の（款）商工費は、6338万6000円で、前年度と

比較しますと90万1000円、1.4％の増となっておりま

す。

増となった主な要因は、計量検定所職員の職員費

の増によるものであります。

４ページをごらんください。

次に、子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父

子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算について御

説明いたします。

母子父子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算額

２億5025万4000円は、母子福祉資金と父子福祉資金
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及び寡婦福祉資金の３種類の貸し付け等に要する経

費であります。

前年度と比較しますと4504万8000円、22.0％の増

となっております。

これは主に母子福祉資金に係る貸付金の増による

ものであります。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係予算議案の概要

の説明を求めます。

平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管の平成31年度

一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元の平

成31年度当初予算説明資料（抜粋版）により、御説

明いたします。

説明資料の１ページをお開きください。

平成31年度の一般会計部局別予算でありますが、

太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る歳出予算

となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は1691億

3025万8000円で、県全体の23.0％を占めております。

また、前年度と比較して35億7720万3000円、率に

して2.2％の増となっております。

２ページをお開きください。

平成31年度一般会計当初歳入予算（教育委員会）

について、御説明いたします。

一番下の合計欄をごらんください。

県全体の歳入予算合計は7349億4500万円でありま

す。うち、教育委員会の合計は477億138万5000円で、

県全体に占める割合は6.5％となっております。

右側の欄（合計欄）をごらんください。

前年度と比較して13億2490万9000円、率にして

2.9％の増となっております。

歳入予算の主な内容について、御説明いたします。

中段にある、９、使用料及び手数料をごらんくだ

さい。

９、使用料及び手数料は50億5801万8000円であり

ます。

前年度と比較して１億2161万2000円の減となって

いるのは、高等学校の生徒数の減に伴う授業料収入

の減が主な要因であります。

次に、10、国庫支出金は368億9941万7000円であり

ます。

前年度と比較して6087万5000円の増となっている

のは、那覇Ａ特別支援学校（仮称）の校舎等の新増

築工事の着工に伴う国庫負担金の増が主な要因であ

ります。

次に、11、財産収入は１億9960万7000円でありま

す。

前年度と比較して2004万1000円の増となっている

のは、県立学校における建物や土地の貸付料の増が

主な要因であります。

次に、15、諸収入は５億5154万3000円であります。

前年度と比較して4600万5000円の増となっている

のは、災害共済給付金の増が主な要因となっており

ます。

次に、16、県債は49億9280万円であります。

前年度と比較して13億1960万円の増となっている

のは、県立学校の施設整備事業の増が主な要因となっ

ております。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

３ページをお開きください。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10、教育費及

び、11、災害復旧費の２つの款から成り立っており

ます。

それでは、款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は1690億6391万3000円でありま

す。前年度と比較して35億7718万2000円、率にして

2.2％の増となっております。

増となった主な要因は、県立学校の改築工事など

による施設整備面積の増や定年退職者数の増による

教職員給与費の増であります。

教育費の内容については、右の説明欄をごらんく

ださい。

（項）教育総務費164億3778万2000円は、人材育成

を推進するための経費や公立学校等における必要な

施設の整備に要する経費などであります。

主な事業として、高等学校等奨学のための給付金

事業や市町村立学校に係る公立学校施設整備事業―

公共投資交付金がございます。

次に、（項）小学校費532億4543万9000円は、公立

小学校教職員の給与費や旅費などに要する経費であ

ります。

次に、（項）中学校費323億336万3000円は、公立中

学校教職員の給与費や県立中学校施設の管理運営及

び施設整備などに要する経費であります。
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次に、（項）高等学校費460億4681万2000円は、高

等学校教職員の給与費や高等学校施設の管理運営及

び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）特別支援学校費183億7503万2000円は、

特別支援学校教職員の給与費や特別支援学校施設の

管理運営及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）社会教育費17億6255万7000円は、沖縄

県立図書館の管理運営に要する経費や文化財の保存

・継承に要する経費などであります。

次に、（項）保健体育費８億9292万8000円は、児童

生徒の体力向上と学校体育指導者の資質向上などに

要する経費であります。

主な事業として、全国高校総体開催事業や学校保

健事業がございます。

以上が、（款）教育費の概要であります。

続きまして、11の（款）災害復旧費6634万5000円

は、学校施設の災害復旧に要する経費であります。

以上で、教育委員会所管の平成31年度一般会計予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。

子ども生活福祉部長から説明を訂正したいとの申

し出がありますので発言を許します。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほどの説明で、

県全体の歳入予算それから歳出予算の合計額を

7349億3300万円と御説明申し上げましたが、正しく

は7349億4500万円の誤りでございました。おわびし

て訂正いたします。なお、子ども生活福祉部の当初

予算概要説明の中でもそのように記載しております

ので、大変申しわけありませんが後ほど差しかえ版

を配らせていただきます。おわびして訂正いたしま

す。

○狩俣信子委員長 これより質疑を行いますが、本

日の質疑につきましては、予算議案の審査等に関す

る基本的事項に従って行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月８日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、予算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 まず教育長と子ども生活福祉部長に

伺います。沖縄らしい優しい社会の構築について、

今年度新規予算を含めてどのような形で取り組んで

いくのか、大まかで構いませんのでお聞かせくださ

い。

○平敷昭人教育長 当初予算ですが、教育委員会の

予算は21世紀ビジョン基本計画ですとか教育振興基

本計画に基づきまして、みずから学ぶ意欲を育てて

学力の向上を目指すとともに、豊かな表現力、粘り

強さを持つ幼児・児童・生徒を育成するという教育

目標の実現に向けて、さまざまな施策を展開すると

いうことで、限られた財源を重点的に効果的に配分

するという考え方で編成をしているところでありま

す。

当初予算の特徴でありますが、当初予算は平成33年

４月の開校を予定しております那覇Ａ特別支援学校

の工事着手に係る経費でありますとか、新年度平成

31年度に開催を予定しております全国高校総体の開

催に係る経費等を計上しております。また、中高生

通学実態調査事業に係る費用も計上しております。

そのような事業を進めていきながら、教育目標の実

現に向けて取り組んでまいりたいと考えています。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部

では、県政の最重要政策課題であるという子供の貧

困対策を含めまして、沖縄らしい優しい社会の構築

に向けて取り組むこととしています。特に子育て福

祉セーフティーネットの充実の中では、社会的養護
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児童自立支援事業でありますとか、要保護児童等家

庭養育支援対策体制構築事業など、新規事業なども

踏まえまして、虐待への対応などについても強力に

進めてまいりたいと思っております。

その他、待機児童の対策でありますとか、平和に

関する事業なども盛り込んでおりますので、沖縄ら

しい優しい社会の構築というテーマで当部としても

積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○新垣新委員 まず、要保護児童等家庭養育支援体

制構築事業と社会的養護児童自立支援についてお聞

きします。対象者及びどういった取り組みと目標を

持って取り組んでいくのか、お聞かせください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 要保護児童等

家庭養育支援体制構築事業でございます。これは大

きく２つの事業がございまして、養子縁組のあっせ

んを行う民間団体への補助に加えまして、児童福祉

施設等に対して新規の里親の開拓、里親のトレーニ

ング事業を委託しまして、家庭での養育が困難な要

保護児童に対して家庭養育環境の確保を推進する事

業でございます。主に家庭で養育することが困難な、

例えば若年の出産でお母さんが適切な養育が困難な

児童ですとか、乳幼児の保護が必要な児童を対象と

した事業となっております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から具体的な状況や目

的も答弁するよう指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

真栄城守青少年・子ども家庭課長。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、養子縁

組のあっせんに関する事業でございます。今の養子

縁組の全体状況というものは把握できている状況で

はございませんが、沖縄県としましては平成29年度

末時点で養子縁組の里親を39世帯登録をしておりま

す。それから平成29年度には特別養子縁組を５件、

普通養子縁組を１件、合計６件の養子縁組を行った

ところでございます。

ただ、やはり養子縁組のニーズはもっとあるであ

ろうということで、これを円滑に進めるために児童

相談所ではなかなかこの縁組の成立を図るのが業務

的にも難しいということがございまして、民間のあっ

せん機関―これは県知事が許可をしますが、その知

事の許可を受けた民間のあっせん機関にこういう養

子縁組、そして里親のマッチングの事業をしていた

だいて、それに対して沖縄県で補助を行うというよ

うな取り組みを計画しております。

もう一つは、新生児の里親の開拓トレーニングと

いうことですが―現在沖縄県で登録をしています里

親の全体の数ですが、平成29年度で250人となってお

ります。そのうち実際に児童を受託している里親と

いうのは128人となっております。里親の委託が進ま

ない理由としましては、やはり特に乳幼児の場合、

あるいは被虐待児の場合、より専門的な養育が必要

であるということがございます。そういう意味で、

そういった乳幼児の養育を適切に行えるような里親

の開拓をしまして、なおかつそれに対して必要な研

修等でもって質の向上を図りまして、それでもって

その乳幼児の里親委託等を円滑に進めていくと、そ

ういう目的で実施する事業でございます。

○新垣新委員 続きまして、真栄城課長に虐待の件

で御説明願いたい。児童相談所の予算はふえている

と思いますが、今年度どのくらいふえましたか。対

前年度比をお聞かせください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所に

関連する予算としましては、事項の子ども家庭支援

対策費、それから同じく事項の児童相談所及び一時

保護所運営費の２つが主なものでございます。この

２事項の予算でございますが、平成31年度の当初予

算としましては、約３億7818万4000円を今回計上さ

せていただいております。平成30年度の予算が３億

5419万3000円でございますので、平成31年度は額に

しまして2399万1000円、率で6.8％の増となっており

ます。

○新垣新委員 一般質問、代表質問でも聞いたが、

数字のことは言いません。現場がパンクしていると

いう現状で、全国的な話ですが、虐待を受けている

待機児童が待ち受けているという現状を認めてくれ

ませんか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 いわゆる虐待

の待機児童という、制度的な解釈を統一したものが

ございませんので、具体的な状況については数字等

も含めて少し難しいところでございますが、ただ新

聞報道等を見ますと、いわゆる虐待通告があって児

童相談所がケースとして対応しているケース以外に

も、家庭の中で体罰であったりそういった不適切な

養育環境の中でＳＯＳを発信している児童がいると

いう報道等も目にしているところでございます。そ

れについては、基本的には児童相談所につないでい

くという取り組みが大事になってくると思います。

やはりそのためにも、児童相談所の体制の強化にあ

わせて市町村の体制の整備も県としても促進をして、

できるだけ連携をしてそういった児童がきちんとし

た形で保護あるいは支援ができるような、そういっ
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た体制づくりが必要だと考えています。

○新垣新委員 まずその辺からですよね。実は大城

部長からも一般質問でも代表質問でも説明があった

のですが、一時的に預かって、親元に帰った子供た

ちが全国で80％近く亡くなっているのです。これは

専門家からもはっきり本でも著書でも例が載ってい

ます。ですから、この受け入れ機関がパンクしてい

るという現実を認めてくださいと言っているのです

よ。いかがですか。県警に700名の通報件数があるの

です。ですからまた親元に帰して亡くなるというの

が一番の懸念なのです。まずこれを認めないと前に

行かないのですよ。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 この件につき

ましては、やはり児童相談所、それから市町村―市

町村には要保護児童対策地域協議会というそういう

支援・保護が必要な児童を掌握、それから支援を行

う機関でございます。そちらのほうでそういった事

案のきちんとした洗い出しといいますか、ケースの

確認といったものを進めながら、その中で虐待のケー

スといっても重いもの、軽いもの、それぞれの段階

があると考えております。現状としては、やはり親

元での養育が困難な児童につきましては、一時保護

ないしは措置を行っております。

在宅での指導は、主に親を指導するという意味に

なります。親のほうで適切な養育環境を再構築して

いただくという支援も必要だと考えております。そ

ういう意味で全ての児童を保護するというのは現実

的になかなか厳しいものがございますので、その状

況をよく把握をしまして、その状態に応じた対策を

とっていく、それに向けての取り組みを強化してい

きたいと考えております。

○新垣新委員 軽い重いではなくて、一時保護して

守るという気持ちが大事なのです。その辺の認識が

甘いのです。親元に帰されて亡くなっているのです

よ。その辺の危機感を持たない限り、改善できない

のです。

まず提言を行います。この児童相談所の職員の人

数もパンクしています。新しい虐待防止条例をつく

るときに各市町村から１名の出向職員を、その市町

村にも協力を求めると。財政的なものも沖縄県でも

うもたないですよ。そういった形を万全にする。条

例をつくったときに、家庭訪問から子供の身体まで

チェックする、命を守るのだという強い姿勢がない

限り、子供たちは守れないのですよ。特に貧困の子

供たちがこういった危険にさらされている現状があ

るのですよ。その辺をどう認識していますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所の

体制の強化についての必要性は重々感じております。

今、委員から御提案がありました市町村からの職員

の出向の件であります。現状、児童相談所としまし

ては短期的ではございますが市町村職員を受け入れ

ての研修の実施、それから沖縄市だったと記憶して

おりますが職員の相互の交流、つまり沖縄市役所の

職員は児童相談所に、児童相談所の職員も沖縄市役

所に行く。これも短期間ではございますが、一定期

間交流をして相互の虐待対応の強化であったり、連

携の強化といったことを今進めているところであり

ます。

県としましては、児童相談所のハード的なキャパ

シティーの問題ももちろんございますし、市町村が

今児童虐待防止法上の役割もございまして、市町村

の中でも体制整備強化を求められている状況の中で、

どのような形で連携を強化していくか、そして質の

向上を図っていくかということについて、市町村と

もよく協議を進めて、特に市町村の支援は強化して

いきたいと考えているところでございます。

○新垣新委員 市町村も本当に子供の命を守ると協

力しますよ。そういう形で出向も新しい条例をつく

るときに、まず検証委員会、第三者機関をつくると

言っていました。これはいつやりますか。もう一日

も早く、週に３回くらい会議を持つくらいスピーデ

ィーに行うくらいの気持ちを持たないとだめですよ。

また国の流れを待つのもいいのですが、私たちの沖

縄を、子供たちをどう守るのだという気持ちも私に

は伝わってない。沖縄県民にも。そのくらいの気迫

はありますか。部長、教育長も答えてください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず虐待の事

案の検証ですとか、今後想定しています条例制定に

つきましては、県の社会福祉審議会の児童福祉専門

分科会の審査部会、主にこの中で虐待の検証ですと

か里親の審査とかといった事案を継続的に扱ってお

りますが、まずはその中で基本的な検討を行ってい

きたいと考えております。その中でスケジュール的

なことを申し上げますと、まず虐待の検証に関しま

しては―今回の野田市、糸満市に係る事案ですが、

糸満市のほうでは既に検証作業が始まっていると

伺っております。県の検証につきましては、糸満市

の検証作業と並行して進める所存でございますが、

糸満市のほうで今、事案の整理が行われている状況

と伺っています。県のかかわりは今回の事案につい

ては電話が２本あっただけということで、事実関係

が県の検証だけではそろわないということがござい
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ます。そういうこともありまして、糸満市と連携し

て進めていきたいと思っています。タイミング的な

ことは今具体的に決まっておりませんが、糸満市の

進捗で事実関係の整理がつき次第、県の検証は開始

していきたいと考えております。

○新垣新委員 今、野田市の検証委員会も糸満市の

検証委員会も、この専門家―糸満市は私の地元です

から、全て情報を持っています。時間がこの時間で

限られますが、ある程度専門機関からお話を聞いて

―はっきり言って暴力を振るう親は児童相談所が怖

くないです。怖いのは警察なのです。警察もこの審

議会に入れて、強い条例をつくるのだと―子供の命

が大切ですから私ははっきり言います。80％近くの

子供が親元に帰されて亡くなっているのですよ。教

育長も子ども生活福祉部長も、子供をたたいたら殺

人未遂罪で裁くといった刑法もつくるというくらい

の気持ちを持っていますか。毎日殴られて、暴言も

吐かれて、言葉もしゃべれない子もいて子供たちは

かわいそうなのですよ。現場を見てきたからわかる

のです。実は今、面倒を見ている子もいるのです。

だから、条例をつくってほしいと言っているのです。

○平敷昭人教育長 野田市の児童の件ですが、本当

にこの事案は大変痛ましい事案だと思っております。

委員からもありましたように、以前は県内の小学校

―市名も委員がおっしゃいましたが、県内の小学校

に通っておりました。そういうこともありまして、

千葉県、沖縄県の関係する両機関が連携をして防止

できなかったということは、非常に残念、遺憾に思っ

ております。本当に痛ましい事件だったと思ってお

ります。

先ほど来、条例の話もございますが、児童虐待の

防止については当然ながら国、県、教育委員会、学

校なども含めて社会全体で取り組まなければいけな

い極めて重要な問題だと考えております。

教育委員会としても、条例制定の話もございます

が、知事も発言されておりましたが、それも含めて

さまざまな取り組みについて知事部局とも連携をし

て取り組んでまいりたいと考えております。

○大城玲子子ども生活福祉部長 このたびの事件に

つきましては、大変心痛く感じる事件でございまし

た。ただ、子供たちをめぐる環境というのは非常に

厳しい状況にあることも承知しております。今回の

児童虐待防止対策は、県としてもかなり力を入れて

頑張っていかなければいけないことだとは認識して

おります。国においても、現在親権者のしつけにつ

いてどうなのだというような議論もあったり、民法

を改正するような動きもあったり、それから児童虐

待防止法の中でも体罰の規定を置くというような動

きもございます。県としましても、その辺の動きも

ちゃんと見ながら条例の制定については考えていか

なければいけないと思っております。

今回特に感じておりますのは、身近な市町村に対

して上がってきた案件をどう県につないでいくかと

か、市町村と県との役割をどう捉えるか、それから

警察との役割をどう捉えるかというところで、今、

県としては一生懸命関係を構築しているところでご

ざいますので、今後とも力を入れて頑張ってまいり

たいと思います。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から国の動向ではなく、

県としての姿勢について答弁するよう指摘

があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど答弁を申し

上げましたのは、国の法律の動きもございますとい

うことで申し上げた次第です。県としましては、児

童虐待防止対策には非常に力を入れないといけない

と思っておりますので、前回の本会議でも知事が答

弁しましたとおり、条例の制定についても積極的に

対応してまいりますと御答弁させていただいたとこ

ろでございます。県としましては、もちろん児童虐

待防止についての取り組みは強化するというところ

でございますが、あわせて子供の貧困対策の中でも

子供の居場所づくりであるとか、それを未然に防止

するような方向も考えておりますので、総合的に対

処してまいりたいと思います。

○新垣新委員 私は正直言って、国の動向を待つの

ではなく自分たちの沖縄をつくっていくのだという

条例をつくらないといけないと思います。その間ト

ゥルバイカーバイして亡くなったらどうしますか。

だから僕は聞いているのですよ。そういう意欲はあ

りますか。もう一度確認します。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県としては条例は

つくる方向で今、積極的に動きますと答弁を申し上

げた次第でございます。国の動向云々ではなくて県

としてもちゃんと取り組みますと。条例もそうです

が、そのほかに児童相談所の体制の強化であります

とか具体的な策も進めてまいらないといけないと考

えておりますので、その辺は総合的に対処してまい

りたいと思います。

○新垣新委員 県民世論なのですが、子供を殴るな
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んて考えられない。一部の親のこういった問題で周

りの子供たちも地域住民もみんな傷ついている。こ

の気持ちも重々わかります。ある程度こういった社

会的な問題は、将来世の中をつくっていく子供たち

に対して、そういうのは許されない行為です。警察

との機能連携も、そして殺人未遂罪という形、抑止

力もやらないとこの問題は直らない。もう一度答弁

を求めます。教育長、子ども生活福祉部長、いかが

思いますか。県民世論は支持します。

○平敷昭人教育長 学校としては、子供の異変につ

いて気づきやすい立場にあるという認識をしており

ますので、当然警察や福祉の関係機関ともしっかり

連携して、まずそれを察知した場合にはしかるべき

ところにつなぐ。ソーシャルワーカーなり、また担

任が気づくなり、学校の先生が気づいたらしっかり

つなぐということで、全職員が虐待についての認識

もしっかり意識を高めるように引き続き取り組んで

まいりたいと思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県としましても、

先ほど教育長からも御答弁がありましたとおり、学

校で気づいてくださる部分とか、それから地域で気

づいてくださる部分とか、連携をとりながらＳＯＳ

を出している子供を見逃さないという強い意識で取

り組んでまいりたいと思います。

○新垣新委員 大城部長、優し過ぎたらだめですよ。

子供たちを守れないですよ。暴力を振るう、殴る親

が一番悪いのですから、そのくらい抑止力がない限

り直らないですよ。沖縄からこれをやるのだ、子供

たちを守るのだという強い気持ちを―多くの県民が

支持していますので、そのくらい力強い体制で子供

たちを守っていただきたいということも含めて、早

いスピードでこの国の動向を待つのではなく、でき

ることは走りながら自分たちでやるのだという気持

ちも、市町村の出向職員も、そして警察との連携機

関も、厳しい刑法もつくる。そして親元に児童相談

所から返したら、子供たちの身体もチェックすると。

そのくらいやらないと守れないということを厳しく

指摘をし期待を申し上げたいと思います。

続きまして、性暴力被害支援のＤＶの問題です。

一般質問、代表質問でもありました、ＤＶを受けて

いる女性が職場に行くと、このＤＶの男性が来て仕

事もできない、でも生活保護としても対象にならな

いと。生活支援という形で県はどういう体制を考え

ますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 性暴力被害者ワン

ストップ支援センターの場合は、性暴力に遭った方

が被害に遭った直後から医療的体制が必要だという

ところで、産婦人科や精神科につないで早いうちか

らケアに当たるというところが病院拠点型のセン

ターの位置づけでございます。ですので、その相談

の中で例えば生活の支援が必要であるとかそういう

ことがありましたら、例えば福祉事務所につなぐで

ありますとかそういう対応はしてまいりますが、そ

のセンター自体がそういう機能を持っているところ

ではございませんので、そこは御理解いただきたい

と思います。

○新垣新委員 ではこの予算も入っているＤＶのこ

とで事前に申し上げていますが、もうシェルターが

パンクしているのですね。先ほど私が言った虐待の

待機児童もいるという現状も、正直現場はパンクし

ています。現場はパンクしているという情報も聞い

ていますので、そういった箱物をつくるということ

を、しっかり親子も女性もトータル的に考えていく

ということも、ぜひその辺は県としても大きくつくっ

ておいて、誰一人取り残さないのだというこの気持

ちも持ってほしいのです。その辺はどう思いますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 児童虐待の一時保

護とＤＶの一時保護では、若干ニュアンスが違うも

のはございますが関連する部分もたくさんございま

す。一時保護という性質上、やはり長く長期で隔離

するというようなところではございません。ですの

で、一時保護している期間内に、例えば子供であり

ましたら児童養護施設に措置をするとか、成人であ

れば別のところに居所を移していただくとか、いろ

いろほかの政策がございますので、そこにつないで

いくというところで、私どもは今努力しているとこ

ろでございまして、箱物をつくるというところでの

解決ではないかと認識しています。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今、委員から

ございました浦添市とか沖縄市の施設につきまして

は、恐らくではございますが母子生活支援施設かと

思います。母子生活支援施設は、いわゆるＤＶのシ

ェルターという機能でつくられている施設ではなく、

ひとり親など生活の支援が必要な状況にある方の自

立を支援するための施設ということで、そういう意

味でいわゆるＤＶの一時保護的な機能を持ち合わせ

ていないところでありまして、そこで入所を断られ

たかという状況がもしかしたらあるのかもしれない

と思っております。まず一時保護に関しては、現行

は女性相談所の一時保護所とそれから12箇所の民間

施設の委託でもって今運用しておりまして、そちら

のほうでの一時保護は満杯という状況にはございま
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せん。ただ委員がおっしゃるような避難を求めてい

る女性の方が女性相談所とか福祉事務所のほうにあ

ります配偶者暴力相談支援センターのほうにつなが

るような形をとる、そしてその中で一時保護の必要

があれば適切に一時保護をしていくということはき

ちんと連携をとりながら進めていくということが大

切かと考えております。

○新垣新委員 それはそれでいいでしょう。では本

当に大丈夫という確証を持って、今、発言していま

すか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 現在の状況に

つきましては、この場で私のほうでお答えするほど

情報を持ち合わせていなくて、女性相談所とかＤＶ

の相談支援センターのほうにも状況をお聞きしてい

きたいと思っていますが、まず女性ＤＶの被害の場

合は一時保護と違いまして、一時保護に強制力がな

いということがございます。それと相談者が自身の

プライバシーの保護とか―警察のほうに頼る場合は

よろしいのですが、そうでない場合はなかなかこち

らのほうの支援に対して必ずしも自分の考えと違う

ということで一時保護に至らないケースもあると

伺っています。その辺のミスマッチ的な部分もある

可能性もございます。その辺については、いろいろ

県のほうで用意しています一時保護で不十分な場合

等があれば現行連携している民間支援団体もござい

ますので、その辺との意見交換も含めて対応できる

方法がないか検討していきたいと考えております。

○新垣新委員 虐待もＤＶも弱い子供や女性をたた

く、暴力を振るうということは許せない行為なので

すよ。もう一度ですね、部長、ＤＶ防止条例の厳し

さ、強化、築くということ、そういう体制ですね。

これはもう殺人未遂罪で、本当に一時の人の問題で

社会的な問題でみんな傷つくのですよ。そういった

条例の制定に向けて前向きに検討していくというこ

とでいかがですか。本当に心からお願いしたいので

す。私、年間こういった問題の相談を受けて弁護士

とも連携をとっているのです。

○大城玲子子ども生活福祉部長 児童虐待防止につ

いては非常に重要な課題だと私も感じているところ

でございます。そのためにいろいろな事業も取り組

んでいるところではございますが、条例についても

ぜひ前向きに検討してまいりたいと思います。

○新垣新委員 ぜひスピーディーにパワフルに、専

門家、機関を入れて週３回会議をやるのだと。前向

きな専門家を入れて沖縄の地域性を合わせていけば、

本当に沖縄らしい優しい社会の構築につながってい

くと思いますので、心からお願い申して次の質疑に

移らせていただきます。

次に、保育士の問題でございます。保育士確保の

問題で待機児童の解消も関連しますが、一般質問で

も代表質問でもいろいろ出ていましたが、この問題

において、１万1000人の問題も努力して300名確保し

たと言っているのですが、ことしの保育士確保に向

けた取り組みを改めて伺いたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 今、潜在保育士が県内に

は約１万1000人ほどおります。県では沖縄県保育士

総合支援センターを設置しまして、そちらで潜在保

育士の復職ニーズに応じた就労あっせんであるとか、

復職支援研修、保育所見学ツアー等で支援を行って

おります。また、就職準備金の貸し付けであるとか、

保育料の一部貸し付けといった形で掘り起こしに努

めております。この貸し付けは２年以上現場に勤務

した場合は返還免除という形で優遇をしております。

さらに県が保有する保育士登録情報を市町村に提供

して、市町村から直接潜在保育士に対して働きかけ

を行うような仕組みも持っております。

また、去る11月に開催した沖縄県待機児童対策協

議会においても、保育士の確保について議題といた

しまして意見交換をしました。その中で保育士の子

供の優先入所とかそういった形でも議論をして、あ

らゆる形で潜在保育士の確保に努めているところで

す。

○新垣新委員 待機児童解消に向けて頑張ってくだ

さい。期待しております。

続きまして教育委員会に移ります。スクールソー

シャルワーカー配置事業の件です。この件に関して、

いじめの未然防止等々に本当に役に立っていると

思っています。予算が同額に近いなと思っているの

ですが、この理由を伺いたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 スクールカウンセラーと

スクールソーシャルワーカーの事業についてはほぼ

同額になっております。これは３分の１の国庫補助

を受けて行っている事業でございますので、今回配

置についてもいろいろ変更がありますので、その増

減を含めながら、カウンセラーとソーシャルワーカー

を調整しながら、今、配置しているところでござい

ます。

○新垣新委員 この問題において、今行っているス

クールソーシャルワーカーの関係者が継続して仕事

を行うという方は何名くらいいらっしゃいますか。

○平敷昭人教育長 御趣旨はスクールカウンセラー

・ソーシャルワーカーの継続ということなのですが、
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これらの職は１年ごとに委嘱するという形になって

おりますので、それからしますと継続するというよ

りは、途中でやめた方がどれくらいいるかという話

にもなるのかなと思います。要するに毎年毎年新た

にお願いをするという形になります。特にスクール

カウンセラーの方は保有職が別途、資格を持ってい

て病院の心療内科とかいろいろな機関で職に当たっ

ている方にお願いしていますので、そういう方に毎

年委嘱をして学校に訪問いただいてカウンセリング

をするという話ですので、それでいいますと、例え

ばスクールカウンセラーは平成29年度に年度中途で

辞退した方がお一人いらっしゃいますが、その方は

御自身の健康上の理由でやめられたということです。

平成30年度は途中で辞退された方がお二人いらっ

しゃいます。この方は御自身の転職と、もう一方は

出産の関係でやめられたと伺っています。

○新垣新委員 割に合わないという話もお聞きして

いるものですから、処遇の問題も、給料等もしっか

り考えてほしいということを強く指摘をしておきま

す。

続きまして、小・中学生いきいき支援事業です。

もう一度小学校、中学校、高校の不登校となってい

る人数をお聞かせください。

○宇江城詮義務教育課長 文部科学省の問題行動等

調査によりますと、平成28年度は小学校、中学校、

高校の合計が3822名となっております。平成29年度

が3827人となっております。

○新垣新委員 この問題において子供たちの家まで

迎えに行くという問題で、今現場の関係者の支援事

業に携わっている方は何名いますか。

○宇江城詮義務教育課長 スクールカウンセラーは

現在108名配置しております。スクールソーシャル

ワーカーは平成30年20名配置しております。小中ア

シスト相談員は48名を配置しております。

○新垣新委員 この件において、ソーシャルワーカー

も含めてこの事業も含めて、ある程度の賃金アップ、

処遇の問題もぜひ考えてほしいのです。教育長、そ

ういったものは精神的にきついという話も聞いてい

るのですよ。励ましながら頑張っているという現場

の職員もいるものですから、その辺の問題も処遇改

善に向けて答弁をいただけますか。

○宇江城詮義務教育課長 教育委員会では、委嘱し

ているスクールカウンセラーやソーシャルワーカー

について、一定の資格を有した方を学校専属ではな

く非常勤の職員として―先ほど教育長が述べられた

とおり週に限られた時間数で配置しております。相

談支援については心理的負担等が生じることも考え

られますが、学校職員と情報共有等を行いながら役

割分担のもと適切に業務を進めていると認識してお

ります。また、教育事務所においてこのスクールカ

ウンセラーとソーシャルワーカーの情報交換の場を

設けて、いろいろ自分の事例を述べたり、どのよう

にして解決をしたのかということを情報交換をしな

がら対応しております。児童生徒の課題解決に向け

て協力して取り組んでいるところでございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から質疑と答弁の内容

にずれがあると指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 職員の位置づけにつきましては、

スクールカウンセラーは特別職、特別非常勤といっ

て、職員の位置づけがございますので、一定の規定

に基づき金額は定まっておりますので、その辺の見

直しについてはこの職だけではなく全県的な位置づ

けの検討の中でなされると思いますので、その中で

処遇改善も総合的に検討していく中で必要があれば

見直すという格好で対応していきたいと思っており

ます。

○新垣新委員 沖縄水産高校の実習船について、毎

回委員会でも質疑をしていますが、インド洋へ行く

ときに１名の補助教員を増加してくれという形で毎

回言っているのですが、この件に関して、母校の子

供たちに対してことし予算が７億7000万円増額して

本当に感謝の気持ちです。インド洋へ行くときの補

助教員はどうなっているかを伺って質疑を終わりま

す。

○古堅圭一学校人事課長 実習船の船員につきまし

ては、実習船の適正な管理運営、生徒の実態等に応

じた教育活動が行われるように所要の船員を配置し

ております。引き続き、学校側それから関係各課と

意見交換を行いながら適正配置に努めてまいります。

御質疑のあった点につきましては、学校側からそう

いう要望はなかったということで承知をしておりま

す。

○狩俣信子委員長 末松文信委員。

○末松文信委員 私が使用する資料ですが、これは

皆さんからいただいた資料の３の４という平成31年

の当初予算概要説明と、この前知事が施政方針を示

されたこれと、知事が就任したときの就任挨拶。こ

の３つの資料を使わせていただきたいと思います。

まず初めに、子ども生活福祉部関連であります。
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これは資料の７ページです。子供の貧困対策の施策

についてですが、（１）の子供の貧困対策子育て総合

支援モデル事業の内容について御説明をいただきた

いと思います。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 子育て総合支援

モデル事業につきましては、低所得世帯の小中学生、

それと高校生に対する学習支援を行うもので、いわ

ゆる無料塾の取り組みとなっております。具体的に

は県が事業所に委託をし、学習教室を設置し、授業

料・教材費等を無料とするという内容となっており

ます。

○末松文信委員 この教室の数ですが、県内の小中

学校、高等学校の中での配置割合といいますか、設

置状況について説明をお願いしたいと思います。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 まず小中学生は

１つの教室に小学生、中学生が来るようなことになっ

ております。小中学生について、基本的に町村を中

心に実施をしておりまして、およそ13の町村で展開

しております。例えば北部地域であれば国頭村、大

宜見村、本部町といった、基本的にはほぼ町村で実

施をしているというところであります。高校生につ

きましては公費的に県が支援をするということで、

10カ所―那覇市を初め宮古・八重山にも１カ所ずつ

設置をしているという状況であります。

○末松文信委員 その下のほうに、民間塾でも学習

支援等が受けられる仕組みにということで実施する

ということが書いてありますが、これはどのような

内容でしょうか。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 今回のこの子育

て総合支援モデル事業に新しいメニューを加えたい

と考えております。現在の事業は低所得世帯の子供

たち向けの教室を設置し支援するというものですが、

やはりまだまだ足りていないという認識のもと、新

しいメニューとして進学チャレンジ支援メニューと

いうことで、具体的には既存の民間施設、民間の塾

のほうにも経済的に厳しい子供たちが選択をしなが

ら通うというものを予定をしているということであ

ります。

○末松文信委員 これは希望をすれば誰でも入れる

という状況なのですか。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 子供の貧困対策

ということでありますので、経済的に困窮している

世帯ということと、平成31年度が初年度の取り組み

ということでおおよその目安で恐縮ですが、人数は

60人程度ということです。まずは一歩始めるという

ことですが、今後その成果等を見ながら実施、強化

を検討していきたいと思っています。

○末松文信委員 次に、子ども食堂の設置・支援と

いうことがありますが、これは新規とありますが私

が聞いている範囲では、何か既にできているところ

もあるのではないかと考えておりますが、実際はど

ういう状況でしょうか。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 委員お話のとお

り、内閣府の緊急対策事業を活用して100を超える子

供の居場所づくりというものが既に展開をされてお

ります。ただ、貧困対策所管としてはまだまだ足り

ないということで、今回緊急対策事業のほうではな

く貧困対策推進基金を活用してある程度の子ども食

堂の開設支援を行っていこうということで、もう少

し数をふやしたいということでの取り組みが新規と

なっております。

○末松文信委員 新規実施、実験となっております

が。これは例えば１件当たりどのくらいの予算を措

置しようと考えているのですか。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 今、おおよそで

すが、１カ所開設支援ということで50万円程度と思っ

ていますが、この辺は今10カ所程度を、多くすると

少し単価が下がったりしますので調整はしたいと思

いますが、１カ所当たり50万円程度を目安と考えて

おります。

○末松文信委員 この子ども食堂ですが、やはり子

供たちの食育も兼ねながら実際にそこで実習もさせ

るといったこともやっているようでありますが、こ

のことについてもう少し詳しく内容を説明していた

だけますか。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 今現在取り組ま

れている内閣府の子供の居場所では、100カ所あるう

ち、例えば糸満市などでは糸満市のＪＡと協力して、

本当に農家の皆さんがその趣旨を理解して毎週新鮮

な野菜を提供したものを子供たちに食育の観点から

食材を提供しながら学習支援をするという場所が具

体的にあります。こういったようになかなか孤食で、

もしくは偏った食事をする子供に対して居場所の中

で共同調理と申しますが、一緒に御飯をつくるとい

う作業をやりながら子供たちを支援しているという

のが多くの居場所で行われております。

○末松文信委員 それでは次に、同じ７ページです

がひとり親家庭高校生の通学サポートということで、

これは実証実験的に実施してこられたということは

伺っていますが、この実績と今後どういう取り組み

をされるのか教えてください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 ひとり親家庭
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高校生等通学サポート実証事業につきましては、平

成30年度と平成31年度の２カ年事業としておりまし

て、平成30年度から実施しておりますが、今年度は

昨年の10月から半年間割引販売を実施しているとこ

ろでございます。内容としましては、ひとり親の世

帯の高校生を対象にバス通学の定期の金額の半額を

バス事業者に補助して、バス事業者のほうで半額で

もってその定期を高校生に販売していただくという

事業となっております。実績としましては、平成30年

度は10月から１月までの段階での取りまとめで約

650名の方にこの事業を利用していただいておりま

す。今後の展開としてはこの事業につきましては実

証事業という位置づけもございますのでアンケート

事業を並行して行っておりまして、そのアンケート

の調査の結果から利用者のニーズとかその事業の効

果といったものを検証していきたいと考えておりま

す。この事業は２年間の事業でございますが、今、

教育委員会のほうで御検討されています高校生のバ

ス通学の無償化に向けて、そういった検証結果のデー

タ提供等も含めて連携可能かと考えているところで

す。

○末松文信委員 予算を見るとこれは5400万円計上

されておりますが、今年度の半年の実績というのは

幾らなのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 １月までの補

助額の実績になりますが、1241万4730円となってい

ます。

○末松文信委員 引き続き実施をお願いしたいと思

います。

次に、新規でありますが要保護児童等家庭養育支

援ということがありますが、先ほどうちの新垣新委

員からもありましたが、この中でこの養子縁組や里

親への支援を行う民間事業者への補助とありますが、

この下にそれぞれ養子縁組民間あっせん機関、それ

から里親リクルートトレーニング委託とありますが、

これは事業所を意味しているわけですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず養子縁組

民間あっせん機関でございますが、これは機関では

なくて民間のＮＰＯ法人の想定になります。まだ具

体的に許可を得た団体はございませんが、そのため

の準備を行っている団体が１団体ございます。それ

から、後半のリクルートトレーニング委託で今想定

しておりますのは、児童養護施設で現にお子さんた

ちを預かって養育していらっしゃる施設の専門性を

生かしてこの事業を委託していきたいと考えており

ます。

○末松文信委員 これはそういった委託事業として

2200万円ということですが、具体的にはどういった

あっせん内容なのか教えていただけますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、あっせ

んと里親リクルートのほうは別事業になっています

が、あっせんにつきましては基本的には団体の運営

に対する補助金となります。それが金額にして841万

円を予定しているところでございます。それから、

後半の里親のリクルートトレーニングにつきまして

はこちらの委託料で1341万2000円です。これについ

ては、里親も乳幼児の保護受託ができるような形に

するために希望する里親さんを開拓しまして、なお

かつトレーニングといいましょうか、いわゆる研修

でもってその専門性を高めていただいて乳幼児の保

護委託とか措置委託といったものを受けていただく

ような形でトレーニングする事業となっています

○末松文信委員 それと、その下のほうに社会的養

護児童自立支援とあり2500万円計上していますが、

この中で里親への委託を解除された者に対する自立

支援とありますが、よく意味がわからないのだが教

えていただけますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 解除という言

葉の意味がわかりづらいということだと思います。

この事業につきましては、児童養護施設の退所者と

里親の委託が終わったという意味です。つまりそう

いう施設とか里親のほうで養護されている子供たち

につきましては18歳で措置が終了することになりま

すが、施設の場合は退所、里親の場合は委託解除と

いう形でいわゆる具体的な支援を終えて自立に向

かっていただくというような形で解除という言葉を

使っております。

○末松文信委員 それでは次に教育委員会のほうを

お願いしたいと思います。まず教育委員会のほうで

は、以前にも質疑させていただきましたが、この進

学力のグレードアップ推進事業についてずっと継続

して実施されているようですが、これまでの実績と、

今後これについての期待度はどのような状況にある

か教えていただけますか。

○半嶺満県立学校教育課長 進学力グレードアップ

推進事業についてでありますが、大学等進学率の改

善を図るために平成26年度から実施をしておりまし

て、県外の難関大学等へ生徒派遣等を行っておりま

す。成果としましては、平成29年３月の卒業生では

国公立合格者が初めて1600名を超え過去最高となり

ました。派遣人数につきましては現在１年生180名、

２年生160名合計340名を派遣しております。効果的
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な学習会あるいは系統的な研修を実施するためには、

現在の人数が適正規模であるということで実施をし

ております。今後とも生徒たちが高い学習意欲を継

続できるように効果的な学びの機会を提供しまして、

さらなる進学力の向上に結びつくように支援してま

いりたいと考えております。

○末松文信委員 以前にも伺いましたが、今340名、

質疑の中で1600名の実績があるということですが、

これは中南部と北部ではどのような状況になってい

ますか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、県立学校教育課長から各地区の

参加人数でよいかとの確認があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

半嶺満県立学校教育課長。

○半嶺満県立学校教育課長 平成30年度の派遣生徒

340名の中で、北部地区が７名であります。中部地区

が109名、那覇地区が178名、南部地区が30名、離島

地区が16名という状況になっています。

○末松文信委員 340名中７名ということは何％にな

りますか。

○半嶺満県立学校教育課長 パーセントでいいます

と2.1％になります。

○末松文信委員 県内の人口比率からすると何％が

妥当だと思っていますか。

○半嶺満県立学校教育課長 申しわけございません。

どうしても地区ごとに学校数がありまして、その学

校の状況に応じて数が出てきておりまして、地区ご

との適正というようなことについては持ち合わせて

おりません。

○末松文信委員 なぜそう申し上げるかというと、

このグレードアップ事業は非常にすばらしい事業な

ので教育の機会均等の上からそれぞれの地域配分が

必要ではないかと私は思っています。これは人材育

成として最も大事なことであります。以前にも北部

地域の高得点が少ないということを伺って大変気を

もんでいたところですが、今日に至ってもまだ変わっ

ていない。これは皆さんの地域との連携が少し弱い

のではないかということが気になっています。つき

ましては、これからもぜひ地域配分をしっかり勘案

して対応していただきたいと申しておきます。それ

について教育長からは何かありますか。

○平敷昭人教育長 地区別の参加人数に偏りがある

のではないかということかと思いますが、北部地区

の生徒―生徒の選考は基本的には１次の書類選考か

ら２次の面接を通して、公平に選考しているところ

なのですが、教育委員会としては生徒の意欲を喚起

して事業について周知していくことが大事かと思い

ますので、北部地域の生徒についても同じように事

業の趣旨とか内容を積極的に周知してぜひたくさん

応募していただくようにできればと考えております

ので、引き続きその方向で取り組んでまいりたいと

思います。

○末松文信委員 ひとつ、促進をお願いしたいと思っ

ています。

次に、これまでも継続して質疑させていただいて

おりますが、中高一貫の進学校の設置でありますが、

これは知事の就任挨拶にも今回の施政方針の演説の

中にも書いてあります。それについての取り組み状

況について、せんだって本会議で御答弁ありました

が、具体的に調査をしてこの状況の中で今後どう判

断して進めていくのか。これは先ほどのこととも関

連しますが、中南部地域と北部地域ということで、

そういった教育格差があってはいけないと私は思っ

ておりまして、ぜひ今後どのようなスケジュールで

進めていくのか御答弁をいただきたいと思います。

○横田昭彦総務課教育企画室長 県教育委員会では、

北部地域の人材育成の観点から、中高一貫校の設置

に向けて昨年の11月からことしの２月にかけて北部

地域の11市町村の教育長、関係する高等学校の校長

等と意見交換を行ってまいりました。北部地域への

中高一貫校の設置につきましては、引き続き関係機

関と意見交換を行いながら学校設置の形態や課題と

いったものを整理しながら今後取り組んでいきたい

と考えております。

○末松文信委員 このことは先ほどのグレードアッ

プ推進事業とも関係するかもしれませんが、やはり

こういった施設が中南部に偏在しているということ

自体が問題を醸し出しているのではないかと思って

いますので、調査はいいのですがこれまでも実績が

あるわけだから、この実績に基づいてどうするかと

いう判断はきちんとやってもらいたい。これは教育

長から御答弁をいただきたい。

○平敷昭人教育長 11の市町村と職員が意見交換を

し、私は直接参りませんでしたので職員から直接面

談をしていろいろ意見交換をさせていただきました。

その中ではやはり総論的には北部地域にそのような

学校ができることは選択肢もふえるということで、

非常に好ましいという意見がございました。一方で、

特に小規模の学校等では生徒数の減少等を懸念する

声がございました。総論的には北部にあったほうが

いいのですが、設置をしたことによるいろいろな影
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響をどうするかということを懸念する声もありまし

たので、ただ一遍の意見交換だけでは見えないもの

もございますので、具体的にもっと課題がないのか

というのもいろいろ検証していく必要があろうかと

思います。中高一貫校については建物をつくればす

ぐできるというものでもありませんし、特に名護高

校ではフロンティア科がかなり実績が上がってきて

いるというものもございます。今までの中高一貫校

というのは母体となる高校に中学校を併設するとい

う形で、やはり本体校がどれくらいの力を持つかと

いうのも大事かと思いますので、母体の学校をどう

するかといったこともさまざまな意見がありますの

でその辺を集約しながら、確かに公約でも所信表明

も出ていますが、教育委員会としてしっかり課題等

も整理をしながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

○末松文信委員 私は具体的なスケジュールを示し

てくださいと言っているのです。

○平敷昭人教育長 現在、何年にここを建設すると

いったスケジュールを組む前に課題を整理する必要

がありますので、大変申しわけないのですがスケ

ジュールについて明確にお答えするのは現時点では

できないところでございます。まずその意見交換を

行って設置形態等の課題を整理をした上で、具体的

にさらにそのスケジュールが煮詰まっていくかと考

えております。今年度意見交換をさせていただきま

したが、必ずしも今年度で意見交換が終わりとはな

らないかと思います。市町村の関係者との意見交換

も必要かもしれませんし、学校関係者ともさまざま

な影響される数字等も踏まえながら意見交換する必

要がありますので、平成31年度もやはり詳細な部分

は一定の意見交換が必要かと思います。それを並行

しながら設置形態等々も検討していく必要がありま

すので、次年度も意見交換も踏まえながら設置形態

や規模とかさまざまなものを次年度においてもやる

必要があるかと思います。次年度がそれをまとめ切

れるかどうかという話があれば、その後の話に具体

的に予算とかそういう話も出てくるのかと思います

ので、日程的なスケジュール的なものは現時点では

そういう状況でしか申し上げられないということで

ございます。

○末松文信委員 教育長、北部地域に中高一貫の学

校が必要だと思っていますか。

○平敷昭人教育長 地域からそういうニーズが、首

長さんからはあります。それは意見交換会をさせて

いただいた中では、北部地区のドクターの定住とか、

またさまざまな方々の定住条件の中でそのような学

校がないということが一つの課題になっているので

はないかという御意見を頂戴しております。教育委

員会としてはその辺も踏まえて地域の方と意見交換

をさせていただいておりますので、必要かと言われ

ますとそのニーズがあることは承知しておりますの

で、基本的にはその設置に向けた意見交換をしてい

るということで、必要性は一定程度こちらも認識し

ており、設置に向けて取り組んでまいろうと考えて

いるところであります。

○末松文信委員 教育長、北部の医師の確保が難し

くなっている一因には進学校がないことがあるので

すよ。先生方もそこで仕事をやりたいが子供ができ

たら子供たちを通わせる学校がない。これが原因に

なっているのですよ。どう思いますか。

○平敷昭人教育長 こちらがそれを分析したわけで

はなく、首長から意見交換でいただいた意見はその

ようなことだったと、地域の声としてそれが一つの

要因だと申し上げられたことは理解しております。

○末松文信委員 これは一つの要因というよりも、

これは基幹病院をつくるのと同じような定住条件の

一つなのですよ。ですからしっかり取り組んでいた

だきたいということを申し上げて終わります。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 当初は予定はしておりませんでし

たが、少し明るい話題を。全国高校総体の取り組み

について執行部のほうから確認をさせていただこう

と思います。次年度開催ということですが、この内

容も含めて御説明いただけませんか。

○平良朝治保健体育課長 本年７月25日から８月

20日にかけて、本県を含めた南部九州４県で高校総

体が開催されます。本県開催の競技種目としまして

は、陸上競技など８競技10種目が予定をされており

まして県内の13市町村で開催されることとなってお

ります。事業の内容としましては大会に向けた県の

実行委員会、また市町村においても実行委員会等を

設置し準備業務に取り組んでいるところであります。

それから競技力向上対策事業につきましても、平成

28年度から実施をしまして講師招聘事業、選手強化

事業等に取り組んでおります。また、高校総体は競

技に出場する選手のみならずその他の高校生が支え

るとの観点から、広報活動とかおもてなし活動など

を高校生がみずから実施をしておりまして、特に本

大会においては高校生がペットボトルのキャップを

持ってうちな～結の太鼓というものをつくって、選

手約１万7000人ほどにお配りをするという予定に
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なっております。概要としては以上でございます。

○照屋守之委員 さっき平良課長の顔を見たらやは

り説明を受けようと思って。高校総体頑張っている

からね。ありがとうございます。宮崎県と鹿児島県、

沖縄県、熊本県、この４県ですか。沖縄県の種目で

すね。それと地元開催ということもあって、非常に

私も期待しております。うるま市も空手がというこ

とで聞いておりますが、県内開催、先ほども13市町

村ありましたが、その内訳を伺いたい。それとこう

いう言い方をしたら少しあれかもしれませんが、全

国制覇を目指すような期待のできる種目もあれば教

えてもらえませんか。

○平良朝治保健体育課長 まず１点目の競技種目で

ございますが、まず陸上競技は沖縄市でございます。

水泳は飛び込みと水球がございますが那覇市。サッ

カーは金武町が主会場になりますが、南城市、北谷

町、中城村、西原町、南風原町、八重瀬町、恩納村。

次に相撲競技ですが那覇市。自転車競技も２種目ご

ざいます。トラックとロードがございますが、トラッ

クは北中城村、ロードは名護市。ウエートリフティ

ングが糸満市。空手道が名護市。なぎなた競技が那

覇市ということで、８競技10種目となります。なお、

有望種目ということですが、私どもとしては本県開

催種目のみならず九州残り３県で開催される競技種

目についても同様に強化をしてまいりましたので、

できるだけ多くの選手が入賞ひいては優勝と頑張っ

ていただければということで関係機関と連携をして

取り組んでいるところでございます。

○照屋守之委員 私は空手に非常に関心がありまし

て、うるま市の前原高校を強化して非常に期待をさ

れているということを聞いたことがあります。指導

者もかなり力を入れて、この高校総体に全てをかけ

ているということを聞いたことがあります。空手は

高校女子ですかね、男子ですかね。説明お願いでき

ますか。

○平良朝治保健体育課長 前原高等学校につきまし

ては男子がメーンとなっております。

○照屋守之委員 空手の先生に今から相当期待して

おきましょうね。県を挙げて期待しているから頑張

れと言っておきましょうね。この高校総体はゴルフ

もあるのですか。

○平良朝治保健体育課長 ゴルフはございません。

○照屋守之委員 教育長、ぜひ力を入れていただき

たい。小学校の野球やサッカーも含めてやはり子供

たちは我々の希望ですよね。まさにこの子供たちが

地域、世の中全体を明るくして非常に期待を持たせ

るということがあってこの高校総体に非常に期待し

ています。全国からこの種目の選手がお見えになり

ますが、この子供たちがすごく頑張ることによって

その指導者も含めて、学校、地域も含めて非常に期

待がかかるということになって、選抜高校野球が３月

にありますが高校野球みたいなものですよね。そう

いうことも含めてぜひ成功させていただいて、その

子供たちにはやはりこれだけ地域のみならず県民が

非常に大きな期待をしているということもぜひ伝え

てもらって、自分のためだけではなく社会のために

自分が頑張る、自分が頑張ることによって家族も地

域も世の中も明るくなるということがこの全国高校

総体の大きな意義にもなると思っております。国体

もそうですが、以前は１県で全種目やってきました

よね。４県共同でやるというこのいきさつについて

御説明をお願いできますか。予算面についてもかな

り負担軽減になるという、そういうようなことです

か。

○平良朝治保健体育課長 今、照屋委員からござい

ましたとおり、本県で前回の平成22年に開催をして

おりましてそれが１県単独開催の最後の年になりま

した。その後全国高等学校体育連盟で持ち方につい

て議論がされて、その後全国を11のブロックに分け

て開催していくということが決められまして、現在

そのように運営がされているということでございま

す。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時20分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 私は当初予算説明資料、そして

積算内訳書から行きたいと思います。まず予算の

19ページになります。介護予防市町村支援事業につ

いて、昨年度と比べて減額になっておりますので、

こちらの減額予算の説明についてお願いしたいと思

います。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 介護予防市町村支

援事業の中の細事業として実施しております市町村

総合事業ですが、介護保険事業の適切な実施―高齢

者が住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう

に、医療・介護・生活支援などを包括的に提供する

地域包括ケアシステムの構築があります。これは介

護保険法に位置づけられた取り組みでございます。

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みなど
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総合的な市町村支援事業として実施しております。

予算が減となった理由といたしましては、高齢者の

心身の状況に即した適切な介護サービスが提供され

るよう、平成30年度につきましては理学療法士など

リハビリ専門職、薬剤師、歯科医師の資格補助のた

めの研修事業等を実施してきました。平成31年度は、

市町村の要望に応じ市町村が実施する地域ケア会議

―これは例えば脳梗塞など寝たきりで入院していた

方がリハビリ等で一定程度回復してまた自宅に戻っ

た場合、それでもまだ寝たきりの時間が多い場合は

褥瘡にならないようにクッションでベッドに接して

いる部分が圧迫されないようにする、あるいは栄養

をしっかりとるなど細かい専門職の視点が必要に

なってきます。また、自宅に戻ったときに転倒して

けがをした場合は寝たきりにつながるケースも多い

ものですから、転倒のリスクも含めながら、こういっ

たことに対応するために玄関の段差や入り口までの

スロープ等を設置することを地域会議で検討―薬剤

師や理学療法士、看護師、介護職員の方が幅広く会

議の中で連携しながら情報共有して、適切な支援に

つなげていくための会議でございますが、市町村が

地域ケア個別会議を開催するときにリハビリ専門職

の派遣のためのマッチング事業を行う事務局を平成

31年度に設置することで経費を計上しております。

平成30年度はこれまで研修を含む多職種、いろいろ

な専門職に研修を行ってきたのですが、平成31年度

は事務局を設置してこの事務局から市町村の求めに

応じて地域ケア会議に多職種の職員を派遣すること

で、この事務局の立ち上げ、平成30年度が専門職の

スキルアップのための研修等を行ってきたので、平

成31年度はその市町村に実践的に派遣することでの

経費の減ということでございます。

○次呂久成崇委員 市町村が中心となって行う介護

だけではなくて、医療または介護予防を包括的に行

う市町村事業がありますよね。それの影響はないと

いうことでしょうか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 今、委員がおっ

しゃっている介護予防あるいは地域における見守り

を含めた全体的な地域で安心して高齢者が暮らして

いけるものが地域包括ケアシステムで、これを目指

していく取り組みでございます。

○次呂久成崇委員 市町村と連携をきちんとやって

いただきたいと思います。

次に、新事業の要保護児童等家庭療育支援体制構

築事業、また社会的養護児童自立支援事業の養子縁

組、また里親のものを改めて聞きたいのですが、

20ページの里親制度と養子縁組制度は別物ですよね。

種類もあるかと思うのですが、里親制度の概要につ

いて改めてお聞きしたいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 里親制度は、

児童養護の仕組みの中でいわゆる親元で生活できな

い児童を児童相談所からの委託を受けて、委託を受

けている期間養育していただくのが里親になります。

養子縁組は、基本的には戸籍上の親子関係を結ぶの

が養子縁組制度ですので、里親はあくまでも養育だ

けを委託する事業になります。里親の中には一般の

養育を受託する里親と、養子縁組前提里親がありま

す。一般の里親は先ほど申し上げたとおり、基本は

児童相談所から委託を受けて児童を預かります。養

子縁組里親は、将来的に預かった子供と養子縁組を

組むことを前提としてお子さんを預かるということ

で、その里親の希望によって養子縁組里親という形

で登録を受けることができるようになっております。

○次呂久成崇委員 先ほど新垣委員の質疑に対する

答弁の中で、里親の登録が250件でしたか。実際に受

け入れが128件、養子縁組世帯も39件、そして昨年は

実際に６件だったという答弁だったと思うのですが

全国的に見て多いのでしょうか、少ないのでしょう

か。全国との比較みたいなものはありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 先ほどの養子

縁組世帯は39件ですが、申しわけありません。訂正

させていただきます。養子縁組里親に委託されてい

る児童が39件ということで、養子縁組が成立してい

る件数ではございません。沖縄県で過去に、全ての

データはないのですが、平成25年度から平成29年度

までの間に養子縁組が成立しているのは22名となっ

ております。昨年度は６名となっております。全国

につきましては、今、統計のございます平成27年度

の全国児童相談所がかかわりました特別養子縁組の

成立件数は306件、１児童相談所当たりに直しますと

平均約1.5件ということで、沖縄県が昨年は６件です

ので全国平均よりは若干上回っている状況です。

○次呂久成崇委員 先日の千葉県野田市の虐待事件

などもそうなのですが、先ほどから各委員が言って

いるように、一時保護されてまた危険性のある家庭

に戻すことよりも、里親制度は一時保護などもあり

ますよね。もう少し制度を活用してきちんと安心し

て育てられる環境ということで制度を使った連携を

もう少し考えられないかと思いますが、県の見解も

伺いたいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 虐待のケース

につきましては、先ほども申し上げましたが親元で
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養育するのが適当ではない、将来的にもそれが適当

ではないと判断される場合には養子縁組の形が望ま

しいケースも多々あるだろうと考えています。現在、

全国的にも特別養子縁組制度、いわゆる通常の普通

養子縁組と特別養子縁組と２つ制度がございますが、

特別養子縁組は親元との関係をきちんと絶った上で

新しい養子の子供として育てる制度がございます。

この制度の見直しが検討されているところでござい

ます。現行の制度は、実親の同意が最終段階まで撤

回できるということで、なかなか実親が養子縁組に

同意しない部分が養子縁組がなかなか実態として進

まない状況にあると考えております。現行、国では

手続を見直しまして、いわゆる家庭裁判所でかかわ

りますが、審理を２段階に分けまして、１段階目で

同意をして２週間経過した場合には、その後、自身

が養子縁組を撤回できない仕組みをつくることを検

討しています。そうなりますと、実親が最終的に意

思を翻して成立しない件数は減って、その分特別養

子縁組の成立が一定程度進むのではないかと期待し

ております。沖縄県としましてもその制度を踏まえ

て次年度、今回の里親あっせん事業者の補助制度を

検討しているところでございます。

○次呂久成崇委員 これは支援体制構築事業となっ

ておりますので、その辺のスムーズな連携のあり方

を、ぜひこの事業の沖縄型をしっかりと確立させて

いただきたいと思います。

次に行きたいと思います。21ページ、当初予算の

沖縄子供の貧困緊急対策事業についてです。現在の

県内高校内の居場所設置数、市町村が行う子供の居

場所の設置数、支援員の配置状況について伺います。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 まず、緊急対策

事業で、県の事業としまして質疑のありました県立

高校に居場所を設置しております。今年度は５カ所

を設置しております。また、この事業は県事業では

ありませんが、市町村事業として子供の居場所が昨

年10月１日現在で134カ所設置されており、同じく市

町村に子供の貧困対策支援員が114人配置されている

状況であります。

○次呂久成崇委員 予算が１億600万円ほど増額と

なっていますが、この増額要因は何か。例えば支援

員をふやしたり、設置場所をふやしていくなど、そ

れともほかにも要因があるのかをお聞きしたいと思

います。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 沖縄県事業は今

年度と次年度を比較しますと１億600万円程度増加し

ます。その主な内容は２点ございます。まず１点目

は、先ほど申しました県立高校です。今は５校と言

いましたが、プラス３校、合計８校に拡充するため

の予算増があります。もう一つ、緊急対策事業では

新たに３つのメニューを取り組むことになっており

ます。３つのメニューを大まかに説明いたしますと、

１つ目として、拠点型子供の居場所運営ということ

で、今現在、子供の居場所が134カ所設置されており

ますが、いわゆる困難をより抱えている不登校ぎみ

な子供たちの対応はなかなか難しいのが課題として

ありましたので、県で広域的な居場所を設置して支

援する拠点型の子供の居場所を予定しております。

あわせて離島などの子供の支援ということで、離島

町村は人材不足などがあり、貧困対策支援員が確保

できない課題に対しましては県が広域的に対応でき

る支援員を採用して当たっているところです。最後、

３つ目は市町村も含めた子供の居場所が展開されて

います。やはり横の連携が非常に重要ということで

子供の居場所などの連絡会、運営支援をしていくメ

ニューを立てています。これが新しく３つのメニュー

となっております。

○次呂久成崇委員 高校の設置も３カ所ふえるとい

うことでより充実、また手厚くなると思っておりま

すので、ぜひ次年度も頑張って取り組んでいただき

たいと思います。

次に、同じページの放課後児童クラブ支援事業に

ついて伺いたいと思います。一般質問の中でもあり

ました。この事業の目的は、公的施設を活用した児

童クラブをふやしていく目的があるかと思います。

全国の設置数、割合が84％、沖縄県においては35％

ということで、たしか年々、一定の成果も上がって

設置数はふえていると思いますが、実際に県内では

公的施設を活用した施設の児童クラブだけではなく

て、民間施設を利用した児童クラブもふえています。

分母も多分ふえていると思うのです。そうであれば、

当初の目的の割合率はもともと80余りでしたか、あ

ると思うのですが、県の目標として、あとどれぐら

い必要なのか把握しておりますか。たしか80％ぐら

いだったと思うのです。

○久貝仁子育て支援課長 この放課後児童クラブ支

援事業については、今、委員がおっしゃるとおり、

公的施設が県内に少ないので利用料金が割高になっ

ている。民間の分が多いので軽減しようということ

で使用しています。確かに今、放課後児童クラブに

登録できない児童もふえておりまして、県の公的施

設だけではなくて民間の力もかりながら受け皿を整

備しているところです。割合をどのくらいに持って
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いくかということですが、確かに35％台ということ

でまだまだ少ないのですが、国においてはこのプラ

ンでは80％ぐらいを目指してやっていこうと取り組

んでいます。県は登録できない児童数の確保という

ことで割合をきちんと目標としては掲げておりませ

んが、子供の安全性や利用料の低減等を踏まえて公

的クラブの拡充に取り組んでいるところでございま

す。

○次呂久成崇委員 今、この一括交付金を活用して

公的施設の整備を含めて進めていると思いますが、

私はやはりこの公的施設を活用した児童クラブの割

合を、あと何カ所つくればこれぐらいになるという

一定目標がないと達成できないのではないかなと思

うのです。県はあと何カ所ふやして、この割合も何

％まで持っていきたいという県の方向性と―これは

各市町村の事業を支援するものですよね―その市町

村の計画、何カ所ふやして、市町村もこの公的施設

を活用した児童クラブをどれぐらい持ってくるとい

うお互いの方向性が一緒ではないと、目標が同じ方

向に向いていないような気がするのですが、これに

ついて伺いたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 市町村の取り組みについ

てはそれぞれ濃淡がございます。那覇市のように積

極的に小学校内のクラブ設置に取り組んでいるとこ

ろもあれば、例えば南城市のように市内には９つの

小学校がございますが、久高島を除く８つの小学校

で設置すると市町村によってばらつきがあるのは確

かでございます。今、平成32年度からの第２期の事

業計画を策定する予定です。これは保育所整備もそ

うですが、児童クラブについても計画をつくる予定

です。公的施設の割合をどこまでやるかはなかなか

市町村も積み上げにくいところはあると思います。

小学校の中にできなくても児童センターとの併用、

公民館や公的施設を活用するなどいろいろな形で割

合をふやしていけるように、それによって待機児童

が出ないような取り組みをこれからも取り組んでい

きたいと思っています。

○次呂久成崇委員 第１期の沖縄県子ども・子育て

支援事業支援計画は平成31年度が最後の年になって、

次年度はあわせて第２期も事業を策定していかない

といけない。その中で、国のほうからもこの確保策

については、市町村と連携しながら今の数字もどん

どん見直してくださいというのもありますので、ぜ

ひ市町村と割合も含めて目標と方向性もしっかりと

位置づけて、ぜひ第２期の計画策定に取り組んでい

ただきたいと思います。

次に行きます。保育士等のキャリアアップ研修に

ついてお聞きしたいと思います。この事業予算はど

こになるのか伺いたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 これは子ども・子育て支

援体制整備総合推進事業がございまして、保育士等

の資質向上や人材確保のための研修事業でございま

す。その中でキャリアアップ研修を実施していると

ころです。

○次呂久成崇委員 キャリアアップ研修は平成29年

から実施して各保育園からも受講したいという要望

がかなり多いと聞いています。直接この研修を受け

れば国から保育園に補助金の支給もあって、その配

分が保育園に任されていて保育士の処遇改善につな

がるということでかなり要望の多い事業となってい

ます。私はこれまで一般質問でも取り上げていたの

ですが、やはり離島でもこの研修を実施していただ

きたい。というのも、来るときに定員の制限もある。

離島からの旅費負担もあるというので、平成31年度

は離島でも開催できるか検討していただきたいと思

いますがいかがでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 このキャリアアップ研修

は市町村も実施することができます。現在も那覇市

も実施しておりますし、宮古島市でも既に実施して

おります。来年は石垣市で予定をしております。専

門分野の研修は、どういった内容をやるかは今アン

ケートをとっていると聞いております。県では離島

での研修をスムーズに行うためにも、この研修は指

定校でも実施することはできますので、指定研修機

関が離島で研修する際に要する旅費等もこの事業で

確保する予定です。その予算として平成31年度は

188万円ほどを計上しております。離島の方が那覇に

来て研修を受けるよりは、講師が離島に出向いて行

うほうが保育士の皆さんも含めて時間的、財政的な

ものも含めて効果的ですので、こういったことをど

んどん取り組んでいきたいと思っております。

○次呂久成崇委員 ぜひお願いしたいと思います。

この研修を受講するために、県内では受けられない

ので県外に行って受講する保育園もありますので、

ぜひ離島での開催をお願いしたいと思います。

最後に41ページ、教育委員会でスクール・サポー

ト・スタッフ配置事業の具体的な内容についてお聞

きしたいと思います。

○古堅圭一学校人事課長 スクール・サポート・ス

タッフ配置事業につきましては、教員の負担を軽減

して、児童生徒と向き合う時間をより多く確保して

きめ細かな指導の充実を図るために、公立小中学校
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にスクール・サポート・スタッフ、教員の事務補助

の方々を配置する市町村に対して、国と県が補助金

を交付する補助事業となっております。国庫補助率

が３分の１、県が３分の２となっております。平成

31年度につきましては今年度より2000万円ほど増額

をいたしまして、平成31年度は46校の小中学校にス

タッフを配置する予定になっております。

○次呂久成崇委員 次に、42ページのスクールカウ

ンセラー・スクールソーシャルワーカー等配置事業

について聞きたいのですが、この２つの主な業務に

ついて御説明をお願いしたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 スクールカウンセラーの

主な役割については、児童生徒に対する相談、助言、

それから保護者や教職員に対する相談、校内会議に

参加することと、それから教職員や児童生徒への研

修や講話、ストレスチェックやストレスマネジメン

ト等の予防的な対応、それから事件・事故等の緊急

対応における被害児童生徒の心のケア及びその他児

童生徒のカウンセリング等について、学校長が必要

と認めるときに活用しております。それからスクー

ルソーシャルワーカーの役割については、問題を抱

える児童生徒の置かれた環境への働きかけを行って、

関係機関とのネットワークの構築、連携、調整をし

ております。学校内においても支援体制を構築して

役割を果たしているところでございます。

○次呂久成崇委員 スクールカウンセラーは、児童

生徒、保護者、教員等の悩みに対し助言をするとい

うことですが、内訳みたいなものはありますか。

○宇江城詮義務教育課長 平成29年度でよろしいで

しょうか。平成29年度の児童生徒、保護者、教職員

の相談件数については、児童生徒が２万3816件、教

職員が6968件、保護者が１万8444件、合計が４万

9228件となっております。

○次呂久成崇委員 スクールソーシャルワーカーも、

生徒の置かれた環境の働きかけで市町村と関係機関

が連携するとありますが、これもどこまで入ってい

けるというのか、かかわりを持っていけるのでしょ

うか。

○宇江城詮義務教育課長 スクールソーシャルワー

カーの関係機関とのかかわりについては、児童家庭

福祉の関係機関、保健医療の関係機関と警察等の関

係機関等、あらゆる関係機関と連携して、問題を抱

えた児童生徒に置かれたさまざまな環境に働きかけ

たり、関係機関とのネットワークを活用して多様な

支援方法をとっているところでございます。

○次呂久成崇委員 小・中学生いきいき支援事業の

中でも支援員が多く配置されていて今回増額にも

なっています。支援員とスクールソーシャルワーカー

とスクールカウンセラーとの連携がどうなっている

のか、最後にお聞きしたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 小・中学生いきいき支援

事業については、小中アシスト相談員を配置してお

ります。平成30年度は48人を各教育事務所へ配置し

て、各教育事務所でまた学校へ配置をして、巡回支

援や重大事案等の緊急支援に対応しております。ス

クールカウンセラー、それからスクールソーシャル

ワーカーとも連携して対応しているところでござい

ます。

○狩俣信子委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 予算の聞き取りもありがとうござ

いました。予算の説明資料と予算内訳書によって質

疑をさせていただきます。まずは、予算の説明資料

の中65番、新規で災害時要配慮者支援事業が新年度

に上げられておりますが、新規の事業の内容につい

てお聞かせください。

○金城賢福祉政策課長 災害時要配慮者支援事業に

つきましては、災害時における高齢者や障害者等の

要配慮者に対する迅速かつ適正な支援の確保を図る

ため、一部継続もございますが新規事業として予算

を計上したところでございます。主な内容といたし

ましては、災害福祉支援に関し専門的な知識を要す

る災害福祉支援アドバイザーを市町村に派遣をする

のですが、派遣による避難行動要支援者名簿の作成

です。それから要支援者一人一人について避難経路、

あるいは避難場所等を記載した個別支援計画、さら

に福祉避難所の指定等に関する支援等を行う事業と

しております。それから今回の新規で主な動きのと

ころは、災害派遣福祉チーム―ＤＷＡＴを設置した

いと考えておりまして、福祉避難所における福祉支

援体制の整備、高齢者や障害者等が安全・安心に避

難生活を送れるように支援をするということで、さ

まざまな福祉相談や避難所における生活環境、それ

から適切な移送支援などを行う沖縄県災害派遣福祉

チーム―ＤＷＡＴおきなわを整備したいと考えてお

ります。

○亀濱玲子委員 これは新規ですが、各市町村の連

携はどういう形になっていますか。今聞くと専門家

を市町村に派遣するという説明もありましたが、市

町村との連携をお聞かせください。

○金城賢福祉政策課長 まず市町村の派遣のアドバ

イザー派遣事業におきましては、さきの東日本大震

災等を踏まえて要支援者ごとに名簿をつくることが
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災害対策基本法に定められておりまして、名簿作成

の支援あるいは要支援者とされた方が10万6000名ぐ

らい名簿に登録されていますが、その方々について

災害発生時において避難経路あるいは避難場所、そ

れからどのような方が避難の支援を行うかを記載し

て個別支援計画をつくることとされていますので、

策定支援あるいは福祉避難所の指定、災害時におい

て障害者等が御一緒に避難する福祉避難所の指定等

について、専門のアドバイザーがこういった策定支

援等を行う市町村を毎年４カ所ぐらいを指定してお

ります。それからＤＷＡＴに関しましては、福祉避

難所との連携が重要となりますが、ここは市町村が

指定しますので、今後体制を整備していく中で市町

村と連携をしながらやっていく必要があると考えて

おります。

○亀濱玲子委員 新規なので聞かせていただいたの

ですが、この事業は、意外に市町村はスムーズにいっ

ていないです。個人情報のことなどもあって、地域

でどのような支援体制を構築するかは意外に難しい

ようで、計画にもし専門家がかかわることができた

ら力を入れていただきたいと思います。

続いて73番、被虐待児等地域養育支援・連携体制

構築事業は去年と同じような予算額ですが、取り組

み内容についてお聞かせください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 この事業につ

きましては、ケアを必要とする被虐待児の子供たち

を預かっていただいている里親家庭の支援を行うこ

とを目的としています。施設につきましては専門職

が置かれておりますが、里親の場合は専門的な知識

がどうしても必要になる場合がございます。それに

対しまして、県で、県内の児童養護施設、それから

里親会へ心理療法士、それから療育支援コーディネー

ターを配置しまして、また必要に応じて専門の医師

を派遣して里親からの相談を受けたり、援助や指導

を行う形で実施しておりまして、次年度は今年度と

ほぼ同様の4623万9000円を予定しているところでご

ざいます。

○亀濱玲子委員 年間にどれぐらいの対応実績があ

りますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 直近で申しま

すと、平成29年度は51名の児童を支援しているとこ

ろでございます。平成30年度の実績はまだ出ており

ませんが、実は平成30年度からこの事業を拡充して

おりまして、これまで児童養護施設４カ所での実施

だったものです。里親会にも新しく事業をお願いし

ておりまして、里親会には離島や県北部のエリアを

カバーしていただいていますので、平成30年度はま

たさらに実績が上がることを期待しております。

○亀濱玲子委員 次に質疑する新規の事業は、前に

も次呂久委員や新垣委員が質疑していますが、社会

的養護児童自立支援事業にとても期待しています。

今までは児童施設を出た子が誰に見てもらうのか、

誰がサポートするのか、誰が寄り添うのかというこ

とがなかなかできていない。それはみんな、その職

員がいいよ、来ていいよ、なので見てあげる。だが、

そうではない状態があって、制度として仕組みとし

てどうつくるのかと思っていたのが今度の新規で出

ているので、これはとても注目される事業だと思う

のです。先ほど聞いたものと一緒でですね。なので、

この事業の内容は先ほど説明していましたが、18歳

で施設を出て、あるいは里親のところを出て、皆さ

んは何歳ぐらいまでサポートしていくと計画されて

いるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず施設等に

つきましては、確かに18歳で支援は終了いたします。

この事業は支援が終わった後、自立の支援を行うた

めの事業でして、基本的な事業としましては、民間

へ委託はしますが、こちらに支援コーディネーター、

それから生活支援のための相談員、就労相談のため

の相談員の３名程度を配置します。支援コーディネー

ターにつきましては、22歳までの期間を対象としま

して、いわゆる措置終了後の個別の支援計画をコー

ディネーターが作成をしまして、それで実際の支援

状況、生活状況の把握を行い、随時計画を見直しな

がら関係機関とも調整をしながら適切な支援を行っ

ていく。生活相談と就労相談につきましては特に年

齢制限は設けずに、例えば住居に関する相談、就労、

雇用に関する相談があれば随時受け付ける体制でご

ざいます。

○亀濱玲子委員 今、就労と生活の相談は随時受け

付けるとおっしゃいましたが、これは委託ですから

各41市町村はどのようにフォローができるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 基本的には施

設を退所した者、それから里親宅を解除した者とい

うことで、例えば平成30年３月であれば31名おりま

す。ばらばらというよりも、それぞれ児童相談所が

措置して措置を終えた者ですから、具体的な誰々が

そのような状態にあるかは把握できる状況にござい

ますので、全市町村に展開するのではなく、情報を

得た上で退所者の個別具体的な支援を行っていく仕

組みを考えております。

○亀濱玲子委員 この前の養護施設を出た子が戻っ
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てきて職員を刺し殺す事件もありましたが、誰かが

寄り添って誰かがサポートしなかったら18歳で出た

らもう一人前だ、自立していけというのは難しいの

ですよね。なので、きめ細かに本当に一人も取り残

さないためにはこの事業を十分に生かして活用して

いただきたいと思います。

続いて91番、これも新規です。約1000万円を上げ

ております。ずっと問題になっておりましたが、福

島からの被災者生活再建支援事業として新たに取り

組むようですので、これの内容もお聞かせください。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 本県では福島

県の避難指示区域外からの避難者に対し、福島県が

実施する家賃補助に月額１万円を加えた家賃補助を

現在実施しております。この家賃補助が今年度限り

で終了することに伴い、避難者の経済的負担の激変

緩和のため、新たに生活再建支援金として予算を計

上しております。

具体的な内容といたしましては、約80世帯を対象

といたしまして１世帯につき初年度は年額12万円を、

２年目は年額６万円を支給するよう所要の予算を計

上しております。

○亀濱玲子委員 せっかくいい事業をするので見守

りたいと思います。皆さんは抱えている課題をどの

ように受けとめていますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 平成29年度に

戸別訪問をいたしております。その際に聞き取った

具体的な内容といたしましては、放射線への不安が

一番多かったです。それ以外は今の仕事を続けたい、

あるいは子供の学校の進学のことが不安な材料とし

て述べられている状況でした。

○亀濱玲子委員 そうなのです。私たちのところに

も、このように本当に大変なのですと来られます。

この方たちは戻ることは恐らく考えていないので激

変緩和の立ち上げはとても感謝しますが、継続した

課題であるという認識で、今から来年度は半額にす

るとはおっしゃらないで、今はまずことしやってみ

て、その後も見て続けていく姿勢が大事だと思うの

で、ぜひ検討していただきたいと思いますがいかが

でしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 福島から２万

円、沖縄から１万円の家賃補助が今年度で終了する

ということで、県としましては大変大きな負担を避

難されている方が負うことになってしまうと。そう

いった意味でまずは、今年度と来年度の２カ年は急

激な負担がなるべく生じないように、段階的に減額

できるように初年度は12万円、２年目は６万円とい

うことで今は考えているところであります。ただ、

それで終わりではなくて、今後の支援のあり方につ

いては、経済的支援もそうですが、個々の生活状況

に応じて福祉制度などの活用による支援にもつなが

るように把握に努めてまいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 これは国、あるいは福島県のこと

も問わないといけないわけですが、受け入れる沖縄

県にはこの事業を立ち上げもらってありがたいと思

います。これは継続する課題だと思いますが、部長

の認識をお聞かせください。

○大城玲子子ども生活福祉部長 ただいま課長から

も答弁を申し上げましたところですが、福島県から

の支援につきましては福島県の支援にプラスして県

で補助をしていた経緯もございます。同じようにほ

かの県もやっておりましたが、福島県と同時に終了

すると聞いております。沖縄県だけだと思いますが、

今回、激変緩和ということで立ち上げた事業でござ

いますので、沖縄県としましては沖縄県に長くいらっ

しゃる方々に対しましては必要な福祉につなげるこ

とが重要だと思いますので、この事業を通してどの

ような課題が出てくるかまた検討したいと思います。

○亀濱玲子委員 部長、沖縄が受け入れて、本当に

いいところなので住み続けたいと思っているので、

相談支援事業の充実、相談を受けていく窓口を開い

てもらって、課題を継続して見守っていただきたい

と思います。

続きます。予算内訳書の121ページにあります高次

脳機能障害の事業について御説明をお願いいたしま

す。

○大城行雄障害福祉課長 高次脳機能障害について

は、県では平成19年度より高次脳機能障害者に対す

る専門的な相談支援、普及啓発事業及び研修等を行

うため地域生活支援事業を実施しております。具体

的には、平安病院及び沖縄リハビリテーションセン

ター病院を支援拠点機関として業務委託により同事

業を実施しております。

○亀濱玲子委員 なかなか理解の得られない高次脳

機能障害は症状もさまざまなので、地域の中で親御

さんも本人もとても苦しみます。これについて10年

たったのですから、10年の実績から次を見据えない

といけないと思います。市町村の窓口との連携はど

うなっていますか。お聞かせください。

○大城行雄障害福祉課長 市町村との窓口の連携に

ついては、市町村においては障害者の高次脳機能だ

けではなくて、その他障害全般の相談支援について、

いわゆるよろず相談という形で既往相談を実施して
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おります。高次脳機能障害のある方についても市町

村の窓口等で相談はできると考えております。

○亀濱玲子委員 この事業は恐らく保健医療部と子

ども生活福祉部と両方の連携がないとうまくいかな

いと思います。病院や保健所、あるいは自治体の福

祉ですので、北部病院、八重山病院、宮古病院にせっ

かく10年間スキルを身につけた専門家がいるのです

から、そこに派遣してその受け皿をつくる。まずは

この病院で受け皿をつくる作業はいかがでしょうか。

○大城行雄障害福祉課長 子ども生活福祉部サイド

としては、支援拠点機関として２カ所を指定しまし

て普及啓発等の研修を実施して、自治体職員、医療

機関、福祉事業者に対して、そういう支援のスキル

向上を図っていきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 とても地味なあれではあるのです

が、高次脳機能障害のハンドブックが270冊しか印刷

されていないわけですから、補正を組んででも、関

係機関、医療機関、福祉機関にも置けるように、相

談窓口がどこにあるかがわかるようにしていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○大城行雄障害福祉課長 今現在、２カ所の支援医

療機関で研修や家族会の方に270部お配りしています

が、委員から御提言があったことについては、両支

援拠点機関とも調整して冊子の部数については検討

していきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 福祉と医療の連携でこの方たちを

サポートしていただきたいと思いますので、ぜひハ

ンドブックの増刷をお願いいたします。

続いて、教育行政の予算について伺いますが、

250番、新規の義務教育未修了者（戦中戦後混乱期）

学習支援事業の内容についてお聞かせください。

○宇江城詮義務教育課長 義務教育未修了者（戦中

戦後混乱期）学習支援事業についての事業概要とし

ましては、戦中戦後の混乱のために義務教育を修了

できなかった者で学習支援を希望する者に対し、学

習機会の提供を行う事業でございます。平成29年度

で戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者の支

援事業は終了しましたが、前年度途中に義務教育未

修了者を対象に学習支援を行う民間の事業者の補助

事業として立ち上げを行ったものでございます。

○亀濱玲子委員 本島でされている民間１カ所への

委託になりますか。

○宇江城詮義務教育課長 平成30年度に義務教育未

修了者（戦中戦後混乱期）学習支援事業を立ち上げ

ましたが、事業対象者の学習支援を行う事業者の公

募を行いました。過去に学習支援の実績のある事業

者等を本事業の対象として幾つかの事業者に事業開

始を呼びかけ、現在対象者のいる那覇市の１事業所

のみで学習支援を行っているところでございます。

また、平成31年度も引き続き学習支援を行う事業者

の公募を行う予定であります。

○亀濱玲子委員 対象者は恐らく那覇市にだけいる

わけではないと思うのですが、小さくても圏域でそ

れを広げることを検討してみるのはいかがですか。

○宇江城詮義務教育課長 そのことにつきましては、

夜間中学の設置検討委員会において、今、検討を行っ

ているところでございますので、今年度は調査を実

施してどれだけの対象者のニーズがあるかを踏まえ

て検討を行っていくところでございます。

○亀濱玲子委員 続けて聞こうと思っていたことを

答えていただいたので、いわゆる夜間中学の検討委

員会で今取り組んでいるということですが、調査と

次の事業に展開する見通しをお聞かせください。

○宇江城詮義務教育課長 今年度に調査を行ったば

かりですので、これを踏まえてこれから検討委員会

の中で行って、また見通しについても計画を立てて

いきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 年齢の枠を広げた取り組みで、中

学校の勉強が必要な方々への対応を急いで形にして

いただきたいと思います。

最後に子供医療予算の121ページ、あるいは教育予

算では147ページでしょうか。医療的ケア児の学校で

の対応についてどうなっているかお聞かせください。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 医療

的ケア児の対応について、普通学校を含めてどのよ

うな形で対応しているかをお答えさせていただきま

す。平成31年度予算の内訳をごらんになっていただ

けたと思います。医療的ケア児の対応については、

特別支援学校における医療的ケア体制整備事業とし

て予算化していることは御理解いただけたと思いま

す。普通学校で学ぶ子供たちへの医療的ケアに関し

ましては、看護師配置などを各市町村単位での予算

措置となっております。平成29年度からは国の教育

支援体制整備事業―これはインクルーシブ教育シス

テム推進事業と申しますが、その事業において医療

的ケアのための看護師配置として各市町村もその対

象となっており、３分の１の補助があります。県教

育委員会としましては、今後とも市町村に対しまし

て国からの予算措置に関する情報提供を行うととも

に、全国都道府県教育長協議会を通して看護師の定

数措置に向けて国に要望を続けているところでござ

います。
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○亀濱玲子委員 この特別支援学校、あるいは普通

学校で対応している生徒、児童数は何名ぐらいです

か。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 今現

在、普通学校において医療的ケアを受けている子供

たちは、いわゆる実績の形になりますが、平成29年

度５月１日現在で医療的ケアを必要としている児童

生徒数は小学校８校、中学校１校で11名となってお

ります。看護師が５校に６名配置されております。

小中学校における医療的ケアが必要な児童生徒につ

いては、実施主体である市町村において、児童生徒

の状態に応じて学習環境を整えているところです。

また、あわせて特別支援学校でも医療的ケアの体制

整備が整っておりますので、そこで培われたノウハ

ウやいろいろな情報等についても各市町村に情報提

供を行っております。

○亀濱玲子委員 希望する児童生徒には十分対応で

きている状況ですか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 医療

的ケアを必要とするお子さんはそれぞれ状態が違い

ますので、主治医とも相談をしながらどの程度のケ

アが必要なのか、学校の中でそれが必要なのか、ど

の程度でとどめられるのか等々が個々によって違い

ますので、そのニーズに応じてどう対応していけば

よいのかしっかり話し合いを持ちながら進めていく

ことが基本となっております。

○亀濱玲子委員 看護師等の充足率はどうでしょう

か。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 まず、

特別支援学校におきましては、今現在、児童生徒が

実質79名の子供たちが対象となり、看護師も30名配

置してケアに当たっております。これも一人一人の

ニーズに応じてこのように予算を獲得して実績を上

げております。迎える平成31年度に向けても今現在、

看護師は30名から34名の配置を予定しております。

４月から申請が始まりますので実際の子供の数はこ

れから確定されるのですが、今のところ80名を超え

る規模で想定をしているところです。

○亀濱玲子委員 現状は、数では看護師は全て100％

充足されているのですか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 県立

特別支援学校においてはそのとおりだと思います。

○亀濱玲子委員 最後に教育長に伺いたいのですが、

これまでも医療的ケア児を受け入れる環境を広げて

ほしいと私はこれまでも希望してきましたが、要綱

を少し変えて受け入れる幅が広がったと思うのです

が、今現在抱えている医療的ケア児の課題はどのよ

うに受けとめているのか。これからの見通し、この

ようにやりたいというものがもしあるようでしたら

お聞かせください。

○平敷昭人教育長 医療的ケアの対象拡大や体制充

実という趣旨でございますが、これまでも医療的ケ

アの範囲については慎重に検討を重ねてまいりまし

た。平成29年度に特別支援学校における医療的ケア

実施要綱の一部改正を行いまして、医療的な生活援

助行為の項目の中に酸素管理、人工呼吸器の作動状

況の確認、また緊急時の連絡等々を含むこととして

改正をしております。ただし、学校において医療的

ケアの判断が難しいケア内容に関しては、全て特別

支援学校医療的ケア運営委員会がありますが、そこ

で学校からの個別の照会を受けまして検討、対応を

行うことになっております。小中学校においても、

医療と連携した体制整備と個々の児童生徒の状態に

応じた対応が求められてまいりますし必要だと考え

ておりますので、今後とも特別支援学校であったり、

市町村教育委員会に対しても医療的ケアの体制整備

の情報提供や助言も行ってまいりますが、今後の対

象範囲については引き続き個別の状況も見ながら、

あとはそれが学校で可能であるのかどうかを医学的

な専門家のアドバイスも受けながら慎重にしっかり

対応できるようにやってまいりたいと思います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

○狩俣信子委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 まず教育委員会からお聞きします

が、認定こども園の無償化に関しては、子ども生活

福祉部とも交互に質疑をしたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。まず、教育委員会の１番

目、予算の積算内訳書の84ページ、幼児教育連携体

制推進事業についてお聞きしたいと思います。今回、

沖縄型幼児教育という言葉を探しているとなかなか

見つからずにここに行き着いているのですが、その

事業の内容と目的と期待される効果について伺いた

いと思います。

○宇江城詮義務教育課長 幼児教育連携体制推進事

業については、目的はこれまでの事業と同じではあ

りますが、小学校教育と幼児教育の円滑な接続を目

的としております。それと市町村における幼児教育

政策プログラムの策定の推進、教育委員会と福祉部

局の連携体制の構築を目的としております。内容に

ついては、幼小接続アドバイザーを市町村に配置し

て市町村保育主管課と教育委員会をつなぐ役割を指

導することになっております。市町村の幼児教育政
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策プログラムの策定等の指導助言も行うことになっ

ています。その中で期待される効果としましては、

教育委員会と福祉部局の連携体制の構築、幼児教育

の質の向上、小学校教育と幼児教育の円滑な接続の

効果を期待しております。

○比嘉京子委員 幼児教育に関する施策の具体的な

内容といいますか、ことしはどのように考えている

のか。

○宇江城詮義務教育課長 幼児教育に関する施策に

ついては、県における幼児教育に関する黄金っ子応

援プランにおいて打ち出しているとおり、幼児教育

の質の向上、まず研修の充実を法定研修、県幼児教

育合同研修会等で行う予定でございます。これまで

もお話ししていましたが、３年保育の推進と本務率

の向上についても進めていこうと今行っております。

幼児教育と小学校教育の円滑な接続については、連

絡協議会や合同研修会を開催して推進していこうと

考えております。

○比嘉京子委員 幼児教育の各市町村における政策

プログラムは、かつての事業にもあったと思うので

すが、実施状況はどのようになっていますか。設置

状況でもいいのですが。

○宇江城詮義務教育課長 現在の状況は41市町村の

中で20ということで、半分弱になっております。

○比嘉京子委員 この事業においてそれをさらに

行っていくわけですが、されていないところを対象

にする事業なのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 主にアドバイザーの配置

については、これまで前の事業でコーディネーター

を配置して推進してまいりましたが、市町村でまた

コーディネーターをアドバイザーの役割に変えたり、

いろいろな形で独自で取り組んでいるところもあり

ます。それも含めて可能であれば、今、幼児教育の

政策プログラムが作成されていないところを主に対

象にしてやっていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 今年度の計画と今後の計画につい

てお願いします。

○宇江城詮義務教育課長 この推進事業については、

平成31年度から平成33年度の３年間の実施を計画し

ております。市町村幼児教育政策プログラムの策定

率100％を目標にして、３年間で残り21市町村に対し

ての支援を実現することを目指してまいります。

○比嘉京子委員 それに対して県の教育委員会にお

ける担当者は、どのような位置づけで、どれだけの

人数がいるのですか。

○宇江城詮義務教育課長 県においては、幼稚園の

担当は、教育庁義務教育課に２人位置づけておりま

す。

○比嘉京子委員 この２人はどこに属しているので

すか。詳しくお願いします。

○宇江城詮義務教育課長 教育庁の義務教育課指導

班に２人配置しております。

○比嘉京子委員 指導班には何名いて、どのような

役割になっているのですか。

○宇江城詮義務教育課長 指導班については、班長

が１人、主任が１人、あと残りが指導主事というこ

とで、７名の配置のうち２名が幼稚園担当になって

おります。

○比嘉京子委員 ２名で41市町村の指導助言等にも

当たる実態については、非常に脆弱だという感想を

持っています。

次に行きます。黄金っ子プランについては時間が

あれば少しやりたいと思います。２番目に、公立幼

稚園から認定こども園の移行について伺いたいと思

います。子育て支援課に伺いたいのですが、公立の

幼稚園から認定こども園化が進んでいるわけですが、

国の考え方として、認定こども園化をしている背景、

意義はどういうところにあるのですか。

○久貝仁子育て支援課長 認定こども園は保護者の

就労の有無にかかわらず利用することができます。

また、過疎地域においても幼稚園、保育所を単独で

設置することが困難な場合でも集団保育ができるメ

リットがございます。これらは、例えば幼稚園等で

給食の提供ができないか、土曜日や夏休み等の長期

休暇についても開所ができないか、こういった利用

者のニーズを踏まえて、各市町村においても地域の

実情を踏まえて取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○比嘉京子委員 ニーズと対応と、もっとないので

すか。

○久貝仁子育て支援課長 ニーズは先ほど答弁した

とおり、午前中だけの預かりではなくて、給食の提

供や土曜日等の開所等の保護者側のニーズも含めて

認定こども園の移行はふえている理由の一つになる

かと思います。先ほど言ったように、保護者の就労

有無にかかわらないことと、過疎地域においても幼

稚園、保育所も単独で設置することが困難な場合で

も集団保育ができるメリットもございます。現在、

公立幼稚園から認定こども園については37園、施設

ができています。保育定員も3323名となっておりま

す。このニーズは大変多くて、直近３年では、平成28年

度は９園で定員数が775名でした。平成29年度は５園
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で定員が500名、平成30年度は23園になっています。

定員も2048名ということで、ニーズは大変多いと思

います。

○比嘉京子委員 今おっしゃっていただいたのです

が、国の狙いの大きなものに待機児童解消があった

と思うのです。いわゆる３歳児から５歳児―本土で

いうと、私立の幼稚園に待機児童解消のために０歳

児から２歳児を入れられないかが大きな一つの狙い

にあったと思うのです。今はもう37園が公立からなっ

たというお話がありました。では、移行状況までお

話しくださっているので義務教育課にお聞きしたい

と思います。公立幼稚園から認定こども園になった

ときの幼児教育の所管はどこになるのですか。

○宇江城詮義務教育課長 公立幼稚園は教育庁の義

務教育課になります。私立幼稚園、認定こども園と

保育所は子ども生活福祉部子育て支援課において所

管しております。

○比嘉京子委員 冒頭で１番目に質疑した幼小連携

ということでこの事業があるわけですが、所管が公

立幼稚園から認定こども園化されると、いわゆる子

ども生活福祉部に移るわけですよね。そのときの幼

児教育の指導はどうなるのですか。教育長に伺いま

す。

○宇江城詮義務教育課長 公立幼稚園から認定こど

も園に移行した場合でも、教育庁と福祉部局が連携

をして、質の高い幼児教育・保育を提供する観点か

ら法定研修や園長等運営連絡協議会等において研修

会を連携して実施することになっております。

○比嘉京子委員 所管は移ったが、幼児教育の指導

権限は教育委員会にあるという理解でいいわけです

よね。

○宇江城詮義務教育課長 公立幼稚園から認定こど

も園に移行した場合、その所管は、県においては教

育庁から福祉部局へ移管となります。しかし研修に

おいては一緒に連携をして実施していくことになっ

ております。

○比嘉京子委員 先ほどの私の質疑は、指導権限は

どこにあるのですかと聞いているのです。

○久貝仁子育て支援課長 子ども生活福祉部におい

ては、認定こども園、保育所も含めて幼児教育を所

管しております。公立幼稚園が認定こども園に移行

しても、これまでと変わらずに職員の資質向上が図

られるよう、県教育委員会と共催で法定研修を実施

しておりますし、認定こども園からの受講生もこの

研修の中で受け入れています。先ほどキャリアアッ

プ研修等もございましたが、その中においても専門

分野において、主に３歳以上の保育内容、いわゆる

幼児教育についても専門分野の一つとしてカリキュ

ラムを組んで我がほうで研修をしております。県教

育委員会と連携をしておりますが、さらに今年度は

保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園における

指導計画作成の手引きを作成しました。こういった

形で県教育委員会と連携しながら幼児教育の推進を

進めているところでございます。

○比嘉京子委員 権限がどこにあるかという答えに

なっていないと思うのですがわかりました。今、両

部署からの答弁をいただいたのですが、非常に危う

さを感じています。どこに権限があるのかがわから

ない。それでいてお互いにお互いを認め合うといい

ますか、それはいいことだと思うのです。しかし、

幼児教育は重要だと。前回も、どのように重要です

かということまで聞きました。ですが今のように人

数は２人、権限は移ったがお互いにやっていますと。

では、市町村の教育と福祉、例えば子ども課なりの

保育が一緒になっているところは何カ所ありますか。

○宇江城詮義務教育課長 福祉部局にあるのが６市

町になります。教育委員会にあるのが３村になって、

残りが両方にあります。

○比嘉京子委員 41から９を引いたら32ということ

でいいのですか。いわゆる32市町村は教育と福祉が

一緒になっています。沖縄県はどうなさるのですか。

今のままでいいのですか。

○平敷昭人教育長 委員から、幼児教育の体制につ

いていろいろ充実するべきではないかという趣旨で

御質疑をいただいていると思います。ニーズを踏ま

えて幼稚園からこども園に移行している状況がある

中で、指導はどこがやるべきかということです。委

員からは、幼児教育と保育を統合する観点の御質疑

をいただいておりますが、どの就学前の施設におい

ても、子供たちに質の高い幼児教育・保育を提供す

るために職員の資質向上、教育の資質向上を図る観

点で幼稚園教育要領がございます。ゼロ歳からの話

ではないのですが、３年保育を前提として、そうい

う観点ではどうしても教育委員会がいろいろな研修

会等をやっているわけです。そこに私立の幼稚園、

また保育園の先生方も一緒に参加してもらって、そ

の中で資質の向上、維持のための研修会等も担って

いるわけです。

教育要領の観点では、教育委員会がある程度リー

ドしながら、子ども生活福祉部と連携してしっかり

やっていくのが大切だと考えておりますので、体制

の充実、また定数確保も全体の行政ニーズの中でな



－183－

かなか厳しいところはあるのですが、充実も含めて

引き続き頑張ってまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 先ほど権限という言葉に皆さんが

答えられなかったのですよね。どちらに責任の所在

があるかが見えない幼児教育がずっと続いているわ

けです。そのことをしっかりとここで見直すと。そ

して２人では到底、質の担保はできないです。なぜ

かというと、41市町村を指導して回るわけですから。

アクションプランも半分しかできていないです。こ

れは何かというと、やはりマンパワー不足です。そ

ういうことで人選において重要だという議論にはな

らないと思うのです。ですから、ことしは来年に向

けて組織のあり方をぜひ考えてほしいと思うのです

が、お二人の部局長はいかがですか。

○平敷昭人教育長 代表して答えているつもりです

が、組織体制の充実のあり方については引き続きしっ

かり検討してまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 期待しております。

次に無償化についてお聞きしたいと思います。幼

児教育の無償化については教育委員会に。無償化の

目的は何でしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 幼児教育は生涯にわたる

人格形成や教育の基礎を培う重要なものです。幼児

教育、保育の無償化は、多くの子供の育ちによい影

響を与えるとともに、子育て家庭への負担軽減につ

ながるものと考えております。このような観点から

国においても、幼児教育の重要性、子育て家庭の負

担軽減につなげるために、今回の幼児教育無償化に

取り組んでいると考えております。

○比嘉京子委員 両部署に聞きたいのですが、無償

化によって起こる課題や懸念はどういうところにあ

りますか。

○久貝仁子育て支援課長 幼児教育の無償化に伴っ

て、やはり保護者の負担が軽減されることで、潜在

需要の掘り起こし等による保育ニーズが高まってい

くと想定しております。

○比嘉京子委員 今の子供の年齢からしてどれぐら

いの想定が考えられているのですか。

○久貝仁子育て支援課長 無償化に伴う対象人数は

あらあらの試算をしたところ、認可保育所に限れば

４万6000人のうち２万8000人が無償化の対象になる

と考えております。

○比嘉京子委員 それに伴って保育士はどれぐらい

ふやさないといけないのですか。

○久貝仁子育て支援課長 この２万8000人は、既に

利用している子供たちが、保育園料の無償化という

ことで、特に今後、ニーズがふえて保育士の確保が

出てくるかもしれませんが、現時点で利用している

方への無償化に伴って、すぐに保育士がこれだけふ

えるということではないと思います。

○比嘉京子委員 確認ですが、保育ニーズは４万人

のうち２万8000人はどういう内容でしたか。

○久貝仁子育て支援課長 無償化の対象という形で

先ほどは答えたのです。

○狩俣信子委員長 もう一度、答弁をいただけます

か。

○久貝仁子育て支援課長 県は昨年度、計画の見直

しを行って、平成31年度末までの待機児童の解消に

取り組んできたわけですが、今般の無償化に伴って、

先ほど答弁したように、潜在的需要の掘り起こしが

出てくるだろうと思っております。これについては、

平成32年度を始期とする第２期市町村子ども・子育

て支援事業計画の策定に当たりますので、今年度は

幼児教育・保育の無償化の影響を含めた利用規模調

査等を実施しているところです。こういった計画の

策定を踏まえながら、無償化によって増加が見込ま

れる保育ニーズに対応していきたいと考えておりま

す。

○比嘉京子委員 ことし起ころうとしていることに

次年度で検討するのはどうなのかなと思うのですが、

悠長でよろしいのでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 無償化に伴う県の対応だ

と受けとめておりますが、これとはずれるかもしれ

ませんが、平成31年度は、無償化に対応するために、

市町村のシステムの改修費や事務費等に充てるため

に９億3000万円の予算を計上して、スムーズな対応

ができるように考えているところでございます。

○比嘉京子委員 では、保育士がさらにどれだけ必

要になるかも出していないという理解でよろしいの

ですか。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど答弁したように、

第２期の事業計画の中でニーズ調査をしております。

どれだけの定員の確保が必要になるか、それに伴っ

て保育士がどれだけ必要になるかは、引き続き市町

村と連携して検討していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 教育委員会にお聞きします。

３歳児から５歳児を対象にすると、ニーズはどれ

ぐらいあるのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 ３歳児から５歳児に限っ

て幼児教育、保育無償化により新たな公立幼稚園へ

の入園希望者については、見込める最大数は約3400人

と見ております。
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○比嘉京子委員 今、国が打ち出している無償化の

財源について説明をいただけますか。

○宇江城詮義務教育課長 子ども・子育て支援新制

度説明会―都道府県等説明会において、国で説明が

ありましたが、消費税増収分の財源で市町村が負担

することになっております。

○比嘉京子委員 これは公立の場合ですよね。それ

は10分の10、財源を交付税等でやるからそれから出

しなさいという考え方なのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 おっしゃるとおりでござ

います。

○比嘉京子委員 無償化によって想定される課題、

どういう問題点が挙がるのか、教育委員会にお聞き

します。

○宇江城詮義務教育課長 無償化によって公立幼稚

園の入園希望者の大幅な増加が見込まれております。

そのときにまた市町村においては公立幼稚園の受け

皿の確保、それに伴って保育士や教員の確保等の課

題が挙げられると思います。

○比嘉京子委員 人数がふえるわけですよね。そう

すると、おのずと質の問題に来るわけです。もちろ

んハード面もソフト面もあるが、どうやって質を担

保していきながら拡大していくのかと。私は国の問

題だと非常に思っているのです。いわゆる認定こど

も園のときにも、今ある幼稚園の中に０歳児から２歳

児を入れることによって待機児童の解消ができるの

ではないかと言って、３年ほど前から３年間で、先

ほどおっしゃったように37カ園ふえたわけです。そ

うすると今度は、それが終わるかどうかの見通しも

ない中で、今度は無償化と言うのです。そうすると、

また待機児童が解消されずに、また倍増していくわ

けです。こういうことに対して皆さんは国に対して

どう考えているのですか。特に保育の人。両方から

お願いします。こんな政策の打ち方、しかも消費税

を上げるときの前段としてこれをやるわけです。

○平敷昭人教育長 無償化は10月からと決まってお

ります。先ほど義務教育課長から公立幼稚園の入園

希望者の大幅な増加が見込まれると答弁いたしまし

たが、またいろいろな識者の意見がございまして、

無償化されることによって、お母さん方が家庭にい

た子供たちを預けられるのでまた仕事をやろうかと

いう動きもあるかもしれないという話もあって、場

合によっては、幼稚園のニーズが高まるかもしれま

せんが、こども園というか、保育園のニーズが高ま

るかもしれないという話もあるようです。そのニー

ズはあるのですが、いずれにしましても受け皿、施

設面や教員確保の話になりますが、先ほど委員から

ありました質の確保をどうするかということです。

私どもは常々、市町村教育長、教育委員の研修会等

でも申し上げているのは、本務率の向上です。財源

措置、交付税措置もなされている実情も踏まえて、

本務率の向上にも努めていただきたいとお話もさせ

ていただいていますが、市町村においては厳しい財

政状況の中で、そう簡単ではないという意見もいた

だいています。これについてはぜひ頑張っていただ

きたいということでお願いして促しているところで

ございます。

○比嘉京子委員 無償化の問題は終わりますが、私

は見通しが非常に甘いのではないかと。もっとしっ

かりと対策を練っていかないと大きな混乱を招くの

ではないかと懸念しています。よろしくお願いしま

す。

最後に、性暴力についてのみ質疑したいと思いま

す。主な事業の概要の97番目、具体的な事業内容と

職種と人員について伺っていきたいと思います。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 事業概要は、平

成27年２月に開設しました性暴力被害者ワンストッ

プ支援センターについて、24時間365日支援を行う病

院拠点型センターの運営及び相談員、医療関係者研

修の実施、それから性暴力・性犯罪防止広報啓発を

行うことによりまして、性暴力被害者への支援の充

実を図ってまいります。また、配偶者等からの暴力

を防止するための取り組みを推進するため、ＤＶ加

害者に対し、ＤＶ再発防止を働きかけるとともに、

加害者にも被害者にもならないための未然防止教育

及び広報啓発を実施する事業となっております。性

暴力被害者支援センターにおける人員の配置は、相

談員につきましては、研修などの人材育成を図って、

現在38名を確保しているところでございます。供用

開始後に円滑に運営が行われるよう勤務体制を充実

して対応していこうと考えてございます。それから

相談員の職種につきましては、保健師等有資格者を

基本にしており、現在、保健師、助産師、看護師、

社会福祉士、精神保健福祉士のほか、産業カウンセ

ラーや相談員経験者も採用しております。

○比嘉京子委員 なお、課題等がありましたら伺い

たいと思います。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 性暴力被害者ワ

ンストップ支援センターの移行に向けて、支援を適

切に行うために、被害に遭われた方の心情や適切な

対応等について理解を深める必要がありますので、

医療支援及び相談支援体制の充実を図るため、医療
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関係者や相談支援員等を対象とした研修会を開催し

て充実させる必要があります。

○比嘉京子委員 米軍等の犯罪等もあるので、弁護

士等の法律的な専門家の配置はないのでしょうか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 ４名の女性弁護

士に法律相談の委託をして、法律相談の支援もでき

るようにしております。

○比嘉京子委員 非常に具体的に姿が見えてきたの

でありがたいと思います。何しろたらい回しに遭わ

ない、ワンストップでできるという、４年越しにス

タートラインに立てるのは非常に感慨深く感じてい

ます。それから相談経験者、相談員をやっている方

々に聞くと、初期対応が非常に大事だと。そのとき

にいろいろな振り分けができる、バックグラウンド

が必要だとおっしゃっておりました。できたことは

非常に喜ばしいことと同時に、今後はニーズによっ

てその中身を充実させていくことをぜひともお願い

したいと思っております。ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 当初予算の説明資料を主に使って

いきたいと思います。

ひとり親家庭生活支援モデル事業、いわゆるうる

ま市にありますマザーズスクエアうるはし、あるい

はゆいはぁと事業だと思いますが、その支援対象者

の条件等は変わりはないでしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 平成30年度、

平成31年度に引き続き支援対象者の条件、支援機関

につきましての変更はございません。

○平良昭一委員 支援期間はたしか１年ですよね。

それ以外の例外的なものもありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 支援期間は原

則１年としておりますが、個々の家庭の状況、自立

が厳しい状況がございましたら、最大プラス１年、

合計２年間まで支援を受ける仕組みとしております。

○平良昭一委員 実施するための附帯事業やパソコ

ン教室などいろいろな支援事業があるはずですが、

どういうものがありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 現在実施して

おります附帯事業は、まず１つ目、子供に対する学

習支援、２つ目、支援世帯間の交流を促進するため

の親子交流事業、３つ目、子供の一時預かり、子育

て等に関する講演会などを行います子育てサポート

事業、４つ目、生活物品の貸与事業、５つ目、就労

のための講習やセミナー等を行う技術力向上支援事

業、６つ目、子どもの生活習慣等支援事業を実施し

ております。

○平良昭一委員 非常にやりがいがあって職員の皆

さんも頑張っているような状況があります。ただ一

つ、うるま市は市単独でやっている状況であります

が、南部、中部、北部、かなり広域なので非常に大

変ということで何度も相談を受けているのですが、

今後、この事業を広げていくのは、これまでのかな

り厳しい状況に変わりはございませんか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 ゆいはぁと事

業につきましては、平成24年度から行っていますが、

平成28年11月に北部と中部に新しい拠点を設けたと

ころでございます。県では主に町村部を対象とした

支援を行っている関係もありまして、今、委員から

お話がありましたうるま市、宜野湾市、糸満市、石

垣市でも類似の事業を実施していただいているとこ

ろであります。県としましては、特に市部で未実施

の市、特に母子生活支援施設が設置されていない市

―名護市、南城市、豊見城市、宮古島市に類似の事

業の実施の働きかけを行っているところでございま

して、それらのエリアでも実施して、できるだけ広

い範囲をカバーができるようにしたいと考えており

ます。

○平良昭一委員 できるだけ広い範囲の方々が対象

になっていただきたいなと思っています。それと昨

年も同じようなことを言いましたが、アパートを見

つけるのにかなり苦労している状況があって、市町

村の窓口、あるいは地元の不動産業者の方々との連

携をとるべきだとの指摘がありました。それに関し

てどういう対応をなされてきましたか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 ゆいはぁと事

業の場合は、支援を受ける対象となる家庭の状況や

ニーズを踏まえて、それに適したアパートの場所を

探しているところでございます。基本的には今おっ

しゃったとおり、民間不動産会社を通してアパート

を探しているわけですが、ゆいはぁと事業の実績も

上がってきていることもありまして、それに加えて

町村役場、地域のネットワークづくりの中で、場合

によっては個人経営のアパートを紹介していただい

たり、町村の福祉担当者と物件の情報交換を行う形

で物件確保に努めているところでございます。

○平良昭一委員 国からの予算に期限がつけられて

いる中で、今後、その予算がなくなったときにはど

うするかということで、九州各県の中でいろいろ相

談しながら、新たな事業をつくっていきたいとの説

明でありましたが、これから何か進展がありました

か。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 現時点では、
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九州の福祉担当部長会議を通した国への要請、全国

知事会議を通しても同様に民間アパートを活用した

自立支援の制度化を引き続き要求しております。ま

だ具体的な動きがない状況でございますが、昨年は

沖縄県に来られた国会議員の方にも事業内容を説明

して、事業の展開の可能性を申し上げたところであ

ります。できるだけ国で制度化されるような働きか

けを引き続き強めていきたいと思います。

○平良昭一委員 働いている方々は、そういうもの

がネックになっているのです。今後、これが継続し

てできるような状況があればもっとやりがいが出て

くると思います。引き続きお願いしたいと思います。

それから保育士確保対策事業は7000万円の伸びが

ありますが、その状況をお聞かせ願います。

○久貝仁子育て支援課長 保育士確保対策事業は、

待機児童解消に必要な保育士を確保するために市町

村が実施する取り組みを支援する事業です。細事業

として３つございます。１つ目が保育士試験受験者

支援事業、２つ目が保育士年休取得等支援事業、３つ

目が保育士休憩取得支援事業、３つの事業を予算計

上しております。次年度の増額については、保育現

場の要望等を踏まえて、保育士休憩取得支援事業を

拡充したものです。具体的には、箇所数を30施設か

ら55施設へ拡充しました。また、休憩代替保育士の

配置要件についても、各施設１名だったものを定員

規模に応じて最大３名まで拡充する内容となってお

ります。

○平良昭一委員 潜在保育士あるいは保育士の確保

について努力をしていることは認めますが、私は一

般質問の中でも議論したが、もう一回議論したいと

思います。企業主導型保育事業が参入してきて、こ

れまでの既存の保育園の方々がかなり混乱している

状況がある中で、保育園同士での混乱が出てきてい

る。その対策も県側でもやらないといけない時期に

来ているのではないか。実際、企業主導型の方々が

入ってきて、どのような問題点が提起されてきてい

ますか、再度聞きます。

○久貝仁子育て支援課長 企業主導型保育事業は、

内閣府から委託を受けた公益財団法人児童育成協会

―児童育成協会が直接実施しておりますが、昨今、

保育の質の確保や事業の継続性、定員割れ等、さま

ざまな問題が指摘されていることは承知しています。

このようなことから国においても、有識者で構成す

る検討委員会が開催されまして、地域の子供を受け

る際に市町村との調整、連携等の骨子案も出ていま

す。県は昨年、認可外保育施設の一つでもある企業

主導型保育施設について、児童育成協会と合同で説

明会、研修会をしました。指導監督基準の周知等を

図っています。今、委員がおっしゃる現場、恐らく

周辺の認可保育所や認可外保育所に企業主導型が進

出したことによって課題があるのではないかとの指

摘だと思います。相談窓口は正式にはございません

が、個々の課題等があれば我々も対応するので、遠

慮なく相談してもらいたいと思います。企業主導型

の中で課題・問題等、特に保育のあり方について課

題等があれば、地域の声も含めて県は１年に１回、

指導監査をします。その中でもチェック・確認もし

ていきたい。場合によっては、児童育成協会も共同

で現場に行って確認をしていきたいと考えておりま

す。

○平良昭一委員 昨年、認可外の保育園の方々が集

まってサミット的な考え方の中での意見交換会がで

きたことは大変すばらしいことだと言いましたが、

その中でも、新しい企業主導型の保育園が出てきた

ことに関しても、いわゆる保育士の改善処遇に対し

て努力してきたことが一気に崩れてしまう可能性が

あることを指摘されてきているわけです。そういう

中で、どれだけのどのような悩みを県に言えばいい

のか、企業主導型のほうは直接国に言えばいいのか、

そこが曖昧でわからない。そこで出てきたのが児童

育成協会と必ずタイアップしながらやっていきたい

とのことでありますが、果たしてこの児童育成協会

は沖縄県の中で十分に活動できるような人数がい

らっしゃいますか。

○久貝仁子育て支援課長 児童育成協会は各地域に

職員の委託をして、審査業務や監査業務等をやって

います。具体的に沖縄県内にどれだけの職員がいる

かについては、済みませんが、細かい数字は把握し

ておりません。

○平良昭一委員 児童育成協会は東京にあるわけで

すから、タイアップするとなると、立ち入り検査、

あるいは相談業務があれば、そこと一々連携をとら

ないといけないことになるわけですか。

○久貝仁子育て支援課長 東京の児童育成協会の本

部が全ての地域を全国くまなく対応を把握している

わけではなくて、職員を地域ごとに配置しているの

は聞いておりますが、それが具体的に沖縄県にどれ

ぐらいという数字を把握していないということでご

ざいます。

○平良昭一委員 これはもう絶対おかしいですよ。

いわゆる相談を受けるのは、皆さんは児童育成協会

とタイアップしてやりたいと来ているわけです。実
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際に困っている方々が来たときに窓口はどこにもな

い。そこで困るのは当然ではないですか。これでい

いのか。

○久貝仁子育て支援課長 県は、企業主導型に勤務

する保育士に限らず、地域の企業主導型に対する不

安や課題はいつでも聞く体制にしております。です

ので、委員からもいろいろな具体的な意見も聞いて

おりますが、これらは我々も年に１回の指導監査を

しますので、その中で地域の不安や課題は現場でも

チェックしていきたいと考えております。

○平良昭一委員 いろいろな形の内閣府が予算を出

すものと、これまでの厚生労働省の中で出すもの、

別々から予算が出るわけですから、待機児童がいな

くなることに関してはいいわけです。しかし、統一

の見解を持たない限りは、これまで積み上げてきた、

努力してきた方々、既存の保育園の方々に迷惑がか

かります。そこの相談窓口が一つにならないと、こ

れ以上は何も進展しないと私は思いますが、いかが

ですか。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど国の検討委員会に

おいてもこういった課題を洗い出して、どのような

対応ができるかということで、市町村との連携等も

提言しています。こういった国の動向も注視しなが

ら、具体的にどのような窓口対応ができるか。こう

いったことも含めて恐らく市町村とも連携しないと

なかなかできない取り組みでもありますので、国、

市町村の意見も聞きながら、連携しながらどのよう

な対応がいいかを考えていきたいと思います。

○平良昭一委員 ２つの制度があると大変困るので

すよね。これは制度的には大変な問題になると思っ

ています。沖縄県は出産も多いわけですから、新た

にまたこのような問題が浮上してくると、また待機

児童がふえてきて、企業主導型は全国的には受け入

れの区分けがあると、要するに定員に満たないとこ

ろもあると言っているわけですから、国もそれで動

いています。しかし、沖縄県は沖縄県の独自の中で

それを調査して、意識を持ちながら対応できるよう

な状況をつくっていただかないと困りますので、そ

の辺は部長、どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 課長からもござい

ましたが、企業主導型の保育事業につきましては、

国が委託した児童育成協会とも連携はとって説明会、

それから指導などにも当たっているところです。県

としましても、認可外保育所と同様の方法で今指導

監督に当たっておりますので、その中で１年に１回、

できるだけ回ることにしております。企業主導型の

保育所からも、それからその周辺の保育所からもそ

れぞれ苦情や相談がありましたら、それは県として

もちゃんと受けとめていきたいと思いますし、その

中で課題も把握していきたいと思っております。

○平良昭一委員 これはぜひ頑張っていただきたい

と思います。

続きまして、教育委員会の中高生通学実態調査事

業は一般質問の中で教育長とやりとりしたのですが、

私はどうしても納得できない。いわゆる小学校のス

クールバスの有料があると。１市１町２村。まずそ

こから改善すべきではないかと思いますが、市町村

長の考え方１つだけで処理されていいのかなと。中

学校・高校は、我々が調査して無料化にしよう、助

成しようと言っている中で、義務教育の小学校がお

金を取ってスクールバスを使うのが納得できないの

ですが、改めて聞きたい。

○平敷昭人教育長 本会議でも御質問をいただきま

したが、現在、一部の市町村でスクールバスについ

て利用料を徴収しているということでございます。

私も各市町村の実情でなされているものと思います

と答弁をさせていただきました。バスの利用料に関

しましては、基本的に使用料ですので条例等に基づ

いて当然徴収されていると思いますので、議会等で

も審議を経て設定されていると思います。市町村の

それぞれの判断でそういう利用料金を設定したと思

いますが、御質疑の中で明らかになったように、無

償の市町村が多い中で有償になっていることについ

て、それぞれの市町村がどのように考えるのか。そ

の辺をしっかり議論をいただいて、地方自治の観点

から各市町村で他の市町村との違いを踏まえてどう

あるべきかを議論して判断をいただくのが大切では

ないかと考えている次第でございます。

○平良昭一委員 教育の機会均等に対して、教育長

は本会議の中でも義務教育は無償とするということ

で、いろいろな方々のものに答弁しているわけです。

そのような観点から、小学生が学校に通うのにお金

を出してバス代を払わないといけないということ。

路線バスならまだいいです。指定されているスクー

ルバスに金を払うということはですね、市町村単位

の中の条例の中で判断させていいのですかと私は聞

きたいのです。指導するのは県ですよ。県はこれか

ら中学校・高校も無料にしていこうという動きをす

る中で、まだ４つの市町村が、子供たちからお金を

取ってスクールバスをやっていること自体が理解で

きない。各市町村の条例の問題だけではないと思う

のですよね。その辺はどう思いますか。義務教育は、
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それを無償とすると言っているわけですから、学校

の中だけですか。

○平敷昭人教育長 義務教育を無償とすると申しま

すのは、授業料を徴収しないというのと教科書を無

償で給付するという国の今現在の政策上、法律上は

そのような制度になっております。スクールバスの

運行経費に関しましては、これは交付税の話ですの

で教育委員会で細かく答弁するのはどうかと思いま

すが、交付税で措置されているということは標準的

な市町村の行政的サービスだという前提で交付税の

基準財政需要額で計算されているとは思います。そ

の中で、運行経費の一部について徴収して充ててい

ることに関しては、交付税は確かに一般財源ですの

でその中で標準的な経費を算定して不足額を交付す

る仕組みになっていますが、その取り扱い、実際の

運用に関しては、市町村で議会も含めてやったこと

についてはこちらが指導というよりはこういう状況

を踏まえてじっくり市町村でよく考えていただくと

いうことが大事ではないかと申し上げているところ

であります。

○平良昭一委員 資料を要求したいのですが、有料

の１市１町２村、月幾ら子供たちからいただいて

いるのかを調査して資料をいただきたいと思います。

各市町村の条例の範囲であれば、これはおろして対

応するしかないのかなと思っていますが、ただ私は、

県の対応としてこれから中学校・高校をやろうとし

ている中で、義務教育が子供たちは歩けない、遠い

距離が決まっています。そこをスクールバスを出す

わけですから、これに対して歩ける方と歩けない方、

遠いところと区別するのは今でも絶対納得できない。

その辺を踏まえて今後は対応していただきたいと思

いますので、後で資料をお願いしたいと思います。

続きまして、18歳からの選挙権の学校現場の取り

組み。これまで何度か聞きましたが、今回の県民投

票の指導のあり方に関しては疑義があります。新聞

等でもありましたが、どういう関係の中でどういう

言い方でこういう指導が出てきたのかを説明願いま

す。

○半嶺満県立学校教育課長 模擬投票の件について、

最初に少し経緯を簡単に説明させていただきます。

１月29日にある学校から県民投票に関する模擬投票

の実施についての問い合わせがございました。模擬

投票について、我々としても各学校統一した対応を

する必要があると考えまして、県民投票に係る生徒

の指導についての緊急連絡票を１月30日に教頭宛て

に発送いたしました。その緊急連絡票の趣旨は、模

擬投票の実施自体は、有権者として求められる力を

身につけさせるための学習活動の一つでありますの

で、模擬投票自体が公職選挙法に違法になるという

ことではございません。ただ通常の選挙においては、

結果が確定する前に模擬投票を開票したり、公表す

ることは人気投票ということで公職選挙法の違法に

当たるおそれがございます。県民投票につきまして

は、政治的にさまざまな見解があることから、教育

基本法第14条第２項に基づきまして、政治的中立性

を確保することが重要であると判断しまして、通常

の選挙に準じた指導をお願いしているところであり

ます。したがって、県民投票の結果が出る前に模擬

投票の開票を公表することは、やはり有権者の投票

行動に影響を与えかねないと判断しまして、学校の

政治的中立性を考慮しまして、模擬投票をすること

ではなくて、した後の開票の公表については結果が

出る前にすることはふさわしくないということで、

その旨の注意喚起を行ったものでございます。

○平良昭一委員 いわゆる開票作業はやるなという

ことで理解していいの。

○半嶺満県立学校教育課長 模擬投票をすること自

体は間違いではございません。その結果を開票の前

に明らかにすることは少し不適切であるということ

でございました。

○平良昭一委員 それは県内の高校は全員理解して

いると思っていいですよね。

○半嶺満県立学校教育課長 １月30日に教頭宛てに

発送した後に、この件について疑義がございました。

すぐその翌週の２月４日に全県立の校長の集まりで、

緊急連絡票の趣旨を先ほど説明した内容を丁寧に説

明したところでございます。

○平良昭一委員 18歳から選挙権ができた中で投票

率を上げるために頑張ってきたわけですよね。八重

山ではいろいろと模擬投票、八重山農林高校は八重

山大統領選挙とかそういうものをやってきたのです

よ。このように18歳から選挙はいいんだよというこ

とのアピール活動をしてきたことは評価されます。

しかし、今回の件で、それがマイナスになる可能性

もあることは十分自覚しておいてください。それを

どう補っていくかは考えないといけません。今回、

せっかく県民投票の中で若い方々の投票率が上がっ

てきた。これを大いに生かすべきです。そこを今後

頑張っていただきたいのと、先生方に対する啓蒙活

動に対しての研修等もありますか。

○半嶺満県立学校教育課長 平成28年の夏の参議院

選挙から18歳以上の高校生も初めて選挙権を行使す
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ることができるようになりました。それを受けて文

部科学省と総務省が作成した政治や選挙等に関する

副教材が配られましたので、それを活用して、授業

でぜひ推進するように通知をしております。

また、全ての教科の教員に対して、主権者教育の

趣旨、留意点等を周知するための選挙啓発指導者研

修会、あるいは主権者教育のための指導力向上セミ

ナー、主権者教育に係る公開授業及び講演会を開催

しております。また、現在は初任者研修、あるいは

経年経験者研修等において、政治的教養を育む教育

をテーマにして研修をしております。引き続き主権

者教育の充実に努めていきたいと考えております。

○平良昭一委員 最後に、今回、組踊等教育普及事

業がありますが、これは伝統的な問題がありますが、

学生に対する普及活動を展開していく中で、どうい

う形で考えているか、最後にお聞かせ願います。

○濱口寿夫文化財課長 組踊等教育普及事業は離島

地域の児童生徒に組踊を鑑賞する機会を提供し、そ

の理解を深めるために実施しております。事業の方

針としましては、鑑賞機会の少ない離島を優先に１人

でも多くの児童生徒に組踊等を見せることを目指し

ています。これが組踊等に対する理解と関心を持た

せることになり、無形文化財を次世代に保存、継承

していく基礎となると考えております。平成26年度

からこの事業をやっておりますが、これまで計15の

離島に行きまして延べ86校において、計5800人余り

の児童生徒が組踊を鑑賞しております。平成31年度

は、組踊初上演から300周年に当たりますので、通常

やっております離島での学校公演に加えまして、県

立武道館での鑑賞会や本島の学校も含む20校程度の

ワークショップ、県内の児童生徒全員に普及資料を

配布することを予定しております。

○平良昭一委員 離島だけではないことを確認した

ので、よろしいです。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後３時30分休憩

午後３時50分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

先ほど比嘉京子委員の質疑に対する答弁で、平和

援護・男女参画課長から答弁を訂正したいとの申し

出がありますので、発言を許します。

大濱靖平和援護・男女参画課長。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 比嘉京子委員か

ら質疑のありました性暴力被害者ワンストップ支援

センターにおける法律相談支援について、４人の女

性弁護士とお答えしましたが、３人の女性弁護士の

誤りでしたので、おわびを申し上げ訂正させていた

だきます。

○狩俣信子委員長 休憩前に引き続き、質疑を行い

ます。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に教育からお願いします。教

職員の働く環境で臨時的任用教員―臨任教員の正規

雇用について、小中学校の教員定数と臨任教員の人

数割合についてお尋ねします。

○古堅圭一学校人事課長 平成30年５月１日時点の

沖縄県の公立小中学校のトータルの数では、教員定

数は8889人、臨任教員は1436人で、教員定数全体に

占める割合は16.2％となっております。

○西銘純恵委員 全国と比べてもお願いします。

○古堅圭一学校人事課長 同じく平成30年５月１日

時点の本県と全国を比較しますと、本県の臨任教員

の割合が小中合計で16.2％でありますが、全国は

7.6％となっております。

○西銘純恵委員 まだまだ追いつけている状況には

ないです。ただこの間、頑張ってこられたことを評

価したいと思います。全国平均にするための今後の

計画について、多分、退職者数を見ないと、教員採

用は５年間で1500人、もちろんやってこられていま

すが、新規採用数と退職者数、計画もお尋ねします。

○古堅圭一学校人事課長 公立小中学校の定年退職

者については、平成30年度末から2026年３月末まで

で1662人を見込んでおります。それから新規採用者

については、平成31年度は350人程度を予定しており

ます。全国平均の正規率達成までの状況は、将来に

向けた推計になりますと、現時点での教員の定数、

それから全国平均の正規率、それから退職者数等を

固定して計算をする必要があります。その前提に立っ

て試算をしてみますと、平成30年度の公立小中学校

の教員定数は8889人となっており、今後も同数で推

移をすると。それから全国平均についても今時点で

92.9％ですが、これが一定程度スライドして推移す

ると考えると、現時点では全国平均達成までにあと

721人の本務職員が必要となっております。一方で、

定年退職者につきましては、今年度末から７年後の

2026年３月末になりますが、それまでの間で1662人

を見込んでおります。したがいまして、全国平均並

みの正規率達成のためには、現時点で必要な721人に、

７年後までの定年退職予定者1662人を加えた合計

2383人が全て本務教員として登用される必要があり

ます。そこで、新規採用者が今後も毎年度350人程度

となる場合には、必要人数2383人を毎年度採用者
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350人で計算しますと、全国平均並みの正規率達成は

おおむね７年後の平成38年度ごろを見込んでおりま

す。

○西銘純恵委員 本来ならば、本当にすぐに本務と

いうことですが、努力して頑張るとのことなのでぜ

ひ達成に向けてやっていただきたい。

あとは、臨任教員で採用試験年齢が35歳から45歳

まで引き上げてきたのですが、45歳超えの臨任教員

の方はまだ残っていらっしゃいますか。何人ですか。

○古堅圭一学校人事課長 小学校から特別支援学校

までの45歳を超える臨任教員の数について、平成30年

５月１日時点でお答えいたします。公立学校の臨任

教員の全体のうち45歳を超える臨任教員の人数につ

いては、小学校が115人、割合にして13.2％になって

おります。中学校では45歳を超える臨任教員が35人、

割合にして6.2％。高等学校では12人、割合にして

5.0％。特別支援学校においてはいらっしゃいません。

以上のとおり、公立学校全体では45歳を超える臨任

教員は162人、割合にして8.8％になっております。

○西銘純恵委員 教員で臨時でありながら頑張って

こられたと。その試験年齢を超えたことに対して、

やはり採用試験を受ける道を開くべきだと思います

が、試験年齢の撤廃はいかがでしょうか。

○古堅圭一学校人事課長 教員採用試験は御承知の

とおり、受験年齢については平成23年度に行った試

験から35歳から45歳までに引き上げたところであり

ます。ただ、本県の教員試験の志願者については、

受験者総数でいきますと、平成30年度実施の試験で

比較しますと全国で８番目に多い状況にありまして、

受験倍率に至っては全国で最も高い倍率になってお

ります。さらに学校種、それから教科別で見まして

も志願者が少ない状況にはないこと、また、教育職

員の場合には通常の一般行政職員とは異なりまして、

いわゆる経年研といいますか、初任者研修や10年の

研修という経年研が予定されている関係で、長期間

の継続勤務による職務に必要な能力の開発・向上が

どうしても必要になっております。そのような状況

がありまして、受験年齢の撤廃につきましては志願

者の推移や退職者数の見通し、それから本務職員全

体の年齢構成等を見ながら慎重に検討する必要があ

ると考えております。

○西銘純恵委員 受験者が多いと言われましたが、

ぜひ検討もお願いしたいと思います。

次に学校の図書館司書、小中学校、県立学校の司

書の有資格者はそれぞれどうなっていますか。

○古堅圭一学校人事課長 小中学校、県立学校の司

書の方々の有資格者数について、県立学校と市町村

立学校に分けてお答えをいたします。県立学校にお

きましては、全ての県立学校全体で76校ありますが、

全ての学校に司書資格をお持ちの方を配置しており

ます。それから市町村立小中学校におきましては、

これは教育庁が数字を把握しておりませんが、平成

30年度に県立図書館が実施した調査によりますと、

学校司書として配置されている職員のうち、司書資

格をお持ちの方は小学校で169人、割合にして65.0％。

中学校では95人、割合にして67.4％の方が司書資格

をお持ちになっております。

○西銘純恵委員 学校図書館での司書の業務はとて

も重要だと思いますが、定数上はどうなっています

か。正規雇用は当然だと思っているのですが、有資

格者でありながら非正規の状況ではないかと思いま

すがどうなっておりますか。

○古堅圭一学校人事課長 県立学校におきましては、

全ての学校に１人ずつの定数を配置しておりまして、

平成30年度の配置者76人中、本務者は25人、正規率

については32.9％となっております。それから市町

村立小中学校については、市町村において任用され

ている関係で県全体の把握はしておりませんが、先

ほど御説明いたしました県立図書館の調査によりま

すと、本務職員は小学校で70人、中学校で46人となっ

ておりまして、正規率については小学校が26.9％、

中学校は32.6％となっております。

○西銘純恵委員 正規雇用の方は有資格者ではない

かと私は思っておりますが、財源というのは学校の

職員として司書については地方交付税が措置されて

いると思いますが、いかがですか。

○古堅圭一学校人事課長 人件費の予算上の取り扱

い―学校司書の方々に係る人件費につきましては、

まず、小中学校では各市町村の教育委員会、それか

ら県立学校は県教育委員会において予算措置をして

おります。御指摘の地方交付税の措置につきまして

は、小中と県立学校とで少し異なる取り扱いがなさ

れておりまして、小中学校の学校司書に係る人件費

については地方交付税措置の対象経費に含まれます

が、県立学校の人件費については交付税措置の対象

にはなっておりません。

○西銘純恵委員 文部科学省は、県立学校の図書館

司書は置かなくてもいいと考えているということで

よろしいですか。

○古堅圭一学校人事課長 県立学校に置かれる学校

司書の方々の人件費の取り扱いですが、実は県立学

校に置かれる学校司書については、小中のように必
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置義務はなくて、学校司書を置くように努めなけれ

ばならないという努力義務の規定として置かれてい

る関係でそのような取り扱いがなされていると思い

ます。

○西銘純恵委員 教育長はこれをどのように考えて

いますか。置かなくてもいい、努めなければならな

いということであればいなくてもいいということだ

と思います。予算措置もされていないと、ますます

文部科学省に交付税措置、きちんと財源、財政措置

をすべきだと思いますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 学校司書については事務職員の

定数の中で対応していると思いますが、交付税措置

の議論がされているのは、単位費用というか、標準

団体の予算の中身で明確にするかどうかの問題もあ

ると思います。図書館がある以上、司書の職員は図

書のサービスを提供する上では重要な役割を担って

いると思いますので、教育委員会としては引き続き

生徒に適切な指導を提供するためにも適切な配置に

努めてまいるつもりでございます。

○西銘純恵委員 県立学校の正規率は32.9％ですが、

正規率の引き上げの計画はどのように考えています

か。

○古堅圭一学校人事課長 県立学校の正規率は先ほ

ど32.9％とお答えいたしましたが、図書館司書、図

書館は学校や地域における読書活動、それから学習

情報の拠点として重要な役割を担っていると考えて

おりまして、図書館がその機能を十分に発揮するた

めに司書資格を有する事務職員の果たす役割は非常

に大きなものと考えております。今後も司書資格を

有する事務職員を計画的に採用して、図書館行政の

充実に努めてまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 計画的というものが少し曖昧です

が、ぜひ実効性のあるものにしてください。

次に障害者雇用の件について、実態と職種別の正

規雇用での必要とする人数はどうなっておりますか。

○識名敦総務課長 障害者雇用につきましては、職

種別の把握ではなくて、学校種別で積み上げを行っ

ているのですが、よろしいでしょうか。

○西銘純恵委員 統計上は報告されるわけですよね。

○識名敦総務課長 教育委員会では前年―平成30年

６月１日現在の障害者の任免状況について、当初は

障害者221.5人、雇用率2.24％と報告しておりました

が、厚生労働省から依頼を受けて再点検を実施しま

した。その結果、障害者が164人、雇用率1.51％と法

定雇用率2.4％を下回る状況となっております。

校種別については、教育委員会の事務局は障害者

数14人の雇用が必要なのに対して11人、雇用率

1.84％。それから高校につきましては、障害者97人

が必要でしたが、33人ということで0.81％。特別支

援学校が12人の雇用が必要でしたが39人、これはか

なり上回っております。小中が131人必要な障害者に

対して81人ということで1.48％となっております。

○西銘純恵委員 法定雇用率はすぐにでも達成する

ものだと思いますが、次年度、次々年度の計画は厳

しくやらないといけないと思いますが、いかがです

か。

○識名敦総務課長 障害者の雇用の促進等に関する

法律に基づきまして、教育委員会としては2020年12月

31日までに新たに124人を採用する計画を作成して、

今後、本計画に沿って法定雇用率の達成に向けて取

り組んでいくということでございます。

○西銘純恵委員 次に、虫歯未治療の子供たちに対

して、その後の県の新年度の取り組みを伺います。

○平良朝治保健体育課長 昨年12月議会におきまし

ても教育長から答弁をさせていただきまして、虫歯

の健診後、未受診率が平成28年度は74.3％、平成29年

度は75.3％ということで、かなり高い状況にありま

す。それらを踏まえまして、県の教育委員会としま

しては、次年度以降も市町村教育委員会及び各学校

に対しまして、未受診者の把握及び受診勧奨につい

て学校全体で共通理解を図りまして、組織で対応す

るように引き続き依頼をしてまいりたいと思います。

また、市町村教育委員会及び各学校と連携しまし

て、受診勧奨の継続と就学援助制度の活用の周知を

図るとともに、それから予防の観点では歯磨きの習

慣化が図られるよう推進をしてまいりたいと思いま

す。

それから学校におきましても、健康診断実施後に

保護者宛ての文書や個人面談等の機会を捉えまして

受診勧奨に取り組んでまいります。また、受診勧奨

後の未受診者に対しましては、夏休み明け、例えば

「いい歯の日」などの機会を捉えまして、年間を通

して受診勧奨を行い、改善に努めてまいりたいと考

えております。

○西銘純恵委員 学校での取り組みを聞いたのです

が、乳幼児健診や学校に上がる前の医療費無料化、

窓口無料など結構いろいろな施策が絡み合ってきて、

本当だったら入学前に虫歯のないのが理想だと思い

ます。そこら辺もあわせて県政としてはぜひ治療の

前にという立場でやってほしいし、今現実にある６

万7000人の子供たちを早く治療してほしいという立

場で、教育委員会としてもぜひ頑張っていただきた
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いと思います。

子ども生活福祉部に移ります。部局別資料の10ペー

ジ、子どもの貧困対策予算の前年度との比較、対策

を始めた年度からどれだけ予算がふえたかお尋ねし

ます。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 子どもの貧困対

策に係る当初予算につきましては、お手元の資料の

とおり、平成31年、234億1000万円となっております。

恐縮ですが、今お手元の資料は「218億2000万円」と

なっていると思いますが、若干修正がございまして、

「218億4000万円」ということですので、対前年度か

ら15.7億円増加しているところであります。なお、

当該資料につきましては、今の数字の一部中身の修

正がございました。この後、各委員にお届けをした

いと思います。内訳は総額234億1000万円に変更はあ

りません。大変失礼いたしました。

○西銘純恵委員 当初からのは聞きました。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 平成31年度の

234億1000万円に対して、当該貧困対策は平成28年が

元年となっておりますので、貧困対策元年は205億円

となっております。差し引きしますと29億1000万円

の増加となっております。

○西銘純恵委員 予算をつけて対策をとられている

と思いますが、新年度の新規事業の説明と拡充する

事業についてもお尋ねします。

○喜舎場健太子ども未来政策課長 ごらんいただい

ている資料で申し上げますと、例えば右側の生活の

支援、先ほど来、答弁に出ておりますが、社会的養

護児童自立支援事業ということで、これが新規であ

ります。2400万円余りであります。

そのほか、この資料に基づきますと左側の教育の

支援の中にあります子育て総合支援モデル事業とい

うことで、当課の事業としまして、対前年度と比較

しまして4700万円余りの増ということで拡充を図っ

ているところであります。

○西銘純恵委員 貧困対策は現場からいろいろ声が

出てくると思います。しっかり現場との関係も吸い

上げながら、また拡充して頑張っていただきたいと

思います。それで児童虐待問題について、不登校児

童の全県調査を行う必要があったと思いますが、い

かがでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 調査は今現在行っている

ところでございます。調査は３月14日までに県から

文部科学省へ報告することになっており、早急に結

果を取りまとめているところでございます。

○西銘純恵委員 不登校児は何名いるのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 平成29年度の門戸調査の

結果でよろしいでしょうか。平成29年度は小・中・

高合計で3827人です。

○西銘純恵委員 平成29年度の調査は従来の不登校

の定義があって、今回は２週間でも学校に登校して

いないと児童虐待との関連で緩めたと思うのですが、

今回調査した数はわかりませんか。

○宇江城詮義務教育課長 まだ調査中でございます

ので、取りまとめておりません。

○西銘純恵委員 ふえるのは想定できると思うので

す。

本県の児童相談所の状況は、全国と比べてどうい

う状況になっていますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所の

体制の状況でよろしいでしょうか。国基準になるか

と思いますが、これまでの国の児童福祉司の配置基

準につきましては、管轄人口４万人に１人という配

置をしておりました。沖縄県は４万人に１人の配置

基準を上回る配置をしていたわけでございます。た

だ今般、国が児童虐待防止対策総合強化プランを発

しておりまして、その中では今後、配置基準を３万

人に１人という形で新たな基準として示しておりま

す。これに対しまして沖縄県は、現在の配置状況は

３万人に１人を下回っている状況になります。

○西銘純恵委員 厚生労働省は人口規模でやってい

ると思うのですが、私は子供の不登校や非行などい

ろいろ子供の状況に合わせてやれば、今３万人に１人

を下回っているとおっしゃるが、もっと強化が必要

ではないかと思うのですが、それについてどう考え

ていますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 虐待防止のみ

ならず、要保護児童にかかわる体制の強化、それか

ら先ほど申しました強化プランの中で、児童相談所

には里親支援員としての児童福祉司、それから市町

村支援員としての児童福祉司の配置も求められてお

りまして、現在の試算では、新しいプランに基づき

ますと沖縄県の児童相談所に配置すべき児童福祉司

数は総勢54人、それに対しまして現行は49人となっ

ております。

○西銘純恵委員 一時保護所の実態について伺いま

す。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 本県におきま

しては、一時保護所は中央児童相談所に１カ所、そ

れから平成23年度に新たにコザ児童相談所にも一時

保護所を設置しております。それぞれ定員が、中央

児童相談所が24名、コザ児童相談所が20名となって
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おりまして、平成29年度におきます一時保護所の状

況は、２保護所を合わせますと44人に対しまして、

１日平均保護人数が31.9人で、稼働率は72.5％でご

ざいます。

○西銘純恵委員 直近４年から５年の一時保護され

た児童数の推移をお尋ねします。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 一時保護につ

きましては、いわゆる一時保護所におけます一時保

護と、それから里親や施設に一時保護を委託する一

時保護委託がございます。その合計は、平成26年度

が431名、平成27年度が488名、平成28年度が597名、

平成29年度が433名となっております。

○西銘純恵委員 私は児童相談所の一時保護所の資

料を見ていますが、年齢別に人数も出されています

よね。それをお答えできますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 手元にござい

ます最新のデータが平成28年度でございます。まず

０歳から５歳までが85人、６歳から11歳までが109人、

12歳から14歳までが101人、15歳以上が53人、合計

348人となっております。

○西銘純恵委員 ０歳から５歳までの85人も本当に

多い状況だと思うのですが、この子たちが一時保護

をされて平均在所日数はどうなっていますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 最新の平成

29年度におきましては、平均41.3日となっておりま

す。

○西銘純恵委員 それから保護をされて、平均41.3日

たって、その後にまた戻るところで一番多いのはど

こですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 こちらはまた

平成28年度のデータになりますが、一時保護の解除

の理由の内訳がございまして、その中で最も多いの

は帰宅となっており、201名となっております。

○西銘純恵委員 やっぱり一時保護をしたが、戻る

ところは家だと。そこがネックになって、この子た

ちが実際はその後にも悲惨な状況までいくのが、こ

ういうところで見えてきているのではないかと思う

のです。ですから、一時保護の先ほど44人に対して

31.9人ですか、この日数についてもどうなのか。一

時保護をするところもふやす必要があるのではない

か、そして帰宅でいいのかをもっと検証すべきだと

思うのですが、いかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、平均保

護日数につきましては、ここ９年間のデータでは大

体40日前後で推移しております。制度上は最大２カ

月になっておりまして、その範囲内で日数はおさまっ

ている状況でございます。その中で、稼働状況との

関係で申し上げますと、いわゆるコザ児童相談所に

一時保護所を設置する前は、平成22年度で90.4％の

稼働状況でございました。保護所増設後、先ほども

おっしゃったように72.5％で、いわゆる満床から少

し落ちついている状況でございます。それからまた

適宜施設、里親へ一時保護委託も行っておりますの

で、かつて一時保護をちゅうちょして子供の安全が

脅かされたという指摘がございました。その分につ

いては一定程度改善されているかと思います。ただ

一時保護をした後にその保護解除した場合に帰宅と

いう判断も、もちろん現実としましては、例えば疑

い情報から保護をして、その後、家庭調査をした中

で疑い情報が晴れて帰った事案も当然含まれてくる

ものもございますし、それから家庭指導をする中で、

保護者が児童相談所の指導を受け入れて家庭に復帰

している事例もあると思います。その中で、不適切

な判断、言ってみれば不十分な判断、今回のような

事案の判断で家庭に戻されると。現状、児童相談所

ではそういうことが起こらないように気をつけてい

ると思いますが、やはり児童相談所の体制を今後強

化する中で、そういった不適切な判断が行われるこ

とがないような専門性の強化が必要と考えています。

○西銘純恵委員 やっぱり虐待を受けた児童が一時

保護を受けるときに、全く初めての人の中に入れら

れるわけです。その人との関係が信頼できる。その

中で自分が受けてきたことを話せるのかとかあるん

で、やっぱり60日っていうのはね、一時保護所にね、

まだ41日が平均だっていうのを60日ぐらいに持って

いくのはそれなりに考えられた日数ではないかと思

いますので、一時保護についても拡充をする。そし

て体制ももっと拡充していく立場で取り組んでいた

だきたいと思います。

次に別の質疑をします。全学徒隊の碑の除幕式を

14日に予定されています。説明板設置までの関係者

と県の話し合いの経緯を伺います。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 昨年６月定例会

で元学徒の会から、全学徒戦没者数刻字の説明板を

全学徒隊の碑のそばに設置するようにとの要望があ

りまして、６月定例会後に元全学徒隊の会の皆様と

３回にわたりまして意見交換、それから調整を行い

ました。その結果、今月３月14日、全学徒隊の碑の

設置の２年目になりますけど、それに向けて設置を

することで、昨日、完了検査で設置が完了しており

ます。この説明板につきましては、元全学徒の会の

皆さんが行う全学徒隊戦没者追悼平和祈念の会で披



－194－

露されることとなっております。

○西銘純恵委員 県政はよく応えてもらったと思い

ます。

最後の質疑です。母子父子寡婦貸付事業の予算が

伸びています。その内容について。それと、医療費

助成の現状と現物給付についてもお尋ねします。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、母子父

子寡婦福祉資金貸付事業につきましては近年、貸付

実績が伸びておりまして、平成29年度に324件、１億

9351万4000円です。対前年比で22件の増、2772万

5000円の増となっております。その資金を種類別に

見ますと、修学資金が194件と最も多く、次いで就学

支度資金71件ということで、いわゆる子供の学習に

かかわる資金の貸し付けが全体の７割を占めている

状況でございます。近年は需要がふえていることも

含めまして、平成31年度は約4500万円程度の予算増

額を図っているところでございます。それから母子

父子寡婦福祉医療費助成の現物給付については、ひ

とり親家庭の父または母及びその児童、それからそ

の父母以外の者に養育されている児童に係る医療費

の一部を助成する事業として実施しているわけです

が、現在、その支払い方法につきましては、平成29

年度から自動償還払いを導入して、29市町村が実施

している状況でございます。この事業につきまして

は、以前に市町村の意向をお伺いしたときには、現

物給付方式を希望しない市町村が多かったこともあ

りまして、現行は自動償還払い方式を先行して導入

しているところでございます。ただし、最近になり

まして、子供医療費で現物給付が全県的に導入され

ていることもございまして、恐らくは市町村の意向

もその当時から変わってきているであろうと考えて

おります。そういうこともございますので、この現

物給付については改めてまた市町村の意向も伺いな

がら確認を進めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 現物給付については、積極的に県

のほうからやっぱりそういうふうにしていこうよ、

子供の貧困対策もあるしというところで呼びかけて

いただきたいと思いますし、母子父子寡婦福祉資金

の貸し付けについては、就学、子供の学習というこ

とで伸びているということは本当に、返済をするこ

とでそのような計画も立てられていると思いますが、

何か予算が22％も伸びているのは貸付要件そのもの

も借りやすくなっていると思うのですが、まだ申し

込んで借りることができない皆さんの状況は何が

ネックになっているか、つかんでいらっしゃいます

か。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 需要増につき

ましては、昨今の子供の貧困対策の浸透もございま

して、ひとり親家庭の中でも修学に対する意欲が以

前よりも上がってきたことで修学資金を借りて就学

に進みたいという御希望があってのことだと推測は

しております。

これまで貸付要件緩和の中では、保証人の所得要

件といったものを生活保護世帯の所得平均の1.1倍と

いうところまで下げてくるという形の条件緩和を

行っているところでございますが、この辺について

は保証人の所得要件も含めた借り受けをする方の返

済能力について、まだまだ貸し付けを受けるには厳

しいという認識を持っていらっしゃる方もいると考

えております。

○西銘純恵委員 最後に１点聞きます。公営住宅に

高齢者福祉施設、保育所の建設ができることになっ

ていますが、市町村とそこら辺を協力してやってい

ただきたいと思うのですが、２カ所です。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先日の一般質問で

もお答えしたかもしれませんが、公営住宅について

は土木建築部で進めております。ただ、高齢者施設

や保育施設については市町村が主導的に行っており

まして、県もその計画にかかわっておりますので、

土木建築部とも協力しながら進めてまいりたいと思

います。市町村に対しましても県で計画を取りまと

めておりますので、その中で意見交換しながら進む

ように努力してまいりたいと思います。

○狩俣信子委員長 次に行く前に、先ほど次呂久成

崇委員の質疑に対する答弁で、宇江城詮義務教育課

長から答弁を訂正したいとの申し出がありましたの

で、発言を許します。

宇江城詮義務教育課長。

○宇江城詮義務教育課長 先ほど次呂久委員からス

クールカウンセラーの児童生徒、保護者、教職員ご

との相談件数について挙げられましたが、教職員と

保護者の数が逆になってしまいまして、訂正をお願

いしたいと思います。「教職員が１万8444件、保護者

が6968件」となっておりますので、訂正をお願いし

たいと思います。心よりおわび申し上げます。申し

わけございませんでした。

○狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 主に積算内訳書などをもとに質疑

をさせていただきたいと思っております。教育委員

会所管の内訳書の中から先に質疑させていただきま

す。34ページの説明欄の中に、19番の就職活動キッ

クオフ推進事業１億1323万円と29番の特別支援学校
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における外部専門家活用事業409万6000円の事業につ

いて御説明をいただきたいと思います。

○半嶺満県立学校教育課長 まず、就職活動キック

オフ推進事業であります。高校生の就職内定率向上

並びに早期離職率の改善を図るために、就職支援員

の配置や就職希望生徒対象の宿泊研修、それから教

職員向けの実務研修等を実施するものでございます。

○金城泰邦委員 これはこれまでもずっと継続され

てきた事業なのですか。成果としてどういうものが

あるのか、説明をお願いします。

○半嶺満県立学校教育課長 この事業につきまして

は、平成26年度から平成30年度まで就職指導キック

オフ事業ということで実施をしてきておりまして、

平成31年度もまた継続して実施をする事業でござい

ます。成果につきましては、沖縄県の高校生の平成

30年３月の卒業者の就職内定率は、６月末時点では

96.5％となっておりまして、前年度比は2.5ポイント、

過去最高の状況になっております。

○金城泰邦委員 いい成果が出ているので継続され

たのだと理解いたしました。特別支援学校の件はい

かがでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 特別

支援学校における外部専門家活用事業は、特別支援

学校に言語聴覚士や視能訓練士などの外部専門家を

配置いたしまして、教諭の専門性を向上させ、特別

支援学校がセンター的な機能、役割を持っておりま

すので、そのセンター的機能の充実を図ることを目

的とした事業となっております。

○金城泰邦委員 今の言語聴覚士等はどういう支援

学校に配置ですか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 言語

聴覚士、スピーチセラピストということで、聴力測

定や、補聴器などの補助具のフィッテイング、この

子に合っているかどうかの確認も言語聴覚士の専門

的な御助言をいただくことができます。言語訓練に

ついての助言も言語聴覚士の方からいただくことが

できます。聞こえの状況に応じて教室の環境、どの

ような教材がいいかの助言もいただくことが可能で

す。配置につきましては、今現在、沖縄ろう学校に

配置をしております。

○金城泰邦委員 質疑移りまして、74ページの説明

欄の12番に就学援助制度周知広報事業等がありまし

て、以前にも私がお伺いしておりまして、多分、市

町村ごとで就学援助を行う対象の所得基準が若干

違っていたと思っていまして、市町村ごとの差はど

のように認識していますか。

○佐次田薫教育支援課長 就学援助事業の制度自体

は市町村事業として、その事業に応じて実施されて

いまして、認定基準や援助費目等についても取り扱

いはそれぞれの市町村によって行っています。

○金城泰邦委員 違いがあるということですが、県

として同じぐらいまで引き上げる必要があるのでは

ないかということでこれまで求めているところです。

その辺はどのように検討されましたか。

○佐次田薫教育支援課長 県としては、市町村教育

委員会に対して、市町村の担当者会議等を通じて各

市町村の取り組み事例も紹介しまして、それぞれの

市町村でまた取り組めるところがないかとかを含め

ていろいろな情報交換等もして、この制度が活用で

きるように情報提供しているところでございます。

○金城泰邦委員 要はこの差を県のほうでサポート

したほうがいいのではないかと、これまで言ってき

ているのでその辺を聞いています。

○佐次田薫教育支援課長 就学援助の認定基準の緩

和等については、今、貧困対策推進基金を活用して

できるようになっておりますので、その活用事例も

通して市町村には周知を図っているところでござい

ます。

○金城泰邦委員 質疑移りまして、135ページの学校

施設整備補助事業費なんですが、騒音対策というこ

とで防衛の国庫補助を活用しての予算。また、同じ

学校整備補助事業として公共投資交付金として、文

部国庫補助事業を活用していると。この内容につい

て説明をお願いしたいと思います。

○賀数朝正施設課長 まず、学校施設整備補助事業

費の騒音対策について御説明いたします。県立高等

学校のうち、基地周辺に所在して防音対策が必要な

学校に対して、防衛省の補助により騒音を軽減する

ための工事を行う事業です。具体的に申し上げます

と、空調整備や防音サッシの整備でございます。

もう一つの沖縄振興公共投資交付金―ハード交付

金は、県立高等学校の教育環境の改善を図ることを

目的として、文部科学省の補助により校舎や屋内運

動場の改築等を行う事業です。例えば防音対象地域

で校舎、屋内運動場の改築を行う場合に、これとあ

わせて先ほど御説明いたしました防音事業を並行し

て行ったりするものでございます。また、改築では

なくて、防音設備、空調機器の更新の場合も騒音対

策事業に該当いたします。

○金城泰邦委員 防音工事が10分の10、文部科学省

の国庫補助は何割補助でしょうか。

○賀数朝正施設課長 基本的に校舎と屋内運動場に
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つきましては、３分の２の補助でございます。

○金城泰邦委員 質疑変わりまして、149ページの県

立特別支援学校関連で、自立を目指す特別支援教育

環境整備事業、約4900万円についての説明をお願い

いたします。

○佐次田薫教育支援課長 自立を目指す特別支援教

育環境整備事業については、障害のある児童生徒が

自立して社会参加する力を育成するため、自立活動

支援及び職業教育に必要な教育用備品を整備する事

業でございます。平成31年度は18校に備品を整備す

る費用として4926万7000円を計上しております。具

体的に申しますと、自立活動支援を目的とした備品

としては、洗濯機やトランポリン、ｉＰａｄ等の備

品を購入しております。また、職業教育を目的とし

ては、清掃用機器や電動診察台、オーブンレンジ等

の備品を整備する計画でございます。

○金城泰邦委員 こういった備品等は経年劣化しま

すと恐らく更新も必要だと思うのですが、その都度、

更新までされているという理解でよろしいでしょか。

○佐次田薫教育支援課長 これは新しく整備する備

品もありますし、老朽化した備品についても更新し

ております。

○金城泰邦委員 質疑変えまして、167ページの社会

教育振興事業費の中の親子電話相談事業についての

事業の御説明をお願いします。

○城田久嗣生涯学習振興課長 親子電話相談事業は、

家庭教育に関する悩みや不安を抱く保護者や、友人

関係などで悩む子供たちが、いつでも身近な相談相

手として悩みや心配事を相談でき、不安の軽減を図

るために実施しております。実施方法は、県庁舎内

に相談員を配置しておりまして、月曜日から土曜日

までの週６日、午前９時から12時、13時から22時ま

での12時間、電話で相談を受け付けております。４名

の相談員を委嘱しておりまして、シフトを組みまし

て交代で対応しているところでございます。

○金城泰邦委員 相談件数等の実績の統計はとれて

いるのでしょうか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 相談件数は、平成30年

度はまだ途中ですので、平成29年度の例で申し上げ

ますと、心などの健康問題が156件、家庭の問題が

88件、学校や園の生活に関するものが57件、子育て

の不安に関するものが56件、その他が212件、合計が

569件となっております。

○金城泰邦委員 私も初めて聞いたものですから、

ほかのいろいろな機関でも相談を受けていると思う

のですが、そことの案件案件によっては連携してつ

なげることもやっているのでしょうか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 基本的にはうちで

行っている相談事業は、具体的な直接援助や指導は

行っておりません。傾聴や共感、受容、助言程度に

とどめておりまして、詳細な相談に関しましては、

むしろ多くの相談機関と連携をとっておりまして、

その相談機関を紹介させていただく形で対応してお

ります。最終的には相談が深まるのであれば、そち

らに連絡していただいて解決に向けて相談している

のだろうと考えております。

○金城泰邦委員 この事業の問い合わせは、どこか

らそういう情報をとってここに電話がくるのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 もちろん県の事業と

して取り組んでいるものでございますが、今手持ち

で現物はございませんが、カードみたいなものをつ

くって、数年に一遍何万枚かつくりまして、全学年

とまではいきませんが、小学校１年生から４年、５年

生まで渡るように配布しておりまして、その他いろ

いろな場所でこういう事業をしておりますと広報を

しているところでございます。

○金城泰邦委員 今度、子ども生活福祉部所管のほ

うに質疑を移りたいと思います。積算内訳書の73ペー

ジには、高齢者福祉等々で権利擁護の部分もありま

すが、恐らく権利擁護に関すると思うのですが、高

齢者、認知症の方々、障害年金を利用されている方

々、あるいは生活保護を受けている方々、中には給

付されるものを受けて、自分で管理ができない方々

に対して金銭管理をしっかりできるということで生

活支援員が対応されているということです。県の社

会福祉協議会でも生活支援員の募集などを随時やっ

ているそうであります。その生活支援員の手当が

1200円ぐらいの基準があって、その1200円の中には

400円の保険料、あるいは本人に行くのが800円の手

間賃といいますか、そういったものが制度上あると

聞いております。ただ、それを給付を受けている本

人と契約をやるということがあって、人によっては

給付を受けている方からお金を受け取るのが結構厳

しいと認識しておりまして、その辺について御説明

いただけますか。

○金城賢福祉政策課長 御質疑の事業は、沖縄県社

会福祉協議会が実施しております日常生活自立支援

事業だと思われますが、この事業につきましては、

認知症高齢者や例えば知的障害者、あるいは精神障

害者、判断能力が十分ではない方々について、福祉

サービスの利用援助、あるいは公共料金、それから

年金の受給等の支援を行う仕組みになっております。



－197－

具体的には、各社会福祉協議会に専門員がおりまし

て、専門員が利用者からの希望を受けた上で契約を

行います。もちろん契約の内容を理解していること

が一つの条件でございますが、極端に能力がない方

については後見人制度の範疇でございまして、ある

程度、自分がお願いしている内容について理解をし

ているという前提になります。その上で支援計画を

策定して契約を行うと。

金城委員からございました生活支援員については、

この支援計画に基づいて、さまざまな福祉サービス

の利用、あるいは公共料金の支払いの援助を行う仕

組みになっております。料金は、委員がお話しされ

たとおり1200円になっていまして、このうち一般の

方については、800円が利用料として、400円が保険

料という形で徴収されるということで、800円相当が

生活支援員のある意味手当というか、収入になる仕

組みです。一方、生活保護世帯については400円の保

険料のみで、残り800円は公費で負担する仕組みでご

ざいます。料金については一般的には利用者の口座

から引き落とす仕組みになっておりまして、例外的

にそうではない場合があっても、例えば現金で利用

者から料金を徴収した場合は領収書を発行する。そ

の上で社会福祉協議会に支援内容を報告した上で、

それを社会福祉協議会に支払いしている仕組みに

なっています。一方で、生活支援員の報酬について

は直接そのような形をとるわけではなくて、この支

援の実績に応じて社会福祉協議会が本人に支払いを

する仕組みでございます。金城委員からございまし

た件は、この質疑通告を受けまして実施主体の沖縄

県社会福祉協議会に確認しておりますが、そういっ

た形で直接料金を取って、あるいは利用者が支払わ

なかった分を肩がわりしている実態は把握していな

いということです。

○金城泰邦委員 全市町村の把握はなかなかできて

いない状況らしいです。那覇市、沖縄市では公的に

給付をしてやっている状況らしいのですが、それ以

外の市町村は調査が必要とのことでありましたので、

今後はぜひ調査していただきたい。私も調べてみた

いと思っています。

こういった金銭のやりくりができない方のために

成年後見制度がありますが、なかなか見つからない

らしいのです。そういった課題があって、その生活

支援員を含めて待機している方がたくさんいるとい

う状況があるということなんです。そこはわかって

いますでしょうか。

○金城賢福祉政策課長 日常生活自立支援事業の利

用者数では、平成30年12月時点で662名という数字に

なっております。一方、金城委員からありましたと

おり、利用の待機者について把握しているところで、

76名いらっしゃると社会福祉協議会から報告を受け

ております。

○金城泰邦委員 待機解消に努めていただければと

思っていますのでよろしくお願いします。

質疑移ります。97ページの戦没者遺骨収集事業と

いうことで、委員会でも陳情が上がっていた対馬丸

遭難者の遺族の方々の要望で、遺骨の件。その後ど

うなっているのか、ここで聞いても大丈夫でしょう

か。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 魂魄の塔の遺骨

の件は、管理者である沖縄県遺族連合会に昨年12月

26日にお会いしまして、対馬丸記念会の方ともこと

しの２月６日にお会いしました。遺族連合会、管理

者としましては象徴遺骨のみ残っているということ

で遺骨がない認識がありまして、まだ調整している

状況でございます。

○金城泰邦委員 調整しているということでしたの

で、対応もしっかりしていただければと思います。

よろしくお願いします。

116ページにちゅらさん運動推進事業があります

が、所管課の皆様におきましては、昨年、平成30年

度は公共施設の防犯安全点検ということで安全意識

を高める取り組みの中で危険箇所の吸い上げをやっ

ているようでございます。昨年の調査だと1354カ所

の要改善場所があるが改善済みはまだ388カ所、残り

966カ所の改善がまだ済んでいないとのことでした。

５枚のアンケート調査報告の一番最後に結果の抜粋

ということで、学校側から子供たちの安全上、防犯

カメラを設置してほしいとの意見が多数あることが

書かれております。これについて御説明を願います。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県では毎年、

犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指して取り

組むちゅらさん運動の一環として、公共施設の防犯

安全点検を実施しています。この事業では防犯の視

点を取り入れた施設点検を行うことにより、自主防

犯活動の意識の高揚及び犯罪の予防に資することを

目的としております。

次年度の公共施設の防犯安全点検を実施するに当

たり、各施設の管理者である市町村などに対し説明

会を実施することから、先ほどの防犯カメラなどの

件がありましたので、その際に参加される施設の管

理者と防犯灯や防犯カメラについて意見交換などを

してどのようなニーズがあるかを確認していきたい
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と考えております。

○金城泰邦委員 189ページの母子家庭及び父子家庭

の中の医療費の助成について、昨年10月からこども

医療費の現物給付が始まりました。ひとり親家庭の

医療費につきましては、現状は自動償還払いになっ

ています。これは制度上、世帯を支援するものです

から、そういったシステムになっていると思うので

す。昨年から始まったこども医療費は、就学前の児

童は現物給付です。この辺の整合性をどうとってい

るのかを確認したいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 先ほども答弁

しましたとおり、ひとり親家庭の医療費助成につき

ましては、自動償還払いという形をとっております。

基本的に市町村では、就学前児童、未就学児に関し

ては、こども医療費助成事業の制度を優先的に適用

していただいて、それ以外のこども医療費の対象外、

高校生のお子さんやひとり親家庭のお母さん、お父

さんについては自動償還払いのひとり親家庭の医療

費助成を利用いただいているという認識でございま

す。

○金城泰邦委員 理解できました。

最後に幾つも質疑が出ていました児童相談所の件

です。我々も会派として現場の中央児童相談所等に

お話を伺いに行きました。相談所の相談件数が、平

成24年度3466件、平成28年度3934件ということで、

相談件数が大分多い状況の中で養護相談及び虐待相

談、特に虐待相談については平成18年度から比較す

ると10年間で倍増していると、353件が713件になっ

ている。そういったことに対しては支援員の拡充が

求められております。中でも非常勤の方々には３年

というくくりがあって非常に短い中でやっていると。

覚えてきた中でもかわってしまう厳しい状況で、５年

ぐらい継続できれば事業としては安定するそうです

が、その辺についてはどうでしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 委員の御指摘

のとおり、専門知識を活用していただいて非常勤と

して児童相談所で勤務していただいている方々につ

いては、県の共通的な取り扱いとしまして、基本的

には１年間の任期で採用させていただいて、更新が

２回まで、トータル３年の制限が事実上かかってい

るところでございます。現場としましては、専門性

を引き続き生かしていきたいという要望等は持って

おりますが、今は雇用の問題、雇いどめの問題、も

ろもろ含めて雇用の取り扱いについての正当性もあ

わせて確保していかないといけないところがありま

して、今はそのせめぎ合いの状況ではございます。

県としましては、非常勤の適任者が更新時期を迎え

た場合には早目に新しい人を探してつないでいって、

現場の戦力が落ちないように取り組んでいく努力は

必要だと考えております。

○金城泰邦委員 職場は非常に厳しい相談も多いと

いうことで、体調を崩される方もやはりいるという

ことで、20代、30代の女性職員も多い中で産休等も

あって、標準配置数は満たしても産休等で欠員になっ

ている状態がずっと常態化しているということでし

た。こういったこともきちんと対応していくことが

求められると思いますが、それについてはどうでしょ

うか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まさにおっ

しゃるとおりです。児童虐待の増加に合わせまして

児童相談所の増員も急速に進めてきております。そ

の結果若い職員が多くなって、いわゆる出産適齢期

の職員も多いということで産休・育休の間の代替は

臨任職員で対応する実態がございます。そういった

ことも含めて児童相談所の体制については、今般の

児童相談所の強化プランということで厚生労働省か

ら、配置の増員、専門性の強化、そして支援と介入

の機能分化も含めてあり方そのものを検討すべき時

期に来ているかと思います。今後も現場で十分な業

務が行えるように総務サイドともよく協議をしなが

ら、体制の強化については努めてまいりたいと考え

ております。

○金城泰邦委員 わかりました。

○狩俣信子委員長 以上で、子ども生活福祉部及び

教育委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月８日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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平 成 3 1 年 第 ２ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成31年３月７日（木曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後４時３分

場 所 第３委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成31年度沖縄県一般会計予算

（土木建築部所管分）

２ 甲第５号議案 平成31年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

３ 甲第７号議案 平成31年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

４ 甲第13号議案 平成31年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

５ 甲第16号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

６ 甲第17号議案 平成31年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

７ 甲第18号議案 平成31年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

８ 甲第19号議案 平成31年度沖縄県中城湾港（泡
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○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第７号議

案、甲第13号議案及び甲第16号議案から甲第19号議

案までの予算議案８件の調査を一括して議題といた

します。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

なお、平成31年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部に係る平成

31年度の一般会計及び特別会計歳入歳出予算につい

ての概要を御説明いたします。

平成31年度は、沖縄21世紀ビジョン基本計画が残

り３年となり、計画の総仕上げに向け、取り組みを

加速させる重要な年であります。

土木建築部としましては、沖縄21世紀ビジョン基

本計画の実現を目指し、産業インフラの整備、離島

・過疎地域の振興、安全・安心の確保といった諸施

策を重点的に取り組み、交通渋滞の解消など、引き

続き必要とされる社会資本整備に努めてまいります。

それでは、平成31年度土木建築部関係予算の内容

につきまして、お手元にお配りしております平成31年

土木環境委員会記録（第３号）
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度当初予算説明資料の抜粋版により、御説明いたし

ます。

説明資料の１ページをお開きください。

初めに、一般会計の部局別予算について御説明い

たします。

表の最下段の合計額になりますが、平成31年度一

般会計の県全体の予算額は、7349億4500万円となっ

ております。そのうち土木建築部は中ほどの太枠内

となっており、予算額は849億8020万9000円で、県予

算の11.6％を占めております。前年度と比較すると

98億6127万8000円、率にして10.4％の減となってお

ります。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。

２ページをお開きください。

土木建築部の歳入予算額は、表の太枠内、最下段

の合計の金額になりますが、730億9628万円で、県全

体の9.9％を占めております。前年度と比較すると

97億2883万3000円、率にして11.7％の減となってお

ります。

歳入の主な内訳としましては、中ほどにあります

使用料及び手数料が65億8424万1000円となっており、

前年度と比較すると3924万7000円、率にして0.6％の

増となっております。

増となった理由としましては、県営住宅使用料の

増などによるものであります。

その下の国庫支出金が478億8838万3000円となって

おり、前年度と比較すると75億634万2000円、率にし

て13.6％の減となっております。

減となった理由としましては、沖縄振興公共投資

交付金が前年度より83億7644万円減少したことなど

によるものであります。

また、下から３行目の諸収入が29億4053万3000円

となっており、前年度と比較すると９億3929万

6000円、率にして24.2％の減となっております。

減となった理由としましては、都市モノレール建

設受託金の減などによるものであります。

その下の、県債が150億3450万円となっており、前

年度と比較すると11億3660万円、率にして7.0％の減

となっております。

減となった理由としては、沖縄振興公共投資交付

金事業に係る県債の減などによるものであります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

３ページをお開きください。

土木建築部の歳出予算は、中ほどにあります（款）

土木費830億616万7000円及び、（款）災害復旧費19億

7404万 2000円となっており、合計で849億 8020万

9000円となっております。

前年度と比較すると98億6127万8000円、率にして

10.4％の減となっております。

減となった理由としましては、沖縄振興公共投資

交付金事業が前年度より130億3011万1000円減少した

ことなどによるものであります。

主な事業としては、南部東道路の整備を行う地域

連携道路事業費、大型クルーズ船寄港に対応可能な

岸壁等の整備を行う港湾改修費、河川の浸水被害の

軽減を図る河川改修事業や地すべり対策事業などが

あります。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

の概要であります。

次に、土木建築部関係の７つの特別会計予算の概

要について御説明いたします。

４ページをお開きください。

下地島空港特別会計の平成31年度の歳入歳出予算

額は、６億1381万8000円で、前年度と比較すると１億

9452万4000円、率にして24.1％の減となっておりま

す。

減となった理由としては、下地島空港及び周辺用

地の利活用に関連した事業の終了などによるもので

あります。

５ページをお開きください。

下水道事業特別会計の平成31年度の歳入歳出予算

額は、131億1450万4000円で、前年度と比較すると10億

7031万2000円、率にして8.9％の増となっております。

増となった理由としましては、中部流域下水道建

設費の増などによるものであります。

６ページをお開きください。

宜野湾港整備事業特別会計の平成31年度の歳入歳

出予算額は、５億9570万5000円で、前年度と比較す

ると590万4000円、率にして1.0％の減となっており

ます。

減となった理由としましては、借入金の償還に伴

う元金償還金の減によるものであります。

７ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の平成31年

度の歳入歳出予算額は、５億8211万2000円で、前年

度と比較すると２億1367万1000円、率にして58.0％

の増となっております。

増となった理由としましては、東埠頭の上屋外構

整備等に伴う中城湾港機能施設整備費の増などによ

るものであります。

８ページをお開きください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の平成31年度の
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歳入歳出予算額は、１億5011万6000円で、前年度と

比較すると3223万3000円、率にして17.7％の減となっ

ております。

減となった理由としましては、大型ＭＩＣＥ施設

整備のおくれに伴う中城湾港マリン・タウン土地造

成事業の減などによるものであります。

９ページをお開きください。

駐車場事業特別会計の平成31年度の歳入歳出予算

額は、7558万9000円で、前年度と比較すると504万

2000円、率にして6.3％の減となっております。

減となった理由としては、県民広場地下駐車場の

整備事業費の減によるものであります。

10ページをお開きください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の平成31年度の歳入歳出予算額は、３億3204万

6000円で、前年度と比較すると1314万円、率にして

3.8％の減となっております。

減となった理由としましては、借入金の償還に伴

う元金償還金の減によるものであります。

以上で、土木建築部の平成31年度当初予算の概要

説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月８日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じ、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

座波一委員。

○座波一委員 土木建築部長の説明のとおり、98億

円の減、そして中では一括交付金が130億円減という

相当厳しい新年度の予算編成になろうかと思います。

その影響はどの辺に出るのか、簡単に明確にお願い

します。

○金城学土木総務課長 沖縄振興公共投資交付金―

ハード交付金の減額による影響は一定程度見受けら

れますものの、事業の進捗のおくれの理由といたし

ましては、用地交渉の難航や計画変更、入札の不調

・不落、関係機関との協議等、多様な要因が考えら

れるため、一概に減額による影響とは言えないとこ

ろがございます。

○座波一委員 県の事業に対してどういったところ

に影響が出て、市町村に与える影響がどのようにあ

るかということで、私は影響と聞いているのですが。

○金城学土木総務課長 ハード交付金の市町村事業

につきましては、平成30年度まで沖縄都市モノレー

ル延長整備事業に係る沿線の市町村に重点配分され

ていた状況もありましたが、平成31年度では同事業

の終了に伴い、こうした配分の偏りが一定程度解消

されたところでございます。市町村においても前年

度と比較して、道路など他の社会資本整備予算への

配分が増額となっているところでございます。

○座波一委員 市町村は増額となったわけですか。

○金城学土木総務課長 増額になったところでござ

います。

○座波一委員 前年度は要求に対して大体30％ぐら

いしかなかったということですが、新年度は要求に

対してどういう状況ですか。

○金城学土木総務課長 要求額といたしましては、

210億円に対して内示額は90億円、パーセントで43％

程度となっております。

○座波一委員 平均で43％ということで、各市町村

のばらつきはあるかと思いますが、そうは言っても

これは前年度の30％に対する増額ですので、手放し

で喜ばれることではありません。そういう意味では、



－203－

市町村の事業が非常に滞っているということですの

で、それを県としてどのような手だてを考えている

かということですが、何か方法は考えているんです

か。

○上原国定土木建築部長 モノレール事業の部分が

減額になってはおりますが、その分全てがごっそり

と減額されたわけではなく、約90億円程度の減とい

うことで、モノレール以外の事業でいくと増額になっ

ております。それであらゆる事業で市町村含めて一

応増額にはなっております。要望額に対しては非常

に厳しい査定額になっておりますので、土木建築部

としては県事業も含めて要望額に近い形を今後確保

できるように取り組みたいと思っておりますけれど

も、予算配分に当たっては、市町村事業を所管して

いる各課において、事業の進捗のおくれの状況や用

地買収の状況などを見ながら箇所ごとに査定をして

おります。いずれにしても、県の目の行き届かない

部分があるかもしれないということで、来年の予算

に向けては１月時点で市町村に対して仮配分額を通

知し、市町村の中で土木建築部所管の事業間の変更

を申し出る場合があれば対応したい。例えば公営住

宅や道路など、同じハード交付金の中でももともと

は同じ種類の予算でありますので、それを移しかえ

る作業が可能ということで、市町村に対して仮配分

額を通知して、変更を申し出るところがあればその

とおりにしたいということで、一応市町村の要望に

応える形のお話はさせていただいております。満足

のいく数字ではありませんが、市町村の要望に応え

る形の取り組みはしております。

○座波一委員 限られた範囲での予算配分の調整も

しているということですが、きのうの予算委員会で

公共工事の平準化が必要であるという質疑の中で、

ゼロ県債の話が出ていました。債務負担行為の部分

だと思いますが、そういうことが可能なのですか。

○金城学土木総務課長 ゼロ県債につきましては、

自治体において契約初年度に支出を要さない債務負

担行為を設定し、予算措置される予定の年度の前年

度から事業着手できる制度でございまして、ハード

交付金においても活用可能にするとなっております。

交付決定がおりるまでの期間は、各自治体の責任で

事業を執行することになりますが、市町村において

も財政当局と調整の上、活用可能であると考えてお

ります。今後、そういう活用について市町村に対し

ても周知してまいりたいと思います。

○座波一委員 そういう指導といいますか、技術的

アドバイスは非常にいいと思います。事業認定を受

けて継続すべき事業で滞っているわけですので、事

業認定を受けるということは債務負担行為に合致す

るわけですから、やってもいいというふうになるわ

けです。改めて確認しますが、市町村と調整してそ

ういうことを進めていきたいということですか。

○金城学土木総務課長 そういうことでございます。

○座波一委員 これは、後で社会資本整備総合交付

金で充当するということですね。

○金城学土木総務課長 ハード交付金のほうでござ

います。

○座波一委員 次に、都市モノレールが今年度には

ほぼ終わりということで、次は延長事業があるわけ

です。これに９億円を配分していますが、それは予

定どおりなのか、予定から減らしたのか、いかがで

すか。

○謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 沖縄都市モノレールの延長整備事業の当初予算

額は、８億9790万6000円となっており、その内訳と

して沖縄都市モノレール道路整備事業費（道路）６億

39万6000円、沖縄都市モノレール道路整備事業費（街

路）２億1192万2000円、沖縄都市モノレール効果促

進事業8558万8000円となっております。事業の内容

について、沖縄都市モノレール道路整備事業費（道

路）は、てだこ浦西駅交通広場の整備や浦添西原線

バイパス等の関連道路の整備、既存区間の長寿命化

修繕費等となっております。沖縄都市モノレール道

路整備事業費（街路）については、浦添前田駅交通

広場の整備や城間前田線の整備等となっております。

都市モノレール効果促進事業は、沖縄都市モノレー

ル株式会社が行う既存区間のインフラ外改良事業に

対して間接補助を行うものでございます。

○座波一委員 次に、事業の加速化への取り組みに

ついて、ハシゴ道路ネットワークの事業が展開され

ておりますが、全般的にこれもややおくれぎみです。

ややどころか大分おくれています。その中で平成31年

度分の地域高規格道路の予算要求額は幾らですか。

○玉城佳卓道路街路課長 平成31年度の南部東道路

の予算要求額は、23億6000万円となっております。

○座波一委員 では、国に23億6000万円を出して、

そのままほぼ満額ということですか。

○玉城佳卓道路街路課長 現在確定して、正式に連

絡は来ておりませんが、その方向でいけると考えて

おります。

○座波一委員 名護東のバイパス道路はどうですか。

○玉城佳卓道路街路課長 名護東は国の事業であり

まして、把握しておりません。
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○座波一委員 私としては、23億円の要求そのもの

も少ないというのが実感です。直轄工事がどれぐら

い進行していくのかが気になるところで、それを聞

きたかったのですが、23億円の要求に対して少ない

という考えを持っていますが、どうですか。

○上原国定土木建築部長 南部東道路を積極的に進

めるためには、これからもっと増額の要求を続けて

いく必要があると考えております。

○座波一委員 平成38年に供用開始予定の中で、総

額の残を計算してみると、23億円ペースではおぼつ

かない数字なので、ぜひこれを何とか平成32年度か

らは最低でも50億円ペースでお願いしたいと思うと

ころです。実情を言いますと、南部東道路の先には

都市計画の中で区画整理を計画していまして、さら

に、新聞でも発表されたとおりアメリカの大手スー

パーのコストコが進出を考えているということです。

前にいろいろお話しした中で、もう一つ急ぐ理由が

ないのではないかという意見もありましたが、しか

しながら、今このようになってきた場合には、区画

整理もあり、さらにまた大型スーパーの進出の予定

もありますので、十分そういうことを考慮の上、ま

ちづくりの中核地点とする構想もありますから、ぜ

ひとも予算を組んでいただきたいと思っております。

そういう流れについての県の取り組みや考え方につ

いて伺います。

○玉城佳卓道路街路課長 確かに委員がおっしゃる

とおり、予算確保が足りないことは我々も重々理解

しておりまして、次年度以降、単年度ごとの予算の

増額に向けてぜひ取り組んでいきたいと思っており

ます。ただ、なかなか予算の増額が厳しく、全国的

に予算の取り合いということで、急激な伸びはかな

り厳しいと考えております。我々としましては、今

年度６億円余り増額できましたが、最低でも来年は

30億円は要望していきたいと考えておりまして、そ

れに向けて用地も何とか推進していきたいと、それ

で事業のスピードアップを図っていければと考えて

いるところでございます。

○座波一委員 今から30億円と決めないほうがいい

ですよ。

先ほども意見が出ましたが、ゼロ県債を進めてい

くということもありました。さらに、用地取得を積

極的に全区間で進めていくために、先行取得方式が

あるのではないかと思っております。それも公有地

拡大推進法―公拡法を活用した方法で十分該当する

制度ですので、そういう検討はないですか。

○玉城佳卓道路街路課長 委員がおっしゃるとおり、

いつも御指摘を受けておりますが、今年度、実は先

行取得できないかということで国とは昨年５月から

ずっと詰めてはいましたが、なかなかうまくいかな

いところがございまして、土地開発公社にもお願い

をしたりいろいろとやってはいますが、現時点では

うまくいっていない状況でございます。そのため、

次年度は７億1000万円を用地交渉に充てる予定です

が、その分については２工区、３工区の全地権者に

当たって買い取り要求額がどれぐらいあるのかとい

うことも詰めながら、用地取得を推進していきたい

と考えております。

○座波一委員 ２工区、３工区にこだわらず、５工

区も区画整理地域あるいは大型スーパーが来るとこ

ろはそこですので、全般的に広く用地買収を進めて

ほしいと思います。ですから、そういう制度を―難

しいと言っていますが、できる限りできる方向で我

々も協力しますので、努力できませんか。

○玉城佳卓道路街路課長 ５工区も買い取り要求が

あるところは我々としても買っていきたいと考えて

おりまして、先行取得も並行して次年度も国と調整

しながら用地を早く買える方向で―買わないと工事

もできませんので―検討していきたいと考えている

ところでございます。

○座波一委員 道路街路課長が決意をしていますの

で、非常に心強く思っています。いずれにしても、

次は平成32年度に向けて体制強化を必要としますの

で、ことし前半までに私もいろいろお話をさせてい

ただきたいと思います。

次に、国道507号の予算は今年度幾らですか。

○玉城佳卓道路街路課長 平成31年度の国道507号の

予算は、７億円を配分しております。

○座波一委員 続きまして、八重瀬町の公共下水道

整備について県としてどう考えていますか。

○金城光祐下水道課長 八重瀬町は、単独公共下水

道で整備することとしており、市町村が主体的に事

業を実施することとなっていることから、県として

は八重瀬町の取り組み状況を適宜確認するとともに、

事業計画の策定などに当たっては、技術的助言や予

算についても配慮するなど協力していきたいと考え

ております。

○座波一委員 単独でということですが、現実的に

かなり厳しいのではないかという気がしないでもな

いですが、具体的に動いていますか。

○金城光祐下水道課長 下水道を整備するときに手

順として、まず下水道の構想でどういった下水道を

整備するかということを決めて、その次に下水道計
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画を策定することになりますが、八重瀬町の場合、

下水道計画はまだ策定しておりません。県としては、

こういった取り組み状況について逐次確認すること

としております。昨年11月に着手時期についてどう

かということで八重瀬町に確認しております。八重

瀬町としては現在、区画整理事業や学校の改築事業

などを優先しており、下水道等の着手は計画よりも

かなりおくれるということで、財政的に新規事業の

着手はかなり厳しいということで聞いております。

これについては町内全てで方針を統一し、町長まで

確認がとれていると聞いております。

○座波一委員 その状況の中で近隣の流域との合併

などは考えられないですか。

○金城光祐下水道課長 今、お話しされているのは、

例えば中部流域などの流域に編入できないかという

ことでしょうか。流域への編入について県の考えと

しては、下水道事業は生活環境の改善など地域住民

に密接した行政サービスとしての役割もあることか

ら、市町村が主体となり実施する単独公共下水道が

原則であると考えております。あと、流域下水道へ

編入するに当たっては、広域的な整備による経済的

優位性や河川バイパスによる水域への影響、受け入

れる流域側の施設能力などを踏まえて検討する必要

があります。そういった中で八重瀬町では、流域へ

の編入と単独公共下水道を経済比較し、単独公共下

水道が有利であるとして単独公共下水道で実施する

ことを決定しております。県としては、今のところ

県流域下水道への編入は考えておりませんが、八重

瀬町から整備構想の見直し等の相談があった場合に

は、検討してまいりたいと考えております。

○座波一委員 そういう話になれば、ぜひ県の立場

で近隣流域の容量が許すのであれば、調整すべきと

考えております。

続きまして、土地利用計画の見直しについて、今、

新聞紙上で中城村と北中城村が那覇広域から離脱し

て中部に入りたいという意思を表明したわけですが、

まずそういった動きの中で問題となっていることは、

ずばり言うと、何とか調整区域を排除したいという

狙いだと思います。この南部の部分における那覇広

域の調整区域の問題は今どのように捉えていますか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 那覇

広域における市街化調整区域の土地利用に関しては、

現在、県と関係市町村の間で意見交換を行っており

まして、それを踏まえて市町村の意見も聞きながら

作業を進めております。

○座波一委員 中城村と北中城村が簡単に移行でき

るかという問題は別にして、南部地域も調整区域の

問題をもう少し県が先導するぐらいの気持ちで土地

利用の実情をわかってほしいと、そういう時期に入っ

ているかと思います。市街化調整区域が今後も必要

であるという明確な理由が知りたいのです。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 都市

計画区域における市街化区域と市街化調整区域に区

分される区域区分の目的としましては、無秩序な市

街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施

設整備による良好な市街地の形成、都市近郊の良好

な農地との健全な調和等を図ることが目的でござい

ます。

○座波一委員 中部広域や北部などは調整区域がな

いのですが、無秩序化していませんか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 那覇

広域以外は、区域区分を導入しておりません。那覇

市を中心としてかなり高密度に人口が集中しており、

開発圧力が非常に強いということもございまして、

那覇広域については区域区分を導入しております。

○座波一委員 大分前に決められた線引きですので、

これからかなりまちづくりも、あるいは需要も変わっ

てきています。さらにまた、農地は農地法でしっか

り守られているということ。さらに、守るべき自然

があるのであれば、そこはそこで別の方法で守れる

ということもありますので、ギンネムしか繁茂しな

いような原野が調整区域に入って何の利用もできな

い、あるいは家をつくりかえたくてもなかなかでき

ないという現状もあります。それをしっかりと考え

ていただきたいと思っておりますが、いかがですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 委員

おっしゃるとおり、市街化調整区域の土地利用につ

きましては、現在、進めている業務において市町村

との意見交換も踏まえて検討していきたいと考えて

おります。

○座波一委員 次に、居住支援協議会事業推進補助

金、高齢者の住宅確保要配慮者の問題ですが、次年

度の予算はどうなっていますか。

○島袋登仁雄住宅課長 沖縄県居住支援協議会事業

推進補助金ですが、当初予算で900万円を予定してお

ります。

○座波一委員 平成29年度は600万円だったと思いま

す。平成30年度は覚えていませんが、この900万円は

需要に応えられるような金額ですか。

○島袋登仁雄住宅課長 平成30年度同様、平成31年

度も900万円を計上しているところですが、費用の内

容としましては、あんしん賃貸支援事業の運営費、
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相談員の配置、新たな支援策に伴う費用、物件検索

システム更新運営費、高齢者向けの賃貸住宅の情報

提供、普及啓発活動費、パンフレット作成及びホー

ムページの維持費、事務局の運営費等となっており

ます。

○座波一委員 福祉部あたりとの連携で住宅確保困

難の高齢者の数は把握していますか。それに対応で

きているか、というのが質疑の趣旨ですが。

○島袋登仁雄住宅課長 住宅に困窮している高齢者

の数ですが、はっきりとした数字はまだ把握してお

りません。一つの目安として、県営住宅の優遇世帯

の中に高齢者も抽選上優遇して入れていますが、そ

れでも全員は入り切れていない状況がありまして、

公営住宅に入れない低額所得者の高齢者もいらっ

しゃいます。それで今、公営住宅というセーフティー

ネットで救えない方たちに居住支援協議会で相談員

を置いて民間の賃貸住宅に円滑に入居してもらえる

ような方法をやっているところです。県だけではな

く、那覇市や浦添市、うるま市など、大きな５市に

おいて勉強会等も開催しておりまして、市町村にお

いて福祉により密着したマッチング会議のようなも

のを持っていただき、それで入居につなぐ方法とし

てどういう方法がいいかということで、市町村の住

宅部門と福祉部門の両部局に出席していただき勉強

会をしております。各市町村においても重要性を認

識しておりまして、今、協議会の設立に向けての動

きが出始めてきているところでございます。

○座波一委員 ぜひ福祉部や民間とも連携をとって、

その部分でもっともっと頑張ってください。

○新垣清涼委員長 具志堅透委員。

○具志堅透委員 県の予算が7300億円を超えて伸び

たと。この見出しだけが紙面をにぎわすのですが、

片や土木建築部の予算が約100億円近く減額となって

おりまして、かなり土木建築部としては厳しい予算

編成になったのかなという思いがありますが、その

辺も含めて、まずは土木建築部長の感想といいます

か、その予算編成に当たって平成31年度の土木建築

部の運営に対しての感想を伺いたいと思います。

○上原国定土木建築部長 先ほども若干申し上げま

したが、要望に対してかなり厳しい状況の額になっ

ています。ただ、都市モノレール事業が今年度でほ

ぼ終了するということで、平成30年度に計上してい

た約140億円のモノレール事業費が減額されておりま

すが、約40億円から50億円近くをその他の事業に計

上することができております。もともと道路予算で

計上していた予算の中でモノレール分として計上し

た部分もございましたので、全額落とされることは

理解できないということで、総務部財政課等々とも

やり合いながら、なるべく確保できるように調整し

たところですが、90億円の減となっております。た

だ、四、五十億円の他事業での上乗せができていま

すので、要望額にはほど遠いですが、市町村に対し

ても対前年度に比べれば４％近い増額になっている

と思いますので、その辺は最低限のラインではあっ

たのかと思っております。ただ、公共工事を実施す

るに当たり入札の不調・不落が出ていまして、今、

工事の事業が余り円滑にいっていない経済状況、民

間事業も旺盛ということもございますので、これが

いつまで続くのか、円滑に事業ができる状態を整え

るということもございますが、与えられた予算を執

行しながら次年度以降さらに増額を獲得していく取

り組みをしっかりやりたいと考えております。

○具志堅透委員 今の土木建築部長の話を聞くと、

市町村あるいは県全体、県民の要求、ニーズに応え

るような気迫が感じられません。予算を減らされた

けれども、市町村分は数％上がった。不調・不落が

ある経済状況の中で落札がうまくいかないと。工事

はたくさん出ているので、民間需要の中で土木建築

部は今の低調な状況であっても大丈夫だというよう

に聞こえてしまいますが、どうですか。

○上原国定土木建築部長 少し言いわけがましく

なってしまったかもしれませんが、予算が十分とい

うことでは当然ございませんので、しっかりと今後

とも増額を確保して今進めている事業が円滑に実施

できるように、また公共事業はまだまだ旺盛でござ

いますし、その他の新規事業として控えている事業

も多々あります。そういったことの新規事業分も含

めてしっかり実現できるように積極的にやりたいと

いう意思でございますので、よろしくお願いします。

○具志堅透委員 企業向けの公共事業を出すだけで

はなく、当然、一義的には地域の要求、要請、ニー

ズに応える、地域の安心・安全な災害に強い公共事

業というのはまだまだあるのだろうという中での、

土木建築部の仕事の名分だと思いますので、よろし

くお願いします。減額の大きな影響はハード交付金

の減額によるものだと思いますが、少し総括的な話

でいくと、土木建築部として財政課へどの程度の予

算要求をし、どの程度認められ、あるいはどういっ

たところで土木建築部の中の予算配分、何を重点的

にやっているのか、新規あるいは継続、この部分は

どうしてもやらなければいけないという、その辺の

ところをお願いします。
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○上原国定土木建築部長 平成31年度の予算要求に

当たっては、約500億円台のハード交付金を要求して

おりましたが、概算要求の後、土木建築部に配分さ

れたのは当初約300億円程度でした。そして今回、最

終的に配分されたのが268億円ということで、要望額

に対してはかなり絞られてきているわけですが、最

終の配分額でいきますと、モノレール分が除かれて

いますので、この辺はやむを得ないところですが、

県全体のハード交付金の額532億円のうち約50％以上

は確保しております。予算要求前に各市町村からの

ヒアリング作業を総務部と一緒にやっておりまして、

その意見の中でもハード交付金の中で道路等の公共

工事の要望が非常に多くあったものですから、この

ままでは納得できないということで強く総務部に要

求しました。モノレール分を除いたシェアでいけば、

一応、若干配慮していただいて、数億円程度は最終

配分で獲得できた分もございましたので、最大限の

努力はした結果だと考えております。

○具志堅透委員 そこで伺いますが、ハード交付金

の市町村分がかなり大幅な減額となっております。

その交付決定に係る土木建築部のかかわりというの

は、知事を初め知事部局で概算要求をしシーリング

をし改善要求をして、その後交付決定という流れの

中でいくのだろうと思いますが、そこまで行き着く

までの土木建築部としての位置づけも含めて、これ

だけ減額になった理由についてはどう考えています

か。

○上原国定土木建築部長 市町村の事業への予算配

分の場合、各事業ごとに事業の進捗状況や事業効果

を早期に発現させるように完了間近の路線等につい

ては当然ながら満額をつけたり、そういった配慮も

しております。各事業の所管課―本庁の各課が市町

村のヒアリングをしながら必要な予算額を査定する

という形で取り組んでおります。ハード交付金その

ものが国から総額で内示を受けて、繰り越しの状況

などを見ながら重点配分する事業、昨年まではモノ

レールが重点配分事業として総務部から特別に満額

を確保できるような交渉をしていましたが、今回は

水道広域化、９億円だったと思いますが、それが特

別重点枠ということであります。そういった各部局

ごとの予算の執行状況等を踏まえながら、部ごとの

査定を受けて我々は部ごとの予算の配分を得て、そ

れをまた部内で事業ごとに配分しております。その

ときには総務部の考え方も踏まえて執行状況―あと、

我が部においてはゼロ県債や債務負担をとっている

事業は当然担保されていないといけないわけですか

ら、優先的に配慮するという形で必要な部分に配分

をしております。ですから、市町村に対しては事業

の個別の進捗状況を踏まえて配分をする形になりま

す。どうしても市町村に対して配慮しなければなら

ないという気持ちもありまして、県事業よりも市町

村には若干ですが、数％厚く配分しているような形

でかかわりを持って、土木建築部としてはなるべく

市町村に配慮しながら支障のない、可能な範囲で影

響を最小限に抑える努力は一応したつもりでござい

ます。

○具志堅透委員 今の話を聞くと、沖縄振興特別推

進交付金―ソフト交付金のように大枠で入って、ハー

ド交付金に対してもその裁量というのは沖縄県にあ

るという、そういう認識でいいですか。

○上原国定土木建築部長 そうです。

○具志堅透委員 そうであれば、ソフト交付金の場

合は５対３対何とかとありましたよね。ハード交付

金の場合はそういう基準的なものはなく、県として

重要度を位置づける―次年度の場合は水道の広域化

であるとか、その重点配分を決めてやっているとい

うことでいいですか。

○上原国定土木建築部長 そのとおりでございます。

○具志堅透委員 そこで今回、市町村分が29億円の

減になっている部分の中に、昨年からのこれだけの

減ということは大きいわけですよね。その部分の配

分率といいますか、その辺は土木建築部内において

市町村分あるいは県分もあるわけですよね。そこの

ところの配分の差は昨年との比較でどうなっていま

すか。

○金城学土木総務課長 今回のものについては２対

１―県が２で市町村が１の状況です。パーセントで

申し上げますと、去年、県が64.8％、市町村が35.2％

でございます。平成31年度は先ほど２対１と申し上

げましたが、パーセントで申し上げると県が66.1％、

市町村が33.9％という数字になります。

○具志堅透委員 微妙に少し変わるような感じもし

ますが変わらないと。そこは、ハード交付金の減額

によってかなり厳しい予算編成になっているわけで

ありますが、ただ、先ほど座波委員の質疑の中でも

市町村分は若干ふやしているので、そこには迷惑は

かけませんというような話がありましたが、現に、

地域では道路の新設あるいは―特に継続含めてかな

りのおくれがあると。そこに対する手当て―例えば

具体的に言うと、名護市でいうと伊差川、本部町で

いうと伊豆味線とか、そういった工事が軒並み５年

も６年もとまっている状況です。この原因はどこに
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ありますか。

○多和田真忠道路管理課長 項の細かい状況が把握

できていませんので、一般論でお話しさせていただ

くと、道路管理課で所管しているハード交付金は、

道路の市町村等の改良関係の事業を行っております。

予算としては、対前年度比で1.25％増。要望に対し

ては、大体49％の措置率になっております。前年度

より上昇はしておりますが、依然として需要には十

分に応え切れていないということです。そういう中

で配分する際には個々の事業の進捗状況を見まして、

次年度予算をつければ完了するような路線をどうし

ても優先して配分いたしますので。そして後は、執

行状況から繰り越しの多いところについては次年度

その分は減額にするとか、そういうこととあわせて

各市町村に対しても執行の調整や技術的支援を定期

的に行っております。改良はハード交付金ですが、

それ以外に社会資本整備交付金であるとか、ほかの

予算もございます。今年度、補正が対応できるもの

については補正をとったり、重点配分ができるよう

な項目についてはそのような配分の対象になるよう

な予算要求の仕方をするなど、そういう形でできる

限りのことは努力しております。また引き続き何ら

かの手当てができないかということは検討していき

たいと考えております。

○具志堅透委員 今はそういう答弁しかできないと

思います。限られた予算の中での配分ですから非常

に苦しい状況の中であるということは十分承知して

います。県がこれだけ国とねじれて、これだけハー

ド交付金が減額されていく中でここが一番の原因だ

と思います。ですから、その辺のねじれ解消のため

にはしっかり知事には頑張ってもらわないといけな

い。今の答弁を聞いても次年度に終わる間際のもの

には重点配分するということでしたが、５年、６年

先のものに関してはまだまだおくれていくという答

弁なのです。次年度完成予定のものには重点的にやっ

て完成させますと。しかし、そうではないものに関

しては薄めの配分をしますということでいいのです

か。例えば、本部も含めて伊差川などはいつ完成す

るのですか。

○上原国定土木建築部長 確かに、今の説明を聞く

とそういうことになりますが、事業がおくれる理由

というのは、予算のつきが悪いというだけではなく、

用地買収等の問題もありますし、関係機関の調整や

それ以外の要因が相当あるわけです。予算が余りつ

かないものですから、交渉も用地買収も進まないと

いうことももちろんあるとは思いますが、どうして

も円滑に進める努力をしつつ、やはり円滑に執行で

きる部分には予算はついていくことになりますので、

ある意味、予算の奪い合いみたいなことにはなるか

と思いますが、事業がスムーズにいくところにはな

るべく予算をつけて、円滑に進むところは円滑に進

めさせる。そして、若干課題があるところには予算

は余りつけられない状態が続くことになるかもしれ

ませんが、この辺はしっかり力を合わせて県と市町

村が一緒になって課題を解決しながら事業をしてい

く必要があるかと思います。

○具志堅透委員 こういった改良事業というのは、

地域からの切実な訴えといいますか、地域の活性化

につながるとか、本当に狭隘で厳しい状況なので早

目にやってほしいというニーズに応えるために芽出

しをしたはずなんです。それが５年、６年、７年たっ

てもまだ虫食い状態である。用地買収という話も出

ますが、それは地域を見ると大した理由ではないと

思っています。そこはしっかり予算をつけて頑張っ

てください。大枠の予算がふえないとどうしようも

ないのかもしれませんが。それと、市町村道の中で

も伊是名島で村道の一周道路も一括交付金の減額に

よって７年で完成予定が５年経過しています。そこ

はトライアスロン等々で使用したりする主要の道路

で、この間行ったときもどうなっているのかという

ことで強く要請されました。先ほどの市町村分にな

るかもしれませんが、その辺はどう考えていますか。

○多和田真忠道路管理課長 予算要求の際には、我

々も実際に市町村で予算を消化できる規模の要求で

あるかということを確認しながら審査をしておりま

す。ある一定規模の予算で執行できるものについて

は、当然それは審査してその分をしっかり要望して

いくという体制をとっておりますので、各路線ごと

に必要な規模に応じて予算要求をしているところで

す。

○具志堅透委員 この現場も見てきましたが、ここ

は用地買収も関係ないところです。ものすごいカー

ブを直進―これを認められて、展望台の近くです。

皆さんも知っているはずですが―そこの予算を次年

度はつけてください。どうですか。

○多和田真忠道路管理課長 細かい数字は持ち合わ

せていませんが、村からの要望額についてはしっか

り我々も要望して、それに合わせた形で今年度措置

された予算をベースに配分しているところです。

○具志堅透委員 しっかり考えていただきたいと思

います。特に、離島や田舎などの過疎地域では、公

共事業を起こすことにより経済活性にもつながって
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いくので、こういった面も含めてそこはまたしっか

り考えていただきたいと思います。

次に、港湾整備について伺いますが、港湾整備費

も現に２億3000万円ぐらい減になっています。それ

とは別に本部港の整備―クルーズ船対応のバース整

備について予定どおりなのか、予算配分もどうなの

かという部分をお願いします。

○與那覇聰港湾課長 本部港のクルーズ船対応の岸

壁の整備につきましては、現在、岸壁マイナス

10.5メートルの整備を行っております。工事の進捗

につきましては、平成30年度はジャケット式桟橋の

整備に取り組んでおりまして、基礎くいの打設と工

場においてジャケットを現在製作しております。平

成31年度は工場で製作したジャケットの現場への据

えつけを行い、既設の岸壁の増深改良工事を実施し

まして、気象・海象の状況にもよりますが、平成31年

度末の完成を目指して取り組んでいるところでござ

います。予算につきましては、平成31年度予算とし

て24億3000万円を要求しておりまして、今国会で予

算が成立後、内示額が確定されることになります。

○具志堅透委員 本部港に関しては、今回の当初予

算の中には反映されていないのですか。これは要求

して国会で平成31年度予算は決まることになるので

すか。

○與那覇聰港湾課長 県予算上は24億3000万円計上

していますが、これが最終的には国の内示額でその

まま満額内示される可能性もありますし、減額され

る可能性もあるということです。

○具志堅透委員 これはいわゆるハード交付金等と

は別枠で国直轄で予算を出すので、今のような形で

24億3000万円を計上しているけれども、これから国

の査定があって認められるかどうかわからないとい

うことですか。

○與那覇聰港湾課長 今の24億3000万円というのは

あくまでも県から国に対する要求額ということです。

○具志堅透委員 少しわかりづらいので、仕組みか

ら教えてくれませんか。

○與那覇聰港湾課長 要求額の段階ではありますが、

国会で予算が成立すればほぼその額も内示されるも

のと考えております。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、土木建築部長から予算要求等の

仕組みについて補足説明があった。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 一括交付金にしろ全て内示は出て

いて、今、予算要求をして、国会でそれが通ればお

りるということであろうとは思いますが、今の本部

港に関しては休憩中の土木建築部長の説明で理解で

きました。24億3000万円の要求額については100％認

められますよね。

○上原国定土木建築部長 その方向で調整していま

すので、確保できるものと考えております。

○具志堅透委員 実は、せんだっての新聞報道を見

ながら質疑しています。予算が減額にならなければ、

ハード整備に関しては平成31年度末に完成できると

いうコメントが書いてありますが、その認識でいい

ですか。

○與那覇聰港湾課長 予算が要求どおり措置されれ

ば、予定どおり今のところ平成31年度末の完成を目

指しております。

○具志堅透委員 そこで、本部港の運用開始がおく

れるかという話でＣＩＱの設置、整備が主な原因に

なっていますが、その辺のところは解決に向けてど

う取り組んでいますか。

○與那覇聰港湾課長 本部港の官民連携による国際

クルーズ拠点形成につきましては、昨年の３月にゲ

ンティン香港社との間で法定協定を締結し、現在、

県は20万トン級の大型クルーズ船に対応した岸壁の

整備に取り組んでいるところでございます。あと、

ゲンティン香港社とは本協定の実施に係る覚書の締

結に向け現在協議を行っているところですが、委員

がおっしゃるようにファーストポートの指定時期が

未定とのことで、覚書の締結そのものが現在おくれ

ている状況にございます。県としましては、本部港

が平成29年７月に国際旅客船拠点形成港湾に指定さ

れておりますので、その本部港が国際旅客船寄港の

拠点を形成するのにふさわしい港湾として判断され

たものとして、県としてはファーストポートの指定

がなされるものと認識しております。早期に覚書の

締結がなされるよう引き続きゲンティン香港社との

交渉に取り組んでいきたいと考えております。

○具志堅透委員 ゲンティン香港社との交渉という

ことですが、そもそも何を交渉しているのですか。

○與那覇聰港湾課長 昨年３月に法定協定を結んで

いますが、その法定協定を実施するに当たり詳細な

ところでの覚書の締結をしないといけません。その

覚書の締結に向けての協議をこれからも引き続き交

渉していくというところです。

○具志堅透委員 交渉というので何かハードルが

あって交渉しているように聞こえますが、どうです

か。
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○松島良成土木整備統括監 官民連携というのは、

基本的に岸壁は県が整備すると。クルーズ船ですの

で、その岸壁に伴うターミナルは民間で整備すると

いう、官民連携というのはそういった仕組みになっ

ています。ターミナルの設計、工事については、ゲ

ンティン香港社が行います。今回の交渉の内容とい

うのは、ゲンティン香港社はファーストポートの指

定がされない限り、ターミナルに着手するというこ

とがなかなか確定していないものがあるので、それ

は厳しいですと。その他、ターミナルの規模などを

覚書という形で定めていくことが現在の交渉内容で

ございます。

○具志堅透委員 ですから、まさにそこですよね。

ＣＩＱの指定ができない限り、ゲンティン香港社は

ターミナルをつくらないと。そこに入れないという

ような意見だと思います。そこをどう交渉している

かということなのです。皆さんは100回を超える、88回

云々の攻防がありますよね。そこをどうクリアして

いこうと思っていますか。

○松島良成土木整備統括監 先月もゲンティン香港

社と交渉し、定期的に情報交換をしながら交渉を終

結して覚書を交わすというところで協議はしていま

す。ゲンティン香港社の企業の経営内容も含めます

ので全てをお話しすることはできませんが、基本的

なものはファーストポートが指定されれば工事には

着手すると。ファーストポートについては先ほど港

湾課長から話がありましたが、国際旅客船拠点形成

港湾に指定されているということは、そこが拠点と

して形成にふさわしい港湾であると。それがどうい

うことかといいますと、国際の旅客船が来ることが

前提といいますか、ファーストポートが前提になっ

て指定されていると。国がこれを指定しております

ので、ファーストポートというのは基本的には国も

私たちと一緒になって指定に向けてお互い進んでい

けるものだと考えております。あと、私たちは各外

国船社にポートセールスという形で本部港の認知度

を上げる取り組みもしておりますので、今後、ファー

ストポートは国と連携しながら速やかになされるも

のと考えております。

○具志堅透委員 速やかにスムーズにいけばいいの

ですが、しっかり頑張ってください。当然、拠点港

に指定されているからということで有利ではあるの

だろうと思いますが、悠長に構えているとこれはま

たおくれるような話になるだろうと。ゲンティン香

港社ははっきりと来るのか、協定が結べていないわ

けですから、もっと上の段階の知事、副知事が動く

必要もあるのではないですか。

○上原国定土木建築部長 必要であれば、知事、副

知事にももちろん交渉の場に出ていただくように調

整したと思いますが、先ほどから言っているように、

ゲンティン香港社だけではなくほかの船社であると

か、ファーストポート指定に当たっては厚生労働省

や他省庁に対しても要請、交渉しなければいけない

状況でございますので、文化観光スポーツ部とも連

携しながら、できる交渉を進めてこの事業をしっか

り導いていきたいと考えております。

○具志堅透委員 ですから、そういった省庁間ある

いは国との折衝、あるいは現場での実務者レベルの

要請や意見交換は必要だと思いますが、こういった

重要なことというのは、知事、副知事が出てこない

といけない部分もあるだろうと思いますので、そこ

はしっかりやっていただきたいと思います。それと

本部港の受け入れに関しては、受け入れ体制協議会

的なものがどう進展したかということがまだまだ見

えません。少し聞いてはいますが、その辺のところ

もしっかり県が音頭をとりながらやっていただきた

いと思います。

○新垣清涼委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 平成31年度の土木建築部の予算

で、この事業は新たな芽出しをしたという三大事業

とでもいいますか、そういう特徴的な事業について

教えてください。要するに、予算編成に当たってや

はり行政というのは県民に対する期待と夢を売るこ

とも仕事だと思っていまして、社会インフラに当たっ

て土木建築部としてはこういう新たなプランを取り

込みますというような部分があったほうがＰＲにい

いのではないかという思いがあります。今、大きな

プロジェクトは進んではいますが、平成31年度で玉

城デニー氏が知事になって新たな予算編成になって、

社会インフラでどういう芽出しがあったのかという

ことを県民は期待したと思います。そういう部分で

総じて見て、土木サイドのきらりと光るというもの、

知事の思い切った裁量が見えない部分を感じました

ので質疑しました。少し実務的な話になりますが、

ソフト交付金、公共投資交付金が落ちたけれども、

国土交通省サイドの特に道路を念頭にして質疑しま

すが、全国のインフラ事業の中で強靱化や災害対応

が重要というものを含めてもろもろ見ていくと、社

会資本整備総合交付金事業や公共投資交付金などは

もっと頑張れるのではないかと。公共投資交付金含

めてなぜ頑張れないのかという部分が少し気になり

ますが、いかがでしょうか。
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○上原国定土木建築部長 実は、国土強靱化基本計

画というものが沖縄県ではまだ県版の計画ができて

いない状況でございます。今回も国土強靱化に向け

た補正が平成30年度にございまして、一部採択はし

ていただいていますが、国土強靱化という視点では

なかなか予算が確保できていない部分があります。

ただ、内閣府一括計上でハード交付金含めて最低限

予算は確保できているものと思いますので、この辺

は進めていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 実は、国の動きに対してある意

味で県の対応が鈍い感じがします。例えば、土地改

良関連の農業農村整備事業―ＮＮ事業やＴＰＰ関連、

今の強靱化にしても対応が悪い。結局は、国土交通

省に対して皆さん方が予算を要求して、それが総じ

て内閣府でまとめられるだけであって、本来、皆さ

ん方の予算というのは、沖縄総合事務局、国土交通

省含めて地元のニーズを上げて予算を確保するとい

う部分があると思いますが、ソフト交付金にあわせ

て公共投資交付金まであわせて落とされる筋合いは

ないのではないかと。その努力は三役を含めて何を

しているのだという指摘をしたいのですが、どうな

のでしょうか。

○上原国定土木建築部長 ハード交付金は確かに総

額で内示を受けて県内部で配分する形になりますが、

その他の事業、補助金や社会資本整備総合交付金と

いうのは、直接事業ごとに予算要求をしながら確保

しているところです。ですから、先ほどありました

南部東道路―地域連携事業は17億円から約23億円の

増額を確保したというような形で、ハード交付金以

外の事業については必要に応じてしっかりと確保す

る努力をしているところでございます。

○座喜味一幸委員 これはきちんと数字としてあら

われています。公共投資交付金事業―道路のイメー

ジですが、今の社会資本整備総合交付金との行き来

が私には少しイメージがわかりませんが、どういう

線引きでそれぞれの事業が採択されて予算がつけら

れていくのですか。

○玉城佳卓道路街路課長 ハード交付金につきまし

ては、我々が要望して土木建築部でまとめて総務部

に上げて国に上げていくことになりますが、社会資

本整備総合交付金につきましては、沖縄総合事務局

を通して国に要望する形になります。社会資本整備

総合交付金の道路事業につきましては、交通の円滑

化、経済基盤の強化などを図ることを目的としてお

りまして、国の直轄事業、その他の事業と密接に関

連する事業または大規模構造物の―昔で言いますと

伊良部大橋ですが―整備を伴う事業を実施すること

になっているところでございます。ハード交付金に

つきましては、それに合致しないものということで

整備を行っているということでございます。

○座喜味一幸委員 よくわかりません。

次に進みますが、先ほども少し出ましたが、例え

ば沖縄県の道路の10年間の整備目標がありますよね。

道路の採択に当たっては、どこどこの事業の場合は

工期を何年というような設定をしていくはずだと

思っていますが、事業の平均工期等を含めて、果た

して管理されているのか。要するに、今、少し補助

金が落ちてきて、全体として達成すべき平均工期と

いうのがずれ込んできているのではないか。道路の

事業がおくれて道路の効果が出ていないのではない

か。そういう部分はチェックしていくべきだと思い

ますが、今の状況はいかがですか。

○玉城佳卓道路街路課長 委員の御指摘のとおりの

ところはありますが、我々としましては、各路線ご

とに事業スケジュール管理は行っております。ただ、

近年、予算をつけることができず、確かに工期―事

業期間が延びている状況は否定できないところでご

ざいます。

○上原国定土木建築部長 補足しますが、土木建築

部が行っている国庫を伴う事業が全て事前評価とい

うことで新規採択時に事業の必要性、目的、費用対

効果といったことを部内でしっかり評価して、新規

を採択するかどうかという議論をしつつ決めており

ます。それから、５年経過なり、10年経過した時点

で再評価―これは公共事業評価監視委員会という外

部の委員会を設置していますが、その委員会でもっ

て事業の継続が妥当かどうかということも含めて評

価して、事業継続を認めるという形で評価しており

ます。ですから、その時々でしっかりと工期がむや

みやたらに延びるのではなく、再評価をしつつしっ

かりと立ちどまって評価しつつ進めていくというと

ころでございます。

○座喜味一幸委員 当然、新規採択のときも、全体

の継続事業の中で予算の動向を見て、場合によって

は新規を落として既存地区を採択するというような

ことは皆さんチェックしていきますが、どうしても

これはおくれている傾向があると。例えば具体的に

宮古島のマクラム通りの話をさせていただきますが、

１区と２区があって着工からはや10年近くなります。

そういう地区などがあって―私はよく知っています

ので―そういうこと等に対してどう対応していくの

か。各地区ごとでいろいろな話があると思いますが、
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どういったチェック体制があるのか。その辺の予算

の配分をどうするのか、その辺はどうしますか。

○玉城佳卓道路街路課長 確かに現時点では、減額

等もありまして予算が十分配分できないところはご

ざいますが、次年度以降は何とか配分を多くしてい

くように、買い取り要望等もございますので、それ

に応えていけるように頑張っていきたいと思ってお

ります。

○座喜味一幸委員 それと、モノレール事業のよう

に大きな事業に集中的に投資しなければならない地

区があれば、そこにお金が集まりますが、基本的に

は各地域での経済効果もあるわけですので、各土木

事務所の予算の均衡ある配分、配慮も必要だと思い

ますが、おおむねの土木事務所の予算について教え

てください。

○金城学土木総務課長 平成31年度の圏域ごとの各

土木事務所における公共事業の予算配分状況ですが、

まず北部土木事務所が71億3183万6000円で、前年度

と比較し10億2606万6000円の増、中部土木事務所が

152億3621万9000円で、前年度と比較し15億9228万

8000円の増、南部土木事務所が134億9353万1000円で、

前年度と比較し34億6847万9000円の増でございます。

続いて、宮古土木事務所が19億2085万1000円で、前

年度と比較して３億426万7000円の増、最後に八重山

土木事務所は30億3945万5000円で、前年度と比較し

５億298万8000円の減となっております。

○座喜味一幸委員 約19億2000万円と３億円ふやし

ていただきありがとうございます。ですが、これは

県営公園含めていろいろとあるわけでして、この辺

は地域のバランスというものに非常に配慮が欠けて

いると指摘しておきますが、どうですか。

○上原国定土木建築部長 地域ごとにバランスが若

干違いますが、これは事業中の箇所に今配分するべ

き必要な予算をつけているつもりでございます。足

りないという御批判はしっかり受けて、次年度以降

要望に応えられるように努力したいと思います。

○座喜味一幸委員 マクラム通りもずっととまって

いますので、よろしくお願いします。

それと、唯一県営公園のない宮古島地域でありま

すが、調査に入ってからはや５年になりましたか―

今後の速やかなピッチ、採択までの計画をお願いし

たいのですが、今年度の予算もスズメの涙でありま

す。今後の計画について御説明願います。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 宮古

広域公園につきまして、平成31年度は都市計画決定

に向けて環境影響評価の作業や基本設計の作業を実

施しております。

○座喜味一幸委員 着工はいつでしょうか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 平成

31年度中に都市計画を決定して事業認可し、平成32年

度に着手したいと考えております。

○座喜味一幸委員 平成32年度に着手ということを

確認させていただきます。

次に、下地島空港についてでありますが、下地島

空港は３月16日にこけら落としということで我々も

行きますが、下地島空港―下地島エアポートマネジ

メント株式会社ですか、その周辺を含めて県でやる

べき整備事業はどういう状況で、間違いなく進んで

いるのか御説明願いたいと思います。

○金城利幸空港課長 下地島空港においては、国際

線等旅客施設と連携した駐車場や空港内道路の整備

など、県として取り組むべき関連公共施設の整備を

実施しております。旅客ターミナル施設の供用まで

に工事を完了する予定でございます。

○座喜味一幸委員 下地島空港の予算は今後、三菱

地所のリゾート等々含めてどれだけの収入が上がっ

てくる予定ですか。また、今回の予算では、どう反

映されていますか。

○金城利幸空港課長 平成31年度の下地島空港に係

る空港使用料並びに三菱地所等が借地する土地使用

料等につきまして、平成31年度予算として2663万

6000円としておりまして、それを平成31年度に計上

しております。

○座喜味一幸委員 大韓航空等も定期便を飛ばす動

きがあり大変期待しておりますし、大韓航空が動き

ますと外国航空路になりますので、ＣＩＱ等の整備

が必要だと思っておりますが、ＣＩＱの整備計画に

ついてはどうなっていますか。

○金城利幸空港課長 ＣＩＱについては、三菱地所

株式会社が実施する国際線等旅客施設では、国際線

定期便の受け入れを計画しており、就航に当たって

必要となるＣＩＱの業務対応のため、検査ブースを

兼ね備えた施設となっております。また、観光部局

や宮古島市と連携し、関係省庁へＣＩＱ審査体制の

整備について要請を行っております。

○座喜味一幸委員 私は大分前から質疑もしていま

したが、ＣＩＱ体制の整備について県はどのように

動いているのですか。

○金城利幸空港課長 県としましては、ＣＩＱの整

備に向けて平成30年11月に国土交通省や財務省、法

務省、厚生労働省に対しＣＩＱ審査体制の充実・強

化について要請を行っております。さらに平成31年
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１月には、農林水産部において農林水産省に対して

ＣＩＱ審査体制の要請を行っております。

○座喜味一幸委員 結果の見通しはどうですか。

○金城利幸空港課長 先ほども申し上げましたが、

ＣＩＱにつきましては要請を行っており、各ＣＩＱ

について全て対応していただけるということで考え

ております。

○座喜味一幸委員 それからもう一点、もう少し県

もその辺を先読みして対応しないとまずいと思うこ

とがあります。台湾から飛行機を飛ばしたいという

要望があったときに、空港課に来たら、下地島空港

事務所に行ってくださいという―極端な話等があっ

たということで、受け入れ体制ができていないので

はないかという指摘を受けました。そういう外国航

路等の受け入れに対しては県は一元化されています

か。外国客の誘客や路線の拡大に県は動いています

が、そういう体制について土木建築部と文化観光ス

ポーツ部の連携体制はどうなっていますか。

○金城利幸空港課長 基本的には、観光部局を中心

に国際線等の誘致等を行っていますが、その際には

土木建築部も連携して対応しているところはござい

ます。

○座喜味一幸委員 連携がないので、どこの窓口に

行けばいいのか、あげくの果ては悪いけれども、観

光ビューローにまずは行ってみてくださいと私は言

いました。県は観光客を1200万人ふやすなどと言っ

ていますが、飛行機を飛ばしたいと言っている人た

ちがどこに行っていいのかわからないという状況を

指摘しておきます。この辺をもう少し連携してくれ

ないかと思いますので、お願いしておきます。

もう一点お願いですが、下地島空港の滑走路の西

側進入路は最も観光名所になっておりまして、そこ

がどこで協議されたのか通行どめというようなこと

がマスコミ報道されております。観光の魅力がもの

すごく半減するということで要望がありますが、ど

うしますか。

○金城利幸空港課長 下地島空港の北側にあります

通路―通称で言いますと17側管理用通路でございま

すが―これは一般の用に供する道路ではございませ

んが、これまで地域住民や観光客に利用されてきて

いるところでございます。しかしながら、伊良部大

橋が開通した平成27年１月以降、レンタカーや大型

バスが当該通路を訪れるようになり、それに伴い交

通混雑や交通事故による空港場周柵の損壊の発生、

通路の不陸の発生など、空港の管理場や保安場での

問題が発生しております。今回、新ターミナルの開

業により、今後さらなる国際線や国内線、ＬＣＣ定

期便が多く就航することが予想されます。そのこと

もあり、空港保安管理体制を万全にするために今回

通行どめを実施するものでございます。私も当該施

設が観光資源として活用されていたことも認識して

おりますので、観光への影響をできるだけ避けるた

めに今後、空港の東側入り口では大型車がＵターン

などができるように、また西側入り口には市有地が

ございまして、そこに駐車場を設けることを宮古島

市と調整を行っているところでございます。

○座喜味一幸委員 残地の利活用についても、空港

の進入路から通り池―あの浜から渡口の浜まで、あ

あいう観光資源を生かすべきだという提案をしまし

た。安全管理者としては立派ですが、有効活用とい

う意味では余りにもしゃくし定規ではないかと思っ

ています。極端に言うと、フェンスを内側に寄せて

でも２車線で整備をしていくぐらいの配慮がないと、

伊良部島で最も写真スポットでもある場所が閉鎖さ

れてもレンタカーで来て皆さんぐいぐい行っていま

す。ああいう状況はしゃくし定規ではだめです。向

こうは２万件ぐらいインターネットに写真が上がっ

ています。ぜひ、その辺を検討してみてはいかがで

すか。空港のフェンスを少し寄せていただいて、２

車線の立派な歩道つきの観光用の道路をつくってみ

てはどうですか。

○上原国定土木建築部長 実は、空港の保安場とい

いますか、進入表面にも大型バスが行くとかかって

しまうような状況もありますので、どうしても通行

どめは必要だろうということで考えております。で

すから、Ｕターンできるようにしたりするという話

もありますし、徒歩ではもちろん入っていけるよう

にしますので、ぜひ入りたい方は歩いて入っていた

だくということで、最低限のサービスかと思ってい

ます。自転車も大丈夫です。どうしても車でという

ことになりますと、改めて埋め立てを伴うような整

備が必要になりますので、これは長期的な課題かと

思っています。今回、30日に定期便が飛ぶという状

況でございますので、一旦、車両の通行どめをさせ

ていただいてしっかり安全は確保したいと考えてお

ります。

○新垣清涼委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 南部の座波委員、北部・ヤンバル

の具志堅委員、離島宮古の座喜味委員が続きました

が、中部も重要ですのでぜひお願いします。

事前に通告してありました当初予算の一般会計含

めて沖縄振興公共投資交付金の減の影響などについ
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ては先ほどから随分答弁がありましたので割愛させ

ていただきます。

それで、中部の件と申し上げましたが、基地が集

中して米軍占用施設がありまして、道路事業あるい

は河川事業などで基地と―米軍との協議が必要だろ

うというような場面も中部地域には多くあったりし

ます。当初予算概要（部局別）27ページの治水対策

事業の天願川は、米軍区域も一部入ってくるのでは

ないかと考えていますが、整備内容、事業の状況な

どについて伺います。

○石川秀夫河川課長 天願川につきましては、整備

が必要な延長約6.5キロメートルのうち、天願橋下流

の基地内の区間を除き、河口から川崎川合流部まで

の約4.5キロメートルがおおむね整備を終えておりま

す。平成31年度は、平成30年度に引き続き、基地内

での護岸整備及び栄野比地区の用地取得を計画して

おります。

○照屋大河委員 米軍にかかわるところについては、

まだ残っていますか。

○石川秀夫河川課長 天願橋下流の基地内の区間に

つきましては、左岸側合わせて約1.2キロメートルが

未整備でありますが、その箇所を現在鋭意進めてお

ります。その基地内については、平成36年度までに

は完了する計画としております。

○照屋大河委員 今、事業計画などを進めて、米軍

との協議などを改めてやる状況ではないと考えてい

いですか。

○石川秀夫河川課長 この基地につきましては、平

成22年に一部返還の合意がされておりますので、そ

の合意に基づいて現在工事を進めているところでご

ざいます。

○照屋大河委員 続いて同じ資料の港湾整備事業で

中城湾港の新年度事業について、その状況を伺いま

す。

○與那覇聰港湾課長 港湾整備事業は、重要港湾３港

及び本部港における大型クルーズ船寄港対応、岸壁

の整備となっており、平成31年度予算額としまして

約41億円を計上しております。そのうち、中城湾港

に関する平成31年度当初予算額として約15億2200万

円を計上しております。主な事業としましては、沖

縄振興公共投資交付金で、馬天地区における船揚げ

場の整備、泡瀬地区における緑地・護岸の整備、熱

田地区におけるしゅんせつ等がございます。あと、

社会資本整備総合交付金として、新港地区における

橋梁の耐震化などの整備に取り組みます。それと、

沖縄振興特別推進交付金としては、中城湾港新港地

区において、物流拠点化促進調査事業、京阪航路の

実証実験に係る費用、上屋の外構舗装、東埠頭にお

けるモータープールの舗装の整備などを実施する予

定となっております。

○照屋大河委員 先ほどありました中城湾港の京阪

航路の実証実験などについては既にスタートされて

いると思いますが、その状況と新年度の展開につい

て伺います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から後ほど改めて説明

してほしいとの要望があった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 地元うるま市長含めて中城湾港を

活用していこう、力を入れていこうということで、

県への働きかけなどはありますか。

○與那覇聰港湾課長 現在、うるま市では国際物流

トライアル推進事業に取り組んでおりまして、台湾

航路の実証実験に取り組んでいることは伺っており

ます。

○照屋大河委員 市が事業として取り組み、地元港

湾近くに農産物拠点施設などを完成させています。

それから、勝連城趾周辺整備事業の整備も大規模な

形で進められております。今言った外国客を呼び寄

せて地域の振興にやっていこうということが地元自

治体の計画ですので、ぜひ県にも力をかしていただ

きながら同時並行に事業が展開できるように要望し

ておきたいと思います。

それから、27ページの同じ中城湾港ですが、豊原

地区の護岸の整備事業について、進捗状況を伺いま

す。

○永山正海岸防災課長 中城湾港海岸の豊原地区で

は、護岸の老朽化に伴う点検や健全度評価などの調

査を行いまして、その調査結果をもとに施設の長寿

命化を目指した海岸の老朽化対策事業を進めており

ます。平成31年度は１億1800万円の予算で直立型の

多段式護岸を整備することとしておりまして、平成

32年度までに事業延長の2030メートルの整備を完了

する予定であります。

○照屋大河委員 平成32年度までかかりますか。当

初からそういう予定でしたか。進捗については計画

どおりということでよろしいですか。

○永山正海岸防災課長 平成21年度から平成32年度

までが事業期間となっておりまして、進捗率が現在

のところ72％となっております。

○照屋大河委員 急速に都市開発が進められている
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地域で住宅も急激にふえてきたり、大型商業施設な

どもどんどん建設されている地域です。そして、健

康増進といいますか、地域をウォーキングする皆さ

んもふえてきていますので、ぜひ工事の安全な実施

をお願いして終わりたいと思います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時20分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 海岸防災課の埋立承認の辺野古の

撤回をしている中ですが、その件についてお尋ねを

いたしたいと思います。県は撤回の立場ですが、基

本的に進められている工事に対する認識について、

県の立場をお尋ねいたします。

○永山正海岸防災課長 県は、昨年８月31日に埋立

承認の取り消しを行っております。このため、沖縄

防衛局は工事を行う権限を現時点で失っている状態

にあると考えております。

○仲村未央委員 県の認識としては、今行われてい

る工事は違法であるという立場に立っていることで

よろしいですか。

○永山正海岸防災課長 ことし３月５日にＫ８護岸

に着工すると防衛局から連絡がありましたが、これ

についても知事のコメントにもあったとおり、撤回

をしている中で工事の違法性を指摘したところであ

ります。

○仲村未央委員 ここ自体が今、対立をして、事業

者は撤回については執行停止の申し立てを有効とし

ているわけですよね。

○永山正海岸防災課長 はい。

○仲村未央委員 県はそれ自体が成り立たないと、

そもそも今進んでいる工事は違法であるという前提

で、今、平行線というか、そこ自体が争点にはなっ

ているのですが、ただ、もし国が言う執行停止が有

効という立場に立ったにしても、その違反状態は散

見されるわけです。例えば留意事項のものに違反状

態が幾つかあると思いますが、それを列挙していた

だけますか。

○永山正海岸防災課長 仮に執行停止が違法ではな

いとした場合でも、留意事項に違反している事項が

５点ございます。まず１点目が留意事項１にかかわ

るもので、全体の実施設計を示した協議を行ってい

ない。２点目に留意事項２に基づくものとして、埋

め立て全体の実施設計に基づいて詳細検討をした環

境保全対策等を提出せずに、環境保全対策などに関

する事前協議がまだ調っていないこと。３点目に公

有水面埋立法―埋立法第４条１項２号の関係で、性

状試験の結果で有害物質を含まない埋立用材として

承認を受けていないこと。４点目として、留意事項

の４項にかかわるものとして、土砂の性状試験を確

認しないで投入した場合などです。あと、Ｋ９護岸

を桟橋として使用していることについても４項の中

で指摘をしています。５点目に留意事項４項にかか

わるものとして、現在、本部港以外から土砂の搬出

を行っていること、本部地区以外から土砂の採取を

行っていること。この５点を、仮に執行停止が違法

ではないとした場合でも、これらの条項に違反して

いることを平成30年12月14日付の文書で指摘をして

います。

○仲村未央委員 土砂の性状にかかわるところで、

皆さんおっしゃっている今の違反事案ですけど、有

害物質を含む、含まないというのは、確認はどのよ

うになっていますか。有害物質のところをもう一度

具体的にお願いします。

○永山正海岸防災課長 昨年の12月14日に県から性

状試験についての指摘をしたところ、同日の17時40分

ごろに埋立土砂の性状試験の結果が防衛局から持ち

込まれております。提出された資料を見ると、性状

試験の結果が購入時点の試験結果ではないこととか、

また試験結果の内容等が現場に持ち込まれた土砂の

性状とは全く違うことが判明しまして、その辺も以

後のやりとりの中で県としては指摘をしているとこ

ろでございます。

○仲村未央委員 12月14日の投入時の土砂の性状の

確認、あるいはその中に有害物質があるかどうかの

確認は、その時点の提出ではないということですか。

○永山正海岸防災課長 願書の中で、沖縄防衛局は

岩ズリについては購入時点で試験を行うと明記して

おります。その中で有害物質の試験結果については、

ことしの１月18日の回答文書の中で昨年の12月14日

に報告があったわけですが、投入以降の試料採取の

測定結果が提出されておりまして、購入時の試験結

果としては不適切と判断をしたところでございます。

それをもって、ことしの１月25日に知事名で工事停

止を求める文書を沖縄防衛局宛てに発出をしていま

す。

○仲村未央委員 岩ズリの性状で細粒分の含有率は

どのようになっているのか。実際には、承認の時点

で確認されたこととの比較で状態はいかがですか。

○永山正海岸防災課長 平成25年当時、願書提出時
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に沖縄県は土砂の性状、細粒分含有率についても確

認をしております。その中で沖縄防衛局は、細粒分

含有率については２から13％の範囲内で岩ズリを持

ち込む回答をしております。

○仲村未央委員 実際はどうなのですか。

○永山正海岸防災課長 実際は、投入された土砂を

見ると粘土分を多く含んだ岩ズリだと目視で判断し

て、我々は怪しいと思っていまして、そういった提

出された試験結果報告書と現場に持ち込まれた土砂

の性状が違うことと、沖縄防衛局が工事を発注する

際の材料仕様書の中で、我々と事前に調整をした10％

前後の細粒分ではなくて、40％と含有率を変更して

発注していることから、その辺の理由についても沖

縄防衛局に照会をしている状況です。

○仲村未央委員 実際には、先ほど言うような有害

物質であるかどうかの確認も含めてとれていない。

含有率についても、約束をした10％ではなく40％と、

約束と異なる内容について一方的に資料を提出して

いる状況であるわけですよね。結局、承認権者とし

てどうするのですか。埋め立ての承認を出した確認

と違うことが実際には現場でどんどん起きているわ

けですよね。承認権者としての権限はそんなにたや

すく無視をされてよいものなのかということです。

これについては、撤回をめぐる立場の違い、県の違

法であるという認識と、国は執行停止を認められた

立場に立つ者と乖離があるわけですけれども、実際

には同じ埋立承認の内容に示された最初の設計概要

については同じものを見ているわけでしょう。それ

について皆さんは、最初に承認した権限者として、

約束をした内容と違うことが現場で行われているの

が実態であるということを知った上で、どうするの

ですか。次の手続はどうなりますか。

○上原国定土木建築部長 再三、指導文書を出しな

がら、事前協議が調うまで中止をした上で、しっか

りと事前協議を行い、埋立願書のとおり施工をする

ように指導してきているところですが、なかなか指

導に従わない状態が続いていまして、そういったこ

ともあり、県として高さ制限の部分もあり、ある意

味、最終手段という形で撤回というところまでいっ

たわけです。それが今現在執行停止して、今後また

行政不服審査の中で国土交通省で結論が出るかと思

いますが、これは知事公室とも連携をしながら県全

体として今後どう対応していくか、これから協議し

た上で決めていくことになろうかと思います。

○仲村未央委員 部長、今おっしゃるところはその

とおりですが、一方で、埋立法に厳格に基づくとき

の承認権者―管理者としてとるべき態度が、埋立法

上きちんとどうしなさいと通知が出されているはず

です。つまり、現場で約束と違うことが行われた場

合、承認権者がしっかりしないとだめですよという

趣旨の通知がこれまでに出されているはずです。そ

れについてどのようになっているのか、お尋ねをし

ます。

○永山正海岸防災課長 埋め立てを承認した県とし

ては、現在土砂が投入されている状況から、土砂投

入による埋立区域や周辺海域の環境への影響を確認

する必要があると考えていまして、それに基づきま

して承認権者として監督権限があると考えています。

それを裏づける通達が旧運輸省港湾局から出ていま

して、その中で「埋立工事は公有水面埋立法及び関

連する法律に従って適正に施工しなければならない」

とありまして、その際には必要な手続をとることな

く放置されているなどの不適正工事を防止するため

に、県としては実態の把握及び免許事案の管理状況

を的確に確認をして、工事の適正な執行の確保に努

めなければならないと通達文書も出ています。

○仲村未央委員 まさにそれが埋立法を健全に運用

せしめる国の指導ですよ。承認権者はしっかりしな

さいと。長がとるべき態度として実態把握、免許事

案の管理に対して不十分なことがないようにと指摘

されているわけでしょう。そうなると、今の状態に

対して県はしっかりと立入調査をするなりサンプリ

ングするなり、次の段階に進まないことには、承認

権者として不適正行為をどのように整理をするかと

いうことにはならないわけですよ。部長、辺野古対

策云々と言う前に、皆さんは埋立法の運用者として、

所管として、今言うような立ち入りやサンプリング

に入ることを進めなければいけない状況にあるので

はないでしょうか。それについてお尋ねいたします。

○永山正海岸防災課長 この土砂性状の問題に関し

て、昨年末から４回ほど県は照会文書を出していま

して、その中で現場で実際に投入された地点でサン

プリングをしたいというお願いを防衛局側にしてい

ます。

○仲村未央委員 お願いをしており、何ですか、認

められたのですか。

○永山正海岸防災課長 立入調査自体が行政調査の

範囲になっておりまして、立ち入りの権限がない状

況があります。防衛局の協力を得て立入調査を行う

ことをお願いをしている次第です。

○仲村未央委員 お願いをしている次第の、相手方

の回答なり、皆さんの段階は進んでいるのですか。
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先ほどからここで答弁はとまるのですが。

○永山正海岸防災課長 立入調査自体が法的な根拠

がなく、防衛局の協力があって実施ができるもので

すから、その回答を待っている状況です。

○仲村未央委員 根拠がないというよりは、先ほど

の承認権者のとるべき措置自体が根拠になっている

と理解をしたから、そういうところに皆さんは要望

を出していると思います。今の埋立法上、設計の概

要にあったことと違う実態が起きていることに対し

ては、そこは踏み込んでいかないといけないですよ

というのが、まさに今の状態だと思います。今、設

計の概要でとまっていて、実際には実施設計は出て

ないわけですよね。出てない中で事はどんどん起き

ているわけですが、実施設計はいつ出ますか。見通

し持っていますか。

○永山正海岸防災課長 これまで留意事項に基づく

概要の変更等を求めていますが、具体的にいつ出す

とか、時期的な連絡は防衛局からはない状況です。

○仲村未央委員 そもそも設計の概要の段階で、例

えばボーリング調査は何カ所打つという話だったの

が現実には何カ所になったのですか。まだやってい

るのですか。最初の設計の概要に示されていたとき

の何本打つことと、きょう時点までの実際の調査の

サンプルポイント数はどうなっていますか。

○永山正海岸防災課長 沖縄防衛局は平成25年度か

らボーリング調査をしておりまして、平成29年度ま

でに全部で76本のボーリング調査をしています。今

後、３月末までにボーリング調査の最終的な報告書

がまとまりまして、それを踏まえて４月から実施設

計をすると聞いております。

○仲村未央委員 現時点で76本ですけど、そもそも

設計の概要の段階で何本打つという話だったのです

か。願書の時点でということです。

○永山正海岸防災課長 願書提出時においては、４カ

所のボーリング調査をもとに審査をしております。

○仲村未央委員 結局、願書の時点で４カ所打ちま

すといって今76本打って、永遠にボーリング調査を

やっていて、実施設計が出ないと。今、工事の進捗

からいって最初の工程表からどれほど進んでいない

状況にあるのか。本来であれば、現時点で願書の提

出時点から既にどうなっている状態が想定されてい

たのか。現時点でこのボーリング調査は20倍ぐらい

のサンプルになっていますけれども、工期的にはど

れほどの段階ですか。

○永山正海岸防災課長 願書提出時の工程表から判

断しますと、普天間飛行場代替施設建設事業の工事

計画において、汚濁防止膜工の着手後25カ月目に当

たる時期には24の護岸に着手をしていて、あと３カ

所の埋立区域で埋立工に着手する工程になっており

ます。

一方、現在は辺野古海域側のＫ１からＫ４護岸、

及び中仕切護岸のＮ５、Ｎ３は概成しており、海域

は護岸により閉じられた状態で、平成30年12月14日

から埋立区域の２の１に埋立土砂が投入されている

状況となっております。

○仲村未央委員 本来であれば、全部の護岸に手を

つけていた時期ということですが、実際には今一部

のところで立ちどまっているということですね。先

ほどのボーリング調査もこれで完了なのかはわかり

ませんが、いつ実施設計が出されるやもわからない

状況の中で、今言われているのは軟弱地盤であると

か、活断層のことを指摘する専門家もおり、実際に

実施設計が本当に出てくるのか。今年中にもという

言い方もありますけれども、そのあたりも含めて、

先ほど何はともあれ法の違反状態を解消するのは、

これが基地だから云々ではなくて、埋立法の運用に

照らして、その願書と全然違うことが実際に起きて

いることに対する行政への信頼そのものが問われて

いるわけですよね。だから、それは今撤回をした立

場であっても、承認をした時点の皆さんの責任も含

めて、今起きていることが余りにも違うことについ

て、先ほど言うような―今要請をしていますという

ことですが、しっかりと立ち入ってそこの現状の確

認、そして先ほどの港湾管理者に対する通達のとお

り、実態把握や免許の事案の管理について努めなさ

いとありますので、そこはぜひ強く対応を進めてい

ただきたいと思いますが、部長のそのことに対する

認識を伺って終わりたいと思います。

○上原国定土木建築部長 公有水面埋立法に基づい

て、承認権者である県に監督権限はあるとなってお

りますので、我々行政指導をしっかりやってきてい

るつもりではございますが、それがそのとおりにな

らないジレンマを抱えておりますけれども、しっか

り工事を停止した上で、県の要望どおり現地の立入

調査含めてしっかり対応させるように努力はしたい

と考えております。

○新垣清涼委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 当初予算説明資料の２ページに、

使用料及び手数料が65億8424万1000円入っています

が、その説明の中には県営住宅、空港使用料となっ

ております。きょうの新聞報道にあったのですが、

本部の塩川港の使用料及び手数料はこの中に入って



－218－

いますか。

○與那覇聰港湾課長 土木使用料の中には、港湾施

設の使用料として本部の塩川港分も計上されており

ます。

○崎山嗣幸委員 聞いているのは65億円全体の総額

が入っているが、本部の塩川港の使用料・手数料―

前回聞いたときは岸壁使用料と荷さばき施設使用料

が入っていたと思いますが―この当初予算に塩川港

の使用料は新年度入れているのは幾らかと聞いてい

る。トータルしかわからないものだから。

○與那覇聰港湾課長 今、詳細の額については手元

になくて答弁できない状況です。

○崎山嗣幸委員 この中に入っていると先ほど話が

ありましたが、この塩川港は去年の台風24号、28号

で決壊をして８月までとまって、復旧事業で工事を

やったと思いますが、これは年度内で終わるとのこ

とだったのですが、これはとりあえず今の段階で復

旧、完成とか、状況はどうなっていますか。

○與那覇聰港湾課長 塩川地区の台風で被災した箇

所につきましては、昨年の12月に工事の請負契約を

締結しまして復旧工事を実施中で、現在のところ３月

末には完了する予定となっております。

○崎山嗣幸委員 これは災害復旧費用も含めて予算

はどれぐらいかかっていますか。わからなければわ

からないで、おおよそでも。予算聞かないと予算の

審議にならない。

○與那覇聰港湾課長 おおよその金額で約1500万円

となっております。

○崎山嗣幸委員 これは全て国の災害復旧事業の予

算ですか。県の持ち出しになっていますか。

○與那覇聰港湾課長 国庫補助による災害復旧事業

となっております。

○崎山嗣幸委員 この台風で決壊するまで塩川港か

ら運んでいた砂とか岩石の量はどれぐらいかわかり

ますか。

○與那覇聰港湾課長 手元に資料を持っていなくて

答弁できません。

○崎山嗣幸委員 きょうの新聞報道で見ましたが、

本部町が６日までに―皆さんが今使用料を聞いたと

ころについて―提出されれば審査するとの報道だっ

たのですが、これは防衛局は条件が整えば、今使っ

ている琉球セメントの桟橋も含めて塩川港も両方使

うかもしれないことがうわさされています。その中

で町は、出されれば審査基準に基づいて審査すると

の動きですが、県はこの動きを管理者として掌握し

ているのですか。

○與那覇聰港湾課長 荷さばき地の使用許可につき

ましては、沖縄県の港湾管理条例第31条に基づきま

して本部町に権限委譲しております。そういうこと

もありまして、使用許可の判断は本部町で行うこと

となっております。

○崎山嗣幸委員 それはわかります。聞いているの

は、県の管理者―港湾管理者として聞いている。防

衛局は両方使おうとしているけれども、その動きや

その情報、状況を知っていますかと言っている。

○與那覇聰港湾課長 両方使うかどうかの部分につ

きましては、我々としてはそういう情報は聞いてお

りません。

○崎山嗣幸委員 では、もし今台風で決壊したもの

が整備されて、これから砂や石を運んで相当のダン

プが入ると言われていますが、報道されているよう

に、今改めて新年度から使う動きがあるときについ

ては、町に管理委託されているけれども、その場合

県としてはどういう立場で臨みますか。

○與那覇聰港湾課長 市町村に権限委譲した事務に

つきましては、市町村の事務ということで、都道府

県知事は包括的な指揮監督権や取り消し停止権は有

しないものとされております。

○崎山嗣幸委員 知事は、県民投票で埋め立て反対

と民意が出たと。そのさなかに新年度に入りますが、

これは防衛局からするならば、ここから運んだ砂や

岩石は当然辺野古の埋め立てに行くわけだから、知

事としての立場については明確に埋め立て反対とい

う立場と私は理解しているのですが、県の港湾管理

者として貸しているといっても、そういったことに

ついて黙認をするのか、容認をする立場なのか。ど

ういう立場だと理解すればいいですか。

○與那覇聰港湾課長 繰り返しになりますけれども、

権限委譲されている事務につきましては町の権限に

おいて行うというものと、あと、港湾施設使用の許

可につきましては、港湾関係法令上、公物管理の観

点から支障を来すおそれが高い場合を除き許可する

ことが適当とされており、他法令の手続との整合性

などを理由に不許可とすることは、港湾法で禁止す

る不平等取り扱いに抵触することとなります。本部

町におきましても、港湾関係法令などに基づき処理

されるものと考えております。

○崎山嗣幸委員 部長、今言われていることは、知

事の政策的な立場も含めてそういう立場と理解して

よろしいですか。

○上原国定土木建築部長 当然、港湾法上、港湾法

令にのっとって処理されなければならないと我々考
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えているところでございますが、辺野古関係の決裁

権限は今留保されていまして、依命通達に基づいて

知事までお伺いを立てることになっていますので、

この辺はまた改めて県内部で協議した上で処理はす

るものだろうと考えております。

○崎山嗣幸委員 海岸防災課に聞きますが、埋立区

域においての軟弱地盤の件が言われておりますが、

国会で安倍首相は、軟弱地盤の改良を認めて知事に

変更申請を提出をすると示しているようであります

が、沖縄防衛局は埋立承認時には、そこの場所は液

状化の可能性も低い、粘土層も確認されていない、

変化は生じないということで県に回答していると思

うのですよね。そうであるならば、埋立承認が前提

だったと思いますが、これがやはり大規模な地盤改

良工事を政府も言ってきているので、埋立法の問題

からするならば、私は要件を充足していないと思う

のですが、これについてはどういう見解をお持ちで

すか。液状化はないと回答をもらっていたのではな

いかと。

○永山正海岸防災課長 これから軟弱地盤の問題に

ついては、まだ変更申請の出る時期については明言

はありませんが、変更申請が出てきた際には、公有

水面の埋立法の第42条第３項で準用する第13条第

２項第１号で承認後に願書で示した内容を変更して、

埋立工事を実施する場合の手続を定められていまし

て、その手続で、また第４条第１項と第２項の免許

基準や適合性でありますとか、正当な事由であれば

法令に基づいて適切に審査をしていきたいと考えて

おります。

○崎山嗣幸委員 聞いているのは、当初からもう既

に県には液状化はない、粘土質はない、軟弱地盤で

はないと防衛局からあったことを県が認めているわ

けですよ。これから派生をしたと。だから私は、法

を逸脱するのではないか、全体がひっくり返ってい

るのではないかと聞いているんです。そこはもう時

間がないのでとめておきます。

次、公園管理費の中について聞きます。議会資料

の84ページの国営公園管理費(首里城及び水族館等)

の件ですが、まず新しく１年単位にこれから水族館

と首里城の収入が入ってくると思うのですが、水族

館と首里城の入場料の額と入域者数についての把握

は両方されていますか。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 首里城公

園が現行と同じ一般で820円、あと水族館が従来と同

じで1850円です。入場者ですが、海洋博覧会地区の

入場者が平成29年度で500万1709名、水族館への入館

者の数が378万4132名、首里城公園地区への入園者の

数が平29年度で285万7390名、首里城有料区域への入

館者の数が181万4041名であります。

○崎山嗣幸委員 何が聞きたいかというと、これは

移管される前の額で、水族館で85億円、前回は700万

人ぐらいと聞いて、首里城が14億円で181万人と、トー

タルの額はこの予算の中にあるのですが、その中に

おいて、県に移管をされた後の指定管理者の収益は

幾らぐらいになるかと私は聞きたいです。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 現在、首

里城についての収支見込みで年間収入及び支出がと

もに15億円から16億円で均衡しています。水族館に

ついては、指定管理者の収支見込みでは年間85億円

から87億円の収入がありまして、対して支出が83億

円となっておりますので、４億円余りの収入になり

ます。

○崎山嗣幸委員 この中で前回からも議論あったの

ですが、国に納める国有財産使用料が７億3243万

5000円予算に組まれていまして、水族館４億9000万

円余りですか。この国に支払われる使用料について

は固定ですか。それと、払われるこの水族館―主に

水族館から上げた収益で、国がもらった使用料は一

般財源に入れて、国がどこでも使える金になるのか。

その２つをまず答えてください。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 まず国有

財産使用料は、指定管理者から固定納付として７億

3243万5000円を納めていただいて、県から国に納め

る格好になります。あと、国には一般の収入に行く

と思われます。

○崎山嗣幸委員 そうなると、７億円余り国に使用

料を納めるのですが、この間県に移管をされて、今

聞くと首里城はとんとんと。あとは国に使用料を払

うということで、数字上、県は負担もないがもうけ

もない感じに私は受けとめるのですが、そうなると

県が移管された収益上のメリットはないと。あと、

それ以外で、県がとったメリットとして特徴的なも

のは紹介できますか。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 先ほどの

収益ですが、指定管理者が得る収益に応じて県に納

付する歩合納付金―これは指定管理者の得る利益か

ら５％以内であれば、県と指定管理者で折半すると。

あと、５％を超えた場合については、全額県に納付

していただくと。この納付金額は県が実施する国営

公園の利用促進などにつながる取り組みの財源とし

て充てるともに、不可抗力の備えとして基金に積み

立てることにしております。
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○崎山嗣幸委員 県民のメリットというか、何か新

しく考えているメニューはありますか。前に70歳以

上は無料にするとか、新しいメニューみたいなこと

を聞いたのですが、それだけの範囲なのか。特に県

がとってから考えていることはありますか。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 先ほどお

話がありました、２月１日からより多くの方々に利

用していただくための取り組みの一環として、首里

城を利用する70歳以上の県民を対象に入場無料とす

る制度を施行しております。今後より一層、県民に

親しまれるように、地域や関係機関と連携しながら

いろいろな施策をしたいと。あと、現在、実施して

いる内容についても、例えば県内の小中学校を対象

に、首里城の歴史や建物の構造などを学芸員が解説

し、見学していただく郷土歴史文化学習事業を入場

無料で実施しております。あと、園内を周遊しなが

ら首里城の知識を深めることを目的に、スタンプラ

リーなども行っております。そのほかいろいろあり

ます。

○崎山嗣幸委員 そこは終わります。

それから、これは83ページですが、急傾斜崩壊対

策事業と地すべり対策事業なのですが、指定区域外

の崖崩れ、地すべりに対しての対応が土砂災害防止

法によって未然に防ぐことが市町村に丸がついてい

るのですが、これの紹介をお願いできますか。

○永山正海岸防災課長 急傾斜地崩壊危険区域の指

定要件を満たさない主に民有地です。

○崎山嗣幸委員 指定されないところね。

○永山正海岸防災課長 はい。関係市町村において、

地方単独事業の自然災害防止事業がありまして、そ

の事業を活用することによって対策は可能となって

おります。また、県としては、そういった市町村を

対象にこの事業の紹介もしているところでございま

す。

○崎山嗣幸委員 これは何に基づくのかどうか、根

拠を紹介できますか。

○永山正海岸防災課長 この自然災害防止事業とい

うのは、地方公共団体が災害対策基本法に基づきま

して、地域防災計画に掲げられている災害危険区域

において、災害の発生を防止し、または災害の拡大

を防止するために単独事業として行う、地すべりの

ほか急傾斜地崩壊事業ということになっておりまし

て、そういった事業を対象とした事業となっており

ます。

○崎山嗣幸委員 時間がありませんので、細かくは

言えませんが、ぜひ対象区域外のものも、その危険

性に対して地権者なりが個人で対応できない部分も

起こることも含めて不安がいっぱいありますので、

県と市町村との関係で、対応策についてぜひ不安の

ないような安全な暮らしをさせることを要望して終

わります。

○新垣清涼委員長 上原正次委員。

○上原正次委員 午前中に各土木事務所の予算配分

の説明がありまして、南部土木事務所が134億9000万

円で前年比34億円増ということで、私、糸満なので

南部地域にとっては本当にありがたいと思っており

ます。関連して質疑しますけど、平和の道線につい

て―代表質問でも部長から答弁いただいていますけ

ど、改めて平和の道線の進捗状況についてお聞かせ

ください。

○玉城佳卓道路街路課長 平和の道線の全体の進捗

状況は、平成30年度末の事業費ベースで約57％となっ

ております。

○上原正次委員 工区がありますので、工区につい

て。

○玉城佳卓道路街路課長 工区につきましては、山

城から喜屋武工区につきましては事業費ベースで

43％となっております。済みません。喜屋武－真栄

里は後ほどということでお願いします。

○上原正次委員 これは平和の道線は、社会資本整

備総合交付金事業なのか、沖縄振興公共投資交付金

事業なのか、どちらかに入りますか。

○玉城佳卓道路街路課長 沖縄振興公共投資交付金

です。

○上原正次委員 今、喜屋武－真栄里工区について

は部長の答弁でも、平成30年度前半の供用開始と答

弁いただいていますけど、山城－喜屋武工区につい

て今、答弁ありました43％のほとんどについて用地

取得が難航している状況だと思うのですけど、その

理由をお聞かせください。

○玉城佳卓道路街路課長 理由といいますか、山城

－喜屋武工区におきまして、地権者で大きな土地を

持っている方がおりまして、その方が単価不満で交

渉が難航しているという状況でございます。

○上原正次委員 部長、喜屋武地域のこの黄色い部

分が、これ会社名を言っても大丈夫ですよね。岩崎

産業さんが持っている土地ですよね。これは平和の

道線もほとんどひっかかっている状況があって、農

林水産部の土地改良もほとんど動かない状況があっ

て、糸満市を含めて県が対応していると思うのです

けど、今後これに対応しないと農林水産部、土木建

築部含めてほとんど動かない状況ですけど、これは
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どういった対応をしていくお考えですか。

○玉城佳卓道路街路課長 事務レベルでも直接お伺

いしたり、沖縄県にも支社があるものですから、そ

ちらとも調整しながらやっていまして、また別途、

平成29年度には部長も直接、鹿児島に行って交渉は

やっております。今年度もまた部長に行っていただ

こうと思いまして交渉はやっているのですけど、な

かなかあちらがお会いしてくれない状況でございま

す。

○上原正次委員 部長が行っても会ってくれない。

○玉城佳卓道路街路課長 今、申し出をしていると

いうことです。

○上原正次委員 部長から状況をお願いします。

○上原国定土木建築部長 平成29年度に、私の前任

者の宮城部長は１度行って交渉しております。今年

度、私も御挨拶がてら交渉に行きたいということで

申し入れはしていますけれども、まだお会いできて

いないという状況でございます。

○上原正次委員 結構、交渉してもなかなか動かな

い状況があって、この平和の道線の事業に関しても

相当影響があると思っていますけど、どうにかこれ

解決する方法を見つけないといけない状況なのかな

と思っています。部長、お土産持っていって交渉し

ていただきたいと思っていますので、ぜひ頑張って

いただきたいと思っています。そして、喜屋武－真

栄里の区間ですけど、改良工事に着手していると思

うのですけど、次年度の予算は幾らかわかりました

ら。

○玉城佳卓道路街路課長 喜屋武－真栄里工区の次

年度の予算は総額約１億50万円です。

○上原正次委員 続きまして、地すべり対策事業で

す。これ兼城地区とあと５カ所の地区になっていま

すけれども、糸満の兼城地区は平成30年度内に終わ

ると聞いていますけど、今の進捗状況をお願いしま

す。

○永山正海岸防災課長 糸満兼城地区の地すべり対

策事業の進捗状況についてでございますが、現在、

アンカー工、抑止くい工などの地すべり防止対策を

完了しております。あわせて表面排水工などの地す

べり抑制工を実施したところであります。平成31年

度、来年度は残りの抑制工を実施するとともに、整

備を完了した地すべり防止施設の用地買収を行って

いく予定であります。

○上原正次委員 潮平地区については変状調査を平

成27年から行っていると聞いていますので、現状が

わかれば教えてください。

○永山正海岸防災課長 潮平地区の地すべり危険箇

所については、平成27年度から今年度まで変状調査

を実施しているところであります。現在のところ、

地すべり変状が見られない状況がありまして、平成

31年度も調査を継続しまして、今後、変状が見られ

た段階で対策の必要性について検討することとして

おります。

○上原正次委員 私も以前、潮平地区の現場を県の

担当の職員と一緒に見たんですけど、目視で見たら

ひび割れ等があるんですけど、この調査においては

まだこれが全く出てないという状況ということです

が、何点ぐらい調査しましたか。

○永山正海岸防災課長 潮平地区においても数カ所

で調査機器を入れまして変状を観測しているところ

ですが、現在のところ顕著な変状が見られないと。

現場を歩いていると、確かに道路がひび割れたりし

ていて、大きな変状があるかなと思うのですが、こ

れは部分的な地表の変状にとどまっていて、大きな

変状は見られていないというのが現状でございます。

○上原正次委員 今後ともまた調査をよろしくお願

いします。

続いて、また急傾斜地崩壊対策事業ですけど、こ

れも武富地区の県が行っているブロックの進捗状況

についてお聞かせください。

○永山正海岸防災課長 糸満市武富地区における急

傾斜地崩壊防止施設の改築工、現在工事を進めてい

ますけれども、今年度－平成30年度から工事に着手

をしております。現在Ｅブロック及びＦブロックに

ついて抜本的な改築工事を進めているところであり

ます。今後とも糸満市とも連携をしまして、関係地

権者等の理解を得ながら工事を進めていきたいと考

えております。

○上原正次委員 県の部分は今、県が取り組んでい

る状況でありますけれども、糸満市のブロックの整

備が今、糸満市でも予算化が難しいということでな

かなか進まない状況があるんです。Ａブロックに関

しては道路補助対象で行うとお話を聞いていますけ

ど、地権者の同意がなかなか得られないということ

でとまっている状況があるのです。後のほかのブロッ

クに関しては、市議会で県に要請しようかという話

もあります。これまで県と糸満市と長い協議があっ

て、県としてはなかなか対応し切れない方向で来て

いますけど、糸満市の状況もよく見て、土木建築部

としても協議を進めていってもらいたいと思ってい

ます。これはもう希望です。今後ともぜひ糸満市と

もしっかり協議をよろしくお願いします。
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あと１点、公園についてです。平和祈念公園の整

備の予算がついていますけど、この事業概要をお願

いいたします。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 平和

祈念公園は、沖縄戦終焉の地である糸満市摩文仁に

おいて昭和47年度から昭和57年度まで、広域公園と

して整備を行いまして、さらに平成７年度から区域

を拡張して整備を進めております。平成31年度は、

主にバス乗降場の屋根及び遊具広場の休憩施設の整

備を予定しております。

○上原正次委員 今バス乗降場のお話があったので

すけど、防災の観点からの整備はこういった整備と

は関係ないのですか。防災を兼ねて平和祈念公園の

整備をするとか、そういった事業ではないのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 現在

進めている事業の中では、防災機能を持たすという

施設の整備というのは入ってございません。

○新垣清涼委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず予算執行率をお聞かせ願えます

か。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員から別の質疑をするの

でその間に数字を確認してほしいとの要望

があった。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今回100億円ぐらい予算減ということ

についてですけれども、市町村への影響というのは

ないですか。

○金城学土木総務課長 予算減による影響は一定程

度見られますものの、県及び市町村の要望額、事業

計画、執行状況等を考慮するとともに、事業効果の

早期発現が図られるよう、完了予定路線や一括設計

審査承認を受けた事業及び事業規模の小さい市町村

に対し優先的に配慮するなどの調整を行うことによ

り、影響を最小限にとどめるよう取り組んでいると

ころでございます。

○赤嶺昇委員 言われたのはよくわからないのだけ

ど、要は100億円減っていますよね。モノレール事業

が終わることも理解はするのですけど、県と市町村

の連携した執行がありますよね。もともと土木建築

部は幾ら要求したのですか。

○金城学土木総務課長 要望額といたしましては約

600億円の要望に対して、最終の配分が268億円です。

ハード交付金の数字でございます。

○赤嶺昇委員 これが実績に、市町村へ必ず影響が

いくということだと思うのです。例えば下水道工事

を初め特殊な推進工事、そういった事業も、聞くと

ころによると市町村の発注がかなり減っていて、な

かなか県からの予算が来ないということもよく聞か

されるのです。その実態はどうですか。

○金城光祐下水道課長 今、ハード交付金の件だと

思うのですが、このハード交付金の市町村と県の配

分割合ですけれども、こちらが市町村に配分すると

きに、それぞれの市町村の事業内容で一律で配分し

ていると事業そのものが途切れ途切れになって、効

率的にできない事業がございます。そういったもの

については重点的に配分して、それ以外のものにつ

いては、予算自体がかなり少額な市町村については、

できるだけ配分するようにしています。配分した後

に、県と市町村の割合を、例えば対前年度比、県は

何％、市町村は何％を確認して、市町村の割合が例

えば60％ぐらいで、県は40％ぐらいということで、

できるだけ市町村に配分が多くなるように配慮をし

て、予算編成をしています。

○赤嶺昇委員 今回、これだけの減は、例えば今の

県政の方針が基本的に福祉に偏っていることも含め

て、それも全部影響しているのですか。

○上原国定土木建築部長 今回の土木建築部の所管

する予算の削減というのは、やはり沖縄都市モノレー

ルの延長事業が終了するということが一番大きな要

因でございまして、それを機会に他部局に対しても

配分しているのは事実でございますが、公共事業を

軽く見ているとか、そういうことは全然なくて、モ

ノレールの終了の結果だと考えております。

○赤嶺昇委員 わかりました。予算執行率は出まし

たか。

○金城学土木総務課長 現在の数字は把握していま

せんけれども、３月末までの予定として執行率90％

を予定しております。

○赤嶺昇委員 90％は前年の決算として、例えば過

去３年分の推移を教えてもらっていいですか。

○金城学土木総務課長 平成29年度が89.5％、平成

28年度が90.9％、平成27年度が86.8％でございます。

○赤嶺昇委員 今年度の執行率の見込みの90％とい

うのを、部長はどのように評価していますか。

○上原国定土木建築部長 90％はぜひ達成しておき

たいと考えています。

○赤嶺昇委員 以前も86％という厳しいときもあり、

今90％ですけど、執行率がもうちょっと上がらない

理由というのはどういうことが考えられますか。

○金城学土木総務課長 不調・不落も一つの要因で
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あると考えられます。

○赤嶺昇委員 では、その不調・不落も数字を教え

てもらっていいですか。

○小橋川透技術・建設業課長 土木建築部発注工事

における入札の不調・不落の状況につきまして、平

成31年１月末現在における開札件数548件のうち不調

・不落が125件で、全体の23％となっております。こ

れは前年度の同時期と同率ということになっており

ます。

○赤嶺昇委員 応札ゼロは。

○小橋川透技術・建設業課長 応札ゼロにつきまし

ては、平成30年度の上半期での不調・不落となった

64件のうち入札時に応札がない入札不調ということ

で30件となっております。

○赤嶺昇委員 パーセンテージで教えてください。

○小橋川透技術・建設業課長 64件のうちの30件で

すから、50％弱程度です。

○赤嶺昇委員 この間いろいろ答弁をいただいてい

るのですけれども、技術者の不足とかいろいろそう

いうのはあるのですけど、やはり積算単価が合わな

いのではないかと思います。今は民間のほうがいい

という業者もふえていて、だから皆さんもう少し実

態と―いわゆる技術者の単価も上がってきているし、

県が出しているこの発注単価は合わないものだから、

50％が応札ゼロとは結構悩ましいこと―県も頑張っ

ているのはわかりますよ―だから、この単価をもう

一回業界の皆さんとすり合わせをしないと、入札の

不調・不落の問題にしても、応札ゼロの問題にして

も。しかもこれ建設業協会だけではなくて―特Ａが

多いので―コンスタントに各業界、特Ａ、特Ｂ、特

Ｃとかも含めてヒアリングをかけたほうがいいので

はないかなと思います。アンケートでもいいし、要

するに調査をいま一度やってみたらどうですか。

○小橋川透技術・建設業課長 ただいま委員がおっ

しゃった予定価格と実勢の価格に差があるのではな

いかということですけど、労務単価につきましては

年１回の改定というのがありまして、これにつきま

しては国と同じような単価を使っている状況、それ

から資材単価につきましてはできるだけ最新の単価

を使うことで、県では年に４回県単価を改定しまし

て、可能な限り最新の単価を使うということをやっ

ています。それから県単価にない資材につきまして

も、最新の物価資料から単価を計上する取り組みを

やっています。それと、離島で必要となる経費の計

上等も、今は技能労働者の渡航費や滞在費について

も精算して計上できるような取り組みもやっており

ます。そういった取り組みもやりながら、業界団体

との意見交換でもそういったいろんな意見を聞きな

がら、どのようにして単価の差を埋めることができ

るのかといったことを意見交換しながら、今進めて

いる状況です。

○赤嶺昇委員 いろいろ対策というのは聞いていま

すし、いろいろやっているのは別に否定はしていな

いですよ。言っているのは、それでも変わらないわ

けですよ。さっきの予算執行率の原因はやっぱり不

調・不落かと皆さん言うわけですから、改めて業界

の皆さんからよりきめ細かく状況調査、アンケート、

そういったものを数字としてとって―特Ａだけでは

ないですよ、いろんな範囲の―要するに企業の規模

によっても、具体的にそれを本格的に調査する時期

に来ているのではないか。もうこれが続いているか

ら。部長、いかがですか。調査してみたらどうです

か。

○上原国定土木建築部長 業界団体とは密に意見交

換をしながら、入札制度等の改革についても取り組

んできたところでございます。業界団体の建設業協

会だけではなくて中小建設業協会とか輸送業協会、

いろいろな業界団体がございますので、そちらと意

見交換しながらやってきてはおりますけれども、委

員がおっしゃるとおり、改革してきた、できる限り

のことを対策しているつもりですが、なかなか不調

・不落が改善されないというのは実態でございます

ので、その辺改めてどういったアンケートなり調査

方法が望ましいのか、これを研究しながらしっかり

対策を検討してみたいと思います。

○赤嶺昇委員 ぜひ調査をして、業界がどういう状

況なのかをいろいろ細かく把握して、それをまた対

応していくことによって変わるのか変わらないのか

も含めてお願いをしたいなと思っています。これが

執行率のアップにもなるし、いろいろな県の課題に

全部つながって、特に土木建築部の課題につながる

のではないかなと思っております。

続いて、伊平屋空港の整備についての進捗状況を

お聞かせください。

○金城利幸空港課長 県は、伊平屋空港建設予定地

における航空機の就航率確認のための気象観測調査

を実施するとともに、需要予測などの確認検証や関

係機関との調整に取り組んでいるところであります。

今後は、気象観測調査を継続するとともに、航空会

社の就航意向取りつけや需要予測、費用対効果の確

保などの解決に取り組んでまいります。

○赤嶺昇委員 続いて、識名トンネル問題ですけれ
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ども、職員の賠償が決まりましたよね。この状況は

どうなっていますか。

○玉城佳卓道路街路課長 今、裁判、提訴に向けて

準備しているところでございます。

○赤嶺昇委員 もっと具体的にお願いします。

○玉城佳卓道路街路課長 お二人の裁判、補償金の

請求のための裁判を起こすために準備中ということ

です。

○赤嶺昇委員 それぞれ幾ら請求されていて、誰が

提訴に向けてやっているのか、県のかかわりがどう

なっているのか教えてください。

○玉城佳卓道路街路課長 県でお二人を提訴するこ

とになりまして、誰に幾らというのはございません。

お二人に対して7170万円余りを請求するということ

でございます。

○赤嶺昇委員 県がこの２人の職員に7000万円余り

を請求するわけですよね。いわゆる県の職員が、皆

さんもいろいろやってきて、今度は県がこれに提訴

して裁判に持ち込んで個人から7000万も取るとなっ

てくると、この問題だけではなくて、今後仕事をし

ていく上で県職員の仕事のあり方も含めて、それで

いいんですか。部長、見解を聞かせてください。

○玉城佳卓道路街路課長 今回の裁判は前回の裁判

での義務付け訴訟でございますので、これはどうし

ても提訴しなければいけないということでございま

す。

○赤嶺昇委員 相手が払えないとか、払わないと言っ

たら、どうする予定ですか。

○玉城佳卓道路街路課長 相手が払えるとかという

ことではございません。とりあえず法律上提訴せざ

るを得ないという状況でございます。

○赤嶺昇委員 那覇港の整備についてお聞きしたい

のですけれども、那覇港管理組合でも―向こうが主

体だと思うのですけれども、第２クルーズバースの

整備の進捗状況を聞かせてください。

○與那覇聰港湾課長 那覇港の第２クルーズバース

の整備につきましては、国の直轄事業で整備すると

聞いております。次年度の国の新規事業―那覇港ク

ルーズ拠点整備事業の箇所新規事業としての候補が

上がっていることは聞いております。

○赤嶺昇委員 前にも言ったのですけど、この第

２クルーズバースについては今でも安謝あたりでか

なり渋滞していることもあって、これができてくる

と大きな渋滞が起きて大変ではないかと指摘がいろ

いろ聞こえますので、その対策も今のうちからいろ

いろと検証していっていただきたいと要望しておき

ます。

先ほど午前中に座波委員からあった市街化区域の

調整について、市町村によっては今の那覇広域とか

中部広域という部分について、やはり市町村によっ

ては、そろそろ自分たちもまちづくり等についてい

ろいろ提案をしたいという要望が強いと思うのです。

網をかぶされるものだから厳しいと。今の那覇と中

部の計画をしたのは何年前ですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 那覇

広域都市計画区域を定めたのは、昭和47年でござい

ます。中部広域はもともとはコザ広域と呼んでいま

したけど、それも昭和47年に区域を定めております。

○赤嶺昇委員 そうなると、昭和47年ですよね。皆

さん、これ無秩序な開発と言っているのですけど、

やっぱり市町村も財政も厳しいものだから、彼らも

無秩序なことはやろうとはしないと思いますよ。そ

れなりにまちづくりの発展を考えてやるわけだから、

県が意見を聞いていると皆さんおっしゃっているの

で、これだけ長らく見直しもしないということは、

そろそろその見直しも含めて、県は県の言い分もあ

るだろうけど、市町村の意見も出していかないと厳

しいのではないかなと思います。今回、中城村、ま

た北中城村が連携してやっていくということは、既

にまちづくりの観点でこの声は多分その２村だけで

はないと思いますよ。もっとふえてくると思います。

それも踏まえて、県が足かせになっていると言われ

ないように、しっかりと話をしていただきたい。ま

ちづくりというのは、国も財政が厳しいという中で、

彼らは自主財源をつくっていくことも全部念頭に入

れてくるものだから、そこも含めて早急に対応をし

ていただきたいと思っていますけど、部長、いかが

ですか。

○上原国定土木建築部長 以前からこの市街化調整

区域の開発については要望が非常に強くありまして、

今タイミングよく都市計画の基礎調査をやってデー

タがそろってきているところでございまして、今後、

意見交換をしながら地元市町村の意見を反映できる

ように、今後しっかり検討していきたいと考えてお

ります。

○赤嶺昇委員 昭和47年というかなり前のものなの

で、それぞれの市町村の見直しも含めて、ぜひ柔軟

に前向きに取り組んでいただきたいと思っておりま

す。

○新垣清涼委員長 20分間休憩いたします。

午後２時50分休憩

午後３時10分再開
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○新垣清涼委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 歳入の抜粋から始めます。(款)９の

使用料及び手数料の前年度3924万7000円の増額と

なっている要因を伺います。

○金城学土木総務課長 平成31年度における土木建

築部の使用料及び手数料については65億8424万

1000円となっており、その内訳としては使用料収入

が63億6383万3000円で、前年度と比べ１億2144万

6000円の増となっています。証紙収入が２億2040万

8000円で前年度と比べ8219万9000円の減となってい

ます。使用料収入の増となった主な要因につきまし

ては、県営住宅使用料が4780万2000円の増、道路占

有料が5200万円の増となったことによるものでござ

います。証紙収入減となっている要因につきまして

は、建設材費用支援手数料に係る証紙収入が9101万

4000円の減となったことによるものでございます。

○玉城武光委員 答弁の中で県営住宅の使用料が増

額になった話ですが、県営住宅の説明では50億円の

使用料になっています。これは何件分ですか。

○島袋登仁雄住宅課長 現在の県営住宅の管理戸数

が１万7010戸となっています。

○玉城武光委員 収入見込み額の中には、過年度分

も入っていますか。

○島袋登仁雄住宅課長 過年度分も入っています。

○玉城武光委員 大体、何件ぐらいですか。

○島袋登仁雄住宅課長 過年度分に関しましては、

件数のデータはございません。

○玉城武光委員 後でデータを下さい。

財産収入中の砂利・砂売払代の説明をお願いしま

す。

○永山正海岸防災課長 砂利・砂売払代というのは、

国土交通省所管の公共用財産に係る生産物の採取料

になっています。生産物の採取の許可を受けた認可

者から徴収している収入になります。

○玉城武光委員 その徴収する積算というか、立米

当たり何円というのはありますか。

○永山正海岸防災課長 砂利採取については、立米

当たり126円の単価となっています。

○玉城武光委員 歳出で41ページの未買収道路用地

購入費が減額になっているが、その減額の要因を説

明してください。

○多和田真忠道路管理課長 未買収地方道用地取得

費については、沖縄の特殊事情により未買収のまま

道路に供用されている潰れ地について、昭和47年か

ら買い上げ補償を実施しているものであります。平

成29年度末における事業進捗率は、面積ベースで約

96％となっております。残部については相続等の問

題があり困難な案件が多くを占めており、諸問題が

解決した用地について買い上げ補償を行っているた

め、年度により買い上げ補償予算額の増減が生じて

います。平成30年度は１カ所２億円余りの案件があ

りましたが、平成31年度は規模の大きな案件がない

ことから大幅減となっております。

○玉城武光委員 相当進んでいるということですね。

先ほど座波委員からも質疑があったのですが、

53ページの地域連携道路事業費で、南風原知念線が

増額になっていたのは、工事額でなくて用地取得補

償額の増額なのか、説明をお願いします。

○玉城佳卓道路街路課長 南部東道路の平成31年度

の予算は23億6000万円を要望しておりまして、対前

年度費６億6000万円の増額予定となっております。

増額の主な理由としましては、３工区の用地補償交

渉を推進するため７億1000万円を重点配分したこと

が予算増の理由となっております。

○玉城武光委員 工事請負額は変わらないですよね。

○玉城佳卓道路街路課長 工事請負費につきまして

は昨年度が15億円で、今年度は14億円です。４工区

の残工事費としまして14億円を要望しているという

ことでございます。

○玉城武光委員 今、説明がありましたように、工

事をやるための公有財産の購入費と補償金がいろい

ろふえたということですね。工区は、先ほど聞こえ

なかったのですが、２工区とか３工区。

○玉城佳卓道路街路課長 現在は４工区の工事を

行っておりまして、４工区が終わりましたら３工区

に工事を移ろうと思っています。そのために、次年

度は３工区、２工区という形で工事は進めていくの

ですが、３工区、２工区の用地補償を進めていきた

いということで今年度は多くの予算をつけたという

ことでございます。

○玉城武光委員 71ページの県単河川改修事業費で

す。工事請負費の報得川の改修事業の概要説明をお

願いします。

○石川秀夫河川課長 県単河川改修事業費で整備を

行う報得川は、糸満市兼城地内において河川の流水

により河岸が侵食されて斜面から河川へ土砂が崩落

しており、河道閉塞が懸念されることから対策工事

を計画しています。対策工事の延長は約200メートル

ですが、平成31年度は約100メートルの工事を予定し

ております。
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○玉城武光委員 報得川は八重瀬町から糸満までで

すが、八重瀬町の部分は入っていないのですか。

○石川秀夫河川課長 この県単河川改修事業費での

報得川の整備費は先ほど申し上げたとおりですが、

議員が言われた箇所の整備についてはハード交付金

で整備をする区間となっています。

○玉城武光委員 県単ではなくてハード交付金で

入っているということですね。その部分の説明をお

願いします。

○石川秀夫河川課長 報得川につきましては糸満市

と八重瀬町の境界を起点とし、上流約2.5キロメート

ルを整備する計画でありますが、そのうち起点から

約400メートルまでの実施設計が完了しています。去

る２月21日に、県と八重瀬町が共同で地域住民への

事業説明会を実施したところでありますが、平成31年

度は用地取得に着手する予定となっております。

○玉城武光委員 事業年度は何年度までですか。

○石川秀夫河川課長 今のところ、事業期間が平成

26年度から平成35年度までとなっておりますが、先

ほど部長から少し話がありましたが、事業の見直し

によって期間は延びると思われます。

○玉城武光委員 では、先ほどの公共財産の関係が、

公共投資交付金、私が今聞いたものとこれは先ほど

の話と同じですね。要するに、73ページの河川の用

地補償の話と同じですか。

○石川秀夫河川課長 そうです。今説明したものが

そうなります。

○玉城武光委員 104ページの港湾事業調査費の工事

請負額で、離島利便施設における屋根つき荷さばき

施設とありますが、概要を説明してください。

○與那覇聰港湾課長 港湾事業調査費の工事請負費

につきましては、平成31年度予算額として１億8414万

8000円を計上しております。本事業は、離島の港湾

において屋根つき荷さばき施設を整備し、船舶から

おろされた生活物資などを荷主が引き取りに来るま

での間、直射日光や風雨にさらされないよう、また

天候に左右されずに荷さばき貨物の引き取り、一時

保管などが効率的かつ快適に行われるようにするも

のであります。構造形式としては、鉄骨の平屋づく

りで、平成31年度は運天港ほか２つの港湾で工事を

実施する予定となっております。

○玉城武光委員 124ページの組合等区画整理事業費

の市街地再開発組合等への補助金がありますが、こ

の補助金はどこに補助しているのか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 平成

31年度の組合等区画整理事業費の市街地再開発組合

への補助金は、那覇市農連市場地区防災街区整備組

合へ補助するものでございます。

○玉城武光委員 次に127ページ。街路管理費の補償

補てん及び賠償金、南部管内街路整備に係る補償等

があるのですが、その概要を説明してください。

○玉城佳卓道路街路課長 こちらの補償金は識名ト

ンネル工事に伴い、家屋や墳墓に損傷が確認された

ための補償金であります。識名トンネル工事が終わっ

て１年未満であれば国費が充てられますが、１年以

上過ぎて土間にひび割れが入ったとか墓にひび割れ

が入ったとかに関しましては単費で補償することに

なっておりまして、その補償金でございます。

○玉城武光委員 138ページを開いてください。公園

管理費の基金への積立金ですが、この基金の説明を

お願いします。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 国営沖縄

記念公園首里城地区の首里城正殿棟及び海洋博覧会

地区の水族館の管理に伴い、基金への積立金９億

4500万円を計上しております。内訳としては、水族

館大規模修繕等対応相当額が８億5000万円、公園魅

力向上費が6693万円、県モニタリング事業費が2000万

円、不可抗力対応で807万円を計上しています。

○玉城武光委員 この積み立ての原資は何ですか。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 原資につ

いては、指定管理者の収支の中から納付金として県

へ納めていただいております。

○玉城武光委員 141ページ、公営住宅建設費の工事

請負額の中の県営住宅整備に要する工事請負額の補

助と単独がありますが、その説明をお願いします。

○島袋登仁雄住宅課長 県営住宅整備に要する工事

請負費補助事業の平成31年度予算は23億433万9000円

で、国庫補助を対象とする事業に要する費用となっ

ております。主な事業の概要としては、南風原第二

団地２期建てかえ86戸の３カ年事業の最終年度に要

する費用として約４億3000万円、南風原第二団地２期

建てかえ121戸の３カ年事業の２年目に要する費用と

して約11億1000万円、大謝名団地３期建てかえ98戸

の２カ年事業の初年度に要する費用として約４億

2000万円、県営住宅外壁改修等工事に約１億円、エ

レベーター改修工事に約2000万円を計上しています。

次に単独事業ですが、平成31年度予算は２億325万

8000円で国庫補助になじまない事業に要する費用と

なっております。主な事業の概要としては、県営団

地外壁剥離等改修工事に約１億3000万円、嘉手納高

層住宅崖地安全対策工事に約2000万円、県営住宅の

エレベーターの部品取りかえ等の工事に約1800万円
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を計上しております。

○玉城武光委員 141ページの住宅区画費の高齢者向

け有料賃貸住宅等の家賃対策補助金の概要を説明お

願いします。

○島袋登仁雄住宅課長 高齢者向け優良賃貸住宅の

家賃対策補助金は、認定事業者に対して国及び県が

家賃と入居者負担額との差額について一定期間補助

を行うものとなっております。公的賃貸住宅家賃対

策調整補助金交付要綱に基づき、県が補助する額の

２分の１は国庫補助金が充当されております。現在、

補助対象戸数は２棟46戸あり、平成31年度につきま

しても、今年度と同戸数で予算を1536万円計上して

おります。

○玉城武光委員 有料賃貸住宅等の家賃対策補助金

は46戸を確保していると説明を受けたのですが、も

う少し詳細なことがわかれば教えてください。

○島袋登仁雄住宅課長 平成23年度の高齢者の居住

の安定確保に関する法律の改正によりまして、高齢

者向け有料賃貸住宅制度はその他の制度とともに

サービス付き高齢者向け住宅制度として一本化され

たところであります。法的な位置づけはなくなって

いますが、家賃補助を実施しているため管理期間中

は継続して対応をしているところです。管理期間に

つきましては、法律により10年、知事の裁量により

20年まで延長可能であり、県では沖縄県高齢者向け

有料賃貸住宅制度要綱により20年を限度としており

ます。また、現在の補助対象戸数の２棟46戸の家賃

補助は、平成36年度まで続く予定となっております。

○玉城武光委員 最後に、県営住宅の応募件数と応

募倍率を教えてください。

○島袋登仁雄住宅課長 平成29年度の空き家待ちの

応募状況でございますが、募集戸数見込みで196戸に

対して応募世帯数が3142戸、倍率が16.0倍となって

います。

○玉城武光委員 応募者が多いですね。それに足り

なくて、県は新設する考えはないですか。

○島袋登仁雄住宅課長 県営住宅におきましては、

住生活基本計画の中で県と市町村合わせて904戸の新

設・増戸を平成37年度までに計画しているところで

す。県営住宅は建てかえるときに約１割増戸してい

まして、新規で予定しているのは約200戸ございます。

○新垣清涼委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 当初予算の概要と説明資料のこの

２つでやります。

25ページの都市モノレール延長です。これは午前

中もありましたけれども、説明にあるとおり平成21年

度から平成31年度、いわゆる仕上げにかかっている

状況ですので、これについての進捗状況と供用開始

の時期、あるいは見通しについてお願いします。

○謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 沖縄都市モノレール延長整備につきましては、

軌道桁及び駅舎等の整備は完了しており、現在、自

由通路工事等を進めております。また、沖縄都市モ

ノレール株式会社においては、駅設備等のインフラ

外工事や車両走行によるシステム総合試験を行って

いるところでございます。今後は、整備状況を踏ま

えて習熟運転や運用開始に係る検査等を行い、平成

31年夏ごろの開業を予定しています。

○糸洲朝則委員 平成31年の夏ごろという御答弁で

したが、当初は春、いわゆる今月の計画だったと記

憶していますが、半年以上のおくれかと思います。

沿線の人たちからは待ち遠しい、いつなのかとこの

ところ聞かれているのです。夏ごろでは幅が大き過

ぎるから、何月ごろと言ってくれたら質疑はすぐ終

わります。

○謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 先ほど申しましたように、現在インフラの自由

通路工事、交通広場周辺整備工事を行っています。

並行して、沖縄都市モノレール株式会社でも実際に

延長区間を夜間にモノレールのテスト走行をして、

いろいろな視点の試験をやっているところです。そ

ういった状況を踏まえて、今後は、国交省の承認検

査を受けなければならないのですが、その段取りも

含めて、それが解決した上で開業の日程を決めてい

くことになると思うのですが、現在はまだ具体的に

何月ごろの開業とは申し上げることはできません。

○糸洲朝則委員 手続等多かろうとは思いますが、

いずれにしても夏ごろというからには、７、８月に

はぜひ供用開始をしていただきたい。いわゆる夏休

みにかかるころに供用開始ができたら、かなり大き

な成果を上げるのではないかと期待しますので、よ

ろしくお願いします。

あわせて、駅周辺の開発あるいは再開発、周辺整

備についてのお話もありましたので、これが大体同

等のものかと思いますが、あえて通告しております

ので答弁を準備していると思いますから、よろしく

お願いします。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 延長

区間４駅では交通広場の整備を進めております。最

終駅のてだこ浦西駅周辺においては、沖縄自動車道

と浦添西原線都市モノレールの交通結節機能を高め

るため、インターチェンジやパーク・アンド・ライ
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ド駐車場を整備しております。また、各駅の周辺で

は、那覇市や浦添市などが土地区画整理事業や街路

事業によってまちづくりを進めているところでござ

います。

○糸洲朝則委員 那覇市、浦添市の話も出ましたの

で、特に浦西駅は区画整理等もありますし、そうい

う関連づけた設備になりますが、そのあたりとの連

携もうまくいっている。したがって、この夏ごろに

間に合わせてという理解でいいですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 浦西

駅周辺の区画整理事業につきましても、これは組合

施工でございますが、浦添市を通じて状況を確認し

たところ、駅までのアクセス道路につきましては、

暫定的な対応も含めて延長開業に間に合わすよう作

業を進めていると聞いております。

○糸洲朝則委員 次に、28ページの橋梁補修事業に

ついて、池間大橋、平安座海中大橋、約12.5億円と

いうことでそれぞれ写真つきで紹介されております

が、差し当たって池間大橋の改修状況―耐震強度の

問題だと思うのですが、その進捗状況、また今後の

取り組みについて御説明をお願いします。

○多和田真忠道路管理課長 手元に池間大橋の資料

がないため、全般的な答弁でもよろしいでしょうか。

○糸洲朝則委員 準備していないのだったら、それ

をやってください。

○多和田真忠道路管理課長 橋梁補修事業は、県が

管理する道路橋の長寿命化・耐震化を図り、安全・

安心な道路ネットワークの形成を図ることを目的と

して、平成23年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画

に基づき補修や耐震補強・点検等を実施するもので

あります。計画では、平成24年度から10年間で管理

橋梁672橋のうち544橋の対策を実施することとして

おり、平成30年度末時点で198橋、36.4％が対策済み、

または実施中となっております。

○糸洲朝則委員 今の672橋のうち五百幾らですか。

○多和田真忠道路管理課長 全橋梁の数が672ござい

まして、そのうち長寿命化計画で10年間で544橋の対

策を実施するという計画でございます。

○糸洲朝則委員 池間大橋と平安座海中大橋が代表

的に出ておりますが、いずれにしても想定される瀬

底大橋とか結構古い橋梁があるのです。したがって

数字が今、課長が言われた672橋のうちの544橋、こ

れは10年間で耐震補強をしていくという意味ですか。

○多和田真忠道路管理課長 平成23年度に策定した

計画の中で、10年間で544橋について補修、あるいは

耐震補強もあわせて対策をしていく計画となってお

ります。

○糸洲朝則委員 平成31年度は、池間大橋と平安座

海中大橋ですか。

○多和田真忠道路管理課長 平成31年度は予定とし

ましては39橋を予定しております。その中には設計

等も入っております。そのうちの一部が工事で、さ

らに平成31年度に予定している主なものとしまして

池間大橋とか浦内橋があるということで、ちなみに

池間大橋につきましては現在、約40％の進捗となっ

ております。

○糸洲朝則委員 来間大橋も544橋の中に入るのです

か。

○多和田真忠道路管理課長 来間大橋については県

道ではございませんので、入っておりません。

○糸洲朝則委員 瀬底大橋はどうですか。

○多和田真忠道路管理課長 瀬底大橋は県で管理し

ている橋梁になっておりまして、たしか自分の記憶

では対策工事は実施しているものと認識しています。

今手持ちがないものですから、正確には言えません

が、たしかそうだったと記憶しております。

○糸洲朝則委員 今の橋梁の実際10年間で補修をす

る。それは具体的に出ているわけですから、委員会

の資料として後日提供をしていただいたほうがみん

ないいのではないかと思います。

○新垣清涼委員長 資料の提供は大丈夫ですか。

○多和田真忠道路管理課長 長寿命化計画の資料は、

今、県のホームページでも公開しています。

○糸洲朝則委員 いやいや、ホームページは僕見切

れないですよ。

○多和田真忠道路管理課長 わかりました。準備し

ます。

○糸洲朝則委員 あわせて、横断歩道橋もほとんど

老朽化しておりまして、泉崎が今補修中かと思いま

すが、これについても具体的に進めていると思いま

すので、改修状況についてお願いします。

○多和田真忠道路管理課長 県の管理する横断歩道

橋25橋については、平成27年度に策定した長寿命化

修繕計画に基づき補修・補強等の対策を進めている

ところであります。なお、計画策定後に継続実施し

ている定期点検が今年度には全箇所で終了すること

から、平成31年度には長寿命化修繕計画の見直しを

行い、引き続き耐震化・老朽化対策を進めていきた

いと考えております。

○糸洲朝則委員 よろしくお願いします。地元から

言われているのは、仲井真小学校前の横断歩道橋を

いつやるのかと言われているのですが、あれはいつ
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やりますか。

○多和田真忠道路管理課長 平成31年度を予定して

おります。

○糸洲朝則委員 次に27ページの治水対策、ここに

写真がありますように安謝川、とりわけこの国道

330号ボックス付近、これは難工事で長くかかってい

るのですよ。周辺の皆さんからも地盤の沈下があっ

たり、いろいろありましてね。かといって、本当に

治水という観点からすると、あのカルバートのとこ

ろを通さないことには解決しないものですから、あ

えて聞きますが、今の状況と次年度、次々年度とい

くはずだから今後の見通しについてもお願いします。

○石川秀夫河川課長 安謝川における国道330号の下

に設置するボックスカルバートは２連の構造となっ

ており、１連目のボックスカルバートが竣工したこ

とから、平成28年９月に旧ボックスカルバートの河

川流水を１連目のバックスカルバートへ切りかえて

おります。また、２連目のボックスカルバート工事

については、平成30年９月に契約を終え、現在工事

を進めているところであります。

○糸洲朝則委員 この写真に旧ボックスと新ボック

スが丸で囲われています。これは新ボックスをつく

れば旧ボックスは埋めるのですか、それとも両方使

うのですか。

○石川秀夫河川課長 旧ボックスから１連目のボッ

クスには既に水を切りかえてありまして、今回発注

しました２連目のボックスでもって旧ボックスを取

り壊す工事になっています。

○糸洲朝則委員 取り壊すんですね。

○石川秀夫河川課長 はい。２連目のボックスを新

たにつくり直す工事になっております。

○糸洲朝則委員 ちなみに、新ボックスの縦横の断

面の大きさを教えてください。

○石川秀夫河川課長 手元に縦横の寸法はありませ

んが、旧ボックスが毎秒35立方メートル流せるもの

に対して、現在できている１連目のボックスがその

２倍の毎秒70立方メートルの流下能力を持っていま

して、現在工事中の２連目のボックスも同様に70立

方メートルの水を流せることになりますので、合わ

せて140立方メートルの水を流せる流下能力を有する

ものになります。

○糸洲朝則委員 これだけあれば、極端に言えば遊

水池が50年に一度の大雨というふれ込みでつくって

ありますが、そう想定した設計になっていますか。

○石川秀夫河川課長 安謝川は50年に一回程度の雨

を想定しての設計になっております。

○糸洲朝則委員 完成するめどはいつですか。

○石川秀夫河川課長 今回のボックスカルバートは

平成32年度末、平成33年２月26日までの工期となっ

ています。

○糸洲朝則委員 次に、国場川の整備状況です。こ

れまでも何度も取り上げておりますので２点です。

下流から一日橋あたりまできていると見ていますが、

いつごろまでいくのか。国場川の進捗状況を伺いま

す。

○石川秀夫河川課長 国場川については、整備延長

約8.3キロメートルのうち河口から南風原町宮平地内

までの約7.2キロメートルが概成しております。現在、

平原橋上流で80メートルの護岸工事を実施しており、

引き続き上流に向けて整備を進めてまいります。

○糸洲朝則委員 あわせて国場川沿いの管理用通路

について伺います。例えば漫湖公園のウォーキング

コースを一日橋まで延ばせば、地域の健康増進にも

相当つながると崎山委員もいつも取り上げておりま

すが、このことについても進捗状況と今後の取り組

みについて伺います。

○石川秀夫河川課長 国場川の管理用通路について

は、下流から上流に向けて舗装を実施しております

が、平成30年度は上間橋付近の右岸で約400メートル

の舗装工事を実施しております。また、真玉橋から

約300メートル上流右岸で、護岸が未整備の箇所につ

いては既に建物の補償契約を終えておりますが、契

約相手の都合によりことし６月に建物を撤去する予

定となっております。県としては、建物が撤去され

次第、管理用通路を含めた護岸整備に着手したいと

考えております。

○糸洲朝則委員 ネックは樋川あたりかな。管理用

通路の幅員も狭いし、あれを拡幅することが真玉橋

から一日橋、あるいはその先までつながるのではな

いかと思いますが、その辺の取り組みはどうですか。

○石川秀夫河川課長 先ほど申し上げましたが、真

玉橋上流の一部の区間で管理用通路は護岸も整備さ

れておりませんが、そこが途切れているものですか

ら、急ぎその部分を護岸とあわせて管理用通路を通

したいと考えております。

○糸洲朝則委員 これは管理用通路であるけれども、

それは整備のやりようによっては、先ほど申し上げ

ましたように、ウォーキングコース、あるいはジョ

ギングコースになりますので、それを視野に入れて

やっていただけますか。

○石川秀夫河川課長 了解しました。

○糸洲朝則委員 無電柱化推進事業で、これは多分
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宮古、八重山、要するに災害対策的なものと市街地

における共同溝、この２つでやっていると思うので

すが、それについて現状、進捗状況について教えて

いただけますか。

○多和田真忠道路管理課長 電線類地中化は、安全

で快適な通行空間の確保や良好な景観、住環境の形

成のほか、道路防災性の向上、情報通信ネットワー

クの信頼性向上を目的とするものであります。

県は、沖縄21世紀ビジョン実施計画において、平

成33年度までの全県域における電線類地中化の整備

目標を173キロメートルとしており、平成29年度末ま

でに149キロメートルの整備が完了しております。な

お、整備に当たっては電線管理者と関係者の理解と

協力が不可欠であることから、引き続き関係者との

合意形成に努め、電線類地中化を推進していきたい

と考えております。

○糸洲朝則委員 ちなみに、宮古、八重山を地中化

したのは台風で電柱が折れたのが一つの要因になっ

ておりますが、この宮古、八重山についてはどのく

らい進んでいますか。

○多和田真忠道路管理課長 全体で149キロメートル

の整備を平成29年度末までに行っておりまして、宮

古島におきましては約16キロメートルの整備が完了

しております。八重山につきましては約12.5キロメー

トルの整備になっております。

○糸洲朝則委員 あえて宮古、八重山と言いました

のは、さっき言ったように台風で連動してだーっと

引き倒されるような形で電柱が折れたということが

ありますので、台風が少なくなったとはいえ、沖縄

は台風の常襲地域ですから、むしろ宮古、八重山を

モデルとして全県下の取り組みをお願いしたいと思

います。いかがですか。

○多和田真忠道路管理課長 電線管理者としっかり

協力しながら進めていきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 離島港湾整備事業で、これは15港

のうち白浜港と祖納港が写真に出ておりますが、白

浜港が15.1億円、祖納港が19億円と。この２港の取

り組みについて御説明をお願いします。

○與那覇聰港湾課長 白浜港が、事業期間が平成24

年から平成31年度までを予定しておりまして、総事

業費が約15.1億円となっております。今年度は委託

費用として1450万円、工事に１億2537万8000円を計

上しておりまして、港湾施設用地と物揚げ場のマイ

ナス２メートルの改良を行う予定にしております。

祖納港が、総事業費が約19億円で、事業期間が平成25

年度から平成31年度を予定しております。今年度の

事業が事業費として9540万円を計上しておりまして、

委託費で1900万円、工事費で7640万円を計上してお

ります。整備としましては、波除堤の整備を予定し

ております。

○糸洲朝則委員 何の整備ですか。

○與那覇聰港湾課長 波除堤です。

○糸洲朝則委員 これは水深の確保のためにしゅん

せつという理解でいいですか。それとも、先ほどは

物揚げ場の話とかいろいろ出ておりましたが、それ

も含めてお願いします。

○與那覇聰港湾課長 白浜港におきましては、水色

の着色した部分が泊地のマイナス２メートルのしゅ

んせつです。祖納港はフェリーの船尾岸の整備です。

マイナス5.5メートルの岸壁の整備、白抜きのところ

の上に船尾岸の波除堤を整備する予定になっており

ます。

○糸洲朝則委員 祖納港で、以前視察に行ったとき、

静穏度の問題があったのです。いわゆる南向けでこ

の問題が解決しないと安定した港にならないと。こ

れは解決していますか。

○與那覇聰港湾課長 資料26ページの上に、もう一

つ波除堤が今整備されておりまして、それも一つの

静穏度対策としての波除堤工事になります。

○糸洲朝則委員 では、平成31年度のこの事業で静

穏度の解消になるということでよろしいですか。

○與那覇聰港湾課長 平成31年度で船尾岸含めて波

除堤の工事になります。

○新垣清涼委員長 以上で、土木建築部関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月８日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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